
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
五
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実

施
す
る
た
め
、
清
掃
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
厚
生
省
令
第
三
十
二
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

（
令
第
一
条
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
等
）

第
一
条
　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
。
以
下
「
令
」
と
い

う
。
）
第
一
条
第
一
号
の
二
の
環
境
省
令
で
定
め
る
廃
水
銀
は
、
水
銀
又
は
そ
の
化
合
物
が
使
用
さ
れ
て
い
る
製

品
（
以
下
「
水
銀
使
用
製
品
」
と
い
う
。
）
が
一
般
廃
棄
物
と
な
つ
た
も
の
か
ら
回
収
し
た
も
の
と
す
る
。

２
　
令
第
一
条
第
一
号
の
三
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
処
理
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
と
す
る
。

３
　
令
別
表
第
一
の
一
の
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
ご
み
処
理
施
設
は
、
ば
い
じ
ん
を
焼
却
灰
と
分
離
し
て
排
出

し
、
貯
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
灰
出
し
設
備
及
び
貯
留
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
焼
却
施
設
と
す
る
。

４
　
令
第
一
条
第
三
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
処
理
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
と
す
る
。

５
　
令
第
一
条
第
五
号
及
び
第
七
号
並
び
に
別
表
第
一
の
三
の
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン

類
（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ダ
イ
オ

キ
シ
ン
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
含
有
量
が
一
グ
ラ
ム
に
つ
き
三
ナ
ノ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

６
　
前
項
の
基
準
は
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
検
定
し
た
場
合
に
お
け
る
検
出
値
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

７
　
令
別
表
第
一
の
四
の
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
助
産
所

二
　
獣
医
療
法
（
平
成
四
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療
施
設

三
　
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
試
験
研
究
機
関
（
医
学
、
歯
学
、
薬
学
及
び
獣
医
学
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

四
　
大
学
及
び
そ
の
附
属
試
験
研
究
機
関
（
医
学
、
歯
学
、
薬
学
及
び
獣
医
学
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

五
　
学
術
研
究
又
は
製
品
の
製
造
若
し
く
は
技
術
の
改
良
、
考
案
若
し
く
は
発
明
に
係
る
試
験
研
究
を
行
う
研
究

所
（
医
学
、
歯
学
、
薬
学
及
び
獣
医
学
に
係
る
も
の
に
限
り
、
前
二
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

（
令
第
二
条
の
四
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
等
）

第
一
条
の
二
　
令
第
二
条
の
四
第
一
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
廃
油
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
タ
ー
ル
ピ
ッ
チ
類

二
　
廃
油
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
揮
発
油
類
、
灯
油
類
及
び
軽
油
類
を
除
く
も
の

２
　
令
第
二
条
の
四
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
水
素
イ
オ
ン
濃
度
指
数
が
二
・
〇
以
下
で
あ
る
こ
と

と
す
る
。

３
　
令
第
二
条
の
四
第
三
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
水
素
イ
オ
ン
濃
度
指
数
が
十
二
・
五
以
上
で
あ
る
こ

と
と
す
る
。

４
　
令
第
二
条
の
四
第
五
号
ハ
の
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
に
係
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
当
該
ポ
リ

塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
が
、
廃
油
の
場
合
は
当
該
廃
油
に
含
ま
れ
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の
量
が
試
料
一
キ

ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
〇
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
と
し
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
の
場
合
は
当
該
廃
酸
又

は
廃
ア
ル
カ
リ
に
含
ま
れ
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の
量
が
試
料
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
以

下
で
あ
る
こ
と
と
し
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
又
は
金
属
く
ず
の
場
合
は
当
該
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
又
は
金
属
く
ず

に
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
が
付
着
し
て
い
な
い
、
又
は
封
入
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
と
し
、
陶
磁
器
く
ず
の
場
合
は

当
該
陶
磁
器
く
ず
に
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
が
付
着
し
て
い
な
い
こ
と
と
し
、
廃
油
、
廃
酸
、
廃
ア
ル
カ
リ
、
廃

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
金
属
く
ず
又
は
陶
磁
器
く
ず
以
外
の
場
合
は
当
該
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
に
含
ま
れ

る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の
量
が
検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
と
す

る
。

５
　
令
第
二
条
の
四
第
五
号
ニ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
廃
水
銀
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
別
表
第
一
に
掲
げ
る
施
設
に
お
い
て
生
じ
た
廃
水
銀
又
は
廃
水
銀
化
合
物
（
水
銀
使
用
製
品
が
産
業
廃
棄
物

と
な
つ
た
も
の
に
封
入
さ
れ
た
廃
水
銀
又
は
廃
水
銀
化
合
物
を
除
く
。
）

二
　
水
銀
若
し
く
は
そ
の
化
合
物
が
含
ま
れ
て
い
る
物
（
一
般
廃
棄
物
を
除
く
。
）
又
は
水
銀
使
用
製
品
が
産
業

廃
棄
物
と
な
つ
た
も
の
か
ら
回
収
し
た
廃
水
銀

６
　
令
第
二
条
の
四
第
五
号
ニ
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
水
銀
の
精
製
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ

る
精
製
に
伴
つ
て
生
じ
た
残
さ
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

７
　
令
第
二
条
の
四
第
五
号
ホ
の
指
定
下
水
汚
泥
に
係
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
当
該
指
定
下
水
汚
泥
に
含

ま
れ
る
金
属
等
を
含
む
産
業
廃
棄
物
に
係
る
判
定
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
八
年
総
理
府
令
第
五
号
。
以

下
「
判
定
基
準
省
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
の
一
の
項
か
ら
二
五
の
項
ま
で
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
令
第
二
条
の
四
第
五
号
ホ
の
指
定
下
水
汚
泥
を
処
分
す

る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
に
係
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
当
該
処
理
し
た
も
の
が
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ

リ
の
場
合
は
当
該
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
に
含
ま
れ
る
別
表
第
二
の
一
の
項
か
ら
二
五
の
項
ま
で
の
第
一
欄
に
掲

げ
る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
以
外
の
場
合

は
当
該
処
理
し
た
も
の
に
含
ま
れ
る
判
定
基
準
省
令
別
表
第
六
の
一
の
項
か
ら
二
五
の
項
ま
で
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

８
　
令
第
二
条
の
四
第
五
号
ヘ
の
鉱
さ
い
に
係
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
当
該
鉱
さ
い
に
含
ま
れ
る
判
定
基

準
省
令
別
表
第
一
の
一
の
項
か
ら
三
の
項
ま
で
、
五
の
項
、
六
の
項
及
び
二
三
の
項
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
物
質
ご

と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
令
第
二
条
の
四
第
五
号
ヘ
の
鉱
さ
い
を
処
分
す
る

た
め
に
処
理
し
た
も
の
に
係
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
当
該
処
理
し
た
も
の
が
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ

の
場
合
は
当
該
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
に
含
ま
れ
る
別
表
第
二
の
一
の
項
か
ら
三
の
項
ま
で
、
五
の
項
、
六
の
項

及
び
二
三
の
項
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
廃
酸

又
は
廃
ア
ル
カ
リ
以
外
の
場
合
は
当
該
処
理
し
た
も
の
に
含
ま
れ
る
判
定
基
準
省
令
別
表
第
六
の
一
の
項
か
ら
三

の
項
ま
で
、
五
の
項
、
六
の
項
及
び
二
三
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第
三
欄

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

９
　
令
第
二
条
の
四
第
五
号
ト
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
産
業
廃
棄
物
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
（
次
号
に
お
い
て
「
建
築
物
等
」
と
い
う
。
）
に
用
い
ら
れ
る
材
料
で
あ
つ
て
石

綿
を
吹
き
つ
け
ら
れ
た
も
の
か
ら
石
綿
建
材
除
去
事
業
に
よ
り
除
去
さ
れ
た
当
該
石
綿

二
　
建
築
物
等
に
用
い
ら
れ
る
材
料
で
あ
つ
て
石
綿
を
含
む
も
の
の
う
ち
石
綿
建
材
除
去
事
業
に
よ
り
除
去
さ
れ

た
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
石
綿
保
温
材

ロ
　
け
い
そ
う
土
保
温
材

ハ
　
パ
ー
ラ
イ
ト
保
温
材

ニ
　
人
の
接
触
、
気
流
及
び
振
動
等
に
よ
り
イ
か
ら
ハ
に
掲
げ
る
も
の
と
同
等
以
上
に
石
綿
が
飛
散
す
る
お
そ

れ
の
あ
る
保
温
材
、
断
熱
材
及
び
耐
火
被
覆
材

三
　
石
綿
建
材
除
去
事
業
に
お
い
て
用
い
ら
れ
、
廃
棄
さ
れ
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
シ
ー
ト
、
防
じ
ん
マ
ス
ク
、
作
業

衣
そ
の
他
の
用
具
又
は
器
具
で
あ
つ
て
、
石
綿
が
付
着
し
て
い
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の

四
　
令
別
表
第
三
の
一
の
項
に
掲
げ
る
施
設
に
お
い
て
生
じ
た
石
綿
で
あ
つ
て
、
集
じ
ん
施
設
に
よ
つ
て
集
め
ら

れ
た
も
の
（
輸
入
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）

五
　
前
号
に
掲
げ
る
特
定
粉
じ
ん
発
生
施
設
又
は
集
じ
ん
施
設
を
設
置
す
る
工
場
又
は
事
業
場
に
お
い
て
用
い
ら

れ
、
廃
棄
さ
れ
た
防
じ
ん
マ
ス
ク
、
集
じ
ん
フ
ィ
ル
タ
ー
そ
の
他
の
用
具
又
は
器
具
で
あ
つ
て
、
石
綿
が
付
着

し
て
い
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
（
輸
入
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）

六
　
石
綿
で
あ
つ
て
、
集
じ
ん
施
設
に
よ
つ
て
集
め
ら
れ
た
も
の
（
事
業
活
動
に
伴
つ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
つ

て
、
輸
入
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

七
　
廃
棄
さ
れ
た
防
じ
ん
マ
ス
ク
、
集
じ
ん
フ
ィ
ル
タ
ー
そ
の
他
の
用
具
又
は
器
具
で
あ
つ
て
、
石
綿
が
付
着
し

て
い
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
（
事
業
活
動
に
伴
つ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
輸
入
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

10
　
令
第
二
条
の
四
第
五
号
チ
の
ば
い
じ
ん
に
係
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
当
該
ば
い
じ
ん
に
含
ま
れ
る
判

定
基
準
省
令
別
表
第
五
の
一
の
項
及
び
二
四
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第
三

欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
令
第
二
条
の
四
第
五
号
チ
の
ば
い
じ
ん
を
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
に
係
る

環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
当
該
処
理
し
た
も
の
が
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
の
場
合
は
当
該
廃
酸
又
は
廃
ア

1



ル
カ
リ
に
含
ま
れ
る
別
表
第
二
の
一
の
項
及
び
二
四
の
項
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項

の
第
二
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
以
外
の
場
合
は
当
該
処
理
し
た
も
の
に
含
ま
れ
る
判

定
基
準
省
令
別
表
第
六
の
一
の
項
及
び
二
四
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第
三

欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

11
　
令
第
二
条
の
四
第
五
号
リ
の
ば
い
じ
ん
又
は
燃
え
殻
に
係
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
こ
れ
ら
の
廃
棄
物

に
含
ま
れ
る
判
定
基
準
省
令
別
表
第
五
の
二
の
項
、
三
の
項
、
五
の
項
、
六
の
項
、
二
三
の
項
及
び
二
五
の
項
の

第
二
欄
に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
令
第
二
条
の
四
第
五
号

リ
の
こ
れ
ら
の
廃
棄
物
を
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
に
係
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
当
該
処
理
し

た
も
の
が
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
の
場
合
は
当
該
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
に
含
ま
れ
る
別
表
第
二
の
二
の
項
、

三
の
項
、
五
の
項
、
六
の
項
、
二
三
の
項
及
び
二
五
の
項
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項

の
第
二
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
以
外
の
場
合
は
当
該
処
理
し
た
も
の
に
含
ま
れ
る
判

定
基
準
省
令
別
表
第
六
の
二
の
項
、
三
の
項
、
五
の
項
、
六
の
項
、
二
三
の
項
及
び
二
五
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

12
　
令
第
二
条
の
四
第
五
号
ヌ
の
廃
油
を
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
に
係
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、

当
該
処
理
し
た
も
の
が
、
廃
油
の
場
合
は
廃
溶
剤
（
別
表
第
二
の
九
の
項
か
ら
一
八
の
項
ま
で
、
二
二
の
項
及
び

二
四
の
項
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
は
な
い
こ
と
と
し
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
の
場
合
は
当
該

処
理
し
た
も
の
に
含
ま
れ
る
別
表
第
二
の
九
の
項
か
ら
一
八
の
項
ま
で
、
二
二
の
項
及
び
二
四
の
項
の
第
一
欄
に

掲
げ
る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
廃
油
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
以

外
の
場
合
は
当
該
処
理
し
た
も
の
に
含
ま
れ
る
判
定
基
準
省
令
別
表
第
六
の
九
の
項
か
ら
一
八
の
項
ま
で
、
二
二

の
項
及
び
二
四
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

る
。

13
　
令
第
二
条
の
四
第
五
号
ル
の
汚
泥
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
に
係
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
汚
泥
に
つ

い
て
は
当
該
汚
泥
に
含
ま
れ
る
判
定
基
準
省
令
別
表
第
五
の
一
の
項
か
ら
二
五
の
項
ま
で
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
物

質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
に
つ
い
て
は
当
該
廃

酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
に
含
ま
れ
る
別
表
第
二
の
一
の
項
か
ら
二
五
の
項
ま
で
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
令
第
二
条
の
四
第
五
号
ル
の
こ
れ
ら
の
廃
棄
物
を
処
分
す

る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
に
係
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
当
該
処
理
し
た
も
の
が
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ

リ
の
場
合
は
当
該
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
に
含
ま
れ
る
別
表
第
二
の
一
の
項
か
ら
二
五
の
項
ま
で
の
第
一
欄
に
掲

げ
る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
以
外
の
場
合

は
当
該
処
理
し
た
も
の
に
含
ま
れ
る
判
定
基
準
省
令
別
表
第
六
の
一
の
項
か
ら
二
五
の
項
ま
で
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

14
　
令
第
二
条
の
四
第
六
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
焼
却
施
設
は
、
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
施
設
と
す
る
。

15
　
令
第
二
条
の
四
第
六
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
処
理
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
と
す
る
。

16
　
令
第
二
条
の
四
第
七
号
、
第
八
号
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン

類
の
含
有
量
が
一
グ
ラ
ム
に
つ
き
三
ナ
ノ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

17
　
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
七
項
、
第
八
項
、
第
十
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
及
び
前
項
に
掲
げ
る
基
準
は
、

環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
検
定
し
た
場
合
に
お
け
る
検
出
値
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
都
道
府
県
廃
棄
物
処
理
計
画
）

第
一
条
の
二
の
二
　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
五
条
の
五
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
廃
棄
物
の
発
生
量
及
び
処
理
量
の
見
込
み
は
、
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
に
定
め
る
こ
と
。

二
　
廃
棄
物
の
減
量
そ
の
他
そ
の
適
正
な
処
理
に
関
す
る
基
本
的
事
項
に
は
、
次
の
事
項
を
定
め
る
こ
と
。

イ
　
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
に
、
当
該
廃
棄
物
の
排
出
量
、
再
生
利
用
量
、
中
間
処
理
量
、

終
処
分
量
そ
の
他

そ
の
処
理
の
現
状

ロ
　
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
に
、
当
該
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
、
再
生
利
用
、
中
間
処
理
、

終
処
分
（
法
第
十

二
条
第
五
項
に
規
定
す
る

終
処
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
そ
の
適
正
な
処
理
に
関
す
る
目
標

ハ
　
ロ
に
掲
げ
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

ニ
　
廃
棄
物
の
不
適
正
な
処
分
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
監
視
、
指
導
そ
の
他
の
措
置
に
関
す
る
事
項

三
　
一
般
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
に
関
す
る
事
項
に
は
、
次
の
事
項
を
定
め
る

こ
と
。

イ
　
一
般
廃
棄
物
の
広
域
的
な
処
理
に
関
す
る
事
項

ロ
　
一
般
廃
棄
物
の
減
量
そ
の
他
そ
の
適
正
な
処
理
に
必
要
な
市
町
村
間
の
調
整
そ
の
他
の
技
術
的
援
助
に
関

す
る
事
項

四
　
産
業
廃
棄
物
の
処
理
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
項
に
は
、
次
の
事
項
を
定
め
る
こ
と
。

イ
　
産
業
廃
棄
物
の
減
量
そ
の
他
そ
の
適
正
な
処
理
に
必
要
な
産
業
廃
棄
物
の
処
理
施
設
の
確
保
の
た
め
の

方
策

ロ
　
産
業
廃
棄
物
の
処
理
施
設
の
整
備
に
際
し
配
慮
す
べ
き
事
項

五
　
非
常
災
害
時
に
お
け
る
法
第
五
条
の
五
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
施
策
を

実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
は
、
次
の
事
項
を
定
め
る
こ
と
。

イ
　
非
常
災
害
時
に
お
い
て
も
廃
棄
物
の
減
量
そ
の
他
そ
の
適
正
な
処
理
を
確
保
し
、
生
活
環
境
の
保
全
及
び

公
衆
衛
生
上
の
支
障
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

ロ
　
非
常
災
害
時
に
お
い
て
も
一
般
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
に
関
す
る
事
項

ハ
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
整
備
に
際
し
非
常
災
害
に
備
え
配
慮
す
べ
き
事
項

（
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
）

第
一
条
の
三
　
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
に
は
、
一
般
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
基
本

的
な
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
基
本
計
画
及
び
基
本
計
画
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
各
年
度
の
事
業
に
つ
い
て
定
め

る
実
施
計
画
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
船
舶
を
用
い
て
行
う
一
般
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
に
係
る
基
準
）

第
一
条
の
三
の
二
　
令
第
三
条
第
一
号
ニ
の
規
定
に
よ
る
表
示
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
様
式
第
一
号
に
よ
り
船
橋
の
両
側
（
船
橋
の
な
い
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
両
げ
ん
）
に

鮮
明
に
表
示
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
市
町
村
　
市
町
村
の
名
称

二
　
市
町
村
の
委
託
を
受
け
て
一
般
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
業
と
し
て
行
う
者
　
市
町
村
の
名
称

三
　
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
（
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
と
み
な
さ
れ
る
者
を

除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
　
法
第
七
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
市
町
村
の
名
称
及
び
許
可
番
号

２
　
令
第
三
条
第
一
号
ニ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
書
面
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
市
町
村
　
当
該
市
町
村
が
行
う
一
般
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
の
用
に
供
す
る
船
舶
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る

書
面

二
　
市
町
村
の
委
託
を
受
け
て
一
般
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
業
と
し
て
行
う
者
　
当
該
委
託
を
受
け
た
こ
と

を
証
す
る
書
面

三
　
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
　
法
第
七
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

（
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
）

第
一
条
の
三
の
三
　
令
第
三
条
第
一
号
ホ
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
一
般
廃
棄
物
は
、
工
作
物
の
新
築
、

改
築
又
は
除
去
に
伴
つ
て
生
じ
た
一
般
廃
棄
物
で
あ
つ
て
、
石
綿
を
そ
の
重
量
の
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て

含
有
す
る
も
の
と
す
る
。

（
一
般
廃
棄
物
の
積
替
え
に
係
る
基
準
）

第
一
条
の
四
　
令
第
三
条
第
一
号
チ
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
あ
ら
か
じ
め
、
積
替
え
を
行
つ
た
後
の
運
搬
先
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
搬
入
さ
れ
た
一
般
廃
棄
物
の
量
が
、
積
替
え
の
場
所
に
お
い
て
適
切
に
保
管
で
き
る
量
を
超
え
る
も
の
で
な

い
こ
と
。

三
　
搬
入
さ
れ
た
一
般
廃
棄
物
の
性
状
に
変
化
が
生
じ
な
い
う
ち
に
搬
出
す
る
こ
と
。

2



（
一
般
廃
棄
物
の
積
替
え
の
た
め
の
保
管
の
場
所
に
係
る
掲
示
板
）

第
一
条
の
五
　
令
第
三
条
第
一
号
リ
（
１
）
（
ロ
）
の
規
定
に
よ
る
掲
示
板
は
、
縦
及
び
横
そ
れ
ぞ
れ
六
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
表
示
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
保
管
す
る
一
般
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
一
般
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
又
は
水
銀
処
理
物
が
含
ま
れ

る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）

二
　
保
管
の
場
所
の
管
理
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
連
絡
先

三
　
屋
外
に
お
い
て
一
般
廃
棄
物
を
容
器
を
用
い
ず
に
保
管
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
条
に
規
定
す
る
高
さ
の

う
ち

高
の
も
の

（
一
般
廃
棄
物
の
保
管
の
高
さ
）

第
一
条
の
六
　
令
第
三
条
第
一
号
リ
（
２
）
（
ロ
）
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
高
さ
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
高
さ
と
す
る
。

一
　
保
管
の
場
所
の
囲
い
に
保
管
す
る
一
般
廃
棄
物
の
荷
重
が
直
接
か
か
る
構
造
で
あ
る
部
分
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
直
接
負
荷
部
分
」
と
い
う
。
）
が
な
い
場
合
（
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
　
当

該
保
管
の
場
所
の
任
意
の
点
ご
と
に
、
地
盤
面
か
ら
、
当
該
点
を
通
る
鉛
直
線
と
当
該
保
管
の
場
所
の
囲
い
の

下
端
（
当
該
下
端
が
地
盤
面
に
接
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
下
端
を
鉛
直
方
向
に
延
長
し
た
面
と

地
盤
面
と
の
交
線
）
を
通
り
水
平
面
に
対
し
上
方
に
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の

こ
う勾

配
を
有
す
る
面
と
の
交
点
（
当
該

交
点
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

も
地
盤
面
に
近
い
も
の
）
ま
で
の
高
さ

二
　
保
管
の
場
所
の
囲
い
に
直
接
負
荷
部
分
が
あ
る
場
合
　
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
部
分
に
応
じ
、
当
該
イ
及

び
ロ
に
定
め
る
高
さ

イ
　
直
接
負
荷
部
分
の
上
端
か
ら
下
方
に
垂
直
距
離
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
線
（
直
接
負
荷
部
分
に
係
る
囲

い
の
高
さ
が
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
下
端
）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
基
準
線
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
保
管
の
場
所
の
側
に
水
平
距
離
二
メ
ー
ト
ル
以
内
の
部
分
　
当
該
二

メ
ー
ト
ル
以
内
の
部
分
の
任
意
の
点
ご
と
に
、
次
の
（
１
）
に
規
定
す
る
高
さ
（
当
該
保
管
の
場
所
の
囲
い

に
直
接
負
荷
部
分
で
な
い
部
分
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
（
１
）
又
は
（
２
）
に
規
定
す
る
高
さ
の
う
ち

い
ず
れ
か
低
い
も
の
）

（１）
　
地
盤
面
か
ら
、
当
該
点
を
通
る
鉛
直
線
と
当
該
鉛
直
線
へ
の
水
平
距
離
が

も
小
さ
い
基
準
線
を
通
る

水
平
面
と
の
交
点
ま
で
の
高
さ

（２）
　
前
号
に
規
定
す
る
高
さ

ロ
　
基
準
線
か
ら
当
該
保
管
の
場
所
の
側
に
水
平
距
離
二
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
部
分
　
当
該
二
メ
ー
ト
ル
を
超

え
る
部
分
内
の
任
意
の
点
ご
と
に
、
次
の
（
１
）
に
規
定
す
る
高
さ
（
当
該
保
管
の
場
所
の
囲
い
に
直
接
負

荷
部
分
で
な
い
部
分
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
（
１
）
又
は
（
２
）
に
規
定
す
る
高
さ
の
う
ち
い
ず
れ
か

低
い
も
の
）

（１）
　
当
該
点
か
ら
、
当
該
点
を
通
る
鉛
直
線
と
、
基
準
線
か
ら
当
該
保
管
の
場
所
の
側
に
水
平
距
離
二
メ
ー

ト
ル
の
線
を
通
り
水
平
面
に
対
し
上
方
に
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の

こ
う勾

配
を
有
す
る
面
と
の
交
点
（
当
該
交
点

が
二
以
上
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

も
地
盤
面
に
近
い
も
の
）
ま
で
の
高
さ

（２）
　
前
号
に
規
定
す
る
高
さ

三
　
使
用
済
自
動
車
（
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
使
用
済
自
動
車
を
い
う
。
）
及
び
解
体
自
動
車
（
同
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
解

体
自
動
車
で
あ
つ
て
、
同
法
第
十
六
条
第
四
項
た
だ
し
書
又
は
第
十
八
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
解

体
自
動
車
全
部
利
用
者
（
同
法
第
十
六
条
第
四
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
解
体
自
動
車
全
部
利
用
者
を
い
う
。
）

に
引
き
渡
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
圧
縮
し
て
い
な
い
も
の
（
以
下
「
使
用
済
自
動
車
等
」
と
い
う
。
）

を
保
管
す
る
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
　
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
部
分
に
応
じ
、
当
該
イ
及
び

ロ
に
定
め
る
高
さ

イ
　
当
該
保
管
の
場
所
の
囲
い
の
下
端
（
当
該
下
端
が
地
盤
面
に
接
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
下

端
を
鉛
直
方
向
に
延
長
し
た
面
と
地
盤
面
と
の
交
線
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
当
該
保
管
の
場
所
の
側

に
水
平
距
離
三
メ
ー
ト
ル
以
内
の
部
分
　
当
該
三
メ
ー
ト
ル
以
内
の
部
分
の
任
意
の
点
ご
と
に
、
地
盤
面
か

ら
、
上
方
に
垂
直
距
離
三
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
高
さ

ロ
　
当
該
保
管
の
場
所
の
囲
い
の
下
端
か
ら
当
該
保
管
の
場
所
の
側
に
水
平
距
離
三
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
部

分
　
当
該
三
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
部
分
内
の
任
意
の
点
ご
と
に
、
地
盤
面
か
ら
、
上
方
に
垂
直
距
離
四
・
五

メ
ー
ト
ル
ま
で
の
高
さ

四
　
使
用
済
自
動
車
等
を
格
納
す
る
た
め
の
施
設
（
保
管
す
る
使
用
済
自
動
車
等
の
荷
重
に
対
し
て
構
造
耐
力
上

安
全
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
利
用
し
て
保
管
す
る
場
合
　
使
用
済
自
動
車
等
の
搬
出
入
に
当
た
り
、
使
用

済
自
動
車
等
の
落
下
に
よ
る
危
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
高
さ

（
一
般
廃
棄
物
を
焼
却
す
る
焼
却
設
備
の
構
造
）

第
一
条
の
七
　
令
第
三
条
第
二
号
イ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
構
造
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
空
気
取
入
口
及
び
煙
突
の
先
端
以
外
に
焼
却
設
備
内
と
外
気
と
が
接
す
る
こ
と
な
く
、
燃
焼
室
に
お
い
て
発

生
す
る
ガ
ス
（
以
下
「
燃
焼
ガ
ス
」
と
い
う
。
）
の
温
度
が
摂
氏
八
百
度
以
上
の
状
態
で
廃
棄
物
を
焼
却
で
き

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
燃
焼
に
必
要
な
量
の
空
気
の
通
風
が
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
燃
焼
室
内
に
お
い
て
廃
棄
物
が
燃
焼
し
て
い
る
と
き
に
、
燃
焼
室
に
廃
棄
物
を
投
入
す
る
場
合
に
は
、
外
気

と
遮
断
さ
れ
た
状
態
で
、
定
量
ず
つ
廃
棄
物
を
燃
焼
室
に
投
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
燃
焼
室
中
の
燃
焼
ガ
ス
の
温
度
を
測
定
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
製
鋼
の
用

に
供
す
る
電
気
炉
、
銅
の
第
一
次
製
錬
の
用
に
供
す
る
転
炉
若
し
く
は
溶
解
炉
又
は
亜
鉛
の
第
一
次
製
錬
の
用

に
供
す
る
焙
焼
炉
を
用
い
た
焼
却
設
備
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

五
　
燃
焼
ガ
ス
の
温
度
を
保
つ
た
め
に
必
要
な
助
燃
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
加
熱
す
る
こ
と

な
く
燃
焼
ガ
ス
の
温
度
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
性
状
を
有
す
る
廃
棄
物
の
み
を
焼
却
す
る
焼
却
設
備
又
は
製
鋼

の
用
に
供
す
る
電
気
炉
、
銅
の
第
一
次
製
錬
の
用
に
供
す
る
転
炉
若
し
く
は
溶
解
炉
若
し
く
は
亜
鉛
の
第
一
次

製
錬
の
用
に
供
す
る
焙
焼
炉
を
用
い
た
焼
却
設
備
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
一
般
廃
棄
物
の
熱
分
解
を
行
う
熱
分
解
設
備
の
構
造
）

第
一
条
の
七
の
二
　
令
第
三
条
第
二
号
ロ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
構
造
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
炭
化
水
素
油
又
は
炭
化
物
を
生
成
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

イ
　
熱
分
解
室
内
へ
の
空
気
の
流
入
を
防
ぐ
こ
と
に
よ
り
、
熱
分
解
室
内
の
廃
棄
物
を
燃
焼
さ
せ
な
い
構
造
の

も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
一
般
廃
棄
物
の
熱
分
解
を
行
う
の
に
必
要
な
温
度
及
び
圧
力
を
適
正
に
保
つ
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る

こ
と
（
圧
力
に
つ
い
て
は
、
加
圧
を
行
う
場
合
に
限
る
。
ハ
に
つ
い
て
同
じ
。
）
。

ハ
　
熱
分
解
室
内
の
温
度
及
び
圧
力
を
定
期
的
に
測
定
で
き
る
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
処
理
に
伴
つ
て
生
じ
た
残
さ
（
炭
化
物
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
排
出
す
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
残
さ
が
発
火
し
な
い
よ
う
、
排
出
さ
れ
た
残
さ
を
直
ち
に
冷
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

ホ
　
処
理
に
伴
つ
て
生
じ
た
ガ
ス
の
う
ち
炭
化
水
素
油
と
し
て
回
収
さ
れ
な
い
ガ
ス
を
適
正
に
処
理
（
燃
焼
さ

せ
る
こ
と
を
除
く
。
た
だ
し
、
処
理
し
た
一
般
廃
棄
物
の
重
量
、
生
成
さ
れ
た
炭
化
水
素
油
の
重
量
及
び
処

理
に
伴
つ
て
生
じ
た
残
さ
の
重
量
を
測
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
熱
分
解
設
備
に
お
い
て
、
通
常
の
操
業
状
態

に
お
い
て
生
成
さ
れ
る
炭
化
水
素
油
の
重
量
が
、
処
理
し
た
一
般
廃
棄
物
の
重
量
の
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

で
あ
り
、
か
つ
、
処
理
に
伴
つ
て
生
じ
た
ガ
ス
の
う
ち
炭
化
水
素
油
と
し
て
回
収
さ
れ
な
い
ガ
ス
の
重
量

が
、
処
理
し
た
一
般
廃
棄
物
の
重
量
の
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
処
理
（
再
生
利
用
を
目
的
と
し
て

炭
化
水
素
油
を
生
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
）
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

二
　
前
号
以
外
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
般
廃
棄
物
の
熱
分
解
に
必
要
な
温
度
を
適
正
に
保
つ
こ
と
が
で
き
る
も

の
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ

と
。

（
令
第
三
条
第
三
号
ロ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
設
備
）

第
一
条
の
七
の
三
　
令
第
三
条
第
三
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
設
備
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

3



一
　
一
般
廃
棄
物
の
保
有
水
及
び
雨
水
等
（
以
下
「
保
有
水
等
」
と
い
う
。
）
が
埋
立
処
分
の
場
所
（
以
下
こ
の

条
、
次
条
、
第
七
条
の
九
、
第
十
二
条
の
三
十
一
か
ら
第
十
二
条
の
三
十
五
ま
で
、
第
十
二
条
の
三
十
七
及
び

第
十
二
条
の
四
十
に
お
い
て
「
埋
立
地
」
と
い
う
。
）
（
内
部
仕
切
設
備
に
よ
り
区
画
し
て
埋
立
処
分
を
行
う
埋

立
地
に
つ
い
て
は
、
埋
立
処
分
を
行
つ
て
い
る
区
画
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
お
い
て
同

じ
。
）
か
ら
浸
出
す
る
こ
と
を
防
止
で
き
る
遮
水
工
（
埋
立
地
の
う
ち
、
一
般
廃
棄
物
の
投
入
の
た
め
の
開
口

部
及
び
次
号
に
規
定
す
る
保
有
水
等
集
排
水
設
備
が
設
け
ら
れ
た
場
所
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）

二
　
保
有
水
等
を
有
効
に
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
堅
固
で
耐
久
力
を
有
す
る
構
造
の
管

き
よ渠

そ
の
他
の
集
排
水
設
備

（
水
面
埋
立
処
分
を
行
う
埋
立
地
に
つ
い
て
は
、
保
有
水
等
を
有
効
に
排
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
堅
固
で
耐
久

力
を
有
す
る
構
造
の
余
水
吐
き
そ
の
他
の
排
水
設
備
。
以
下
「
保
有
水
等
集
排
水
設
備
」
と
い
う
。
）

三
　
保
有
水
等
集
排
水
設
備
に
よ
り
集
め
ら
れ
た
保
有
水
等
（
水
面
埋
立
処
分
を
行
う
埋
立
地
に
つ
い
て
は
、
保

有
水
等
集
排
水
設
備
に
よ
り
排
出
さ
れ
る
保
有
水
等
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
放
流
水
の
水
質
を
一
般
廃
棄
物

の

終
処
分
場
及
び
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
に
係
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
五
十
二
年
総

理
府
・
厚
生
省
令
第
一
号
。
以
下
「

終
処
分
基
準
省
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
ご

と
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
及
び
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
総
理
府

令
第
六
十
七
号
）
別
表
第
二
の
下
欄
に
定
め
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
許
容
限
度
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

浸
出
液
処
理
設
備

四
　
地
表
水
が
埋
立
地
の
開
口
部
か
ら
埋
立
地
へ
流
入
す
る
の
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
開

き
よ渠

そ
の
他
の
設
備

（
令
第
三
条
第
三
号
ロ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
措
置
）

第
一
条
の
七
の
四
　
令
第
三
条
第
三
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
前
条
各
号
に
掲
げ
る
設
備
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
当
該

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ
　
埋
立
地
の
内
部
の
側
面
又
は
底
面
の
う
ち
、
そ
の
表
面
に
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
遮
水
工
と
同
等
以
上
の

遮
水
の
効
力
を
有
す
る
地
層
（
以
下
「
不
透
水
性
の
地
層
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
　
同
号
に
掲
げ
る
遮

水
工
（
不
透
水
性
の
地
層
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

ロ
　
雨
水
が
入
ら
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
埋
立
地
（
水
面
埋
立
処
分
を
行
う
埋
立
地
を
除
く
。
）

に
お
い
て
一
般
廃
棄
物
を
埋
め
立
て
る
場
合
　
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
保
有
水
等
集
排
水
設
備

ハ
　
保
有
水
等
集
排
水
設
備
に
よ
り
集
め
ら
れ
た
保
有
水
等
を
貯
留
す
る
た
め
の
十
分
な
容
量
の
耐
水
構
造
の

貯
留

そ
う槽

が
設
け
ら
れ
、
か
つ
、
当
該
貯
留

そ
う槽

に
貯
留
さ
れ
た
保
有
水
等
が
当
該
埋
立
地
以
外
の
場
所
に
設
け

ら
れ
た
前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
浸
出
液
処
理
設
備
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
水
処
理
設
備
で
処
理
さ
れ

る
場
合
　
同
号
に
掲
げ
る
浸
出
液
処
理
設
備

ニ
　
埋
立
処
分
が
終
了
し
た
後
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
つ
た
水
質
検
査
の
結
果
、
保
有
水
等
集

排
水
設
備
に
よ
り
集
め
ら
れ
た
保
有
水
等
の
水
質
が
二
年
以
上
に
わ
た
り

終
処
分
基
準
省
令
別
表
第
一
の

上
欄
に
掲
げ
る
項
目
ご
と
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
お
り
、
か
つ
、
保
有
水
等
を
処
理
す

る
こ
と
な
く
放
流
し
た
と
し
て
も
生
活
環
境
の
保
全
上
支
障
が
生
じ
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
　
前
条

第
三
号
に
掲
げ
る
浸
出
液
処
理
設
備

二
　
放
流
水
及
び
周
縁
の
地
下
水
（
埋
立
地
か
ら
の
浸
出
液
に
よ
る
埋
立
地
の
周
縁
の
地
下
水
の
水
質
へ
の
影
響

の
有
無
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
か
ら
採
取
さ
れ
た
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
水
面
埋
立
処
分
を
行
う

埋
立
地
に
あ
つ
て
は
、
埋
立
地
か
ら
の
浸
出
液
に
よ
る
埋
立
地
の
周
辺
の
水
域
の
水
又
は
周
縁
の
地
下
水
の
水

質
へ
の
影
響
の
有
無
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
か
ら
採
取
さ
れ
た
当
該
水
域
の
水
又
は
当
該
地
下
水
と

す
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
水
質
の
維
持
を
、
次
の
と
お
り
行
う
こ
と
。

イ
　
放
流
水
の
水
質
を

終
処
分
基
準
省
令
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
ご
と
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

基
準
及
び
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
施
行
規
則
別
表
第
二
の
下
欄
に
定
め
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の

許
容
限
度
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
。

ロ
　
周
縁
の
地
下
水
の
水
質
に
つ
い
て

終
処
分
基
準
省
令
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
ご
と
に
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
係
る
水
質
の
悪
化
又
は
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
よ
る
汚
染
（
そ
の
原
因
が
当
該
埋
立
地

以
外
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
原
因
の
調
査
そ
の

他
の
生
活
環
境
の
保
全
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ハ
　
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
基
準
は
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
検
定
し
た
場
合
に
お
け
る
検
出
値
に
よ

る
も
の
と
す
る
。

三
　
そ
の
他
必
要
な
措
置

（
令
第
三
条
第
三
号
ロ
た
だ
し
書
の
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
一
条
の
七
の
五
　
令
第
三
条
第
三
号
ロ
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
公
共
の
水
域
及

び
地
下
水
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
一
般
廃
棄
物
の
み
の
埋
立
処
分
を
行
う
場
合
と
す

る
。

（
水
銀
処
理
物
の
埋
立
処
分
に
係
る
判
定
基
準
）

第
一
条
の
七
の
五
の
二
　
令
第
三
条
第
三
号
ヌ
（
２
）
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
水
銀
処
理
物
に
含
ま
れ
る

別
表
第
二
の
二
の
各
項
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

る
。

２
　
前
項
に
掲
げ
る
基
準
は
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
検
定
し
た
場
合
に
お
け
る
検
出
値
に
よ
る
も
の
と

す
る
。

（
基
準
適
合
水
銀
処
理
物
の
埋
立
処
分
に
関
す
る
所
要
の
措
置
）

第
一
条
の
七
の
五
の
三
　
令
第
三
条
第
三
号
ヌ
（
３
）
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

一
　
埋
立
処
分
は
令
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
の

終
処
分
場
（
令
第
三
条
第
三
号
ヌ
（
３
）
に

規
定
す
る
水
銀
処
理
物
（
以
下
「
基
準
適
合
水
銀
処
理
物
」
と
い
う
。
）
の
埋
立
処
分
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の

に
限
る
。
）
の
う
ち
の
一
定
の
場
所
に
お
い
て
、
か
つ
、
埋
め
立
て
る
基
準
適
合
水
銀
処
理
物
が
分
散
し
な
い

よ
う
に
行
う
こ
と
。

二
　
埋
め
立
て
る
基
準
適
合
水
銀
処
理
物
が
そ
の
他
の
廃
棄
物
（
第
一
条
の
九
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す

る
た
め
同
号
に
掲
げ
る
廃
水
銀
と
区
分
さ
れ
て
い
な
い
廃
水
銀
等
を
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
で
あ
つ

て
第
八
条
の
六
第
四
号
に
規
定
す
る
基
準
適
合
廃
水
銀
等
処
理
物
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
と
混
合
す
る
お
そ
れ
の
な
い
よ
う
に
、
他
の
廃
棄
物
と
区
分
す
る
こ
と
。

三
　
埋
め
立
て
る
基
準
適
合
水
銀
処
理
物
が
流
出
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四
　
埋
め
立
て
る
基
準
適
合
水
銀
処
理
物
に
雨
水
が
浸
入
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
受
託
者
が
他
人
に
委
託
し
て
一
般
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
、
処
分
等
を
行
う
場
合
の
基
準
）

第
一
条
の
七
の
六
　
令
第
四
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
非
常
災
害
時
に
お
い
て
受
託
者
が
受
託
業
務
を
他
人
に
委
託

し
て
実
施
す
る
場
合
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
日
常
生
活
に
伴
つ
て
生
じ
た
ご
み
、
し
尿
そ
の
他
の
一
般
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
、
処
分
又
は
再
生
を
委
託

し
な
い
こ
と
。

二
　
受
託
者
が
受
託
業
務
を
委
託
す
る
者
（
次
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
「
再
受
託
者
」
と
い
う
。
）
が
次
の
い

ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
当
該
受
託
者
か
ら
委
託
を
受
け
る
業
務
を
遂
行
す
る
に
足
り
る
施
設
、
人
員
及
び
財
政
的
基
礎
を
有
し
、

か
つ
、
当
該
業
務
の
実
施
に
関
し
相
当
の
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

ロ
　
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
か
ら
ル
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

ハ
　
自
ら
当
該
受
託
者
か
ら
委
託
を
受
け
る
業
務
を
実
施
す
る
こ
と
。

ニ
　
市
町
村
と
当
該
受
託
者
と
の
間
の
委
託
契
約
に
係
る
契
約
書
に
、
当
該
受
託
者
が
一
般
廃
棄
物
の
収
集
、

運
搬
、
処
分
又
は
再
生
を
委
託
し
よ
う
と
す
る
者
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
再
受
託
者
に
委
託
す
る
業
務
に
係
る
委
託
料
が
当
該
業
務
を
遂
行
す
る
に
足
り
る
額
で
あ
る
こ
と
。

四
　
一
般
廃
棄
物
の
収
集
と
こ
れ
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
を
併
せ
て
委
託
す
る
と
き
は
、
一
般
廃
棄
物
の
収
集
業

務
に
直
接
従
事
す
る
者
が
そ
の
収
集
に
係
る
手
数
料
を
徴
収
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

五
　
当
該
委
託
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
再
受
託
者
に
対
す
る
必
要
か
つ
適
切

な
監
督
を
行
う
こ
と
。

（
一
般
廃
棄
物
の
処
分
又
は
再
生
の
状
況
の
確
認
）

第
一
条
の
八
　
令
第
四
条
第
九
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
確
認
は
、
一
年
に
一
回
以
上
、
実
地
に
行
う
も
の
と
す
る
。
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（
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
を
区
分
し
な
い
で
収
集
し
、
又
は
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

第
一
条
の
九
　
令
第
四
条
の
二
第
一
号
イ
（
２
）
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一
　
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
で
あ
る
特
定
施
設
排
出
物
（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十

一
年
政
令
第
四
百
三
十
三
号
）
別
表
第
一
第
五
号
に
掲
げ
る
施
設
に
お
い
て
生
じ
た
ば
い
じ
ん
若
し
く
は
燃
え

殻
又
は
同
令
別
表
第
二
第
十
三
号
に
掲
げ
る
施
設
を
有
す
る
工
場
若
し
く
は
事
業
場
に
お
い
て
生
じ
た
汚
泥
を

い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
特
定
施
設
排
出
物
（
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
又
は
産
業
廃
棄
物
で

あ
る
も
の
を
除
く
。
）
と
を
混
合
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
廃
棄
物
以
外
の
物
が
混
入
す
る
お
そ
れ
が
な
く
、

か
つ
、
混
合
し
た
廃
棄
物
の
全
量
を
溶
融
設
備
を
用
い
て
溶
融
し
、
又
は
焼
成
設
備
を
用
い
て
焼
成
す
る
方
法

に
よ
り
処
理
す
る
場
合

二
　
感
染
性
一
般
廃
棄
物
と
感
染
性
産
業
廃
棄
物
と
が
混
合
し
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
感
染
性
廃
棄
物
以

外
の
物
が
混
入
す
る
お
そ
れ
の
な
い
場
合

三
　
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
で
あ
る
廃
水
銀
と
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
廃
水
銀
等
と
が
混
合
し
て
い
る
場

合
で
あ
つ
て
、
当
該
廃
棄
物
以
外
の
物
が
混
入
す
る
お
そ
れ
の
な
い
場
合

（
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
に
係
る
文
書
の
記
載
事
項
）

第
一
条
の
十
　
令
第
四
条
の
二
第
一
号
ニ
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
収
集
又
は
運
搬
に
係
る
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
の
種
類

二
　
当
該
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
を
取
り
扱
う
際
に
注
意
す
べ
き
事
項

（
令
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
を
収
納
す
る
運
搬
容
器
の
構
造
）

第
一
条
の
十
一
　
令
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
に
係
る
令
第
四
条
の
二
第
一
号
ヘ
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令

で
定
め
る
構
造
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
密
閉
で
き
る
こ
と
そ
の
他
の
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の
漏
洩
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ

て
い
る
こ
と
。

二
　
収
納
し
や
す
い
こ
と
。

三
　
損
傷
し
に
く
い
こ
と
。

（
令
第
一
条
第
一
号
の
二
に
掲
げ
る
廃
棄
物
又
は
感
染
性
一
般
廃
棄
物
を
収
納
す
る
運
搬
容
器
の
構
造
）

第
一
条
の
十
一
の
二
　
令
第
一
条
第
一
号
の
二
に
掲
げ
る
廃
棄
物
又
は
感
染
性
一
般
廃
棄
物
に
係
る
令
第
四
条
の
二

第
一
号
ヘ
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
構
造
は
、
前
条
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、

密
閉
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

（
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
の
積
替
え
の
場
所
に
係
る
表
示
事
項
）

第
一
条
の
十
二
　
令
第
四
条
の
二
第
一
号
ト
（
１
）
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

一
　
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
の
積
替
え
の
場
所
で
あ
る
こ
と
。

二
　
積
み
替
え
る
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
の
種
類

三
　
積
替
え
の
場
所
の
管
理
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
連
絡
先

（
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
の
積
替
え
の
場
所
に
仕
切
り
等
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

第
一
条
の
十
三
　
令
第
四
条
の
二
第
一
号
ト
（
２
）
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
第
一
条
の
九
各

号
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

（
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
の
積
替
え
に
係
る
所
要
の
措
置
）

第
一
条
の
十
四
　
令
第
四
条
の
二
第
一
号
ト
（
３
）
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

一
　
令
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
廃
棄
物
の
腐
食
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置

二
　
令
第
一
条
第
一
号
の
二
に
掲
げ
る
廃
棄
物
に
あ
つ
て
は
、
容
器
に
入
れ
て
密
封
す
る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
廃

棄
物
の
飛
散
、
流
出
又
は
揮
発
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
、
高
温
に
さ
ら
さ
れ
な
い
た
め
に
必
要
な
措
置

及
び
腐
食
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置

三
　
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
で
あ
る
ば
い
じ
ん
に
あ
つ
て
は
、
当
該
ば
い
じ
ん
の
固
化
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な

措
置

四
　
感
染
性
一
般
廃
棄
物
に
あ
つ
て
は
、
冷
蔵
す
る
こ
と
等
当
該
感
染
性
一
般
廃
棄
物
の
腐
敗
の
防
止
の
た
め
に

必
要
な
措
置

（
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
の
積
替
え
に
係
る
基
準
）

第
一
条
の
十
五
　
令
第
四
条
の
二
第
一
号
チ
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
あ
ら
か
じ
め
、
積
替
え
を
行
つ
た
後
の
運
搬
先
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
搬
入
さ
れ
た
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
の
量
が
、
積
替
え
場
所
に
お
い
て
適
切
に
保
管
で
き
る
量
を
超
え
る
も

の
で
な
い
こ
と
。

三
　
搬
入
さ
れ
た
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
の
性
状
に
変
化
が
生
じ
な
い
う
ち
に
搬
出
す
る
こ
と
。

（
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
の
処
理
の
受
託
者
が
講
ず
べ
き
措
置
）

第
一
条
の
十
六
　
令
第
四
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
引
き
続
く
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
の
飛
散
、
流
出
又
は
地
下
浸
透
の
防
止
の
た
め
の
措
置

二
　
飛
散
又
は
流
出
し
た
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
の
除
去
の
た
め
の
措
置

三
　
そ
の
他
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
の
応
急
の
措
置

（
一
般
廃
棄
物
の
運
搬
を
委
託
で
き
る
者
）

第
一
条
の
十
七
　
法
第
六
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
一
般
廃
棄
物
の
運
搬
を
委
託
で
き
る

者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
専
ら
再
生
利
用
の
目
的
と
な
る
一
般
廃
棄
物
の
み
の
収
集
又
は
運
搬
を
業
と
し
て
行
う
者

二
　
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
者

三
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
及
び
第
十
条
の
二
十
第
一
項
に
掲
げ
る
者
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
行
う
者
に
限
る
。
）

四
　
法
第
九
条
の
八
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
当
該
認
定
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の
当
該
認
定
に
係
る
運
搬
を

行
う
場
合
に
限
る
。
）

五
　
法
第
九
条
の
九
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
当
該
認
定
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の
当
該
認
定
に
係
る
運
搬
を

行
う
場
合
に
限
る
も
の
と
し
、
そ
の
委
託
を
受
け
て
当
該
認
定
に
係
る
運
搬
を
業
と
し
て
行
う
者
（
同
条
第
二

項
第
二
号
に
規
定
す
る
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
を
含
む
。
）

六
　
法
第
九
条
の
十
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
当
該
認
定
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の
当
該
認
定
に
係
る
運
搬
を

行
う
場
合
に
限
る
。
）

七
　
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
二
十
一
条
第

二
項
に
規
定
す
る
者
（
同
法
第
二
十
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
認
定
計
画
に
従
つ
て
行
う
再
生
利
用
事
業

（
同
法
第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
再
生
利
用
事
業
を
い
う
。
）
に
利
用
す
る
食
品
循
環
資
源
（
同
法

第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
食
品
循
環
資
源
を
い
い
、
一
般
廃
棄
物
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
運
搬
を

行
う
場
合
に
限
る
。
）

（
一
般
廃
棄
物
の
処
分
を
委
託
で
き
る
者
）

第
一
条
の
十
八
　
法
第
六
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
一
般
廃
棄
物
の
処
分
を
委
託
で
き
る

者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
専
ら
再
生
利
用
の
目
的
と
な
る
一
般
廃
棄
物
の
み
の
処
分
を
業
と
し
て
行
う
者

二
　
第
二
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者

三
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
及
び
第
十
条
の
二
十
第
一
項
に
掲
げ
る
者
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
の
処
分
を
行
う
者
に
限
る
。
）

四
　
法
第
九
条
の
八
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
当
該
認
定
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の
当
該
認
定
に
係
る
処
分
を

行
う
場
合
に
限
る
。
）

五
　
法
第
九
条
の
九
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
当
該
認
定
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の
当
該
認
定
に
係
る
処
分
を

行
う
場
合
に
限
る
も
の
と
し
、
そ
の
委
託
を
受
け
て
当
該
認
定
に
係
る
処
分
を
業
と
し
て
行
う
者
（
同
条
第
二

項
第
二
号
に
規
定
す
る
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
を
含
む
。
）

六
　
法
第
九
条
の
十
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
当
該
認
定
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の
当
該
認
定
に
係
る
処
分
を

行
う
場
合
に
限
る
。
）
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（
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
の
処
理
の
委
託
に
係
る
通
知
事
項
）

第
一
条
の
十
九
　
令
第
四
条
の
四
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
委
託
し
よ
う
と
す
る
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
の
種
類
、
数
量
、
性
状
及
び
荷
姿

二
　
当
該
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
を
取
り
扱
う
際
に
注
意
す
べ
き
事
項

（
法
第
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
事
業
者
の
協
力
）

第
一
条
の
二
十
　
法
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
係
る

一
般
廃
棄
物
に
な
る
前
の
製
品
、
容
器
等
の
製
造
、
加
工
、
販
売
等
を
行
う
事
業
者
に
対
し
、
文
書
に
よ
り
、
当

該
一
般
廃
棄
物
の
処
理
そ
の
他
環
境
大
臣
の
定
め
る
協
力
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
。

（
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
を
要
し
な
い
者
）

第
二
条
　
法
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
環
境
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
市
町
村
の
委
託
（
非
常
災
害
時
に
お
け
る
市
町
村
か
ら
委
託
を
受
け
た
者
に
よ
る
委
託
を
含
む
。
）
を
受
け

て
一
般
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
業
と
し
て
行
う
者

二
　
再
生
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
市
町
村
長
が
認
め
た
一
般
廃
棄
物
の
み
の
収
集
又
は
運
搬
を
業
と

し
て
行
う
者
で
あ
つ
て
市
町
村
長
の
指
定
を
受
け
た
も
の

三
　
削
除

四
　
広
域
的
に
収
集
又
は
運
搬
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
が
指
定
し
た
一
般
廃
棄
物
（
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
広
域
収
集
運
搬
一
般
廃
棄
物
」
と
い
う
。
）
を
適
正
に
収
集
又
は
運
搬
す
る
こ
と
が
確

実
で
あ
る
と
し
て
環
境
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
者
（
広
域
収
集
運
搬
一
般
廃
棄
物
の
み
の
収
集
又
は
運
搬
を
営

利
を
目
的
と
せ
ず
業
と
し
て
行
う
場
合
に
限
る
。
）

五
　
国
（
一
般
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
そ
の
業
務
と
し
て
行
う
場
合
に
限
る
。
）

六
　
一
般
廃
棄
物
の
輸
出
に
係
る
運
搬
を
行
う
者
（
自
ら
本
邦
か
ら
輸
出
の
相
手
国
ま
で
の
運
搬
を
行
う
場
合
に

限
る
。
）

七
　
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
製

造
業
者
等
（
同
法
第
四
条
に
規
定
す
る
製
造
業
者
等
を
い
う
。
）
の
委
託
を
受
け
て
、
特
定
家
庭
用
機
器
一
般

廃
棄
物
（
同
法
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
家
庭
用
機
器
一
般
廃
棄
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
再

商
品
化
（
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
再
商
品
化
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
必
要
な
行
為
（
同
法
第
十

七
条
に
規
定
す
る
指
定
引
取
場
所
か
ら
再
商
品
化
の
用
に
供
す
る
同
法
第
二
十
三
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る

施
設
へ
の
運
搬
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
業
と
し
て
実
施
す
る
者
で
あ
つ
て
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
も
の
（
イ
に
規
定
す
る
事
業
計
画
に
基
づ
き
、
法
第
六
条
の
二
第

二
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
処
理
基
準
（
以
下
「
一
般
廃
棄
物
処
理
基
準
」
と
い
う
。
）
に
従
い
、
当
該
特

定
家
庭
用
機
器
一
般
廃
棄
物
の
み
の
収
集
又
は
運
搬
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
限
る
。
）

イ
　
運
輸
事
業
者
（
資
本
金
の
額
が
三
億
円
を
超
え
る
会
社
に
限
る
。
）
が
作
成
す
る
当
該
特
定
家
庭
用
機
器

一
般
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
に
関
す
る
事
業
計
画
（
再
商
品
化
の
推
進
及
び
適
正
な
処
理
の
確
保
の
観
点

か
ら
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
基
づ
き
、
当
該
収
集
又
は
運
搬
を
行
う
こ
と
。

ロ
　
当
該
収
集
又
は
運
搬
が
当
該
区
域
内
の
当
該
特
定
家
庭
用
機
器
一
般
廃
棄
物
の
適
正
な
収
集
又
は
運
搬
の

確
保
に
と
つ
て
必
要
不
可
欠
で
あ
る
場
合
そ
の
他
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
当
該
特
定
家
庭
用
機
器
一
般
廃
棄
物
が
飛
散
し
、
及
び
流
出
し
、
並
び
に
悪
臭
が
漏
れ
る
お
そ
れ
の
な
い

運
搬
車
、
運
搬
船
、
運
搬
容
器
そ
の
他
の
運
搬
施
設
を
有
す
る
こ
と
。

ニ
　
積
替
施
設
を
有
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
特
定
家
庭
用
機
器
一
般
廃
棄
物
が
飛
散
し
、
及
び
流
出

し
、
並
び
に
悪
臭
が
発
散
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
施
設
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
当
該
収
集
又
は
運
搬
を
的
確
に
行
う
に
足
り
る
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
。

ヘ
　
当
該
収
集
又
は
運
搬
を
的
確
に
、
か
つ
、
継
続
し
て
行
う
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
。

ト
　
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
か
ら
ル
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

チ
　
法
、
浄
化
槽
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
又
は
令
第
四
条
の
六
に
規
定
す
る
法
令
の
規
定
に

よ
る
不
利
益
処
分
（
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
不
利
益
処

分
を
い
う
。
以
下
「
不
利
益
処
分
」
と
い
う
。
）
を
受
け
、
そ
の
不
利
益
処
分
の
あ
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経

過
し
な
い
者
（
当
該
不
利
益
処
分
を
受
け
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
不
利
益
処
分
に
係

る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
つ
た
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該
法
人
の
役
員
（
業
務
を

執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
い
、
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る

名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
法
人
に
対
し
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ

れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
第
八
条
の
三
十
八
の

二
第
二
号
ロ
、
第
八
条
の
三
十
八
の
五
第
二
項
第
四
号
及
び
第
四
項
第
五
号
並
び
に
第
十
二
条
の
十
二
の
二

十
八
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
で
あ
つ
た
者
で
当
該
不
利
益
処
分
の
あ
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も

の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

八
　
再
生
利
用
の
目
的
と
な
る
廃
タ
イ
ヤ
（
自
動
車
用
タ
イ
ヤ
が
一
般
廃
棄
物
と
な
つ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
適

正
に
収
集
又
は
運
搬
す
る
者
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
（
一
般
廃
棄
物
処
理
基
準
に
従

い
、
当
該
廃
タ
イ
ヤ
の
み
の
収
集
又
は
運
搬
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
限
る
。
）

イ
　
当
該
業
を
行
う
区
域
（
運
搬
の
み
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
廃
タ
イ
ヤ
の
積
卸
し
を
行

う
区
域
に
限
る
。
）
に
係
る
廃
タ
イ
ヤ
（
自
動
車
用
タ
イ
ヤ
が
産
業
廃
棄
物
と
な
つ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
収

集
又
は
運
搬
に
つ
い
て
、
法
第
十
四
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
か
ら
ル
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

ハ
　
不
利
益
処
分
を
受
け
、
そ
の
不
利
益
処
分
の
あ
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
に
該
当
し
な
い
こ

と
。

九
　
特
定
家
庭
用
機
器
（
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
家
庭
用
機
器
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
、
ス
プ
リ
ン
グ
マ
ッ
ト
レ
ス
、
自
動
車
用
タ
イ
ヤ
又
は
自
動
車
用
鉛
蓄
電
池
の
販
売
を
業
と

し
て
行
う
者
で
あ
つ
て
、
当
該
業
を
行
う
区
域
に
お
い
て
、
そ
の
物
品
又
は
そ
の
物
品
と
同
種
の
も
の
が
一
般

廃
棄
物
と
な
つ
た
も
の
を
適
正
に
収
集
又
は
運
搬
す
る
も
の
（
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
に
限
り
、
か

つ
、
一
般
廃
棄
物
処
理
基
準
に
従
い
、
当
該
一
般
廃
棄
物
の
み
の
収
集
又
は
運
搬
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
限

る
。
）

イ
　
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
か
ら
ル
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

ロ
　
不
利
益
処
分
を
受
け
、
そ
の
不
利
益
処
分
の
あ
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
に
該
当
し
な
い
こ

と
。

十
　
引
越
荷
物
を
運
送
す
る
業
務
を
行
う
者
（
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
三

条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
、
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
又
は
同
法
第

三
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
の
う
ち
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六

年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
自
動
車
（
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
自
動
車

を
除
く
。
）
に
よ
る
運
送
を
行
う
も
の
に
限
る
。
以
下
「
引
越
荷
物
運
送
業
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
次
の

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
（
一
般
廃
棄
物
処
理
基
準
に
従
い
、
転
居
す
る
者
が
転
居
の
際
に
排
出
す
る
一
般

廃
棄
物
（
日
常
生
活
に
伴
つ
て
生
じ
た
も
の
に
限
る
。
以
下
「
転
居
廃
棄
物
」
と
い
う
。
）
の
み
の
収
集
又
は

運
搬
を
営
利
を
目
的
と
せ
ず
業
と
し
て
行
う
場
合
に
限
る
。
）

イ
　
転
居
す
る
者
か
ら
転
居
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
の
交
付

を
受
け
、
か
つ
、
当
該
文
書
に
記
載
し
た
事
項
に
基
づ
き
、
転
居
廃
棄
物
を
所
定
の
場
所
ま
で
運
搬
し
、
当

該
所
定
の
場
所
に
お
い
て
市
町
村
又
は
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
に
引
き
渡
す
こ
と
。

（１）
　
当
該
収
集
又
は
運
搬
に
係
る
転
居
廃
棄
物
の
種
類
及
び
数
量

（２）
　
引
越
荷
物
運
送
業
者
が
管
理
す
る
所
定
の
場
所
の
所
在
地

（３）
　
当
該
所
定
の
場
所
に
お
い
て
当
該
転
居
廃
棄
物
を
引
き
渡
す
市
町
村
の
名
称
又
は
一
般
廃
棄
物
収
集
運

搬
業
者
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
代
表
者
の
氏
名

ロ
　
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
か
ら
ル
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

ハ
　
不
利
益
処
分
を
受
け
、
そ
の
不
利
益
処
分
の
あ
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
に
該
当
し
な
い
こ

と
。

十
一
　
廃
牛

せ
き脊

柱
（
牛
の

せ
き脊

柱
が
一
般
廃
棄
物
と
な
つ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
適
正
に
収
集
又
は
運

搬
す
る
者
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
（
一
般
廃
棄
物
処
理
基
準
に
従
い
、
当
該
廃
牛

せ
き脊

柱

の
み
の
収
集
又
は
運
搬
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
限
る
。
）
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イ
　
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
か
ら
ル
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

ロ
　
不
利
益
処
分
を
受
け
、
そ
の
不
利
益
処
分
の
あ
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
に
該
当
し
な
い
こ

と
。

十
二
　
環
境
大
臣
の
委
託
を
受
け
て
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生
じ
た
災
害
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
九
号
。
以
下
「
災
害
廃
棄
物
処
理
特
措
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
災

害
廃
棄
物
で
あ
る
一
般
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
業
と
し
て
行
う
者
（
災
害
廃
棄
物
処
理
特
措
法
第
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
災
害
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

十
三
　
環
境
大
臣
か
ら
災
害
廃
棄
物
処
理
特
措
法
第
二
条
に
規
定
す
る
災
害
廃
棄
物
で
あ
る
一
般
廃
棄
物
の
収
集

又
は
運
搬
の
委
託
を
受
け
た
者
の
委
託
を
受
け
て
当
該
一
般
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
業
と
し
て
行
う
者
で

あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
（
災
害
廃
棄
物
処
理
特
措
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
災
害
廃

棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

イ
　
当
該
受
託
者
か
ら
委
託
を
受
け
る
業
務
を
遂
行
す
る
に
足
り
る
施
設
、
人
員
及
び
財
政
的
基
礎
を
有
し
、

か
つ
、
当
該
業
務
の
実
施
に
関
し
相
当
の
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

ロ
　
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
か
ら
ル
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

ハ
　
自
ら
当
該
受
託
者
か
ら
委
託
を
受
け
る
業
務
を
実
施
す
る
こ
と
。

ニ
　
環
境
大
臣
と
当
該
受
託
者
と
の
間
の
委
託
契
約
に
係
る
契
約
書
に
、
当
該
受
託
者
が
一
般
廃
棄
物
の
収
集

又
は
運
搬
（
災
害
廃
棄
物
処
理
特
措
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
一
般
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬

に
限
る
。
）
を
委
託
し
よ
う
と
す
る
者
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

十
四
　
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
緊
急
に
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
の
除
去
又
は
発
生
の
防
止

の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
環
境
大
臣
又
は
市
町
村
長
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、

当
該
事
由
を
勘
案
し
て
環
境
大
臣
又
は
市
町
村
長
が
定
め
る
期
間
に
一
般
廃
棄
物
を
適
正
に
収
集
又
は
運
搬
す

る
能
力
が
あ
る
者
と
し
て
環
境
大
臣
又
は
市
町
村
長
が
指
定
す
る
者
（
一
般
廃
棄
物
処
理
基
準
又
は
法
第
六
条

の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
処
理
基
準
（
処
理
の
緊
急
性
に
鑑
み
基
準
を
そ
の
ま
ま
適
用

す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
環
境
大
臣
が
認
め
た
場
合
に
お
い
て
は
、
適
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
も
の
と

し
て
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
基
準
を
除
く
。
第
二
条
の
三
第
十
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
従
い
、
環
境
大
臣
又

は
市
町
村
長
が
指
定
し
た
一
般
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
限
る
。
）

（
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
の
基
準
）

第
二
条
の
二
　
法
第
七
条
第
五
項
第
三
号
（
法
第
七
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
施
設
に
係
る
基
準

イ
　
一
般
廃
棄
物
が
飛
散
し
、
及
び
流
出
し
、
並
び
に
悪
臭
が
漏
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
運
搬
車
、
運
搬
船
、
運

搬
容
器
そ
の
他
の
運
搬
施
設
を
有
す
る
こ
と
。

ロ
　
積
替
施
設
を
有
す
る
場
合
に
は
、
一
般
廃
棄
物
が
飛
散
し
、
流
出
し
、
及
び
地
下
に
浸
透
し
、
並
び
に
悪

臭
が
発
散
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
施
設
で
あ
る
こ
と
。

二
　
申
請
者
の
能
力
に
係
る
基
準

イ
　
一
般
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
的
確
に
行
う
に
足
り
る
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
。

ロ
　
一
般
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
的
確
に
、
か
つ
、
継
続
し
て
行
う
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
を
有
す
る
こ

と
。

（
心
身
の
故
障
に
よ
り
そ
の
業
務
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
）

第
二
条
の
二
の
二
　
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
、
廃

棄
物
の
処
理
の
業
務
を
適
切
に
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で

き
な
い
者
と
す
る
。

（
一
般
廃
棄
物
処
分
業
の
許
可
を
要
し
な
い
者
）

第
二
条
の
三
　
法
第
七
条
第
六
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
市
町
村
の
委
託
（
非
常
災
害
時
に
お
け
る
市
町
村
か
ら
委
託
を
受
け
た
者
に
よ
る
委
託
を
含
む
。
）
を
受
け

て
一
般
廃
棄
物
の
処
分
を
業
と
し
て
行
う
者

二
　
再
生
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
市
町
村
長
が
認
め
た
一
般
廃
棄
物
の
み
の
処
分
を
業
と
し
て
行
う

者
で
あ
つ
て
市
町
村
長
の
指
定
を
受
け
た
も
の

三
　
削
除

四
　
広
域
的
に
処
分
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
が
指
定
し
た
一
般
廃
棄
物
（
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
「
広
域
処
分
一
般
廃
棄
物
」
と
い
う
。
）
を
適
正
に
処
分
す
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
し
て
環
境
大

臣
の
指
定
を
受
け
た
者
（
広
域
処
分
一
般
廃
棄
物
の
み
の
処
分
を
営
利
を
目
的
と
せ
ず
業
と
し
て
行
う
場
合
に

限
る
。
）

五
　
国
（
一
般
廃
棄
物
の
処
分
を
そ
の
業
務
と
し
て
行
う
場
合
に
限
る
。
）

六
　
再
生
利
用
の
目
的
と
な
る
廃
タ
イ
ヤ
（
自
動
車
用
タ
イ
ヤ
が
一
般
廃
棄
物
と
な
つ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
適

正
に
処
分
す
る
者
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
（
一
般
廃
棄
物
処
理
基
準
に
従
い
、
当
該
廃

タ
イ
ヤ
の
み
の
処
分
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
限
る
。
）

イ
　
当
該
業
を
行
う
区
域
に
係
る
廃
タ
イ
ヤ
（
自
動
車
用
タ
イ
ヤ
が
産
業
廃
棄
物
と
な
つ
た
も
の
に
限
る
。
）

の
処
分
に
つ
い
て
、
法
第
十
四
条
第
六
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
廃
タ
イ
ヤ
の
処
分
を
行
う
施
設
の
一
日
当
た
り
の
処
理
能
力
が
五
ト
ン
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該

施
設
に
つ
い
て
、
法
第
八
条
第
一
項
又
は
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
か
ら
ル
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

ニ
　
不
利
益
処
分
を
受
け
、
そ
の
不
利
益
処
分
の
あ
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
に
該
当
し
な
い
こ

と
。

七
　
廃
牛

せ
き脊

柱
を
適
正
に
処
分
す
る
者
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
（
一
般
廃
棄
物
処
理
基
準

に
従
い
、
当
該
廃
牛

せ
き脊

柱
の
み
の
処
分
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
限
る
。
）

イ
　
当
該
業
を
行
う
区
域
に
係
る
廃
牛

せ
き脊

柱
の
処
分
に
つ
い
て
、
法
第
十
四
条
第
六
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る

こ
と
。

ロ
　
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
か
ら
ル
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

ハ
　
不
利
益
処
分
を
受
け
、
そ
の
不
利
益
処
分
の
あ
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
に
該
当
し
な
い
こ

と
。

八
　
環
境
大
臣
の
委
託
を
受
け
て
災
害
廃
棄
物
処
理
特
措
法
第
二
条
に
規
定
す
る
災
害
廃
棄
物
で
あ
る
一
般
廃
棄

物
の
処
分
を
業
と
し
て
行
う
者
（
災
害
廃
棄
物
処
理
特
措
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
災
害
廃
棄
物
の
処

分
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

九
　
環
境
大
臣
か
ら
災
害
廃
棄
物
処
理
特
措
法
第
二
条
に
規
定
す
る
災
害
廃
棄
物
で
あ
る
一
般
廃
棄
物
の
処
分
の

委
託
を
受
け
た
者
の
委
託
を
受
け
て
当
該
一
般
廃
棄
物
の
処
分
を
業
と
し
て
行
う
者
で
あ
つ
て
、
第
二
条
第
十

三
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
（
災
害
廃
棄
物
処
理
特
措
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

災
害
廃
棄
物
の
処
分
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

十
　
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
緊
急
に
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
の
除
去
又
は
発
生
の
防
止
の

た
め
の
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
環
境
大
臣
又
は
市
町
村
長
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
当

該
事
由
を
勘
案
し
て
環
境
大
臣
又
は
市
町
村
長
が
定
め
る
期
間
に
一
般
廃
棄
物
を
適
正
に
処
分
又
は
再
生
す
る

能
力
が
あ
る
者
と
し
て
環
境
大
臣
又
は
市
町
村
長
が
指
定
す
る
者
（
一
般
廃
棄
物
処
理
基
準
又
は
法
第
六
条
の

二
第
三
項
に
規
定
す
る
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
処
理
基
準
に
従
い
、
環
境
大
臣
又
は
市
町
村
長
が
指
定
し
た
一

般
廃
棄
物
の
処
分
又
は
再
生
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
限
る
。
）

（
一
般
廃
棄
物
処
分
業
の
許
可
の
基
準
）

第
二
条
の
四
　
法
第
七
条
第
十
項
第
三
号
（
法
第
七
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
処
分
（
埋
立
処
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
業
と
し
て
行
う
場
合

イ
　
施
設
に
係
る
基
準

（１）
　
浄
化
槽
（
浄
化
槽
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
浄
化
槽
（
同
法
第
三
条
の
二
第
二
項
又
は
浄
化
槽
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
六
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
浄
化
槽
と
み
な

さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
汚
泥
又
は
し
尿
の
処
分
を
業
と
し
て
行
う
場
合

に
は
、
当
該
汚
泥
又
は
し
尿
の
処
分
に
適
す
る
し
尿
処
理
施
設
（
浄
化
槽
を
除
く
。
第
十
三
条
第
五
号
を

除
き
以
下
同
じ
。
）
、
焼
却
施
設
そ
の
他
の
処
理
施
設
を
有
す
る
こ
と
。
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（２）
　
そ
の
他
の
一
般
廃
棄
物
の
処
分
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
処
分
を
業
と
し
て
行
お
う
と
す
る

一
般
廃
棄
物
の
種
類
に
応
じ
、
当
該
一
般
廃
棄
物
の
処
分
に
適
す
る
処
理
施
設
を
有
す
る
こ
と
。

（３）
　
保
管
施
設
を
有
す
る
場
合
に
は
、
搬
入
さ
れ
た
一
般
廃
棄
物
が
飛
散
し
、
流
出
し
、
及
び
地
下
に
浸
透

し
、
並
び
に
悪
臭
が
発
散
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
施
設
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
申
請
者
の
能
力
に
係
る
基
準

（１）
　
一
般
廃
棄
物
の
処
分
を
的
確
に
行
う
に
足
り
る
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
。

（２）
　
一
般
廃
棄
物
の
処
分
を
的
確
に
、
か
つ
、
継
続
し
て
行
う
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
埋
立
処
分
を
業
と
し
て
行
う
場
合

イ
　
施
設
に
係
る
基
準

（１）
　
埋
立
処
分
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
は
、
一
般
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
に
適
す
る

終
処
分
場
及
び
ブ
ル

ド
ー
ザ
ー
そ
の
他
の
施
設
を
有
す
る
こ
と
。

（２）
　
削
除

ロ
　
申
請
者
の
能
力
に
係
る
基
準

（１）
　
一
般
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
を
的
確
に
行
う
に
足
り
る
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
。

（２）
　
一
般
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
を
的
確
に
、
か
つ
、
継
続
し
て
行
う
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
を
有
す
る
こ

と
。

（
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
及
び
一
般
廃
棄
物
処
分
業
者
の
帳
簿
記
載
事
項
等
）

第
二
条
の
五
　
法
第
七
条
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
及
び
一
般
廃
棄
物
処
分
業
者
の
帳

簿
の
記
載
事
項
は
、
一
般
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
に
、
次
の
表
の
上
欄
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

収
集
又
は
運
搬

１
　
収
集
又
は
運
搬
年
月
日

２
　
収
集
区
域
又
は
受
入
先

３
　
運
搬
方
法
及
び
運
搬
先
ご
と
の
運
搬
量

処
分

１
　
受
入
れ
又
は
処
分
年
月
日

２
　
受
け
入
れ
た
場
合
に
は
、
受
入
先
ご
と
の
受
入
量

３
　
処
分
し
た
場
合
に
は
、
処
分
方
法
ご
と
の
処
分
量

４
　
処
分
（
埋
立
処
分
及
び
海
洋
投
入
処
分
を
除
く
。
）
後
の
廃
棄
物
の
持
出

先
ご
と
の
持
出
量

備
考
　
収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
に
係
る
一
般
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
又
は
水
銀
処
理
物
が
含
ま
れ

る
場
合
は
、
上
欄
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
又
は
水
銀
処

理
物
に
係
る
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
帳
簿
は
、
事
業
場
ご
と
に
備
え
、
毎
月
末
ま
で
に
、
前
月
中
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い

て
、
記
載
を
終
了
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
七
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
及
び
一
般
廃
棄
物
処
分
業
者
の
帳
簿
の
保
存

は
、
次
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
帳
簿
は
、
一
年
ご
と
に
閉
鎖
す
る
こ
と
。

二
　
帳
簿
は
、
閉
鎖
後
五
年
間
事
業
場
ご
と
に
保
存
す
る
こ
と
。

（
一
般
廃
棄
物
処
理
業
に
係
る
変
更
の
届
出
等
）

第
二
条
の
六
　
法
第
七
条
の
二
第
三
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称

二
　
次
に
掲
げ
る
者

イ
　
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
リ
に
規
定
す
る
法
定
代
理
人

ロ
　
役
員
及
び
政
令
で
定
め
る
使
用
人

ハ
　
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
ル
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
使
用
人

三
　
事
務
所
及
び
事
業
場
の
所
在
地
（
住
所
を
除
く
。
）

四
　
事
業
の
用
に
供
す
る
主
要
な
施
設
並
び
に
そ
の
設
置
場
所
及
び
主
要
な
設
備
の
構
造
又
は
規
模

２
　
法
第
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
又
は
変
更
の
届
出
は
、
当
該
廃
止
又
は
変
更
の
日
か
ら
十
日
以
内

に
行
う
も
の
と
す
る
。

（
法
第
七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
欠
格
要
件
に
係
る
届
出
）

第
二
条
の
七
　
法
第
七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
ロ
か
ら
ト
ま
で
又
は
リ

か
ら
ル
ま
で
（
同
号
リ
か
ら
ル
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
同
号
イ
又
は
チ
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
市
町
村
長
に

提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
法
第
七
条
第
一
項
又
は
第
六
項
の
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

三
　
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
ロ
か
ら
ト
ま
で
又
は
リ
か
ら
ル
ま
で
（
同
号
リ
か
ら
ル
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ

て
は
、
同
号
イ
又
は
チ
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
該
当
す
る
に
至
つ
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
当
該
欠
格
要
件
」
と
い
う
。
）
及
び
該
当
す
る
に
至
つ
た
具
体
的
事
由

四
　
当
該
欠
格
要
件
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
年
月
日

（
法
第
七
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
欠
格
要
件
に
係
る
届
出
）

第
二
条
の
八
　
法
第
七
条
の
二
第
五
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
を
有
す
る
状
態
と
な
り

廃
棄
物
の
処
理
の
業
務
の
継
続
が
著
し
く
困
難
と
な
つ
た
者
と
す
る
。

２
　
法
第
七
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
同
項
の
者
が
前
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
に
至
つ
た

後
、
遅
滞
な
く
、
前
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
市
町
村
長
に
提
出
し
て
行
う

も
の
と
す
る
。

（
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
）

第
三
条
　
法
第
八
条
第
二
項
の
申
請
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
に
同
項
第
六
号
の
一
般

廃
棄
物
処
理
施
設
の
位
置
、
構
造
等
の
設
置
に
関
す
る
計
画
に
係
る
事
項
と
し
て
記
載
す
べ
き
も
の
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

一
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
位
置

二
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
処
理
方
式

三
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
構
造
及
び
設
備

四
　
処
理
に
伴
い
生
ず
る
排
ガ
ス
及
び
排
水
の
量
及
び
処
理
方
法
（
排
出
の
方
法
（
排
出
口
の
位
置
、
排
出
先
等

を
含
む
。
）
を
含
む
。
）

五
　
設
計
計
算
上
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
排
ガ
ス
中
の
大
気
汚
染
防
止
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
七

号
）
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
ば
い
煙
量
（
以
下
「
ば
い
煙
量
」
と
い
う
。
）
及
び
同
項
に
規
定
す
る
ば
い

煙
濃
度
（
以
下
「
ば
い
煙
濃
度
」
と
い
う
。
）
並
び
に
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度
（
以
下
「
排
ガ
ス
の
性
状
」

と
い
う
。
）
、
放
流
水
の
水
質
そ
の
他
の
生
活
環
境
へ
の
負
荷
に
関
す
る
数
値

六
　
そ
の
他
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
構
造
等
に
関
す
る
事
項

２
　
申
請
書
に
法
第
八
条
第
二
項
第
七
号
の
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
計
画
に
係
る
事
項
と
し

て
記
載
す
べ
き
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
排
ガ
ス
の
性
状
、
放
流
水
の
水
質
等
に
つ
い
て
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
全
の
た
め
達
成
す
る
こ
と
と
し

た
数
値

二
　
排
ガ
ス
の
性
状
及
び
放
流
水
の
水
質
の
測
定
頻
度
に
関
す
る
事
項

三
　
そ
の
他
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
事
項

３
　
申
請
書
に
法
第
八
条
第
二
項
第
八
号
の
災
害
防
止
の
た
め
の
計
画
に
係
る
事
項
と
し
て
記
載
す
べ
き
も
の
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
一
般
廃
棄
物
の
飛
散
及
び
流
出
の
防
止
に
関
す
る
事
項

二
　
公
共
の
水
域
及
び
地
下
水
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
事
項

三
　
火
災
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
事
項

四
　
そ
の
他

終
処
分
場
に
係
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
事
項
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４
　
法
第
八
条
第
二
項
第
九
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
ご
み
処
理
施
設
に
あ
つ
て
は
、
処
理
に
伴
い
生
ず
る
一
般
廃
棄
物
の
処
分
方
法

二
　
し
尿
処
理
施
設
に
あ
つ
て
は
、
汚
泥
等
の
処
分
方
法

三
　

終
処
分
場
に
あ
つ
て
は
、
埋
立
処
分
の
計
画

四
　
当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の
搬
入
及
び
搬
出
の
時
間
及
び
方
法
に
関
す
る
事
項

五
　
着
工
予
定
年
月
日
及
び
使
用
開
始
予
定
年
月
日

六
　
申
請
者
が
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
リ
に
規
定
す
る
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の
氏

名
及
び
住
所
（
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
住
所
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

並
び
に
そ
の
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
。
第
五
条
の
十
一
第
一
項
第
六
号
、
第
六
条
第
一
項
第
七
号
、
第
六
条
の

二
十
四
の
八
第
三
項
第
七
号
、
第
九
条
の
二
第
一
項
第
七
号
、
第
十
一
条
第
五
項
第
六
号
、
第
十
二
条
の
十
一

の
十
二
第
一
項
第
六
号
及
び
第
十
二
条
の
十
二
第
一
項
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

七
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
役
員
の
氏
名
及
び
住
所

八
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は

出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
氏
名
又

は
名
称
、
住
所
及
び
当
該
株
主
の
有
す
る
株
式
の
数
又
は
当
該
出
資
を
し
て
い
る
者
の
な
し
た
出
資
の
金
額

九
　
申
請
者
に
令
第
四
条
の
七
に
規
定
す
る
使
用
人
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
住
所

５
　
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
設
計
計
算
書

二
　

終
処
分
場
に
あ
つ
て
は
、
周
囲
の
地
形
、
地
質
及
び
地
下
水
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
及
び
図
面

三
　

終
処
分
場
以
外
の
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
に
あ
つ
て
は
、
処
理
工
程
図

四
　
当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
付
近
の
見
取
図

五
　
当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
技
術
的
能
力
を
説
明
す
る
書
類

六
　
当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
及
び
維
持
管
理
に
要
す
る
資
金
の
総
額
及
び
そ
の
資
金
の
調
達
方
法
を

記
載
し
た
書
類

七
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株

主
資
本
等
変
動
計
算
書
、
個
別
注
記
表
並
び
に
法
人
税
の
納
付
す
べ
き
額
及
び
納
付
済
額
を
証
す
る
書
類

八
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
資
産
に
関
す
る
調
書
並
び
に
直
前
三
年
の
所
得
税
の
納
付
す
べ
き
額
及

び
納
付
済
額
を
証
す
る
書
類

九
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

十
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
住
民
票
の
写
し
（
本
籍
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
住
民
基
本
台
帳
法

（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
）
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限

る
。
以
下
同
じ
。
）

十
一
　
申
請
者
が
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
か
ら
ル
ま
で
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

十
二
　
申
請
者
が
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
リ
に
規
定
す
る
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の

住
民
票
の
写
し
（
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
登
記
事
項
証
明
書
及
び
役
員
の
住
民
票
の
写

し
。
第
五
条
の
十
一
第
二
項
第
八
号
、
第
六
条
第
二
項
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

十
三
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
役
員
の
住
民
票
の
写
し

十
四
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又

は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
住
民

票
の
写
し
（
こ
れ
ら
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
登
記
事
項
証
明
書
）

十
五
　
申
請
者
に
令
第
四
条
の
七
に
規
定
す
る
使
用
人
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
住
民
票
の
写
し

６
　
申
請
者
は
、
直
前
の
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書
（
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十

五
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
報
告
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
作
成
し
て
い
る
と
き
は
、

前
項
第
七
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
書
類
に
代
え
て
、
当
該
有
価
証
券
報
告
書
を
申
請
書
に
添
付
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

７
　
都
道
府
県
知
事
は
、
申
請
者
が
法
第
八
条
第
一
項
の
許
可
又
は
第
九
条
第
一
項
の
変
更
の
許
可
（
平
成
十
二
年

十
月
一
日
以
降
に
受
け
た
許
可
で
あ
つ
て
、
当
該
許
可
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
（
こ
の
項

（
第
五
条
の
三
第
四
項
、
第
五
条
の
十
一
第
三
項
、
第
五
条
の
十
二
第
三
項
及
び
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
別
に
受
け
た
許
可
を
証
す
る
書
類
を
提
出
し
て
受
け
た
許
可
を
除
く
。
）
に

限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
十
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ

る
書
類
の
全
部
又
は
一
部
に
代
え
て
、
当
該
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
）

第
三
条
の
二
　
法
第
八
条
第
三
項
の
書
類
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
設
置
し
よ
う
と
す
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類
及
び
規
模
並
び
に
処
理
す
る
一
般
廃
棄
物
の
種
類
を
勘

案
し
、
当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
に
伴
い
生
ず
る
大
気
質
、
騒
音
、
振
動
、
悪
臭
、
水
質

又
は
地
下
水
に
係
る
事
項
の
う
ち
、
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
調

査
を
行
つ
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
生
活
環
境
影
響
調
査
項
目
」
と
い
う
。
）

二
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
生
活
環
境
影
響
調
査
項
目
の
現
況
及
び
そ
の
把
握
の
方
法

三
　
当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
程
度
を
予
測
す

る
た
め
に
把
握
し
た
水
象
、
気
象
そ
の
他
自
然
的
条
件
及
び
人
口
、
土
地
利
用
そ
の
他
社
会
的
条
件
の
現
況
並

び
に
そ
の
把
握
の
方
法

四
　
当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
予
測
さ
れ
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
生
活
環
境
影
響

調
査
項
目
に
係
る
変
化
の
程
度
及
び
当
該
変
化
の
及
ぶ
範
囲
並
び
に
そ
の
予
測
の
方
法

五
　
当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
程
度
を
分
析
し

た
結
果

六
　
大
気
質
、
騒
音
、
振
動
、
悪
臭
、
水
質
又
は
地
下
水
の
う
ち
、
こ
れ
ら
に
係
る
事
項
を
一
般
廃
棄
物
処
理
施

設
生
活
環
境
影
響
調
査
項
目
に
含
め
な
か
つ
た
も
の
及
び
そ
の
理
由

七
　
そ
の
他
当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て

の
調
査
に
関
し
て
参
考
と
な
る
事
項

（
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
が
省
略
で
き
る
場
合
）

第
三
条
の
三
　
法
第
八
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
一
般
廃
棄
物
の

終
処
分
場
以
外
の
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
に
あ
つ
て
は
、
法
第
八
条
第
二
項
の
申
請
書
に

記
載
し
た
同
項
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
が
、
過
去
に
な
さ
れ
た
同
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る

当
該
事
項
と
同
一
で
あ
る
場
合

二
　
一
般
廃
棄
物
の

終
処
分
場
に
あ
つ
て
は
、
法
第
八
条
第
二
項
の
申
請
書
に
記
載
し
た
同
項
第
二
号
か
ら
第

四
号
ま
で
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
過
去
に
な
さ
れ
た
同
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
当
該
事

項
と
同
一
で
あ
る
場
合

（
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
技
術
上
の
基
準
）

第
四
条
　
法
第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
（
法
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
ご
み
処
理
施
設
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
自
重
、
積
載
荷
重
そ
の
他
の
荷
重
、
地
震
力
及
び
温
度
応
力
に
対
し
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
。

二
　
削
除

三
　
ご
み
、
ご
み
の
処
理
に
伴
い
生
ず
る
排
ガ
ス
及
び
排
水
等
に
よ
る
腐
食
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が

講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

四
　
ご
み
の
飛
散
及
び
悪
臭
の
発
散
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
構
造
の
も
の
で
あ
り
、
又
は
必
要
な
設
備
が
設

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

五
　
著
し
い
騒
音
及
び
振
動
を
発
生
し
、
周
囲
の
生
活
環
境
を
損
な
わ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六
　
ご
み
の
保
有
水
及
び
ご
み
の
処
理
に
伴
い
生
ず
る
汚
水
又
は
廃
液
が
、
漏
れ
出
し
、
及
び
地
下
に
浸
透
し
な

い
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

七
　
焼
却
施
設
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
次
の
要
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

イ
　
法
第
九
条
の
二
の
四
第
一
項
の
認
定
に
係
る
熱
回
収
施
設
（
同
項
に
規
定
す
る
熱
回
収
施
設
を
い
う
。
第

四
条
の
五
、
第
五
条
の
五
の
五
か
ら
第
五
条
の
五
の
七
ま
で
、
第
五
条
の
五
の
十
及
び
第
五
条
の
五
の
十
一

に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
焼
却
施
設
に
あ
つ
て
は
外
気
と
遮
断
さ
れ
た
状
態
で
ご
み
を
燃
焼
室
に
投
入
す

9



る
こ
と
が
で
き
る
供
給
装
置
が
、
そ
れ
以
外
の
焼
却
施
設
に
あ
つ
て
は
外
気
と
遮
断
さ
れ
た
状
態
で
、
定
量

ず
つ
連
続
的
に
ご
み
を
燃
焼
室
に
投
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
供
給
装
置
が
、
そ
れ
ぞ
れ
設
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
。
た
だ
し
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
焼
却
施
設
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ロ
　
次
の
要
件
を
備
え
た
燃
焼
室
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
燃
焼
ガ
ス
の
温
度
が
摂
氏
八
百
度
以
上
の
状
態
で
ご
み
を
焼
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

（２）
　
燃
焼
ガ
ス
が
、
摂
氏
八
百
度
以
上
の
温
度
を
保
ち
つ
つ
、
二
秒
以
上
滞
留
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
外
気
と
遮
断
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（４）
　
燃
焼
ガ
ス
の
温
度
を
速
や
か
に
（
１
）
に
掲
げ
る
温
度
以
上
に
し
、
及
び
こ
れ
を
保
つ
た
め
に
必
要
な

助
燃
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（５）
　
燃
焼
に
必
要
な
量
の
空
気
を
供
給
で
き
る
設
備
（
供
給
空
気
量
を
調
節
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
に
限

る
。
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
燃
焼
室
中
の
燃
焼
ガ
ス
の
温
度
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
。

ニ
　
集
じ
ん
器
に
流
入
す
る
燃
焼
ガ
ス
の
温
度
を
お
お
む
ね
摂
氏
二
百
度
以
下
に
冷
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
冷

却
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
集
じ
ん
器
内
で
燃
焼
ガ
ス
の
温
度
を
速
や
か
に
お
お
む
ね
摂

氏
二
百
度
以
下
に
冷
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ホ
　
集
じ
ん
器
に
流
入
す
る
燃
焼
ガ
ス
の
温
度
（
ニ
の
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
集
じ
ん
器
内
で
冷
却

さ
れ
た
燃
焼
ガ
ス
の
温
度
）
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
。

ヘ
　
焼
却
施
設
の
煙
突
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
ガ
ス
に
よ
る
生
活
環
境
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
排
ガ
ス
処
理
設
備
（
ば
い
じ
ん
を
除
去
す
る
高
度
の
機
能
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
が
設

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ト
　
焼
却
施
設
の
煙
突
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
ガ
ス
中
の
一
酸
化
炭
素
の
濃
度
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記

録
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

チ
　
ば
い
じ
ん
を
焼
却
灰
と
分
離
し
て
排
出
し
、
貯
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
灰
出
し
設
備
及
び
貯
留
設
備
が
設

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
施
設
に
お
い
て
生
じ
た
ば
い
じ
ん
及
び
焼
却
灰
を
溶
融
設
備
を
用
い

て
溶
融
し
、
又
は
焼
成
設
備
を
用
い
て
焼
成
す
る
方
法
に
よ
り
併
せ
て
処
理
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

リ
　
次
の
要
件
を
備
え
た
灰
出
し
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
ば
い
じ
ん
又
は
焼
却
灰
が
飛
散
し
、
及
び
流
出
し
な
い
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
ば
い
じ
ん
又
は
焼
却
灰
の
溶
融
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
の
要
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

（イ）
　
ば
い
じ
ん
又
は
焼
却
灰
の
温
度
を
そ
の
融
点
以
上
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（ロ）
　
溶
融
に
伴
い
生
ず
る
排
ガ
ス
に
よ
る
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
排
ガ
ス
処
理
設
備
等
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（３）
　
ば
い
じ
ん
又
は
焼
却
灰
の
焼
成
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
の
要
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

（イ）
　
焼
成
炉
中
の
温
度
が
摂
氏
千
度
以
上
の
状
態
で
ば
い
じ
ん
又
は
焼
却
灰
を
焼
成
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

（ロ）
　
焼
成
炉
中
の
温
度
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
。

（ハ）
　
焼
成
に
伴
い
生
ず
る
排
ガ
ス
に
よ
る
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
排
ガ
ス
処
理
設
備
等
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（４）
　
ば
い
じ
ん
又
は
焼
却
灰
の
セ
メ
ン
ト
固
化
処
理
又
は
薬
剤
処
理
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
ば
い
じ
ん

又
は
焼
却
灰
、
セ
メ
ン
ト
又
は
薬
剤
及
び
水
を
均
一
に
混
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
混
練
装
置
が
設
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
。

ヌ
　
固
形
燃
料
（
廃
棄
物
を
原
材
料
と
し
て
成
形
さ
れ
た
燃
料
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
入
れ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
固
形
燃
料
が
湿
潤
な
状
態
に
な
ら
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
受
入
設
備
が
設
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
。

ル
　
固
形
燃
料
を
保
管
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
の
要
件
を
備
え
た
保
管
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
固
形
燃
料
が
湿
潤
な
状
態
に
な
ら
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（２）
　
常
時
換
気
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
散
水
装
置
、
消
火
栓
そ
の
他
の
消
火
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ヲ
　
固
形
燃
料
を
サ
イ
ロ
そ
の
他
の
閉
鎖
さ
れ
た
場
所
に
保
管
す
る
場
合
（
カ
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
に

あ
つ
て
は
、
次
の
要
件
を
備
え
た
保
管
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
保
管
設
備
内
の
温
度
及
び
一
酸
化
炭
素
の
濃
度
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
た
め
の
装
置

が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（２）
　
異
常
な
温
度
の
上
昇
そ
の
他
の
異
常
な
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
、
固
形
燃
料
を
速
や
か
に
取
り
出
す
こ

と
が
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
又
は
不
活
性
ガ
ス
を
封
入
す
る
た
め
の
装
置
そ
の
他
の
発
火
を
防
止
す
る

設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ワ
　
固
形
燃
料
を
ピ
ッ
ト
そ
の
他
の
外
気
に
開
放
さ
れ
た
場
所
に
容
器
を
用
い
な
い
で
保
管
す
る
場
合
で
あ
つ

て
、
当
該
保
管
の
期
間
が
七
日
を
超
え
る
と
き
、
又
は
保
管
す
る
こ
と
の
で
き
る
固
形
燃
料
の
数
量
が
、
一

日
当
た
り
の
処
理
能
力
に
相
当
す
る
数
量
に
七
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
数
量
を
超
え
る
と
き
は
、
次
の
要
件
を

備
え
た
保
管
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
固
形
燃
料
の
表
面
温
度
を
連
続
的
に
監
視
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（２）
　
保
管
設
備
内
の
温
度
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
。

カ
　
固
形
燃
料
を
サ
イ
ロ
そ
の
他
の
閉
鎖
さ
れ
た
場
所
に
保
管
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
保
管
の
期
間
が
七

日
を
超
え
る
と
き
、
又
は
保
管
す
る
こ
と
の
で
き
る
固
形
燃
料
の
数
量
が
、
一
日
当
た
り
の
処
理
能
力
に
相

当
す
る
数
量
に
七
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
数
量
を
超
え
る
と
き
は
、
ル
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
要
件
を

備
え
た
保
管
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
固
形
燃
料
が
湿
潤
な
状
態
に
な
ら
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（２）
　
固
形
燃
料
の
酸
化
に
よ
る
発
熱
又
は
発
生
し
た
熱
の
蓄
積
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら

れ
て
い
る
こ
と
。

（３）
　
固
形
燃
料
を
連
続
的
に
保
管
設
備
に
搬
入
す
る
場
合
は
、
固
形
燃
料
の
表
面
温
度
を
連
続
的
に
監
視
す

る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
他
の
保
管
設
備
に
お
い
て
保
管
し
て
い
た
固
形
燃

料
を
搬
入
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（４）
　
保
管
設
備
内
の
温
度
、
一
酸
化
炭
素
の
濃
度
そ
の
他
保
管
設
備
を
適
切
に
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
項

目
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（５）
　
異
常
な
温
度
の
上
昇
そ
の
他
の
異
常
な
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
、
不
活
性
ガ
ス
を
封
入
す
る
た
め
の
装

置
そ
の
他
の
発
火
を
防
止
す
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

八
　
ガ
ス
化
改
質
方
式
の
焼
却
施
設
及
び
製
鋼
の
用
に
供
す
る
電
気
炉
、
銅
の
第
一
次
製
錬
の
用
に
供
す
る
転
炉

若
し
く
は
溶
解
炉
又
は
亜
鉛
の
第
一
次
製
錬
の
用
に
供
す
る
焙
焼
炉
を
用
い
た
焼
却
施
設
（
以
下
「
電
気
炉
等

を
用
い
た
焼
却
施
設
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
次
の
要
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
。
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イ
　
ガ
ス
化
改
質
方
式
の
焼
却
施
設
に
あ
つ
て
は
、
前
号
チ
か
ら
カ
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
要

件
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
次
の
要
件
を
備
え
た
ガ
ス
化
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（イ）
　
ガ
ス
化
設
備
内
を
ご
み
の
ガ
ス
化
に
必
要
な
温
度
と
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
加
熱

装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（ロ）
　
外
気
と
遮
断
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
次
の
要
件
を
備
え
た
改
質
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（イ）
　
ご
み
の
ガ
ス
化
に
よ
つ
て
得
ら
れ
た
ガ
ス
の
改
質
に
必
要
な
温
度
と
滞
留
時
間
を
適
正
に
保
つ
こ
と

が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（ロ）
　
外
気
と
遮
断
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（ハ）
　
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（３）
　
改
質
設
備
内
の
ガ
ス
の
温
度
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
。

（４）
　
除
去
設
備
に
流
入
す
る
改
質
ガ
ス
（
改
質
設
備
に
お
い
て
改
質
さ
れ
た
ガ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
温
度
を
お
お
む
ね
摂
氏
二
百
度
以
下
に
冷
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
冷
却
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
。
た
だ
し
、
除
去
設
備
内
で
改
質
ガ
ス
の
温
度
を
速
や
か
に
お
お
む
ね
摂
氏
二
百
度
以
下
に
冷
却
す
る

こ
と
が
で
き
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（５）
　
除
去
設
備
に
流
入
す
る
改
質
ガ
ス
の
温
度
（
（
４
）
の
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
除
去
設
備
内

で
冷
却
さ
れ
た
改
質
ガ
ス
の
温
度
）
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
。

（６）
　
改
質
ガ
ス
中
の
硫
黄
酸
化
物
、
ば
い
じ
ん
、
塩
化
水
素
及
び
硫
化
水
素
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
除

去
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
電
気
炉
等
を
用
い
た
焼
却
施
設
に
あ
つ
て
は
前
号
ヘ
及
び
リ
か
ら
カ
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次

の
要
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
廃
棄
物
を
焼
却
し
、
及
び
溶
鋼
（
銅
の
第
一
次
製
錬
の
用
に
供
す
る
転
炉
又
は
溶
解
炉
を
用
い
た
焼
却

施
設
に
あ
つ
て
は
溶
体
、
亜
鉛
の
第
一
次
製
錬
の
用
に
供
す
る
焙
焼
炉
を
用
い
た
焼
却
施
設
に
あ
つ
て
は

焼
鉱
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
得
る
た
め
に
必
要
な
炉
内
の
温
度
を
適
正
に
保
つ
こ
と
が
で
き
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
炉
内
で
発
生
し
た
ガ
ス
が
炉
外
へ
漏
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
廃
棄
物
の
焼
却
に
伴
い
得
ら
れ
た
溶
鋼
の
炉
内
又
は
炉
の
出
口
に
お
け
る
温
度
を
定
期
的
に
測
定
で
き

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（４）
　
集
じ
ん
器
に
流
入
す
る
ガ
ス
の
温
度
（
（
５
）
の
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
集
じ
ん
器
内
で
冷

却
さ
れ
た
ガ
ス
の
温
度
）
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
。

（５）
　
製
鋼
の
用
に
供
す
る
電
気
炉
を
用
い
た
焼
却
施
設
に
あ
つ
て
は
、
集
じ
ん
器
に
流
入
す
る
ガ
ス
の
温
度

を
お
お
む
ね
摂
氏
二
百
度
以
下
に
冷
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
冷
却
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ

し
、
集
じ
ん
器
内
で
ガ
ス
の
温
度
を
速
や
か
に
お
お
む
ね
摂
氏
二
百
度
以
下
に
冷
却
す
る
こ
と
が
で
き
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

九
　
ば
い
じ
ん
又
は
焼
却
灰
の
処
理
施
設
に
あ
つ
て
は
、
第
七
号
リ
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

十
　
高
速

た
い堆

肥
化
処
理
施
設
に
あ
つ
て
は
、
発
酵

そ
う槽

内
の
温
度
及
び
空
気
量
を
調
節
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
が

設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

十
一
　
破
砕
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
の
要
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

イ
　
投
入
す
る
廃
棄
物
に
破
砕
に
適
さ
な
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
連
続
的
に
監
視
す
る
た
め
に
必

要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
破
砕
に
よ
つ
て
生
ず
る
粉
じ
ん
の
周
囲
へ
の
飛
散
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
集
じ
ん
器
、
散
水
装
置
そ

の
他
の
必
要
な
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
爆
発
に
よ
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
防
爆
設
備
又
は
爆
風
逃
が
し
口
の
設
置
そ
の
他
必
要
な
措

置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

十
二
　
ご
み
運
搬
用
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
の
要
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

イ
　
運
搬
に
よ
つ
て
生
ず
る
粉
じ
ん
の
周
囲
へ
の
飛
散
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
集
じ
ん
器
等
が
設
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
。

ロ
　
管
路
の
点
検
補
修
の
た
め
の
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
十
分
な
容
量
を
持
つ
貯
留
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

十
三
　
選
別
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
の
要
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

イ
　
再
生
の
対
象
と
す
る
廃
棄
物
を
容
易
に
選
別
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
選
別
に
よ
つ
て
生
ず
る
粉
じ
ん
の
周
囲
へ
の
飛
散
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
集
じ
ん
器
、
散
水
装
置
等

が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

十
四
　
固
形
燃
料
化
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
の
要
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

イ
　
次
の
要
件
を
備
え
た
破
砕
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
投
入
す
る
廃
棄
物
に
破
砕
及
び
固
形
燃
料
化
に
適
さ
な
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
連
続
的
に

監
視
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（２）
　
破
砕
に
よ
つ
て
生
ず
る
粉
じ
ん
の
周
囲
へ
の
飛
散
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
集
じ
ん
器
、
散
水
装
置

そ
の
他
の
必
要
な
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（３）
　
爆
発
に
よ
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
防
爆
装
置
又
は
爆
風
逃
が
し
口
の
設
置
そ
の
他
必
要
な

措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
固
形
燃
料
化
の
対
象
と
す
る
廃
棄
物
を
容
易
に
選
別
で
き
る
選
別
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
外
気
と
遮
断
さ
れ
た
状
態
で
、
定
量
ず
つ
連
続
的
に
廃
棄
物
を
乾
燥
室
に
投
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
供
給

装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ
　
次
の
要
件
を
備
え
た
乾
燥
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
次
の
要
件
を
備
え
た
乾
燥
室
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（イ）
　
乾
燥
室
内
を
廃
棄
物
の
乾
燥
に
必
要
な
温
度
と
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
加
熱
装
置

が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（ロ）
　
外
気
と
遮
断
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
乾
燥
室
の
出
口
に
お
け
る
温
度
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
。

（３）
　
乾
燥
さ
せ
た
廃
棄
物
の
乾
燥
状
態
を
連
続
的
に
監
視
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ホ
　
排
気
口
又
は
排
気
筒
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
ガ
ス
に
よ
る
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
排
ガ
ス
処
理
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ヘ
　
廃
棄
物
に
薬
剤
を
添
加
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
廃
棄
物
と
薬
剤
と
を
十
分
に
混
合
す
る
こ
と
が
で
き
る

薬
剤
添
加
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ト
　
定
量
ず
つ
連
続
的
に
廃
棄
物
を
成
形
設
備
に
投
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
供
給
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
。

チ
　
次
の
要
件
を
備
え
た
成
形
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
固
形
燃
料
と
し
て
必
要
な
大
き
さ
、
形
状
及
び
硬
さ
に
成
形
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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（２）
　
成
形
設
備
内
の
温
度
又
は
成
形
設
備
の
出
口
に
お
け
る
温
度
若
し
く
は
一
酸
化
炭
素
の
濃
度
を
連
続
的

に
測
定
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

リ
　
次
の
要
件
を
備
え
た
冷
却
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
固
形
燃
料
の
温
度
を
外
気
温
度
を
大
き
く
上
回
ら
な
い
程
度
に
冷
却
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
冷
却
設
備
の
入
口
及
び
出
口
に
お
け
る
温
度
を
連
続
的
に
測
定
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
。

（３）
　
冷
却
設
備
内
の
温
度
又
は
一
酸
化
炭
素
の
濃
度
を
連
続
的
に
測
定
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
。

ヌ
　
固
形
燃
料
の
保
管
設
備
を
設
け
る
場
合
は
、
第
七
号
ル
か
ら
カ
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
七
号
ワ
及
び
カ
中
「
処
理
能
力
」
と
あ
る
の
は
、
「
固
形
燃
料
の
製
造
能
力
」
と
す
る
。

十
五
　
施
設
か
ら
排
水
を
放
流
す
る
場
合
は
、
そ
の
水
質
を
生
活
環
境
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
も
の
と
す
る

た
め
に
必
要
な
排
水
処
理
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

２
　
法
第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
し
尿
処
理
施
設
の
技
術
上
の
基
準
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
六

号
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
次
の
要
件
を
備
え
た
受
入
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

イ
　
受
入
口
は
、
し
尿
の
受
入
れ
に
際
し
、
し
尿
が
飛
散
し
、
及
び
流
出
し
な
い
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
受
け
入
れ
た
し
尿
中
の
異
物
等
を
除
去
で
き
る
受
入
槽
、
ス
ク
リ
ー
ン
等
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
次
の
要
件
を
備
え
た
貯
留
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

イ
　
消
化
槽
等
へ
の
し
尿
の
供
給
に
必
要
な
容
量
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
貯
留
槽
内
の
し
尿
量
を
監
視
で
き
る
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
ス
カ
ム
の
発
生
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ
　
貯
留
す
る
浄
化
槽
に
係
る
汚
泥
の
し
尿
に
対
す
る
比
率
が
著
し
く
変
動
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
当
該
比
率
の
変
動
に
対
応
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
嫌
気
性
消
化
処
理
設
備
は
、
次
の
要
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

イ
　
し
尿
の
嫌
気
性
消
化
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
十
分
な
容
量
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
嫌
気
性
消
化
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
く
は
ん
装
置
及
び
ス
カ
ム
の
発
生
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き

る
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
発
生
ガ
ス
の
脱
硫
装
置
並
び
に
脱
硫
後
の
ガ
ス
の
貯
留
タ
ン
ク
及
び
燃
焼
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
。

四
　
好
気
性
消
化
処
理
設
備
は
、
次
の
要
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

イ
　
し
尿
の
好
気
性
消
化
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
十
分
な
容
量
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
定
量
ず
つ
連
続
的
に
し
尿
を
投
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
供
給
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
好
気
性
消
化
槽
内
の
し
尿
の
か
く
は
ん
及
び
好
気
性
消
化
に
必
要
な
空
気
量
を
供
給
す
る
こ
と
が
で
き
る

ば
つ
気
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

五
　
湿
式
酸
化
処
理
設
備
は
、
次
の
要
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

イ
　
し
尿
の
湿
式
酸
化
処
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
十
分
な
容
量
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
定
量
ず
つ
連
続
的
に
し
尿
を
投
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
供
給
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
昇
圧
ポ
ン
プ
は
、
し
尿
を
反
応
塔
内
に
圧
入
す
る
の
に
必
要
な
加
圧
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
空
気
圧
縮
機
又
は
熱
交
換
器
は
、
し
尿
の
湿
式
酸
化
に
必
要
な
空
気
量
又
は
熱
量
を
供
給
で
き
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

六
　
活
性
汚
泥
法
処
理
設
備
は
、
次
の
要
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

イ
　
脱
離
液
、
希
釈
水
及
び
返
送
汚
泥
を
混
合
す
る
調
整
槽
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
ば
つ
気
槽
は
、
流
入
汚
水
量
に
応
じ
た
十
分
な
容
量
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
ば
つ
気
槽
内
の
汚
水
の
か
く
は
ん
及
び
ば
つ
気
に
必
要
な
空
気
量
の
供
給
が
で
き
る
ば
つ
気
装
置
が
設
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ
　
ば
つ
気
槽
か
ら
の
流
入
汚
水
量
に
応
じ
た
十
分
な
容
量
の
沈
殿
槽
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ホ
　
汚
泥
返
送
装
置
は
、
ば
つ
気
槽
の
混
合
液
浮
遊
物
質
濃
度
を
適
正
に
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

七
　
生
物
学
的
脱
窒
素
処
理
設
備
は
、
次
の
要
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

イ
　
し
尿
の
脱
窒
素
及
び
硝
化
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
十
分
な
容
量
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
定
量
ず
つ
連
続
的
に
し
尿
を
投
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
供
給
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
脱
窒
素
槽
内
の
し
尿
の
か
く
は
ん
が
で
き
る
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ
　
硝
化
槽
内
の
し
尿
の
か
く
は
ん
及
び
硝
化
に
必
要
な
量
の
空
気
の
供
給
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
ば
つ
気
装

置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ホ
　
汚
泥
返
送
装
置
は
、
脱
窒
素
槽
及
び
硝
化
槽
内
の
混
合
液
浮
遊
物
質
濃
度
を
適
正
に
保
持
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ヘ
　
流
入
汚
水
量
に
対
応
し
て
固
液
の
分
離
が
で
き
る
能
力
を
有
す
る
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

八
　
浄
化
槽
に
係
る
汚
泥
を
専
用
に
処
理
す
る
設
備
は
、
固
液
の
分
離
が
で
き
る
能
力
を
有
す
る
装
置
が
設
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
。

九
　
放
流
水
の
消
毒
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

十
　
放
流
水
の
生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
の
日
間
平
均
値
を
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
二
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
に
、
浮

遊
物
質
量
の
日
間
平
均
値
を
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
七
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
に
、
大
腸
菌
群
数
の
日
間
平
均
値
を

一
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
三
千
個
以
下
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
当
該
放
流
水
の
水
質
を
生
活
環

境
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
適
正
な
配
慮
が
な
さ
れ
る
べ
き
周
辺
の
施
設
）

第
四
条
の
二
　
法
第
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
（
法
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
環
境

省
令
で
定
め
る
周
辺
の
施
設
は
、
当
該
施
設
の
利
用
者
の
特
性
に
照
ら
し
て
、
生
活
環
境
の
保
全
に
つ
い
て
特
に

適
正
な
配
慮
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
施
設
と
す
る
。

（
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
の
能
力
の
基
準
）

第
四
条
の
二
の
二
　
法
第
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号
（
法
第
九
条
第
二
項
、
第
九
条
の
五
第
二
項
（
法
第
十
五
条
の

四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
九
条
の
六
第
二
項
（
法
第
十
五
条
の
四
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
及
び
維
持
管
理
を
的
確
に
行
う
に
足
り
る
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
及
び
維
持
管
理
を
的
確
に
、
か
つ
、
継
続
し
て
行
う
に
足
り
る
経
理
的
基
礎

を
有
す
る
こ
と
。

（
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
専
門
的
知
識
）

第
四
条
の
三
　
法
第
八
条
の
二
第
三
項
（
法
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
廃
棄
物
の
処
理
並
び
に
大
気
質
、
騒
音
、
振
動
、
悪
臭
、
水
質
及
び
地
下
水
に
関

す
る
事
項
と
す
る
。

（
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
使
用
前
の
検
査
の
申
請
）

第
四
条
の
四
　
法
第
八
条
の
二
第
五
項
（
法
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
設
置
場
所

三
　
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

四
　

し
ゆ
ん

竣

功
の
年
月
日

五
　
使
用
開
始
予
定
年
月
日

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、

し
ゆ
ん

竣

功
後
の
当
該
施
設
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
平
面
図
、
立
面
図
、
断
面
図
及
び
構

造
図
そ
の
他
参
考
と
な
る
書
類
又
は
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
定
期
検
査
の
申
請
）

第
四
条
の
四
の
二
　
法
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

三
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

四
　
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

（
定
期
検
査
の
期
間
）

第
四
条
の
四
の
三
　
法
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
法
第
八
条
の
二
第
五
項
の
検
査

を
受
け
た
日
、
直
近
に
お
い
て
行
わ
れ
た
法
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
二
第
五
項
の
検
査

を
受
け
た
日
又
は
直
近
に
お
い
て
行
わ
れ
た
法
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
検
査
を
受
け
た
日
の
う
ち
い
ず
れ
か

遅
い
日
か
ら
五
年
三
月
以
内
と
す
る
。

（
定
期
検
査
結
果
の
通
知
）

第
四
条
の
四
の
四
　
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
検
査
の
結
果
を

通
知
す
る
書
面
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
の
技
術
上
の
基
準
）

第
四
条
の
五
　
法
第
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
ご
み
処
理
施
設
の
維
持
管
理
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

一
　
施
設
へ
の
ご
み
の
投
入
は
、
当
該
施
設
の
処
理
能
力
を
超
え
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

二
　
焼
却
施
設
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

イ
　
ピ
ッ
ト
・
ク
レ
ー
ン
方
式
に
よ
つ
て
燃
焼
室
に
ご
み
を
投
入
す
る
場
合
に
は
、
常
時
、
ご
み
を
均
一
に
混

合
す
る
こ
と
。

ロ
　
燃
焼
室
へ
の
ご
み
の
投
入
は
、
法
第
九
条
の
二
の
四
第
一
項
の
認
定
に
係
る
熱
回
収
施
設
で
あ
る
焼
却
施

設
に
あ
つ
て
は
外
気
と
遮
断
し
た
状
態
で
行
い
、
そ
れ
以
外
の
焼
却
施
設
に
あ
つ
て
は
外
気
と
遮
断
し
た
状

態
で
、
定
量
ず
つ
連
続
的
に
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
第
四
条
第
一
項
第
七
号
イ
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
焼
却

施
設
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ハ
　
燃
焼
室
中
の
燃
焼
ガ
ス
の
温
度
を
摂
氏
八
百
度
以
上
に
保
つ
こ
と
。

ニ
　
焼
却
灰
の
熱
し
や
く
減
量
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
に
な
る
よ
う
に
焼
却
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
焼
却
灰
を

生
活
環
境
の
保
全
上
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
よ
う
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

ホ
　
運
転
を
開
始
す
る
場
合
に
は
、
助
燃
装
置
を
作
動
さ
せ
る
等
に
よ
り
、
炉
温
を
速
や
か
に
上
昇
さ
せ
る
こ

と
。

ヘ
　
運
転
を
停
止
す
る
場
合
に
は
、
助
燃
装
置
を
作
動
さ
せ
る
等
に
よ
り
、
炉
温
を
高
温
に
保
ち
、
ご
み
を
燃

焼
し
尽
く
す
こ
と
。

ト
　
燃
焼
室
中
の
燃
焼
ガ
ス
の
温
度
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

チ
　
集
じ
ん
器
に
流
入
す
る
燃
焼
ガ
ス
の
温
度
を
お
お
む
ね
摂
氏
二
百
度
以
下
に
冷
却
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

集
じ
ん
器
内
で
燃
焼
ガ
ス
の
温
度
を
速
や
か
に
お
お
む
ね
摂
氏
二
百
度
以
下
に
冷
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

リ
　
集
じ
ん
器
に
流
入
す
る
燃
焼
ガ
ス
の
温
度
（
チ
の
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
集
じ
ん
器
内
で
冷
却

さ
れ
た
燃
焼
ガ
ス
の
温
度
）
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ヌ
　
冷
却
設
備
及
び
排
ガ
ス
処
理
設
備
に
た
い
積
し
た
ば
い
じ
ん
を
除
去
す
る
こ
と
。

ル
　
煙
突
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
ガ
ス
中
の
一
酸
化
炭
素
の
濃
度
が
百
万
分
の
百
以
下
と
な
る
よ
う
に
ご
み
を
焼

却
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
煙
突
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
ガ
ス
中
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
発
生
抑
制
の
た
め
の
燃

焼
に
係
る
維
持
管
理
の
指
標
と
し
て
一
酸
化
炭
素
の
濃
度
を
用
い
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
も
の
と
し
て
環
境

大
臣
が
定
め
る
焼
却
施
設
で
あ
つ
て
、
当
該
排
ガ
ス
中
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度
を
、
三
月
に
一
回
以
上

測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ヲ
　
煙
突
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
ガ
ス
中
の
一
酸
化
炭
素
の
濃
度
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ

と
。

ワ
　
煙
突
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
ガ
ス
中
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度
が
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
燃
焼
室
の

処
理
能
力
に
応
じ
て
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
濃
度
以
下
と
な
る
よ
う
に
ご
み
を
焼
却
す
る
こ
と
。

カ
　
煙
突
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
ガ
ス
中
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度
を
毎
年
一
回
以
上
、
ば
い
煙
量
又
は
ば
い

煙
濃
度
（
硫
黄
酸
化
物
、
ば
い
じ
ん
、
塩
化
水
素
及
び
窒
素
酸
化
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
六
月
に
一

回
以
上
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ヨ
　
排
ガ
ス
に
よ
る
生
活
環
境
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

タ
　
煙
突
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
ガ
ス
を
水
に
よ
り
洗
浄
し
、
又
は
冷
却
す
る
場
合
は
、
当
該
水
の
飛
散
及
び
流

出
に
よ
る
生
活
環
境
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

レ
　
ば
い
じ
ん
を
焼
却
灰
と
分
離
し
て
排
出
し
、
貯
留
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
四
条
第
一
項
第
七
号
チ
の
た

だ
し
書
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ソ
　
ば
い
じ
ん
又
は
焼
却
灰
の
溶
融
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
灰
出
し
設
備
に
投
入
さ
れ
た
ば
い
じ
ん
又
は

焼
却
灰
の
温
度
を
そ
の
融
点
以
上
に
保
つ
こ
と
。

ツ
　
ば
い
じ
ん
又
は
焼
却
灰
の
焼
成
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
焼
成
炉
中
の
温
度
を
摂
氏
千
度
以
上
に
保
つ

と
と
も
に
、
焼
成
炉
中
の
温
度
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ネ
　
ば
い
じ
ん
又
は
焼
却
灰
の
セ
メ
ン
ト
固
化
処
理
又
は
薬
剤
処
理
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
ば
い
じ
ん
又

は
焼
却
灰
、
セ
メ
ン
ト
又
は
薬
剤
及
び
水
を
均
一
に
混
合
す
る
こ
と
。

ナ
　
固
形
燃
料
の
受
入
設
備
に
あ
つ
て
は
、
固
形
燃
料
が
湿
潤
な
状
態
に
な
ら
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
こ
と
。

ラ
　
固
形
燃
料
を
保
管
設
備
に
搬
入
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
固
形
燃
料
に
含
ま
れ
る
水
分
が
十
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
固
形
燃
料
の
温
度
が
外
気

温
度
を
大
き
く
上
回
ら
な
い
程
度
で
あ
る
こ
と
を
測
定
に
よ
り
確
認
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

（２）
　
固
形
燃
料
の
外
観
を
目
視
に
よ
り
検
査
し
、
著
し
く
粉
化
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
か
つ
、
記
録

す
る
こ
と
。

ム
　
搬
入
し
よ
う
と
す
る
固
形
燃
料
の
性
状
が
ラ
（
１
）
又
は
（
２
）
の
基
準
に
適
合
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て

は
、
保
管
設
備
へ
固
形
燃
料
を
搬
入
し
な
い
こ
と
。

ウ
　
固
形
燃
料
を
保
管
設
備
か
ら
搬
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
ラ
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

ヰ
　
搬
出
し
よ
う
と
す
る
固
形
燃
料
の
性
状
が
ウ
の
規
定
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
ラ
（
１
）

又
は
（
２
）
の
基
準
に
適
合
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
保
管
設
備
内
の
固
形
燃
料
を
速
や
か
に
処
分
す
る

こ
と
。

ノ
　
保
管
設
備
に
搬
入
し
た
固
形
燃
料
の
性
状
を
適
切
に
管
理
す
る
た
め
に
水
分
、
温
度
そ
の
他
の
項
目
を
測

定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

オ
　
固
形
燃
料
を
保
管
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
固
形
燃
料
が
湿
潤
な
状
態
に
な
ら
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（２）
　
保
管
設
備
内
を
常
時
換
気
す
る
こ
と
。

（３）
　
保
管
期
間
が
お
お
む
ね
七
日
間
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
固
形
燃
料
の
入
換
え
そ
の
他
の
固
形
燃

料
の
放
熱
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ク
　
固
形
燃
料
を
ピ
ッ
ト
そ
の
他
の
外
気
に
開
放
さ
れ
た
場
所
に
容
器
を
用
い
て
保
管
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
複
数
の
容
器
を
用
い
て
保
管
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
各
容
器
の
周
囲
の
通
気
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

よ
う
適
当
な
間
隔
で
配
置
す
る
こ
と
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（２）
　
容
器
中
の
固
形
燃
料
の
性
状
を
把
握
す
る
た
め
に
適
当
に
抽
出
し
た
容
器
ご
と
に
固
形
燃
料
の
温
度
を

測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

（３）
　
（
２
）
の
規
定
に
よ
り
測
定
し
た
温
度
が
容
器
を
用
い
て
保
管
す
る
上
で
適
切
な
も
の
と
な
つ
て
い
る

こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。
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ヤ
　
固
形
燃
料
を
サ
イ
ロ
そ
の
他
の
閉
鎖
さ
れ
た
場
所
に
保
管
す
る
場
合
（
ケ
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
に

あ
つ
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
保
管
設
備
内
の
温
度
及
び
一
酸
化
炭
素
の
濃
度
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

（２）
　
（
１
）
の
規
定
に
よ
り
測
定
し
た
温
度
及
び
濃
度
が
保
管
設
備
を
管
理
す
る
上
で
適
切
な
も
の
と
な
つ

て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

マ
　
第
四
条
第
一
項
第
七
号
ワ
の
規
定
に
よ
る
保
管
設
備
に
固
形
燃
料
を
保
管
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
オ

（
３
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
保
管
設
備
内
を
定
期
的
に
清
掃
す
る
こ
と
。

（２）
　
保
管
し
た
固
形
燃
料
の
か
く
は
ん
そ
の
他
の
固
形
燃
料
の
温
度
の
異
常
な
上
昇
を
防
止
す
る
た
め
に
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（３）
　
固
形
燃
料
の
表
面
温
度
を
連
続
的
に
監
視
す
る
こ
と
。

（４）
　
保
管
設
備
内
の
温
度
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

（５）
　
（
３
）
及
び
（
４
）
の
規
定
に
よ
り
監
視
し
、
又
は
測
定
し
た
温
度
が
保
管
設
備
を
管
理
す
る
上
で
適

切
な
も
の
と
な
つ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

ケ
　
第
四
条
第
一
項
第
七
号
カ
の
規
定
に
よ
る
保
管
設
備
に
固
形
燃
料
を
保
管
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
オ
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
固
形
燃
料
が
湿
潤
な
状
態
に
な
ら
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（２）
　
保
管
設
備
内
を
定
期
的
に
清
掃
す
る
こ
と
。

（３）
　
固
形
燃
料
の
酸
化
に
よ
る
発
熱
又
は
発
生
し
た
熱
の
蓄
積
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る

こ
と
。

（４）
　
固
形
燃
料
を
連
続
的
に
保
管
設
備
に
搬
入
す
る
場
合
は
、
固
形
燃
料
の
表
面
温
度
を
連
続
的
に
監
視
す

る
こ
と
。
た
だ
し
、
他
の
保
管
設
備
に
お
い
て
保
管
し
て
い
た
固
形
燃
料
を
搬
入
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（５）
　
保
管
設
備
内
の
温
度
、
一
酸
化
炭
素
の
濃
度
そ
の
他
保
管
設
備
を
適
切
に
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
項

目
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

（６）
　
（
５
）
の
規
定
に
よ
り
測
定
し
た
温
度
又
は
濃
度
に
つ
い
て
は
保
管
設
備
を
管
理
す
る
上
で
適
切
な
も

の
と
な
つ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

フ
　
火
災
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
消
火
器
そ
の
他
の
消
火
設
備
を
備

え
る
こ
と
。

三
　
ガ
ス
化
改
質
方
式
の
焼
却
施
設
及
び
電
気
炉
等
を
用
い
た
焼
却
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

イ
　
ガ
ス
化
改
質
方
式
の
焼
却
施
設
に
あ
つ
て
は
、
前
号
レ
か
ら
フ
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

（１）
　
投
入
す
る
ご
み
の
数
量
及
び
性
状
に
応
じ
、
ガ
ス
化
設
備
に
お
け
る
ご
み
の
ガ
ス
化
に
必
要
な
時
間
を

調
節
す
る
こ
と
。

（２）
　
ガ
ス
化
設
備
内
を
ご
み
の
ガ
ス
化
に
必
要
な
温
度
に
保
つ
こ
と
。

（３）
　
改
質
設
備
内
の
ガ
ス
の
温
度
を
ガ
ス
の
改
質
に
必
要
な
温
度
に
保
つ
こ
と
。

（４）
　
改
質
設
備
内
の
ガ
ス
の
温
度
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

（５）
　
除
去
設
備
に
流
入
す
る
改
質
ガ
ス
の
温
度
を
お
お
む
ね
摂
氏
二
百
度
以
下
に
冷
却
す
る
こ
と
。
た
だ

し
、
除
去
設
備
内
で
改
質
ガ
ス
の
温
度
を
速
や
か
に
お
お
む
ね
摂
氏
二
百
度
以
下
に
冷
却
す
る
こ
と
が
で

き
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（６）
　
除
去
設
備
に
流
入
す
る
改
質
ガ
ス
の
温
度
（
（
５
）
の
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
除
去
設
備
内

で
冷
却
さ
れ
た
改
質
ガ
ス
の
温
度
）
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

（７）
　
冷
却
設
備
及
び
除
去
設
備
に
た
い
積
し
た
ば
い
じ
ん
を
除
去
す
る
こ
と
。

（８）
　
除
去
設
備
の
出
口
に
お
け
る
改
質
ガ
ス
中
の
環
境
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
ダ
イ
オ
キ

シ
ン
類
の
濃
度
が
〇
・
一
ｎ
ｇ
／
ｍ
３

以
下
と
な
る
よ
う
に
ご
み
の
ガ
ス
化
及
び
ご
み
の
ガ
ス
化
に
よ
つ

て
得
ら
れ
た
ガ
ス
の
改
質
を
行
う
こ
と
。

（９）
　
除
去
設
備
の
出
口
に
お
け
る
改
質
ガ
ス
中
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度
を
毎
年
一
回
以
上
、
硫
黄
酸
化

物
、
ば
い
じ
ん
、
塩
化
水
素
及
び
硫
化
水
素
の
濃
度
を
六
月
に
一
回
以
上
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ

と
。

ロ
　
電
気
炉
等
を
用
い
た
焼
却
施
設
に
あ
つ
て
は
、
前
号
ワ
、
ヨ
、
タ
及
び
ソ
か
ら
フ
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ

る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
廃
棄
物
を
焼
却
し
、
及
び
溶
鋼
を
得
る
た
め
に
必
要
な
炉
内
の
温
度
を
適
正
に
保
つ
こ
と
。

（２）
　
廃
棄
物
の
焼
却
に
伴
い
得
ら
れ
た
溶
鋼
の
炉
内
又
は
炉
の
出
口
に
お
け
る
温
度
を
定
期
的
に
測
定
し
、

か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

（３）
　
集
じ
ん
器
内
に
流
入
す
る
ガ
ス
の
温
度
（
（
６
）
の
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
集
じ
ん
器
内
で

冷
却
さ
れ
た
ガ
ス
の
温
度
）
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

（４）
　
排
ガ
ス
処
理
設
備
（
製
鋼
の
用
に
供
す
る
電
気
炉
を
用
い
た
焼
却
施
設
に
あ
つ
て
は
冷
却
設
備
及
び
排

ガ
ス
処
理
設
備
）
に
た
い
積
し
た
ば
い
じ
ん
を
除
去
す
る
こ
と
。

（５）
　
煙
突
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
ガ
ス
中
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度
を
三
月
に
一
回
以
上
、
ば
い
煙
量
又
は

ば
い
煙
濃
度
（
硫
黄
酸
化
物
、
ば
い
じ
ん
、
塩
化
水
素
及
び
窒
素
酸
化
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
六

月
に
一
回
以
上
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

（６）
　
製
鋼
の
用
に
供
す
る
電
気
炉
を
用
い
た
焼
却
施
設
に
あ
つ
て
は
、
集
じ
ん
器
に
流
入
す
る
ガ
ス
の
温
度

を
お
お
む
ね
摂
氏
二
百
度
以
下
に
冷
却
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
集
じ
ん
器
内
で
ガ
ス
の
温
度
を
速
や
か
に

お
お
む
ね
摂
氏
二
百
度
以
下
に
冷
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四
　
ば
い
じ
ん
又
は
焼
却
灰
の
処
理
施
設
に
あ
つ
て
は
、
第
二
号
ヨ
、
ソ
、
ツ
及
び
ネ
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

五
　
高
速

た
い堆

肥
化
処
理
施
設
に
あ
つ
て
は
、
発
酵

そ
う槽

の
内
部
を
発
酵
に
適
し
た
状
態
に
保
つ
よ
う
に
温
度
及
び
空

気
量
を
調
節
す
る
こ
と
。

六
　
破
砕
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

イ
　
投
入
す
る
廃
棄
物
に
破
砕
に
適
さ
な
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
連
続
的
に
監
視
す
る
こ
と
。

ロ
　
破
砕
に
よ
つ
て
生
ず
る
粉
じ
ん
の
周
囲
へ
の
飛
散
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

七
　
ご
み
運
搬
用
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

イ
　
ご
み
の
運
搬
に
よ
つ
て
生
ず
る
粉
じ
ん
の
周
囲
へ
の
飛
散
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。

ロ
　
管
路
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

八
　
選
別
施
設
に
あ
つ
て
は
、
選
別
に
よ
つ
て
生
ず
る
粉
じ
ん
の
周
囲
へ
の
飛
散
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
こ
と
。

九
　
固
形
燃
料
化
施
設
に
あ
つ
て
は
、
第
二
号
ヨ
及
び
フ
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

イ
　
受
入
設
備
に
あ
つ
て
は
、
廃
棄
物
の
性
状
が
均
一
と
な
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ロ
　
破
砕
設
備
に
あ
つ
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
投
入
す
る
廃
棄
物
に
破
砕
及
び
固
形
燃
料
化
に
適
さ
な
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
連
続
的
に

監
視
す
る
こ
と
。

（２）
　
破
砕
に
よ
つ
て
生
ず
る
粉
じ
ん
の
周
囲
へ
の
飛
散
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
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ハ
　
廃
棄
物
の
選
別
に
よ
つ
て
生
ず
る
粉
じ
ん
の
周
囲
へ
の
飛
散
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。

ニ
　
乾
燥
設
備
に
あ
つ
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
乾
燥
室
へ
の
廃
棄
物
の
投
入
は
、
外
気
と
遮
断
し
た
状
態
で
、
定
量
ず
つ
連
続
的
に
行
う
こ
と
。

（２）
　
乾
燥
室
の
出
口
に
お
け
る
温
度
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

（３）
　
乾
燥
さ
せ
た
廃
棄
物
の
乾
燥
状
態
を
連
続
的
に
監
視
す
る
こ
と
。

（４）
　
乾
燥
室
内
に
廃
棄
物
が
滞
留
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
火
災
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
散
水
そ
の
他

の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（５）
　
排
ガ
ス
に
係
る
管
路
を
定
期
的
に
清
掃
す
る
こ
と
。

（６）
　
（
２
）
の
規
定
に
よ
り
測
定
し
た
温
度
及
び
（
３
）
の
規
定
に
よ
り
監
視
し
た
乾
燥
状
態
が
乾
燥
設
備

を
管
理
す
る
上
で
適
切
な
も
の
と
な
つ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

ホ
　
排
気
口
又
は
排
気
筒
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
ガ
ス
中
の
環
境
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
ダ
イ

オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度
が
〇
・
一
ｎ
ｇ
／
ｍ
３

以
下
と
な
る
よ
う
廃
棄
物
の
乾
燥
を
行
う
こ
と
。

ヘ
　
排
気
口
又
は
排
気
筒
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
ガ
ス
中
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度
を
毎
年
一
回
以
上
、
塩
化

水
素
の
濃
度
を
六
月
に
一
回
以
上
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ト
　
薬
剤
添
加
設
備
に
あ
つ
て
は
、
投
入
し
た
廃
棄
物
と
薬
剤
と
を
均
一
に
混
合
す
る
こ
と
。

チ
　
成
形
設
備
に
あ
つ
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
運
転
を
開
始
す
る
場
合
に
は
、
成
形
設
備
内
の
ち
り
を
除
去
す
る
こ
と
。

（２）
　
廃
棄
物
の
投
入
は
、
定
量
ず
つ
連
続
的
に
行
う
こ
と
。

（３）
　
固
形
燃
料
と
し
て
必
要
な
大
き
さ
、
形
状
及
び
硬
さ
と
な
る
よ
う
成
形
す
る
こ
と
。

（４）
　
成
形
設
備
内
の
温
度
又
は
成
形
設
備
の
出
口
に
お
け
る
温
度
若
し
く
は
一
酸
化
炭
素
の
濃
度
を
連
続
的

に
測
定
す
る
こ
と
。

（５）
　
（
４
）
の
規
定
に
よ
り
測
定
し
た
温
度
又
は
濃
度
が
成
形
設
備
を
管
理
す
る
上
で
適
切
な
も
の
と
な
つ

て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

リ
　
冷
却
設
備
に
あ
つ
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
固
形
燃
料
の
温
度
を
外
気
温
度
を
大
き
く
上
回
ら
な
い
程
度
に
冷
却
す
る
こ
と
。

（２）
　
冷
却
設
備
の
入
口
及
び
出
口
に
お
け
る
温
度
を
連
続
的
に
測
定
す
る
こ
と
。

（３）
　
冷
却
設
備
内
の
温
度
又
は
一
酸
化
炭
素
の
濃
度
を
連
続
的
に
測
定
す
る
こ
と
。

（４）
　
冷
却
設
備
内
で
固
形
燃
料
が
滞
留
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
火
災
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（５）
　
（
２
）
及
び
（
３
）
の
規
定
に
よ
り
測
定
し
た
温
度
又
は
濃
度
が
冷
却
設
備
を
管
理
す
る
上
で
適
切
な

も
の
と
な
つ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

ヌ
　
固
形
燃
料
を
保
管
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
二
号
ラ
か
ら
ケ
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
四
条
第
一
項
第
七
号
ワ
及
び
カ
中
「
処
理
能
力
」
と
あ
る
の
は
、
「
固
形
燃
料
の
製
造
能

力
」
と
す
る
。

ル
　
製
造
し
た
固
形
燃
料
を
保
管
設
備
に
搬
入
す
る
こ
と
な
く
、
固
形
燃
料
化
施
設
か
ら
搬
出
し
よ
う
と
す
る

場
合
は
、
当
該
固
形
燃
料
の
性
状
を
適
切
に
管
理
す
る
た
め
に
水
分
、
温
度
そ
の
他
の
項
目
を
測
定
し
、
か

つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

十
　
ご
み
の
飛
散
及
び
悪
臭
の
発
散
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

十
一
　
蚊
、
は
え
等
の
発
生
の
防
止
に
努
め
、
構
内
の
清
潔
を
保
持
す
る
こ
と
。

十
二
　
著
し
い
騒
音
及
び
振
動
の
発
生
に
よ
り
周
囲
の
生
活
環
境
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。

十
三
　
施
設
か
ら
排
水
を
放
流
す
る
場
合
は
、
そ
の
水
質
を
生
活
環
境
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
も
の
と
す
る

こ
と
。

十
四
　
前
各
号
の
ほ
か
、
施
設
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
定
期
的
に
機
能
検
査
並
び
に

ば
い
煙
及
び
水
質
に
関
す
る
検
査
を
行
う
こ
と
。

十
五
　
市
町
村
は
、
そ
の
設
置
に
係
る
施
設
の
維
持
管
理
を
自
ら
行
う
こ
と
。

十
六
　
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
点
検
、
検
査
そ
の
他
の
措
置
（
法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
応

急
の
措
置
を
含
む
。
）
の
記
録
を
作
成
し
、
三
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

２
　
法
第
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
し
尿
処
理
施
設
の
維
持
管
理
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一
　
受
入
設
備
又
は
貯
留
設
備
に
お
い
て
生
じ
た
汚
泥
等
は
、
当
該
設
備
の
正
常
な
機
能
が
阻
害
さ
れ
な
い
よ
う

に
速
や
か
に
除
去
す
る
こ
と
。

二
　
嫌
気
性
消
化
処
理
設
備
の
維
持
管
理
は
、
次
の
点
に
留
意
し
て
行
う
こ
と
。

イ
　
消
化
槽
へ
の
し
尿
の
投
入
は
、
当
該
消
化
槽
の
処
理
能
力
の
範
囲
を
超
え
な
い
よ
う
に
、
定
量
ず
つ
一
定

の
間
隔
で
行
う
こ
と
。

ロ
　
加
温
式
の
消
化
槽
に
あ
つ
て
は
、
消
化
槽
の
内
部
を
設
計
時
に
定
め
ら
れ
た
温
度
に
保
つ
こ
と
。

ハ
　
消
化
槽
内
の
か
く
は
ん
及
び
ス
カ
ム
の
破
砕
は
、
消
化
状
況
を
勘
案
し
て
行
う
こ
と
。

ニ
　
脱
離
液
の
引
出
し
は
、
か
く
は
ん
を
停
止
し
た
後
二
時
間
以
上
静
置
し
て
か
ら
行
う
こ
と
。

ホ
　
消
化
槽
か
ら
の
汚
泥
の
引
出
し
は
、
槽
内
の
汚
泥
量
を
適
正
に
保
持
す
る
よ
う
に
行
う
こ
と
。

ヘ
　
発
生
ガ
ス
は
、
脱
硫
を
行
つ
た
後
、
加
温
用
の
燃
料
等
と
し
て
使
用
し
、
又
は
燃
焼
さ
せ
る
こ
と
。

三
　
好
気
性
消
化
処
理
設
備
に
あ
つ
て
は
、
当
該
設
備
の
処
理
能
力
の
範
囲
を
超
え
な
い
よ
う
に
定
量
ず
つ
連
続

的
に
し
尿
を
投
入
す
る
と
と
も
に
、
投
入
し
尿
量
及
び
性
状
に
応
じ
た
空
気
量
を
保
持
す
る
こ
と
。

四
　
湿
式
酸
化
処
理
設
備
に
あ
つ
て
は
、
当
該
設
備
の
処
理
能
力
の
範
囲
を
超
え
な
い
よ
う
に
定
量
ず
つ
連
続
的

に
し
尿
を
投
入
す
る
と
と
も
に
、
設
計
時
に
定
め
ら
れ
た
温
度
、
圧
力
及
び
空
気
量
を
保
持
す
る
こ
と
。

五
　
沈
殿
槽
か
ら
の
汚
泥
の
引
出
し
は
、
一
定
の
間
隔
で
行
う
こ
と
。

六
　
活
性
汚
泥
法
処
理
設
備
に
あ
つ
て
は
、
当
該
設
備
の
処
理
能
力
の
範
囲
を
超
え
な
い
よ
う
に
、
脱
離
液
、
希

釈
水
及
び
返
送
汚
泥
の
量
を
適
度
に
調
節
し
、
か
つ
、
ば
つ
気
槽
内
の
溶
存
酸
素
量
を
適
正
に
保
つ
こ
と
。

七
　
生
物
学
的
脱
窒
素
処
理
設
備
の
維
持
管
理
は
、
次
の
点
に
留
意
し
て
行
う
こ
と
。

イ
　
脱
窒
素
槽
へ
の
し
尿
の
投
入
は
、
当
該
設
備
の
処
理
能
力
の
範
囲
を
超
え
な
い
よ
う
に
、
定
量
ず
つ
連
続

的
に
行
う
こ
と
。

ロ
　
硝
化
槽
に
あ
つ
て
は
、
投
入
し
尿
量
に
対
し
て
設
計
時
に
定
め
ら
れ
た
空
気
量
を
保
持
す
る
こ
と
。

八
　
し
尿
の
飛
散
及
び
流
出
並
び
に
悪
臭
の
発
散
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

九
　
蚊
、
は
え
等
の
発
生
の
防
止
に
努
め
、
構
内
の
清
潔
を
保
持
す
る
こ
と
。

十
　
著
し
い
騒
音
及
び
振
動
の
発
生
に
よ
り
周
囲
の
生
活
環
境
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。

十
一
　
放
流
水
の
生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
の
日
間
平
均
値
を
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
二
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
に
、

浮
遊
物
質
の
日
間
平
均
値
を
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
七
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
に
、
大
腸
菌
群
数
の
日
間
平
均
値
を

一
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
三
千
個
以
下
に
す
る
ほ
か
、
当
該
放
流
水
の
水
質
を
生
活
環
境
保
全
上
の
支

障
が
生
じ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

十
二
　
前
各
号
の
ほ
か
、
施
設
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
定
期
的
に
機
能
検
査
及
び
水

質
検
査
を
行
う
こ
と
。

十
三
　
市
町
村
は
、
そ
の
設
置
に
係
る
施
設
の
維
持
管
理
を
自
ら
行
う
こ
と
。

十
四
　
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
点
検
、
検
査
そ
の
他
の
措
置
（
法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
応

急
の
措
置
を
含
む
。
）
の
記
録
を
作
成
し
、
三
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

（
公
表
す
べ
き
維
持
管
理
の
状
況
に
関
す
る
情
報
）

第
四
条
の
五
の
二
　
法
第
八
条
の
三
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
種
類
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。
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一
　
令
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
焼
却
施
設
（
ガ
ス
化
改
質
方
式
の
焼
却
施
設
及
び
電
気
炉
等
を
用
い
た
焼
却
施

設
を
除
く
。
）
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
処
分
し
た
一
般
廃
棄
物
の
各
月
ご
と
の
種
類
及
び
数
量

ロ
　
前
条
第
一
項
第
二
号
ト
、
リ
、
ヲ
、
ツ
、
ラ
（
ウ
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
、
ノ
、
ク
（
２
）
、
ヤ
（
１
）
、
マ
（
４
）
及
び
ケ
（
５
）
の
規
定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る

事
項

（１）
　
当
該
測
定
を
行
つ
た
位
置

（２）
　
当
該
測
定
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（３）
　
当
該
測
定
の
結
果

ハ
　
前
条
第
一
項
第
二
号
ヌ
の
規
定
に
よ
る
ば
い
じ
ん
の
除
去
を
行
つ
た
年
月
日

ニ
　
前
条
第
一
項
第
二
号
カ
の
規
定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
測
定
に
係
る
排
ガ
ス
を
採
取
し
た
位
置

（２）
　
当
該
測
定
に
係
る
排
ガ
ス
を
採
取
し
た
年
月
日

（３）
　
当
該
測
定
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（４）
　
当
該
測
定
の
結
果

ホ
　
前
条
第
一
項
第
二
号
マ
（
１
）
及
び
ケ
（
２
）
の
規
定
に
よ
る
保
管
設
備
内
の
清
掃
を
行
つ
た
年
月
日

二
　
令
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
焼
却
施
設
（
ガ
ス
化
改
質
方
式
の
焼
却
施
設
に
限
る
。
）
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
処
分
し
た
一
般
廃
棄
物
の
各
月
ご
と
の
種
類
及
び
数
量

ロ
　
前
条
第
一
項
第
三
号
イ
（
４
）
及
び
（
６
）
の
規
定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
測
定
を
行
つ
た
位
置

（２）
　
当
該
測
定
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（３）
　
当
該
測
定
の
結
果

ハ
　
前
条
第
一
項
第
三
号
イ
（
７
）
の
規
定
に
よ
る
ば
い
じ
ん
の
除
去
を
行
つ
た
年
月
日

ニ
　
前
条
第
一
項
第
三
号
イ
（
９
）
の
規
定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
測
定
に
係
る
ガ
ス
を
採
取
し
た
位
置

（２）
　
当
該
測
定
に
係
る
ガ
ス
を
採
取
し
た
年
月
日

（３）
　
当
該
測
定
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（４）
　
当
該
測
定
の
結
果

三
　
令
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
焼
却
施
設
（
電
気
炉
等
を
用
い
た
焼
却
施
設
に
限
る
。
）
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
処
分
し
た
一
般
廃
棄
物
の
各
月
ご
と
の
種
類
及
び
数
量

ロ
　
前
条
第
一
項
第
三
号
ロ
（
２
）
及
び
（
３
）
の
規
定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
測
定
を
行
つ
た
位
置

（２）
　
当
該
測
定
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（３）
　
当
該
測
定
の
結
果

ハ
　
前
条
第
一
項
第
三
号
ロ
（
４
）
の
規
定
に
よ
る
ば
い
じ
ん
の
除
去
を
行
つ
た
年
月
日

ニ
　
前
条
第
一
項
第
三
号
ロ
（
５
）
の
規
定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
測
定
に
係
る
排
ガ
ス
を
採
取
し
た
位
置

（２）
　
当
該
測
定
に
係
る
排
ガ
ス
を
採
取
し
た
年
月
日

（３）
　
当
該
測
定
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（４）
　
当
該
測
定
の
結
果

四
　
令
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
の

終
処
分
場
（
令
第
三
条
第
三
号
ヌ
（
２
）
に
掲
げ
る
水
銀
処

理
物
（
以
下
「
基
準
不
適
合
水
銀
処
理
物
」
と
い
う
。
）
の
埋
立
処
分
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
次

に
掲
げ
る
事
項

イ
　
埋
め
立
て
た
一
般
廃
棄
物
の
各
月
ご
と
の
種
類
（
当
該
一
般
廃
棄
物
に
基
準
適
合
水
銀
処
理
物
が
含
ま
れ

る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
及
び
数
量

ロ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
七
号
の
規
定
に
よ
る
点
検
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
点
検
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
結
果

（２）
　
当
該
点
検
の
結
果
、
擁
壁
等
が
損
壊
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
措
置
を
講
じ
た
年
月

日
及
び
当
該
措
置
の
内
容

ハ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
九
号
の
規
定
に
よ
る
点
検
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
点
検
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
結
果

（２）
　
当
該
点
検
の
結
果
、
遮
水
工
の
遮
水
効
果
が
低
下
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
措
置
を

講
じ
た
年
月
日
及
び
当
該
措
置
の
内
容

ニ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
号
及
び
第
十
四
号
ハ
並
び
に
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置

法
に
基
づ
く
廃
棄
物
の

終
処
分
場
の
維
持
管
理
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
二
年
総
理
府
・
厚
生
省

令
第
二
号
。
以
下
「
維
持
管
理
基
準
省
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
号
及
び
第
三
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
水

質
検
査
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
水
質
検
査
に
係
る
地
下
水
等
又
は
放
流
水
を
採
取
し
た
場
所

（２）
　
当
該
水
質
検
査
に
係
る
地
下
水
等
又
は
放
流
水
を
採
取
し
た
年
月
日

（３）
　
当
該
水
質
検
査
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（４）
　
当
該
水
質
検
査
の
結
果

ホ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
一
号
及
び
維
持
管
理
基
準
省
令
第
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る

措
置
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
措
置
を
講
じ
た
年
月
日

（２）
　
当
該
措
置
の
内
容

ヘ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
三
号
の
規
定
に
よ
る
点
検
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
点
検
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
結
果

（２）
　
当
該
点
検
の
結
果
、
調
整
池
が
損
壊
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
措
置
を
講
じ
た
年
月

日
及
び
当
該
措
置
の
内
容

ト
　

終
処
分
基
準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
四
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
点
検
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
点
検
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
結
果

（２）
　
当
該
点
検
の
結
果
、
浸
出
液
処
理
設
備
の
機
能
に
異
状
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
措
置
を
講
じ
た
年
月
日

及
び
当
該
措
置
の
内
容

チ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
四
号
の
二
の
規
定
に
よ
る
点
検
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
点
検
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
結
果

（２）
　
当
該
点
検
の
結
果
、
有
効
な
防
凍
の
た
め
の
措
置
の
状
況
に
異
状
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
必
要
な
措
置

を
講
じ
た
年
月
日
及
び
当
該
必
要
な
措
置
の
内
容

リ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
九
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
結
果

五
　
令
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
の

終
処
分
場
（
基
準
不
適
合
水
銀
処
理
物
の
埋
立
処
分
の
用
に

供
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
埋
め
立
て
た
水
銀
処
理
物
の
各
月
ご
と
の
数
量
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ロ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

終
処
分
基
準

省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
号
の
規
定
に
よ
る
水
質
検
査
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
水
質
検
査
に
係
る
地
下
水
等
を
採
取
し
た
場
所

（２）
　
当
該
水
質
検
査
に
係
る
地
下
水
等
を
採
取
し
た
年
月
日

（３）
　
当
該
水
質
検
査
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（４）
　
当
該
水
質
検
査
の
結
果

ハ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

終
処
分
基
準

省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
一
号
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
措
置
を
講
じ
た
年
月
日

（２）
　
当
該
措
置
の
内
容

ニ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
一
条
の
二
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
点
検
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
点
検
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
結
果

（２）
　
当
該
点
検
の
結
果
、
設
備
の
損
壊
又
は
埋
め
立
て
ら
れ
た
一
般
廃
棄
物
の
保
有
水
の
浸
出
の
お
そ
れ
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
措
置
を
講
じ
た
年
月
日
及
び
当
該
措
置
の
内
容

ホ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
一
条
の
二
第
二
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
点
検
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
点
検
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
結
果

（２）
　
当
該
点
検
の
結
果
、
覆
い
の
損
壊
又
は
埋
め
立
て
ら
れ
た
一
般
廃
棄
物
の
保
有
水
の
浸
出
の
お
そ
れ
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
措
置
を
講
じ
た
年
月
日
及
び
当
該
措
置
の
内
容

ヘ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

終
処
分
基
準

省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
九
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
結
果

（
維
持
管
理
の
状
況
に
関
す
る
情
報
の
公
表
）

第
四
条
の
五
の
三
　
法
第
八
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
の
状
況
に
関
す
る

情
報
の
公
表
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
、
当
該
日
か
ら
起
算
し
て
三

年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
前
条
第
一
号
イ
、
第
二
号
イ
、
第
三
号
イ
、
第
四
号
イ
及
び
第
五
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
　
翌
月
の
末
日

二
　
前
条
第
一
号
ロ
及
び
ニ
、
第
二
号
ロ
及
び
ニ
、
第
三
号
ロ
及
び
ニ
、
第
四
号
ニ
及
び
リ
並
び
に
第
五
号
ロ
及

び
ヘ
に
掲
げ
る
事
項
　
当
該
測
定
又
は
水
質
検
査
の
結
果
の
得
ら
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
末
日

三
　
前
条
第
一
号
ハ
及
び
ホ
、
第
二
号
ハ
、
第
三
号
ハ
、
第
四
号
ロ
（
１
）
、
ハ
（
１
）
、
ヘ
（
１
）
、
ト
（
１
）

及
び
チ
（
１
）
並
び
に
第
五
号
ニ
（
１
）
及
び
ホ
（
１
）
に
掲
げ
る
事
項
　
当
該
除
去
、
清
掃
又
は
点
検
を
行

つ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
末
日

四
　
前
条
第
四
号
ロ
（
２
）
、
ハ
（
２
）
、
ホ
、
ヘ
（
２
）
、
ト
（
２
）
及
び
チ
（
２
）
並
び
に
第
五
号
ハ
、
ニ
（
２
）

及
び
ホ
（
２
）
に
掲
げ
る
事
項
　
当
該
措
置
を
講
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
末
日

（
記
録
の
閲
覧
）

第
四
条
の
六
　
法
第
八
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
閲
覧
は
、
次
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
記
録
は
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
日
ま
で
に
備
え
置

く
こ
と
。

イ
　
次
条
第
一
号
イ
、
第
二
号
イ
、
第
三
号
イ
、
第
四
号
イ
及
び
第
五
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
　
翌
月
の
末
日

ロ
　
次
条
第
一
号
ロ
及
び
ニ
、
第
二
号
ロ
及
び
ニ
、
第
三
号
ロ
及
び
ニ
、
第
四
号
ニ
及
び
リ
並
び
に
第
五
号
ロ

及
び
ヘ
に
掲
げ
る
事
項
　
当
該
測
定
又
は
水
質
検
査
の
結
果
の
得
ら
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
末
日

ハ
　
次
条
第
一
号
ハ
及
び
ホ
、
第
二
号
ハ
、
第
三
号
ハ
、
第
四
号
ロ
（
１
）
、
ハ
（
１
）
、
ヘ
（
１
）
、
ト
（
１
）

及
び
チ
（
１
）
並
び
に
第
五
号
ニ
（
１
）
及
び
ホ
（
１
）
に
掲
げ
る
事
項
　
当
該
除
去
、
清
掃
又
は
点
検
を

行
つ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
末
日

ニ
　
次
条
第
四
号
ロ
（
２
）
、
ハ
（
２
）
、
ホ
、
ヘ
（
２
）
、
ト
（
２
）
及
び
チ
（
２
）
並
び
に
第
五
号
ハ
、
ニ

（
２
）
及
び
ホ
（
２
）
に
掲
げ
る
事
項
　
当
該
措
置
を
講
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
末
日

二
　
記
録
は
、
備
え
置
い
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
備
え
置
き
、
閲
覧
に
供
す
る
こ

と
。

三
　
閲
覧
の
求
め
が
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
正
当
な
理
由
な
し
に
閲
覧
を
拒
ま
な
い
こ
と
。

（
記
録
す
る
事
項
）

第
四
条
の
七
　
法
第
八
条
の
四
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
種
類
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

一
　
令
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
焼
却
施
設
（
ガ
ス
化
改
質
方
式
の
焼
却
施
設
及
び
電
気
炉
等
を
用
い
た
焼
却
施

設
を
除
く
。
）
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
処
分
し
た
一
般
廃
棄
物
の
各
月
ご
と
の
種
類
及
び
数
量

ロ
　
第
四
条
の
五
第
一
項
第
二
号
ト
、
リ
、
ヲ
、
ツ
、
ラ
（
ウ
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合

を
含
む
。
）
、
ノ
、
ク
（
２
）
、
ヤ
（
１
）
、
マ
（
４
）
及
び
ケ
（
５
）
の
規
定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲

げ
る
事
項

（１）
　
当
該
測
定
を
行
つ
た
位
置

（２）
　
当
該
測
定
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（３）
　
当
該
測
定
の
結
果

ハ
　
第
四
条
の
五
第
一
項
第
二
号
ヌ
の
規
定
に
よ
る
ば
い
じ
ん
の
除
去
を
行
つ
た
年
月
日

ニ
　
第
四
条
の
五
第
一
項
第
二
号
カ
の
規
定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
測
定
に
係
る
排
ガ
ス
を
採
取
し
た
位
置

（２）
　
当
該
測
定
に
係
る
排
ガ
ス
を
採
取
し
た
年
月
日

（３）
　
当
該
測
定
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（４）
　
当
該
測
定
の
結
果

ホ
　
第
四
条
の
五
第
一
項
第
二
号
マ
（
１
）
及
び
ケ
（
２
）
の
規
定
に
よ
る
保
管
設
備
内
の
清
掃
を
行
つ
た
年

月
日

二
　
令
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
焼
却
施
設
（
ガ
ス
化
改
質
方
式
の
焼
却
施
設
に
限
る
。
）
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
処
分
し
た
一
般
廃
棄
物
の
各
月
ご
と
の
種
類
及
び
数
量

ロ
　
第
四
条
の
五
第
一
項
第
三
号
イ
（
４
）
及
び
（
６
）
の
規
定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
測
定
を
行
つ
た
位
置

（２）
　
当
該
測
定
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（３）
　
当
該
測
定
の
結
果

ハ
　
第
四
条
の
五
第
一
項
第
三
号
イ
（
７
）
の
規
定
に
よ
る
ば
い
じ
ん
の
除
去
を
行
つ
た
年
月
日

ニ
　
第
四
条
の
五
第
一
項
第
三
号
イ
（
９
）
の
規
定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
測
定
に
係
る
ガ
ス
を
採
取
し
た
位
置

（２）
　
当
該
測
定
に
係
る
ガ
ス
を
採
取
し
た
年
月
日

（３）
　
当
該
測
定
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（４）
　
当
該
測
定
の
結
果

三
　
令
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
焼
却
施
設
（
電
気
炉
等
を
用
い
た
焼
却
施
設
に
限
る
。
）
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
処
分
し
た
一
般
廃
棄
物
の
各
月
ご
と
の
種
類
及
び
数
量

ロ
　
第
四
条
の
五
第
一
項
第
三
号
ロ
（
２
）
及
び
（
３
）
の
規
定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
測
定
を
行
つ
た
位
置

（２）
　
当
該
測
定
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（３）
　
当
該
測
定
の
結
果
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ハ
　
第
四
条
の
五
第
一
項
第
三
号
ロ
（
４
）
の
規
定
に
よ
る
ば
い
じ
ん
の
除
去
を
行
つ
た
年
月
日

ニ
　
第
四
条
の
五
第
一
項
第
三
号
ロ
（
５
）
の
規
定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
測
定
に
係
る
排
ガ
ス
を
採
取
し
た
位
置

（２）
　
当
該
測
定
に
係
る
排
ガ
ス
を
採
取
し
た
年
月
日

（３）
　
当
該
測
定
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（４）
　
当
該
測
定
の
結
果

四
　
令
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
の

終
処
分
場
（
基
準
不
適
合
水
銀
処
理
物
の
埋
立
処
分
の
用
に

供
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
埋
め
立
て
た
一
般
廃
棄
物
の
各
月
ご
と
の
種
類
（
当
該
一
般
廃
棄
物
に
基
準
適
合
水
銀
処
理
物
が
含
ま
れ

る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
及
び
数
量

ロ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
七
号
の
規
定
に
よ
る
点
検
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
点
検
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
結
果

（２）
　
当
該
点
検
の
結
果
、
擁
壁
等
が
損
壊
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
措
置
を
講
じ
た
年
月

日
及
び
当
該
措
置
の
内
容

ハ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
九
号
の
規
定
に
よ
る
点
検
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
点
検
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
結
果

（２）
　
当
該
点
検
の
結
果
、
遮
水
工
の
遮
水
効
果
が
低
下
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
措
置
を

講
じ
た
年
月
日
及
び
当
該
措
置
の
内
容

ニ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
号
及
び
第
十
四
号
ハ
並
び
に
維
持
管
理
基
準
省
令
第
一
条
第
一

号
及
び
第
三
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
水
質
検
査
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
水
質
検
査
に
係
る
地
下
水
等
又
は
放
流
水
を
採
取
し
た
場
所

（２）
　
当
該
水
質
検
査
に
係
る
地
下
水
等
又
は
放
流
水
を
採
取
し
た
年
月
日

（３）
　
当
該
水
質
検
査
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（４）
　
当
該
水
質
検
査
の
結
果

ホ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
一
号
及
び
維
持
管
理
基
準
省
令
第
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る

措
置
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
措
置
を
講
じ
た
年
月
日

（２）
　
当
該
措
置
の
内
容

ヘ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
三
号
の
規
定
に
よ
る
点
検
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
点
検
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
結
果

（２）
　
当
該
点
検
の
結
果
、
調
整
池
が
損
壊
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
措
置
を
講
じ
た
年
月

日
及
び
当
該
措
置
の
内
容

ト
　

終
処
分
基
準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
四
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
点
検
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
点
検
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
結
果

（２）
　
当
該
点
検
の
結
果
、
浸
出
液
処
理
設
備
の
機
能
に
異
状
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
措
置
を
講
じ
た
年
月
日

及
び
当
該
措
置
の
内
容

チ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
四
号
の
二
の
規
定
に
よ
る
点
検
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
点
検
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
結
果

（２）
　
当
該
点
検
の
結
果
、
有
効
な
防
凍
の
た
め
の
措
置
の
状
況
に
異
状
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
必
要
な
措
置

を
講
じ
た
年
月
日
及
び
当
該
必
要
な
措
置
の
内
容

リ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
九
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
結
果

五
　
令
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
の

終
処
分
場
（
基
準
不
適
合
水
銀
処
理
物
の
埋
立
処
分
の
用
に

供
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
埋
め
立
て
た
水
銀
処
理
物
の
各
月
ご
と
の
数
量

ロ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

終
処
分
基
準

省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
号
の
規
定
に
よ
る
水
質
検
査
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
水
質
検
査
に
係
る
地
下
水
等
を
採
取
し
た
場
所

（２）
　
当
該
水
質
検
査
に
係
る
地
下
水
等
を
採
取
し
た
年
月
日

（３）
　
当
該
水
質
検
査
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（４）
　
当
該
水
質
検
査
の
結
果

ハ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

終
処
分
基
準

省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
一
号
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
措
置
を
講
じ
た
年
月
日

（２）
　
当
該
措
置
の
内
容

ニ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
一
条
の
二
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
点
検
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
点
検
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
結
果

（２）
　
当
該
点
検
の
結
果
、
設
備
の
損
壊
又
は
埋
め
立
て
ら
れ
た
一
般
廃
棄
物
の
保
有
水
の
浸
出
の
お
そ
れ
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
措
置
を
講
じ
た
年
月
日
及
び
当
該
措
置
の
内
容

ホ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
一
条
の
二
第
二
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
点
検
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
点
検
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
結
果

（２）
　
当
該
点
検
の
結
果
、
覆
い
の
損
壊
又
は
埋
め
立
て
ら
れ
た
一
般
廃
棄
物
の
保
有
水
の
浸
出
の
お
そ
れ
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
措
置
を
講
じ
た
年
月
日
及
び
当
該
措
置
の
内
容

ヘ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

終
処
分
基
準

省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
九
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
結
果

（
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
）

第
四
条
の
八
　
法
第
八
条
の
五
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
一
般
廃
棄
物
の

終
処
分
場
は
、
令
第
五
条
第
二
項

に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
の

終
処
分
場
（
基
準
不
適
合
水
銀
処
理
物
の
埋
立
処
分
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
除

く
。
）
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

一
　
国
又
は
地
方
公
共
団
体
（
港
務
局
を
含
む
。
）
が
設
置
す
る
一
般
廃
棄
物
の

終
処
分
場

二
　
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七

号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
選
定
事
業
者
が
同
法
第
五
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
業
契
約
に
従
つ

て
実
施
す
る
同
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
選
定
事
業
に
お
い
て
設
置
さ
れ
る
一
般
廃
棄
物
の

終
処
分
場

で
あ
つ
て
、
当
該
選
定
事
業
の
終
了
後
に
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
当
該
選
定
事
業
者
か
ら
譲
り
受
け
る
も
の

（
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
当
該

終
処
分
場
を
廃
止
す
る
ま
で
の
間
維
持
管
理
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）

（
維
持
管
理
積
立
金
の
算
定
基
準
）

第
四
条
の
九
　
法
第
八
条
の
五
第
四
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
算
定
基
準
は
、
次
の
式
の
と
お
り
と
す
る
。

Ａ＝

Ｃ×
（
ｌ
／
Ｌ
）－

Ｔ

（
こ
の
式
に
お
い
て
、
Ａ
、
Ｃ
、
ｌ
、
Ｌ
及
び
Ｔ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ａ
　
当
該
年
度
に
積
み
立
て
る
べ
き
維
持
管
理
積
立
金
の
額

Ｃ
　
埋
立
処
分
の
終
了
後
に
お
け
る
維
持
管
理
に
必
要
な
費
用
の
額

ｌ
　
埋
立
処
分
が
開
始
さ
れ
た
年
月
か
ら
当
該
年
度
の
三
月
（
当
該
年
度
の
終
了
前
に
埋
立
処
分
が
終
了
す
る

特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
（
法
第
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、
当
該
埋
立
処
分
を
終
了
す
る
月
）
ま
で
の
月
数
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Ｌ
　
埋
立
処
分
が
開
始
さ
れ
た
年
月
か
ら
埋
立
処
分
の
終
了
予
定
年
月
ま
で
の
月
数

Ｔ
　
当
該
年
度
の
前
年
度
ま
で
に
積
み
立
て
ら
れ
た
維
持
管
理
積
立
金
の
額
）

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
知
事
は
、
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
の
残
余
の
埋
立
容
量
そ
の

他
の
埋
立
て
の
状
況
を
考
慮
し
、
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
に
係
る
法
第

八
条
の
五
第
四
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
算
定
基
準
を
、
次
の
式
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ａ＝
Ｃ×
（
（
Ｈ
＋
ｓ×

α

）
／
Ｎ
）－

Ｔ

（
こ
の
式
に
お
い
て
、
Ａ
、
Ｃ
、
Ｈ
、
ｓ
、α

、
Ｎ
及
び
Ｔ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ａ
　
当
該
年
度
に
積
み
立
て
る
べ
き
維
持
管
理
積
立
金
の
額

Ｃ
　
埋
立
処
分
の
終
了
後
に
お
け
る
維
持
管
理
に
必
要
な
費
用
の
額

Ｈ
　
当
該
年
度
の
前
年
度
ま
で
に
当
該
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
に
埋
立
処
分
さ
れ
た
一
般
廃
棄
物
の

数
量

ｓ
　
当
該
年
度
の
四
月
か
ら
九
月
（
八
月
以
前
に
埋
立
処
分
が
終
了
す
る
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
に
あ

つ
て
は
、
当
該
埋
立
処
分
を
終
了
す
る
月
）
ま
で
に
当
該
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
に
埋
立
処
分
さ
れ
た

一
般
廃
棄
物
の
数
量

α

　
前
年
度
に
お
け
る
当
該
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
の
残
余
の
埋
立
容
量
そ
の
他
の
埋
立
て
の
状
況
に

基
づ
い
て
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
数

Ｎ
　
当
該
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
の
埋
立
容
量

Ｔ
　
当
該
年
度
の
前
年
度
ま
で
に
積
み
立
て
ら
れ
た
維
持
管
理
積
立
金
の
額
）

３
　
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
の
設
置
者
（
法
第
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分

場
の
設
置
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
前
二
項
の
算
定
基
準
に
お
い
て
、
埋
立
処
分
の
終
了
後
に
お
け
る
維

持
管
理
に
必
要
な
費
用
の
額
か
ら
当
該
年
度
の
前
年
度
ま
で
に
積
み
立
て
ら
れ
た
維
持
管
理
積
立
金
の
額
を
差
し

引
い
た
額
以
下
の
額
を
当
該
年
度
に
積
み
立
て
る
べ
き
維
持
管
理
積
立
金
の
額
に
増
額
し
て
積
み
立
て
る
こ
と
が

で
き
る
。

４
　
第
一
項
又
は
第
二
項
の
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
値
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
当
該
年
度
の
維
持
管
理
積
立
金
の

額
は
零
と
す
る
。

５
　
第
一
項
又
は
第
二
項
の
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
値
に
千
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も

の
と
す
る
。

（
維
持
管
理
積
立
金
に
係
る
通
知
）

第
四
条
の
十
　
法
第
八
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
通
知
は
、
毎
年
度
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

に
、
当
該
年
度
の
四
月
一
日
に
お
い
て
現
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
埋
立
処
分
が
終
了
し
て
い
な
い
特

定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
ご
と
に
、
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
の
設
置
者
が
当
該
年
度
に
積
み
立
て
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
維
持
管
理
積
立
金
の
額
を
算
定
し
、
当
該
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
の
設
置
者
に
対
し
、
そ

の
額
及
び
そ
の
算
定
の
基
礎
の
概
要
を
記
載
し
た
文
書
を
交
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
八
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
独
立
行
政
法

人
環
境
再
生
保
全
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
の
設
置
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代

表
者
の
氏
名

二
　
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
の
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

三
　
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
の
埋
立
処
分
が
開
始
さ
れ
た
年
月
及
び
埋
立
処
分
の
終
了
予
定
年
月

四
　
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
の
設
置
の
場
所
、
埋
立
地
（
一
般
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
の
用
に
供
さ
れ
る
場

所
を
い
う
。
第
四
条
の
十
五
第
一
項
第
四
号
、
第
五
条
の
五
第
一
項
第
六
号
、
第
五
条
の
五
の
二
第
一
項
第
五

号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
、
第
五
条
の
十
第
一
項
第
六
号
並
び
に
第
五
条
の
十
の
二
第
一
項
第
五

号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
面
積
、
埋
立
容
量
及
び
当
該
年
度
の
前
年
度
の

残
余
の
埋
立
容
量
並
び
に
当
該
年
度
の
四
月
か
ら
九
月
ま
で
に
当
該
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
に
埋
立
処

分
さ
れ
た
一
般
廃
棄
物
の
数
量

五
　
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
の
設
置
者
に
対
し
通
知
し
た
維
持
管
理
積
立
金
の
額
及
び
そ
の
算
定
の
基
礎

の
概
要

３
　
機
構
は
、
前
項
の
通
知
に
係
る
維
持
管
理
積
立
金
の
積
立
て
及
び
取
戻
し
の
状
況
を
、
翌
年
度
の
六
月
三
十
日

ま
で
に
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
維
持
管
理
積
立
金
の
積
立
期
限
）

第
四
条
の
十
一
　
法
第
八
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
の
設
置
者

は
、
当
該
年
度
の
二
月
二
十
八
日
ま
で
に
、
当
該
通
知
に
係
る
額
の
金
銭
を
機
構
に
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
機
構
は
、
維
持
管
理
積
立
金
を
積
み
立
て
る
べ
き
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
の
設
置
者
が
維
持
管
理
積
立

金
を
前
項
の
積
立
期
限
ま
で
に
積
み
立
て
な
か
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
そ
の
旨
を

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
維
持
管
理
積
立
金
の
利
息
）

第
四
条
の
十
二
　
法
第
八
条
の
五
第
五
項
の
利
息
は
、
環
境
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
機
構
が
定
め
る
も
の
と
す

る
。
こ
れ
を
変
更
す
る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

２
　
法
第
八
条
の
五
第
五
項
の
利
息
は
、
維
持
管
理
積
立
金
の
払
渡
し
の
日
に
つ
い
て
は
、
付
さ
な
い
。

（
維
持
管
理
積
立
金
の
取
戻
し
）

第
四
条
の
十
三
　
法
第
八
条
の
五
第
六
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
法
第
九
条
第
五
項
又
は
第
九
条
の
二
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
廃
止
の
確
認
を
受
け
た
場
合

二
　
当
該
年
度
の
維
持
管
理
積
立
金
に
つ
い
て
第
四
条
の
九
第
一
項
又
は
第
二
項
の
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
値
が

負
数
と
な
つ
た
場
合

三
　
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
に
係
る
法
第
八
条
第
一
項
の
許
可
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該

特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
に
つ
い
て
維
持
管
理
を
行
う
と
き

２
　
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
の
設
置
者
又
は
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
の
設
置
者
で
あ
つ
た
者
若
し
く
は
そ
の
承
継
人
が
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
額
は
、
機
構
に
積
み
立

て
ら
れ
た
維
持
管
理
積
立
金
の
全
額
（
廃
止
の
確
認
前
に
そ
の
一
部
の
取
戻
し
が
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、

残
額
）
と
す
る
。

３
　
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
の
設
置
者
が
取
り
戻
す
こ
と
が

で
き
る
額
は
、
第
四
条
の
九
第
一
項
又
は
第
二
項
の
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
値
の
絶
対
値
の
額
と
す
る
。

４
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
の
九
第
五
項
の
規
定
を

準
用
す
る
。

第
四
条
の
十
四
　
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
に
つ
い
て
埋
立
処
分
の
終
了
後
に
維
持
管
理
を
行
う
場
合
又
は
前

条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
維
持
管
理
に
要
す
る
期
間
が
一
年
を
超
え
る
と
き
は
、
一
年

ご
と
に
、
そ
の
一
年
間
に
行
お
う
と
す
る
維
持
管
理
に
必
要
な
費
用
の
額
（
当
該
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場

に
係
る
維
持
管
理
積
立
金
の
額
が
当
該
費
用
の
額
に
満
た
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
維
持
管
理
積
立
金
の

額
）
に
限
り
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
取
戻
し
の
申
請
）

第
四
条
の
十
五
　
法
第
八
条
の
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
維
持
管
理
積
立
金
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
の
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

三
　
法
第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
届
出
を
行
つ
た
年
月
日

四
　
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
の
設
置
の
場
所
、
埋
立
地
の
面
積
及
び
埋
立
容
量

五
　
取
り
戻
そ
う
と
す
る
維
持
管
理
積
立
金
の
額
及
び
そ
の
算
定
の
基
礎

六
　
申
請
の
理
由

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
に
つ
い
て
埋
立
処
分
の
終
了
後
に
維
持
管
理
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
維

持
管
理
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
、
経
費
の
明
細
書
及
び
維
持
管
理
を
行
う
こ
と
を
証
す
る
書
面

二
　
第
四
条
の
十
三
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
維
持
管
理
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
、
経
費

の
明
細
書
、
維
持
管
理
を
行
う
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
申
請
者
が
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
の
設
置
者
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で
あ
つ
た
者
又
は
そ
の
承
継
人
（
こ
れ
ら
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
法
人
が
解
散
し
、
当
該

特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
を
承
継
す
る
者
が
存
し
な
い
と
き
は
、
当
該
法
人
の
役
員
で
あ
つ
た
者
を
含

む
。
次
条
に
お
い
て
「
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
の
旧
設
置
者
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る

書
面

（
地
位
を
承
継
し
た
者
に
係
る
維
持
管
理
積
立
金
の
額
の
通
知
等
）

第
四
条
の
十
六
　
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
九
条
の
五
第
一
項
の
許
可
若
し
く
は
法
第
九
条
の
六
第
一
項
の
認
可
を

し
た
と
き
、
又
は
法
第
九
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
法
第
八
条
の
五
第
七
項
の
規

定
に
よ
り
維
持
管
理
積
立
金
を
積
み
立
て
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
者
に
対
し
、
積
み
立
て
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た

維
持
管
理
積
立
金
の
額
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
の
旧
設
置
者
等
は
、
当
該
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
の
維
持
管
理
を
行
う

た
め
に
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
、
機
構
に
対
し
、
当
該
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
に
係
る
維
持
管
理
積
立

金
の
額
を
照
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
報
告
）

第
四
条
の
十
七
　
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
（
当
該
年
度
の
四
月
一
日
に
お
い
て
埋
立
処
分
が
終
了
し
て
い
る

も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
法
第
八
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
毎
年
度
十
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
当
該

特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
の
許
可
の
年
月
日
、
許
可
番
号
及
び
設
置
の
場
所

三
　
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
に
係
る
埋
立
処
分
が
開
始
さ
れ
た
年
月
及
び
埋
立
処
分
の
終
了
予
定
年
月

四
　

終
処
分
基
準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
四
号
ハ
の
規
定
に
よ
り
測
定
し
た
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場

の
放
流
水
の
水
質
及
び
当
該
測
定
に
係
る
放
流
水
を
採
取
し
た
年
月
日

五
　
埋
立
処
分
を
開
始
し
て
か
ら
前
年
度
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
埋
立
処
分
さ
れ
た
一
般
廃
棄
物
の
数
量
及
び

当
該
年
度
の
四
月
か
ら
九
月
ま
で
に
埋
立
処
分
さ
れ
た
一
般
廃
棄
物
の
数
量

六
　
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
に
係
る
埋
立
処
分
の
終
了
後
に
行
う
維
持
管
理
の
内
容

七
　
前
号
の
維
持
管
理
に
必
要
な
費
用
の
額
及
び
そ
の
算
定
の
基
礎
の
概
要

（
精
密
機
能
検
査
）

第
五
条
　
ご
み
処
理
施
設
及
び
し
尿
処
理
施
設
の
管
理
者
は
、
こ
れ
ら
の
施
設
の
機
能
を
保
全
す
る
た
め
、
定
期
的

に
、
そ
の
機
能
状
況
、
耐
用
の
度
合
等
に
つ
い
て
精
密
な
検
査
を
行
う
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
許
可
を
要
し
な
い
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
軽
微
な
変
更
）

第
五
条
の
二
　
法
第
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
環
境
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
変
更
と
す
る
。

一
　
法
第
八
条
第
二
項
の
申
請
書
に
記
載
し
た
処
理
能
力
（
当
該
処
理
能
力
に
つ
い
て
法
第
九
条
第
一
項
の
許
可

を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
許
可
に
係
る
変
更
後
の
も
の
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
変
更
で
あ

つ
て
、
当
該
変
更
に
よ
つ
て
当
該
処
理
能
力
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
増
大
す
る
に
至
る
も
の

二
　
第
三
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更

三
　
第
三
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
で
あ
つ
て
、
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
一
般
廃
棄

物
処
理
施
設
の
種
類
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
設
備
に
係
る
も
の
又
は
当
該
変
更
に
伴
う
同
項

第
五
号
に
掲
げ
る
数
値
の
変
化
に
よ
り
生
活
環
境
へ
の
負
荷
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
も
の

イ
　
焼
却
施
設
　
燃
焼
室

ロ
　
高
速
堆
肥
化
処
理
施
設
　
発
酵

そ
う槽

ハ
　
破
砕
施
設
　
破
砕
機

ニ
　
し
尿
処
理
施
設
　
嫌
気
性
消
化
処
理
設
備
、
好
気
性
消
化
処
理
設
備
、
湿
式
酸
化
処
理
設
備
、
活
性
汚
泥

法
処
理
設
備
又
は
生
物
化
学
的
脱
窒
素
処
理
設
備

ホ
　

終
処
分
場
　
遮
水
層
又
は
擁
壁
若
し
く
は
え
ん
堤

四
　
第
三
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
（
排
ガ
ス
又
は
排
水
の
排
出
の
方
法
又
は
量
の
増
大
に

係
る
変
更
に
限
る
。
）

五
　
第
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
数
値
の
変
更
で
あ
つ
て
、
当
該

変
更
に
よ
つ
て
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
対
す
る
影
響
が
減
ぜ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
又
は
同
項
第
二
号
に

掲
げ
る
測
定
頻
度
の
変
更
で
あ
つ
て
、
当
該
変
更
に
よ
つ
て
頻
度
が
高
く
な
る
も
の
の
み
を
行
う
場
合
を
除

く
。
）

（
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
五
条
の
三
　
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

三
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

四
　
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

五
　
変
更
の
内
容

六
　
変
更
の
理
由

七
　
変
更
の
た
め
の
工
事
の
着
工
予
定
年
月
日
及
び
変
更
後
の
使
用
開
始
予
定
年
月
日

八
　
第
三
条
第
四
項
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

２
　
第
三
条
の
二
の
規
定
は
、
法
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
調
査
の
結
果

を
記
載
し
た
書
類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
の
二
第
一
号
中
「
設
置
し
よ
う
」
と
あ

る
の
は
「
変
更
を
行
お
う
」
と
、
「
を
設
置
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
に
係
る
変
更
を
行
う
」
と
、
同
条
第
三
号
か

ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
及
び
第
七
号
中
「
を
設
置
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
に
係
る
変
更
を
行
う
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
変
更
後
の
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
設
計
計
算
書

二
　
第
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
が
あ
る
場
合
に
は
、
変
更
後
の
維
持
管
理
に
関
す
る
計
画

を
記
載
し
た
書
類

三
　

終
処
分
場
に
あ
つ
て
は
、
周
囲
の
地
形
、
地
質
及
び
地
下
水
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
及
び
図
面

四
　

終
処
分
場
以
外
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
処
理
工
程
に
変
更
が
あ
る
場
合
に
は
、
変
更
後
の
処
理
工
程
図

五
　
変
更
後
の
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
技
術
的
能
力
を
説
明
す
る
書
類

六
　
変
更
後
の
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
に
要
す
る
資
金
の
総
額
及
び
そ
の
資
金
の
調
達
方
法
を
記
載

し
た
書
類

七
　
第
三
条
第
五
項
第
七
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

４
　
第
三
条
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
前
項
第
七
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
第
三
条
第
六
項
中
「
前
項
第
七
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
第
七
号
に
掲
げ
る

書
類
の
う
ち
第
三
条
第
五
項
第
七
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
も
の
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
こ
の
項
（
第
五
条
の

三
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
条
第
七
項
（
こ
の
項
」
と
、
「
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
項
」
と
、
「
同
項

第
十
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
第
七
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
第
三
条
第
五

項
第
十
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
届
出
を
要
す
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
）

第
五
条
の
四
　
法
第
九
条
第
三
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
ご
み
処
理
施
設
に
あ
つ
て
は
、
処
理
に
伴
い
生
ず
る
一
般
廃
棄
物
の
処
分
方
法

二
　
し
尿
処
理
施
設
に
あ
つ
て
は
、
汚
泥
等
の
処
分
方
法

三
　

終
処
分
場
に
あ
つ
て
は
、
埋
立
処
分
の
計
画
及
び
災
害
防
止
の
た
め
の
計
画

四
　
当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の
搬
入
及
び
搬
出
の
時
間
及
び
方
法
に
関
す
る
事
項

五
　
着
工
予
定
年
月
日
及
び
使
用
開
始
予
定
年
月
日

六
　
法
第
八
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
者

イ
　
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
リ
に
規
定
す
る
法
定
代
理
人

ロ
　
役
員
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ハ
　
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に
相

当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者

ニ
　
令
第
四
条
の
七
に
規
定
す
る
使
用
人

（
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
軽
微
な
変
更
等
の
届
出
）

第
五
条
の
四
の
二
　
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
都
道
府

県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
名
称

三
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

四
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

五
　
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

六
　
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
軽
微
な
変
更
を
し
た
と
き
、
又
は
法
第
八
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
若
し

く
は
前
条
に
規
定
す
る
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
の
内
容

七
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
を
廃
止
し
た
と
き
、
若
し
く
は
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
を
休
止
し
、
又
は
休
止
し
た

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
を
再
開
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
廃
止
若
し
く
は
休
止
又
は
再
開
の
理
由

ロ
　
廃
止
若
し
く
は
休
止
又
は
再
開
の
年
月
日

２
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
位
置
、
構
造
等
の
設
置
に
関
す
る
計
画
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
変
更
後
の

設
置
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類
及
び
変
更
後
の
当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る

設
計
計
算
書

二
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
計
画
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
変
更
後
の
維
持
管
理
に

関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類

（
一
般
廃
棄
物
の

終
処
分
場
に
係
る
埋
立
処
分
の
終
了
の
届
出
）

第
五
条
の
五
　
法
第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

終
処
分
場
に
係
る
埋
立
処
分
の
終
了
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
施
設
の
廃
止
ま
で
の
間
の
管
理
予
定
者
及
び
そ
の
連
絡
先

三
　
設
置
場
所

四
　
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

五
　
埋
め
立
て
た
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
又
は
水
銀
処
理
物
が
含
ま
れ
る
場
合

は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
、
数
量
及
び
性
状

六
　
埋
立
地
の
面
積
、
埋
立
て
の
深
さ
及
び
覆
土
の
厚
さ

七
　
埋
立
処
分
の
方
法

八
　
埋
立
処
分
開
始
年
月
日

九
　
埋
立
処
分
終
了
年
月
日

２
　
前
項
の
届
出
書
に
は
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
埋
立
終
了
時
の
当
該
施
設
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
平
面
図
、
立
面
図
、
断
面
図
及
び
構
造
図

二
　
当
該
施
設
の
周
辺
の
地
図

三
　
埋
立
処
分
の
終
了
か
ら
廃
止
ま
で
の
間
の
維
持
管
理
の
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

四
　
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
を
埋
め
立
て
た
場
合
は
、
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
が
埋
め
立
て
ら
れ
て
い
る
位
置
を

示
す
図
面

五
　
水
銀
処
理
物
を
埋
め
立
て
た
場
合
は
、
水
銀
処
理
物
が
埋
め
立
て
ら
れ
て
い
る
位
置
を
示
す
図
面

（
一
般
廃
棄
物
の

終
処
分
場
の
廃
止
の
確
認
の
申
請
）

第
五
条
の
五
の
二
　
法
第
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
廃
棄
物
の

終
処
分
場
（
基
準
不
適
合
水
銀
処
理
物
の

埋
立
処
分
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
廃
止
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
設
置
の
場
所

三
　
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

四
　
埋
め
立
て
た
一
般
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
一
般
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
又
は
基
準
適
合
水
銀
処
理

物
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
及
び
数
量

五
　
埋
立
地
の
面
積
及
び
埋
立
て
の
深
さ

六
　
埋
立
処
分
の
方
法

七
　
埋
立
処
分
開
始
年
月
日

八
　
埋
立
処
分
終
了
年
月
日

九
　
悪
臭
の
発
散
の
防
止
に
関
す
る
措
置
の
内
容

十
　
火
災
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
措
置
の
内
容

十
一
　
ね
ず
み
の
生
息
及
び
害
虫
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
措
置
の
内
容

十
二
　
地
下
水
等
（

終
処
分
基
準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
号
の
規
定
に
よ
り
採
取
さ
れ
た
地
下
水
等
を
い

う
。
第
五
条
の
十
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
水
質
の
状
況

十
三
　
埋
立
地
の
保
有
水
等
（

終
処
分
基
準
省
令
第
一
条
第
三
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
集
め
ら
れ
た
保
有
水

等
を
い
う
。
第
五
条
の
十
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
水
質
の
状
況

十
四
　
埋
立
地
か
ら
の
ガ
ス
の
発
生
の
状
況

十
五
　
埋
立
地
の
内
部
及
び
周
辺
の
地
中
の
温
度
の
状
況

十
六
　
埋
立
地
の
覆
い
（

終
処
分
基
準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
七
号
の
規
定
に
よ
る
覆
い
を
い
う
。
第
五
条

の
十
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
概
要

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該

終
処
分
場
の
現
状
を
明
ら
か
に
す
る
平
面
図
、
立
面
図
、
断
面
図
及
び
構
造
図

二
　
当
該

終
処
分
場
の
周
辺
の
地
図

三
　

終
処
分
基
準
省
令
第
一
条
第
三
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
地
下
水
等
の
水
質
検
査
の
結
果
を
記
載
し
た

書
類

四
　
当
該
申
請
の
直
前
の
二
年
以
上
に
わ
た
り
行
つ
た

終
処
分
基
準
省
令
第
一
条
第
三
項
第
六
号
の
規
定
に
よ

る
保
有
水
等
の
水
質
検
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類

四
の
二
　
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
を
埋
め
立
て
た
場
合
は
、
当
該
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
が
埋
め
立
て
ら
れ
て
い

る
位
置
を
示
す
図
面

四
の
二
の
二
　
基
準
適
合
水
銀
処
理
物
を
埋
め
立
て
た
場
合
は
、
当
該
基
準
適
合
水
銀
処
理
物
が
埋
め
立
て
ら
れ

て
い
る
位
置
を
示
す
図
面

五
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
書
類
又
は
図
面

第
五
条
の
五
の
二
の
二
　
法
第
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
廃
棄
物
の

終
処
分
場
（
基
準
不
適
合
水
銀
処
理

物
の
埋
立
処
分
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
廃
止
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
条
第
一
項
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
都
道
府
県

知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
埋
め
立
て
た
水
銀
処
理
物
の
数
量

二
　

終
処
分
基
準
省
令
第
一
条
の
二
第
二
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
覆
い
の
厚
さ
、
材
料
及
び
強
度

三
　

終
処
分
基
準
省
令
第
一
条
の
二
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
講
じ
た
措
置
の
内
容

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
前
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
四
号
の
二
の
二
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
書

類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
欠
格
要
件
に
係
る
届
出
）

第
五
条
の
五
の
三
　
法
第
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
ロ
か
ら
ト
ま
で
又
は
リ

か
ら
ル
ま
で
（
同
号
リ
か
ら
ル
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
同
号
イ
又
は
チ
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
都
道
府
県
知

事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
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二
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

三
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

四
　
法
第
八
条
第
一
項
の
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

五
　
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
ロ
か
ら
ト
ま
で
又
は
リ
か
ら
ル
ま
で
（
同
号
リ
か
ら
ル
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ

て
は
、
同
号
イ
又
は
チ
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
該
当
す
る
に
至
つ
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
当
該
欠
格
要
件
」
と
い
う
。
）
及
び
該
当
す
る
に
至
つ
た
具
体
的
事
由

六
　
当
該
欠
格
要
件
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
年
月
日

（
法
第
九
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
欠
格
要
件
に
係
る
届
出
）

第
五
条
の
五
の
三
の
二
　
法
第
九
条
第
七
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
を
有
す
る
状
態
と

な
り
廃
棄
物
の
処
理
の
業
務
の
継
続
が
著
し
く
困
難
と
な
つ
た
者
と
す
る
。

２
　
法
第
九
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
同
項
の
者
が
前
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
後
、
遅

滞
な
く
、
前
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行

う
も
の
と
す
る
。

（
旧
設
置
者
等
に
よ
る
一
般
廃
棄
物
の

終
処
分
場
の
廃
止
の
確
認
の
申
請
）

第
五
条
の
五
の
四
　
第
五
条
の
五
の
二
の
規
定
は
、
法
第
九
条
の
二
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
廃
棄
物
の

終
処
分
場
の
廃
止
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
熱
回
収
の
機
能
を
有
す
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る
認
定
の
申
請
）

第
五
条
の
五
の
五
　
法
第
九
条
の
二
の
四
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
熱
回
収
施
設
の
設
置
の
場
所

三
　
当
該
熱
回
収
施
設
に
お
け
る
熱
回
収
（
法
第
九
条
の
二
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
熱
回
収
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
必
要
な
設
備
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
設
備
の
種
類
及
び
そ
の
設
備
の
能
力

ロ
　
設
備
の
位
置
、
構
造
等
の
設
置
に
関
す
る
計
画

ハ
　
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
計
画

四
　
当
該
熱
回
収
施
設
に
お
け
る
熱
回
収
の
内
容
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
計
画

イ
　
当
該
熱
回
収
施
設
に
お
い
て
処
分
す
る
一
般
廃
棄
物
の
種
類

ロ
　
熱
回
収
の
方
法

ハ
　
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
年
間
の
熱
回
収
率

Ａ＝

（
（
Ｅ×

３
６
０
０
＋
Ｈ－

Ｆ
）
／
Ｉ
）×

１
０
０

（
こ
の
式
に
お
い
て
、
Ａ
、
Ｅ
、
Ｈ
、
Ｆ
及
び
Ｉ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ａ
　
熱
回
収
率
（
単
位
　
パ
ー
セ
ン
ト
）

Ｅ
　
熱
回
収
に
よ
り
得
ら
れ
る
熱
を
変
換
し
て
得
ら
れ
る
電
気
の
量
（
単
位
　
メ
ガ
ワ
ッ
ト
時
）

Ｈ
　
熱
回
収
に
よ
り
得
ら
れ
る
熱
量
か
ら
そ
の
熱
の
全
部
又
は
一
部
を
電
気
に
変
換
す
る
場
合
に
お
け
る
当

該
変
換
さ
れ
る
熱
量
を
減
じ
て
得
た
熱
量
（
単
位
　
メ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
）

Ｆ
　
廃
棄
物
以
外
の
物
で
あ
つ
て
燃
焼
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
第
五
条
の
五
の
七
及
び
第
十

二
条
の
十
一
の
七
に
お
い
て
「
燃
料
」
と
い
う
。
）
を
熱
を
得
る
こ
と
に
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ

る
熱
量
（
単
位
　
メ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
）

Ｉ
　
当
該
熱
回
収
施
設
に
投
入
さ
れ
る
廃
棄
物
の
総
熱
量
と
燃
料
の
総
熱
量
を
合
計
し
た
熱
量
（
単
位
　
メ

ガ
ジ
ュ
ー
ル
）
）

五
　
当
該
熱
回
収
施
設
に
係
る
法
第
八
条
第
一
項
の
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
熱
回
収
施
設
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
平
面
図
、
立
面
図
、
断
面
図
、
構
造
図
、
処
理
工
程
図
及
び
設

計
計
算
書
並
び
に
当
該
熱
回
収
施
設
の
付
近
の
見
取
図

二
　
熱
回
収
率
の
算
定
の
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

三
　
当
該
熱
回
収
施
設
に
お
け
る
過
去
一
年
間
の
熱
回
収
の
内
容
に
関
す
る
前
項
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

四
　
当
該
熱
回
収
施
設
に
つ
い
て
法
第
八
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
熱
回
収
施
設
の
技
術
上
の
基
準
）

第
五
条
の
五
の
六
　
法
第
九
条
の
二
の
四
第
一
項
第
一
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

一
　
第
四
条
に
規
定
す
る
基
準
（
当
該
熱
回
収
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

二
　
発
電
の
用
に
供
す
る
熱
回
収
施
設
に
あ
つ
て
は
、
ボ
イ
ラ
ー
及
び
発
電
機
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ

し
、
当
該
発
電
の
用
に
供
す
る
熱
回
収
施
設
が
ガ
ス
化
改
質
方
式
の
焼
却
施
設
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
発

電
機
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
も
つ
て
足
り
る
。

三
　
発
電
の
用
に
供
す
る
熱
回
収
施
設
以
外
の
熱
回
収
施
設
に
あ
つ
て
は
、
ボ
イ
ラ
ー
又
は
熱
交
換
器
が
設
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
。

四
　
熱
回
収
に
よ
り
得
ら
れ
る
熱
量
及
び
そ
の
熱
を
電
気
に
変
換
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
気
の
量
を
把
握
す

る
た
め
に
必
要
な
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（
熱
回
収
施
設
を
設
置
し
て
い
る
者
の
能
力
の
基
準
）

第
五
条
の
五
の
七
　
法
第
九
条
の
二
の
四
第
一
項
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と

す
る
。

一
　
次
の
基
準
に
適
合
し
た
熱
回
収
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
第
五
条
の
五
の
五
第
一
項
第
四
号
ハ
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
年
間
の
熱
回
収
率
が
、
十
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
熱
回
収
施
設
に
投
入
さ
れ
る
廃
棄
物
の
総
熱
量
と
燃
料
の
総
熱
量
を
合
計
し
た
熱
量
の
三
十
パ
ー
セ

ン
ト
を
超
え
て
燃
料
の
投
入
を
行
わ
な
い
こ
と
。

二
　
当
該
熱
回
収
施
設
に
お
け
る
熱
回
収
に
必
要
な
設
備
の
維
持
管
理
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る

こ
と
。

（
認
定
熱
回
収
施
設
設
置
者
の
認
定
の
更
新
期
間
）

第
五
条
の
五
の
八
　
法
第
九
条
の
二
の
四
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

（
熱
回
収
施
設
に
係
る
焼
却
設
備
の
構
造
）

第
五
条
の
五
の
九
　
令
第
五
条
の
四
第
一
号
ロ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
構
造
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
空
気
取
入
口
及
び
煙
突
の
先
端
以
外
に
焼
却
設
備
内
と
外
気
と
が
接
す
る
こ
と
な
く
、
燃
焼
ガ
ス
の
温
度
が

摂
氏
八
百
度
以
上
の
状
態
で
廃
棄
物
を
焼
却
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
燃
焼
に
必
要
な
量
の
空
気
の
通
風
が
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
燃
焼
室
内
に
お
い
て
廃
棄
物
が
燃
焼
し
て
い
る
と
き
に
、
燃
焼
室
に
廃
棄
物
を
投
入
す
る
場
合
に
は
、
外
気

と
遮
断
さ
れ
た
状
態
で
廃
棄
物
を
燃
焼
室
に
投
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
燃
焼
室
中
の
燃
焼
ガ
ス
の
温
度
を
測
定
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
製
鋼
の
用

に
供
す
る
電
気
炉
、
銅
の
第
一
次
製
錬
の
用
に
供
す
る
転
炉
若
し
く
は
溶
解
炉
又
は
亜
鉛
の
第
一
次
製
錬
の
用

に
供
す
る
焙
焼
炉
を
用
い
た
焼
却
設
備
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

五
　
燃
焼
ガ
ス
の
温
度
を
保
つ
た
め
に
必
要
な
助
燃
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
加
熱
す
る
こ
と

な
く
燃
焼
ガ
ス
の
温
度
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
性
状
を
有
す
る
廃
棄
物
の
み
を
焼
却
す
る
焼
却
設
備
又
は
製
鋼

の
用
に
供
す
る
電
気
炉
、
銅
の
第
一
次
製
錬
の
用
に
供
す
る
転
炉
若
し
く
は
溶
解
炉
若
し
く
は
亜
鉛
の
第
一
次

製
錬
の
用
に
供
す
る
焙
焼
炉
を
用
い
た
焼
却
設
備
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
認
定
熱
回
収
施
設
設
置
者
に
係
る
休
廃
止
等
の
届
出
）

第
五
条
の
五
の
十
　
令
第
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
都
道
府
県

知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
熱
回
収
施
設
の
設
置
の
場
所

三
　
認
定
の
年
月
日
及
び
認
定
番
号

四
　
当
該
熱
回
収
施
設
に
お
い
て
熱
回
収
を
行
わ
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
熱
回
収
を
行
わ
な
く
な
つ
た
理
由

ロ
　
熱
回
収
を
行
わ
な
く
な
つ
た
年
月
日
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五
　
当
該
熱
回
収
施
設
を
廃
止
、
若
し
く
は
休
止
し
、
又
は
休
止
し
た
当
該
熱
回
収
施
設
を
再
開
し
た
と
き
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
廃
止
、
休
止
又
は
再
開
の
理
由

ロ
　
廃
止
、
休
止
又
は
再
開
の
年
月
日

六
　
当
該
熱
回
収
施
設
に
お
け
る
熱
回
収
に
必
要
な
設
備
の
変
更
を
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
変
更
の
内
容

ロ
　
変
更
の
理
由

ハ
　
変
更
の
年
月
日

２
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
熱
回
収
施
設
に
お
け
る
熱
回
収
に
必
要
な
設
備
の
能
力
又
は
当
該
設
備
の
位
置
、
構
造
等
の
設
置
に
関

す
る
計
画
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
変
更
後
の
当
該
熱
回
収
施
設
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
平
面
図
、
立

面
図
、
断
面
図
、
構
造
図
、
処
理
工
程
図
及
び
設
計
計
算
書
並
び
に
当
該
熱
回
収
施
設
の
付
近
の
見
取
図

二
　
当
該
熱
回
収
施
設
に
お
け
る
熱
回
収
に
必
要
な
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
計
画
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に

は
、
変
更
後
の
当
該
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類

（
報
告
）

第
五
条
の
五
の
十
一
　
法
第
九
条
の
二
の
四
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
毎
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
そ
の
年

の
三
月
三
十
一
日
以
前
の
一
年
間
に
お
け
る
当
該
熱
回
収
施
設
に
お
け
る
熱
回
収
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
報
告
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
認
定
の
年
月
日
及
び
認
定
番
号

三
　
第
五
条
の
五
の
五
第
一
項
第
四
号
ハ
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
一
年
間
の
熱
回
収
率

２
　
前
項
の
報
告
書
に
は
、
同
項
第
三
号
の
熱
回
収
率
の
算
定
の
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
市
町
村
の
設
置
に
係
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
届
出
）

第
五
条
の
六
　
第
三
条
の
二
の
規
定
は
、
法
第
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
調
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

２
　
法
第
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
同
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図

面
を
添
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
設
計
計
算
書

二
　

終
処
分
場
に
あ
つ
て
は
、
周
囲
の
地
形
、
地
質
及
び
地
下
水
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
及
び
図
面

三
　

終
処
分
場
以
外
の
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
に
あ
つ
て
は
、
処
理
工
程
図

四
　
当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
付
近
の
見
取
図

（
公
表
す
べ
き
維
持
管
理
の
状
況
に
関
す
る
情
報
）

第
五
条
の
六
の
二
　
法
第
九
条
の
三
第
六
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
四
条
の
五
の
二
各
号
に
掲
げ
る
施

設
の
種
類
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

（
維
持
管
理
の
状
況
に
関
す
る
情
報
の
公
表
）

第
五
条
の
六
の
三
　
法
第
九
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
の
状
況
に
関
す
る

情
報
の
公
表
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
、
当
該
日
か
ら
起
算
し
て
三

年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
第
四
条
の
五
の
二
第
一
号
イ
、
第
二
号
イ
、
第
三
号
イ
、
第
四
号
イ
及
び
第
五
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
　
翌
月

の
末
日

二
　
第
四
条
の
五
の
二
第
一
号
ロ
及
び
ニ
、
第
二
号
ロ
及
び
ニ
、
第
三
号
ロ
及
び
ニ
、
第
四
号
ニ
及
び
リ
並
び
に

第
五
号
ロ
及
び
ヘ
に
掲
げ
る
事
項
　
当
該
測
定
又
は
水
質
検
査
の
結
果
の
得
ら
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の

末
日

三
　
第
四
条
の
五
の
二
第
一
号
ハ
及
び
ホ
、
第
二
号
ハ
、
第
三
号
ハ
、
第
四
号
ロ
（
１
）
、
ハ
（
１
）
、
ヘ
（
１
）
、

ト
（
１
）
及
び
チ
（
１
）
並
び
に
第
五
号
ニ
（
１
）
及
び
ホ
（
１
）
に
掲
げ
る
事
項
　
当
該
除
去
、
清
掃
又
は

点
検
を
行
つ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
末
日

四
　
第
四
条
の
五
の
二
第
四
号
ロ
（
２
）
、
ハ
（
２
）
、
ホ
、
ヘ
（
２
）
、
ト
（
２
）
及
び
チ
（
２
）
並
び
に
第
五

号
ハ
、
ニ
（
２
）
及
び
ホ
（
２
）
に
掲
げ
る
事
項
　
当
該
措
置
を
講
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
末
日

（
記
録
の
閲
覧
）

第
五
条
の
六
の
四
　
法
第
九
条
の
三
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
閲
覧
は
、
次
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
記
録
は
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
日
ま
で
に
備
え
置

く
こ
と
。

イ
　
第
四
条
の
七
第
一
号
イ
、
第
二
号
イ
、
第
三
号
イ
、
第
四
号
イ
及
び
第
五
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
　
翌
月
の

末
日

ロ
　
第
四
条
の
七
第
一
号
ロ
及
び
ニ
、
第
二
号
ロ
及
び
ニ
、
第
三
号
ロ
及
び
ニ
、
第
四
号
ニ
及
び
リ
並
び
に
第

五
号
ロ
及
び
ヘ
に
掲
げ
る
事
項
　
当
該
測
定
又
は
水
質
検
査
の
結
果
の
得
ら
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の

末
日

ハ
　
第
四
条
の
七
第
一
号
ハ
及
び
ホ
、
第
二
号
ハ
、
第
三
号
ハ
、
第
四
号
ロ
（
１
）
、
ハ
（
１
）
、
ヘ
（
１
）
、

ト
（
１
）
及
び
チ
（
１
）
並
び
に
第
五
号
ニ
（
１
）
及
び
ホ
（
１
）
に
掲
げ
る
事
項
　
当
該
除
去
、
清
掃
又

は
点
検
を
行
つ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
末
日

ニ
　
第
四
条
の
七
第
四
号
ロ
（
２
）
、
ハ
（
２
）
、
ホ
、
ヘ
（
２
）
、
ト
（
２
）
及
び
チ
（
２
）
並
び
に
第
五
号

ハ
、
ニ
（
２
）
及
び
ホ
（
２
）
に
掲
げ
る
事
項
　
当
該
措
置
を
講
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
末
日

二
　
記
録
は
、
備
え
置
い
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
備
え
置
き
、
閲
覧
に
供
す
る
こ

と
。

三
　
閲
覧
の
求
め
が
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
正
当
な
理
由
な
し
に
閲
覧
を
拒
ま
な
い
こ
と
。

（
記
録
す
る
事
項
）

第
五
条
の
六
の
五
　
法
第
九
条
の
三
第
七
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
四
条
の
七
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の

種
類
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

（
事
前
届
出
を
要
し
な
い
市
町
村
の
設
置
に
係
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
軽
微
な
変
更
）

第
五
条
の
七
　
第
五
条
の
二
の
規
定
は
、
法
第
九
条
の
三
第
八
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
の
二
第
一
号
中
「
法
第
八
条
第
二
項
の
申
請
書
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
法
第
八
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
」
と
、
「
法
第
九
条
第

一
項
の
許
可
を
受
け
た
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
九
条
の
三
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

（
市
町
村
の
設
置
に
係
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
の
届
出
）

第
五
条
の
八
　
法
第
九
条
の
三
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を

都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

二
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

三
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

四
　
届
出
の
年
月
日

五
　
変
更
の
内
容

六
　
変
更
の
理
由

七
　
変
更
の
た
め
の
工
事
の
着
工
予
定
年
月
日
及
び
変
更
後
の
使
用
開
始
予
定
年
月
日

２
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
変
更
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類

二
　
変
更
後
の
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
設
計
計
算
書

三
　

終
処
分
場
に
あ
つ
て
は
、
周
囲
の
地
形
、
地
質
及
び
地
下
水
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
及
び
図
面

四
　
当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
計
画
に
変
更
が
あ
る
場
合
に
は
、
変
更
後
の
維
持
管
理

に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類

五
　

終
処
分
場
以
外
の
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
に
あ
つ
て
は
、
処
理
工
程
に
変
更
が
あ
る
場
合
に
は
、
変
更
後

の
処
理
工
程
図

３
　
第
三
条
の
二
の
規
定
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条

の
二
第
一
号
中
「
設
置
し
よ
う
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
を
行
お
う
」
と
、
「
を
設
置
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
に
係
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る
変
更
を
行
う
」
と
、
同
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
及
び
第
七
号
中
「
を
設
置
す
る
」
と
あ
る
の
は

「
に
係
る
変
更
を
行
う
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
届
出
を
要
す
る
市
町
村
の
設
置
に
係
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
）

第
五
条
の
九
　
第
五
条
の
四
（
第
六
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
法
第
九
条
の
三
第
十
一
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
市
町
村
の
設
置
に
係
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る
軽
微
な
変
更
等
の
届
出
）

第
五
条
の
九
の
二
　
法
第
九
条
の
三
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

二
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
名
称

三
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

四
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

五
　
届
出
の
年
月
日

六
　
第
五
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
軽
微
な
変
更
を
し
た
と
き
、
又
は
法
第
八
条
第

二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
若
し
く
は
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条
の
四
（
第
六
号
に
係
る
部
分
を
除

く
。
）
に
規
定
す
る
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
の
内
容

七
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
を
廃
止
し
た
と
き
、
若
し
く
は
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
を
休
止
し
、
又
は
休
止
し
た

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
を
再
開
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
廃
止
若
し
く
は
休
止
又
は
再
開
の
理
由

ロ
　
廃
止
若
し
く
は
休
止
又
は
再
開
の
年
月
日

２
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
位
置
、
構
造
等
の
設
置
に
関
す
る
計
画
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
変
更
後
の

設
置
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類
及
び
変
更
後
の
当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る

設
計
計
算
書

二
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
計
画
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
変
更
後
の
維
持
管
理
に

関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類

（
市
町
村
の
設
置
に
係
る

終
処
分
場
に
係
る
埋
立
処
分
の
終
了
の
届
出
）

第
五
条
の
十
　
法
第
九
条
の
三
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
設
置
に

係
る

終
処
分
場
の
埋
立
処
分
の
終
了
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
都
道
府
県
知
事
に

提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

二
　
施
設
の
廃
止
ま
で
の
間
の
管
理
予
定
者
及
び
そ
の
連
絡
先

三
　
設
置
場
所

四
　
届
出
の
年
月
日

五
　
埋
め
立
て
た
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
又
は
水
銀
処
理
物
が
含
ま
れ
る
場
合

は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
、
数
量
及
び
性
状

六
　
埋
立
地
の
面
積
、
埋
立
て
の
深
さ
及
び
覆
土
の
厚
さ

七
　
埋
立
処
分
の
方
法

八
　
埋
立
処
分
開
始
年
月
日

九
　
埋
立
処
分
終
了
年
月
日

２
　
前
項
の
届
出
書
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
市
町
村
の
設
置
に
係
る

終
処
分
場
の
廃
止
の
確
認
の
申
請
）

第
五
条
の
十
の
二
　
法
第
九
条
の
三
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
設

置
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の

終
処
分
場
（
基
準
不
適
合
水
銀
処
理
物
の
埋
立
処
分
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
除

く
。
）
の
廃
止
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
市
町
村
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
都
道
府
県
知

事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

二
　
設
置
の
場
所

三
　
届
出
の
年
月
日

四
　
埋
め
立
て
た
一
般
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
一
般
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
又
は
基
準
適
合
水
銀
処
理

物
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
及
び
数
量

五
　
埋
立
地
の
面
積
及
び
埋
立
て
の
深
さ

六
　
埋
立
処
分
の
方
法

七
　
埋
立
処
分
開
始
年
月
日

八
　
埋
立
処
分
終
了
年
月
日

九
　
悪
臭
の
発
散
の
防
止
に
関
す
る
措
置
の
内
容

十
　
火
災
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
措
置
の
内
容

十
一
　
ね
ず
み
の
生
息
及
び
害
虫
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
措
置
の
内
容

十
二
　
地
下
水
等
の
水
質
の
状
況

十
三
　
埋
立
地
の
保
有
水
等
の
水
質
の
状
況

十
四
　
埋
立
地
か
ら
の
ガ
ス
の
発
生
の
状
況

十
五
　
埋
立
地
の
内
部
及
び
周
辺
の
地
中
の
温
度
の
状
況

十
六
　
埋
立
地
の
覆
い
の
概
要

２
　
前
項
の
申
請
書
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
の
五
の
二
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
五
条
の
十
の
二
の
二
　
法
第
九
条
の
三
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村

の
設
置
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の

終
処
分
場
（
基
準
不
適
合
水
銀
処
理
物
の
埋
立
処
分
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に

限
る
。
）
の
廃
止
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
市
町
村
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
か

ら
第
十
二
号
ま
で
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
埋
め
立
て
た
水
銀
処
理
物
の
数
量

二
　

終
処
分
基
準
省
令
第
一
条
の
二
第
二
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
覆
い
の
厚
さ
、
材
料
及
び
強
度

三
　

終
処
分
基
準
省
令
第
一
条
の
二
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
講
じ
た
措
置
の
内
容

２
　
前
項
の
申
請
書
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
の
五
の
二
の
二
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
非
常
災
害
が
発
生
し
た
場
合
の
市
町
村
の
設
置
に
係
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
協
議
）

第
五
条
の
十
の
三
　
市
町
村
は
、
法
第
九
条
の
三
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
協
議
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
を
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
所

二
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

三
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
一
般
廃
棄
物
の
種
類

四
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
処
理
能
力

五
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
位
置
、
構
造
等
の
設
置
に
関
す
る
計
画

六
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
計
画

（
非
常
災
害
に
よ
り
生
じ
た
廃
棄
物
の
処
分
の
委
託
を
受
け
た
者
の
設
置
に
係
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置

の
届
出
）

第
五
条
の
十
の
四
　
第
三
条
の
二
の
規
定
は
、
法
第
九
条
の
三
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
調
査
の
結
果
を
記
載
し
た

書
類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２
　
法
第
九
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
同
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及

び
図
面
を
添
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
設
計
計
算
書

二
　
当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
処
理
工
程
図

三
　
当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
付
近
の
見
取
図

（
公
表
す
べ
き
維
持
管
理
の
状
況
に
関
す
る
情
報
）

第
五
条
の
十
の
五
　
第
五
条
の
六
の
二
の
規
定
は
、
法
第
九
条
の
三
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
の

三
第
六
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
の
六
の
二
中
「
第
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四
条
の
五
の
二
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
の
五
の
二
各
号
（
第
四
号
及
び
第
五
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
維
持
管
理
の
状
況
に
関
す
る
情
報
の
公
表
）

第
五
条
の
十
の
六
　
第
五
条
の
六
の
三
（
第
四
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
法
第
九
条
の
三
の
三
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
の
状
況
に
関

す
る
情
報
の
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
の
六
の
三
第
一
号
中
「
、
第
三
号
イ
及

び
第
四
号
イ
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
第
三
号
イ
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
、
第
三
号
ロ
及
び
ニ
並
び
に
第
四
号
ニ

及
び
リ
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
第
三
号
ロ
及
び
ニ
」
と
、
同
条
第
三
号
中
「
、
第
三
号
ハ
並
び
に
第
四
号
ロ

（
１
）
、
ハ
（
１
）
、
ヘ
（
１
）
、
ト
（
１
）
及
び
チ
（
１
）
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
第
三
号
ハ
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

（
記
録
の
閲
覧
）

第
五
条
の
十
の
七
　
第
五
条
の
六
の
四
（
第
一
号
ニ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
法
第
九
条
の
三
の
三
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
の
三
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
閲
覧
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
第
五
条
の
六
の
四
第
一
号
中
「
イ
か
ら
ニ
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
イ
か
ら
ハ
ま
で
」
と
、
同
号
イ
中

「
、
第
三
号
イ
及
び
第
四
号
イ
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
第
三
号
イ
」
と
、
同
号
ロ
中
「
、
第
三
号
ロ
及
び
ニ
並
び

に
第
四
号
ニ
及
び
リ
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
第
三
号
ロ
及
び
ニ
」
と
、
同
号
ハ
中
「
、
第
三
号
ハ
並
び
に
第
四

号
ロ
（
１
）
、
ハ
（
１
）
、
ヘ
（
１
）
、
ト
（
１
）
及
び
チ
（
１
）
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
第
三
号
ハ
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

（
記
録
す
る
事
項
）

第
五
条
の
十
の
八
　
第
五
条
の
六
の
五
の
規
定
は
、
法
第
九
条
の
三
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
の

三
第
七
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
の
六
の
五
中
「
第

四
条
の
七
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
の
七
各
号
（
第
四
号
及
び
第
五
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

（
事
前
届
出
を
要
し
な
い
非
常
災
害
に
よ
り
生
じ
た
廃
棄
物
の
処
分
の
委
託
を
受
け
た
者
の
設
置
に
係
る
一
般
廃

棄
物
処
理
施
設
に
係
る
軽
微
な
変
更
）

第
五
条
の
十
の
九
　
第
五
条
の
七
の
規
定
は
、
法
第
九
条
の
三
の
三
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第

九
条
の
三
第
八
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
の

七
中
「
第
五
条
の
二
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
条
の
二
（
第
三
号
ホ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
」
と
、
「
法
第
九

条
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
九
条
の
三
の
三
第
一
項
」
と
、
「
「
法
第
九
条
の
三
第
八
項
」
と
あ
る
の
は

「
「
法
第
九
条
の
三
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
九
条
の
三
第
八
項
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

（
非
常
災
害
に
よ
り
生
じ
た
廃
棄
物
の
処
分
の
委
託
を
受
け
た
者
の
設
置
に
係
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更

の
届
出
）

第
五
条
の
十
の
十
　
第
五
条
の
八
（
第
二
項
第
三
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
法
第
九
条
の
三
の
三
第

三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
九
条
の
三
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
の
八
第
一
項
第
一
号
中
「
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
「
氏
名

又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
届
出
を
要
す
る
非
常
災
害
に
よ
り
生
じ
た
廃
棄
物
の
処
分
の
委
託
を
受
け
た
者
の
設
置
に
係
る
一
般
廃
棄
物
処

理
施
設
の
変
更
）

第
五
条
の
十
の
十
一
　
第
五
条
の
四
（
第
三
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
法
第
九
条
の
三
の
三
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
非
常
災
害
に
よ
り
生
じ
た
廃
棄
物
の
処
分
の
委
託
を
受
け
た
者
の
設
置
に
係
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る

軽
微
な
変
更
等
の
届
出
）

第
五
条
の
十
の
十
二
　
第
五
条
の
九
の
二
の
規
定
は
、
法
第
九
条
の
三
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
の
九
の
二
第
一
項
第
一
号
中

「
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
「
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表

者
の
氏
名
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
第
五
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
条
の
二
（
第
三
号
ホ
に
係
る
部
分
を
除

く
。
）
」
と
、
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
条
の
十
の
十
一
」
と
、
「
第
六
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
号
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
譲
受
け
等
の
許
可
の
申
請
）

第
五
条
の
十
一
　
法
第
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
譲
受
け
若
し
く
は
借
受
け
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者

の
氏
名

三
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

四
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

五
　
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

六
　
申
請
者
が
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
リ
に
規
定
す
る
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の
氏

名
及
び
住
所

七
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
役
員
の
氏
名
及
び
住
所

八
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は

出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
氏
名
又

は
名
称
、
住
所
及
び
当
該
株
主
の
有
す
る
株
式
の
数
又
は
当
該
出
資
を
し
て
い
る
者
の
な
し
た
出
資
の
金
額

九
　
申
請
者
に
令
第
四
条
の
七
に
規
定
す
る
使
用
人
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
住
所

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
技
術
的
能
力
を
説
明
す
る
書
類

二
　
当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
に
要
す
る
資
金
の
総
額
及
び
そ
の
資
金
の
調
達
方
法
を
記
載
し
た

書
類

三
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株

主
資
本
等
変
動
計
算
書
、
個
別
注
記
表
並
び
に
法
人
税
の
納
付
す
べ
き
額
及
び
納
付
済
額
を
証
す
る
書
類

四
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
資
産
に
関
す
る
調
書
並
び
に
直
前
三
年
の
所
得
税
の
納
付
す
べ
き
額
及

び
納
付
済
額
を
証
す
る
書
類

五
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

六
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
住
民
票
の
写
し

七
　
申
請
者
が
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
か
ら
ル
ま
で
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

八
　
申
請
者
が
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
リ
に
規
定
す
る
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の
住

民
票
の
写
し

九
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
役
員
の
住
民
票
の
写
し

十
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は

出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
住
民
票

の
写
し
（
こ
れ
ら
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
登
記
事
項
証
明
書
）

十
一
　
申
請
者
に
令
第
四
条
の
七
に
規
定
す
る
使
用
人
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
住
民
票
の
写
し

３
　
第
三
条
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
前
項
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
三
条
第
六
項
中
「
前
項
第
七
号
及
び
第
九
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
第
三
号
及
び
第
五
号
」
と
、
同
条
第
七
項

中
「
こ
の
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
条
第
七
項
」
と
、
「
第
五
条
の
十
一
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
項
」
と
、

「
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
」
と
、
「
同
項
第
十
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
第
六
号
か

ら
第
十
一
号
ま
で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
合
併
又
は
分
割
の
認
可
の
申
請
）

第
五
条
の
十
二
　
法
第
九
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

三
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類
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四
　
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

五
　
役
員
の
氏
名
及
び
住
所

六
　
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に
相
当

す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
当
該
株
主
の
有
す

る
株
式
の
数
又
は
当
該
出
資
を
し
て
い
る
者
の
な
し
た
出
資
の
金
額

七
　
令
第
四
条
の
七
に
規
定
す
る
使
用
人
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
住
所

八
　
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
又
は
分
割
に
よ
り
当
該
一
般
廃
棄
物
処
理

施
設
を
承
継
す
る
法
人
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

ロ
　
役
員
と
な
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

ハ
　
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
と
な
る
者
又
は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上

の
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
と
な
る
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住

所
及
び
当
該
株
主
と
な
る
者
の
有
す
る
株
式
の
数
又
は
当
該
出
資
を
し
て
い
る
者
と
な
る
者
の
な
し
た
出
資

の
金
額

ニ
　
令
第
四
条
の
七
に
規
定
す
る
使
用
人
と
な
る
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
住
所

九
　
合
併
又
は
分
割
の
方
法
及
び
条
件

十
　
合
併
又
は
分
割
の
理
由

十
一
　
合
併
又
は
分
割
の
時
期

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
合
併
契
約
書
又
は
分
割
契
約
書
の
写
し

二
　
合
併
の
当
事
者
の
一
方
又
は
吸
収
分
割
に
よ
り
当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
を
承
継
す
る
法
人
が
法
第
八
条

第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
で
な
い
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
法
人
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
、
個
別
注

記
表
並
び
に
法
人
税
の
納
付
す
べ
き
額
及
び
納
付
済
額
を
証
す
る
書
類

ロ
　
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

ハ
　
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
か
ら
ル
ま
で
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

ニ
　
役
員
の
住
民
票
の
写
し

ホ
　
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に
相

当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
住
民
票
の
写
し
（
こ
れ
ら
の
者
が
法
人
で
あ

る
場
合
に
は
、
登
記
事
項
証
明
書
）

ヘ
　
令
第
四
条
の
七
に
規
定
す
る
使
用
人
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
住
民
票
の
写
し

ト
　
現
に
行
つ
て
い
る
事
業
の
概
要
を
説
明
す
る
書
類

三
　
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
又
は
分
割
に
よ
り
当
該
一
般
廃
棄
物
処
理

施
設
を
承
継
す
る
法
人
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
技
術
的
能
力
を
説
明
す
る
書
類

ロ
　
当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
に
要
す
る
資
金
の
総
額
及
び
そ
の
資
金
の
調
達
方
法
を
記
載
し

た
書
類

ハ
　
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
か
ら
ル
ま
で
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

ニ
　
役
員
と
な
る
者
の
住
民
票
の
写
し

ホ
　
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
と
な
る
者
又
は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上

の
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
と
な
る
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
住
民
票
の
写
し
（
こ

れ
ら
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
登
記
事
項
証
明
書
）

ヘ
　
令
第
四
条
の
七
に
規
定
す
る
使
用
人
と
な
る
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
住
民
票
の
写
し

３
　
第
三
条
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
前
項
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
三
条
第
六
項
中
「
前
項
第
七
号
及
び
第
九
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
」
と
、
同
条
第
七
項
中

「
こ
の
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
条
第
七
項
」
と
、
「
第
五
条
の
十
二
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
項
」
と
、
「
第

五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
」
と
、
「
同
項
第
十
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
第
二
号
ハ
か

ら
ヘ
ま
で
及
び
同
項
第
三
号
ハ
か
ら
ヘ
ま
で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
相
続
の
届
出
）

第
六
条
　
法
第
九
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
都
道
府
県
知

事
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
被
相
続
人
と
の
続
柄

二
　
被
相
続
人
の
氏
名
及
び
死
亡
時
の
住
所

三
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

四
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

五
　
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

六
　
相
続
の
開
始
の
日

七
　
相
続
人
が
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
リ
に
規
定
す
る
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の
氏

名
及
び
住
所

八
　
相
続
人
に
令
第
四
条
の
七
に
規
定
す
る
使
用
人
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
住
所

２
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
被
相
続
人
と
の
続
柄
を
証
す
る
書
類

二
　
住
民
票
の
写
し

三
　
当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
に
要
す
る
資
金
の
総
額
及
び
そ
の
資
金
の
調
達
方
法
を
記
載
し
た

書
類

四
　
資
産
に
関
す
る
調
書
並
び
に
直
前
三
年
の
所
得
税
の
納
付
す
べ
き
額
及
び
納
付
済
額
を
証
す
る
書
類

五
　
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
か
ら
ル
ま
で
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

六
　
相
続
人
が
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
リ
に
規
定
す
る
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の
住

民
票
の
写
し

七
　
相
続
人
に
令
第
四
条
の
七
に
規
定
す
る
使
用
人
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
住
民
票
の
写
し

３
　
第
三
条
第
七
項
の
規
定
は
、
前
項
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
第
七

項
中
「
こ
の
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
条
第
七
項
」
と
、
「
第
六
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
項
」
と
、
「
第

五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
」
と
、
「
同
項
第
十
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
第
二
号
、
第

五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
再
生
利
用
に
係
る
特
例
の
対
象
と
な
る
一
般
廃
棄
物
）

第
六
条
の
二
　
法
第
九
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
一
般
廃
棄
物
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

に
も
該
当
せ
ず
、
か
つ
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
特
例
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
再
生
利
用
が
促
進
さ
れ
る

と
認
め
ら
れ
る
一
般
廃
棄
物
で
あ
つ
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
ば
い
じ
ん
又
は
焼
却
灰
で
あ
つ
て
、
一
般
廃
棄
物
の
焼
却
に
伴
つ
て
生
じ
た
も
の
そ
の
他
の
生
活
環
境
の
保

全
上
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
（
資
源
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
な
金
属
を
含
む
も
の
を
除

く
。
）

二
　
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
百
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第

一
号
イ
に
掲
げ
る
も
の
（
資
源
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
な
金
属
を
含
む
も
の
を
除
く
。
）

三
　
通
常
の
保
管
状
況
の
下
で
容
易
に
腐
敗
し
、
又
は
揮
発
す
る
等
そ
の
性
状
が
変
化
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
生
活

環
境
の
保
全
上
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

（
再
生
利
用
の
内
容
の
基
準
）

第
六
条
の
三
　
法
第
九
条
の
八
第
一
項
第
一
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
当
該
申
請
に
係
る
再
生
利
用
が
、
当
該
再
生
利
用
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の
再
生
利
用
の
促
進
に
寄
与
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
当
該
再
生
に
よ
つ
て
得
よ
う
と
す
る
物
（
以
下
「
再
生
品
」
と
い
う
。
）
の
性
状
を
適
合
さ
せ
る
べ
き
標
準

的
な
規
格
が
あ
る
こ
と
等
当
該
再
生
品
の
性
状
が
利
用
者
の
需
要
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
判
断
す
る
に
足
り

る
条
件
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
再
生
品
の
利
用
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

三
　
受
け
入
れ
る
一
般
廃
棄
物
を
再
生
品
の
原
材
料
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
。

四
　
受
け
入
れ
る
一
般
廃
棄
物
を
主
と
し
て
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。
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五
　
燃
料
と
し
て
使
用
さ
れ
る
再
生
品
（
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律

施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
四
百
十
一
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
製
品
で
あ
つ
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
も
の
を

除
く
。
）
を
得
る
た
め
の
も
の
で
な
い
こ
と
。

六
　
通
常
の
使
用
に
伴
つ
て
生
活
環
境
の
保
全
上
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
再
生
品
を
得
る
た
め
の
も
の
で

あ
る
こ
と
。

七
　
受
け
入
れ
る
一
般
廃
棄
物
の
全
部
又
は
大
部
分
を
再
生
利
用
の
用
に
供
す
る
施
設
に
投
入
す
る
こ
と
。

八
　
当
該
再
生
に
伴
い
廃
棄
物
（
再
生
品
を
除
く
。
）
を
ほ
と
ん
ど
生
じ
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
資
源
と
し
て
利

用
す
る
こ
と
が
可
能
な
金
属
に
係
る
再
生
を
行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

九
　
当
該
再
生
に
伴
い
排
ガ
ス
を
生
ず
る
場
合
に
は
、
排
ガ
ス
中
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度
が
一
立
方
メ
ー
ト

ル
当
た
り
〇
・
一
ナ
ノ
グ
ラ
ム
以
下
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
　
そ
の
他
第
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
定
め
る
一
般
廃
棄
物
ご
と
に
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準
に

適
合
し
て
い
る
こ
と
。

（
再
生
利
用
を
行
い
、
又
は
行
お
う
と
す
る
者
の
基
準
）

第
六
条
の
四
　
法
第
九
条
の
八
第
一
項
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
法
第
九
条
の
八
第
一
項
の
認
定
の
申
請
の
際
五
年
以
上
当
該
申
請
に
係
る
再
生
利
用
を
業
と
し
て
的
確
に
行

つ
て
い
る
者
又
は
経
理
的
及
び
技
術
的
に
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
つ
て
、

か
つ
、
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
全
及
び
増
進
に
配
慮
さ
れ
た
事
業
計
画
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

二
　
当
該
申
請
に
係
る
再
生
利
用
の
用
に
供
す
る
施
設
に
お
い
て
得
ら
れ
る
再
生
品
の
性
状
が
第
六
条
の
六
の
二

第
一
号
の
事
業
計
画
に
記
載
し
た
当
該
再
生
品
の
性
状
に
適
合
し
た
も
の
と
な
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
受
け
入
れ
る
一
般
廃
棄
物
の
性
状
の
分
析
及
び
管
理

ロ
　
当
該
申
請
に
係
る
再
生
利
用
の
用
に
供
す
る
施
設
の
運
転
管
理

ハ
　
再
生
品
の
性
状
の
分
析
及
び
管
理

三
　
第
四
条
の
五
第
一
項
第
一
号
、
第
十
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
及
び
第
十
六
号
に
規
定
す
る
基
準
に
従
い
、
当

該
申
請
に
係
る
再
生
利
用
の
用
に
供
す
る
施
設
の
維
持
管
理
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

四
　
当
該
申
請
に
係
る
再
生
利
用
の
用
に
供
す
る
施
設
が
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
四
条
の

五
に
規
定
す
る
基
準
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
当
該
施
設
に
係
る
も
の
（
当
該
施
設
が
焼
却
施
設
で
あ

る
場
合
に
は
、
同
条
第
一
項
第
二
号
ワ
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
に
従
い
、
当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持

管
理
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

五
　
次
に
掲
げ
る
者
が
当
該
申
請
に
係
る
再
生
利
用
を
的
確
に
行
う
に
足
り
る
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め

ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
当
該
申
請
に
係
る
収
集
若
し
く
は
運
搬
若
し
く
は

処
分
に
関
す
る
業
務
を
行
う
役
員

ロ
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
者

六
　
当
該
再
生
に
係
る
事
業
場
（
前
号
に
規
定
す
る
者
以
外
の
者
が
代
表
者
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て

当
該
再
生
に
関
す
る
技
術
上
の
業
務
を
的
確
に
行
う
に
足
り
る
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を

有
す
る
こ
と
。

七
　
当
該
申
請
に
係
る
再
生
利
用
を
的
確
に
、
か
つ
、
継
続
し
て
行
う
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
。

八
　
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
か
ら
ル
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

九
　
当
該
申
請
に
係
る
再
生
利
用
を
自
ら
行
う
者
で
あ
る
こ
と
。

十
　
法
、
令
及
び
こ
の
省
令
の
規
定
に
違
反
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

十
一
　
そ
の
他
第
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
定
め
る
一
般
廃
棄
物
ご
と
に
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準

に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

（
再
生
利
用
の
用
に
供
す
る
施
設
の
基
準
）

第
六
条
の
五
　
法
第
九
条
の
八
第
一
項
第
三
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
第
四
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
第
十
五
号
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ

と
。

二
　
当
該
施
設
が
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
四
条
に
規
定
す
る
基
準
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の

を
除
き
、
当
該
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

三
　
第
六
条
の
六
の
二
第
一
号
の
事
業
計
画
に
記
載
し
た
処
理
能
力
を
有
す
る
こ
と
。

四
　
施
設
の
設
置
に
関
す
る
計
画
が
当
該
施
設
に
係
る
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
全
に
つ
い
て
適
正
な
配
慮
が

な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
そ
の
他
第
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
定
め
る
一
般
廃
棄
物
ご
と
に
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準
に

適
合
し
て
い
る
こ
と
。

（
再
生
利
用
の
認
定
の
特
例
）

第
六
条
の
六
　
法
第
九
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
再
生
利
用
に
係
る
特
例
の
対
象
と
な
る
一
般
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、

当
該
一
般
廃
棄
物
に
係
る
再
生
利
用
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
第
六
条
の
四
第
四
号

及
び
前
条
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一
　
当
該
一
般
廃
棄
物
に
係
る
再
生
利
用
を
行
い
、
又
は
行
お
う
と
す
る
者
が
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従

い
、
当
該
一
般
廃
棄
物
の
再
生
利
用
の
用
に
供
す
る
施
設
の
維
持
管
理
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

二
　
当
該
施
設
が
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

（
一
般
廃
棄
物
の
再
生
利
用
の
認
定
の
申
請
に
係
る
書
類
）

第
六
条
の
六
の
二
　
法
第
九
条
の
八
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
事
業
計
画

イ
　
事
業
計
画
の
概
要

ロ
　
当
該
申
請
に
係
る
再
生
利
用
の
内
容
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
再
生
利
用
を
行
う
一
般
廃
棄
物
の
種
類
及
び
性
状

（２）
　
再
生
の
方
法

（３）
　
再
生
品
の
種
類
及
び
性
状
並
び
に
当
該
再
生
品
を
適
合
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
日
本
産
業
規
格
そ
の
他

の
規
格
等
の
名
称
及
び
内
容

（４）
　
再
生
品
の
利
用
方
法
並
び
に
価
格
及
び
需
要
の
見
込
み

（５）
　
事
業
の
規
模

ハ
　
当
該
再
生
に
係
る
事
務
所
及
び
事
業
場
の
所
在
地

ニ
　
法
第
七
条
第
六
項
又
は
第
十
四
条
第
六
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
許
可
に
係
る
事
業
の

範
囲

ホ
　
法
第
八
条
第
一
項
又
は
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
許
可
に
係
る
施
設
の

種
類

ヘ
　
申
請
者
が
設
置
し
、
又
は
設
置
し
よ
う
と
す
る
当
該
申
請
に
係
る
再
生
利
用
の
用
に
供
す
る
全
て
の
施
設

に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
施
設
の
設
置
の
場
所

（２）
　
施
設
の
種
類

（３）
　
施
設
の
処
理
能
力

（４）
　
施
設
の
位
置
、
構
造
等
の
設
置
に
関
す
る
計
画

（５）
　
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
計
画

（６）
　
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
着
工
予
定
年
月
日
及
び
使
用
開
始
予
定
年
月
日

二
　
当
該
申
請
に
係
る
再
生
利
用
を
行
う
一
般
廃
棄
物
及
び
再
生
品
の
性
状
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

三
　
再
生
に
伴
い
生
ず
る
廃
棄
物
（
再
生
品
を
除
く
。
）
の
種
類
、
性
状
、
数
量
及
び
処
理
方
法
を
記
載
し
た
書
類

四
　
施
設
を
設
置
し
て
い
る
場
合
に
は
、
申
請
者
が
当
該
施
設
の
所
有
権
を
有
す
る
こ
と
（
所
有
権
を
有
し
な
い

場
合
に
は
、
当
該
施
設
を
使
用
す
る
権
原
を
有
す
る
こ
と
）
を
証
す
る
書
類

五
　
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
工
事
の
着
工
か
ら
施
設
の
使
用
開
始
に
至
る
具
体
的
な
計
画
書
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六
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

七
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
住
民
票
の
写
し

八
　
申
請
者
が
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
か
ら
ル
ま
で
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

九
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
を
記
載
し
た
書
類

十
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は

出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
株
主
又
は
者
の
氏

名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
当
該
株
主
の
有
す
る
株
式
の
数
又
は
当
該
者
の
な
し
た
出
資
の
金
額
を
記
載
し
た

書
類

十
一
　
第
六
条
の
四
第
六
号
に
規
定
す
る
者
の
履
歴
書

十
二
　
当
該
申
請
に
係
る
収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
の
事
業
に
従
事
す
る
者
の
人
数
を
記
載
し
た
書
類

十
三
　
当
該
申
請
に
係
る
収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
の
事
業
の
開
始
に
要
す
る
資
金
の
総
額
及
び
そ
の
資
金

の
調
達
方
法
を
記
載
し
た
書
類

十
四
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
前
五
年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、

株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
及
び
個
別
注
記
表
並
び
に
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
法
人
税
の
納
付
す
べ

き
額
及
び
納
付
済
額
を
証
す
る
書
類

十
五
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
資
産
に
関
す
る
調
書
並
び
に
直
前
三
年
の
所
得
税
の
納
付
す
べ
き
額

及
び
納
付
済
額
を
証
す
る
書
類

十
六
　
当
該
申
請
に
係
る
再
生
利
用
又
は
そ
れ
に
相
当
す
る
行
為
の
業
務
経
歴
を
記
載
し
た
書
類

十
七
　
第
一
号
ロ
（
３
）
の
規
格
等
の
写
し

十
八
　
当
該
申
請
に
係
る
再
生
利
用
の
用
に
供
す
る
施
設
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
平
面
図
、
立
面
図
、
断
面

図
、
構
造
図
、
処
理
工
程
図
及
び
設
計
計
算
書
並
び
に
当
該
施
設
の
付
近
の
見
取
図

十
九
　
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ

す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類

二
十
　
施
設
を
設
置
し
て
い
る
場
合
に
は
、
排
ガ
ス
中
の
ば
い
煙
量
及
び
ば
い
煙
濃
度
並
び
に
環
境
大
臣
が
定
め

る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度
並
び
に
排
水
の
汚
染
状
態
（
水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四

十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
汚
染
状
態
を
い
う
。
）
を
記
載
し
た
書
類

二
十
一
　
そ
の
他
第
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
定
め
る
一
般
廃
棄
物
ご
と
に
環
境
大
臣
が
定
め
る
書

類
及
び
図
面

（
役
員
の
変
更
の
届
出
）

第
六
条
の
六
の
三
　
法
第
九
条
の
八
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
役
員
に
変
更
が

あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
変
更
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
新
た
に
就
任
し
た
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
を
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
当
該
新
た
に
就
任
し
た
役
員
が
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
か
ら
チ
ま
で
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
及
び
登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
一
般
廃
棄
物
の
再
生
利
用
の
変
更
の
認
定
の
申
請
）

第
六
条
の
七
　
法
第
九
条
の
八
第
六
項
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

申
請
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
認
定
の
年
月
日
及
び
認
定
番
号

三
　
変
更
に
係
る
施
設
の
設
置
の
場
所

四
　
変
更
に
係
る
施
設
の
種
類

五
　
変
更
の
内
容

六
　
変
更
の
理
由

七
　
変
更
の
た
め
の
工
事
の
着
工
予
定
年
月
日
及
び
変
更
後
の
使
用
開
始
予
定
年
月
日

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
令
第
五
条
の
七
に
規
定
す
る
認
定
証

二
　
変
更
後
の
施
設
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
平
面
図
、
立
面
図
、
断
面
図
、
構
造
図
及
び
設
計
計
算
書
並
び
に

当
該
施
設
の
付
近
の
見
取
図

三
　
処
理
工
程
に
変
更
が
あ
る
場
合
に
は
、
変
更
後
の
処
理
工
程
図

四
　
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す

影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類

（
変
更
の
認
定
を
要
し
な
い
軽
微
な
変
更
）

第
六
条
の
七
の
二
　
法
第
九
条
の
八
第
六
項
た
だ
し
書
の
環
境
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
変
更
と
す
る
。

一
　
第
六
条
の
六
の
二
第
一
号
の
事
業
計
画
に
記
載
し
た
当
該
認
定
に
係
る
再
生
利
用
の
用
に
供
す
る
施
設
の
処

理
能
力
（
当
該
処
理
能
力
に
つ
い
て
法
第
九
条
の
八
第
六
項
の
変
更
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
変
更
後
の
も

の
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
変
更
で
あ
つ
て
、
当
該
変
更
に
よ
つ
て
当
該
処
理
能
力
が
増
大

す
る
も
の

二
　
当
該
認
定
に
係
る
再
生
利
用
の
用
に
供
す
る
施
設
の
構
造
又
は
設
備
の
変
更

三
　
当
該
認
定
に
係
る
再
生
利
用
の
用
に
供
す
る
施
設
以
外
の
再
生
利
用
の
用
に
供
す
る
施
設
の
設
置

（
再
生
利
用
の
用
に
供
す
る
施
設
の
軽
微
な
変
更
等
の
届
出
）

第
六
条
の
八
　
法
第
九
条
の
八
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
は
、
当
該
変
更
の
日
か
ら
十
日
（
法
人
で
次
項

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
す
べ
き
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
十
日
）
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
認
定
の
年
月
日
及
び
認
定
番
号

三
　
変
更
の
内
容

四
　
変
更
の
理
由

五
　
変
更
の
年
月
日

２
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
場
合
に
は
、
個
人
に
あ
つ
て
は
住
民
票
の
写
し
、

法
人
に
あ
つ
て
は
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

二
　
前
条
に
規
定
す
る
軽
微
な
変
更
の
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面

イ
　
変
更
後
の
施
設
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
平
面
図
、
立
面
図
、
断
面
図
、
構
造
図
及
び
設
計
計
算
書
並
び

に
当
該
変
更
後
の
施
設
の
付
近
の
見
取
図

ロ
　
当
該
認
定
に
係
る
再
生
利
用
の
用
に
供
す
る
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
計
画
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に

は
、
当
該
変
更
後
の
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類

（
一
般
廃
棄
物
の
再
生
利
用
の
認
定
証
）

第
六
条
の
九
　
令
第
五
条
の
七
に
規
定
す
る
認
定
証
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
認
定
の
年
月
日
及
び
認
定
番
号

三
　
再
生
利
用
を
行
う
一
般
廃
棄
物
の
種
類

四
　
再
生
の
方
法

五
　
再
生
品
の
種
類

六
　
再
生
品
の
利
用
方
法

七
　
事
業
の
規
模

八
　
当
該
再
生
に
係
る
事
務
所
及
び
事
業
場
の
所
在
地

九
　
施
設
の
種
類
及
び
数
量

十
　
施
設
の
設
置
の
場
所

十
一
　
施
設
の
処
理
能
力

（
事
業
の
廃
止
の
届
出
）

第
六
条
の
十
　
令
第
五
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
は
、
当
該
事
業
の
廃
止
の
日
か
ら
十
日
以
内

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
認
定
の
年
月
日
及
び
認
定
番
号
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三
　
廃
止
し
た
事
業
の
範
囲

四
　
廃
止
の
理
由

五
　
廃
止
の
年
月
日

２
　
法
第
九
条
の
八
第
一
項
の
認
定
に
係
る
収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
の
事
業
の
全
部
を
廃
止
し
た
場
合
に
お

け
る
前
項
の
届
出
書
に
は
、
令
第
五
条
の
七
に
規
定
す
る
認
定
証
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
施
設
の
廃
止
等
の
届
出
）

第
六
条
の
十
一
　
令
第
五
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
再
生
利
用
の
用
に
供
す
る
施
設
の
廃
止
若
し
く
は
休
止
又
は
再
開

の
届
出
は
、
当
該
廃
止
若
し
く
は
休
止
又
は
再
開
の
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出

書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
認
定
の
年
月
日
及
び
認
定
番
号

三
　
施
設
の
設
置
の
場
所

四
　
施
設
の
種
類

五
　
廃
止
若
し
く
は
休
止
又
は
再
開
の
理
由

六
　
廃
止
若
し
く
は
休
止
又
は
再
開
の
年
月
日

（
報
告
）

第
六
条
の
十
二
　
法
第
九
条
の
八
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
毎
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
そ
の
年
の
三
月
三

十
一
日
以
前
の
一
年
間
に
お
け
る
当
該
認
定
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の
再
生
利
用
に
関
し
、
当
該
一
般
廃
棄
物
の
種

類
ご
と
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
認
定
の
年
月
日
及
び
認
定
番
号

三
　
当
該
認
定
に
係
る
施
設
に
お
い
て
再
生
利
用
を
行
つ
た
一
般
廃
棄
物
の
種
類
及
び
数
量
並
び
に
再
生
に
よ
り

得
ら
れ
た
再
生
品
並
び
に
当
該
再
生
に
伴
い
生
じ
た
廃
棄
物
（
再
生
品
を
除
く
。
）
の
種
類
及
び
数
量

四
　
再
生
品
の
利
用
状
況

五
　
再
生
に
伴
い
生
じ
た
廃
棄
物
（
再
生
品
を
除
く
。
）
の
処
分
方
法
ご
と
の
処
分
量

（
広
域
的
処
理
に
係
る
特
例
の
対
象
と
な
る
一
般
廃
棄
物
）

第
六
条
の
十
三
　
法
第
九
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
一
般
廃
棄
物
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
に
も
該
当
す
る
一
般
廃
棄
物
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
通
常
の
運
搬
状
況
の
下
で
容
易
に
腐
敗
し
、
又
は
揮
発
す
る
等
そ
の
性
状
が
変
化
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
生
活

環
境
の
保
全
上
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の

二
　
製
品
が
一
般
廃
棄
物
と
な
つ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
一
般
廃
棄
物
の
処
理
を
当
該
製
品
の
製
造
（
当
該
製

品
の
原
材
料
又
は
部
品
の
製
造
を
含
む
。
）
、
加
工
又
は
販
売
の
事
業
を
行
う
者
（
こ
れ
ら
の
者
が
設
立
し
た
社

団
、
組
合
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
団
体
（
法
人
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
当
該
処
理
を
他
人
に
委
託
し

て
行
う
者
を
含
む
。
以
下
「
製
造
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
行
う
こ
と
に
よ
り
、
当
該
一
般
廃
棄
物
の
減
量

そ
の
他
そ
の
適
正
な
処
理
が
確
保
さ
れ
る
も
の

（
一
般
廃
棄
物
の
広
域
的
処
理
の
認
定
の
申
請
）

第
六
条
の
十
四
　
法
第
九
条
の
九
第
一
項
の
認
定
の
申
請
は
、
当
該
申
請
に
係
る
処
理
を
行
い
、
又
は
行
お
う
と
す

る
製
造
事
業
者
等
が
、
単
独
に
又
は
共
同
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
広
域
的
処
理
の
内
容
の
基
準
）

第
六
条
の
十
五
　
法
第
九
条
の
九
第
一
項
第
一
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
当
該
申
請
に
係
る
処
理
を
当
該
製
造
事
業
者
等
が
行
う
こ
と
に
よ
り
、
当
該
処
理
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の
減

量
そ
の
他
そ
の
適
正
な
処
理
が
確
保
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
当
該
申
請
に
係
る
処
理
を
行
い
、
又
は
行
お
う
と
す
る
者
（
そ
の
委
託
を
受
け
て
当
該
処
理
を
行
い
、
又
は

行
お
う
と
す
る
者
を
含
む
。
）
の
事
業
の
内
容
が
明
ら
か
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
者
に
係
る
責
任
の
範
囲
が
明

確
で
あ
る
こ
と
。

三
　
当
該
申
請
に
係
る
一
連
の
処
理
の
行
程
を
申
請
者
が
統
括
し
て
管
理
す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

四
　
法
第
九
条
の
九
第
九
項
の
規
定
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
申
請
者
が
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
。

五
　
当
該
申
請
に
係
る
処
理
の
行
程
に
お
い
て
一
般
廃
棄
物
処
理
基
準
又
は
法
第
六
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る

特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
処
理
基
準
（
以
下
「
一
般
廃
棄
物
処
理
基
準
等
」
と
い
う
。
）
に
適
合
し
な
い
処
理
が

行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
生
活
環
境
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

六
　
当
該
申
請
に
係
る
処
理
を
他
人
に
委
託
し
て
行
い
、
又
は
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
経
理
的
及
び

技
術
的
に
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
委
託
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

七
　
二
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
に
お
い
て
当
該
申
請
に
係
る
一
般
廃
棄
物
を
広
域
的
に
収
集
す
る
こ
と
に
よ

り
、
当
該
一
般
廃
棄
物
の
減
量
そ
の
他
そ
の
適
正
な
処
理
が
確
保
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

八
　
再
生
（
再
生
が
行
わ
れ
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、
熱
回
収
）
を
行
つ
た
後
に
埋
立
処
分
を
行
う
も
の
で
あ
る

こ
と
。

九
　
そ
の
他
第
六
条
の
十
三
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
定
め
る
一
般
廃
棄
物
ご
と
に
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準

に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

（
広
域
的
処
理
を
行
い
、
又
は
行
お
う
と
す
る
者
の
基
準
）

第
六
条
の
十
六
　
法
第
九
条
の
九
第
一
項
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
当
該
申
請
に
係
る
処
理
を
的
確
に
行
う
に
足
り
る
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
当
該
申
請
に
係
る
処
理
を
的
確
に
、
か
つ
、
継
続
し
て
行
う
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
。

三
　
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
か
ら
ル
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

四
　
不
利
益
処
分
を
受
け
、
そ
の
不
利
益
処
分
の
あ
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

五
　
そ
の
他
第
六
条
の
十
三
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
定
め
る
一
般
廃
棄
物
ご
と
に
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準

に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

（
広
域
的
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
の
基
準
）

第
六
条
の
十
七
　
法
第
九
条
の
九
第
一
項
第
三
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
当
該
申
請
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
の
用
に
供
す
る
施
設
に
つ
い
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
当
該
一
般
廃
棄
物
が
飛
散
し
、
及
び
流
出
し
、
並
び
に
悪
臭
が
漏
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
運
搬
車
、
運
搬

船
、
運
搬
容
器
そ
の
他
の
運
搬
施
設
を
有
す
る
こ
と
。

ロ
　
積
替
施
設
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
一
般
廃
棄
物
が
飛
散
し
、
流
出
し
、
及
び
地
下
に
浸
透
し
、
並
び

に
悪
臭
が
発
散
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
当
該
申
請
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の
処
分
（
再
生
を
含
む
。
）
の
用
に
供
す
る
施
設
に
つ
い
て
は
、
次
に
よ
る

こ
と
。

イ
　
当
該
一
般
廃
棄
物
の
種
類
に
応
じ
、
そ
の
処
分
（
再
生
を
含
む
。
）
に
適
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
運
転
を
安
定
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
適
正
な
維
持
管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

ハ
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
に
あ
つ
て
は
、
法
第
八
条
第
一
項
の
許
可
（
法
第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た

場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
の
許
可
）
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
あ
つ
て
は
、
法
第
十
五
条
の
二
の
五
の
規
定
に
よ
り
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
と

し
て
設
置
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
保
管
施
設
を
有
す
る
場
合
に
は
、
搬
入
さ
れ
た
一
般
廃
棄
物
が
飛
散
し
、
流
出
し
、
及
び
地
下
に
浸
透

し
、
並
び
に
悪
臭
が
発
散
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
そ
の
他
第
六
条
の
十
三
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
定
め
る
一
般
廃
棄
物
ご
と
に
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準

に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

（
広
域
的
処
理
の
認
定
の
申
請
に
係
る
書
類
）

第
六
条
の
十
八
　
法
第
九
条
の
九
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
事
業
計
画

イ
　
当
該
申
請
に
係
る
処
理
を
行
う
一
般
廃
棄
物
の
種
類

ロ
　
当
該
申
請
に
係
る
処
理
を
行
う
区
域

ハ
　
当
該
申
請
に
係
る
処
理
を
委
託
し
て
行
い
、
又
は
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
処
理
の
受
託

者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
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ニ
　
当
該
申
請
に
係
る
一
般
廃
棄
物
に
つ
い
て

終
処
分
が
終
了
す
る
ま
で
の
一
連
の
処
理
の
行
程

ホ
　
当
該
処
理
に
伴
い
生
ず
る
廃
棄
物
（
再
生
品
を
除
く
。
）
の
種
類
、
性
状
及
び
処
理
方
法

ヘ
　
当
該
申
請
に
係
る
処
理
を
行
い
、
又
は
行
お
う
と
す
る
者
（
そ
の
委
託
を
受
け
て
当
該
処
理
を
行
い
、
又

は
行
お
う
と
す
る
者
を
含
む
。
）
の
事
業
の
内
容
及
び
当
該
者
に
係
る
責
任
の
範
囲

ト
　
当
該
申
請
に
係
る
処
分
（
再
生
を
含
む
。
）
の
用
に
供
す
る
施
設
の
種
類
、
場
所
及
び
処
理
能
力

チ
　
次
に
掲
げ
る
一
般
廃
棄
物
等
の
一
年
間
の
数
量
等

（１）
　
当
該
申
請
に
係
る
処
理
を
行
う
一
般
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
の
数
量

（２）
　
当
該
申
請
に
係
る
処
理
に
伴
い
生
ず
る
廃
棄
物
（
再
生
品
を
除
く
。
）
の
種
類
ご
と
の
数
量

（３）
　
再
生
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
再
生
品
の
種
類
ご
と
の
数
量

（４）
　
熱
回
収
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
熱
回
収
に
よ
り
得
よ
う
と
す
る
熱
量

リ
　
再
生
品
又
は
熱
回
収
に
よ
つ
て
得
よ
う
と
す
る
熱
の
利
用
方
法
並
び
に
こ
れ
ら
を
他
人
に
売
却
す
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
主
な
取
引
先
及
び
価
格
の
見
込
み

ヌ
　
当
該
申
請
に
係
る
一
連
の
処
理
の
行
程
を
申
請
者
が
統
括
し
て
管
理
す
る
体
制

ル
　
法
第
九
条
の
九
第
九
項
の
規
定
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
申
請
者
が
講
ず
る
こ
と
と
す
る
措
置

ヲ
　
当
該
申
請
に
係
る
処
理
の
行
程
に
お
い
て
一
般
廃
棄
物
処
理
基
準
等
に
適
合
し
な
い
処
理
が
行
わ
れ
た
場

合
に
お
い
て
、
生
活
環
境
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
に
講
ず
る
こ
と
と
す
る
措
置

ワ
　
そ
の
他
第
六
条
の
十
三
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
定
め
る
一
般
廃
棄
物
ご
と
に
環
境
大
臣
が
定
め
る

事
項

二
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

三
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
住
民
票
の
写
し

四
　
申
請
者
が
第
六
条
の
十
六
各
号
に
適
合
す
る
こ
と
を
示
す
書
類

五
　
当
該
申
請
に
係
る
処
理
を
他
人
に
委
託
し
て
行
い
、
又
は
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る

書
類

イ
　
当
該
処
理
の
受
託
者
が
第
六
条
の
十
六
第
一
号
及
び
第
二
号
に
適
合
す
る
こ
と
を
示
す
書
類

ロ
　
当
該
処
理
の
受
託
者
が
第
六
条
の
十
六
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
適
合
す
る
こ
と
及
び
当
該
受
託
者
が

こ
れ
ら
の
規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
は
そ
の
者
に
当
該
処
理
を
委
託
し
な
い
こ
と
と
す
る

こ
と
を
示
す
書
類

六
　
当
該
申
請
に
係
る
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
が
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
施

設
に
つ
い
て
法
第
八
条
第
一
項
の
許
可
（
法
第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
場
合
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
施
設
に
つ
い
て
同
項
の
許
可
）
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

七
　
当
該
申
請
に
係
る
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
が
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
法
第
十

五
条
の
二
の
五
の
規
定
に
よ
り
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
と
し
て
設
置
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類

八
　
前
二
号
の
ほ
か
、
当
該
申
請
に
係
る
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
が
前
条
各
号
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類

九
　
そ
の
他
第
六
条
の
十
三
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
定
め
る
一
般
廃
棄
物
ご
と
に
環
境
大
臣
が
定
め
る
書
類

（
表
示
等
）

第
六
条
の
十
九
　
法
第
九
条
の
九
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
そ
の
委
託
を
受
け
て
当
該
認
定
に
係
る
処
理
を
行

う
者
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
運
搬
車
又
は
運
搬
船
を
用
い
て
当
該
認
定
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の

収
集
又
は
運
搬
を
行
う
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
運
搬
車
又
は
運
搬
船
の
外
側
に
見
や
す
い
よ
う
に
表

示
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
認
定
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
の
用
に
供
す
る
運
搬
施
設
で
あ
る
旨

二
　
認
定
番
号

三
　
当
該
認
定
に
係
る
収
集
又
は
運
搬
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

２
　
法
第
九
条
の
九
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
運
搬
車
又
は
運
搬
船
を
用
い
て
当
該
認
定
に
係
る
一
般
廃
棄

物
の
収
集
又
は
運
搬
を
行
う
と
き
は
、
当
該
運
搬
車
又
は
運
搬
船
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
備
え
付
け
る
も
の
と
す

る
。

一
　
令
第
五
条
の
九
に
規
定
す
る
認
定
証
の
写
し

二
　
運
搬
先
の
事
業
場
の
名
称
、
所
在
地
及
び
連
絡
先
を
記
載
し
た
書
面

（
一
般
廃
棄
物
の
広
域
的
処
理
の
変
更
の
認
定
の
申
請
）

第
六
条
の
二
十
　
法
第
九
条
の
九
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
認
定
の
年
月
日
及
び
認
定
番
号

三
　
変
更
の
内
容

四
　
変
更
の
理
由

五
　
変
更
後
の
処
理
の
開
始
予
定
年
月
日

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
令
第
五
条
の
九
に
規
定
す
る
認
定
証
及
び
当
該
変
更
に
係
る
第
六
条
の
十
八
各
号
に
掲

げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
変
更
の
認
定
を
要
し
な
い
軽
微
な
変
更
）

第
六
条
の
二
十
一
　
法
第
九
条
の
九
第
六
項
た
だ
し
書
の
環
境
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
変
更
と
す
る
。

一
　
第
六
条
の
十
八
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更

二
　
第
六
条
の
十
八
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更

三
　
第
六
条
の
十
八
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
（
認
定
に
係
る
処
理
の
行
程
の
変
更
に
限
る
。
）

四
　
第
六
条
の
十
八
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
（
当
該
処
理
に
伴
い
生
ず
る
廃
棄
物
（
再
生
品
を
除

く
。
）
の
種
類
及
び
性
状
の
変
更
に
限
る
。
）

五
　
第
六
条
の
十
八
第
一
号
ヘ
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更

六
　
第
六
条
の
十
八
第
一
号
ヌ
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
（
申
請
者
が
統
括
し
て
管
理
す
る
体
制
の
内
容
の
変

更
に
限
る
。
）

七
　
第
六
条
の
十
八
第
一
号
ヲ
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更

八
　
法
第
九
条
の
九
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
者
の
変
更
（
当
該
者
の
追
加
に
係
る
変
更
に
限
る
。
）

九
　
法
第
九
条
の
九
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
施
設
の
種
類
の
変
更

（
変
更
の
届
出
）

第
六
条
の
二
十
一
の
二
　
法
第
九
条
の
九
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
は
、
当
該
変
更
の
日
か
ら
十
日
（
法

人
で
次
項
の
規
定
に
よ
り
登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
す
べ
き
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
十
日
）
以
内
に
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
認
定
の
年
月
日
及
び
認
定
番
号

三
　
変
更
の
内
容

四
　
変
更
の
理
由

五
　
変
更
の
年
月
日

２
　
当
該
認
定
に
係
る
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
の
変
更
を
し
た
場
合
に
お
け
る
前
項
の
届
出
書
に
は
、
当
該
変
更

に
係
る
第
六
条
の
十
八
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
一
般
廃
棄
物
の
広
域
的
処
理
の
認
定
証
）

第
六
条
の
二
十
二
　
令
第
五
条
の
九
に
規
定
す
る
認
定
証
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
交
付
す
る
も
の
と
す

る
。

一
　
認
定
を
受
け
た
者
（
当
該
認
定
を
受
け
た
者
の
委
託
を
受
け
て
当
該
認
定
に
係
る
処
理
を
行
う
者
を
含
む
。

第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
認
定
の
年
月
日
及
び
認
定
番
号

三
　
一
般
廃
棄
物
の
種
類

四
　
処
理
を
行
う
区
域

五
　
認
定
を
受
け
た
者
の
事
業
の
内
容
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（
廃
止
の
届
出
）

第
六
条
の
二
十
三
　
令
第
五
条
の
十
の
規
定
に
よ
る
廃
止
の
届
出
は
、
当
該
廃
止
の
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
認
定
の
年
月
日
及
び
認
定
番
号

三
　
廃
止
し
た
事
業
の
範
囲

四
　
廃
止
の
理
由

五
　
廃
止
の
年
月
日

２
　
法
第
九
条
の
九
第
一
項
の
認
定
に
係
る
処
理
の
事
業
の
全
部
を
廃
止
し
た
場
合
に
は
、
前
項
の
届
出
書
に
、
令

第
五
条
の
九
に
規
定
す
る
認
定
証
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
）

第
六
条
の
二
十
四
　
法
第
九
条
の
九
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
毎
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
そ
の
年
の
三
月

三
十
一
日
以
前
の
一
年
間
に
お
け
る
当
該
認
定
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の
処
理
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
報
告
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
認
定
の
年
月
日
及
び
認
定
番
号

三
　
次
に
掲
げ
る
数
量
又
は
熱
量

イ
　
当
該
認
定
に
係
る
処
理
を
行
つ
た
一
般
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
の
数
量

ロ
　
当
該
認
定
に
係
る
処
理
に
伴
い
生
じ
た
廃
棄
物
（
再
生
品
を
除
く
。
）
の
種
類
ご
と
の
数
量

ハ
　
再
生
を
行
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
再
生
品
の
種
類
ご
と
の
数
量

ニ
　
熱
回
収
を
行
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
熱
回
収
に
よ
り
得
ら
れ
た
熱
量

四
　
当
該
認
定
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の
減
量
そ
の
他
そ
の
適
正
な
処
理
を
確
保
す
る
た
め
に
行
つ
た
措
置

（
無
害
化
処
理
に
係
る
特
例
の
対
象
と
な
る
一
般
廃
棄
物
）

第
六
条
の
二
十
四
の
二
　
法
第
九
条
の
十
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
一
般
廃
棄
物
は
、
人
の
健
康
又
は
生
活
環

境
に
係
る
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
性
状
を
有
し
、
か
つ
、
同
条
の
特
例
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
迅

速
か
つ
安
全
な
無
害
化
処
理
（
同
項
に
規
定
す
る
無
害
化
処
理
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
促
進
さ
れ
る
と
認
め

ら
れ
る
一
般
廃
棄
物
で
あ
つ
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
申
請
の
経
由
）

第
六
条
の
二
十
四
の
三
　
法
第
九
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
は
、
地
方
環
境
事
務
所
を
経
由
し
て

行
う
も
の
と
す
る
。

（
無
害
化
処
理
の
内
容
の
基
準
）

第
六
条
の
二
十
四
の
四
　
法
第
九
条
の
十
第
一
項
第
一
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と

す
る
。

一
　
当
該
申
請
に
係
る
処
理
が
、
第
六
条
の
二
十
四
の
二
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
定
め
る
一
般
廃
棄
物
を
、

当
該
一
般
廃
棄
物
ご
と
に
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
に

係
る
被
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
性
状
に
す
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
当
該
申
請
に
係
る
処
理
に
よ
り
、
当
該
処
理
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の
迅
速
な
無
害
化
処
理
が
確
保
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
受
け
入
れ
る
一
般
廃
棄
物
の
全
部
を
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
に
投
入
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
受
け

入
れ
る
一
般
廃
棄
物
の
一
部
の
み
を
当
該
施
設
に
投
入
し
、
そ
の
余
の
一
般
廃
棄
物
を
当
該
施
設
に
投
入
し
な

い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
施
設
に
投
入
し
な
い
一
般
廃
棄
物
に
つ
い
て
第
六
条
の
二
十
四
の
二
の
規
定
に
よ
り

環
境
大
臣
が
定
め
る
一
般
廃
棄
物
ご
と
に
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
無
害
化
処
理
が
確
実
に
行
わ

れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四
　
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
の
設
置
に
関
す
る
計
画
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
計
画
が
当
該
施
設
に
係

る
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
全
及
び
第
四
条
の
二
に
規
定
す
る
周
辺
の
施
設
に
つ
い
て
適
正
な
配
慮
が
な
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
そ
の
他
第
六
条
の
二
十
四
の
二
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
定
め
る
一
般
廃
棄
物
ご
と
に
環
境
大
臣
が
定
め

る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

（
無
害
化
処
理
を
行
い
、
又
は
行
お
う
と
す
る
者
の
基
準
）

第
六
条
の
二
十
四
の
五
　
法
第
九
条
の
十
第
一
項
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と

す
る
。

一
　
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
全
及
び
増
進
に
配
慮
さ
れ
た
事
業
計
画
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

二
　
当
該
申
請
に
係
る
無
害
化
処
理
が
確
実
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き

る
者
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
受
け
入
れ
る
一
般
廃
棄
物
の
性
状
の
確
認
及
び
管
理

ロ
　
当
該
申
請
に
係
る
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
の
運
転
管
理

三
　
第
四
条
の
五
第
一
項
第
一
号
、
第
十
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
及
び
第
十
六
号
に
規
定
す
る
基
準
並
び
に
法
第

九
条
の
十
第
二
項
の
申
請
書
に
記
載
し
た
維
持
管
理
に
関
す
る
計
画
に
従
い
、
当
該
申
請
に
係
る
無
害
化
処
理

の
用
に
供
す
る
施
設
の
維
持
管
理
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

四
　
当
該
申
請
に
係
る
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
が
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
四
条

の
五
に
規
定
す
る
基
準
（
前
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
き
、
当
該
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
従
い
、
当

該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

五
　
次
に
掲
げ
る
者
が
当
該
申
請
に
係
る
無
害
化
処
理
を
的
確
に
行
う
に
足
り
る
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認

め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
当
該
申
請
に
係
る
収
集
若
し
く
は
運
搬
若
し
く
は

処
分
に
関
す
る
業
務
を
行
う
役
員

ロ
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
者

六
　
当
該
無
害
化
処
理
に
係
る
事
業
場
（
前
号
に
規
定
す
る
者
以
外
の
者
が
代
表
者
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に

お
い
て
当
該
無
害
化
処
理
に
関
す
る
技
術
上
の
業
務
を
的
確
に
行
う
に
足
り
る
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認

め
ら
れ
る
者
を
有
す
る
こ
と
。

七
　
当
該
申
請
に
係
る
無
害
化
処
理
を
的
確
に
、
か
つ
、
継
続
し
て
行
う
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
を
有
す
る
こ

と
。

八
　
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
か
ら
ル
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

九
　
当
該
申
請
に
係
る
無
害
化
処
理
を
自
ら
行
う
者
で
あ
る
こ
と
。

十
　
不
利
益
処
分
を
受
け
、
そ
の
不
利
益
処
分
の
あ
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

十
一
　
そ
の
他
第
六
条
の
二
十
四
の
二
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
定
め
る
一
般
廃
棄
物
ご
と
に
環
境
大
臣
が
定

め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

（
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
の
基
準
）

第
六
条
の
二
十
四
の
六
　
法
第
九
条
の
十
第
一
項
第
三
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と

す
る
。

一
　
第
四
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
第
十
五
号
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ

と
。

二
　
当
該
施
設
が
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
四
条
に
規
定
す
る
基
準
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の

を
除
き
、
当
該
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

三
　
法
第
九
条
の
十
第
二
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
処
理
能
力
を
有
す
る
こ
と
。

四
　
そ
の
他
第
六
条
の
二
十
四
の
二
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
定
め
る
一
般
廃
棄
物
ご
と
に
環
境
大
臣
が
定
め

る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

（
無
害
化
処
理
の
認
定
の
特
例
）

第
六
条
の
二
十
四
の
七
　
法
第
九
条
の
十
の
規
定
に
よ
る
無
害
化
処
理
に
係
る
特
例
の
対
象
と
な
る
一
般
廃
棄
物
に

つ
い
て
は
、
当
該
一
般
廃
棄
物
に
係
る
無
害
化
処
理
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
第
六

条
の
二
十
四
の
五
第
四
号
及
び
前
条
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一
　
当
該
一
般
廃
棄
物
に
係
る
無
害
化
処
理
を
行
い
、
又
は
行
お
う
と
す
る
者
が
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準
に

従
い
、
当
該
一
般
廃
棄
物
の
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
の
維
持
管
理
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

二
　
当
該
施
設
が
第
六
条
の
二
十
四
の
二
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
定
め
る
一
般
廃
棄
物
ご
と
に
環
境
大
臣
が

定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。
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（
一
般
廃
棄
物
の
無
害
化
処
理
の
認
定
の
申
請
）

第
六
条
の
二
十
四
の
八
　
法
第
九
条
の
十
第
二
項
の
申
請
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
に

同
項
第
六
号
の
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
の
位
置
、
構
造
等
の
設
置
に
関
す
る
計
画
に
係
る
事
項
と
し
て

記
載
す
べ
き
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
の
位
置

二
　
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
の
処
理
方
式

三
　
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
の
構
造
及
び
設
備

四
　
無
害
化
処
理
に
伴
い
生
ず
る
排
ガ
ス
及
び
排
水
の
量
及
び
処
理
方
法
（
排
出
の
方
法
（
排
出
口
の
位
置
、
排

出
先
等
を
含
む
。
）
を
含
む
。
）

五
　
設
計
計
算
上
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
排
ガ
ス
の
性
状
、
放
流
水
の
水
質
そ
の
他
の
生
活
環
境
へ
の
負
荷
に

関
す
る
数
値

六
　
そ
の
他
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
の
構
造
等
に
関
す
る
事
項

２
　
申
請
書
に
法
第
九
条
の
十
第
二
項
第
七
号
の
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
計
画
に

係
る
事
項
と
し
て
記
載
す
べ
き
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
排
ガ
ス
の
性
状
、
放
流
水
の
水
質
等
に
つ
い
て
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
全
の
た
め
達
成
す
る
こ
と
と
し

た
数
値

二
　
排
ガ
ス
の
性
状
及
び
放
流
水
の
水
質
の
測
定
頻
度
に
関
す
る
事
項

三
　
そ
の
他
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
事
項

３
　
法
第
九
条
の
十
第
二
項
第
八
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
無
害
化
処
理
の
方
法

二
　
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の
搬
入
及
び
搬
出
の
時
間
及
び
方
法
に
関
す
る
事
項

三
　
着
工
予
定
年
月
日
及
び
使
用
開
始
予
定
年
月
日

四
　
積
替
え
又
は
保
管
を
行
う
場
合
に
は
、
積
替
え
又
は
保
管
の
場
所
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
所
在
地

ロ
　
面
積

ハ
　
積
替
え
又
は
保
管
を
行
う
一
般
廃
棄
物
の
種
類

ニ
　
第
一
条
の
六
の
規
定
の
例
に
よ
る
高
さ
の
う
ち

高
の
も
の

五
　
法
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
、
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
又
は
法
第
十
四
条
の
四
第
一

項
若
し
く
は
第
六
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
許
可
に
係
る
事
業
の
範
囲

六
　
法
第
八
条
第
一
項
又
は
法
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
許
可
に
係
る
施
設
の

種
類

七
　
申
請
者
が
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
リ
に
規
定
す
る
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の
氏

名
及
び
住
所

八
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
役
員
の
氏
名
及
び
住
所

九
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は

出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
氏
名
又

は
名
称
、
住
所
及
び
当
該
株
主
の
有
す
る
株
式
の
数
又
は
当
該
出
資
を
し
て
い
る
者
の
な
し
た
出
資
の
金
額

十
　
申
請
者
に
令
第
四
条
の
七
に
規
定
す
る
使
用
人
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
住
所

十
一
　
そ
の
他
第
六
条
の
二
十
四
の
二
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
定
め
る
一
般
廃
棄
物
ご
と
に
環
境
大
臣
が
定

め
る
事
項

４
　
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
事
業
計
画
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

二
　
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
平
面
図
、
立
面
図
、
断
面
図
、
構
造
図
、
処
理

工
程
図
及
び
設
計
計
算
書
並
び
に
当
該
施
設
の
付
近
の
見
取
図

三
　
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
の
処
理
能
力
の
十
分
の
一
以
上
の
規
模
の
設
備
又
は
一
日
当
た
り
の
処
理

能
力
が
二
十
ト
ン
以
上
の
規
模
の
設
備
を
用
い
て
行
つ
た
実
証
試
験
に
関
す
る
書
類
で
あ
つ
て
、
第
六
条
の
二

十
四
の
二
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
定
め
る
一
般
廃
棄
物
ご
と
に
環
境
大
臣
が
定
め
る
も
の

四
　
当
該
申
請
に
係
る
無
害
化
処
理
の
方
法
と
当
該
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
に
お
い
て
行
う
一
般
廃
棄

物
の
無
害
化
（
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
に
係
る
被
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
性
状
に
す
る
こ
と
を
い
う
。
）

と
の
科
学
的
因
果
関
係
を
説
明
す
る
書
類

五
　
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
工
事
の
着
工
か
ら
施
設
の
使
用
開
始
に
至
る
具
体
的
な
計
画
書

六
　
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
の
設
置
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
技
術
的
能
力
を
説
明
す
る
書
類

七
　
第
六
条
の
二
十
四
の
五
第
六
号
に
規
定
す
る
者
の
履
歴
書

八
　
当
該
申
請
に
係
る
収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
の
事
業
に
従
事
す
る
者
の
人
数
を
記
載
し
た
書
類

九
　
前
項
第
五
号
又
は
第
六
号
に
規
定
す
る
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
許
可
証
の
写
し

十
　
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
の
設
置
及
び
維
持
管
理
に
要
す
る
資
金
の
総
額
及
び
そ
の
資
金
の
調
達
方

法
を
記
載
し
た
書
類

十
一
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
前
五
年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、

株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
及
び
個
別
注
記
表
並
び
に
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
法
人
税
の
納
付
す
べ

き
額
及
び
納
付
済
額
を
証
す
る
書
類

十
二
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
資
産
に
関
す
る
調
書
並
び
に
直
前
三
年
の
所
得
税
の
納
付
す
べ
き
額

及
び
納
付
済
額
を
証
す
る
書
類

十
三
　
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
を
設
置
し
て
い
る
場
合
に
は
、
申
請
者
が
当
該
施
設
の
所
有
権
を
有
す

る
こ
と
（
所
有
権
を
有
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
施
設
を
使
用
す
る
権
原
を
有
す
る
こ
と
）
を
証
す
る
書
類

十
四
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

十
五
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
住
民
票
の
写
し

十
六
　
申
請
者
が
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
か
ら
ル
ま
で
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

十
七
　
申
請
者
が
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
リ
に
規
定
す
る
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の

住
民
票
の
写
し
（
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
登
記
事
項
証
明
書
及
び
役
員
の
住
民
票
の
写

し
。
第
九
条
の
二
第
二
項
第
十
一
号
、
第
十
一
条
第
六
項
第
十
二
号
、
第
十
二
条
の
十
一
の
十
二
第
二
項
第
八

号
及
び
第
十
二
条
の
十
二
第
二
項
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

十
八
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
役
員
の
住
民
票
の
写
し

十
九
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又

は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
住
民

票
の
写
し
（
こ
れ
ら
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
登
記
事
項
証
明
書
）

二
十
　
申
請
者
に
令
第
四
条
の
七
に
規
定
す
る
使
用
人
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
住
民
票
の
写
し

二
十
一
　
そ
の
他
第
六
条
の
二
十
四
の
二
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
定
め
る
一
般
廃
棄
物
ご
と
に
環
境
大
臣
が

定
め
る
書
類
及
び
図
面

５
　
申
請
者
は
、
直
前
の
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書
を
作
成
し
て
い
る
と
き
は
、
前
項
第
十
一
号
及
び
第

十
四
号
に
掲
げ
る
書
類
に
代
え
て
、
当
該
有
価
証
券
報
告
書
を
申
請
書
に
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
変
更
の
届
出
）

第
六
条
の
二
十
四
の
九
　
法
第
九
条
の
十
第
六
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
リ
に
規
定
す
る
法
定
代
理
人

二
　
役
員

三
　
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に
相
当

す
る
出
資
を
し
て
い
る
者

四
　
令
第
四
条
の
七
に
規
定
す
る
使
用
人

五
　
前
条
第
四
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
す
る
科
学
的
因
果
関
係
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
事
項
で
あ
つ

て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
変
更
に
伴
う
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
数
値
の
変
化
に
よ
り
生

活
環
境
へ
の
負
荷
を
増
大
さ
せ
る
場
合
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ
　
前
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
（
排
ガ
ス
又
は
排
水
の
排
出
の
方
法
又
は
量
の
増
大
に
係
る
変
更
で

あ
る
場
合
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

ハ
　
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
数
値
の
変
更
で
あ
つ
て
、
当
該
変
更
に
よ
つ

て
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
対
す
る
影
響
が
減
ぜ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
又
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
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測
定
頻
度
の
変
更
で
あ
つ
て
、
当
該
変
更
に
よ
つ
て
頻
度
が
高
く
な
る
も
の
の
み
を
行
う
場
合
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）

六
　
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の
搬
入
及
び
搬
出
の
時
間
及
び
方
法
に
関
す
る
事
項

七
　
着
工
予
定
年
月
日
及
び
使
用
開
始
予
定
年
月
日

八
　
積
替
え
又
は
保
管
の
場
所
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
所
在
地

ロ
　
面
積

ハ
　
積
替
え
又
は
保
管
を
行
う
一
般
廃
棄
物
の
種
類

ニ
　
第
一
条
の
六
の
規
定
の
例
に
よ
る
高
さ
の
う
ち

高
の
も
の

２
　
法
第
九
条
の
十
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
は
、
当
該
変
更
の
日
か
ら
十
日
（
法
人
で
次
項
第
一
号
又

は
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
す
べ
き
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
十
日
）
以
内
に
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
認
定
の
年
月
日
及
び
認
定
番
号

三
　
変
更
の
内
容

四
　
変
更
の
理
由

五
　
変
更
の
年
月
日

３
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
九
条
の
十
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
場
合
に
は
、
個
人
に
あ
つ
て
は
住
民
票
の
写
し
、

法
人
に
あ
つ
て
は
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

二
　
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
変
更
の
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
掲
げ
る
者
（
当
該

変
更
に
係
る
者
に
限
る
。
）
の
住
民
票
の
写
し
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
株
主
又
は
出
資
を
し
て
い
る
者
が
法

人
で
あ
る
場
合
に
は
、
登
記
事
項
証
明
書
）

三
　
第
一
項
第
五
号
（
イ
又
は
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る

書
類
及
び
図
面

イ
　
変
更
後
の
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
の
位
置
、
構
造
等
の
設
置
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類

ロ
　
変
更
後
の
事
業
計
画
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

ハ
　
前
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
図
面
（
当
該
変
更
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）

ニ
　
当
該
変
更
に
係
る
工
事
の
着
工
か
ら
変
更
後
の
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
の
使
用
開
始
に
至
る
具

体
的
な
計
画
書

ホ
　
変
更
後
の
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
の
設
置
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
技
術
的
能
力
を
説
明
す
る

書
類

ヘ
　
変
更
後
の
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
の
設
置
及
び
維
持
管
理
に
要
す
る
資
金
の
総
額
及
び
そ
の
資

金
の
調
達
方
法
を
記
載
し
た
書
類

ト
　
法
第
九
条
の
十
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
前
五
年
の
各
事
業
年
度
に
お

け
る
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
及
び
個
別
注
記
表
並
び
に
直
前
三
年
の
各
事

業
年
度
に
お
け
る
法
人
税
の
納
付
す
べ
き
額
及
び
納
付
済
額
を
証
す
る
書
類

チ
　
法
第
九
条
の
十
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
資
産
に
関
す
る
調
書
並
び
に
直

前
三
年
の
所
得
税
の
納
付
す
べ
き
額
及
び
納
付
済
額
を
証
す
る
書
類

リ
　
そ
の
他
第
六
条
の
二
十
四
の
二
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
定
め
る
一
般
廃
棄
物
ご
と
に
環
境
大
臣
が
定

め
る
書
類
及
び
図
面

四
　
第
一
項
第
五
号
（
ハ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及

び
図
面

イ
　
変
更
後
の
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類

ロ
　
変
更
後
の
事
業
計
画
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

ハ
　
変
更
後
の
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
技
術
的
能
力
を
説
明
す
る
書
類

ニ
　
変
更
後
の
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
の
維
持
管
理
に
要
す
る
資
金
の
総
額
及
び
そ
の
資
金
の
調
達

方
法
を
記
載
し
た
書
類

ホ
　
法
第
九
条
の
十
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
前
五
年
の
各
事
業
年
度
に
お

け
る
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
及
び
個
別
注
記
表
並
び
に
直
前
三
年
の
各
事

業
年
度
に
お
け
る
法
人
税
の
納
付
す
べ
き
額
及
び
納
付
済
額
を
証
す
る
書
類

ヘ
　
法
第
九
条
の
十
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
資
産
に
関
す
る
調
書
、
直
前
三

年
の
所
得
税
の
納
付
す
べ
き
額
及
び
納
付
済
額
を
証
す
る
書
類

ト
　
そ
の
他
第
六
条
の
二
十
四
の
二
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
定
め
る
一
般
廃
棄
物
ご
と
に
環
境
大
臣
が
定

め
る
書
類
及
び
図
面

五
　
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
場
合
に
は
、
前
条
第
四
項
第
二
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
書
類

及
び
図
面

４
　
届
出
者
は
、
直
前
の
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書
を
作
成
し
て
い
る
と
き
は
、
前
項
第
一
号
、
第
三
号

ト
又
は
第
四
号
ホ
に
掲
げ
る
書
類
に
代
え
て
、
当
該
有
価
証
券
報
告
書
を
第
二
項
の
届
出
書
に
添
付
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

５
　
第
二
項
の
届
出
は
、
地
方
環
境
事
務
所
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
の
設
置
に
係
る
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
を
記
載

し
た
書
類
）

第
六
条
の
二
十
四
の
十
　
第
三
条
の
二
の
規
定
は
、
法
第
九
条
の
十
第
八
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第

八
条
第
三
項
の
書
類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
記
録
の
閲
覧
）

第
六
条
の
二
十
四
の
十
一
　
法
第
九
条
の
十
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
閲

覧
は
、
次
条
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
定
め
る
事
項
ご
と
に
環
境
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
。

（
記
録
す
る
事
項
）

第
六
条
の
二
十
四
の
十
二
　
法
第
九
条
の
十
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
四
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事

項
は
、
第
六
条
の
二
十
四
の
二
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
定
め
る
一
般
廃
棄
物
ご
と
に
環
境
大
臣
が
定
め
る
事

項
と
す
る
。

（
一
般
廃
棄
物
の
無
害
化
処
理
の
認
定
証
）

第
六
条
の
二
十
四
の
十
三
　
令
第
五
条
の
十
一
に
規
定
す
る
認
定
証
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
交
付
す
る

も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
認
定
の
年
月
日
及
び
認
定
番
号

三
　
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
一
般
廃
棄
物
の
種
類

四
　
無
害
化
処
理
の
方
法

五
　
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
の
種
類

六
　
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
の
設
置
の
場
所

七
　
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
の
処
理
能
力

八
　
積
替
え
又
は
保
管
を
行
う
場
合
に
は
、
積
替
え
又
は
保
管
を
行
う
す
べ
て
の
場
所
の
所
在
地
及
び
面
積
並
び

に
当
該
場
所
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
積
替
え
又
は
保
管
を
行
う
一
般
廃
棄
物
の
種
類
及
び
積
み
上
げ
る
こ
と
が
で
き

る
高
さ

（
事
業
の
廃
止
の
届
出
）

第
六
条
の
二
十
四
の
十
四
　
令
第
五
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
は
、
当
該
廃
止
の
日
か
ら
十
日

以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
認
定
の
年
月
日
及
び
認
定
番
号

三
　
廃
止
し
た
事
業
の
範
囲

四
　
廃
止
の
理
由

五
　
廃
止
の
年
月
日

２
　
前
項
の
届
出
は
、
地
方
環
境
事
務
所
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
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（
施
設
の
廃
止
等
の
届
出
）

第
六
条
の
二
十
四
の
十
五
　
令
第
五
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
る
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
の
廃
止
若
し
く
は

休
止
又
は
再
開
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
、
当
該
廃
止
若
し
く
は
休
止
又
は
再
開
の

日
か
ら
十
日
以
内
に
、
環
境
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
認
定
の
年
月
日
及
び
認
定
番
号

三
　
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
の
設
置
の
場
所

四
　
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
の
種
類

五
　
廃
止
若
し
く
は
休
止
又
は
再
開
の
理
由

六
　
廃
止
若
し
く
は
休
止
又
は
再
開
の
年
月
日

２
　
前
項
の
届
出
は
、
地
方
環
境
事
務
所
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
報
告
）

第
六
条
の
二
十
四
の
十
六
　
法
第
九
条
の
十
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
毎
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
そ
の
年

の
三
月
三
十
一
日
以
前
の
一
年
間
に
お
け
る
当
該
認
定
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の
無
害
化
処
理
に
関
し
、
当
該
一
般

廃
棄
物
の
種
類
ご
と
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
認
定
の
年
月
日
及
び
認
定
番
号

三
　
当
該
認
定
に
係
る
施
設
に
お
い
て
無
害
化
処
理
を
行
つ
た
一
般
廃
棄
物
の
種
類
及
び
数
量

四
　
そ
の
他
第
六
条
の
二
十
四
の
二
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
定
め
る
一
般
廃
棄
物
ご
と
に
環
境
大
臣
が
定
め

る
事
項

２
　
前
項
の
報
告
は
、
地
方
環
境
事
務
所
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
一
般
廃
棄
物
の
輸
出
に
係
る
基
準
）

第
六
条
の
二
十
五
　
法
第
十
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
基
準
と
す
る
。

一
　
一
般
廃
棄
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
　
当
該
一
般
廃
棄
物
が
輸
出
の

相
手
国
に
お
い
て
再
生
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

二
　
廃
棄
物
の
物
理
的
若
し
く
は
化
学
的
性
質
を
評
価
し
、
又
は
適
正
な
処
理
の
方
法
を
決
定
す
る
た
め
の
分
析

試
験
（
以
下
「
分
析
試
験
」
と
い
う
。
）
の
用
に
供
す
る
一
般
廃
棄
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
　
次
の
い

ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
当
該
一
般
廃
棄
物
が
輸
出
の
相
手
国
に
お
い
て
分
析
試
験
の
用
に
供
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
こ
と
。

ロ
　
分
析
試
験
が
、
一
般
廃
棄
物
の
発
生
を

小
化
す
る
観
点
か
ら
の
、
再
生
利
用
等
に
よ
る
廃
棄
物
の
減
量

そ
の
他
そ
の
適
正
な
処
理
に
関
す
る
技
術
の
開
発
又
は
体
制
の
整
備
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

こ
と
。

ハ
　
当
該
一
般
廃
棄
物
の
量
が
、
当
該
分
析
試
験
に
必
要
な

小
限
度
の
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

（
一
般
廃
棄
物
の
輸
出
の
確
認
を
申
請
で
き
る
者
）

第
六
条
の
二
十
六
　
法
第
十
条
第
一
項
第
四
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
者
は
、
事
業
者
（
自
ら
そ
の

事
業
活
動
に
伴
つ
て
生
じ
た
一
般
廃
棄
物
を
輸
出
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
一
般
廃
棄
物
の
輸
出
の
確
認
の
申
請
等
）

第
六
条
の
二
十
七
　
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
一
般
廃
棄
物
の
輸
出
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二
号
に
よ
る
申
請
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
分
析
試
験
の
用
に
供
す
る
一
般
廃
棄
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項

の
う
ち
、
処
分
を
行
う
た
め
の
施
設
の
処
理
能
力
、
処
理
方
式
並
び
に
構
造
及
び
設
備
の
概
要
の
記
載
を
省
略
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
当
該
一
般
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
一
般
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
又
は
水
銀
処
理
物
が
含
ま
れ
る
場

合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
及
び
性
状

三
　
当
該
一
般
廃
棄
物
の
数
量
（
当
該
一
般
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
又
は
水
銀
処
理
物
が
含
ま
れ
る
場

合
は
、
そ
の
数
量
を
含
む
。
）

四
　
申
請
者
が
市
町
村
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
一
般
廃
棄
物
を
生
じ
た
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

並
び
に
施
設
の
種
類

五
　
当
該
一
般
廃
棄
物
又
は
当
該
一
般
廃
棄
物
を
輸
出
の
相
手
国
に
お
い
て
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
の

運
搬
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

六
　
運
搬
施
設
の
種
類
及
び
運
搬
経
路

七
　
当
該
一
般
廃
棄
物
又
は
当
該
一
般
廃
棄
物
を
輸
出
の
相
手
国
に
お
い
て
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
の

処
分
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

八
　
前
号
の
処
分
を
行
う
た
め
の
施
設
の
種
類
、
設
置
場
所
、
処
理
能
力
（
当
該
施
設
が

終
処
分
場
で
あ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
埋
立
処
分
の
用
に
供
さ
れ
る
場
所
の
面
積
及
び
埋
立
容
量
）
、
処
理
方
式
並
び
に
構
造
及
び

設
備
の
概
要

九
　
前
号
に
規
定
す
る
施
設
に
お
け
る
処
分
に
伴
い
生
ず
る
排
ガ
ス
、
排
水
及
び
残
さ
の
処
理
方
法

十
　
第
八
号
に
規
定
す
る
施
設
に
係
る
放
流
水
の
水
質
及
び
水
量
、
放
流
方
法
並
び
に
放
流
先
の
概
況

十
一
　
輸
出
予
定
年
月
日

２
　
前
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
同
一
の
内
容
の
一
般
廃
棄
物

（
分
析
試
験
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
輸
出
を
一
年
間
に
二
回
以
上
行
お
う
と
す
る
者
又
は
三
年
間
に
二

回
以
上
行
お
う
と
す
る
者
（
そ
の
輸
出
が
経
済
協
力
開
発
機
構
の
回
収
作
業
が
行
わ
れ
る
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え

る
移
動
の
規
制
に
関
す
る
理
事
会
決
定
第
Ⅱ
章
Ｄ
（
２
）
の
ケ
ー
ス
２
に
規
定
す
る
事
前
の
同
意
が
与
え
ら
れ
て

い
る
施
設
へ
の
越
境
移
動
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
一
般
廃
棄
物
の
輸
出
の

一
括
確
認
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
輸
出
の
一
括
確
認
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
代
え
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二
号
に

よ
る
申
請
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

二
　
当
該
一
般
廃
棄
物
の
輸
出
の
開
始
予
定
年
月
日

三
　
当
該
一
般
廃
棄
物
の
輸
出
を
行
う
期
間
（
前
号
に
掲
げ
る
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
（
当
該
一
般
廃
棄
物
の
輸

出
を
三
年
間
に
二
回
以
上
行
お
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
三
年
）
を
超
え
な
い
期
間
と
す
る
。
以
下
こ
の
条

及
び
次
条
に
お
い
て
「
確
認
の
有
効
期
間
」
と
い
う
。
）

四
　
確
認
の
有
効
期
間
内
の
当
該
一
般
廃
棄
物
の
輸
出
の
回
数

五
　
確
認
の
有
効
期
間
内
に
輸
出
す
る
当
該
一
般
廃
棄
物
の
数
量
の
上
限

３
　
前
二
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
分
析
試
験
の
用
に
供

す
る
一
般
廃
棄
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
四
号
、
第
五
号
（
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る

運
搬
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
六
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
申
請
者
が
市
町
村
以
外
の
者
（
個
人
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合
に
は
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項

証
明
書

二
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
住
民
票
の
写
し

三
　
当
該
一
般
廃
棄
物
の
性
状
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

四
　
当
該
一
般
廃
棄
物
を
生
じ
た
施
設
の
排
出
工
程
図

五
　
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
運
搬
施
設
及
び
同
項
第
八
号
に
規
定
す
る
施
設
に
お
け
る
当
該
一
般
廃
棄
物
の

処
理
の
概
要

六
　
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
運
搬
施
設
及
び
同
項
第
八
号
に
規
定
す
る
施
設
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
平
面

図
、
立
面
図
、
断
面
図
、
構
造
図
、
設
計
計
算
書
及
び
当
該
施
設
の
年
間
処
理
計
画
並
び
に
当
該
施
設
が
廃
棄

物
の

終
処
分
場
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
周
囲
の
地
形
、
地
質
及
び
地
下
水
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書

類
及
び
図
面

七
　
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
施
設
（
廃
棄
物
の

終
処
分
場
を
除
く
。
）
の
処
理
工
程
図
及
び
直
前
三
年
間

の
処
理
実
績

八
　
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
施
設
の
付
近
の
見
取
図
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九
　
分
析
試
験
の
用
に
供
す
る
一
般
廃
棄
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
分
析
試
験
の
概
要

十
　
分
析
試
験
の
用
に
供
す
る
一
般
廃
棄
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
一
般
廃
棄
物
の
量

が
分
析
試
験
を
行
う
た
め
に
必
要
な

小
限
度
の
量
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類

十
一
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
書
類
又
は
図
面

４
　
輸
出
の
一
括
確
認
を
受
け
た
者
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
当
該
確
認
に
係
る
事
項
の
変
更
（
確
認
の
有

効
期
間
の
変
更
（
変
更
後
の
確
認
の
有
効
期
間
が
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な

い
も
の
に
限
る
。
）
、
確
認
の
有
効
期
間
内
の
当
該
一
般
廃
棄
物
の
輸
出
の
回
数
の
変
更
又
は
輸
出
す
る
当
該
一
般

廃
棄
物
の
数
量
の
上
限
の
変
更
で
あ
つ
て
、
当
該
上
限
に
つ
い
て
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
増
減
を
伴
う
も
の
に
限

る
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二
号
の
二
に
よ
る
届

出
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
当
該
確
認
の
年
月
日
及
び
確
認
番
号

三
　
変
更
の
内
容

四
　
変
更
の
理
由

５
　
分
析
試
験
の
用
に
供
す
る
一
般
廃
棄
物
（
そ
の
重
量
が
二
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
も
の
（
廃
ポ
リ
塩
化

ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
及
び
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
を

輸
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
一
項
各
号
（
同
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
処
分
を
行
う
た
め
の
施
設
の

処
理
能
力
、
処
理
方
式
並
び
に
構
造
及
び
設
備
の
概
要
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様

式
第
二
号
の
二
の
二
に
よ
る
届
出
書
及
び
第
三
項
各
号
（
同
項
第
四
号
、
第
五
号
（
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る

運
搬
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
六
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類
を
環
境
大

臣
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
報
告
）

第
六
条
の
二
十
八
　
法
第
十
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
確
認
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の
処
分
が
終
了
し

た
と
き
（
輸
出
の
一
括
確
認
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
個
別
の
輸
出
ご
と
に
当
該
輸
出
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の

処
分
が
終
了
し
た
と
き
）
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二
号
の
三
に
よ
る
報
告
書
を

環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
当
該
確
認
の
年
月
日
及
び
確
認
番
号

三
　
当
該
一
般
廃
棄
物
を
生
じ
た
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

四
　
当
該
一
般
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
一
般
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
又
は
水
銀
処
理
物
が
含
ま
れ
る
場

合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
及
び
性
状
並
び
に
輸
出
し
た
数
量
（
輸
出
の
一
括
確
認
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、

当
該
確
認
の
有
効
期
間
内
に
行
つ
た
一
般
廃
棄
物
の
個
別
の
輸
出
ご
と
の
輸
出
し
た
数
量
及
び
そ
の
合
計
）

五
　
当
該
一
般
廃
棄
物
を
輸
出
し
た
年
月
日
（
輸
出
の
一
括
確
認
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
確
認
の
有
効

期
間
内
に
行
つ
た
一
般
廃
棄
物
の
個
別
の
輸
出
ご
と
の
輸
出
し
た
年
月
日
）

六
　
当
該
一
般
廃
棄
物
の
処
分
が
終
了
し
た
年
月
日
（
輸
出
の
一
括
確
認
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
確
認

の
有
効
期
間
内
に
行
つ
た
一
般
廃
棄
物
の
個
別
の
輸
出
ご
と
の
当
該
輸
出
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の
処
分
が
終
了

し
た
年
月
日
）

２
　
前
項
の
報
告
書
に
は
、
当
該
一
般
廃
棄
物
の
処
分
が
終
了
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
輸
出
の
一
括
確
認
を
受

け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
確
認
の
有
効
期
間
内
に
行
つ
た
一
般
廃
棄
物
の
個
別
の
輸
出
ご
と
の
当
該
輸
出
に
係

る
一
般
廃
棄
物
の
処
分
が
終
了
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
一
般
廃
棄
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
者
（
次
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
及

び
環
境
大
臣
の
確
認
を
受
け
て
一
般
廃
棄
物
を
輸
出
し
た
者
は
、
当
該
輸
出
に
係
る
施
設
に
お
い
て
破
損
そ
の
他

の
事
故
が
発
生
し
、
当
該
輸
出
に
係
る
一
般
廃
棄
物
又
は
こ
れ
ら
の
処
理
に
伴
つ
て
生
じ
た
汚
水
若
し
く
は
気
体

が
飛
散
し
、
流
出
し
、
地
下
に
浸
透
し
、
又
は
発
散
し
た
こ
と
に
よ
り
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
、
又

は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
、
引
き
続
く
そ
の
支
障
の
除
去
又
は
発
生
の
防

止
の
た
め
の
応
急
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
速
や
か
に
そ
の
事
故
の
状
況
及
び
講
じ
た
措
置
の
概
要
を
環
境

大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
一
般
廃
棄
物
の
輸
出
の
確
認
を
要
し
な
い
者
）

第
七
条
　
法
第
十
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
者
は
、
自
ら
の
日
常
生
活
に
伴
つ
て
生
じ

た
ご
み
そ
の
他
の
一
般
廃
棄
物
を
携
帯
し
て
輸
出
す
る
者
と
す
る
。

２
　
法
第
十
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
国

二
　
都
道
府
県
警
察

三
　
本
邦
か
ら
外
国
ま
で
船
舶
又
は
航
空
機
の
航
行
を
行
う
者
（
当
該
航
行
に
伴
い
生
ず
る
一
般
廃
棄
物
を
輸
出

す
る
場
合
に
限
る
。
）

四
　
第
六
条
の
二
十
七
第
五
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
つ
て
、
同
項
で
定
め
る

届
出
書
及
び
同
条
第
三
項
各
号
（
同
項
第
四
号
、
第
五
号
（
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
運
搬
施
設
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
、
第
六
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
た
者

（
船
舶
を
用
い
て
行
う
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
に
係
る
基
準
）

第
七
条
の
二
　
令
第
六
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
令
第
三
条
第
一
号
ニ
の
規

定
に
よ
る
表
示
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
様
式
第
一
号
に

よ
り
船
橋
の
両
側
（
船
橋
の
な
い
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
両
げ
ん
）
に
鮮
明
に
表
示
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
次
項
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
事
業
者
（
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
と
み
な
さ
れ
る
者
（
特
定
家
庭
用
機
器
再

商
品
化
法
第
四
十
九
条
第
四
項
及
び
第
五
項
に
掲
げ
る
者
並
び
に
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法

律
第
百
二
十
二
条
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
を
含
み
、
法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
の

認
定
を
受
け
た
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
　
氏
名
又
は
名
称

二
　
市
町
村
又
は
都
道
府
県
　
市
町
村
又
は
都
道
府
県
の
名
称

三
　
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
（
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
と
み
な
さ
れ
る
者
を

除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
許
可
番
号

四
　
法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
　
名
称
及
び
認
定
番
号
（
二
以
上
の
都
道
府
県
知
事
か
ら
同

項
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
全
て
の
認
定
番
号
）

五
　
法
第
十
五
条
の
四
の
二
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
認
定
番
号

六
　
法
第
十
五
条
の
四
の
四
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
認
定
番
号

２
　
法
第
十
五
条
の
四
の
三
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
そ
の
委
託
を
受
け
て
当
該
認
定
に
係
る
処
理
を
行
う
者

を
含
む
。
）
に
係
る
令
第
六
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
令
第
三
条
第
一
号

ニ
の
規
定
に
よ
る
表
示
は
、
第
十
二
条
の
十
二
の
十
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
六
条
の
十
九
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
運
搬
船
の
外
側
に
見
や
す
い
よ
う
に
表
示
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
令
第
六
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
令
第
三
条
第
一
号
ニ
の
環
境
省
令
で

定
め
る
書
面
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
（
当
該
産
業
廃
棄
物

の
運
搬
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一
　
事
業
者
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

イ
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

ロ
　
運
搬
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類
及
び
数
量

ハ
　
運
搬
す
る
産
業
廃
棄
物
を
積
載
し
た
日
並
び
に
積
載
し
た
事
業
場
の
名
称
、
所
在
地
及
び
連
絡
先

ニ
　
運
搬
先
の
事
業
場
の
名
称
、
所
在
地
及
び
連
絡
先

二
　
市
町
村
又
は
都
道
府
県
　
当
該
市
町
村
又
は
都
道
府
県
が
そ
の
事
務
と
し
て
行
う
産
業
廃
棄
物
の
収
集
若
し

く
は
運
搬
の
用
に
供
す
る
船
舶
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

三
　
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
（
次
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
　
第
十
条
の
二
に
規
定
す
る
許
可

証
の
写
し
及
び
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
管
理
票
（
以
下
単
に
「
管
理
票
」
と
い

う
。
）

四
　
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
で
あ
つ
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
義
務
者
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
使
用

事
業
者
か
ら
そ
の
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
を
受
託
し
た
者
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
、
情
報
処
理
セ
ン
タ

ー
を
経
由
し
て
当
該
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
が
終
了
し
た
旨
を
報
告
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
者
に
限
る
。
）
　
第
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十
条
の
二
に
規
定
す
る
許
可
証
の
写
し
、
第
八
条
の
三
十
一
に
規
定
す
る
書
面
の
写
し
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の

を
い
う
。
た
だ
し
、
当
該
電
磁
的
記
録
を
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
す

る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
る
。
）

イ
　
運
搬
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類
及
び
数
量

ロ
　
当
該
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
を
委
託
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称

ハ
　
運
搬
す
る
産
業
廃
棄
物
を
積
載
し
た
日
並
び
に
積
載
し
た
事
業
場
の
名
称
及
び
連
絡
先

ニ
　
運
搬
先
の
事
業
場
の
名
称
及
び
連
絡
先

五
　
前
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
随
時
必
要
な
連
絡
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
設
備
又
は
器
具
（
以
下
「
連
絡
設

備
等
」
と
い
う
。
）
を
用
い
て
同
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
で
き
る
者
　
第
十
条
の
二
に
規
定

す
る
許
可
証
の
写
し
及
び
第
八
条
の
三
十
一
に
規
定
す
る
書
面
の
写
し

六
　
法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
　
第
八
条
の
三
十
八
の
九
に
規
定
す
る
認
定
証
（
二
以
上
の

都
道
府
県
知
事
か
ら
法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
全
て
の
認
定
証
）

の
写
し

七
　
法
第
十
五
条
の
四
の
二
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
　
令
第
七
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
五
条
の
七

に
規
定
す
る
認
定
証
の
写
し

八
　
法
第
十
五
条
の
四
の
三
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
　
令
第
七
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
五
条
の
九

に
規
定
す
る
認
定
証
の
写
し
並
び
に
運
搬
先
の
事
業
場
の
名
称
、
所
在
地
及
び
連
絡
先
を
記
載
し
た
書
面

九
　
法
第
十
五
条
の
四
の
四
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
　
令
第
七
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
五
条
の
十

一
に
規
定
す
る
認
定
証
の
写
し

十
　
法
第
二
十
一
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
第
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
廃
棄
物
の
運
搬
を
行

う
下
請
負
人
　
当
該
運
搬
が
同
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

（
運
搬
車
を
用
い
て
行
う
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
に
係
る
基
準
）

第
七
条
の
二
の
二
　
令
第
六
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
規
定
に
よ
る
表
示
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
車
体
の
両
側
面
に
鮮
明
に
表
示
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
次
項
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
事
業
者
　
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
の
用
に
供
す
る
運
搬
車
で
あ
る
旨
及
び
氏
名
又
は
名
称

二
　
市
町
村
又
は
都
道
府
県
　
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
の
用
に
供
す
る
運
搬
車
で
あ
る
旨
及
び
市
町
村
又

は
都
道
府
県
の
名
称

三
　
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
　
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
の
用
に
供
す
る
運
搬
車
で
あ
る
旨
、
氏
名
又

は
名
称
及
び
許
可
番
号
（
下
六
け
た
に
限
る
。
）

四
　
法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
　
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
の
用
に
供
す
る
運
搬
車
で

あ
る
旨
、
名
称
及
び
認
定
番
号
（
二
以
上
の
都
道
府
県
知
事
か
ら
同
項
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
全
て
の
認
定
番
号
）

五
　
法
第
十
五
条
の
四
の
二
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
　
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
の
用
に
供
す
る
運
搬

車
で
あ
る
旨
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
認
定
番
号

六
　
法
第
十
五
条
の
四
の
四
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
　
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
の
用
に
供
す
る
運
搬

車
で
あ
る
旨
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
認
定
番
号

２
　
法
第
十
五
条
の
四
の
三
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
そ
の
委
託
を
受
け
て
当
該
認
定
に
係
る
処
理
を
行
う
者

を
含
む
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
令
第
六
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
規
定
に
よ
る
表
示
は
、
第
十
二
条

の
十
二
の
十
三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
六
条
の
十
九
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
運
搬
車
の

外
側
に
見
や
す
い
よ
う
に
表
示
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
識
別
し
や
す
い
色
の
文
字
で
表
示
す
る
も
の
と
し
、
産
業
廃
棄
物

の
収
集
又
は
運
搬
の
用
に
供
す
る
運
搬
車
で
あ
る
旨
に
つ
い
て
は
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
百
四

十
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
、
そ
れ
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す

る
九
十
ポ
イ
ン
ト
以
上
（
た
だ
し
、
第
一
項
第
四
号
の
名
称
及
び
認
定
番
号
を
表
示
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
九
十

ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
表
示
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
）
の
大
き
さ
の
文

字
及
び
数
字
を
用
い
て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
令
第
六
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
書
面
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
船
舶
」
と
あ
る
の
は
「
運
搬
車
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
）

第
七
条
の
二
の
三
　
令
第
六
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
石
綿
が
含
ま
れ
て
い
る
産
業

廃
棄
物
は
、
工
作
物
の
新
築
、
改
築
又
は
除
去
に
伴
つ
て
生
じ
た
産
業
廃
棄
物
で
あ
つ
て
、
石
綿
を
そ
の
重
量
の

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る
も
の
（
廃
石
綿
等
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
）

第
七
条
の
二
の
四
　
令
第
六
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
水
銀
又
は
そ
の
化
合
物
が
使
用
さ
れ
て
い
る
製
品
が
産
業
廃
棄

物
と
な
つ
た
も
の
で
あ
つ
て
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
が
産
業
廃
棄
物
と
な
つ
た
も
の
と

す
る
。

一
　
新
用
途
水
銀
使
用
製
品
の
製
造
等
に
関
す
る
命
令
（
平
成
二
十
七
年
内
閣
府
・
総
務
省
・
財
務
省
・
文
部
科

学
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
二
号
）
第
二
条
第
一
号
又

は
第
三
号
に
該
当
す
る
水
銀
使
用
製
品
で
あ
つ
て
別
表
第
四
に
掲
げ
る
も
の

二
　
前
号
に
掲
げ
る
水
銀
使
用
製
品
を
材
料
又
は
部
品
と
し
て
用
い
て
製
造
さ
れ
る
水
銀
使
用
製
品
（
別
表
第
四

下
欄
に×

印
の
あ
る
も
の
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
水
銀
又
は
そ
の
化
合
物
の
使
用
に
関
す
る
表
示
が
さ
れ
て
い
る
水
銀
使
用

製
品

（
産
業
廃
棄
物
の
積
替
え
の
た
め
の
保
管
の
場
所
に
係
る
掲
示
板
）

第
七
条
の
三
　
令
第
六
条
第
一
項
第
一
号
ホ
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
令
第
三
条
第
一
号
リ

（
１
）
（
ロ
）
の
規
定
に
よ
る
掲
示
板
は
、
第
一
条
の
五
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
令
第
六
条
第
一
項
第
一
号
ホ

の
規
定
に
よ
り
当
該
保
管
の
場
所
に
お
い
て
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
産
業
廃
棄
物
の
数
量
（
以
下
「
積
替
え
の

た
め
の
保
管
上
限
」
と
い
う
。
）
を
表
示
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条
の

五
第
一
号
中
「
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
又
は
水
銀
処
理
物
」
と
あ
る
の
は
、
「
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使

用
製
品
産
業
廃
棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
産
業
廃
棄
物
の
積
替
え
の
た
め
の
保
管
上
限
に
関
す
る
適
用
除
外
）

第
七
条
の
四
　
令
第
六
条
第
一
項
第
一
号
ホ
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
船
舶
を
用
い
て
産
業
廃
棄
物
を
運
搬
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る
当
該
船
舶
の
積
載
量

が
、
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る
積
替
え
の
た
め
の
保
管
上
限
を
上
回
る
と
き

二
　
使
用
済
自
動
車
等
を
保
管
す
る
場
合

（
産
業
廃
棄
物
の
処
分
等
の
た
め
の
保
管
の
場
所
に
係
る
掲
示
板
）

第
七
条
の
五
　
令
第
六
条
第
一
項
第
二
号
ロ
（
１
）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
令
第
三
条
第
一

号
リ
（
１
）
（
ロ
）
の
規
定
に
よ
る
掲
示
板
は
、
第
一
条
の
五
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
令
第
六
条
第
一
項
第

二
号
ロ
（
３
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
保
管
の
場
所
に
お
い
て
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
産
業
廃
棄
物
の
数
量
（
以

下
「
処
分
等
の
た
め
の
保
管
上
限
」
と
い
う
。
）
を
表
示
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
一
条
の
五
第
一
号
中
「
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
又
は
水
銀
処
理
物
」
と
あ
る
の
は
、
「
石
綿
含
有
産
業
廃

棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
産
業
廃
棄
物
の
処
分
等
に
当
た
つ
て
の
保
管
期
間
）

第
七
条
の
六
　
令
第
六
条
第
一
項
第
二
号
ロ
（
２
）
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
当
該
産
業
廃
棄
物
の
処
理
施

設
に
お
い
て
、
適
正
な
処
分
又
は
再
生
を
行
う
た
め
に
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
期
間
と
す
る
。

（
令
第
六
条
第
一
項
第
二
号
ロ
（
３
）
の
環
境
省
令
で
定
め
る
一
般
廃
棄
物
）

第
七
条
の
七
　
令
第
六
条
第
一
項
第
二
号
ロ
（
３
）
の
環
境
省
令
で
定
め
る
一
般
廃
棄
物
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

産
業
廃
棄
物
の
処
理
施
設
の
種
類
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
一
般
廃
棄
物
（
当
該
産
業
廃
棄
物
の
処
理
施
設

に
お
い
て
処
理
で
き
る
産
業
廃
棄
物
と
同
一
の
種
類
の
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一
　
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
破
砕
施
設
　
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
（
特
定
家
庭
用
機
器
、
小
型
電
子
機
器
等
（
使
用

済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
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項
に
規
定
す
る
小
型
電
子
機
器
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
金
属
、
ガ
ラ
ス
又
は
陶
磁
器
が
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
と
一
体
と
な
つ
た
も
の
が
一
般
廃
棄
物
と
な
つ
た
も
の
を
含
む
も
の
と
し
、
他
の
一
般
廃
棄
物
と
分
別
し

て
収
集
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

二
　
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
焼
却
施
設
　
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

三
　
令
第
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
の
破
砕
施
設
　
木
く
ず
（
他
の
一
般
廃
棄
物
と
分
別
し
て
収
集
さ
れ
た

も
の
に
限
る
。
）

四
　
令
第
二
条
第
九
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
の
破
砕
施
設
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
破
片
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
不
要
物

（
他
の
一
般
廃
棄
物
と
分
別
し
て
収
集
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

五
　
令
第
二
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
の
二
ま
で
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
の
焼
却
施
設
　
紙
く
ず
、
木
く

ず
、
繊
維
く
ず
、
動
物
若
し
く
は
植
物
に
係
る
固
形
状
の
不
要
物
又
は
動
物
の
死
体
（
他
の
一
般
廃
棄
物
と
分

別
し
て
収
集
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

六
　
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
の
溶
融
施
設
　
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
（
他
の
一
般
廃
棄
物
と
分
別
し
て
収
集
さ
れ

た
も
の
に
限
る
。
）

（
令
第
六
条
第
一
項
第
二
号
ロ
（
３
）
の
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
及
び
数
量
）

第
七
条
の
八
　
令
第
六
条
第
一
項
第
二
号
ロ
（
３
）
の
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
及
び
数
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一
　
処
理
施
設
に
船
舶
を
用
い
て
産
業
廃
棄
物
を
運
搬
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る
当
該
船

舶
の
積
載
量
が
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る
処
分
等
の
た
め
の
保
管
上
限
（
以
下
「
基
本
数
量
」
と
い
う
。
）
を

超
え
る
と
き
は
、
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る
当
該
船
舶
の
積
載
量
と
基
本
数
量
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

量
と
を
合
算
し
た
数
量
と
す
る
。

二
　
処
理
施
設
の
定
期
的
な
点
検
又
は
修
理
（
実
施
時
期
及
び
期
間
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
、
か
つ
、
そ
の
期

間
が
七
日
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
定
期
点
検
等
」
と
い
う
。
）
の
期
間
中
に
産
業
廃
棄
物
を
保
管
す

る
場
合
は
、
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る
処
理
施
設
の
一
日
当
た
り
の
処
理
能
力
に
相
当
す
る
数
量
に
定
期
点
検

等
の
開
始
の
日
か
ら
経
過
し
た
日
数
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
基
本
数
量
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
を

合
算
し
た
数
量
と
す
る
。

三
　
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
処
理
施
設
に
お
い
て
、
令
第
六
条
の
十
一
第
二
号
に
掲
げ
る
者
（
以
下
「
優
良
産
業

廃
棄
物
処
分
業
者
」
と
い
う
。
）
が
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
を
処
分
又
は
再
生
の
た
め
に
保
管
す
る
場
合
は
、

当
該
施
設
の
一
日
当
た
り
の
処
理
能
力
に
相
当
す
る
数
量
に
二
十
八
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
数
量
と
す
る
。

四
　
建
設
業
に
係
る
産
業
廃
棄
物
（
工
作
物
の
新
築
、
改
築
若
し
く
は
除
去
に
伴
つ
て
生
じ
た
木
く
ず
、
コ
ン
ク

リ
ー
ト
の
破
片
（
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
を
除
く
。
）
又
は
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
破
片
で
あ
つ

て
、
分
別
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
再
生
を
行
う
処
理
施
設
に
お
い
て
、
当
該
産

業
廃
棄
物
を
再
生
の
た
め
に
保
管
す
る
場
合
は
、
当
該
処
理
施
設
の
一
日
当
た
り
の
処
理
能
力
に
相
当
す
る
数

量
に
二
十
八
（
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
破
片
に
あ
つ
て
は
、
七
十
）
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
数
量
と

す
る
。

五
　
廃
タ
イ
ヤ
の
処
理
施
設
が
豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
二
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
く
豪
雪
地
帯
指
定
区
域
内
に
あ
り
、
当
該
処
理
施
設
に
お
い
て
廃
タ
イ
ヤ
を
十
一
月
か
ら
翌

年
三
月
ま
で
の
間
保
管
す
る
場
合
は
、
当
該
処
理
施
設
の
一
日
当
た
り
の
処
理
能
力
に
相
当
す
る
数
量
に
六
十

を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
数
量
と
す
る
。

六
　
使
用
済
自
動
車
等
を
保
管
す
る
場
合
は
、
当
該
保
管
の
場
所
に
令
第
六
条
第
一
項
第
二
号
ロ
（
１
）
の
規
定

に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
令
第
三
条
第
一
号
リ
（
２
）
（
ロ
）
に
規
定
す
る
高
さ
を
超
え
な
い
限

り
に
お
い
て
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
数
量
と
す
る
。

七
　
汚
泥
（
令
第
六
条
第
三
号
ト
に
規
定
す
る
有
機
性
の
汚
泥
を
除
く
。
）
、
安
定
型
産
業
廃
棄
物
（
令
第
六
条
第

一
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
安
定
型
産
業
廃
棄
物
を
い
い
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
建

設
業
に
係
る
産
業
廃
棄
物
を
除
く
。
）
、
鉱
さ
い
又
は
ば
い
じ
ん
の
処
分
又
は
再
生
を
行
う
処
理
施
設
に
お
い

て
、
事
業
者
（
自
ら
が
そ
の
産
業
廃
棄
物
の
処
分
又
は
再
生
を
行
う
者
に
限
る
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

又
は
優
良
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
が
、
こ
れ
ら
の
廃
棄
物
を
処
分
又
は
再
生
の
た
め
に
保
管
す
る
場
合
で
あ
つ

て
、
そ
の
保
管
が
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年

法
律
第
三
十
一
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
当
該
処
理
施
設
の
運
転
の
停
止
そ
の
他
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
に
起
因
す

る
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
行
う
保
管
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
施
設
の
一
日
当
た
り
の
処
理
能
力
に
相
当
す

る
数
量
に
三
十
五
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
数
量
と
す
る
。

２
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
定
期
点
検
等
が
終
了
し
た
日
に
保
管
さ
れ
て
い
た
当
該
産
業
廃

棄
物
の
数
量
が
基
本
数
量
を
超
え
て
い
た
と
き
に
お
け
る
当
該
保
管
す
る
産
業
廃
棄
物
の
数
量
に
つ
い
て
は
、
当

該
定
期
点
検
等
が
終
了
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
間
に
限
り
、
当
該
現
に
保
管
さ
れ
て
い
た
数
量
を

超
え
な
い
数
量
と
す
る
。

３
　
事
業
者
又
は
優
良
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
が
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
に
よ
る
当
該
処
理
施
設
の
運
転
の
停

止
そ
の
他
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
に
起
因
す
る
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
行
う
保
管
に
係
る
第
一
項
第
四

号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
二
十
八
（
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
破
片
に
あ
つ
て
は
七

十
）
」
と
あ
る
の
は
「
四
十
九
（
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
破
片
に
あ
つ
て
は
九
十
一
）
」
と
す
る
。

（
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
）

第
七
条
の
八
の
二
　
令
第
六
条
第
一
項
第
二
号
ホ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
も
の
（
廃
水
銀
等
又
は
令
第
二
条
の
四
第
五
号
ヘ
、
チ
（
１
）
若
し
く
は
ル
（
１
）
に
掲
げ
る

廃
棄
物
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一
　
ば
い
じ
ん
、
燃
え
殻
、
汚
泥
又
は
鉱
さ
い
　
水
銀
（
水
銀
化
合
物
に
含
ま
れ
る
水
銀
を
含
む
。
以
下
こ
の

条
、
次
条
及
び
第
八
条
の
十
の
三
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
当
該
ば
い
じ
ん
、
燃
え
殻
、
汚
泥
又
は
鉱
さ
い

一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
十
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
を
超
え
て
含
有
す
る
も
の

二
　
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
　
水
銀
を
当
該
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
十
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
を
超

え
て
含
有
す
る
も
の

（
水
銀
等
の
割
合
が
相
当
の
割
合
以
上
で
あ
る
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
及
び
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
）

第
七
条
の
八
の
三
　
令
第
六
条
第
一
項
第
二
号
ホ
（
２
）
の
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
の
う
ち
、
別
表
第
五
に
掲
げ
る
も
の
が
産
業
廃
棄
物
と
な
つ
た
も
の

二
　
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
水
銀
含
有
ば
い
じ

ん
等

イ
　
ば
い
じ
ん
、
燃
え
殻
、
汚
泥
又
は
鉱
さ
い
　
水
銀
を
当
該
ば
い
じ
ん
、
燃
え
殻
、
汚
泥
又
は
鉱
さ
い
一
キ

ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
千
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上
含
有
す
る
も
の

ロ
　
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
　
水
銀
を
当
該
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
千
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上

含
有
す
る
も
の

（
令
第
六
条
第
一
項
第
三
号
ホ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
七
条
の
九
　
令
第
六
条
第
一
項
第
三
号
ホ
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
令
第
三
条
第
三
号
ロ
の

環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
公
共
の
水
域
及
び
地
下
水
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
産

業
廃
棄
物
の
み
の
埋
立
処
分
（
安
定
型
産
業
廃
棄
物
（
令
第
六
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
安
定
型
産
業
廃

棄
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
み
の
埋
立
処
分
に
あ
つ
て
は
、
埋
立
地
か
ら
の
浸
透
水
（
安
定
型
産
業
廃
棄
物

の
層
を
通
過
し
た
雨
水
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
水
質
が
、

終
処
分
基
準
省
令
別
表
第
二
の
上

欄
に
掲
げ
る
項
目
ご
と
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
及
び
生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
が

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
二
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
又
は
化
学
的
酸
素
要
求
量
が
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
四
十

ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
埋
立
地
に
お
い
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
場
合
と
す
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
浸
透
水
の
水
質
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る

頻
度
で
検
査
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
　

終
処
分
基
準
省
令
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
　
一
年
に
一
回
以
上

二
　
生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
又
は
化
学
的
酸
素
要
求
量
　
一
月
に
一
回
（
埋
立
処
分
が
終
了
し
た
埋
立
地
に
お

い
て
は
、
三
月
に
一
回
）
以
上

（
産
業
廃
棄
物
保
管
基
準
）

第
八
条
　
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
保
管
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
保
管
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
場
所
で
行
う
こ
と
。
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イ
　
周
囲
に
囲
い
（
保
管
す
る
産
業
廃
棄
物
の
荷
重
が
直
接
当
該
囲
い
に
か
か
る
構
造
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
荷
重
に
対
し
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
見
や
す
い
箇
所
に
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
た
掲
示
板
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
縦
及
び
横
そ
れ
ぞ
れ
六
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（イ）
　
産
業
廃
棄
物
の
保
管
の
場
所
で
あ
る
旨

（ロ）
　
保
管
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産

業
廃
棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）

（ハ）
　
保
管
の
場
所
の
管
理
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
連
絡
先

（ニ）
　
屋
外
に
お
い
て
産
業
廃
棄
物
を
容
器
を
用
い
ず
に
保
管
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
号
ロ
に
規
定
す

る
高
さ
の
う
ち

高
の
も
の

二
　
保
管
の
場
所
か
ら
産
業
廃
棄
物
が
飛
散
し
、
流
出
し
、
及
び
地
下
に
浸
透
し
、
並
び
に
悪
臭
が
発
散
し
な
い

よ
う
に
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ
　
産
業
廃
棄
物
の
保
管
に
伴
い
汚
水
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
汚
水
に
よ
る
公
共

の
水
域
及
び
地
下
水
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
排
水
溝
そ
の
他
の
設
備
を
設
け
る
と
と
も
に
、
底

面
を
不
浸
透
性
の
材
料
で
覆
う
こ
と
。

ロ
　
屋
外
に
お
い
て
産
業
廃
棄
物
を
容
器
を
用
い
ず
に
保
管
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
積
み
上
げ
ら
れ
た
産
業

廃
棄
物
の
高
さ
が
、
保
管
の
場
所
の
各
部
分
に
つ
い
て
次
の
（
１
）
及
び
（
２
）
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、

当
該
（
１
）
及
び
（
２
）
に
定
め
る
高
さ
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

（１）
　
保
管
の
場
所
の
囲
い
に
保
管
す
る
産
業
廃
棄
物
の
荷
重
が
直
接
か
か
る
構
造
で
あ
る
部
分
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
直
接
負
荷
部
分
」
と
い
う
。
）
が
な
い
場
合
　
当
該
保
管
の
場
所
の
任
意
の
点
ご
と
に
、

地
盤
面
か
ら
、
当
該
点
を
通
る
鉛
直
線
と
当
該
保
管
の
場
所
の
囲
い
の
下
端
（
当
該
下
端
が
地
盤
面
に
接

し
て
い
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
下
端
を
鉛
直
方
向
に
延
長
し
た
面
と
地
盤
面
と
の
交
線
）
を
通
り

水
平
面
に
対
し
上
方
に
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の

こ
う勾

配
を
有
す
る
面
と
の
交
点
（
当
該
点
が
二
以
上
あ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、

も
地
盤
面
に
近
い
も
の
）
ま
で
の
高
さ

（２）
　
保
管
の
場
所
の
囲
い
に
直
接
負
荷
部
分
が
あ
る
場
合
　
次
の
（
イ
）
及
び
（
ロ
）
に
掲
げ
る
部
分
に
応

じ
、
当
該
（
イ
）
及
び
（
ロ
）
に
定
め
る
高
さ

（イ）
　
直
接
負
荷
部
分
の
上
端
か
ら
下
方
に
垂
直
距
離
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
線
（
直
接
負
荷
部
分
に
係

る
囲
い
の
高
さ
が
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
下
端
）
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
基
準
線
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
保
管
の
場
所
の
側
に
水
平
距
離
二
メ
ー
ト
ル
以
内
の

部
分
　
当
該
二
メ
ー
ト
ル
以
内
の
部
分
の
任
意
の
点
ご
と
に
、
次
の
（
ｉ
）
に
規
定
す
る
高
さ
（
当
該

保
管
の
場
所
の
囲
い
に
直
接
負
荷
部
分
で
な
い
部
分
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
（
ｉ
）
又
は
（
ｉ
ｉ
）

に
規
定
す
る
高
さ
の
う
ち
い
ず
れ
か
低
い
も
の
）

（ｉ）
　
地
盤
面
か
ら
、
当
該
点
を
通
る
鉛
直
線
と
当
該
鉛
直
線
へ
の
水
平
距
離
が

も
小
さ
い
基
準
線
を

通
る
水
平
面
と
の
交
点
ま
で
の
高
さ

（ｉｉ）
　
（
１
）
に
規
定
す
る
高
さ

（ロ）
　
基
準
線
か
ら
当
該
保
管
の
場
所
の
側
に
水
平
距
離
二
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
部
分
　
当
該
二
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
部
分
内
の
任
意
の
点
ご
と
に
、
次
の
（
ｉ
）
に
規
定
す
る
高
さ
（
当
該
保
管
の
場
所
の
囲
い

に
直
接
負
荷
部
分
で
な
い
部
分
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
（
ｉ
）
又
は
（
ｉ
ｉ
）
に
規
定
す
る
高
さ

の
う
ち
い
ず
れ
か
低
い
も
の
）

（ｉ）
　
当
該
点
か
ら
、
当
該
点
を
通
る
鉛
直
線
と
、
基
準
線
か
ら
当
該
保
管
の
場
所
の
側
に
水
平
距
離
二

メ
ー
ト
ル
の
線
を
通
り
水
平
面
に
対
し
上
方
に
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の

こ
う勾

配
を
有
す
る
面
と
の
交
点

（
当
該
交
点
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

も
地
盤
面
に
近
い
も
の
）
ま
で
の
高
さ

（ｉｉ）
　
（
１
）
に
規
定
す
る
高
さ

ハ
　
そ
の
他
必
要
な
措
置

三
　
保
管
の
場
所
に
は
、
ね
ず
み
が
生
息
し
、
及
び
蚊
、
は
え
そ
の
他
の
害
虫
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ

と
。

四
　
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ
　
保
管
の
場
所
に
は
、
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
が
そ
の
他
の
物
と
混
合
す
る
お
そ
れ
の
な
い
よ
う
に
、
仕
切

り
を
設
け
る
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ロ
　
覆
い
を
設
け
る
こ
と
、
梱
包
す
る
こ
と
等
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
の
飛
散
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。

五
　
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
に
あ
つ
て
は
、
保
管
の
場
所
に
は
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
が
そ
の
他
の

物
と
混
合
す
る
お
そ
れ
の
な
い
よ
う
に
、
仕
切
り
を
設
け
る
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
産
業
廃
棄
物
の
保
管
の
届
出
の
対
象
と
な
る
産
業
廃
棄
物
）

第
八
条
の
二
　
法
第
十
二
条
第
三
項
前
段
の
環
境
省
令
で
定
め
る
産
業
廃
棄
物
は
、
建
設
工
事
（
法
第
二
十
一
条
の

三
第
一
項
に
規
定
す
る
建
設
工
事
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
伴
い
生
ず
る
産
業
廃
棄
物
と
す
る
。

（
産
業
廃
棄
物
の
保
管
の
届
出
の
対
象
と
な
る
保
管
）

第
八
条
の
二
の
二
　
法
第
十
二
条
第
三
項
前
段
の
環
境
省
令
で
定
め
る
保
管
は
、
当
該
保
管
の
用
に
供
さ
れ
る
場
所

の
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
保
管
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に

も
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
六
項
の
許
可
に
係
る
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
施
設
（
保
管
の
場
所
を
含
む
。
）

に
お
い
て
行
わ
れ
る
保
管

二
　
法
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
行
わ
れ
る
保
管

三
　
法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
行
う
当
該
認
定
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
保
管

四
　
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十

五
号
）
第
八
条
第
一
項
（
同
法
第
十
五
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

届
出
に
係
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
保
管

（
事
前
の
届
出
を
要
し
な
い
場
合
）

第
八
条
の
二
の
三
　
法
第
十
二
条
第
三
項
前
段
の
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
非
常
災
害
の
た
め
に
必
要
な
応
急

措
置
と
し
て
行
う
場
合
と
す
る
。

（
産
業
廃
棄
物
の
保
管
の
届
出
）

第
八
条
の
二
の
四
　
法
第
十
二
条
第
三
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二

号
の
四
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
保
管
の
場
所
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
所
在
地

ロ
　
面
積

ハ
　
保
管
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

ニ
　
積
替
え
の
た
め
の
保
管
上
限
又
は
処
分
等
の
た
め
の
保
管
上
限

ホ
　
屋
外
に
お
い
て
産
業
廃
棄
物
を
容
器
を
用
い
ず
に
保
管
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
第
一
条
の

六
の
規
定
の
例
に
よ
る
高
さ
の
う
ち

高
の
も
の

三
　
保
管
の
開
始
年
月
日

２
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
保
管
の
場
所
を
使
用
す
る
権
原
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

二
　
保
管
の
場
所
の
平
面
図
及
び
付
近
の
見
取
図

（
保
管
に
係
る
変
更
の
届
出
）

第
八
条
の
二
の
五
　
法
第
十
二
条
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二

号
の
五
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
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一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
変
更
の
内
容

三
　
変
更
の
理
由

四
　
変
更
予
定
年
月
日

２
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
前
条
第
一
項
第
二
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合
に
は
、
届
出
を
し

よ
う
と
す
る
者
が
変
更
後
の
保
管
の
場
所
を
使
用
す
る
権
原
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
並
び
に
当
該
場
所
の

平
面
図
及
び
付
近
の
見
取
図
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
保
管
の
廃
止
の
届
出
）

第
八
条
の
二
の
六
　
法
第
十
二
条
第
三
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
事
業
者
は
、
当
該
届
出
に
係
る
保
管
を

や
め
た
と
き
は
、
当
該
保
管
を
や
め
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
様
式
第
二
号
の
六
に
よ
る
届
出
書
を
都
道
府
県

知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
非
常
災
害
の
た
め
に
必
要
な
応
急
措
置
と
し
て
産
業
廃
棄
物
の
保
管
を
行
つ
た
事
業
者
の
届
出
）

第
八
条
の
二
の
七
　
法
第
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二
号
の

四
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
保
管
の
場
所
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
所
在
地

ロ
　
面
積

ハ
　
保
管
し
た
産
業
廃
棄
物
の
種
類

ニ
　
積
替
え
の
た
め
の
保
管
上
限
又
は
処
分
等
の
た
め
の
保
管
上
限

ホ
　
屋
外
に
お
い
て
産
業
廃
棄
物
を
容
器
を
用
い
ず
に
保
管
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
第
一
条
の

六
の
規
定
の
例
に
よ
る
高
さ
の
う
ち

高
の
も
の

三
　
保
管
の
開
始
年
月
日

２
　
第
八
条
の
二
の
四
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
を
委
託
で
き
る
者
）

第
八
条
の
二
の
八
　
法
第
十
二
条
第
五
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
を
委
託
で
き
る
者
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

一
　
市
町
村
又
は
都
道
府
県
（
法
第
十
一
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬

を
そ
の
事
務
と
し
て
行
う
場
合
に
限
る
。
）

二
　
専
ら
再
生
利
用
の
目
的
と
な
る
産
業
廃
棄
物
の
み
の
収
集
又
は
運
搬
を
業
と
し
て
行
う
者

三
　
第
九
条
各
号
に
掲
げ
る
者

四
　
法
第
十
五
条
の
四
の
二
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
当
該
認
定
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
当
該
認
定
に
係
る

運
搬
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

五
　
法
第
十
五
条
の
四
の
三
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
当
該
認
定
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
当
該
認
定
に
係
る

運
搬
を
行
う
場
合
に
限
る
も
の
と
し
、
そ
の
委
託
を
受
け
て
当
該
認
定
に
係
る
運
搬
を
業
と
し
て
行
う
者
（
同

条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
を
含
む
。
）

六
　
法
第
十
五
条
の
四
の
四
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
当
該
認
定
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
当
該
認
定
に
係
る

運
搬
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

（
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
委
託
で
き
る
者
）

第
八
条
の
三
　
法
第
十
二
条
第
五
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
委
託
で
き
る
者
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一
　
市
町
村
又
は
都
道
府
県
（
法
第
十
一
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
そ
の
事

務
と
し
て
行
う
場
合
に
限
る
。
）

二
　
専
ら
再
生
利
用
の
目
的
と
な
る
産
業
廃
棄
物
の
み
の
処
分
を
業
と
し
て
行
う
者

三
　
第
十
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者

四
　
法
第
十
五
条
の
四
の
二
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
当
該
認
定
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
当
該
認
定
に
係
る

処
分
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

五
　
法
第
十
五
条
の
四
の
三
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
当
該
認
定
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
当
該
認
定
に
係
る

処
分
を
行
う
場
合
に
限
る
も
の
と
し
、
そ
の
委
託
を
受
け
て
当
該
認
定
に
係
る
処
分
を
業
と
し
て
行
う
者
（
同

条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
を
含
む
。
）

六
　
法
第
十
五
条
の
四
の
四
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
当
該
認
定
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
当
該
認
定
に
係
る

処
分
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

（
輸
入
さ
れ
た
廃
棄
物
の
適
正
な
処
分
又
は
再
生
が
困
難
で
あ
る
旨
の
確
認
の
申
請
）

第
八
条
の
三
の
二
　
令
第
六
条
の
二
第
三
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二
号
の
七
に
よ
る
申
請
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
当
該
廃
棄
物
に
係
る
法
第
十
五
条
の
四
の
五
第
一
項
の
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

三
　
当
該
廃
棄
物
の
国
内
に
お
け
る
処
分
又
は
再
生
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ

て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
並
び
に
当
該
者
が
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者

で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
許
可
番
号

四
　
当
該
廃
棄
物
の
国
内
に
お
け
る
処
分
又
は
再
生
を
行
う
た
め
の
施
設
の
種
類
及
び
設
置
場
所
並
び
に
当
該
施

設
が
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
施
設
に
つ
い
て
の
法
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る

許
可
番
号

五
　
当
該
廃
棄
物
の
適
正
な
処
分
又
は
再
生
が
困
難
と
な
つ
た
理
由

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
廃
棄
物
の
国
内
に
お
け
る
処
分
又
は
再
生
を
行
う
者
が
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
又
は
特
別
管
理
産
業
廃

棄
物
処
分
業
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
十
条
の
六
又
は
第
十
条
の
十
八
に
規
定
す
る
許
可
証
の
写
し

二
　
当
該
廃
棄
物
の
国
内
に
お
け
る
処
分
又
は
再
生
を
行
う
た
め
の
施
設
が
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
場
合

に
は
、
当
該
施
設
に
つ
い
て
の
法
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
第
十
二
条
の
五
に
規
定
す
る
許
可
証
の

写
し

（
委
託
契
約
書
に
添
付
す
べ
き
書
面
）

第
八
条
の
四
　
令
第
六
条
の
二
第
四
号
（
令
第
六
条
の
十
二
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

場
合
を
含
む
。
）
の
環
境
省
令
で
定
め
る
書
面
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
委
託
契
約
書
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
に
係
る
委
託
契
約
書
　
第
十
条
の
二
に
規
定
す
る
許
可
証
の
写
し
、
令
第
七
条
の
六
に

お
い
て
準
用
す
る
令
第
五
条
の
七
に
規
定
す
る
認
定
証
の
写
し
、
令
第
七
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
五

条
の
九
に
規
定
す
る
認
定
証
の
写
し
、
令
第
七
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
五
条
の
十
一
に
規
定
す
る
認

定
証
の
写
し
そ
の
他
の
受
託
者
が
他
人
の
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
つ
て

委
託
し
よ
う
と
す
る
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
が
そ
の
事
業
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

二
　
産
業
廃
棄
物
の
処
分
又
は
再
生
に
係
る
委
託
契
約
書
　
第
十
条
の
六
に
規
定
す
る
許
可
証
の
写
し
、
令
第
七

条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
五
条
の
七
に
規
定
す
る
認
定
証
の
写
し
、
令
第
七
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す

る
令
第
五
条
の
九
に
規
定
す
る
認
定
証
の
写
し
、
令
第
七
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
五
条
の
十
一
に
規

定
す
る
認
定
証
の
写
し
そ
の
他
の
受
託
者
が
他
人
の
産
業
廃
棄
物
の
処
分
又
は
再
生
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
が

で
き
る
者
で
あ
つ
て
委
託
し
よ
う
と
す
る
産
業
廃
棄
物
の
処
分
又
は
再
生
が
そ
の
事
業
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

（
委
託
契
約
に
含
ま
れ
る
べ
き
事
項
）

第
八
条
の
四
の
二
　
令
第
六
条
の
二
第
四
号
ヘ
（
令
第
六
条
の
十
二
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
委
託
契
約
の
有
効
期
間

二
　
委
託
者
が
受
託
者
に
支
払
う
料
金

三
　
受
託
者
が
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
又
は
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
許
可
を
受
け
た
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ

の
事
業
の
範
囲
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四
　
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
に
係
る
委
託
契
約
に
あ
つ
て
は
、
受
託
者
が
当
該
委
託
契
約
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
積

替
え
又
は
保
管
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
積
替
え
又
は
保
管
を
行
う
場
所
の
所
在
地
並
び
に
当
該
場
所
に
お
い

て
保
管
で
き
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類
及
び
当
該
場
所
に
係
る
積
替
え
の
た
め
の
保
管
上
限

五
　
前
号
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
委
託
契
約
に
係
る
産
業
廃
棄
物
が
安
定
型
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
と
き
は
、
当

該
積
替
え
又
は
保
管
を
行
う
場
所
に
お
い
て
他
の
廃
棄
物
と
混
合
す
る
こ
と
の
許
否
等
に
関
す
る
事
項

六
　
委
託
者
の
有
す
る
委
託
し
た
産
業
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
た
め
に
必
要
な
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る

情
報

イ
　
当
該
産
業
廃
棄
物
の
性
状
及
び
荷
姿
に
関
す
る
事
項

ロ
　
通
常
の
保
管
状
況
の
下
で
の
腐
敗
、
揮
発
等
当
該
産
業
廃
棄
物
の
性
状
の
変
化
に
関
す
る
事
項

ハ
　
他
の
廃
棄
物
と
の
混
合
等
に
よ
り
生
ず
る
支
障
に
関
す
る
事
項

ニ
　
当
該
産
業
廃
棄
物
が
次
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
で
あ
つ
て
、
日
本
産
業
規
格
Ｃ
〇
九
五
〇
号
に
規
定
す
る

含
有
マ
ー
ク
が
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
含
有
マ
ー
ク
の
表
示
に
関
す
る
事
項

（１）
　
廃
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

（２）
　
廃
ユ
ニ
ッ
ト
形
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー

（３）
　
廃
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機

（４）
　
廃
電
子
レ
ン
ジ

（５）
　
廃
衣
類
乾
燥
機

（６）
　
廃
電
気
冷
蔵
庫

（７）
　
廃
電
気
洗
濯
機

ホ
　
委
託
す
る
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ

ん
等
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨

ヘ
　
そ
の
他
当
該
産
業
廃
棄
物
を
取
り
扱
う
際
に
注
意
す
べ
き
事
項

七
　
委
託
契
約
の
有
効
期
間
中
に
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る
前
号
の
情
報
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
の
当
該
情
報
の

伝
達
方
法
に
関
す
る
事
項

八
　
受
託
業
務
終
了
時
の
受
託
者
の
委
託
者
へ
の
報
告
に
関
す
る
事
項

九
　
委
託
契
約
を
解
除
し
た
場
合
の
処
理
さ
れ
な
い
産
業
廃
棄
物
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項

（
委
託
契
約
書
の
保
存
期
間
）

第
八
条
の
四
の
三
　
令
第
六
条
の
二
第
五
号
（
令
第
六
条
の
十
二
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

（
承
諾
に
係
る
書
面
の
写
し
の
保
存
期
間
）

第
八
条
の
四
の
四
　
令
第
六
条
の
二
第
六
号
（
令
第
六
条
の
六
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

る
場
合
を
含
む
。
）
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

（
多
量
排
出
事
業
者
の
産
業
廃
棄
物
処
理
計
画
）

第
八
条
の
四
の
五
　
法
第
十
二
条
第
九
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第

二
号
の
八
に
よ
る
計
画
書
を
当
該
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
計
画
期
間

三
　
当
該
事
業
場
に
お
い
て
現
に
行
つ
て
い
る
事
業
に
関
す
る
事
項

四
　
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
管
理
体
制
に
関
す
る
事
項

五
　
産
業
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
に
関
す
る
事
項

六
　
産
業
廃
棄
物
の
分
別
に
関
す
る
事
項

七
　
自
ら
行
う
産
業
廃
棄
物
の
再
生
利
用
に
関
す
る
事
項

八
　
自
ら
行
う
産
業
廃
棄
物
の
中
間
処
理
に
関
す
る
事
項

九
　
自
ら
行
う
産
業
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
又
は
海
洋
投
入
処
分
に
関
す
る
事
項

十
　
産
業
廃
棄
物
の
処
理
の
委
託
に
関
す
る
事
項

（
実
施
の
状
況
の
報
告
）

第
八
条
の
四
の
六
　
法
第
十
二
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
様
式
第
二
号
の
九
に
よ
る
報
告
書
を
翌
年
度
の

六
月
三
十
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
計
画
及
び
実
施
の
状
況
の
公
表
）

第
八
条
の
四
の
七
　
法
第
十
二
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
同
条
第
九
項
の
計
画
の
提
出
又
は
同
条
第
十

項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
後
、
速
や
か
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
公
表
す
る
こ
と
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。

（
事
業
者
の
帳
簿
記
載
事
項
等
）

第
八
条
の
五
　
法
第
十
二
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め

る
事
業
者
の
帳
簿
の
記
載
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
令
第
六
条
の
四
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
者
が
設
置
し
て
い
る
事
業
場
に
設
置
さ
れ
て
い
る
産
業
廃
棄
物
処
理

施
設
又
は
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
以
外
の
焼
却
施
設
に
お
い
て
産
業
廃
棄
物
の
処
分
（
再
生
を
含
む
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
施
設
に
お
い
て
処
分
さ
れ
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
、

水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
又
は
法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
の
認
定
に
係
る
産
業
廃
棄
物
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
石

綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
又
は
法
第
十
二
条
の
七
第
一
項

の
認
定
に
係
る
産
業
廃
棄
物
に
係
る
こ
れ
ら
の
事
項
を
含
む
。
）
と
す
る
。

イ
　
処
分
年
月
日

ロ
　
処
分
方
法
ご
と
の
処
分
量

ハ
　
処
分
（
埋
立
処
分
及
び
海
洋
投
入
処
分
を
除
く
。
）
後
の
廃
棄
物
の
持
出
先
ご
と
の
持
出
量

二
　
そ
の
事
業
活
動
に
伴
い
産
業
廃
棄
物
を
生
ず
る
事
業
場
の
外
に
お
い
て
自
ら
当
該
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
行

う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
産
業
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
上
欄
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

運
搬

１
　
当
該
産
業
廃
棄
物
を
生
じ
た
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

２
　
運
搬
年
月
日

３
　
運
搬
方
法
及
び
運
搬
先
ご
と
の
運
搬
量

４
　
積
替
え
又
は
保
管
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
積
替
え
又
は
保
管
の

場
所
ご
と
の
搬
出
量

処
分

１
　
当
該
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
行
つ
た
事
業
場
の
名
称
及
び
所

在
地

２
　
処
分
年
月
日

３
　
処
分
方
法
ご
と
の
処
分
量

４
　
処
分
（
埋
立
処
分
及
び
海
洋
投
入
処
分
を
除
く
。
）
後
の
廃
棄

物
の
持
出
先
ご
と
の
持
出
量

備
考
　
運
搬
又
は
処
分
に
係
る
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
、
水

銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
又
は
法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
の
認
定
に
係
る
産
業
廃
棄
物
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、

上
欄
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製

品
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
又
は
法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
の
認
定
に
係
る
産
業
廃
棄
物
に

係
る
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

三
　
法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
前
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

イ
　
当
該
認
定
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
自
ら
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
処
分
さ
れ
る
産
業
廃
棄
物

の
種
類
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
上
覧
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

る
。

運
搬

当
該
産
業
廃
棄
物
を
生
じ
た
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地
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運
搬
を
行
つ
た
事
業
者
の
名
称

運
搬
年
月
日

運
搬
方
法
及
び
運
搬
先
ご
と
の
運
搬
量

積
替
え
又
は
保
管
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
積
替
え
又
は
保
管
の
場
所

ご
と
の
搬
出
量

処
分

処
分
年
月
日

処
分
方
法
ご
と
の
処
分
量

処
分
（
埋
立
処
分
及
び
海
洋
投
入
処
分
を
除
く
。
）
後
の
廃
棄
物
の

持
出
先
ご
と
の
持
出
量

備
考
　
運
搬
又
は
処
分
に
係
る
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又
は

水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
上
欄
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

い
て
、
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
に
係
る
も
の

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
認
定
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
当
該
認
定
を
受
け
た
者
の
う
ち
他
の
事
業
者
が
行
う
場
合
に
あ

つ
て
は
、
当
該
産
業
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
上
覧
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

収
集
又
は
運
搬

当
該
産
業
廃
棄
物
を
生
じ
た
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

収
集
又
は
運
搬
を
行
つ
た
事
業
者
の
名
称

収
集
又
は
運
搬
年
月
日

運
搬
方
法
及
び
運
搬
先
ご
と
の
運
搬
量

積
替
え
又
は
保
管
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
積
替
え
又
は
保
管
の
場

所
ご
と
の
搬
出
量

処
分

当
該
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
行
つ
た
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

処
分
を
行
つ
た
事
業
者
の
名
称

備
考
　
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
に
係
る
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄

物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
上
欄
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
、
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
に
係

る
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

ハ
　
当
該
認
定
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
の
み
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
産
業
廃
棄
物
の

種
類
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃

棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃

棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
に
係
る
こ
れ
ら
の
事
項
を
含
む
。
）
と
す
る
。

（１）
　
当
該
産
業
廃
棄
物
を
生
じ
た
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

（２）
　
当
該
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
当
該
認
定
を
受
け
た
者
の
う
ち
他
の
事
業
者
が
行
う
場
合
に
あ

つ
て
は
、
当
該
収
集
又
は
運
搬
を
行
つ
た
事
業
者
の
名
称

（３）
　
収
集
又
は
運
搬
年
月
日

（４）
　
運
搬
方
法
及
び
運
搬
先
ご
と
の
運
搬
量

（５）
　
積
替
え
又
は
保
管
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
積
替
え
又
は
保
管
の
場
所
ご
と
の
搬
出
量

２
　
第
二
条
の
五
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
帳
簿
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
第
二
条
の
五
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
十
二
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
十
六
項
の
規
定
に

よ
る
事
業
者
の
帳
簿
の
保
存
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
船
舶
を
用
い
て
行
う
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
に
係
る
基
準
）

第
八
条
の
五
の
二
　
第
七
条
の
二
の
規
定
は
、
令
第
六
条
の
五
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
令
第
三
条
第
一
号
ニ
の
規
定
に
よ
る
表
示
及
び
環
境
省
令
で
定
め
る
書
面
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
中
「
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
管
理
産

業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
管
理
産

業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
」
と
、
「
第
十
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
条
の
十
四
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（
運
搬
車
を
用
い
て
行
う
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
に
係
る
基
準
）

第
八
条
の
五
の
三
　
第
七
条
の
二
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
令
第
六
条
の
五
第
一
項
第
一
号
の
規

定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
令
第
六
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
規
定
に
よ
る
表
示
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号
中
「
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
」
と
あ
る
の
は

「
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条
の
五
の
四
　
第
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
令
第
六
条
の
五
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ

る
こ
と
と
さ
れ
る
令
第
六
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
書
面
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
七
条
の
二
第
三
項
中
「
産
業
廃
棄
物
の
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
」
と
、
同
項
第

一
号
ハ
中
「
産
業
廃
棄
物
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
船
舶
」
と
あ
る
の

は
「
運
搬
車
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収

集
運
搬
業
者
」
と
、
「
第
十
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
条
の
十
四
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
産
業
廃
棄
物
収

集
運
搬
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
」
と
、
「
第
十
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第

十
条
の
十
四
」
と
、
同
号
ハ
中
「
産
業
廃
棄
物
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
」
と
、
同
項
第
五
号
中

「
第
十
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
条
の
十
四
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
を
区
分
し
な
い
で
収
集
又
は
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

第
八
条
の
六
　
令
第
六
条
の
五
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
令
第
四
条
の
二
第
一

号
イ
（
２
）
の
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
感
染
性
産
業
廃
棄
物
と
感
染
性
一
般
廃
棄
物
と
が
混
合
し
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
感
染
性
廃
棄
物
以

外
の
物
が
混
入
す
る
お
そ
れ
の
な
い
場
合

二
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
廃
水
銀
等
と
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
で
あ
る
廃
水
銀
と
が
混
合
し
て
い
る
場

合
で
あ
つ
て
、
当
該
廃
棄
物
以
外
の
物
が
混
入
す
る
お
そ
れ
の
な
い
場
合

三
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
廃
水
銀
等
を
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
（
令
第
六
条
の
五
第
一
項
第

三
号
イ
（
６
）
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
「
基
準
不
適
合
廃
水
銀
等
処
理
物
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
か
つ
、

令
第
六
条
の
五
第
一
項
第
三
号
ル
の
規
定
に
よ
り
硫
化
及
び
固
型
化
し
た
も
の
に
限
る
。
）
と
一
般
廃
棄
物
で

あ
る
基
準
不
適
合
水
銀
処
理
物
と
が
混
合
し
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
廃
棄
物
以
外
の
物
が
混
入
す
る
お

そ
れ
の
な
い
場
合

四
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
廃
水
銀
等
を
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
（
令
第
六
条
の
五
第
一
項
第

三
号
イ
（
６
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
基
準
適
合
廃
水
銀
等
処
理
物
」
と
い
う
。
）
と
一
般
廃
棄
物

で
あ
る
基
準
適
合
水
銀
処
理
物
と
が
混
合
し
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
廃
棄
物
以
外
の
物
が
混
入
す
る
お

そ
れ
の
な
い
場
合

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
に
運
搬
用
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

第
八
条
の
七
　
令
第
六
条
の
五
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
令
第
四
条
の
二
第
一

号
ハ
た
だ
し
書
の
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
危
険
物
で
あ
る
特
別
管
理
産

業
廃
棄
物
を
、
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）
第
三
条
第
三
号
に
規
定

す
る
移
送
取
扱
所
に
お
い
て
収
集
又
は
運
搬
す
る
場
合

二
　
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
運
搬
用
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
を
用
い
て
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
（
令
第
二
条
の
四
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
収
集
又
は
運
搬
す
る
場
合

イ
　
異
な
る
種
類
の
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
が
混
合
し
な
い
構
造
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
が
飛
散
し
、
及
び
流
出
し
、
並
び
に
悪
臭
が
漏
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
。

ハ
　
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す

る
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
防
災
計
画
の
対
象
区
域
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
積
替
え
に
係
る
基
準
）

第
八
条
の
八
　
令
第
六
条
の
五
第
一
項
第
一
号
ハ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
あ
ら
か
じ
め
、
積
替
え
を
行
つ
た
後
の
運
搬
先
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
搬
入
さ
れ
た
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
量
が
、
積
替
え
の
場
所
に
お
い
て
適
切
に
保
管
で
き
る
量
を
超
え
る

も
の
で
な
い
こ
と
。

三
　
搬
入
さ
れ
た
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
性
状
に
変
化
が
生
じ
な
い
う
ち
に
搬
出
す
る
こ
と
。

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
積
替
え
の
場
所
に
仕
切
り
等
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

第
八
条
の
九
　
令
第
六
条
の
五
第
一
項
第
一
号
ロ
及
び
ニ
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
令
第
四
条

の
二
第
一
号
ト
（
２
）
の
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
第
八
条
の
六
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
積
替
え
に
関
す
る
所
要
の
措
置
）

第
八
条
の
十
　
令
第
六
条
の
五
第
一
項
第
一
号
ロ
及
び
ニ
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
令
第
四
条

の
二
第
一
号
ト
（
３
）
の
環
境
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
廃
油
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物

に
あ
つ
て
は
、
容
器
に
入
れ
密
封
す
る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
廃
油
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
若
し
く

は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
に
係
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の
揮
発
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
及
び

当
該
廃
油
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
が
高
温
に
さ
ら
さ
れ
な
い
た

め
に
必
要
な
措
置

二
　
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
で
あ
つ
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
人
の
健
康
又
は
生
活
環

境
に
係
る
被
害
が
生
じ
な
い
よ
う
に
形
状
を
変
更
し
な
い
こ
と
。

三
　
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ

ニ
ル
汚
染
物
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
の
腐
食
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置

四
　
廃
水
銀
等
に
あ
つ
て
は
、
第
一
条
の
十
四
第
二
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。

五
　
腐
敗
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
あ
つ
て
は
、
容
器
に
入
れ
密
封
す
る
こ
と
等
当
該
特
別

管
理
産
業
廃
棄
物
の
腐
敗
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
積
替
え
の
た
め
の
保
管
の
場
所
に
係
る
掲
示
板
）

第
八
条
の
十
の
二
　
令
第
六
条
の
五
第
一
項
第
一
号
ニ
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
令
第
三
条
第

一
号
リ
（
１
）
（
ロ
）
の
規
定
に
よ
る
掲
示
板
は
、
第
一
条
の
五
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
令
第
六
条
の
五
第

一
項
第
一
号
ニ
の
規
定
に
よ
り
当
該
保
管
の
場
所
に
お
い
て
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の

数
量
（
以
下
「
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
係
る
積
替
え
の
た
め
の
保
管
上
限
」
と
い
う
。
）
を
表
示
し
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
積
替
え
の
た
め
の
保
管
上
限
に
関
す
る
適
用
除
外
）

第
八
条
の
十
の
三
　
令
第
六
条
の
五
第
一
項
第
一
号
ニ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
船
舶
を
用
い
て
特
別
管
理

産
業
廃
棄
物
を
運
搬
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
係
る
当
該
船
舶
の
積
載
量
が
、
当
該

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
係
る
積
替
え
の
た
め
の
保
管
上
限
を
上
回
る
と
き
と
す
る
。

（
水
銀
の
回
収
等
の
対
象
と
な
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
）

第
八
条
の
十
の
三
の
二
　
令
第
六
条
の
五
第
一
項
第
二
号
チ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
鉱
さ
い
、
ば
い
じ
ん
又
は
汚
泥
　
水
銀
を
当
該
鉱
さ
い
、
ば
い
じ
ん
又
は
汚
泥
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
千
ミ

リ
グ
ラ
ム
以
上
含
有
す
る
も
の

二
　
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
　
水
銀
を
当
該
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
千
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上
含

有
す
る
も
の

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
分
等
の
た
め
の
保
管
の
場
所
に
係
る
掲
示
板
）

第
八
条
の
十
の
四
　
令
第
六
条
の
五
第
一
項
第
二
号
リ
（
１
）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
令
第

三
条
第
一
号
リ
（
１
）
（
ロ
）
の
規
定
に
よ
る
掲
示
板
は
、
第
一
条
の
五
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
令
第
六
条

の
五
第
一
項
第
二
号
リ
（
３
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
保
管
の
場
所
に
お
い
て
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
別
管
理

産
業
廃
棄
物
の
数
量
（
以
下
「
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
係
る
処
分
等
の
た
め
の
保
管
上
限
」
と
い
う
。
）
を
表

示
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
保
管
の
場
所
に
仕
切
り
等
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

第
八
条
の
十
一
　
令
第
六
条
の
五
第
一
項
第
二
号
リ
（
１
）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
令
第
四

条
の
二
第
一
号
ト
（
２
）
の
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
第
八
条
の
九
に
規
定
す
る
場
合
と
す
る
。

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
保
管
に
関
す
る
所
要
の
措
置
）

第
八
条
の
十
二
　
令
第
六
条
の
五
第
一
項
第
二
号
リ
（
１
）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
令
第
四

条
の
二
第
一
号
ト
（
３
）
の
環
境
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
第
八
条
の
十
に
規
定
す
る
措
置
と
す
る
。

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
分
等
に
当
た
つ
て
の
保
管
期
間
）

第
八
条
の
十
二
の
二
　
令
第
六
条
の
五
第
一
項
第
二
号
リ
（
２
）
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
当

該
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
理
施
設
に
お
い
て
、
適
正
な
処
分
又
は
再
生
を
行
う
た
め
に
や
む
を
得
な
い
と
認

め
ら
れ
る
期
間
と
す
る
。

（
基
準
適
合
廃
水
銀
等
処
理
物
の
埋
立
処
分
に
関
す
る
所
要
の
措
置
）

第
八
条
の
十
二
の
三
　
令
第
六
条
の
五
第
一
項
第
三
号
ヲ
（
２
）
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
埋
立
処
分
は
、

終
処
分
場
（
令
第
七
条
第
十
四
号
ハ
に
規
定
す
る

終
処
分
場
に
限
る
。
）
の
う
ち
の
一

定
の
場
所
に
お
い
て
、
か
つ
、
埋
め
立
て
る
基
準
適
合
廃
水
銀
等
処
理
物
が
分
散
し
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

二
　
埋
め
立
て
る
基
準
適
合
廃
水
銀
等
処
理
物
が
そ
の
他
の
廃
棄
物
（
第
八
条
の
六
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に

掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
た
め
当
該
各
号
に
掲
げ
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
と
区
分
さ
れ
て
い
な
い
廃
棄
物
を

除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
混
合
す
る
お
そ
れ
の
な
い
よ
う
に
、
他
の
廃
棄
物
と
区
分
す
る
こ

と
。

三
　
埋
め
立
て
る
基
準
適
合
廃
水
銀
等
処
理
物
が
流
出
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四
　
埋
め
立
て
る
基
準
適
合
廃
水
銀
等
処
理
物
に
雨
水
が
浸
入
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
保
管
基
準
）

第
八
条
の
十
三
　
法
第
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
保
管
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

一
　
保
管
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
場
所
で
行
う
こ
と
。

イ
　
周
囲
に
囲
い
（
保
管
す
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
荷
重
が
直
接
当
該
囲
い
に
か
か
る
構
造
で
あ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
当
該
荷
重
に
対
し
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
見
や
す
い
箇
所
に
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
た
掲
示
板
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
縦
及
び
横
そ
れ
ぞ
れ
六
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（イ）
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
保
管
の
場
所
で
あ
る
旨

（ロ）
　
保
管
す
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
種
類

（ハ）
　
保
管
の
場
所
の
管
理
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
連
絡
先

（ニ）
　
屋
外
に
お
い
て
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
を
容
器
を
用
い
ず
に
保
管
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
号
ロ

に
規
定
す
る
高
さ
の
う
ち

高
の
も
の

二
　
保
管
の
場
所
か
ら
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
が
飛
散
し
、
流
出
し
、
及
び
地
下
に
浸
透
し
、
並
び
に
悪
臭
が
発

散
し
な
い
よ
う
に
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
保
管
に
伴
い
汚
水
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
汚
水
に

よ
る
公
共
の
水
域
及
び
地
下
水
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
排
水
溝
そ
の
他
の
設
備
を
設
け
る
と
と

も
に
、
底
面
を
不
浸
透
性
の
材
料
で
覆
う
こ
と
。

ロ
　
屋
外
に
お
い
て
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
を
容
器
を
用
い
ず
に
保
管
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
積
み
上
げ
ら

れ
た
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
高
さ
が
、
保
管
の
場
所
の
各
部
分
に
つ
い
て
次
の
（
１
）
及
び
（
２
）
に
掲

げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
（
１
）
及
び
（
２
）
に
定
め
る
高
さ
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

（１）
　
保
管
の
場
所
の
囲
い
に
保
管
す
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
荷
重
が
直
接
か
か
る
構
造
で
あ
る
部
分

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
直
接
負
荷
部
分
」
と
い
う
。
）
が
な
い
場
合
　
当
該
保
管
の
場
所
の
任
意
の
点
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ご
と
に
、
地
盤
面
か
ら
、
当
該
点
を
通
る
鉛
直
線
と
当
該
保
管
の
場
所
の
囲
い
の
下
端
（
当
該
下
端
が
地

盤
面
に
接
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
下
端
を
鉛
直
方
向
に
延
長
し
た
面
と
地
盤
面
と
の
交

線
）
を
通
り
水
平
面
に
対
し
上
方
に
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の

こ
う勾

配
を
有
す
る
面
と
の
交
点
（
当
該
点
が
二
以

上
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

も
地
盤
面
に
近
い
も
の
）
ま
で
の
高
さ

（２）
　
保
管
の
場
所
の
囲
い
に
直
接
負
荷
部
分
が
あ
る
場
合
　
次
の
（
イ
）
及
び
（
ロ
）
に
掲
げ
る
部
分
に
応

じ
、
当
該
（
イ
）
及
び
（
ロ
）
に
定
め
る
高
さ

（イ）
　
直
接
負
荷
部
分
の
上
端
か
ら
下
方
に
垂
直
距
離
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
線
（
直
接
負
荷
部
分
に
係

る
囲
い
の
高
さ
が
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
下
端
）
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
基
準
線
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
保
管
の
場
所
の
側
に
水
平
距
離
二
メ
ー
ト
ル
以
内
の

部
分
　
当
該
二
メ
ー
ト
ル
以
内
の
部
分
の
任
意
の
点
ご
と
に
、
次
の
（
ｉ
）
に
規
定
す
る
高
さ
（
当
該

保
管
の
場
所
の
囲
い
に
直
接
負
荷
部
分
で
な
い
部
分
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
（
ｉ
）
又
は
（
ｉ
ｉ
）

に
規
定
す
る
高
さ
の
う
ち
い
ず
れ
か
低
い
も
の
）

（ｉ）
　
地
盤
面
か
ら
、
当
該
点
を
通
る
鉛
直
線
と
当
該
鉛
直
線
へ
の
水
平
距
離
が

も
小
さ
い
基
準
線
を

通
る
水
平
面
と
の
交
点
ま
で
の
高
さ

（ｉｉ）
　
（
１
）
に
規
定
す
る
高
さ

（ロ）
　
基
準
線
か
ら
当
該
保
管
の
場
所
の
側
に
水
平
距
離
二
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
部
分
　
当
該
二
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
部
分
内
の
任
意
の
点
ご
と
に
、
次
の
（
ｉ
）
に
規
定
す
る
高
さ
（
当
該
保
管
の
場
所
の
囲
い

に
直
接
負
荷
部
分
で
な
い
部
分
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
（
ｉ
）
又
は
（
ｉ
ｉ
）
に
規
定
す
る
高
さ

の
う
ち
い
ず
れ
か
低
い
も
の
）

（ｉ）
　
当
該
点
か
ら
、
当
該
点
を
通
る
鉛
直
線
と
、
基
準
線
か
ら
当
該
保
管
の
場
所
の
側
に
水
平
距
離
二

メ
ー
ト
ル
の
線
を
通
り
水
平
面
に
対
し
上
方
に
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の

こ
う勾

配
を
有
す
る
面
と
の
交
点

（
当
該
交
点
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

も
地
盤
面
に
近
い
も
の
）
ま
で
の
高
さ

（ｉｉ）
　
（
１
）
に
規
定
す
る
高
さ

ハ
　
そ
の
他
必
要
な
措
置

三
　
保
管
の
場
所
に
は
、
ね
ず
み
が
生
息
し
、
及
び
蚊
、
は
え
そ
の
他
の
害
虫
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ

と
。

四
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
他
の
物
が
混
入
す
る
お
そ
れ
の
な
い
よ
う
に
仕
切
り
を
設
け
る
こ
と
等
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
八
条
の
六
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

五
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
種
類
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
廃
油
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理

物
に
あ
つ
て
は
、
容
器
に
入
れ
密
封
す
る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
廃
油
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
若

し
く
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
に
係
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の
揮
発
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措

置
及
び
当
該
廃
油
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
が
高
温
に
さ
ら
さ

れ
な
い
た
め
に
必
要
な
措
置

ロ
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
に
あ
つ
て
は
、
容
器
に
入
れ
密
封
す
る
こ
と
等
当

該
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
に
よ
る
腐
食
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

ハ
　
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
で
あ
つ
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
人
の
健
康
又
は
生
活

環
境
に
係
る
被
害
が
生
じ
な
い
よ
う
に
形
状
を
変
更
し
な
い
こ
と
。

ニ
　
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
ポ
リ
塩
化
ビ
フ

ェ
ニ
ル
汚
染
物
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
の
腐
食
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置

ホ
　
廃
水
銀
等
に
あ
つ
て
は
、
第
一
条
の
十
四
第
二
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。

ヘ
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
廃
石
綿
等
に
あ
つ
て
は
、
梱
包
す
る
こ
と
等
当
該
廃
石
綿
等
の
飛
散
の
防

止
の
た
め
に
必
要
な
措
置

ト
　
腐
敗
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
あ
つ
て
は
、
容
器
に
入
れ
密
封
す
る
こ
と
等
当
該
特

別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
腐
敗
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
保
管
の
届
出
の
対
象
と
な
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
）

第
八
条
の
十
三
の
二
　
法
第
十
二
条
の
二
第
三
項
前
段
の
環
境
省
令
で
定
め
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
は
、
建
設
工

事
に
伴
い
生
ず
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
と
す
る
。

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
保
管
の
届
出
の
対
象
と
な
る
保
管
）

第
八
条
の
十
三
の
三
　
法
第
十
二
条
の
二
第
三
項
前
段
の
環
境
省
令
で
定
め
る
保
管
は
、
当
該
保
管
の
用
に
供
さ
れ

る
場
所
の
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
保
管
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
又
は
第
六
項
の
許
可
に
係
る
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
施
設
（
保
管
の
場
所
を
含

む
。
）
に
お
い
て
行
わ
れ
る
保
管

二
　
法
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
行
わ
れ
る
保
管

三
　
法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
行
う
当
該
認
定
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
保
管

四
　
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
八
条
第
一
項
（
同
法
第
十

五
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

廃
棄
物
の
保
管

（
事
前
の
届
出
を
要
し
な
い
場
合
）

第
八
条
の
十
三
の
四
　
法
第
十
二
条
の
二
第
三
項
前
段
の
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
非
常
災
害
の
た
め
に
必
要

な
応
急
措
置
と
し
て
行
う
場
合
と
す
る
。

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
保
管
の
届
出
）

第
八
条
の
十
三
の
五
　
法
第
十
二
条
の
二
第
三
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様

式
第
二
号
の
十
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
保
管
の
場
所
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
所
在
地

ロ
　
面
積

ハ
　
保
管
す
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
種
類

ニ
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
係
る
積
替
え
の
た
め
の
保
管
上
限
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
係
る
処
分
等

の
た
め
の
保
管
上
限

ホ
　
屋
外
に
お
い
て
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
を
容
器
を
用
い
ず
に
保
管
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
及
び

第
一
条
の
六
の
規
定
の
例
に
よ
る
高
さ
の
う
ち

高
の
も
の

三
　
保
管
の
開
始
年
月
日

２
　
前
項
の
届
出
書
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
の
二
の
四
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
準
用
）

第
八
条
の
十
三
の
六
　
第
八
条
の
二
の
五
の
規
定
は
法
第
十
二
条
の
二
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い

て
、
第
八
条
の
二
の
六
の
規
定
は
法
第
十
二
条
の
二
第
三
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
事
業
者
に
つ
い

て
、
第
八
条
の
二
の
七
の
規
定
は
法
第
十
二
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
八
条
の
二
の
五
第
一
項
中
「
様
式
第
二
号
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
二
号
の
十
一
」
と
、

同
条
第
二
項
中
「
前
条
第
一
項
第
二
号
イ
又
は
ロ
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
条
の
十
三
の
五
第
一
項
第
二
号
イ
又
は

ロ
」
と
、
第
八
条
の
二
の
六
中
「
様
式
第
二
号
の
六
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
二
号
の
十
二
」
と
、
第
八
条
の
二

の
七
第
一
項
中
「
様
式
第
二
号
の
四
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
二
号
の
十
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
産
業
廃
棄

物
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
」
と
、
同
号
ニ
中
「
積
替
え
の
た
め
の
保
管
上
限
又
は
処
分
等
の
た

め
の
保
管
上
限
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
係
る
積
替
え
の
た
め
の
保
管
上
限
又
は
特
別
管
理
産

業
廃
棄
物
に
係
る
処
分
等
の
た
め
の
保
管
上
限
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
を
委
託
で
き
る
者
）

第
八
条
の
十
四
　
法
第
十
二
条
の
二
第
五
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
を
委
託
で
き
る

者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
市
町
村
又
は
都
道
府
県
（
法
第
十
一
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
収
集

又
は
運
搬
を
そ
の
事
務
と
し
て
行
う
場
合
に
限
る
。
）
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二
　
第
十
条
の
十
一
各
号
に
掲
げ
る
者

三
　
法
第
十
五
条
の
四
の
三
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
当
該
認
定
に
係
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
当
該
認

定
に
係
る
運
搬
を
行
う
場
合
に
限
る
も
の
と
し
、
そ
の
委
託
を
受
け
て
当
該
認
定
に
係
る
運
搬
を
業
と
し
て
行

う
者
（
同
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
を
含
む
。
）

四
　
法
第
十
五
条
の
四
の
四
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
当
該
認
定
に
係
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
当
該
認

定
に
係
る
運
搬
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
委
託
で
き
る
者
）

第
八
条
の
十
五
　
法
第
十
二
条
の
二
第
五
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
委
託
で
き
る

者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
市
町
村
又
は
都
道
府
県
（
法
第
十
一
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
分

を
そ
の
事
務
と
し
て
行
う
場
合
に
限
る
。
）

二
　
第
十
条
の
十
五
各
号
に
掲
げ
る
者

三
　
法
第
十
五
条
の
四
の
三
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
当
該
認
定
に
係
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
当
該
認

定
に
係
る
処
分
を
行
う
場
合
に
限
る
も
の
と
し
、
そ
の
委
託
を
受
け
て
当
該
認
定
に
係
る
処
分
を
業
と
し
て
行

う
者
（
同
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
を
含
む
。
）

四
　
法
第
十
五
条
の
四
の
四
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
当
該
認
定
に
係
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
当
該
認

定
に
係
る
処
分
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
理
の
委
託
に
係
る
通
知
事
項
）

第
八
条
の
十
六
　
令
第
六
条
の
六
第
一
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
委
託
し
よ
う
と
す
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
種
類
、
数
量
、
性
状
及
び
荷
姿

二
　
当
該
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
を
取
り
扱
う
際
に
注
意
す
べ
き
事
項

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
又
は
処
分
等
の
委
託
契
約
書
に
添
付
す
べ
き
書
面
）

第
八
条
の
十
六
の
二
　
第
八
条
の
四
の
規
定
は
、
令
第
六
条
の
六
第
二
号
及
び
令
第
六
条
の
十
五
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
令
第
六
条
の
二
第
四
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
書
面
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
の
四
中
「
産
業
廃
棄
物
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
」
と
、
「
第
十

条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
条
の
十
四
」
と
、
「
第
十
条
の
六
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
条
の
十
八
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
又
は
処
分
等
の
委
託
契
約
に
含
ま
れ
る
べ
き
事
項
）

第
八
条
の
十
六
の
三
　
第
八
条
の
四
の
二
（
第
五
号
及
び
第
六
号
ホ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
令
第
六

条
の
六
第
二
号
及
び
令
第
六
条
の
十
五
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
令
第
六
条
の
二
第

四
号
ヘ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
の
四
の
二
第
三
号
中

「
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
又
は
産
業
廃
棄
物
処
分
業
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
又

は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
」
と
、
同
条
第
四
号
、
第
六
号
、
第
七
号
及
び
第
九
号
中
「
産
業
廃
棄
物
」
と

あ
る
の
は
「
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
又
は
処
分
等
の
委
託
契
約
書
の
保
存
期
間
）

第
八
条
の
十
六
の
四
　
第
八
条
の
四
の
三
の
規
定
は
、
令
第
六
条
の
六
第
二
号
及
び
令
第
六
条
の
十
五
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
令
第
六
条
の
二
第
五
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理
責
任
者
の
資
格
）

第
八
条
の
十
七
　
法
第
十
二
条
の
二
第
九
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
資
格
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
区
分
に
従
い
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
感
染
性
産
業
廃
棄
物
を
生
ず
る
事
業
場

イ
　
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
獣
医
師
、
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
、
臨
床
検
査
技
師
、
衛
生
検
査
技

師
又
は
歯
科
衛
生
士

ロ
　
二
年
以
上
法
第
二
十
条
に
規
定
す
る
環
境
衛
生
指
導
員
の
職
に
あ
つ
た
者

ハ
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
基
づ
く
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
、
旧
大
学

令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
に
基
づ
く
大
学
若
し
く
は
旧
専
門
学
校
令
（
明
治
三
十
六
年
勅
令

第
六
十
一
号
）
に
基
づ
く
専
門
学
校
に
お
い
て
医
学
、
薬
学
、
保
健
学
、
衛
生
学
若
し
く
は
獣
医
学
の
課
程

を
修
め
て
卒
業
し
た
者
（
当
該
課
程
を
修
め
て
同
法
に
基
づ
く
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
を

含
む
。
）
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
知
識
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

二
　
感
染
性
産
業
廃
棄
物
以
外
の
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
を
生
ず
る
事
業
場

イ
　
二
年
以
上
法
第
二
十
条
に
規
定
す
る
環
境
衛
生
指
導
員
の
職
に
あ
つ
た
者

ロ
　
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
旧
大
学
令
に
基
づ
く
大

学
の
理
学
、
薬
学
、
工
学
若
し
く
は
農
学
の
課
程
に
お
い
て
衛
生
工
学
（
旧
大
学
令
に
基
づ
く
大
学
に
あ
つ

て
は
、
土
木
工
学
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
化
学
工
学
に
関
す
る
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
、

二
年
以
上
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

ハ
　
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
又
は
旧
大
学
令
に
基
づ
く
大
学
の
理
学
、
薬
学
、
工
学
、
農
学
若
し
く
は
こ

れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
に
お
い
て
衛
生
工
学
若
し
く
は
化
学
工
学
に
関
す
る
科
目
以
外
の
科
目
を
修
め
て
卒

業
し
た
後
、
三
年
以
上
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

ニ
　
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
短
期
大
学
（
同
法
に
基
づ
く
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
若
し
く
は
高

等
専
門
学
校
又
は
旧
専
門
学
校
令
に
基
づ
く
専
門
学
校
の
理
学
、
薬
学
、
工
学
、
農
学
若
し
く
は
こ
れ
ら
に

相
当
す
る
課
程
に
お
い
て
衛
生
工
学
（
旧
専
門
学
校
令
に
基
づ
く
専
門
学
校
に
あ
つ
て
は
、
土
木
工
学
。
ホ

に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
化
学
工
学
に
関
す
る
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た
（
同
法
に
基
づ
く
専
門
職
大

学
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
場
合
を
含
む
。
）
後
、
四
年
以
上
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に

従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

ホ
　
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
短
期
大
学
（
同
法
に
基
づ
く
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
若
し
く
は
高

等
専
門
学
校
又
は
旧
専
門
学
校
令
に
基
づ
く
専
門
学
校
の
理
学
、
薬
学
、
工
学
、
農
学
若
し
く
は
こ
れ
ら
に

相
当
す
る
課
程
に
お
い
て
衛
生
工
学
若
し
く
は
化
学
工
学
に
関
す
る
科
目
以
外
の
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た

（
同
法
に
基
づ
く
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
場
合
を
含
む
。
）
後
、
五
年
以
上
廃
棄
物
の
処
理
に

関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

ヘ
　
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
又
は
旧
中
等
学
校
令
（
昭
和
十
八
年
勅
令
第

三
十
六
号
）
に
基
づ
く
中
等
学
校
に
お
い
て
土
木
科
、
化
学
科
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
学
科
を
修
め

て
卒
業
し
た
後
、
六
年
以
上
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

ト
　
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
又
は
旧
中
等
学
校
令
に
基
づ
く
中
等
学
校
に

お
い
て
理
学
、
工
学
、
農
学
に
関
す
る
科
目
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
、

七
年
以
上
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

チ
　
十
年
以
上
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

リ
　
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

（
多
量
排
出
事
業
者
の
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
計
画
）

第
八
条
の
十
七
の
二
　
法
第
十
二
条
の
二
第
十
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

様
式
第
二
号
の
十
三
に
よ
る
計
画
書
を
当
該
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
計
画
期
間

三
　
当
該
事
業
場
に
お
い
て
現
に
行
つ
て
い
る
事
業
に
関
す
る
事
項

四
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
管
理
体
制
に
関
す
る
事
項

五
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
に
関
す
る
事
項

六
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
分
別
に
関
す
る
事
項

七
　
自
ら
行
う
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
再
生
利
用
に
関
す
る
事
項

八
　
自
ら
行
う
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
中
間
処
理
に
関
す
る
事
項

九
　
自
ら
行
う
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
に
関
す
る
事
項

十
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
理
の
委
託
に
関
す
る
事
項

十
一
　
法
第
十
二
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
関
す
る
事
項
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（
実
施
の
状
況
の
報
告
）

第
八
条
の
十
七
の
三
　
法
第
十
二
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
様
式
第
二
号
の
十
四
に
よ
る
報
告
書

を
翌
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
計
画
及
び
実
施
の
状
況
の
公
表
）

第
八
条
の
十
七
の
四
　
法
第
十
二
条
の
二
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
同
条
第
十
項
の
計
画
の
提
出
又
は
同

条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
後
、
速
や
か
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
公
表
す
る
こ
と

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
を
生
ず
る
事
業
者
の
帳
簿
記
載
事
項
等
）

第
八
条
の
十
八
　
法
第
十
二
条
の
二
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
十
五
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事

業
者
の
帳
簿
の
記
載
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
に
、
次
の
表
の
上
欄
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

と
お
り
と
す
る
。

運
搬

１
　
当
該
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
を
生
じ
た
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

２
　
運
搬
年
月
日

３
　
運
搬
方
法
及
び
運
搬
先
ご
と
の
運
搬
量

４
　
積
替
え
又
は
保
管
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
積
替
え
又
は
保
管
の
場
所

ご
と
の
搬
出
量

処
分

１
　
当
該
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
行
つ
た
事
業
場
の
名
称
及
び

所
在
地

２
　
処
分
年
月
日

３
　
処
分
方
法
ご
と
の
処
分
量

４
　
処
分
（
埋
立
処
分
を
除
く
。
）
後
の
廃
棄
物
の
持
出
先
ご
と
の
持
出

量

備
考
　
運
搬
又
は
処
分
に
係
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
の
認
定
に
係
る
産
業
廃

棄
物
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
上
欄
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
特
別

管
理
産
業
廃
棄
物
に
係
る
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

二
　
法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上

覧
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

収
集
又
は
運
搬

当
該
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
を
生
じ
た
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

収
集
又
は
運
搬
を
行
つ
た
事
業
者
の
名
称

収
集
又
は
運
搬
年
月
日

運
搬
方
法
及
び
運
搬
先
ご
と
の
運
搬
量

積
替
え
又
は
保
管
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
積
替
え
又
は
保
管
の
場
所
ご
と
の
搬
出
量

処
分

当
該
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
行
つ
た
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

処
分
を
行
つ
た
事
業
者
の
名
称

処
分
年
月
日

処
分
方
法
ご
と
の
処
分
量

処
分
（
埋
立
処
分
を
除
く
。
）
後
の
廃
棄
物
の
持
出
先
ご
と
の
持
出
量

２
　
第
二
条
の
五
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
帳
簿
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
第
二
条
の
五
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
十
二
条
の
二
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
十
六
項
の
規

定
に
よ
る
事
業
者
の
帳
簿
の
保
存
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
産
業
廃
棄
物
管
理
票
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
）

第
八
条
の
十
九
　
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
（
法
第
十
五
条
の
四
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
の
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
市
町
村
又
は
都
道
府
県
（
法
第
十
一
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
の
収
集
若
し
く
は

運
搬
又
は
処
分
を
そ
の
事
務
と
し
て
行
う
場
合
に
限
る
。
）
に
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
又
は
処
分
を
委
託
す
る
場
合

二
　
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
二
十
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
て
廃
油
処
理
事
業
を
行
う
港
湾
管
理
者
又
は
漁
港
管
理
者
（
廃

油
（
同
法
第
三
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
廃
油
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
に
廃
油
の
運
搬
又
は
処
分
を
委
託
す
る
場
合

三
　
専
ら
再
生
利
用
の
目
的
と
な
る
産
業
廃
棄
物
の
み
の
収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
を
業
と
し
て
行
う
者
に

当
該
産
業
廃
棄
物
の
み
の
運
搬
又
は
処
分
を
委
託
す
る
場
合

四
　
法
第
十
五
条
の
四
の
二
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
資
源
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
な
金
属
に
係
る

当
該
認
定
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）
に
当
該
認
定
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
当
該
認
定
に
係
る
運
搬
又
は
処
分
を

委
託
す
る
場
合

五
　
法
第
十
五
条
の
四
の
三
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
そ
の
委
託
を
受
け
て
当
該
認
定
に
係
る
産
業
廃
棄
物

の
当
該
認
定
に
係
る
運
搬
又
は
処
分
を
業
と
し
て
行
う
者
（
同
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
者
で
あ
る
者
に

限
る
。
）
を
含
む
。
）
に
当
該
認
定
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
当
該
認
定
に
係
る
運
搬
又
は
処
分
を
委
託
す
る
場
合

六
　
第
九
条
第
二
号
の
指
定
を
受
け
た
者
に
当
該
指
定
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
み
の
運
搬
を
委
託
す
る
場
合

七
　
第
十
条
の
三
第
二
号
の
指
定
を
受
け
た
者
に
当
該
指
定
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
み
の
処
分
を
委
託
す
る
場
合

八
　
国
（
産
業
廃
棄
物
の
収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
を
そ
の
業
務
と
し
て
行
う
場
合
に
限
る
。
）
に
産
業
廃

棄
物
の
運
搬
又
は
処
分
を
委
託
す
る
場
合

九
　
運
搬
用
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
及
び
こ
れ
に
直
結
す
る
処
理
施
設
を
用
い
て
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
及
び
処
分
を
行
う

者
に
当
該
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
又
は
処
分
を
委
託
す
る
場
合

十
　
産
業
廃
棄
物
の
輸
出
に
係
る
運
搬
を
行
う
者
に
本
邦
か
ら
輸
出
の
相
手
国
ま
で
の
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
を
委

託
す
る
場
合

十
一
　
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の

許
可
を
受
け
て
廃
油
処
理
事
業
を
行
う
者
（
廃
油
の
収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

に
同
法
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
外
国
船
舶
（
専
ら
本
邦
の
各
港
間
又
は
港
の
み
を
航
行
す
る
も
の
を
除

く
。
）
に
お
い
て
生
じ
た
廃
油
の
運
搬
又
は
処
分
を
委
託
す
る
場
合

（
産
業
廃
棄
物
管
理
票
の
交
付
）

第
八
条
の
二
十
　
管
理
票
の
交
付
は
、
次
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
産
業
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
に
交
付
す
る
こ
と
。

二
　
引
渡
し
に
係
る
当
該
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
先
が
二
以
上
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
運
搬
先
ご
と
に
交
付
す

る
こ
と
。

三
　
当
該
産
業
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又

は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
、
数
量
及
び
受
託
者
の
氏
名
又
は
名
称
が

管
理
票
に
記
載
さ
れ
た
事
項
と
相
違
が
な
い
こ
と
を
確
認
の
上
、
交
付
す
る
こ
と
。

四
　
中
間
処
理
業
者
（
次
号
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
次
条
第
一
項
第
八
号
及
び
第
九
号
に

規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
交
付
又
は
回
付
さ
れ
た
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る
す
べ
て
の
管
理
票
に
記
載
さ
れ

た
事
項
と
相
違
が
な
い
こ
と
を
確
認
の
上
、
交
付
す
る
こ
と
。

五
　
中
間
処
理
業
者
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る
処
分
を
委
託
し
た
者
が
電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
義
務
者
又
は

電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
事
業
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
次
条
第
一
項
第
八
号
及
び
第
十
号

に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る
す
べ
て
の
第
八
条
の
三
十
一
の
五
第
三
号
の
規
定
に

よ
る
通
知
に
係
る
事
項
と
相
違
が
な
い
こ
と
を
確
認
の
上
、
交
付
す
る
こ
と
。

（
管
理
票
の
記
載
事
項
）

第
八
条
の
二
十
一
　
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
管
理
票
の
交
付
年
月
日
及
び
交
付
番
号

二
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

三
　
産
業
廃
棄
物
を
排
出
し
た
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

四
　
管
理
票
の
交
付
を
担
当
し
た
者
の
氏
名

五
　
運
搬
又
は
処
分
を
受
託
し
た
者
の
住
所
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六
　
運
搬
先
の
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
運
搬
を
受
託
し
た
者
が
産
業
廃
棄
物
の
積
替
え
又
は
保
管
を

行
う
場
合
に
は
、
当
該
積
替
え
又
は
保
管
を
行
う
場
所
の
所
在
地

七
　
産
業
廃
棄
物
の
荷
姿

八
　
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る

終
処
分
を
行
う
場
所
の
所
在
地

九
　
中
間
処
理
業
者
（
次
号
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
交
付
又
は
回
付
さ
れ
た
当
該
産
業
廃

棄
物
に
係
る
管
理
票
を
交
付
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
管
理
票
の
交
付
番
号

十
　
中
間
処
理
業
者
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る
処
分
を
委
託
し
た
者
が
電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
義
務
者
又
は

電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
事
業
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る
処
分
を

委
託
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
第
八
条
の
三
十
一
の
五
第
三
号
に
規
定
す
る
登
録
番
号

十
一
　
当
該
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等

が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
数
量

十
二
　
電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
義
務
者
が
第
八
条
の
三
十
一
の
四
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
管
理
票
を
交

付
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
理
由

２
　
管
理
票
の
様
式
は
、
様
式
第
二
号
の
十
五
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
管
理
票
交
付
者
が
交
付
し
た
管
理
票
の
写
し
の
保
存
期
間
）

第
八
条
の
二
十
一
の
二
　
法
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

（
運
搬
受
託
者
の
記
載
事
項
）

第
八
条
の
二
十
二
　
法
第
十
二
条
の
三
第
三
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称

二
　
運
搬
を
担
当
し
た
者
の
氏
名

三
　
運
搬
を
終
了
し
た
年
月
日

四
　
積
替
え
又
は
保
管
の
場
所
に
お
い
て
受
託
し
た
産
業
廃
棄
物
に
混
入
し
て
い
る
物
（
有
償
で
譲
渡
で
き
る
も

の
に
限
る
。
）
の
拾
集
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
拾
集
量

（
運
搬
受
託
者
の
管
理
票
交
付
者
へ
の
送
付
期
限
）

第
八
条
の
二
十
三
　
法
第
十
二
条
の
三
第
三
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
運
搬
を
終
了
し
た
日
か
ら
十
日
と

す
る
。

（
処
分
受
託
者
の
記
載
事
項
）

第
八
条
の
二
十
四
　
法
第
十
二
条
の
三
第
四
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称

二
　
処
分
を
担
当
し
た
者
の
氏
名

三
　
処
分
を
終
了
し
た
年
月
日

四
　
当
該
処
分
が

終
処
分
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該

終
処
分
を
行
つ
た
場
所
の
所
在
地

（
処
分
受
託
者
の
管
理
票
交
付
者
へ
の
送
付
期
限
）

第
八
条
の
二
十
五
　
法
第
十
二
条
の
三
第
四
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
処
分
を
終
了
し
た
日
か
ら
十
日
と

す
る
。

（
処
分
受
託
者
の
管
理
票
交
付
者
へ
の
管
理
票
の
写
し
の
送
付
）

第
八
条
の
二
十
五
の
二
　
処
分
受
託
者
は
、
法
第
十
二
条
の
三
第
四
項
前
段
若
し
く
は
第
五
項
又
は
第
十
二
条
の
五

第
六
項
の
規
定
に
よ
り

終
処
分
が
終
了
し
た
旨
が
記
載
さ
れ
た
管
理
票
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
法

第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
管
理
票
又
は
同
条
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
回
付
さ
れ
た

管
理
票
に

終
処
分
が
終
了
し
た
旨
、
当
該

終
処
分
を
行
つ
た
場
所
の
所
在
地
及
び
当
該

終
処
分
が
終
了
し

た
年
月
日
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
当
該
管
理
票
に
係
る
全
て
の
中
間
処
理
産
業
廃
棄
物
に
つ
い
て

終
処
分
が

適
正
に
終
了
し
た
こ
と
を
確
認
の
上
、
当
該
処
分
を
委
託
し
た
管
理
票
交
付
者
に
当
該
管
理
票
の
写
し
を
送
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
処
分
受
託
者
の
管
理
票
交
付
者
へ
の
送
付
期
限
）

第
八
条
の
二
十
五
の
三
　
法
第
十
二
条
の
三
第
五
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
十
日
と
す
る
。

（
管
理
票
交
付
者
が
送
付
を
受
け
た
管
理
票
の
写
し
の
保
存
期
間
）

第
八
条
の
二
十
六
　
法
第
十
二
条
の
三
第
六
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

（
管
理
票
交
付
者
の
報
告
書
）

第
八
条
の
二
十
七
　
法
第
十
二
条
の
三
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
票
に
関
す
る
報
告
書
は
、
産
業
廃
棄
物
を
排
出

す
る
事
業
場
（
同
一
の
都
道
府
県
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十

九
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
又
は
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
中
核
市
に
あ
つ
て

は
、
市
）
の
区
域
内
に
設
置
が
短
期
間
で
あ
り
、
又
は
所
在
地
が
一
定
し
な
い
事
業
場
が
二
以
上
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
二
以
上
の
事
業
場
を
一
の
事
業
場
と
す
る
。
）
ご
と
に
、
毎
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
そ
の
年
の
三
月

三
十
一
日
以
前
の
一
年
間
に
お
い
て
交
付
し
た
管
理
票
の
交
付
等
の
状
況
に
関
し
、
様
式
第
三
号
に
よ
り
作
成

し
、
当
該
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
管
理
票
の
写
し
の
送
付
を
受
け
る
ま
で
の
期
間
）

第
八
条
の
二
十
八
　
法
第
十
二
条
の
三
第
八
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
十
二
条
の
三
第
三
項
前
段
又
は
第
四
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
管
理
票
の
写
し
の
送
付
　
管
理
票
の
交
付

の
日
か
ら
九
十
日
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
係
る
管
理
票
に
あ
つ
て
は
、
六
十
日
）

二
　
法
第
十
二
条
の
三
第
五
項
又
は
第
十
二
条
の
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
る

終
処
分
が
終
了
し
た
旨
が
記
載
さ

れ
た
管
理
票
の
写
し
の
送
付
　
管
理
票
の
交
付
の
日
か
ら
百
八
十
日

（
管
理
票
交
付
者
が
講
ず
べ
き
措
置
）

第
八
条
の
二
十
九
　
管
理
票
交
付
者
は
、
法
第
十
二
条
の
三
第
八
項
に
規
定
す
る
と
き
は
、
生
活
環
境
の
保
全
上
の

支
障
の
除
去
又
は
発
生
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
次
の
表
の
上
欄
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
報
告
期
限
ま
で
に
、
様
式
第
四
号
に
よ
る
報
告
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す

る
も
の
と
す
る
。

区
分

報
告
期
限

前
条
に
規
定
す
る
期
間
内
に
法
第
十
二
条
の
三
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
又
は
第
十
二
条
の
五
第
五

項
の
規
定
に
よ
る
管
理
票
の
写
し
の
送
付
を
受
け
な
い
と
き

前
条
に
規
定

す
る
期
間
が

経
過
し
た
日

か
ら
三
十
日

以
内

法
第
十
二
条
の
三
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
又
は
第
十
二
条
の
五
第
五
項
の
規
定
に
規
定
す
る
事
項

が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
管
理
票
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
と
き

当
該
管
理
票

の
写
し
の
送

付
を
受
け
た

日
か
ら
三
十

日
以
内

虚
偽
の
記
載
の
あ
る
管
理
票
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
と
き

虚
偽
の
記
載

の
あ
る
こ
と

を
知
つ
た
日

か
ら
三
十
日

以
内

法
第
十
四
条
第
十
三
項
、
第
十
四
条
の
二
第
四
項
、
第
十
四
条
の
四
第
十
三
項
又
は
第
十
四
条
の
五

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
又
は
特
別
管

理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
に
引
き
渡
し
た
産
業
廃
棄
物
（
当
該
通
知
を
し
た
産
業
廃
棄
物
収
集

運
搬
業
者
、
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
又
は
産
業
廃
棄
物
若
し
く
は
特
別
管
理
産
業
廃

棄
物
の
収
集
若
し
く
は
運
搬
の
事
業
の
全
部
を
廃
止
し
た
者
に
そ
の
運
搬
を
委
託
し
た
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
法
第
十
二
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
票
の
写
し
の
送
付
を
受
け
て
い
な
い

と
き

当
該
通
知
を

受
け
た
日
か

ら
三
十
日
以

内

法
第
十
四
条
第
十
三
項
、
第
十
四
条
の
二
第
四
項
、
第
十
四
条
の
四
第
十
三
項
又
は
第
十
四
条
の
五

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
若
し
く
は
産

業
廃
棄
物
処
分
業
者
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
若
し
く
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

当
該
通
知
を

受
け
た
日
か
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処
分
業
者
に
引
き
渡
し
た
産
業
廃
棄
物
（
当
該
通
知
を
し
た
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
、
特
別
管
理
産

業
廃
棄
物
処
分
業
者
又
は
産
業
廃
棄
物
若
し
く
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
分
の
事
業
の
全
部
を

廃
止
し
た
者
に
そ
の
処
分
を
委
託
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
法
第
十
二
条
の
三
第
四
項
の
規
定

に
よ
る
管
理
票
の
写
し
の
送
付
を
受
け
て
い
な
い
と
き

ら
三
十
日
以

内

法
第
十
四
条
の
三
の
二
第
三
項
（
法
第
十
四
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

収
集
運
搬
業
者
に
引
き
渡
し
た
産
業
廃
棄
物
（
当
該
通
知
を
し
た
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
又
は
特

別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
者
に
そ
の
運
搬
を
委
託
し
た
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
法
第
十
二
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
票
の
写
し
の
送
付
を
受
け
て
い
な
い

と
き

当
該
通
知
を

受
け
た
日
か

ら
三
十
日
以

内

法
第
十
四
条
の
三
の
二
第
三
項
（
法
第
十
四
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
若
し
く
は
産
業
廃
棄
物
処
分

業
者
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
若
し
く
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
に
引

き
渡
し
た
産
業
廃
棄
物
（
当
該
通
知
を
し
た
産
業
廃
棄
物
処
分
業
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分

業
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
者
に
そ
の
処
分
を
委
託
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
法
第
十
二
条
の

三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
票
の
写
し
の
送
付
を
受
け
て
い
な
い
と
き

当
該
通
知
を

受
け
た
日
か

ら
三
十
日
以

内

（
運
搬
受
託
者
の
管
理
票
等
の
保
存
期
間
）

第
八
条
の
三
十
　
法
第
十
二
条
の
三
第
九
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

（
処
分
受
託
者
の
管
理
票
の
保
存
期
間
）

第
八
条
の
三
十
の
二
　
法
第
十
二
条
の
三
第
十
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
を
証
す
る
書
面
）

第
八
条
の
三
十
一
　
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
は
、
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
で
接
続
さ
れ
て
い

る
入
出
力
装
置
を
使
用
し
て
い
る
者
に
対
し
、
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
を
証
す
る
書
面
を
交
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
そ
の
運
搬
又
は
処
分
の
状
況
を
速
や
か
に
把
握
す
る
必
要
の
あ
る
産
業
廃
棄
物
）

第
八
条
の
三
十
一
の
二
　
法
第
十
二
条
の
五
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
産
業
廃
棄
物
は
、
法
第
二
条
第
五
項
に

規
定
す
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
（
令
第
二
条
の
四
第
五
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
義
務
者
）

第
八
条
の
三
十
一
の
三
　
法
第
十
二
条
の
五
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
業
者
は
、
当
該
年
度
の
前
々
年
度
に

お
い
て
産
業
廃
棄
物
（
前
条
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
発
生
量
が
五
十
ト

ン
以
上
で
あ
る
事
業
場
を
設
置
し
て
い
る
事
業
者
（
当
該
事
業
場
か
ら
生
ず
る
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
又
は
処
分
を

他
人
に
委
託
す
る
場
合
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
に
登
録
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
）

第
八
条
の
三
十
一
の
四
　
法
第
十
二
条
の
五
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
、

法
第
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
、
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
又
は
同

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

二
　
そ
の
使
用
に
係
る
入
出
力
装
置
が
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含

む
。
）
と
電
気
通
信
回
線
で
接
続
さ
れ
て
い
る
者
に
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
又
は
処
分
の
委
託
を
す
る
こ
と
が
困

難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

三
　
電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
義
務
者
の
常
勤
の
役
員
又
は
職
員
の
年
齢
が
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
に

お
い
て
い
ず
れ
も
六
十
五
歳
以
上
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
使
用
に
係
る
入
出
力
装
置
が
情
報
処
理
セ
ン

タ
ー
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
）
と
電
気
通
信
回
線
で
接
続
さ
れ
て
い
な
い
場
合

（
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
の
登
録
手
続
）

第
八
条
の
三
十
一
の
五
　
法
第
十
二
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
十
五
条
の
四
の
七
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
の
登
録
は
、
次
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
産
業
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
に
登
録
す
る
こ
と
。

二
　
引
渡
し
に
係
る
当
該
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
先
が
二
以
上
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
運
搬
先
ご
と
に
登
録
す

る
こ
と
。

三
　
当
該
産
業
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又

は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
、
数
量
、
受
託
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
運

搬
先
の
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地
、
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る

終
処
分
を
行
う
場
所
の
所
在
地
並
び
に
登

録
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
（
以
下
「
登
録
番
号
」
と
い
う
。
）
を
運
搬
受
託
者
及
び
処
分
受
託
者
に
通
知
し

た
後
、
登
録
す
る
こ
と
。

四
　
当
該
産
業
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又

は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
、
数
量
及
び
受
託
者
の
氏
名
又
は
名
称
が

登
録
し
よ
う
と
す
る
事
項
と
相
違
が
な
い
こ
と
を
確
認
の
上
、
登
録
す
る
こ
と
。

五
　
中
間
処
理
業
者
（
次
号
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
第
八
条
の
三
十
二
第
八
号
及
び
第
九

号
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る
す
べ
て
の
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
事

項
と
相
違
が
な
い
こ
と
を
確
認
の
上
、
登
録
す
る
こ
と
。

六
　
中
間
処
理
業
者
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る
処
分
を
委
託
し
た
者
が
電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
義
務
者
又
は

電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
事
業
者
で
な
い
場
合
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
第
八
条
の
三
十
二
第
八
号
及
び
第

十
号
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
交
付
又
は
回
付
さ
れ
た
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る
す
べ
て
の
管
理
票
に
記

載
さ
れ
た
事
項
と
相
違
が
な
い
こ
と
を
確
認
の
上
、
登
録
す
る
こ
と
。

（
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
の
登
録
期
限
）

第
八
条
の
三
十
一
の
六
　
法
第
十
二
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
三
日
（
日
曜

日
、
土
曜
日
、
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
、
一
月

二
日
、
一
月
三
日
及
び
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
日
（
以
下
「
休
日
等
」
と
い
う
。
）
を

除
く
。
）
と
す
る
。

（
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
の
登
録
事
項
）

第
八
条
の
三
十
二
　
法
第
十
二
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一
　
産
業
廃
棄
物
の
引
渡
し
年
月
日
及
び
登
録
年
月
日
並
び
に
登
録
番
号

二
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

三
　
産
業
廃
棄
物
を
排
出
し
た
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

四
　
産
業
廃
棄
物
の
引
渡
し
を
担
当
し
た
者
の
氏
名

五
　
運
搬
又
は
処
分
を
受
託
し
た
者
の
住
所

六
　
運
搬
先
の
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
運
搬
を
受
託
し
た
者
が
産
業
廃
棄
物
の
積
替
え
又
は
保
管
を

行
う
場
合
に
は
、
当
該
積
替
え
又
は
保
管
を
行
う
場
所
の
所
在
地

七
　
産
業
廃
棄
物
の
荷
姿

八
　
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る

終
処
分
を
行
う
場
所
の
所
在
地

九
　
中
間
処
理
業
者
（
次
号
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る
処
分
を
委

託
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
登
録
番
号

十
　
中
間
処
理
業
者
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る
処
分
を
委
託
し
た
者
が
電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
義
務
者
又
は

電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
事
業
者
で
な
い
場
合
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
交
付
又
は
回
付
さ
れ
た
当
該
産
業

廃
棄
物
に
係
る
管
理
票
を
交
付
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
管
理
票
の
交
付
番
号

十
一
　
当
該
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等

が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
数
量

（
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
の
運
搬
又
は
処
分
の
終
了
の
報
告
）

第
八
条
の
三
十
三
　
法
第
十
二
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
運
搬
又
は
処
分
の
終
了
の
報
告
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
に
報
告
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。

一
　
運
搬
の
終
了
　
次
に
掲
げ
る
事
項

47



イ
　
運
搬
を
担
当
し
た
者
の
氏
名

ロ
　
運
搬
を
終
了
し
た
年
月
日

ハ
　
積
替
え
又
は
保
管
の
場
所
に
お
い
て
受
託
し
た
産
業
廃
棄
物
に
混
入
し
て
い
る
物
（
有
償
で
譲
渡
で
き
る

も
の
に
限
る
。
）
の
拾
集
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
拾
集
量

ニ
　
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る
登
録
番
号

二
　
処
分
の
終
了
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
処
分
を
担
当
し
た
者
の
氏
名

ロ
　
処
分
を
終
了
し
た
年
月
日

ハ
　
当
該
処
分
が

終
処
分
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該

終
処
分
を
行
つ
た
場
所
の
所
在
地

ニ
　
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る
登
録
番
号

（
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
の
報
告
期
限
）

第
八
条
の
三
十
四
　
法
第
十
二
条
の
五
第
三
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
運
搬
又
は
処
分
を
終
了
し
た
日
か

ら
三
日
（
休
日
等
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
処
分
受
託
者
の
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
の
報
告
）

第
八
条
の
三
十
四
の
二
　
処
分
受
託
者
は
、
法
第
十
二
条
の
三
第
四
項
前
段
若
し
く
は
第
五
項
又
は
第
十
二
条
の
五

第
六
項
の
規
定
に
よ
り

終
処
分
が
終
了
し
た
旨
が
記
載
さ
れ
た
管
理
票
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
当

該
管
理
票
に
係
る
登
録
に
係
る
全
て
の
中
間
処
理
産
業
廃
棄
物
に
つ
い
て

終
処
分
が
適
正
に
終
了
し
た
こ
と
を

確
認
の
上
、
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
に

終
処
分
を
行
つ
た
場
所
の
所
在
地
、
当
該

終
処
分
が
終
了
し
た
年
月
日

及
び
当
該
登
録
に
係
る
登
録
番
号
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
処
分
受
託
者
の
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
の
報
告
期
限
）

第
八
条
の
三
十
四
の
三
　
法
第
十
二
条
の
五
第
四
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
三
日
（
休
日
等
を
除
く
。
）

と
す
る
。

（
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
の
電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
義
務
者
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
事
業
者
へ
の
通
知
）

第
八
条
の
三
十
四
の
四
　
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
は
、
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

報
告
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
処
分
が

終
処
分
で
あ
る
と
き
は
、

終
処
分
が
終
了
し
た
旨
、
当
該

終
処
分
を

行
つ
た
場
所
の
所
在
地
、
当
該

終
処
分
が
終
了
し
た
年
月
日
及
び
当
該
報
告
に
係
る
登
録
番
号
を
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。

（
処
分
受
託
者
の
管
理
票
交
付
者
へ
の
管
理
票
の
写
し
の
送
付
）

第
八
条
の
三
十
四
の
五
　
処
分
受
託
者
は
、
法
第
十
二
条
の
五
第
六
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
法
第
十
二
条
の
三

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
管
理
票
又
は
同
条
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
回
付
さ
れ
た
管
理
票
に

終

処
分
が
終
了
し
た
旨
、
当
該

終
処
分
を
行
つ
た
場
所
の
所
在
地
及
び
当
該

終
処
分
が
終
了
し
た
年
月
日
を
記

載
す
る
と
と
も
に
、
当
該
管
理
票
に
係
る
全
て
の
中
間
処
理
産
業
廃
棄
物
に
つ
い
て

終
処
分
が
適
正
に
終
了
し

た
こ
と
を
確
認
の
上
、
当
該
処
分
を
委
託
し
た
管
理
票
交
付
者
に
当
該
管
理
票
の
写
し
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
処
分
受
託
者
の
管
理
票
交
付
者
へ
の
管
理
票
の
写
し
の
送
付
期
限
）

第
八
条
の
三
十
四
の
六
　
法
第
十
二
条
の
五
第
六
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
十
日

と
す
る
。

（
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
情
報
の
保
存
期
間
）

第
八
条
の
三
十
五
　
法
第
十
二
条
の
五
第
八
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

（
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
報
告
）

第
八
条
の
三
十
六
　
法
第
十
二
条
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
に
対
す
る
報
告
は
、
産
業
廃
棄
物
を

排
出
す
る
事
業
場
ご
と
に
、
毎
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
そ
の
年
の
三
月
三
十
一
日
以
前
の
一
年
間
に
お
け
る
同

条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
並
び
に
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
内
容
並
び
に
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
又
は
こ
れ
ら
の
事
項
を
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）

を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
た
も
の
を
当
該
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出

す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
業
種

二
　
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
産
業
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又
は
水

銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
、
数
量
及
び
運
搬
又
は
処
分
を
受
託
し
た
者
の

区
分
に
応
じ
た
登
録
回
数

四
　
運
搬
又
は
処
分
を
受
託
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
許
可
番
号
並
び
に
運
搬
先
の
事
業
場
の
所
在
地

（
運
搬
受
託
者
又
は
処
分
受
託
者
か
ら
の
報
告
を
受
け
る
ま
で
の
期
間
）

第
八
条
の
三
十
七
　
法
第
十
二
条
の
五
第
十
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
十
二
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
　
登
録
の
日
か
ら
九
十
日
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
係
る

登
録
に
あ
つ
て
は
、
六
十
日
）

二
　
法
第
十
二
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
　
登
録
の
日
か
ら
百
八
十
日

（
電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
義
務
者
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
事
業
者
が
講
ず
べ
き
措
置
）

第
八
条
の
三
十
八
　
電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
義
務
者
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
事
業
者
は
、
法
第
十
二
条
の

五
第
十
一
項
に
規
定
す
る
と
き
は
、
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
の
除
去
又
は
発
生
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
次
の
表
の
上
欄
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
報
告
期
限
ま
で

に
、
様
式
第
五
号
に
よ
る
報
告
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

区
分

報
告
期
限

法
第
十
二
条
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き

前
条
に
規
定
す
る
期
間
が
経

過
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内

法
第
十
二
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
同
条
第
二
項
又
は
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
報
告
が
虚
偽
の
内
容
を
含
む
と
き

虚
偽
の
内
容
を
含
む
こ
と
を

知
つ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内

法
第
十
四
条
第
十
三
項
、
第
十
四
条
の
二
第
四
項
、
第
十
四
条
の
四
第
十
三
項
又
は

第
十
四
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
十
二

条
の
五
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
十
二
条
の
五
第
一
項
前
段
又
は
第
二
項
の
報
告

に
係
る
産
業
廃
棄
物
（
当
該
通
知
を
し
た
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
、
特
別
管
理

産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
又
は
産
業
廃
棄
物
若
し
く
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の

収
集
若
し
く
は
運
搬
の
事
業
の
全
部
を
廃
止
し
た
者
に
そ
の
運
搬
を
委
託
し
た
も
の

に
限
る
。
）
の
運
搬
が
終
了
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
て
い
な
い
と
き

法
第
十
四
条
第
十
三
項
、
第

十
四
条
の
二
第
四
項
、
第
十

四
条
の
四
第
十
三
項
又
は
第

十
四
条
の
五
第
四
項
の
規
定

に
よ
る
通
知
を
受
け
た
日
か

ら
三
十
日
以
内

法
第
十
四
条
第
十
三
項
、
第
十
四
条
の
二
第
四
項
、
第
十
四
条
の
四
第
十
三
項
又
は

第
十
四
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
十
二

条
の
五
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
十
二
条
の
五
第
一
項
前
段
又
は
第
二
項
の
報
告

に
係
る
産
業
廃
棄
物
（
当
該
通
知
を
し
た
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
、
特
別
管
理
産
業

廃
棄
物
処
分
業
者
又
は
産
業
廃
棄
物
若
し
く
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
分
の
事

業
の
全
部
を
廃
止
し
た
者
に
そ
の
処
分
を
委
託
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
処
分
が
終
了

し
た
旨
の
通
知
を
受
け
て
い
な
い
と
き

法
第
十
四
条
第
十
三
項
、
第

十
四
条
の
二
第
四
項
、
第
十

四
条
の
四
第
十
三
項
又
は
第

十
四
条
の
五
第
四
項
の
規
定

に
よ
る
通
知
を
受
け
た
日
か

ら
三
十
日
以
内

法
第
十
四
条
の
三
の
二
第
三
項
（
法
第
十
四
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
の

規
定
に
よ
る
法
第
十
二
条
の
五
第
一
項
前
段
又
は
第
二
項
の
報
告
に
係
る
産
業
廃
棄

物
（
当
該
通
知
を
し
た
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集

運
搬
業
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
者
に
そ
の
運
搬
を
委
託
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
運

搬
が
終
了
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
て
い
な
い
と
き

法
第
十
四
条
の
三
の
二
第
三

項
（
法
第
十
四
条
の
六
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受

け
た
日
か
ら
三
十
日
以
内

法
第
十
四
条
の
三
の
二
第
三
項
（
法
第
十
四
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
の

規
定
に
よ
る
法
第
十
二
条
の
五
第
一
項
前
段
又
は
第
二
項
の
報
告
に
係
る
産
業
廃
棄

物
（
当
該
通
知
を
し
た
産
業
廃
棄
物
処
分
業
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の

法
第
十
四
条
の
三
の
二
第
三

項
（
法
第
十
四
条
の
六
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受

け
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
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許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
者
に
そ
の
処
分
を
委
託
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
処
分
が
終
了

し
た
旨
の
通
知
を
受
け
て
い
な
い
と
き

（
二
以
上
の
事
業
者
の
一
体
的
な
経
営
の
基
準
）

第
八
条
の
三
十
八
の
二
　
法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
第
一
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
同
項
に
規
定
す
る
二

以
上
の
事
業
者
の
い
ず
れ
か
一
の
事
業
者
が
、
当
該
二
以
上
の
事
業
者
の
う
ち
他
の
全
て
の
事
業
者
に
つ
い
て
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
当
該
二
以
上
の
事
業
者
の
う
ち
他
の
事
業
者
の
発
行
済
株
式
の
総
数
、
出
資
口
数
の
総
数
又
は
出
資
価
額
の

総
額
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
。

二
　
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
当
該
二
以
上
の
事
業
者
の
う
ち
他
の
事
業
者
の
発
行
済
株
式
の
総
数
、
出
資
口
数
の
総
数
又
は
出
資
価
額

の
総
額
の
三
分
の
二
以
上
に
相
当
す
る
数
又
は
額
の
株
式
（
株
主
総
会
に
お
い
て
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
事
項
の
全
部
に
つ
き
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
を
除
く
。
）
又
は
出
資
を
保
有
し
て
い

る
こ
と
。

ロ
　
そ
の
役
員
（
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
役
員
を
い
う
。
）
又
は
職
員
を
当
該
二
以
上
の
事
業
者
の
う
ち

他
の
事
業
者
の
業
務
を
執
行
す
る
役
員
（
こ
れ
に
準
ず
る
者
を
含
む
。
第
八
条
の
三
十
八
の
五
第
二
項
第
四

号
及
び
第
四
項
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
派
遣
し
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
当
該
二
以
上
の
事
業
者
の
う
ち
他
の
事
業
者
は
、
か
つ
て
同
一
の
事
業
者
で
あ
つ
て
、
一
体
的
に
廃
棄
物

を
適
正
に
処
理
し
て
い
た
こ
と
。

（
収
集
、
運
搬
、
処
分
等
を
行
う
事
業
者
の
基
準
）

第
八
条
の
三
十
八
の
三
　
法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り

と
す
る
。

一
　
当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
（
再
生
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
八
条
の
三

十
八
の
十
一
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
計
画
に
お
い
て
当
該
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分

を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

二
　
当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
統
括
し
て
管
理
す
る
体
制
の
下
で
、
当
該
産
業

廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
行
う
者
で
あ
る
こ
と
。

三
　
当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
以
外
の
産
業
廃
棄
物
の
処
理
を
行
う
場
合
に
あ
つ

て
は
、
当
該
産
業
廃
棄
物
と
区
分
し
て
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ

と
。

四
　
当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
当
該
二
以
上
の
事
業
者
以
外
の
者
に
委
託
す
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
二
以
上
の
事
業
者
の
う
ち
他
の
事
業
者
と
共
同
し
て
、
受
託
者
と
委
託
契
約
を
締
結

す
る
と
と
も
に
当
該
受
託
者
に
対
し
管
理
票
を
交
付
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

五
　
当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
的
確
に
行
う
に
足
り
る
知
識
及
び
技
能
を
有
す

る
こ
と
。

六
　
当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
的
確
に
、
か
つ
、
継
続
し
て
行
う
に
足
り
る
経

理
的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
。

七
　
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
及
び
ヘ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

八
　
不
利
益
処
分
を
受
け
、
そ
の
不
利
益
処
分
の
あ
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

九
　
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
施
設
を
有
す
る
こ
と
。

イ
　
当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
収
集
又
は
運
搬
の
用
に
供

す
る
施
設
に
つ
い
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

（１）
　
当
該
産
業
廃
棄
物
が
飛
散
し
、
及
び
流
出
し
、
並
び
に
悪
臭
が
漏
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
運
搬
車
、
運
搬

船
、
運
搬
容
器
そ
の
他
の
運
搬
施
設
を
有
す
る
こ
と
。

（２）
　
積
替
施
設
を
有
す
る
場
合
に
は
、
産
業
廃
棄
物
が
飛
散
し
、
流
出
し
、
及
び
地
下
に
浸
透
し
、
並
び
に

悪
臭
が
発
散
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
施
設
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
処
分
の
用
に
供
す
る
施
設
に
つ
い
て

は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

（１）
　
当
該
産
業
廃
棄
物
の
種
類
に
応
じ
、
そ
の
処
分
に
適
す
る
処
理
施
設
を
有
す
る
こ
と
。

（２）
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
あ
つ
て
は
、
法
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
（
法
第
十
五
条
の
二
の
六
第
一
項

の
許
可
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
の
許
可
）
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
保
管
施
設
を
有
す
る
場
合
に
は
、
産
業
廃
棄
物
が
飛
散
し
、
流
出
し
、
及
び
地
下
に
浸
透
し
、
並
び
に

悪
臭
が
発
散
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
施
設
で
あ
る
こ
と
。

十
　
そ
の
他
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

（
一
体
的
処
理
の
認
定
の
申
請
）

第
八
条
の
三
十
八
の
四
　
法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
の
認
定
の
申
請
は
、
当
該
二
以
上
の
事
業
者
が
、
共
同
し
て
、

様
式
第
五
号
の
二
に
よ
る
申
請
書
を
当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
積
卸
し
及
び
処
分
を
行
お
う
と
す
る
区
域

を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
一
体
的
処
理
の
認
定
の
申
請
に
係
る
書
類
）

第
八
条
の
三
十
八
の
五
　
法
第
十
二
条
の
七
第
二
項
の
申
請
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）

に
同
項
第
二
号
の
議
決
権
保
有
割
合
に
関
す
る
事
項
と
し
て
記
載
す
べ
き
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
第
八
条
の
三
十
八
の
二
に
規
定
す
る
当
該
二
以
上
の
事
業
者
の
い
ず
れ
か
一
の
事
業
者
が
保
有
す
る
当
該
二

以
上
の
事
業
者
の
う
ち
他
の
全
て
の
事
業
者
の
議
決
権
保
有
割
合

二
　
第
八
条
の
三
十
八
の
二
に
規
定
す
る
当
該
二
以
上
の
事
業
者
の
い
ず
れ
か
一
の
事
業
者
の
発
行
済
株
式
総
数

の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は
出
資
口
数
若
し
く
は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
口
数
若
し

く
は
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
当
該

株
主
の
有
す
る
株
式
の
数
又
は
当
該
出
資
を
し
て
い
る
者
の
な
し
た
出
資
の
口
数
若
し
く
は
金
額

２
　
申
請
書
に
法
第
十
二
条
の
七
第
二
項
第
三
号
の
実
施
体
制
に
関
す
る
事
項
と
し
て
記
載
す
べ
き
も
の
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

一
　
当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
統
括
し
て
管
理
す
る
事
業
者
の
名
称

二
　
当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
行
う
事
業
者
の
名
称

三
　
当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
の
用
に
供
す
る
施
設
（
積
替
え
又
は
保
管
の
場
所

を
含
む
。
）

四
　
第
八
条
の
三
十
八
の
二
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
条
に
規
定
す
る
当
該
二
以
上
の
事
業
者

の
い
ず
れ
か
一
の
事
業
者
が
そ
の
役
員
（
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
役
員
を
い
う
。
）
又
は
職
員
を
当
該
二

以
上
の
事
業
者
の
う
ち
他
の
事
業
者
の
業
務
を
執
行
す
る
役
員
と
し
て
派
遣
し
て
い
る
状
況

３
　
法
第
十
二
条
の
七
第
二
項
第
四
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
当
該
申
請
に
係
る
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
行
う
産
業
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産

業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含

む
。
）

二
　
当
該
申
請
に
係
る
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
の
範
囲

三
　
当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
行
う
区
域

４
　
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
事
業
計
画

イ
　
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
が
行
う
当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
の
内
容

ロ
　
当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
に
つ
い
て

終
処
分
が
終
了
す
る
ま
で
の
一
連
の
処
理
の
行
程

ハ
　
当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
処
分
に
伴
い
生
ず
る
廃
棄
物
（
再
生
品
を
除
く
。
）
の
種
類
、
性
状
及

び
処
理
方
法

ニ
　
収
集
又
は
運
搬
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
収
集
又
は
運
搬
の
用
に
供
す
る
施
設
の
種
類
及
び
数
量

ホ
　
処
分
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
処
分
の
用
に
供
す
る
施
設
の
種
類
、
数
量
、
設
置
場
所
、
設
置
年

月
日
及
び
処
理
能
力
並
び
に
処
理
方
式
（
当
該
施
設
が
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
埋
立
地
（
第
十
条
の
四
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
埋
立
地
を
い
う
。
）
の
面
積
及
び
埋
立
容
量
。
）
、

構
造
及
び
設
備
の
概
要

ヘ
　
積
替
え
又
は
保
管
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
積
替
え
又
は
保
管
の
場
所
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
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（１）
　
所
在
地

（２）
　
面
積

（３）
　
積
替
え
又
は
保
管
を
行
う
産
業
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀

使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）

（４）
　
積
替
え
の
た
め
の
保
管
上
限
又
は
処
分
等
の
た
め
の
保
管
上
限

（５）
　
第
一
条
の
六
の
規
定
の
例
に
よ
る
高
さ
の
う
ち

高
の
も
の

ト
　
当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
を
生
ず
る
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

チ
　
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
の
許
可
を
受
け
て

い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
許
可
に
係
る
許
可
番
号
（
こ
れ
ら
の
許
可
申
請
を
し
て
い
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
申
請
年
月
日
）

リ
　
次
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
等
の
一
年
間
の
数
量
又
は
熱
量

（１）
　
当
該
申
請
に
係
る
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
行
う
産
業
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
の
数
量

（２）
　
当
該
申
請
に
係
る
処
分
に
伴
い
生
ず
る
廃
棄
物
（
再
生
品
を
除
く
。
）
の
種
類
ご
と
の
数
量

（３）
　
再
生
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
再
生
品
の
種
類
ご
と
の
数
量

（４）
　
熱
回
収
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
熱
回
収
に
よ
り
得
よ
う
と
す
る
熱
量

ヌ
　
当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
統
括
し
て
管
理
す
る
体
制

ル
　
当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
以
外
の
産
業
廃
棄
物
の
処
理
を
行
う
場
合
に
あ

つ
て
は
、
当
該
産
業
廃
棄
物
と
区
分
し
て
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
の
内
容

ヲ
　
当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
当
該
二
以
上
の
事
業
者
以
外
の
者
に
委
託
す

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
受
託
者
と
締
結
す
る
委
託
契
約
の
内
容
及
び
当
該
受
託
者
に
交
付
す
る
管
理
票
に
関

す
る
事
項

ワ
　
環
境
大
臣
が
定
め
る
事
項

二
　
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書
（
第
八
条
の
三
十
八
の
二
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
を
含
む
。
）

三
　
第
八
条
の
三
十
八
の
二
に
規
定
す
る
当
該
二
以
上
の
事
業
者
の
い
ず
れ
か
一
の
事
業
者
以
外
の
全
て
の
事
業

者
に
係
る
株
主
名
簿
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）

四
　
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
が
第
八
条
の
三
十
八
の
三
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
適
合
す
る
こ
と
を
示
す

次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
行
う
に
足
り
る
技
術
的
能
力
を
説
明
す
る

書
類

ロ
　
当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
の
開
始
に
要
す
る
資
金
の
総
額
及
び
そ
の
資
金

の
調
達
方
法
を
記
載
し
た
書
類

ハ
　
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
、
個
別
注

記
表
並
び
に
法
人
税
の
納
付
す
べ
き
額
及
び
納
付
済
額
を
証
す
る
書
類

ニ
　
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
及
び
ヘ
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
並
び
に
第
八
条
の
三

十
八
の
三
第
八
号
に
適
合
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

ホ
　
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の
住
民
票

の
写
し
及
び
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
（
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
ヘ
及
び

ト
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
し
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類

ヘ
　
役
員
の
住
民
票
の
写
し
及
び
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
に
該
当
し
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め

に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類

ト
　
令
第
六
条
の
十
に
規
定
す
る
使
用
人
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
住
民
票
の
写
し
及
び
法
第
十
四
条
第

五
項
第
二
号
イ
に
該
当
し
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類

五
　
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
業
務
を
執
行
す
る
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
第
八
条
の
三
十
八
の
二
に
規

定
す
る
当
該
二
以
上
の
事
業
者
の
い
ず
れ
か
一
の
事
業
者
か
ら
派
遣
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
書
類

六
　
当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
処
分
の
用
に
供
す
る
施
設
が
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
当
該
施
設
に
つ
い
て
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

七
　
前
号
の
ほ
か
、
当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
の
用
に
供
す
る
施
設
（
積
替
え
又

は
保
管
の
場
所
を
含
む
。
）
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
平
面
図
、
立
面
図
、
断
面
図
、
構
造
図
及
び
設
計
計
算

書
並
び
に
当
該
施
設
の
付
近
の
見
取
図
そ
の
他
の
当
該
施
設
が
第
八
条
の
三
十
八
の
三
第
九
号
に
規
定
す
る
基

準
に
適
合
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類

八
　
申
請
者
が
当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
の
用
に
供
す
る
施
設
（
積
替
え
又
は
保

管
の
場
所
を
含
む
。
）
の
所
有
権
を
有
す
る
こ
と
（
申
請
者
が
所
有
権
を
有
し
な
い
場
合
に
は
、
使
用
す
る
権

原
を
有
す
る
こ
と
）
を
証
す
る
書
類

九
　
第
八
条
の
三
十
八
の
二
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類
（
第
二
号

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

十
　
そ
の
他
環
境
大
臣
が
定
め
る
書
類

５
　
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
ロ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
も
の
の
様
式
は
、
様
式
第
五
号
の
三
に
よ
る
も
の
と

す
る
。

（
一
体
的
処
理
の
変
更
の
認
定
の
申
請
）

第
八
条
の
三
十
八
の
六
　
法
第
十
二
条
の
七
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
五
号
の
四
に
よ
る
申
請
書
を
当
該
変
更
に
係
る
区
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知

事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
二
以
上
の
事
業
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二
　
認
定
の
年
月
日
及
び
認
定
番
号

三
　
変
更
の
内
容

四
　
変
更
の
理
由

五
　
変
更
後
の
処
理
の
開
始
予
定
年
月
日

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
第
八
条
の
三
十
八
の
九
に
規
定
す
る
認
定
証
及
び
当
該
変
更
に
係
る
第
八
条
の
三
十
八

の
五
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
又
は
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
十
二
条
の
七
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
二
以
上
の
都
道
府
県
知
事
か
ら
法
第

十
二
条
の
七
第
一
項
の
認
定
を
受
け
、
か
つ
、
第
一
項
の
申
請
書
を
提
出
し
て
い
な
い
都
道
府
県
知
事
が
あ
る
場

合
に
は
、
当
該
変
更
の
認
定
を
受
け
た
後
遅
滞
な
く
、
当
該
都
道
府
県
知
事
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
す
る

も
の
と
す
る
。

一
　
変
更
の
認
定
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
及
び
そ
の
年
月
日

二
　
変
更
の
内
容

三
　
変
更
の
理
由

四
　
変
更
後
の
処
理
の
開
始
予
定
年
月
日

（
変
更
の
認
定
を
要
し
な
い
軽
微
な
変
更
）

第
八
条
の
三
十
八
の
七
　
法
第
十
二
条
の
七
第
七
項
た
だ
し
書
の
環
境
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
の
各
号

の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
変
更
と
す
る
。

一
　
第
八
条
の
三
十
八
の
五
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
（
第
八
条
の
三
十
八
の
二
第
一
号
又
は

第
二
号
イ
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に
限
る
。
）

二
　
第
八
条
の
三
十
八
の
五
第
二
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
（
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

に
係
る
変
更
に
あ
つ
て
は
第
八
条
の
三
十
八
の
二
第
一
号
及
び
第
二
号
ロ
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に

限
る
。
）

三
　
第
八
条
の
三
十
八
の
五
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更

四
　
第
八
条
の
三
十
八
の
五
第
四
項
第
一
号
イ
、
ハ
、
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
又
は
ヌ
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
（
ハ

に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
に
あ
つ
て
は
当
該
処
分
に
伴
い
生
ず
る
廃
棄
物
（
再
生
品
を
除
く
。
）
の
種
類
及

び
性
状
、
ニ
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
に
あ
つ
て
は
当
該
収
集
又
は
運
搬
の
用
に
供
す
る
施
設
の
種
類
、
ヘ

に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
に
あ
つ
て
は
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
の
変
更
に
限
る
。
）
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（
変
更
の
届
出
）

第
八
条
の
三
十
八
の
八
　
法
第
十
二
条
の
七
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
は
、
当
該
変
更
の
日
か
ら
十
日

（
次
項
の
規
定
に
よ
り
登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
す
べ
き
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
十
日
）
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
五
号
の
五
に
よ
る
届
出
書
を
当
該
変
更
に
係
る
区
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提

出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
二
以
上
の
事
業
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二
　
認
定
の
年
月
日
及
び
認
定
番
号

三
　
変
更
の
内
容

四
　
変
更
の
理
由

五
　
変
更
の
年
月
日

２
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
当
該
変
更
に
係
る
第
八
条
の
三
十
八
の
五
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
又
は
図
面
を
添

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
十
二
条
の
七
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
を
し
た
者
は
、
二
以
上
の
都
道
府
県
知
事
か
ら
法
第
十

二
条
の
七
第
一
項
の
認
定
を
受
け
、
か
つ
、
第
一
項
の
届
出
書
を
提
出
し
て
い
な
い
都
道
府
県
知
事
が
あ
る
場
合

に
は
、
当
該
届
出
を
し
た
後
遅
滞
な
く
、
当
該
都
道
府
県
知
事
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す

る
。

一
　
届
出
書
を
提
出
し
た
都
道
府
県
知
事
及
び
そ
の
年
月
日

二
　
変
更
の
内
容

三
　
変
更
の
理
由

四
　
変
更
の
年
月
日

（
一
体
的
処
理
の
認
定
証
）

第
八
条
の
三
十
八
の
九
　
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
の
認
定
又
は
同
条
第
七
項
の
変
更
の
認
定

を
し
た
と
き
は
、
様
式
第
五
号
の
六
に
よ
る
認
定
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
廃
止
の
届
出
）

第
八
条
の
三
十
八
の
十
　
令
第
六
条
の
七
の
二
の
規
定
に
よ
る
廃
止
の
届
出
は
、
当
該
廃
止
の
日
か
ら
十
日
以
内

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
五
号
の
五
に
よ
る
届
出
書
を
当
該
廃
止
に
係
る
区
域
を
管
轄
す
る
都

道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
二
以
上
の
事
業
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二
　
認
定
の
年
月
日
及
び
認
定
番
号

三
　
廃
止
し
た
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
の
範
囲

四
　
廃
止
の
理
由

五
　
廃
止
の
年
月
日

２
　
法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
の
認
定
に
係
る
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
の
全
部
を
廃
止
し
た
場
合
に
は
、
前
項
の
届

出
書
に
、
前
条
に
規
定
す
る
認
定
証
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
令
第
六
条
の
七
の
二
の
規
定
に
よ
る
廃
止
の
届
出
を
し
た
者
は
、
二
以
上
の
都
道
府
県
知
事
か
ら
法
第
十
二
条

の
七
第
一
項
の
認
定
を
受
け
、
か
つ
、
第
一
項
の
届
出
書
を
提
出
し
て
い
な
い
都
道
府
県
知
事
が
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
届
出
を
し
た
後
遅
滞
な
く
、
当
該
都
道
府
県
知
事
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
届
出
書
を
提
出
し
た
都
道
府
県
知
事
及
び
そ
の
年
月
日

二
　
廃
止
し
た
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
の
範
囲

三
　
廃
止
の
理
由

四
　
廃
止
の
年
月
日

（
報
告
）

第
八
条
の
三
十
八
の
十
一
　
法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
共
同
し
て
、
毎
年
六
月
三
十
日
ま

で
に
、
そ
の
年
の
三
月
三
十
一
日
以
前
の
一
年
間
に
お
け
る
当
該
認
定
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は

処
分
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
五
号
の
七
に
よ
る
報
告
書
を
当
該
認
定
を
し
た
都
道
府
県

知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
二
以
上
の
事
業
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二
　
認
定
の
年
月
日
及
び
認
定
番
号

三
　
次
に
掲
げ
る
数
量
又
は
熱
量

イ
　
当
該
認
定
に
係
る
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
行
つ
た
産
業
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
の
数
量

ロ
　
当
該
認
定
に
係
る
処
分
に
伴
い
生
じ
た
廃
棄
物
（
再
生
品
を
除
く
。
）
の
種
類
ご
と
の
数
量

ハ
　
再
生
を
行
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
再
生
品
の
種
類
ご
と
の
数
量

ニ
　
熱
回
収
を
行
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
熱
回
収
に
よ
り
得
ら
れ
た
熱
量

四
　
当
該
認
定
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
当
該
二
以
上
の
事
業
者
以
外
の
者
に
委
託
し
た

場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
委
託
の
内
容
及
び
委
託
量

（
業
務
規
程
の
記
載
事
項
）

第
八
条
の
三
十
九
　
法
第
十
三
条
の
四
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
情
報
処
理
業
務
の
実
施
方
法
に
関
す
る
事
項

二
　
電
子
情
報
処
理
組
織
の
利
用
料
金
に
関
す
る
事
項

三
　
情
報
処
理
業
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

四
　
情
報
処
理
業
務
の
中
立
性
及
び
公
平
性
に
関
す
る
事
項

五
　
そ
の
他
情
報
処
理
業
務
に
関
し
必
要
な
事
項

（
事
業
計
画
書
等
の
認
可
の
申
請
）

第
八
条
の
四
十
　
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
は
、
法
第
十
三
条
の
五
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
毎
事
業
年
度
の
開
始
前
に
（
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る

事
業
年
度
に
あ
つ
て
は
、
当
該
指
定
を
受
け
た
後
遅
滞
な
く
）
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書

類
を
添
え
、
こ
れ
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
業
計
画
書

二
　
収
支
予
算
書

三
　
前
事
業
年
度
の
予
定
貸
借
対
照
表

四
　
当
該
事
業
年
度
の
予
定
貸
借
対
照
表

五
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
収
支
予
算
書
の
参
考
と
な
る
書
類

２
　
前
項
第
一
号
の
事
業
計
画
書
に
は
、
法
第
十
三
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
そ
の
他
必

要
な
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
第
二
号
の
収
支
予
算
書
は
、
収
入
に
あ
つ
て
は
そ
の
性
質
、
支
出
に
あ
つ
て
は
そ
の
目
的
に
従
つ
て
区

分
す
る
も
の
と
す
る
。

（
事
業
計
画
書
等
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
八
条
の
四
十
一
　
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
は
、
法
第
十
三
条
の
五
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
収
支
予
算
書
の
変
更
が
前
条
第
一
項
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
の
変
更
を
伴
う
と
き
は
、

当
該
変
更
後
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三
　
変
更
の
理
由

（
事
業
報
告
書
等
の
提
出
）

第
八
条
の
四
十
二
　
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
は
、
毎
事
業
年
度
の
終
了
後
三
月
以
内
に
、
法
第
十
三
条
の
五
第
二
項
の

事
業
報
告
書
及
び
収
支
決
算
書
に
貸
借
対
照
表
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
の
帳
簿
の
保
存
）

第
八
条
の
四
十
三
　
法
第
十
三
条
の
八
の
帳
簿
は
、
各
月
ご
と
の
次
条
各
号
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
翌
月
の
末
日

ま
で
に
備
え
、
備
え
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
の
帳
簿
記
載
事
項
）

第
八
条
の
四
十
四
　
法
第
十
三
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
法
第
十
二
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
事
業
者
、
運
搬
受
託
者
及
び
処
分
受
託
者
の
数
の
状
況
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二
　
法
第
十
二
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
状
況

三
　
法
第
十
二
条
の
五
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
状
況

四
　
利
用
料
金
の
収
受
の
状
況

（
準
用
）

第
八
条
の
四
十
五
　
第
八
条
の
四
十
及
び
第
八
条
の
四
十
一
の
規
定
は
、
法
第
十
三
条
の
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
十
三
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
の
認
可
に
つ
い
て
、
第
八
条
の
四
十
二

の
規
定
は
、
法
第
十
三
条
の
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
報
告
書
及

び
収
支
決
算
書
の
提
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
の
四
十
中
「
法
第
十
三
条
の
三
各

号
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
十
三
条
の
十
三
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
を
要
し
な
い
者
）

第
九
条
　
法
第
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
許

可
を
受
け
て
廃
油
処
理
事
業
を
行
う
者
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
て
廃
油
処

理
事
業
を
行
う
港
湾
管
理
者
若
し
く
は
漁
港
管
理
者
（
同
法
第
三
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
廃
油
の
収
集
又
は

運
搬
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

二
　
再
生
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
都
道
府
県
知
事
（
当
該
都
道
府
県
内
の
一
の
指
定
都
市
の
長
等

（
令
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
指
定
都
市
の
長
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
お
い
て
業
と

し
て
行
お
う
と
す
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
に
係
る
指
定
及
び
指
定
都
市
の
長
等
の
管
轄
区
域
内
に
お

い
て
積
替
え
を
行
う
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
に
係
る
指
定
に
あ
つ
て
は
、
指
定
都
市
の
長
等
。
以
下
こ

の
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
条
の
十
一
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
認
め
た
産
業
廃
棄
物
の
み
の
収
集
又
は

運
搬
を
業
と
し
て
行
う
者
で
あ
つ
て
都
道
府
県
知
事
の
指
定
を
受
け
た
も
の

三
　
削
除

四
　
広
域
的
に
収
集
又
は
運
搬
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
が
指
定
し
た
産
業
廃
棄
物
を
適

正
に
収
集
又
は
運
搬
す
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
し
て
環
境
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
者
（
当
該
産
業
廃
棄
物
の

み
の
収
集
又
は
運
搬
を
営
利
を
目
的
と
せ
ず
業
と
し
て
行
う
場
合
に
限
る
。
）

五
　
国
（
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
そ
の
業
務
と
し
て
行
う
場
合
に
限
る
。
）

六
　
広
域
臨
海
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
七
十
六
号
）
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
広
域
臨

海
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
（
同
法
第
十
九
条
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
行
う
場

合
に
限
る
。
）

七
　
日
本
下
水
道
事
業
団
（
日
本
下
水
道
事
業
団
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
四
十
一
号
）
附
則
第
二
項
に
規
定

す
る
業
務
と
し
て
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

八
　
産
業
廃
棄
物
の
輸
入
に
係
る
運
搬
を
行
う
者
（
自
ら
輸
入
の
相
手
国
か
ら
本
邦
ま
で
の
運
搬
を
行
う
場
合
に

限
る
。
）

九
　
産
業
廃
棄
物
の
輸
出
に
係
る
運
搬
を
行
う
者
（
自
ら
本
邦
か
ら
輸
出
の
相
手
国
ま
で
の
運
搬
を
行
う
場
合
に

限
る
。
）

十
　
食
料
品
製
造
業
に
お
い
て
原
料
と
し
て
使
用
し
た
動
物
に
係
る
固
形
状
の
不
要
物
（
事
業
活
動
に
伴
つ
て
生

じ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
牛
の

せ
き脊

柱
に
限
る
。
）
の
み
の
収
集
又
は
運
搬
を
業
と
し
て
行
う
者

十
一
　
と
畜
場
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
と
畜
場
に
お
い
て
と
さ
つ

し
、
又
は
解
体
し
た
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
獣
畜
及
び
食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る

法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
七
十
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
食
鳥
処
理
場
に
お
い
て
食
鳥
処
理
を
し
た
同

条
第
一
号
に
規
定
す
る
食
鳥
に
係
る
固
形
状
の
不
要
物
（
事
業
活
動
に
伴
つ
て
生
じ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
み

の
収
集
又
は
運
搬
を
業
と
し
て
行
う
者

十
二
　
動
物
の
死
体
（
事
業
活
動
に
伴
つ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
畜
産
農
業
に
係
る
牛
の
死
体
に
限
る
。
第

十
条
の
三
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
み
の
収
集
又
は
運
搬
を
業
と
し
て
行
う
者

十
三
　
法
第
十
九
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
自
ら
生
活
環
境
の
保
全
上

の
支
障
の
除
去
等
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
お
い
て
、
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
の
委
託
を
受
け
て
当
該

委
託
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
み
の
収
集
又
は
運
搬
を
行
う
者

十
四
　
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
緊
急
に
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
の
除
去
又
は
発
生
の
防
止

の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
期
間
に
産
業
廃
棄
物
を
適
正
に
収
集
又

は
運
搬
す
る
能
力
が
あ
る
者
と
し
て
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
者
（
法
第
十
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
基
準
（
処
理
の
緊
急
性
に
鑑
み
基
準
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い

と
環
境
大
臣
が
認
め
た
場
合
に
お
い
て
は
、
適
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
が
指
定
す

る
基
準
を
除
く
。
第
十
条
の
三
第
十
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
従
い
、
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
指
定

し
た
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
限
る
。
）

（
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
の
申
請
）

第
九
条
の
二
　
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
六
号
に
よ
る
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
事
業
の
範
囲

三
　
事
務
所
及
び
事
業
場
の
所
在
地

四
　
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
種
類
及
び
数
量

五
　
積
替
え
又
は
保
管
を
行
う
場
合
に
は
、
積
替
え
又
は
保
管
の
場
所
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
所
在
地

ロ
　
面
積

ハ
　
積
替
え
又
は
保
管
を
行
う
産
業
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使

用
製
品
産
業
廃
棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）

ニ
　
積
替
え
の
た
め
の
保
管
上
限

ホ
　
第
一
条
の
六
の
規
定
の
例
に
よ
る
高
さ
の
う
ち

高
の
も
の

六
　
他
に
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
の
許
可
を
受
け

て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
許
可
に
係
る
許
可
番
号
（
こ
れ
ら
の
許
可
の
申
請
を
し
て
い
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
申
請
年
月
日
）

七
　
申
請
者
が
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の

氏
名
及
び
住
所

八
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
役
員
の
氏
名
及
び
住
所

九
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は

出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
氏
名
又

は
名
称
、
住
所
及
び
当
該
株
主
の
有
す
る
株
式
の
数
又
は
当
該
出
資
を
し
て
い
る
者
の
な
し
た
出
資
の
金
額

十
　
申
請
者
に
令
第
六
条
の
十
に
規
定
す
る
使
用
人
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
住
所

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
業
計
画
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

二
　
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
（
積
替
え
又
は
保
管
の
場
所
を
含
む
。
）
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
平
面
図
、
立

面
図
、
断
面
図
、
構
造
図
及
び
設
計
計
算
書
並
び
に
当
該
施
設
の
付
近
の
見
取
図

三
　
申
請
者
が
前
号
に
掲
げ
る
施
設
の
所
有
権
を
有
す
る
こ
と
（
申
請
者
が
所
有
権
を
有
し
な
い
場
合
に
は
、
使

用
す
る
権
原
を
有
す
る
こ
と
）
を
証
す
る
書
類

四
　
当
該
事
業
を
行
う
に
足
り
る
技
術
的
能
力
を
説
明
す
る
書
類

五
　
当
該
事
業
の
開
始
に
要
す
る
資
金
の
総
額
及
び
そ
の
資
金
の
調
達
方
法
を
記
載
し
た
書
類

六
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株

主
資
本
等
変
動
計
算
書
、
個
別
注
記
表
並
び
に
法
人
税
の
納
付
す
べ
き
額
及
び
納
付
済
額
を
証
す
る
書
類

七
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
資
産
に
関
す
る
調
書
並
び
に
直
前
三
年
の
所
得
税
の
納
付
す
べ
き
額
及

び
納
付
済
額
を
証
す
る
書
類

八
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書
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九
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
住
民
票
の
写
し
及
び
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
（
法
第
七
条
第
五

項
第
四
号
イ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
第
十
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
し
な
い
か
ど

う
か
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類

十
　
申
請
者
が
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

十
一
　
申
請
者
が
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
法
定
代
理
人

の
住
民
票
の
写
し
及
び
同
号
イ
に
該
当
し
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類

十
二
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
役
員
の
住
民
票
の
写
し
及
び
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
に
該
当

し
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類

十
三
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又

は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
住
民

票
の
写
し
及
び
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
に
該
当
し
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら

れ
る
書
類
（
こ
れ
ら
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
登
記
事
項
証
明
書
）

十
四
　
申
請
者
に
令
第
六
条
の
十
に
規
定
す
る
使
用
人
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
住
民
票
の
写
し
及
び
法
第

十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
に
該
当
し
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類

十
五
　
申
請
者
が
令
第
六
条
の
九
第
二
号
に
掲
げ
る
者
（
以
下
「
優
良
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
」
と
い
う
。
）

に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
法
第
十
四
条
第
二
項
の
許
可
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
次

条
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
並
び
に
同
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第

八
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

３
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
の
う
ち
同
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
、
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う

ち
資
産
に
関
す
る
調
書
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
も
の
の
様
式
は
、
様
式
第
六
号
の
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

４
　
第
二
項
第
十
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
次
条
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
と
し
て
申

請
者
以
外
の
者
が
作
成
し
た
書
類
を
提
出
す
る
と
き
は
、
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
者
が
作
成
し
た
書
類
を
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
環
境
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
指
定
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
を

公
示
す
る
も
の
と
す
る
。
公
示
し
た
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
、
又
は
指
定
を
取
り
消
し
た
と
き
も
、
同
様
と

す
る
。

６
　
都
道
府
県
知
事
は
、
申
請
者
が
次
条
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
二
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
同
項
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
定
款
又
は

寄
附
行
為
（
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
）
の
添
付
を
要
し
な
い
も
の
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

７
　
申
請
者
は
、
直
前
の
事
業
年
度
（
申
請
者
が
優
良
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
法
第

十
四
条
第
二
項
の
許
可
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
直
前
の
二
事
業
年
度
）
に
係

る
有
価
証
券
報
告
書
を
作
成
し
て
い
る
と
き
は
、
第
二
項
第
六
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類
に
代
え
て
、
当
該

有
価
証
券
報
告
書
を
申
請
書
に
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８
　
都
道
府
県
知
事
は
、
申
請
者
が
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
、
第
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
十
四
条

の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
、
第
十
四
条
の
五
第
一
項
、
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
十
五
条
の
二
の
六
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
許
可
（
平
成
十
二
年
十
月
一
日
以
降
に
受
け
た
許
可
で
あ
つ
て
、
当
該
許
可
の
日
か
ら
起
算
し
て

五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
（
こ
の
項
（
第
十
条
の
九
第
二
項
、
第
十
条
の
十
二
第
二
項
及
び
第
十
条
の
二
十
二
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
条
の
四
第
七
項
（
第
十
条
の
九
第
三
項
、
第
十
条
の
十
六
第
二

項
及
び
第
十
条
の
二
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
一
条
第
八
項
（
第
十
二
条
の

九
第
四
項
、
第
十
二
条
の
十
一
の
十
二
第
三
項
、
第
十
二
条
の
十
一
の
十
三
第
三
項
及
び
第
十
二
条
の
十
二
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
別
に
受
け
た
許
可
に
係
る
許
可
証
を
提
出
し
て
受
け
た

許
可
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
九
号
か
ら
第
十

四
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
の
全
部
又
は
一
部
に
代
え
て
、
当
該
許
可
に
係
る
許
可
証
（
許
可
の
更
新
の
申
請
の
場

合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
許
可
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

９
　
許
可
の
更
新
を
申
請
す
る
者
は
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
内
容
に
変
更
が
な
い
場
合
に
限
り
、

同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
又
は
図
面
の
添
付
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
指
定
）

第
九
条
の
二
の
二
　
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
九
条
の
二
の
八
ま
で
に
お
い
て
「
指

定
」
と
い
う
。
）
は
、
事
業
者
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
確
保
を
図
る
た
め
の
活
動
を
推
進
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
作
成
の
業
務
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
九
条
の
二
の
七
ま
で
に
お
い

て
「
業
務
」
と
い
う
。
）
を
適
切
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件

を
全
て
備
え
る
も
の
に
つ
い
て
行
う
。

一
　
業
務
を
的
確
に
行
う
に
足
り
る
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
業
務
を
的
確
に
、
か
つ
、
継
続
し
て
行
う
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
。

三
　
法
人
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
二

条
第
一
号
に
規
定
す
る
公
益
社
団
法
人
又
は
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
公
益
財
団
法
人

ロ
　
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
取
締
役
会
設
置
会
社
で
あ
り
、

か
つ
、
同
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
会
計
監
査
人
設
置
会
社

四
　
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
に
該
当
す
る
者

ロ
　
第
九
条
の
二
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

ハ
　
廃
棄
物
の
処
理
を
業
と
し
て
営
む
者
（
そ
の
子
会
社
等
（
会
社
法
第
二
条
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
子
会

社
等
を
い
う
。
）
又
は
親
会
社
等
（
同
条
第
四
号
の
二
に
規
定
す
る
親
会
社
等
と
い
う
。
）
が
廃
棄
物
の
処
理

を
業
と
し
て
営
む
者
を
含
む
。
）

ニ
　
そ
の
役
員
又
は
令
第
六
条
の
十
に
規
定
す
る
使
用
人
の
う
ち
に
次
の
（
１
）
又
は
（
２
）
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

（１）
　
イ
又
は
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ロ
に
該
当
す
る
者

（２）
　
第
九
条
の
二
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
日
に
取
り
消
さ
れ
た
法
人
の
役
員
又

は
令
第
六
条
の
十
に
規
定
す
る
使
用
人
で
あ
つ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の

ホ
　
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ヘ
に
該
当
す
る
者

（
業
務
規
程
）

第
九
条
の
二
の
三
　
指
定
を
受
け
た
者
は
、
業
務
の
開
始
前
に
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
業
務
の
実
施
に
関
す
る
規

程
（
第
五
項
及
び
第
九
条
の
二
の
七
第
二
項
第
三
号
に
お
い
て
「
業
務
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、
環
境
大
臣

の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

一
　
業
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日

二
　
業
務
の
実
施
方
法

三
　
業
務
に
係
る
手
数
料
の
額
及
び
そ
の
収
納
方
法

四
　
業
務
を
行
う
職
員
の
選
解
任
及
び
配
置
に
関
す
る
事
項

五
　
業
務
に
係
る
秘
密
の
保
持
に
関
す
る
事
項

六
　
帳
簿
及
び
書
類
の
管
理
に
関
す
る
事
項
（
廃
棄
物
の
処
理
の
業
務
を
営
む
者
に
よ
る
情
報
の
公
開
に
係
る
状

況
の
記
録
の
保
持
に
関
す
る
事
項
を
含
む
。
）

七
　
会
計
処
理
に
関
す
る
事
項

八
　
業
務
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
環
境
省
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
事
項

２
　
前
項
第
二
号
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
含
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
業
務
の
依
頼
を
受
け
た
場
合
に
は
、
次
号
に
掲
げ
る
理
由
そ
の
他
の
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
遅

滞
な
く
業
務
を
実
施
す
る
こ
と
。

二
　
取
引
関
係
そ
の
他
の
利
害
関
係
を
有
す
る
者
か
ら
の
依
頼
を
受
け
な
い
こ
と
。

三
　
依
頼
者
を
不
当
に
差
別
し
な
い
こ
と
。

３
　
第
一
項
第
三
号
の
手
数
料
の
額
は
、
適
正
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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４
　
第
一
項
第
八
号
に
つ
い
て
は
、
環
境
大
臣
が
業
務
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
で
行
う
次

の
各
号
に
掲
げ
る
求
め
に
対
し
、
こ
れ
を
断
る
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
応
じ
る
旨
を
含
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
業
務
又
は
資
産
の
状
況
に
つ
い
て
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
。

二
　
前
号
の
報
告
の
内
容
を
精
査
す
る
に
当
た
り
、
特
に
必
要
と
認
め
る
場
合
又
は
同
号
の
報
告
が
著
し
く
遅
滞

し
て
い
る
場
合
に
、
指
定
を
受
け
た
者
に
通
告
の
上
、
指
定
を
受
け
た
者
の
事
務
所
に
立
ち
入
り
、
業
務
の
状

況
又
は
帳
簿
、
書
類
、
そ
の
他
の
物
件
の
検
査
を
行
う
こ
と
。

三
　
指
定
を
受
け
た
者
の
業
務
に
つ
い
て
必
要
な
指
示
を
行
う
こ
と
。

５
　
指
定
を
受
け
た
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
得
た
業
務
規
程
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
執
行
の
決
定
の
中
立
性
の
確
保
）

第
九
条
の
二
の
四
　
業
務
に
関
す
る
理
事
会
又
は
取
締
役
会
の
決
議
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
理
事

又
は
取
締
役
は
、
議
決
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
　
第
九
条
の
二
の
二
第
四
号
ハ
に
該
当
す
る
者

二
　
前
号
に
掲
げ
る
者
の
配
偶
者
、
二
親
等
内
の
親
族
、
役
員
若
し
く
は
令
六
条
の
十
に
規
定
す
る
使
用
人
又
は

こ
れ
ら
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
の
配
偶
者
若
し
く
は
二
親
等
内
の
親
族

（
役
員
の
選
解
任
の
届
出
義
務
）

第
九
条
の
二
の
五
　
指
定
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
役
員
の
選
解
任
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
環
境
大
臣
に
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
の
休
廃
止
）

第
九
条
の
二
の
六
　
指
定
を
受
け
た
者
は
、
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
そ
の
休
止
又
は
廃
止
の
一
月
前
ま
で
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
の
取
消
し
）

第
九
条
の
二
の
七
　
環
境
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
者
が
業
務
の
休
廃
止
を
環
境
大
臣
に
申
し

出
た
場
合
又
は
指
定
の
必
要
が
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
場
合
に
は
、
指
定
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

２
　
環
境
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
指
定
を
受
け
た
者
が
、
第
九
条
の
二
の
二
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
し
な
く
な
つ

た
と
き
。

二
　
指
定
に
関
し
不
正
の
行
為
が
あ
つ
た
と
き
。

三
　
指
定
を
受
け
た
者
が
、
正
当
な
理
由
な
く
第
九
条
の
二
の
三
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
業
務
規
程
に
よ
ら
な

い
で
業
務
を
行
つ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
行
状
が
特
に
悪
質
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

四
　
指
定
を
受
け
た
者
が
、
第
九
条
の
二
の
四
の
規
定
に
違
反
し
、
そ
の
他
同
条
各
号
に
掲
げ
る
者
が
社
員
総
会

そ
の
他
の
機
関
に
お
い
て
議
決
権
を
行
使
し
た
こ
と
に
よ
り
、
著
し
く
不
当
な
決
議
が
な
さ
れ
た
と
き
。

五
　
指
定
を
受
け
た
者
が
、
第
九
条
の
二
の
五
の
規
定
に
違
反
し
て
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
と

き
。

六
　
指
定
を
受
け
た
者
の
職
員
が
そ
の
業
務
に
関
し
賄
賂
を
収
受
し
た
こ
と
そ
の
他
の
業
務
に
対
す
る
信
頼
を
失

墜
さ
せ
、
又
は
指
定
を
継
続
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
事
実
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

（
指
定
の
取
消
し
の
際
の
情
報
の
提
供
）

第
九
条
の
二
の
八
　
前
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
は
、
指
定
を
受
け
て
い
た
者
は
、
環
境
大

臣
が
指
定
す
る
者
（
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
者
が
指
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
環
境
大
臣
）
に
対
し
、
そ
の

保
持
す
る
廃
棄
物
の
処
理
の
業
務
を
営
む
者
に
よ
る
情
報
の
公
開
に
係
る
状
況
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
も
の

と
す
る
。

（
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
実
施
に
関
し
優
れ
た
能
力
及
び
実
績
を
有
す
る
者
の
基
準
）

第
九
条
の
三
　
令
第
六
条
の
九
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
従
前
の
法
第
十
四
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
許
可
の
有
効
期
間
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
許
可
の
有
効
期

間
を
い
う
。
）
又
は
当
該
有
効
期
間
を
含
む
連
続
す
る
五
年
間
（
同
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
期
間
に

限
る
。
）
の
い
ず
れ
か
長
い
期
間
に
お
い
て
特
定
不
利
益
処
分
（
次
に
掲
げ
る
不
利
益
処
分
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。

イ
　
法
第
七
条
の
三
、
第
九
条
の
二
、
第
十
四
条
の
三
（
法
第
十
四
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
十
五
条
の
二
の
七
、
第
十
九
条
の
三
、
第
十
九
条
の
四
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
十
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
九
条
の
四
の
二
第
一
項
、
第
十
九
条
の
五
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の

十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
九
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令

ロ
　
法
第
九
条
の
二
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し

ハ
　
法
第
九
条
の
八
第
九
項
（
法
第
十
五
条
の
四
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
条

の
九
第
十
項
（
法
第
十
五
条
の
四
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
条
の
十
第
七
項

（
法
第
十
五
条
の
四
の
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
二
条
の
七
第
十
項
の
規
定

に
よ
る
認
定
の
取
消
し

二
　
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
、
当
該
許
可
の
更
新
の
申
請
の
日
前
六
月
間
（
申
請
者

が
優
良
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
従
前
の
法
第
十
四
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た

日
か
ら
当
該
申
請
の
日
ま
で
の
間
）
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
公
表
し
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
更
新
し
て
い
る
こ
と
。

公
表
事
項

更
新
す
べ
き
場
合

イ
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
法
人
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
（

（
１
）
、
（
４
）
又
は
（
６
）
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該

変
更
に
係
る
履
歴
を
含
む
。
）

（
１
）
　
名
称

（
２
）
　
事
務
所
又
は
事
業
場
の
所
在
地

（
３
）
　
設
立
年
月
日

（
４
）
　
資
本
金
又
は
出
資
金

（
５
）
　
代
表
者
、
役
員
及
び
令
第
六
条
の
十
に
規
定
す
る
使
用
人
（
以
下
「
代
表
者

等
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
及
び
就
任
年
月
日

（
６
）
　
事
業
（
他
に
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第
十
四
条
の
四
第

一
項
若
し
く
は
第
六
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
許
可

に
係
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
表
及
び
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
内
容

変

更

の

都

度

（

（
５
）
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い

て
は
一
年
に
一

回
以
上
）

ロ
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
氏
名
、
住
所
及
び
事
業
の
内
容
（
事
業
の
内

容
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
変
更
に
係
る
履
歴
を
含
む
。
）

変
更
の
都
度

ハ
　
事
業
計
画
（
他
に
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第
十
四
条
の
四
第

一
項
若
し
く
は
第
六
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
許
可

に
係
る
事
業
に
関
す
る
も
の
を
含
む
。
）
の
概
要

変
更
の
都
度

ニ
　
申
請
者
が
受
け
て
い
る
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第
十
四
条
の

四
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
の
許
可
（
他
に
こ
れ
ら
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
当
該
許
可
を
含
む
。
）
に
係
る
第
十
条
の
二
若
し
く
は
第
十
条
の
六
又

は
第
十
条
の
十
四
若
し
く
は
第
十
条
の
十
八
に
規
定
す
る
許
可
証
の
写
し

変
更
の
都
度

ホ
　
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（
１
）
　
運
搬
施
設
の
種
類
及
び
数
量
並
び
に
運
搬
車
に
係
る
低
公
害
車
の
導
入
の
状
況

（
２
）
　
積
替
え
又
は
保
管
を
行
う
場
合
に
は
、
積
替
え
又
は
保
管
の
場
所
ご
と
の
所

在
地
、
面
積
、
積
替
え
又
は
保
管
を
行
う
産
業
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
産
業
廃
棄
物

に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん

等
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
及
び
積
替
え
の
た
め
の
保
管
上
限

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
積
替
え
又
は
保
管
の
場
所
に
あ
つ
て
は
、
特
別
管
理
産

業
廃
棄
物
に
係
る
積
替
え
の
た
め
の
保
管
上
限
）

変

更

の

都

度

（

（
１
）
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い

て
は
一
年
に
一

回
以
上
）

ヘ
　
情
報
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
日
（
当
該
情
報
を

更
新
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
更
新
す
る
日
。
以
下
「
情
報
公
表
日
」
と
い
う
。
）

の
属
す
る
月
の
前
々
月
ま
で
の
三
年
間
（
以
下
「
直
前
三
年
間
」
と
い
う
。
）
の
各

一
年
に
一
回
以
上
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月
に
お
い
て
事
業
者
か
ら
引
渡
し
を
受
け
た
産
業
廃
棄
物
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る

事
項

（
１
）
　
産
業
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
の
受
入
量

（
２
）
　
産
業
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
及
び
運
搬
方
法
ご
と
の
運
搬
量

ト
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対

照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
及
び
個
別
注
記
表

少
な
く
と
も
定
時

株
主
総
会
で
承

認
を
受
け
、
又

は
報
告
さ
れ
た

都
度

チ
　
事
業
者
が
そ
の
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
を
申
請
者
に
委
託
す
る
に
当
た
つ
て
支
払
う

料
金
を
提
示
す
る
方
法

変
更
の
都
度

リ
　
業
務
を
所
掌
す
る
組
織
及
び
人
員
配
置

変
更
の
都
度
（
人

員
配
置
に
つ
い

て
は
一
年
に
一

回
以
上
）

ヌ
　
事
業
の
実
施
に
関
し
生
活
環
境
の
保
全
上
利
害
関
係
を
有
す
る
者
に
対
す
る
事
業

場
の
公
開
の
有
無
及
び
公
開
し
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
公
開
の
頻
度

変
更
の
都
度

三
　
そ
の
事
業
活
動
に
係
る
環
境
配
慮
の
状
況
が
国
際
標
準
化
機
構
が
定
め
た
規
格
第
一
四
〇
〇
一
号
に
適
合
し

て
い
る
旨
の
認
証
を
受
け
て
い
る
こ
と
又
は
そ
の
事
業
活
動
に
係
る
環
境
配
慮
の
状
況
に
つ
い
て
一
般
財
団
法

人
持
続
性
推
進
機
構
（
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
日
に
一
般
財
団
法
人
持
続
性
推
進
機
構
と
い
う
名
称
で
設
立

さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
認
証
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

四
　
そ
の
使
用
に
係
る
入
出
力
装
置
が
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含

む
。
）
と
電
気
通
信
回
線
で
接
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

五
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
上
の
純
資
産
の
額
を

当
該
貸
借
対
照
表
上
の
純
資
産
の
額
及
び
負
債
の
額
の
合
計
額
で
除
し
て
得
た
値
（
以
下
「
自
己
資
本
比
率
」

と
い
う
。
）
が
零
以
上
で
あ
る
こ
と
。

六
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
の
基
準
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
事
業
年
度
に
お
け
る
自
己
資
本
比
率
が
百
分
の
十
以
上
で

あ
る
こ
と
。

ロ
　
前
事
業
年
度
に
お
け
る
損
益
計
算
書
上
の
営
業
利
益
金
額
に
当
該
損
益
計
算
書
上
の
減
価
償
却
費
の
額
を

加
え
て
得
た
額
（
以
下
「
営
業
利
益
金
額
等
」
と
い
う
。
）
が
零
を
超
え
る
こ
と
。

七
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
損
益
計
算
書
上
の
経
常
利
益
金
額

に
当
該
損
益
計
算
書
上
の
減
価
償
却
費
の
額
を
加
え
て
得
た
額
（
以
下
「
経
常
利
益
金
額
等
」
と
い
う
。
）
の

平
均
額
が
零
を
超
え
る
こ
と
。

八
　
法
人
税
等
（
法
人
税
、
消
費
税
、
住
民
税
（
道
府
県
民
税
、
市
町
村
民
税
、
都
民
税
及
び
特
別
区
民
税
を
い

う
。
）
、
事
業
税
、
地
方
消
費
税
、
不
動
産
取
得
税
、
固
定
資
産
税
、
事
業
所
税
及
び
都
市
計
画
税
、
社
会
保
険

料
（
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
七
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
社
会
保
険
料
を
い
う
。
）

並
び
に
労
働
保
険
料
（
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）

第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
労
働
保
険
料
を
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
。

九
　
事
業
の
用
に
供
す
る
特
定
廃
棄
物

終
処
分
場
（
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
及
び
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
（
法
第
十
五
条
の
二
の
四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
特

定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
積
み
立
て
る
べ
き
維

持
管
理
積
立
金
の
積
立
て
を
し
て
い
る
こ
と
。

（
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
の
基
準
）

第
十
条
　
法
第
十
四
条
第
五
項
第
一
号
（
法
第
十
四
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
施
設
に
係
る
基
準

イ
　
産
業
廃
棄
物
が
飛
散
し
、
及
び
流
出
し
、
並
び
に
悪
臭
が
漏
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
運
搬
車
、
運
搬
船
、
運

搬
容
器
そ
の
他
の
運
搬
施
設
を
有
す
る
こ
と
。

ロ
　
積
替
施
設
を
有
す
る
場
合
に
は
、
産
業
廃
棄
物
が
飛
散
し
、
流
出
し
、
及
び
地
下
に
浸
透
し
、
並
び
に
悪

臭
が
発
散
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
施
設
で
あ
る
こ
と
。

二
　
申
請
者
の
能
力
に
係
る
基
準

イ
　
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
的
確
に
行
う
に
足
り
る
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
。

ロ
　
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
的
確
に
、
か
つ
、
継
続
し
て
行
う
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
を
有
す
る
こ

と
。

（
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
証
）

第
十
条
の
二
　
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
を
し
た

と
き
、
又
は
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
事
業
の
範
囲
の
変
更
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、
様
式

第
七
号
（
優
良
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
に
あ
つ
て
は
、
様
式
第
七
号
の
二
）
に
よ
る
許
可
証
を
交
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
許
可
を
要
し
な
い
者
）

第
十
条
の
三
　
法
第
十
四
条
第
六
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
許

可
を
受
け
て
廃
油
処
理
事
業
を
行
う
者
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
て
廃
油
処

理
事
業
を
行
う
港
湾
管
理
者
若
し
く
は
漁
港
管
理
者
（
同
法
第
三
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
廃
油
の
処
分
を
行

う
場
合
に
限
る
。
）

二
　
再
生
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
都
道
府
県
知
事
（
指
定
都
市
の
長
等
の
管
轄
区
域
内
に
お
い
て
業

と
し
て
行
お
う
と
す
る
産
業
廃
棄
物
の
処
分
に
係
る
指
定
に
あ
つ
て
は
、
指
定
都
市
の
長
等
。
以
下
こ
の
号
、

第
十
号
及
び
第
十
条
の
十
五
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
認
め
た
産
業
廃
棄
物
の
み
の
処
分
を
業
と
し
て
行

う
者
で
あ
つ
て
当
該
都
道
府
県
知
事
の
指
定
を
受
け
た
も
の

三
　
削
除

四
　
広
域
的
に
処
分
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
が
指
定
し
た
産
業
廃
棄
物
を
適
正
に
処
分

す
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
し
て
環
境
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
者
（
当
該
産
業
廃
棄
物
の
み
の
処
分
を
営
利
を

目
的
と
せ
ず
業
と
し
て
行
う
場
合
に
限
る
。
）

五
　
国
（
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
そ
の
業
務
と
し
て
行
う
場
合
に
限
る
。
）

六
　
広
域
臨
海
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
法
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
広
域
臨
海
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
（
同
法
第
十
九

条
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

七
　
日
本
下
水
道
事
業
団
（
日
本
下
水
道
事
業
団
法
附
則
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
産
業
廃
棄
物
の
処
分

を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

八
　
動
物
の
死
体
の
み
の
処
分
を
業
と
し
て
行
う
者
（
化
製
場
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四

十
号
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
化
製
場
に
お
い
て
処
分
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

九
　
法
第
十
九
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
自
ら
生
活
環
境
の
保
全
上
の

支
障
の
除
去
等
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
お
い
て
、
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
の
委
託
を
受
け
て
当
該
委

託
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
み
の
処
分
を
行
う
者

十
　
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
緊
急
に
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
の
除
去
又
は
発
生
の
防
止
の

た
め
の
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
期
間
に
産
業
廃
棄
物
を
適
正
に
処
分
又

は
再
生
す
る
能
力
が
あ
る
者
と
し
て
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
者
（
法
第
十
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
基
準
に
従
い
、
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
指
定
し
た
産
業
廃
棄
物
の
処
分

又
は
再
生
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
限
る
。
）

（
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
許
可
の
申
請
）

第
十
条
の
四
　
法
第
十
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
八
号
に
よ
る
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
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二
　
事
業
の
範
囲

三
　
事
務
所
及
び
事
業
場
の
所
在
地

四
　
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
種
類
、
数
量
、
設
置
場
所
、
設
置
年
月
日
及
び
処
理
能
力
（
当
該
施
設
が
産
業

廃
棄
物
の

終
処
分
場
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
埋
立
地
（
産
業
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
の
用
に
供
さ
れ
る
場

所
を
い
う
。
次
条
、
第
十
条
の
十
六
の
二
、
第
十
二
条
の
七
の
八
、
第
十
二
条
の
七
の
十
三
、
第
十
二
条
の
三

十
一
か
ら
第
十
二
条
の
三
十
五
ま
で
、
第
十
二
条
の
三
十
七
及
び
第
十
二
条
の
四
十
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）

の
面
積
及
び
埋
立
容
量
。
第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
五
第
一
項
第
八
号
並
び
に
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
及
び

第
二
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）

五
　
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
に
つ
い
て
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
当

該
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

六
　
保
管
を
行
う
場
合
に
は
、
保
管
の
場
所
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
所
在
地

ロ
　
面
積

ハ
　
保
管
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃

棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）

ニ
　
処
分
等
の
た
め
の
保
管
上
限

ホ
　
第
一
条
の
六
の
規
定
の
例
に
よ
る
高
さ
の
う
ち

高
の
も
の

七
　
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
処
理
方
式
、
構
造
及
び
設
備
の
概
要

八
　
他
に
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
の
許
可
を
受
け

て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
許
可
に
係
る
許
可
番
号
（
こ
れ
ら
の
許
可
の
申
請
を
し
て
い
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
申
請
年
月
日
）

九
　
第
九
条
の
二
第
一
項
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
事
業
計
画
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

二
　
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
（
保
管
の
場
所
を
含
む
。
）
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
平
面
図
、
立
面
図
、
断
面

図
、
構
造
図
及
び
設
計
計
算
書
並
び
に
当
該
施
設
の
付
近
の
見
取
図
並
び
に

終
処
分
場
に
あ
つ
て
は
、
周
囲

の
地
形
、
地
質
及
び
地
下
水
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
及
び
図
面
（
当
該
施
設
が
法
第
十
五
条
第
一
項
の

許
可
を
受
け
た
施
設
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

三
　
申
請
者
が
前
号
に
掲
げ
る
施
設
の
所
有
権
を
有
す
る
こ
と
（
所
有
権
を
有
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
施
設
を

使
用
す
る
権
原
を
有
す
る
こ
と
）
を
証
す
る
書
類

四
　
産
業
廃
棄
物
の
処
分
（
埋
立
処
分
及
び
海
洋
投
入
処
分
を
除
く
。
）
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
は
、
当
該
処

分
後
の
産
業
廃
棄
物
の
処
理
方
法
を
記
載
し
た
書
類

五
　
産
業
廃
棄
物
の
海
洋
投
入
処
分
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
は
、
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す

る
法
律
第
十
三
条
に
規
定
す
る
登
録
済
証
の
写
し

六
　
当
該
事
業
を
行
う
に
足
り
る
技
術
的
能
力
を
説
明
す
る
書
類

七
　
当
該
事
業
の
開
始
に
要
す
る
資
金
の
総
額
及
び
そ
の
資
金
の
調
達
方
法
を
記
載
し
た
書
類

八
　
第
九
条
の
二
第
二
項
第
六
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

九
　
申
請
者
が
優
良
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
法
第
十
四
条
第
七
項
の
許
可
の
更
新
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
条
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
並
び

に
同
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

３
　
前
項
第
九
号
の
規
定
に
基
づ
き
次
条
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
と
し
て
申
請
者

以
外
の
者
が
作
成
し
た
書
類
を
提
出
す
る
と
き
は
、
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
者
が
作
成
し
た
書
類
を
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
環
境
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
指
定
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
を

公
示
す
る
も
の
と
す
る
。
公
示
し
た
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
、
又
は
指
定
を
取
り
消
し
た
と
き
も
、
同
様
と

す
る
。

５
　
都
道
府
県
知
事
は
、
申
請
者
が
次
条
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
二
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
同
項
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類
（
第
九
条
の
二
第

二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
同
項
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
定
款
又
は
寄
附
行
為
に
限
る
。
）
（
申
請
者

が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
二
項
第
一
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
）
の
添
付
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

６
　
申
請
者
は
、
直
前
の
事
業
年
度
（
申
請
者
が
優
良
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
法
第
十
四

条
第
七
項
の
許
可
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
直
前
の
二
事
業
年
度
）
に
係
る
有

価
証
券
報
告
書
を
作
成
し
て
い
る
と
き
は
、
第
二
項
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
第
九
条
の
二
第
二
項
第
六
号

及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
も
の
に
代
え
て
、
当
該
有
価
証
券
報
告
書
を
申
請
書
に
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
　
都
道
府
県
知
事
は
、
申
請
者
が
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
、
第
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
十
四
条

の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
、
第
十
四
条
の
五
第
一
項
、
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
十
五
条
の
二
の
六
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
許
可
（
平
成
十
二
年
十
月
一
日
以
降
に
受
け
た
許
可
で
あ
つ
て
、
当
該
許
可
の
日
か
ら
起
算
し
て

五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
（
第
九
条
の
二
第
八
項
（
第
十
条
の
九
第
二
項
、
第
十
条
の
十
二
第
二
項
及
び
第
十
条

の
二
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
こ
の
項
（
第
十
条
の
九
第
三
項
、
第
十
条
の
十
六
第
二

項
及
び
第
十
条
の
二
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
一
条
第
八
項
（
第
十
二
条
の

九
第
四
項
、
第
十
二
条
の
十
一
の
十
二
第
三
項
、
第
十
二
条
の
十
一
の
十
三
第
三
項
及
び
第
十
二
条
の
十
二
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
別
に
受
け
た
許
可
に
係
る
許
可
証
を
提
出
し
て
受
け
た

許
可
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
八
号
に
掲
げ
る

書
類
の
う
ち
第
九
条
の
二
第
二
項
第
九
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
全
部
又
は
一
部
に
代
え
て
、
当

該
許
可
に
係
る
許
可
証
（
許
可
の
更
新
の
申
請
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
許
可
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
提

出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

８
　
許
可
の
更
新
を
申
請
す
る
者
は
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
内
容
に
変
更
が
な
い
場
合
に
限
り
、

同
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
又
は
図
面
の
添
付
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

９
　
第
九
条
の
二
の
二
か
ら
第
九
条
の
二
の
八
ま
で
の
規
定
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

（
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
実
施
に
関
し
優
れ
た
能
力
及
び
実
績
を
有
す
る
者
の
基
準
）

第
十
条
の
四
の
二
　
令
第
六
条
の
十
一
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
従
前
の
法
第
十
四
条
第
六
項
の
許
可
に
係
る
許
可
の
有
効
期
間
（
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
許
可
の
有
効
期

間
を
い
う
。
）
又
は
当
該
有
効
期
間
を
含
む
連
続
す
る
五
年
間
（
同
条
第
六
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
期
間
に

限
る
。
）
の
い
ず
れ
か
長
い
期
間
に
お
い
て
特
定
不
利
益
処
分
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。

二
　
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
、
当
該
許
可
の
更
新
の
申
請
の
日
前
六
月
間
（
申
請
者

が
優
良
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
従
前
の
法
第
十
四
条
第
六
項
の
許
可
を
受
け
た
日
か

ら
当
該
申
請
の
日
ま
で
の
間
）
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
公
表
し
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
更
新
し
て
い
る
こ
と
。

公
表
事
項

更

新

す

べ

き

場
合

イ
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
法
人
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
（
（
１
）

、
（
４
）
又
は
（
６
）
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
変
更
に

係
る
履
歴
を
含
む
。
）

（
１
）
　
名
称

（
２
）
　
事
務
所
又
は
事
業
場
の
所
在
地

（
３
）
　
設
立
年
月
日

（
４
）
　
資
本
金
又
は
出
資
金

（
５
）
　
代
表
者
等
の
氏
名
及
び
就
任
年
月
日

（
６
）
　
事
業
（
他
に
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第
十
四
条
の
四
第
一
項

若
し
く
は
第
六
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
許
可
に
係
る

も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
表
及
び
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
内
容

変

更

の

都

度

（
（
５
）
に
掲

げ
る
事
項
に

つ
い
て
は
一

年
に
一
回
以

上
）
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ロ
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
氏
名
、
住
所
及
び
事
業
の
内
容
（
事
業
の
内
容

を
変
更
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
変
更
に
係
る
履
歴
を
含
む
。
）

変
更
の
都
度

ハ
　
事
業
計
画
（
他
に
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第
十
四
条
の
四
第
一

項
若
し
く
は
第
六
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
許
可
に
係

る
事
業
に
関
す
る
も
の
を
含
む
。
）
の
概
要

変
更
の
都
度

ニ
　
申
請
者
が
受
け
て
い
る
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第
十
四
条
の
四

第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
の
許
可
（
他
に
こ
れ
ら
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
当
該
許
可
を
含
む
。
）
に
係
る
第
十
条
の
二
若
し
く
は
第
十
条
の
六
又
は
第
十

条
の
十
四
若
し
く
は
第
十
条
の
十
八
に
規
定
す
る
許
可
証
の
写
し

変
更
の
都
度

ホ
　
事
業
の
用
に
供
す
る
産
業
廃
棄
物
の
処
理
施
設
に
関
す
る
当
該
施
設
ご
と
の
次
に
掲

げ
る
事
項

（
１
）
　
設
置
場
所

（
２
）
　
設
置
年
月
日

（
３
）
　
当
該
施
設
の
種
類

（
４
）
　
当
該
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
石
綿

含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
が
含
ま

れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）

（
５
）
　
処
理
能
力
（
当
該
施
設
が
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
埋
立
地
の
面
積
及
び
埋
立
容
量
）

（
６
）
　
処
理
方
式

（
７
）
　
構
造
及
び
設
備
の
概
要

（
８
）
　
当
該
施
設
に
つ
い
て
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合

に
は
、
当
該
許
可
に
係
る
第
十
二
条
の
五
に
規
定
す
る
許
可
証
の
写
し

変
更
の
都
度

ヘ
　
事
業
の
用
に
供
す
る
産
業
廃
棄
物
の
処
理
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
る
事
業
場
ご
と
の

産
業
廃
棄
物
の
処
理
工
程
図

変
更
の
都
度

ト
　
情
報
公
表
日
の
属
す
る
月
の
前
々
月
ま
で
の
一
年
間
（
以
下
「
直
前
一
年
間
」
と
い

う
。
）
に
お
い
て
事
業
者
か
ら
引
渡
し
を
受
け
た
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
が
終
了
す

る
ま
で
の
一
連
の
処
理
の
行
程
（
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
み
、
当
該
産
業
廃
棄
物
に
石

綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
が
含

ま
れ
る
場
合
は
、
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又
は
水
銀
含

有
ば
い
じ
ん
等
に
係
る
こ
れ
ら
の
事
項
を
含
む
。
）

（
１
）
　
当
該
産
業
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
の
受
入
量

（
２
）
　
当
該
産
業
廃
棄
物
の
処
分
方
法
ご
と
の
処
分
量

（
３
）
　
情
報
公
表
日
の
属
す
る
月
の
前
々
月
の
末
日
に
お
け
る
当
該
産
業
廃
棄
物
の
保

管
量

（
４
）
　
当
該
産
業
廃
棄
物
の
処
分
（
埋
立
処
分
及
び
海
洋
投
入
処
分
を
除
く
。
）
後
の
産

業
廃
棄
物
の
持
出
先
ご
と
の
持
出
量
及
び
当
該
持
出
先
に
お
け
る
当
該
産
業
廃
棄
物
の

処
分
方
法

（
５
）
　
当
該
産
業
廃
棄
物
を
再
生
す
る
こ
と
に
よ
り
得
た
物
の
持
出
先
ご
と
の
持
出
量
及

び
当
該
持
出
先
に
お
け
る
当
該
物
の
利
用
方
法

一

年

に

一

回

以
上

チ
　
直
前
三
年
間
の
各
月
に
お
い
て
事
業
者
か
ら
引
渡
し
を
受
け
た
産
業
廃
棄
物
に
関
す

る
次
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品

産
業
廃
棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
当
該
石
綿
含
有
産
業

廃
棄
物
、
当
該
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又
は
当
該
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
に
係
る

こ
れ
ら
の
事
項
を
含
む
。
）

（
１
）
　
当
該
産
業
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
の
受
入
量

一

年

に

一

回

以
上

（
２
）
　
当
該
産
業
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
及
び
処
分
方
法
ご
と
の
処
分
量

（
３
）
　
当
該
産
業
廃
棄
物
の
処
分
（
埋
立
処
分
及
び
海
洋
投
入
処
分
を
除
く
。
）
後
の
産

業
廃
棄
物
の
持
出
先
ご
と
及
び
処
分
方
法
ご
と
の
処
分
量

リ
　
直
前
三
年
間
の
事
業
の
用
に
供
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
の
状
況
に

関
す
る
情
報
（
次
の
（
１
）
か
ら
（
９
）
ま
で
に
掲
げ
る
当
該
施
設
の
種
類
に
応
じ
、

当
該
（
１
）
か
ら
（
９
）
ま
で
に
定
め
る
事
項
に
限
る
。
）

（
１
）
　
令
第
七
条
第
三
号
、
第
五
号
、
第
八
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
の
二
に
掲
げ

る
施
設
（
ガ
ス
化
改
質
方
式
の
焼
却
施
設
及
び
電
気
炉
等
を
用
い
た
焼
却
施
設
を
除

く
。
）
　
第
十
二
条
の
七
の
二
第
一
号
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
事
項

（
２
）
　
令
第
七
条
第
三
号
、
第
五
号
、
第
八
号
及
び
第
十
三
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
（
ガ

ス
化
改
質
方
式
の
焼
却
施
設
に
限
る
。
）
　
第
十
二
条
の
七
の
二
第
二
号
ハ
及
び
ニ
に
掲

げ
る
事
項

（
３
）
　
令
第
七
条
第
三
号
、
第
五
号
、
第
八
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
の
二
に
掲
げ

る
施
設
（
電
気
炉
等
を
用
い
た
焼
却
施
設
に
限
る
。
）
　
第
十
二
条
の
七
の
二
第
三
号
ハ

及
び
ニ
に
掲
げ
る
事
項

（
４
）
　
令
第
七
条
第
十
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
　
第
十
二
条
の
七
の
二
第
三
号
の
二
に
掲

げ
る
事
項

（
５
）
　
令
第
七
条
第
十
一
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
　
第
十
二
条
の
七
の
二
第
四
号
ハ
か
ら

ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

（
６
）
　
令
第
七
条
第
十
二
号
の
二
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
施
設
　
第
十
二
条
の
七
の
二

第
五
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

（
７
）
　
令
第
七
条
第
十
四
号
イ
に
掲
げ
る
施
設
　
第
十
二
条
の
七
の
二
第
六
号
ロ
か
ら
ヘ

ま
で
に
掲
げ
る
事
項

（
８
）
　
令
第
七
条
第
十
四
号
ロ
に
掲
げ
る
施
設
　
第
十
二
条
の
七
の
二
第
七
号
ロ
か
ら
ヘ

ま
で
に
掲
げ
る
事
項

（
９
）
　
令
第
七
条
第
十
四
号
ハ
に
掲
げ
る
施
設
　
第
十
二
条
の
七
の
二
第
八
号
ロ
か
ら
リ

ま
で
に
掲
げ
る
事
項

一

年

に

一

回

以
上

ヌ
　
直
前
三
年
間
の
各
月
に
お
け
る
事
業
の
用
に
供
す
る
産
業
廃
棄
物
の
焼
却
施
設
ご
と

の
熱
回
収
に
よ
り
得
ら
れ
た
熱
量
（
当
該
熱
の
全
部
又
は
一
部
を
電
気
に
変
換
し
た
場

合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
電
気
の
量
及
び
当
該
熱
量
か
ら
電
気
に
変
換
さ
れ
た
熱
量
を
減

じ
て
得
た
熱
量
）
及
び
当
該
焼
却
施
設
に
お
い
て
熱
回
収
が
さ
れ
た
産
業
廃
棄
物
の
量

一

年

に

一

回

以
上

ル
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照

表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
及
び
個
別
注
記
表

少
な
く
と
も
定

時
株
主
総
会

で
承
認
を
受

け
、
又
は
報

告

さ

れ

た

都
度

ヲ
　
事
業
者
が
そ
の
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
申
請
者
に
委
託
す
る
に
当
た
つ
て
支
払
う
料

金
を
提
示
す
る
方
法

変
更
の
都
度

ワ
　
業
務
を
所
掌
す
る
組
織
及
び
人
員
配
置

変

更

の

都

度

（
人
員
配
置

に
つ
い
て
は

一
年
に
一
回

以
上
）
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カ
　
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
申
請
者
に
委
託
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
、
申
請
者
が
当

該
産
業
廃
棄
物
の
処
分
（
埋
立
処
分
及
び
海
洋
投
入
処
分
を
除
く
。
）
後
の
産
業
廃
棄

物
の
持
出
先
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
を
開
示
す
る
こ
と
の
可
否

変
更
の
都
度

ヨ
　
事
業
の
実
施
に
関
し
生
活
環
境
の
保
全
上
利
害
関
係
を
有
す
る
者
に
対
す
る
事
業
場

の
公
開
の
有
無
及
び
公
開
し
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
公
開
の
頻
度

変
更
の
都
度

三
　
そ
の
事
業
活
動
に
係
る
環
境
配
慮
の
状
況
が
国
際
標
準
化
機
構
が
定
め
た
規
格
第
一
四
〇
〇
一
号
に
適
合
し

て
い
る
旨
の
認
証
を
受
け
て
い
る
こ
と
又
は
そ
の
事
業
活
動
に
係
る
環
境
配
慮
の
状
況
に
つ
い
て
一
般
財
団
法

人
持
続
性
推
進
機
構
に
よ
る
認
証
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

四
　
そ
の
使
用
に
係
る
入
出
力
装
置
が
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含

む
。
）
と
電
気
通
信
回
線
で
接
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

五
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
自
己
資
本
比
率
が
零
以
上
で
あ
る

こ
と
。

六
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
の
基
準
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
事
業
年
度
に
お
け
る
自
己
資
本
比
率
が
百
分
の
十
以
上
で

あ
る
こ
と
。

ロ
　
前
事
業
年
度
に
お
け
る
営
業
利
益
金
額
等
が
零
を
超
え
る
こ
と
。

七
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
経
常
利
益
金
額
等
の
平
均
額
が
零

を
超
え
る
こ
と
。

八
　
法
人
税
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
。

九
　
事
業
の
用
に
供
す
る
特
定
廃
棄
物

終
処
分
場
に
つ
い
て
積
み
立
て
る
べ
き
維
持
管
理
積
立
金
の
積
立
て
を

し
て
い
る
こ
と
。

（
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
許
可
の
基
準
）

第
十
条
の
五
　
法
第
十
四
条
第
十
項
第
一
号
（
法
第
十
四
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
処
分
（
埋
立
処
分
及
び
海
洋
投
入
処
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
業
と
し
て
行
う
場
合

イ
　
施
設
に
係
る
基
準

（１）
　
汚
泥
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
処
分
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
は
、
当
該

汚
泥
の
処
分
に
適
す
る
脱
水
施
設
、
乾
燥
施
設
、
焼
却
施
設
そ
の
他
の
処
理
施
設
を
有
す
る
こ
と
。

（２）
　
廃
油
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
処
分
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
は
、
当
該

廃
油
の
処
分
に
適
す
る
油
水
分
離
施
設
、
焼
却
施
設
そ
の
他
の
処
理
施
設
を
有
す
る
こ
と
。

（３）
　
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
処
分
を
業
と
し
て
行
う

場
合
に
は
、
当
該
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
の
処
分
に
適
す
る
中
和
施
設
そ
の
他
の
処
理
施
設
を
有
す
る
こ

と
。

（４）
　
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
処
分
を
業
と
し
て
行
う
場

合
に
は
、
当
該
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
処
分
に
適
す
る
破
砕
施
設
、
切
断
施
設
、
溶
融
施
設
、
焼
却
施
設

そ
の
他
の
処
理
施
設
を
有
す
る
こ
と
。

（５）
　
ゴ
ム
く
ず
の
処
分
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
は
、
当
該
ゴ
ム
く
ず
の
処
分
に
適
す
る
破
砕
施
設
、
切
断

施
設
、
焼
却
施
設
そ
の
他
の
処
理
施
設
を
有
す
る
こ
と
。

（６）
　
そ
の
他
の
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
処
分
を
業
と
し
て
行
お
う
と
す
る

産
業
廃
棄
物
の
種
類
に
応
じ
、
当
該
産
業
廃
棄
物
の
処
分
に
適
す
る
処
理
施
設
を
有
す
る
こ
と
。

（７）
　
保
管
施
設
を
有
す
る
場
合
に
は
、
産
業
廃
棄
物
が
飛
散
し
、
流
出
し
、
及
び
地
下
に
浸
透
し
、
並
び
に

悪
臭
が
発
散
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
保
管
施
設
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
申
請
者
の
能
力
に
係
る
基
準

（１）
　
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
的
確
に
行
う
に
足
り
る
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
。

（２）
　
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
的
確
に
、
か
つ
、
継
続
し
て
行
う
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
埋
立
処
分
又
は
海
洋
投
入
処
分
を
業
と
し
て
行
う
場
合

イ
　
施
設
に
係
る
基
準

（１）
　
埋
立
処
分
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
は
、
産
業
廃
棄
物
の
種
類
に
応
じ
、
当
該
産
業
廃
棄
物
の
埋
立
処

分
に
適
す
る

終
処
分
場
及
び
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
そ
の
他
の
施
設
を
有
す
る
こ
と
。

（２）
　
海
洋
投
入
処
分
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
は
、
産
業
廃
棄
物
の
海
洋
投
入
処
分
に
適
す
る
自
動
航
行
記

録
装
置
を
装
備
し
た
運
搬
船
を
有
す
る
こ
と
。

ロ
　
申
請
者
の
能
力
に
係
る
基
準

（１）
　
産
業
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
又
は
海
洋
投
入
処
分
を
的
確
に
行
う
に
足
り
る
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
こ

と
。

（２）
　
産
業
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
又
は
海
洋
投
入
処
分
を
的
確
に
、
か
つ
、
継
続
し
て
行
う
に
足
り
る
経
理
的

基
礎
を
有
す
る
こ
と
。

（
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
許
可
証
）

第
十
条
の
六
　
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
十
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
許
可
を
し
た
と

き
、
又
は
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
事
業
の
範
囲
の
変
更
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、
様
式
第

九
号
（
優
良
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
に
あ
つ
て
は
、
様
式
第
九
号
の
二
）
に
よ
る
許
可
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
産
業
廃
棄
物
の
処
理
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
困
難
と
な
る
事
由
）

第
十
条
の
六
の
二
　
法
第
十
四
条
第
十
三
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
事
業
の
用
に
供
す
る
産
業
廃
棄
物
の
処
理
施
設
に
お
い
て
破
損
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
、
当
該
処
理
施
設

を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
よ
り
、
当
該
処
理
施
設
に
お
い
て
保
管
す
る
産
業
廃
棄
物
の
数
量
が
処

分
等
の
た
め
の
保
管
上
限
に
達
し
た
こ
と
。

二
　
事
業
の
用
に
供
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
廃
止
し
、
又
は
休
止
し
た
こ
と
に
よ
り
、
現
に
委
託
を
受
け

て
い
る
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
こ
と
。

三
　
事
業
の
用
に
供
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
に
係
る
埋
立
処
分
が
終
了

し
た
こ
と
に
よ
り
、
現
に
委
託
を
受
け
て
い
る
産
業
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
こ

と
。

四
　
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
（
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
又
は
チ
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
第
十

四
条
第
五
項
第
二
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
（
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
若
し
く
は
チ
又
は
第
十
四
条
第
五
項
第
二

号
ロ
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
こ
と
。

五
　
法
第
十
四
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
の
二
第
五
項
の
者
が
第
二
条
の
八
第
一
項
に
規
定

す
る
者
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
こ
と
。

六
　
法
第
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
こ
と
。

七
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消

し
を
受
け
た
こ
と
。

八
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第
十
五
条
の
二
の
七
、
第
十
九
条
の
三
又
は

第
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
、
当
該
処
理
施
設
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に

よ
り
、
当
該
処
理
施
設
に
お
い
て
保
管
す
る
産
業
廃
棄
物
の
数
量
が
処
分
等
の
た
め
の
保
管
上
限
に
達
し
た
こ

と
。

（
法
第
十
四
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
手
続
）

第
十
条
の
六
の
三
　
法
第
十
四
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら

十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
送
付
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
又
は
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ

て
は
、
代
表
者
の
氏
名

二
　
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
年
月
日
及
び
当
該
事
由
の
内
容
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（
通
知
の
写
し
の
保
存
期
間
）

第
十
条
の
六
の
四
　
法
第
十
四
条
第
十
四
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

（
産
業
廃
棄
物
の
収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
を
受
託
で
き
る
者
）

第
十
条
の
六
の
五
　
法
第
十
四
条
第
十
五
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

一
　
収
集
又
は
運
搬
の
受
託
　
第
八
条
の
二
の
八
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
者

二
　
処
分
の
受
託
　
第
八
条
の
三
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
者

（
承
諾
に
係
る
書
面
の
記
載
事
項
）

第
十
条
の
六
の
六
　
令
第
六
条
の
十
二
第
一
号
（
令
第
六
条
の
十
五
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
委
託
し
た
産
業
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄

物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
及
び
数
量

二
　
受
託
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
許
可
番
号

三
　
承
諾
の
年
月
日

四
　
再
受
託
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
許
可
番
号

（
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
又
は
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
が
産
業
廃
棄
物
の
収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
を

再
委
託
で
き
る
場
合
）

第
十
条
の
七
　
法
第
十
四
条
第
十
六
項
た
だ
し
書
の
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
中
間
処
理
業
者
か
ら
委
託
を
受
け
た
産
業
廃
棄
物
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
を
除
く
も
の
と
し
、
当
該
中
間

処
理
業
者
が
行
つ
た
処
分
に
係
る
中
間
処
理
産
業
廃
棄
物
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
収
集

若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
（

終
処
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
次
の
イ
か
ら
ト
ま
で
に

定
め
る
基
準
に
従
つ
て
委
託
す
る
場
合

イ
　
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
に
あ
つ
て
は
、
他
人
の
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
で

あ
つ
て
委
託
し
よ
う
と
す
る
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
が
そ
の
事
業
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
も
の
に
委
託
す
る
こ

と
。

ロ
　
産
業
廃
棄
物
の
処
分
又
は
再
生
に
あ
つ
て
は
、
法
第
十
五
条
の
四
の
五
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
輸
入
さ

れ
た
廃
棄
物
以
外
の
廃
棄
物
に
限
り
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
か
つ
、
他
人
の
産
業
廃
棄
物
の

処
分
又
は
再
生
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
つ
て
委
託
し
よ
う
と
す
る
産
業
廃
棄
物
の
処
分
又

は
再
生
が
そ
の
事
業
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
も
の
に
委
託
す
る
こ
と
。

ハ
　
委
託
契
約
は
、
書
面
に
よ
り
行
い
、
当
該
委
託
契
約
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
条
項
が
含

ま
れ
、
か
つ
、
第
八
条
の
四
で
定
め
る
書
面
が
添
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
委
託
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業

廃
棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
及
び
数
量

（２）
　
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
を
委
託
す
る
と
き
は
、
運
搬
の

終
目
的
地
の
所
在
地

（３）
　
産
業
廃
棄
物
の
処
分
又
は
再
生
を
委
託
す
る
と
き
は
、
そ
の
処
分
又
は
再
生
の
場
所
の
所
在
地
、
そ
の

処
分
又
は
再
生
の
方
法
及
び
そ
の
処
分
又
は
再
生
に
係
る
施
設
の
処
理
能
力

（４）
　
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
委
託
す
る
と
き
は
、
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る

終
処
分
の
場
所
の
所
在
地
、

終
処
分
の
方
法
及
び

終
処
分
に
係
る
施
設
の
処
理
能
力

（５）
　
委
託
契
約
の
有
効
期
間

（６）
　
再
委
託
者
（
中
間
処
理
業
者
か
ら
委
託
を
受
け
た
産
業
廃
棄
物
の
収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
を
再

委
託
す
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
再
受
託
者
（
再
委
託
者
が
当
該
中
間
処
理
業

者
か
ら
受
託
し
た
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
又
は
処
分
若
し
く
は
再
生
を
委
託
し
よ
う
と
す
る
者
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
支
払
う
料
金

（７）
　
再
受
託
者
が
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
又
は
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
許
可
を
受
け
た
者
で
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
事
業
の
範
囲

（８）
　
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
に
係
る
委
託
契
約
に
あ
つ
て
は
、
再
受
託
者
が
当
該
委
託
契
約
に
係
る
産
業
廃
棄

物
の
積
替
え
又
は
保
管
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
積
替
え
又
は
保
管
を
行
う
場
所
の
所
在
地
並
び
に
当
該

場
所
に
お
い
て
保
管
で
き
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類
及
び
当
該
場
所
に
係
る
積
替
え
の
た
め
の
保
管
上
限

（９）
　
（
８
）
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
委
託
契
約
に
係
る
産
業
廃
棄
物
が
安
定
型
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
と
き

は
、
当
該
積
替
え
又
は
保
管
を
行
う
場
所
に
お
い
て
他
の
廃
棄
物
と
混
合
す
る
こ
と
の
許
否
等
に
関
す
る

事
項

（１０）
　
再
委
託
者
の
有
す
る
委
託
し
た
産
業
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
た
め
に
必
要
な
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関

す
る
情
報

（イ）
　
当
該
産
業
廃
棄
物
の
性
状
及
び
荷
姿
に
関
す
る
事
項

（ロ）
　
通
常
の
保
管
状
況
の
下
で
の
腐
敗
、
揮
発
等
当
該
産
業
廃
棄
物
の
性
状
の
変
化
に
関
す
る
事
項

（ハ）
　
他
の
廃
棄
物
と
の
混
合
等
に
よ
り
生
ず
る
支
障
に
関
す
る
事
項

（ニ）
　
そ
の
他
当
該
産
業
廃
棄
物
を
取
り
扱
う
際
に
注
意
す
べ
き
事
項

（１１）
　
受
託
業
務
終
了
時
の
再
受
託
者
の
再
委
託
者
へ
の
報
告
に
関
す
る
事
項

（１２）
　
委
託
契
約
を
解
除
し
た
場
合
の
処
理
さ
れ
な
い
産
業
廃
棄
物
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項

ニ
　
ハ
に
規
定
す
る
委
託
契
約
書
及
び
書
面
を
そ
の
契
約
の
終
了
の
日
か
ら
五
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

ホ
　
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
中
間
処
理
業
者
に
対
し
て
再
受
託
者
の
氏
名
又
は
名
称
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

代
表
者
の
氏
名
を
含
む
。
）
及
び
当
該
委
託
が
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
、
当
該
委
託
に
つ
い
て
次
に
定
め
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
当
該
中
間
処
理
業
者
の
書
面
に
よ
る

承
諾
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
委
託
し
た
産
業
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業

廃
棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
及
び
数
量

（２）
　
再
委
託
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
許
可
番
号

（３）
　
承
諾
の
年
月
日

（４）
　
再
受
託
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
許
可
番
号

ヘ
　
ホ
に
規
定
す
る
書
面
の
写
し
を
そ
の
承
諾
を
し
た
日
か
ら
五
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

ト
　
再
受
託
者
に
当
該
産
業
廃
棄
物
を
引
き
渡
す
際
に
は
、
そ
の
受
託
に
係
る
契
約
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
ハ

（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
を
再
受
託
者
に
交
付
す
る
こ
と
。

二
　
法
第
十
九
条
の
三
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
九
条
の
五
又
は
第
十
九
条
の
六
の
規
定
に
基
づ

き
命
令
を
受
け
た
者
が
、
当
該
命
令
を
履
行
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
で
、
当
該
者
に
当
該
命
令
に
係
る
産
業

廃
棄
物
の
処
理
を
委
託
し
た
者
の
承
認
を
得
て
他
人
に
そ
の
処
理
を
委
託
す
る
場
合

（
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
及
び
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
の
帳
簿
記
載
事
項
等
）

第
十
条
の
八
　
法
第
十
四
条
第
十
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
十
五
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

産
業
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
に
、
次
の
表
の
上
欄
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

る
。

収
集
又
は
運
搬

一
　
収
集
又
は
運
搬
年
月
日

二
　
交
付
さ
れ
た
管
理
票
ご
と
の
管
理
票
交
付
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
交
付
年
月
日
及
び

交
付
番
号

三
　
受
入
先
ご
と
の
受
入
量

四
　
運
搬
方
法
及
び
運
搬
先
ご
と
の
運
搬
量

五
　
積
替
え
又
は
保
管
を
行
う
場
合
に
は
、
積
替
え
又
は
保
管
の
場
所
ご
と
の
搬
出
量

運
搬
の
委
託

一
　
委
託
年
月
日
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二
　
受
託
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
許
可
番
号

三
　
交
付
し
た
管
理
票
ご
と
の
交
付
年
月
日
及
び
交
付
番
号

四
　
運
搬
先
ご
と
の
委
託
量

処
分

一
　
受
入
れ
又
は
処
分
年
月
日

二
　
交
付
又
は
回
付
さ
れ
た
管
理
票
ご
と
の
管
理
票
交
付
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
交
付
年

月
日
及
び
交
付
番
号

三
　
受
け
入
れ
た
場
合
に
は
、
受
入
先
ご
と
の
受
入
量

四
　
処
分
し
た
場
合
に
は
、
処
分
方
法
ご
と
の
処
分
量

五
　
処
分
（
埋
立
処
分
及
び
海
洋
投
入
処
分
を
除
く
。
）
後
の
産
業
廃
棄
物
の
持
出
先
ご
と

の
持
出
量

処
分
の
委
託

一
　
委
託
年
月
日

二
　
受
託
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
許
可
番
号

三
　
交
付
し
た
管
理
票
ご
と
の
交
付
年
月
日
及
び
交
付
番
号

四
　
交
付
し
た
管
理
票
ご
と
の
、
交
付
又
は
回
付
さ
れ
た
受
け
入
れ
た
産
業
廃
棄
物
に
係

る
管
理
票
の
管
理
票
交
付
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
交
付
年
月
日
及
び
交
付
番
号

五
　
交
付
し
た
管
理
票
ご
と
の
、
受
け
入
れ
た
産
業
廃
棄
物
に
係
る
第
八
条
の
三
十
一
の

五
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
処
分
を
委
託
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
登
録

番
号

六
　
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
の
登
録
ご
と
の
、
交
付
又
は
回
付
さ
れ
た
受
け
入
れ
た
産
業

廃
棄
物
に
係
る
管
理
票
の
管
理
票
交
付
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
交
付
年
月
日
及
び
交
付
番
号

七
　
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
の
登
録
ご
と
の
、
受
け
入
れ
た
産
業
廃
棄
物
に
係
る
第
八
条

の
三
十
一
の
五
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
処
分
を
委
託
し
た
者
の
氏
名
又
は
名

称
及
び
登
録
番
号

八
　
受
託
者
ご
と
の
委
託
の
内
容
及
び
委
託
量

備
考
　
収
集
若
し
く
は
運
搬
、
運
搬
の
委
託
、
処
分
又
は
処
分
の
委
託
に
係
る
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄

物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
上
欄
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ

れ
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ

ん
等
に
係
る
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
帳
簿
は
、
事
業
場
ご
と
に
備
え
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
項
の
表
収
集
又
は
運
搬
の
項
二
に
掲
げ
る
事
項
及
び
同
表
処
分
の
項
二
に
掲
げ
る
事
項
　
管
理
票
を
交
付

又
は
回
付
さ
れ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
記
載
す
る
こ
と
。

二
　
前
項
の
表
運
搬
の
委
託
の
項
三
に
掲
げ
る
事
項
及
び
同
表
処
分
の
委
託
の
項
三
か
ら
七
ま
で
に
掲
げ
る
事

項
　
管
理
票
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
引
渡
し
ま
で
に
記
載
す
る
こ
と
。

三
　
前
二
号
以
外
の
事
項
　
前
月
中
に
お
け
る
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
毎
月
末
ま
で
に
記
載
す
る
こ
と
。

３
　
第
二
条
の
五
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
十
四
条
第
十
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
十
六
項
の
規
定
に

よ
る
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
及
び
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
の
帳
簿
の
保
存
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
産
業
廃
棄
物
処
理
業
の
事
業
範
囲
の
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
十
条
の
九
　
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
又
は
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
事

業
の
範
囲
の
変
更
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
十
号
に
よ
る
申
請

書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

三
　
変
更
の
内
容

四
　
変
更
の
理
由

五
　
変
更
に
係
る
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
種
類
、
数
量
、
設
置
場
所
、
設
置
年
月
日
及
び
処
理
能
力

六
　
変
更
に
係
る
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
に
つ
い
て
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場

合
に
は
、
当
該
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

七
　
変
更
に
係
る
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
処
理
方
式
、
構
造
及
び
設
備
の
概
要

八
　
第
九
条
の
二
第
一
項
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

２
　
第
九
条
の
二
第
二
項
（
第
十
五
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
三
項
及
び
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定

は
、
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
事
業
の
範
囲
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
事
業
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
後
の
事
業
計
画
」
と
、
同
項
第
二
号
、
第
四
号

及
び
第
五
号
中
「
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
に
係
る
事
業
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
次
条
各
号
」
と
あ
る
の
は

「
第
九
条
の
三
各
号
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
（
申
請
者
が
優
良
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
に
該
当
す
る
も
の
と

し
て
法
第
十
四
条
第
二
項
の
許
可
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
直
前
の
二
事
業
年

度
）
に
係
る
」
と
あ
る
の
は
「
に
係
る
」
と
、
同
条
第
八
項
中
「
こ
の
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
の
二
第
八

項
」
と
、
同
条
第
九
項
中
「
許
可
の
更
新
を
申
請
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
申
請
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

３
　
第
十
条
の
四
第
二
項
（
第
九
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
は
、
産
業
廃

棄
物
処
分
業
の
事
業
の
範
囲
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項

第
一
号
中
「
事
業
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
後
の
事
業
計
画
」
と
、
同
項
第
二
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
中

「
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
に
係
る
事
業
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
次
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
条
の
四

の
二
各
号
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
（
申
請
者
が
優
良
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
法
第
十

四
条
第
七
項
の
許
可
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
直
前
の
二
事
業
年
度
）
に
係

る
」
と
あ
る
の
は
「
に
係
る
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
こ
の
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
条
の
四
第
七
項
」
と
、
同

条
第
八
項
中
「
許
可
の
更
新
を
申
請
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
申
請
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
産
業
廃
棄
物
処
理
業
に
係
る
変
更
の
届
出
等
）

第
十
条
の
十
　
法
第
十
四
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で

定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称

二
　
法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
六
項
の
許
可
を
受
け
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
者

イ
　
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
法
定
代
理
人

ロ
　
役
員

ハ
　
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に
相

当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者

ニ
　
令
第
六
条
の
十
に
規
定
す
る
使
用
人

三
　
事
務
所
及
び
事
業
場
の
所
在
地
（
住
所
を
除
く
。
）

四
　
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
（
運
搬
容
器
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
そ
の
設
置
場
所
及

び
構
造
又
は
規
模

五
　
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
に
あ
つ
て
は
、
積
替
え
又
は
保
管
の
場
所
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
所
在
地

ロ
　
面
積

ハ
　
積
替
え
又
は
保
管
を
行
う
産
業
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使

用
製
品
産
業
廃
棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）

ニ
　
積
替
え
の
た
め
の
保
管
上
限

ホ
　
第
一
条
の
六
の
規
定
の
例
に
よ
る
高
さ
の
う
ち

高
の
も
の

六
　
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
に
あ
つ
て
は
、
保
管
の
場
所
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
所
在
地

ロ
　
面
積

ハ
　
保
管
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃

棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）

ニ
　
処
分
等
の
た
め
の
保
管
上
限

ホ
　
第
一
条
の
六
の
規
定
の
例
に
よ
る
高
さ
の
う
ち

高
の
も
の

七
　
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
許
可
を
し
た
都
道
府
県
知
事
の
管
轄
区
域
内
の
産
業
廃
棄

物
の
積
替
え
を
行
う
区
域
に
お
い
て
業
と
し
て
行
う
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
に
係
る
法
第
十
四
条
第
一
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項
の
許
可
（
当
該
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
同
項
の
許
可
を
除
く
。
第
三
項
に
お
い
て
「
積
替
え
許
可
」
と
い

う
。
）
の
有
無

２
　
法
第
十
四
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
又
は
変
更
の
届
出

は
、
当
該
廃
止
又
は
変
更
の
日
か
ら
十
日
（
法
人
で
次
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
登
記
事
項
証
明
書

を
添
付
す
べ
き
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
十
日
）
以
内
に
、
様
式
第
十
一
号
に
よ
る
届
出
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提

出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
前
項
の
変
更
に
係
る
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
場
合
に
は
、
個
人
に
あ
つ
て
は
住
民
票
の
写
し
及
び
法
第
十
四
条

第
五
項
第
二
号
イ
（
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
し

な
い
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類
、
法
人
に
あ
つ
て
は
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び

登
記
事
項
証
明
書

二
　
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
場
合
に
は
、
同
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
者
（
当
該
変
更
に
係

る
者
に
限
る
。
）
の
住
民
票
の
写
し
及
び
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
に
該
当
し
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
す

る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類
（
第
一
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
登
記
事
項
証
明
書
並
び
に
役
員
の
住
民
票
の
写
し
及
び
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
に
該
当
し
な
い
か

ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類
。
第
一
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
株
主
又
は
出
資
を
し
て

い
る
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
登
記
事
項
証
明
書
）
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
登
記
事
項
証
明
書
（
同
号

ロ
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
場
合
に
限
る
。
）

三
　
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
住
所
の
変
更
の
場
合
に
は
、
変
更
後
の
事
務
所
及
び
事
業
場
の
付
近
の

見
取
図

四
　
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
に
係
る
第
一
項
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て

は
、
当
該
変
更
に
係
る
施
設
に
関
す
る
第
九
条
の
二
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
書
類
及
び
図
面

五
　
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
に
係
る
第
一
項
第
四
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
は
、

当
該
変
更
に
係
る
施
設
に
関
す
る
第
十
条
の
四
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
書
類
及
び
図
面

六
　
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
届
出
（
新
た
に
積
替
え
許
可
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
す
る
も
の

に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
積
替
え
許
可
に
係
る
第
十
条
の
二
に
規
定
す
る
許
可
証
の
写
し

第
十
条
の
十
の
二
　
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
又
は
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
は
、
法
第
十
四
条
の
二
第
三
項
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

届
出
に
係
る
事
項
が
第
十
条
の
二
又
は
第
十
条
の
六
に
規
定
す
る
許
可
証
の
記
載
事
項
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ

の
書
換
え
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
第
十
四
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
欠
格
要
件
に
係
る
届
出
）

第
十
条
の
十
の
三
　
法
第
十
四
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

は
、
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
（
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
又
は
チ
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
第
十

四
条
第
五
項
第
二
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
（
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
若
し
く
は
チ
又
は
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号

ロ
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
届
出
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
六
項
の
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

三
　
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
（
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
又
は
チ
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
第
十

四
条
第
五
項
第
二
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
（
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
若
し
く
は
チ
又
は
第
十
四
条
第
五
項
第
二

号
ロ
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
該
当
す
る
に
至
つ
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
当
該
欠
格
要
件
」

と
い
う
。
）
及
び
該
当
す
る
に
至
つ
た
具
体
的
事
由

四
　
当
該
欠
格
要
件
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
年
月
日

（
法
第
十
四
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
欠
格
要
件
に
係
る
届
出
）

第
十
条
の
十
の
三
の
二
　
法
第
十
四
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
は
、
同
項
の
者
が
第
二
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
後
、
遅
滞
な
く
、
前
条
第
一
号

及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
届
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
（
法
第
七
条
第

五
項
第
四
号
イ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
該
当
し
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書

類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
第
十
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
手
続
）

第
十
条
の
十
の
四
　
法
第
十
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
産
業
廃
棄
物
の
収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は

処
分
の
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
廃
止
し
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
送
付

し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
又
は
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ

て
は
、
代
表
者
の
氏
名

二
　
産
業
廃
棄
物
の
収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
の
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
廃
止
し
た
年
月
日
及
び
事
由
の

内
容

（
通
知
の
写
し
の
保
存
期
間
）

第
十
条
の
十
の
五
　
法
第
十
四
条
の
二
第
五
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

（
法
第
十
四
条
の
三
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
手
続
）

第
十
条
の
十
の
六
　
法
第
十
四
条
の
三
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
又
は
産
業

廃
棄
物
処
分
業
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
送
付
し

て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
代
表
者
の
氏
名

二
　
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
年
月
日
及
び
事
由
の
内
容

（
通
知
の
写
し
の
保
存
期
間
）

第
十
条
の
十
の
七
　
法
第
十
四
条
の
三
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
の
二
第
五
項
の
環
境
省
令
で

定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
を
要
し
な
い
者
）

第
十
条
の
十
一
　
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

一
　
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
許

可
を
受
け
て
廃
油
処
理
事
業
を
行
う
者
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
て
廃
油
処

理
事
業
を
行
う
港
湾
管
理
者
若
し
く
は
漁
港
管
理
者
（
同
法
第
三
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
廃
油
の
収
集
又
は

運
搬
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

二
　
国
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
そ
の
業
務
と
し
て
行
う
場
合
に
限
る
。
）

三
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
輸
入
に
係
る
運
搬
を
行
う
者
（
自
ら
輸
入
の
相
手
国
か
ら
本
邦
ま
で
の
運
搬
を
行

う
場
合
に
限
る
。
）

四
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
輸
出
に
係
る
運
搬
を
行
う
者
（
自
ら
本
邦
か
ら
輸
出
の
相
手
国
ま
で
の
運
搬
を
行

う
場
合
に
限
る
。
）

五
　
法
第
十
九
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
自
ら
生
活
環
境
の
保
全
上
の

支
障
の
除
去
等
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
お
い
て
、
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
の
委
託
を
受
け
て
当
該
委

託
に
係
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
み
の
収
集
又
は
運
搬
を
行
う
者

六
　
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
緊
急
に
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
の
除
去
又
は
発
生
の
防
止
の

た
め
の
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
期
間
に
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
を
適
正

に
収
集
又
は
運
搬
す
る
能
力
が
あ
る
者
と
し
て
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
者
（
法
第
十
二
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
基
準
（
処
理
の
緊
急
性
に
鑑
み
基
準
を
そ
の
ま
ま
適
用

す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
環
境
大
臣
が
認
め
た
場
合
に
お
い
て
は
、
適
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
も
の
と

し
て
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
基
準
を
除
く
。
第
十
条
の
十
五
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
従
い
、
環
境
大
臣

又
は
都
道
府
県
知
事
が
指
定
し
た
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
限
る
。
）
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（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
の
申
請
）

第
十
条
の
十
二
　
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
十
二
号
に
よ
る
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
事
業
の
範
囲

三
　
事
務
所
及
び
事
業
場
の
所
在
地

四
　
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
種
類
及
び
数
量

五
　
積
替
え
又
は
保
管
を
行
う
場
合
に
は
、
積
替
え
又
は
保
管
の
場
所
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
所
在
地

ロ
　
面
積

ハ
　
積
替
え
又
は
保
管
を
行
う
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
種
類

ニ
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
係
る
積
替
え
の
た
め
の
保
管
上
限

ホ
　
第
一
条
の
六
の
規
定
の
例
に
よ
る
高
さ
の
う
ち

高
の
も
の

六
　
他
に
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
の
許
可
を
受
け

て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
許
可
に
係
る
許
可
番
号
（
こ
れ
ら
の
許
可
の
申
請
を
し
て
い
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
申
請
年
月
日
）

七
　
第
九
条
の
二
第
一
項
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

２
　
第
九
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
九
項
ま
で
及
び
第
九
条
の
二
の
二
か
ら
第
九
条
の
二
の
八
ま
で
の
規
定
は
、
前
項

の
申
請
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
条
の
二
第
二
項
第
十
五
号
中
「
令
第
六
条
の
九
第

二
号
に
掲
げ
る
者
（
以
下
「
優
良
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
六
条
の
十
三

第
二
号
に
掲
げ
る
者
」
と
、
「
法
第
十
四
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
四
条
の
四
第
二
項
」
と
、
「
次
条
第

一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
条
の
十
二
の
二
第
一
号
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
次
条
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第

十
条
の
十
二
の
二
第
二
号
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
次
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
条
の
十
二
の
二
各
号
」

と
、
同
条
第
七
項
中
「
優
良
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
六
条
の
十
三
第
二
号
に
掲
げ
る

者
」
と
、
「
法
第
十
四
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
四
条
の
四
第
二
項
」
と
、
同
条
第
八
項
中
「
こ
の
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
九
条
の
二
第
八
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
　
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
の
収
集
又

は
運
搬
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る

書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
運
搬
容
器
の
構
造
図

二
　
連
絡
設
備
等
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

三
　
事
故
時
に
お
け
る
当
該
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ

ェ
ニ
ル
処
理
物
の
飛
散
、
流
出
又
は
地
下
へ
の
浸
透
に
よ
り
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
応

急
の
措
置
を
講
ず
る
た
め
の
設
備
又
は
器
具
（
以
下
「
応
急
措
置
設
備
等
」
と
い
う
。
）
の
概
要
を
記
載
し
た

書
類

四
　
そ
の
業
務
に
直
接
従
事
す
る
者
が
次
条
第
二
号
ロ
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
十
分

な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
を
示
す
書
類

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
実
施
に
関
し
優
れ
た
能
力
及
び
実
績
を
有
す
る
者
の
基
準
）

第
十
条
の
十
二
の
二
　
令
第
六
条
の
十
三
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
従
前
の
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
の
許
可
に
係
る
許
可
の
有
効
期
間
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
許
可
の
有

効
期
間
を
い
う
。
）
又
は
当
該
有
効
期
間
を
含
む
連
続
す
る
五
年
間
（
同
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
期

間
に
限
る
。
）
の
い
ず
れ
か
長
い
期
間
に
お
い
て
特
定
不
利
益
処
分
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。

二
　
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
、
当
該
許
可
の
更
新
の
申
請
の
日
前
六
月
間
（
申
請
者

が
令
第
六
条
の
十
三
第
二
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
従
前
の
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
の
許
可

を
受
け
た
日
か
ら
当
該
申
請
の
日
ま
で
の
間
）
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
公
表
し
、
か
つ
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
更
新
し
て
い
る
こ
と
。

公
表
事
項

更
新
す
べ
き
場
合

イ
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
法
人
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
（

（
１
）
、
（
４
）
又
は
（
６
）
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該

変
更
に
係
る
履
歴
を
含
む
。
）

（
１
）
　
名
称

（
２
）
　
事
務
所
又
は
事
業
場
の
所
在
地

（
３
）
　
設
立
年
月
日

（
４
）
　
資
本
金
又
は
出
資
金

（
５
）
　
代
表
者
等
の
氏
名
及
び
就
任
年
月
日

（
６
）
　
事
業
（
他
に
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第
十
四
条
の
四
第
一

項
若
し
く
は
第
六
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
許
可
に

係
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
表
及
び
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
内
容

変

更

の

都

度

（

（
５
）
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い

て
は
一
年
に
一

回
以
上
）

ロ
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
氏
名
、
住
所
及
び
事
業
の
内
容
（
事
業
の
内

容
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
変
更
に
係
る
履
歴
を
含
む
。
）

変
更
の
都
度

ハ
　
事
業
計
画
（
他
に
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第
十
四
条
の
四
第

一
項
若
し
く
は
第
六
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
許
可

に
係
る
事
業
に
関
す
る
も
の
を
含
む
。
）
の
概
要

変
更
の
都
度

ニ
　
申
請
者
が
受
け
て
い
る
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第
十
四
条
の

四
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
の
許
可
（
他
に
こ
れ
ら
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
当
該
許
可
を
含
む
。
）
に
係
る
第
十
条
の
二
若
し
く
は
第
十
条
の
六
又

は
第
十
条
の
十
四
若
し
く
は
第
十
条
の
十
八
に
規
定
す
る
許
可
証
の
写
し

変
更
の
都
度

ホ
　
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（
１
）
　
運
搬
施
設
の
種
類
及
び
数
量
並
び
に
運
搬
車
に
係
る
低
公
害
車
の
導
入
の
状
況

（
２
）
　
積
替
え
又
は
保
管
を
行
う
場
合
に
は
、
積
替
え
又
は
保
管
の
場
所
ご
と
の
所
在

地
、
面
積
、
積
替
え
又
は
保
管
を
行
う
産
業
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に

石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等

が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
及
び
積
替
え
の
た
め
の
保
管
上
限
（
特

別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
積
替
え
又
は
保
管
の
場
所
に
あ
つ
て
は
、
特
別
管
理
産
業
廃

棄
物
に
係
る
積
替
え
の
た
め
の
保
管
上
限
）

変

更

の

都

度

（

（
１
）
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い

て
は
一
年
に
一

回
以
上
）

ヘ
　
直
前
三
年
間
の
各
月
に
お
い
て
事
業
者
か
ら
引
渡
し
を
受
け
た
特
別
管
理
産
業
廃

棄
物
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（
１
）
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
の
受
入
量

（
２
）
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
及
び
運
搬
方
法
ご
と
の
運
搬
量

一
年
に
一
回
以
上

ト
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対

照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
及
び
個
別
注
記
表

少
な
く
と
も
定
時

株
主
総
会
で
承

認
を
受
け
、
又

は
報
告
さ
れ
た

都
度

チ
　
事
業
者
が
そ
の
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
を
申
請
者
に
委
託
す
る
に
当
た
つ

て
支
払
う
料
金
を
提
示
す
る
方
法

変
更
の
都
度

リ
　
業
務
を
所
掌
す
る
組
織
及
び
人
員
配
置

変
更
の
都
度
（
人

員
配
置
に
つ
い

て
は
一
年
に
一

回
以
上
）
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ヌ
　
事
業
の
実
施
に
関
し
生
活
環
境
の
保
全
上
利
害
関
係
を
有
す
る
者
に
対
す
る
事
業

場
の
公
開
の
有
無
及
び
公
開
し
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
公
開
の
頻
度

変
更
の
都
度

三
　
そ
の
事
業
活
動
に
係
る
環
境
配
慮
の
状
況
が
国
際
標
準
化
機
構
が
定
め
た
規
格
第
一
四
〇
〇
一
号
に
適
合
し

て
い
る
旨
の
認
証
を
受
け
て
い
る
こ
と
又
は
そ
の
事
業
活
動
に
係
る
環
境
配
慮
の
状
況
に
つ
い
て
一
般
財
団
法

人
持
続
性
推
進
機
構
に
よ
る
認
証
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

四
　
そ
の
使
用
に
係
る
入
出
力
装
置
が
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含

む
。
）
と
電
気
通
信
回
線
で
接
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

五
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
自
己
資
本
比
率
が
零
以
上
で
あ
る

こ
と
。

六
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
の
基
準
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
事
業
年
度
に
お
け
る
自
己
資
本
比
率
が
百
分
の
十
以
上
で

あ
る
こ
と
。

ロ
　
前
事
業
年
度
に
お
け
る
営
業
利
益
金
額
等
が
零
を
超
え
る
こ
と
。

七
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
経
常
利
益
金
額
等
の
平
均
額
が
零

を
超
え
る
こ
と
。

八
　
法
人
税
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
。

九
　
事
業
の
用
に
供
す
る
特
定
廃
棄
物

終
処
分
場
に
つ
い
て
積
み
立
て
る
べ
き
維
持
管
理
積
立
金
の
積
立
て
を

し
て
い
る
こ
と
。

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
の
基
準
）

第
十
条
の
十
三
　
法
第
十
四
条
の
四
第
五
項
第
一
号
（
法
第
十
四
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
施
設
に
係
る
基
準

イ
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
が
、
飛
散
し
、
及
び
流
出
し
、
並
び
に
悪
臭
が
漏
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
運
搬
車
、

運
搬
船
、
運
搬
容
器
そ
の
他
の
運
搬
施
設
を
有
す
る
こ
と
。

ロ
　
廃
油
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
条
の
十
七
に
お
い
て
同

じ
。
）
、
廃
酸
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
条
の
十
七
第
一
号
イ

（
２
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条

及
び
第
十
条
の
十
七
第
一
号
イ
（
２
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
収
集
又
は
運
搬
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
は
、

当
該
廃
油
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
の
性
状
に
応
じ
、
腐
食
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
等
当
該
廃

油
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
の
運
搬
に
適
す
る
運
搬
施
設
を
有
す
る
こ
と
。

ハ
　
感
染
性
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
は
、
当
該
感
染
性
廃
棄
物
の
運
搬
に
適

す
る
保
冷
車
そ
の
他
の
運
搬
施
設
を
有
す
る
こ
と
。

ニ
　
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
の
収

集
又
は
運
搬
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
は
、
応
急
措
置
設
備
等
及
び
連
絡
設
備
等
が
備
え
付
け
ら
れ
た
運
搬

施
設
を
有
す
る
こ
と
。

ホ
　
そ
の
他
の
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
収
集
又
は
運
搬

を
行
お
う
と
す
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
種
類
に
応
じ
、
当
該
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬

に
適
す
る
運
搬
施
設
を
有
す
る
こ
と
。

ヘ
　
積
替
施
設
を
有
す
る
場
合
に
は
、
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
が
飛
散
し
、
流
出
し
、
及
び
地
下
に
浸
透
し
、

並
び
に
悪
臭
が
発
散
し
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
か
つ
、
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
他
の
物
が
混
入

す
る
お
そ
れ
の
な
い
よ
う
に
仕
切
り
等
が
設
け
ら
れ
て
い
る
施
設
で
あ
る
こ
と
。

二
　
申
請
者
の
能
力
に
係
る
基
準

イ
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
的
確
に
行
う
に
足
り
る
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
。

ロ
　
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
の
収

集
又
は
運
搬
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
業
務
に
直
接
従
事
す
る
者
が
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

十
分
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
。

（１）
　
当
該
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理

物
の
性
状
に
関
し
特
に
注
意
す
べ
き
事
項

（２）
　
当
該
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理

物
の
性
状
に
応
じ
た
取
扱
い

（３）
　
事
故
時
に
お
け
る
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
を
防
止
す
る
た
め
に
講
ず
る
応
急
の
措
置

（４）
　
緊
急
時
に
お
け
る
連
絡
の
方
法

ハ
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
的
確
に
、
か
つ
、
継
続
し
て
行
う
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
を

有
す
る
こ
と
。

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
証
）

第
十
条
の
十
四
　
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬

業
の
許
可
を
し
た
と
き
、
又
は
法
第
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
事
業
の
範
囲
の
変
更
の
許
可
を
し

た
と
き
は
、
様
式
第
十
三
号
（
令
第
六
条
の
十
三
第
二
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
様
式
第
十
三
号
の
二
）

に
よ
る
許
可
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
許
可
を
要
し
な
い
者
）

第
十
条
の
十
五
　
法
第
十
四
条
の
四
第
六
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

一
　
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
許

可
を
受
け
て
廃
油
処
理
事
業
を
行
う
者
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
て
廃
油
処

理
事
業
を
行
う
港
湾
管
理
者
若
し
く
は
漁
港
管
理
者
（
同
法
第
三
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
廃
油
の
処
分
を
行

う
場
合
に
限
る
。
）

二
　
国
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
そ
の
業
務
と
し
て
行
う
場
合
に
限
る
。
）

三
　
法
第
十
九
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
自
ら
生
活
環
境
の
保
全
上
の

支
障
の
除
去
等
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
お
い
て
、
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
の
委
託
を
受
け
て
当
該
委

託
に
係
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
み
の
処
分
を
行
う
者

四
　
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
緊
急
に
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
の
除
去
又
は
発
生
の
防
止
の

た
め
の
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
期
間
に
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
を
適
正

に
処
分
又
は
再
生
す
る
能
力
が
あ
る
者
と
し
て
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
者
（
法
第
十
二
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
基
準
に
従
い
、
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
指
定

し
た
産
業
廃
棄
物
の
処
分
又
は
再
生
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
限
る
。
）

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
許
可
の
申
請
）

第
十
条
の
十
六
　
法
第
十
四
条
の
四
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
許
可
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
十
四
号
に
よ
る
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
事
業
の
範
囲

三
　
事
務
所
及
び
事
業
場
の
所
在
地

四
　
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
種
類
、
数
量
、
設
置
場
所
、
設
置
年
月
日
及
び
処
理
能
力

五
　
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
に
つ
い
て
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
当

該
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

六
　
保
管
を
行
う
場
合
に
は
、
保
管
の
場
所
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
所
在
地

ロ
　
面
積

ハ
　
保
管
す
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
種
類

ニ
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
係
る
処
分
等
の
た
め
の
保
管
上
限

ホ
　
第
一
条
の
六
の
規
定
の
例
に
よ
る
高
さ
の
う
ち

高
の
も
の

七
　
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
処
理
方
式
、
構
造
及
び
設
備
の
概
要
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八
　
他
に
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
の
許
可
を
受
け

て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
許
可
に
係
る
許
可
番
号
（
こ
れ
ら
の
許
可
の
申
請
を
し
て
い
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
申
請
年
月
日
）

九
　
第
九
条
の
二
第
一
項
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

２
　
第
十
条
の
四
第
二
項
（
第
五
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
申
請
書
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
第
四
号
中
「
産
業
廃
棄
物
の
処
分
」
と
あ
る
の
は
「
特
別

管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
分
」
と
、
「
埋
立
処
分
及
び
海
洋
投
入
処
分
」
と
あ
る
の
は
「
埋
立
処
分
」
と
、
同
項
第

九
号
中
「
優
良
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
六
条
の
十
四
第
二
号
に
掲
げ
る
者
」
と
、
「
法
第

十
四
条
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
四
条
の
四
第
七
項
」
と
、
「
次
条
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
条
の

十
六
の
二
第
一
号
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
次
条
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
条
の
十
六
の
二
第
二
号
」
と
、

同
条
第
五
項
中
「
次
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
条
の
十
六
の
二
各
号
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
優
良
産
業
廃

棄
物
処
分
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
六
条
の
十
四
第
二
号
に
掲
げ
る
者
」
と
、
「
法
第
十
四
条
第
七
項
」
と
あ

る
の
は
「
法
第
十
四
条
の
四
第
七
項
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
こ
の
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
条
の
四
第
七
項
」

と
、
同
条
第
八
項
中
「
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
感
染
性
産
業
廃
棄
物
及
び
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
廃
石
綿
等
の
処
理
を
業
と
し
て
行
う
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
当
該
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
性
状
の
分
析
を
行
う
設
備
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

二
　
当
該
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
性
状
の
分
析
を
行
う
者
が
当
該
分
析
に
つ
い
て
十
分
な
知
識
及
び
技
能
を
有

す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
実
施
に
関
し
優
れ
た
能
力
及
び
実
績
を
有
す
る
者
の
基
準
）

第
十
条
の
十
六
の
二
　
令
第
六
条
の
十
四
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
従
前
の
法
第
十
四
条
の
四
第
六
項
の
許
可
に
係
る
許
可
の
有
効
期
間
（
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
許
可
の
有

効
期
間
を
い
う
。
）
又
は
当
該
有
効
期
間
を
含
む
連
続
す
る
五
年
間
（
同
条
第
六
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
期

間
に
限
る
。
）
の
い
ず
れ
か
長
い
期
間
に
お
い
て
特
定
不
利
益
処
分
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。

二
　
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
、
当
該
許
可
の
更
新
の
申
請
の
日
前
六
月
間
（
申
請
者

が
令
第
六
条
の
十
四
第
二
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
従
前
の
法
第
十
四
条
の
四
第
六
項
の
許
可

を
受
け
た
日
か
ら
当
該
申
請
の
日
ま
で
の
間
）
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
公
表
し
、
か
つ
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
更
新
し
て
い
る
こ
と
。

公
表
事
項

更

新

す

べ

き

場
合

イ
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
法
人
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
（
（
１
）

、
（
４
）
又
は
（
６
）
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
変
更
に

係
る
履
歴
を
含
む
。
）

（
１
）
　
名
称

（
２
）
　
事
務
所
又
は
事
業
場
の
所
在
地

（
３
）
　
設
立
年
月
日

（
４
）
　
資
本
金
又
は
出
資
金

（
５
）
　
代
表
者
等
の
氏
名
及
び
就
任
年
月
日

（
６
）
　
事
業
（
他
に
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第
十
四
条
の
四
第
一
項

若
し
く
は
第
六
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
許
可
に
係
る

も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
表
及
び
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
内
容

変

更

の

都

度

（
（
５
）
に
掲

げ
る
事
項
に

つ
い
て
は
一

年
に
一
回
以

上
）

ロ
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
氏
名
、
住
所
及
び
事
業
の
内
容
（
事
業
の
内
容

を
変
更
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
変
更
に
係
る
履
歴
を
含
む
。
）

変
更
の
都
度

ハ
　
事
業
計
画
（
他
に
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第
十
四
条
の
四
第
一

項
若
し
く
は
第
六
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
許
可
に
係

る
事
業
に
関
す
る
も
の
を
含
む
。
）
の
概
要

変
更
の
都
度

ニ
　
申
請
者
が
受
け
て
い
る
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第
十
四
条
の
四

第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
の
許
可
（
他
に
こ
れ
ら
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
当
該
許
可
を
含
む
。
）
に
係
る
第
十
条
の
二
若
し
く
は
第
十
条
の
六
又
は
第
十

条
の
十
四
若
し
く
は
第
十
条
の
十
八
に
規
定
す
る
許
可
証
の
写
し

変
更
の
都
度

ホ
　
事
業
の
用
に
供
す
る
産
業
廃
棄
物
の
処
理
施
設
に
関
す
る
当
該
施
設
ご
と
の
次
に
掲

げ
る
事
項

（
１
）
　
設
置
場
所

（
２
）
　
設
置
年
月
日

（
３
）
　
当
該
施
設
の
種
類

（
４
）
　
当
該
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
石
綿

含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
が
含
ま

れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）

（
５
）
　
処
理
能
力
（
当
該
施
設
が
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
埋
立
地
の
面
積
及
び
埋
立
容
量
）

（
６
）
　
処
理
方
式

（
７
）
　
構
造
及
び
設
備
の
概
要

（
８
）
　
当
該
施
設
に
つ
い
て
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合

に
は
、
当
該
許
可
に
係
る
第
十
二
条
の
五
に
規
定
す
る
許
可
証
の
写
し

変
更
の
都
度

ヘ
　
事
業
の
用
に
供
す
る
産
業
廃
棄
物
の
処
理
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
る
事
業
場
ご
と
の

産
業
廃
棄
物
の
処
理
工
程
図

変
更
の
都
度

ト
　
直
前
一
年
間
に
お
い
て
事
業
者
か
ら
引
渡
し
を
受
け
た
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
が
終
了
す
る
ま
で
の
一
連
の
処
理
の
行
程
（
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
。
）

（
１
）
　
当
該
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
の
受
入
量

（
２
）
　
当
該
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
分
方
法
ご
と
の
処
分
量

（
３
）
　
情
報
公
表
日
の
属
す
る
月
の
前
々
月
の
末
日
に
お
け
る
当
該
特
別
管
理
産
業
廃
棄

物
の
保
管
量

（
４
）
　
当
該
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
分
（
埋
立
処
分
を
除
く
。
）
後
の
産
業
廃
棄
物

の
持
出
先
ご
と
の
持
出
量
及
び
当
該
持
出
先
に
お
け
る
当
該
産
業
廃
棄
物
の
処
分
方
法

（
５
）
　
当
該
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
を
再
生
す
る
こ
と
に
よ
り
得
た
物
の
持
出
先
ご
と
の

持
出
量
及
び
当
該
持
出
先
に
お
け
る
当
該
物
の
利
用
方
法

一

年

に

一

回

以
上

チ
　
直
前
三
年
間
の
各
月
に
お
い
て
事
業
者
か
ら
引
渡
し
を
受
け
た
特
別
管
理
産
業
廃
棄

物
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（
１
）
　
当
該
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
の
受
入
量

（
２
）
　
当
該
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
及
び
処
分
方
法
ご
と
の
処
分
量

（
３
）
　
当
該
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
分
（
埋
立
処
分
を
除
く
。
）
後
の
産
業
廃
棄
物

の
持
出
先
ご
と
及
び
処
分
方
法
ご
と
の
処
分
量

一

年

に

一

回

以
上

リ
　
直
前
三
年
間
の
事
業
の
用
に
供
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
の
状
況
に

関
す
る
情
報
（
次
の
（
１
）
か
ら
（
９
）
ま
で
に
掲
げ
る
当
該
施
設
の
種
類
に
応
じ
、

当
該
（
１
）
か
ら
（
９
）
ま
で
に
定
め
る
事
項
に
限
る
。
）

（
１
）
　
令
第
七
条
第
三
号
、
第
五
号
、
第
八
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
の
二
に
掲
げ

る
施
設
（
ガ
ス
化
改
質
方
式
の
焼
却
施
設
及
び
電
気
炉
等
を
用
い
た
焼
却
施
設
を
除

く
。
）
　
第
十
二
条
の
七
の
二
第
一
号
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
事
項

一

年

に

一

回

以
上
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（
２
）
　
令
第
七
条
第
三
号
、
第
五
号
、
第
八
号
及
び
第
十
三
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
（
ガ

ス
化
改
質
方
式
の
焼
却
施
設
に
限
る
。
）
　
第
十
二
条
の
七
の
二
第
二
号
ハ
及
び
ニ
に
掲

げ
る
事
項

（
３
）
　
令
第
七
条
第
三
号
、
第
五
号
、
第
八
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
の
二
に
掲
げ

る
施
設
（
電
気
炉
等
を
用
い
た
焼
却
施
設
に
限
る
。
）
　
第
十
二
条
の
七
の
二
第
三
号
ハ

及
び
ニ
に
掲
げ
る
事
項

（
４
）
　
令
第
七
条
第
十
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
　
第
十
二
条
の
七
の
二
第
三
号
の
二
に
掲

げ
る
事
項

（
５
）
　
令
第
七
条
第
十
一
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
　
第
十
二
条
の
七
の
二
第
四
号
ハ
か
ら

ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

（
６
）
　
令
第
七
条
第
十
二
号
の
二
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
施
設
　
第
十
二
条
の
七
の
二

第
五
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

（
７
）
　
令
第
七
条
第
十
四
号
イ
に
掲
げ
る
施
設
　
第
十
二
条
の
七
の
二
第
六
号
ロ
か
ら
ヘ

ま
で
に
掲
げ
る
事
項

（
８
）
　
令
第
七
条
第
十
四
号
ロ
に
掲
げ
る
施
設
　
第
十
二
条
の
七
の
二
第
七
号
ロ
か
ら
ヘ

ま
で
に
掲
げ
る
事
項

（
９
）
　
令
第
七
条
第
十
四
号
ハ
に
掲
げ
る
施
設
　
第
十
二
条
の
七
の
二
第
八
号
ロ
か
ら
リ

ま
で
に
掲
げ
る
事
項

ヌ
　
直
前
三
年
間
の
各
月
に
お
け
る
事
業
の
用
に
供
す
る
産
業
廃
棄
物
の
焼
却
施
設
ご
と

の
熱
回
収
に
よ
り
得
ら
れ
た
熱
量
（
当
該
熱
の
全
部
又
は
一
部
を
電
気
に
変
換
し
た
場

合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
電
気
の
量
及
び
当
該
熱
量
か
ら
電
気
に
変
換
さ
れ
た
熱
量
を
減

じ
て
得
た
熱
量
）
及
び
当
該
焼
却
施
設
に
お
い
て
熱
回
収
が
さ
れ
た
産
業
廃
棄
物
の
量

一

年

に

一

回

以
上

ル
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照

表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
及
び
個
別
注
記
表

少
な
く
と
も
定

時
株
主
総
会

で
承
認
を
受

け
、
又
は
報

告
さ
れ
た
都

度

ヲ
　
事
業
者
が
そ
の
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
申
請
者
に
委
託
す
る
に
当
た
つ
て

支
払
う
料
金
を
提
示
す
る
方
法

変
更
の
都
度

ワ
　
業
務
を
所
掌
す
る
組
織
及
び
人
員
配
置

変

更

の

都

度

（
人
員
配
置

に
つ
い
て
は

一
年
に
一
回

以
上
）

カ
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
申
請
者
に
委
託
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
、
申

請
者
が
当
該
産
業
廃
棄
物
の
処
分
（
埋
立
処
分
及
び
海
洋
投
入
処
分
を
除
く
。
）
後
の

産
業
廃
棄
物
の
持
出
先
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
を
開
示
す
る
こ
と
の
可
否

更
新
の
都
度

ヨ
　
事
業
の
実
施
に
関
し
生
活
環
境
の
保
全
上
利
害
関
係
を
有
す
る
者
に
対
す
る
事
業
場

の
公
開
の
有
無
及
び
公
開
し
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
公
開
の
頻
度

変
更
の
都
度

三
　
そ
の
事
業
活
動
に
係
る
環
境
配
慮
の
状
況
が
国
際
標
準
化
機
構
が
定
め
た
規
格
第
一
四
〇
〇
一
号
に
適
合
し

て
い
る
旨
の
認
証
を
受
け
て
い
る
こ
と
又
は
そ
の
事
業
活
動
に
係
る
環
境
配
慮
の
状
況
に
つ
い
て
一
般
財
団
法

人
持
続
性
推
進
機
構
に
よ
る
認
証
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

四
　
そ
の
使
用
に
係
る
入
出
力
装
置
が
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含

む
。
）
と
電
気
通
信
回
線
で
接
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

五
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
自
己
資
本
比
率
が
零
以
上
で
あ
る

こ
と
。

六
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
の
基
準
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
事
業
年
度
に
お
け
る
自
己
資
本
比
率
が
百
分
の
十
以
上
で

あ
る
こ
と
。

ロ
　
前
事
業
年
度
に
お
け
る
営
業
利
益
金
額
等
が
零
を
超
え
る
こ
と
。

七
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
経
常
利
益
金
額
等
の
平
均
額
が
零

を
超
え
る
こ
と
。

八
　
法
人
税
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
。

九
　
事
業
の
用
に
供
す
る
特
定
廃
棄
物

終
処
分
場
に
つ
い
て
積
み
立
て
る
べ
き
維
持
管
理
積
立
金
の
積
立
て
を

し
て
い
る
こ
と
。

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
許
可
の
基
準
）

第
十
条
の
十
七
　
法
第
十
四
条
の
四
第
十
項
第
一
号
（
法
第
十
四
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
分
（
埋
立
処
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
業
と
し
て
行
う

場
合

イ
　
施
設
に
係
る
基
準

（１）
　
廃
油
の
処
分
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
は
、
火
災
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら

れ
た
当
該
廃
油
の
処
分
に
適
す
る
焼
却
施
設
、
油
水
分
離
施
設
そ
の
他
の
処
理
施
設
で
あ
つ
て
、
消
火
器

そ
の
他
の
消
火
設
備
及
び
処
分
す
る
廃
油
の
性
状
を
分
析
す
る
こ
と
の
で
き
る
設
備
を
備
え
た
も
の
を
有

す
る
こ
と
。

（２）
　
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
（
シ
ア
ン
化
合
物
を
含
む
も
の
を
除
く
。
）
の
処
分
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に

は
、
腐
食
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
当
該
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
の
処
分
に
適
す

る
中
和
施
設
そ
の
他
の
処
理
施
設
で
あ
つ
て
、
処
分
す
る
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
の
性
状
を
分
析
す
る
こ

と
の
で
き
る
設
備
を
備
え
た
も
の
を
有
す
る
こ
と
。

（３）
　
シ
ア
ン
化
合
物
を
含
む
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
又

は
当
該
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
を
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
も

の
に
限
る
。
）
の
処
分
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
は
、
当
該
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
の
処
分
に
適
す
る
分

解
施
設
そ
の
他
の
処
理
施
設
で
あ
つ
て
、
処
分
す
る
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
の
性
状
を
分
析
す
る
こ
と
の

で
き
る
設
備
を
備
え
た
も
の
を
有
す
る
こ
と
。

（４）
　
感
染
性
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
は
、
当
該
感
染
性
産
業
廃
棄
物
の
処
分
に
適
す

る
焼
却
施
設
そ
の
他
の
処
理
施
設
で
あ
つ
て
、
当
該
施
設
に
感
染
性
産
業
廃
棄
物
を
衛
生
的
に
投
入
す
る

こ
と
が
で
き
る
設
備
そ
の
他
の
附
帯
設
備
を
備
え
た
も
の
を
有
す
る
こ
と
。

（５）
　
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
の

処
分
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
は
、
当
該
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物

又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
の
処
分
に
適
す
る
焼
却
施
設
、
分
解
施
設
、
洗
浄
施
設
、
分
離
施
設

そ
の
他
の
処
理
施
設
で
あ
つ
て
、
処
分
す
る
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染

物
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
の
性
状
を
分
析
す
る
こ
と
の
で
き
る
設
備
を
備
え
た
も
の
を
有
す

る
こ
と
。

（６）
　
廃
水
銀
等
の
処
分
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
は
、
当
該
廃
水
銀
等
の
処
分
に
適
す
る
硫
化
施
設
そ
の
他

の
処
理
施
設
で
あ
つ
て
、
処
分
す
る
廃
水
銀
等
の
性
状
を
分
析
す
る
こ
と
の
で
き
る
設
備
を
備
え
た
も
の

を
有
す
る
こ
と
。

（７）
　
廃
石
綿
等
の
処
分
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
は
、
当
該
廃
石
綿
等
の
処
分
に
適
す
る
溶
融
施
設
そ
の
他

の
処
理
施
設
を
有
す
る
こ
と
。
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（８）
　
水
銀
若
し
く
は
そ
の
化
合
物
を
含
む
汚
泥
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
当

該
汚
泥
を
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
処
分

を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
は
、
当
該
汚
泥
等
の
処
分
に
適
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
固
型
化
施
設
、
ば
い
焼
施

設
そ
の
他
の
処
理
施
設
で
あ
つ
て
、
処
分
す
る
汚
泥
等
の
性
状
を
分
析
す
る
こ
と
の
で
き
る
設
備
を
備
え

た
も
の
を
有
す
る
こ
と
。

（９）
　
シ
ア
ン
化
合
物
を
含
む
汚
泥
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
当
該
汚
泥
を
処

分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
処
分
を
業
と
し
て

行
う
場
合
に
は
、
当
該
汚
泥
等
の
処
分
に
適
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
固
型
化
施
設
、
分
解
施
設
そ
の
他
の
処

理
施
設
で
あ
つ
て
、
処
理
す
る
汚
泥
等
の
性
状
を
分
析
す
る
こ
と
の
で
き
る
設
備
を
備
え
た
も
の
を
有
す

る
こ
と
。

（１０）
　
汚
泥
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
に
限
り
、
（
７
）
及
び
（
８
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

の
処
分
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
は
、
当
該
汚
泥
等
の
処
分
に
適
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
固
型
化
施
設
、
分

解
施
設
そ
の
他
の
処
理
施
設
で
あ
つ
て
、
処
分
す
る
汚
泥
等
の
性
状
を
分
析
す
る
こ
と
の
で
き
る
設
備
を

備
え
た
も
の
を
有
す
る
こ
と
。

（１１）
　
そ
の
他
の
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
は
、
当
該
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

の
種
類
に
応
じ
、
当
該
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
分
に
適
す
る
処
理
施
設
で
あ
つ
て
、
必
要
な
附
帯
設

備
を
備
え
た
も
の
を
有
す
る
こ
と
。

（１２）
　
保
管
施
設
を
有
す
る
場
合
に
は
、
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
が
飛
散
し
、
流
出
し
、
及
び
地
下
に
浸
透

し
、
並
び
に
悪
臭
が
発
散
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
か
つ
、
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
他
の

物
が
混
入
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
仕
切
り
等
が
設
け
ら
れ
た
施
設
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
申
請
者
の
能
力
に
係
る
基
準

（１）
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
的
確
に
行
う
に
足
り
る
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
。

（２）
　
感
染
性
産
業
廃
棄
物
及
び
廃
石
綿
等
以
外
の
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
分
に
当
た
り
必
要
な
性
状
の

分
析
を
行
う
者
が
、
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
つ
い
て
十
分
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
。

（３）
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
的
確
に
、
か
つ
、
継
続
し
て
行
う
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
を
有
す
る

こ
と
。

二
　
埋
立
処
分
を
業
と
し
て
行
う
場
合

イ
　
施
設
に
係
る
基
準

（１）
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
種
類
に
応
じ
、
当
該
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
に
適
す
る

終
処

分
場
で
あ
つ
て
、
受
け
入
れ
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
量
及
び
性
状
を
管
理
で
き
る
附
帯
設
備
を
備
え

た
も
の
並
び
に
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
そ
の
他
の
施
設
を
有
す
る
こ
と
。

（２）
　
当
該

終
処
分
場
の
周
縁
の
地
下
水
（
水
面
埋
立
処
分
を
行
う

終
処
分
場
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
周
辺

の
水
域
の
水
）
に
つ
い
て
定
期
的
に
水
質
検
査
を
行
う
た
め
の
採
水
が
で
き
る
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ロ
　
申
請
者
の
能
力
に
係
る
基
準

（１）
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
を
的
確
に
行
う
に
足
り
る
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
。

（２）
　
感
染
性
産
業
廃
棄
物
及
び
廃
石
綿
等
以
外
の
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
に
当
た
り
必
要
な
性

状
の
分
析
を
行
う
者
が
、
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
つ
い
て
十
分
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
。

（３）
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
を
的
確
に
、
か
つ
、
継
続
し
て
行
う
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
を
有

す
る
こ
と
。

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
許
可
証
）

第
十
条
の
十
八
　
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
十
四
条
の
四
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の

許
可
を
し
た
と
き
、
又
は
法
第
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
事
業
の
範
囲
の
変
更
の
許
可
を
し
た
と

き
は
、
様
式
第
十
五
号
（
令
第
六
条
の
十
四
第
二
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
様
式
第
十
五
号
の
二
）
に
よ

る
許
可
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
理
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
困
難
と
な
る
事
由
）

第
十
条
の
十
八
の
二
　
法
第
十
四
条
の
四
第
十
三
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
事
業
の
用
に
供
す
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
理
施
設
に
お
い
て
破
損
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
、
当
該

処
理
施
設
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
よ
り
、
当
該
処
理
施
設
に
お
い
て
保
管
す
る
特
別
管
理
産
業

廃
棄
物
の
数
量
が
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
係
る
処
分
等
の
た
め
の
保
管
上
限
に
達
し
た
こ
と
。

二
　
事
業
の
用
に
供
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
廃
止
し
、
又
は
休
止
し
た
こ
と
に
よ
り
、
現
に
委
託
を
受
け

て
い
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
こ
と
。

三
　
事
業
の
用
に
供
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
に
係
る
埋
立
処
分
が
終
了

し
た
こ
と
に
よ
り
、
現
に
委
託
を
受
け
て
い
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く

な
つ
た
こ
と
。

四
　
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
（
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
又
は
チ
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
第
十

四
条
第
五
項
第
二
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
（
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
若
し
く
は
チ
又
は
第
十
四
条
第
五
項
第
二

号
ロ
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
こ
と
。

五
　
法
第
十
四
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
の
二
第
五
項
の
者
が
第
二
条
の
八
第
一
項
に
規
定

す
る
者
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
こ
と
。

六
　
法
第
十
四
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
こ
と
。

七
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消

し
を
受
け
た
こ
と
。

八
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第
十
五
条
の
二
の
七
、
第
十
九
条
の
三
又
は

第
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
、
当
該
処
理
施
設
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に

よ
り
、
当
該
処
理
施
設
に
お
い
て
保
管
す
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
数
量
が
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
係
る

処
分
等
の
た
め
の
保
管
上
限
に
達
し
た
こ
と
。

（
法
第
十
四
条
の
四
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
手
続
）

第
十
条
の
十
八
の
三
　
法
第
十
四
条
の
四
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た

日
か
ら
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
年
月
日
及
び
当
該
事
由
の
内
容

（
通
知
の
写
し
の
保
存
期
間
）

第
十
条
の
十
八
の
四
　
法
第
十
四
条
の
四
第
十
四
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
を
受
託
で
き
る
者
）

第
十
条
の
十
八
の
五
　
法
第
十
四
条
の
四
第
十
五
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

一
　
収
集
又
は
運
搬
の
受
託
　
第
八
条
の
十
四
各
号
に
掲
げ
る
者

二
　
処
分
の
受
託
　
第
八
条
の
十
五
各
号
に
掲
げ
る
者

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
が
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
収

集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
を
再
委
託
で
き
る
場
合
）

第
十
条
の
十
九
　
法
第
十
四
条
の
四
第
十
六
項
た
だ
し
書
の
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
中
間
処
理
業
者
か
ら
委
託
を
受
け
た
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
（
当
該
中
間
処
理
業
者
が
行
つ
た
処
分
に
係
る

中
間
処
理
産
業
廃
棄
物
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
（

終

処
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
委
託
す
る

場
合

イ
　
第
十
条
の
七
第
一
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。

ロ
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
又
は
処
分
若
し
く
は
再
生
を
委
託
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
あ
ら
か
じ

め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
文
書
で
通
知
す
る
こ
と
。
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（１）
　
委
託
を
し
よ
う
と
す
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
種
類
、
数
量
、
性
状
及
び
荷
姿

（２）
　
当
該
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
を
取
り
扱
う
際
に
注
意
す
べ
き
事
項

ハ
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
又
は
処
分
を
委
託
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
令
第
六
条

の
六
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
運
搬
又
は
処
分
を
委
託
し
た
当
該
中
間
処
理
業
者
か
ら
通
知
さ
れ
た
同

号
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
を
文
書
で
通
知
す
る
こ
と
。

二
　
法
第
十
九
条
の
三
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
九
条
の
五
又
は
第
十
九
条
の
六
の
規
定
に
基
づ

き
命
令
を
受
け
た
者
が
、
当
該
命
令
を
履
行
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
で
、
当
該
者
に
当
該
命
令
に
係
る
特
別

管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
理
を
委
託
し
た
者
の
承
認
を
得
て
他
人
に
そ
の
処
理
を
委
託
す
る
場
合

（
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
の
収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

第
十
条
の
二
十
　
法
第
十
四
条
の
四
第
十
七
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
第
十
条
の
十
一
に
掲
げ
る
者

二
　
第
十
条
の
十
五
に
掲
げ
る
者

三
　
法
第
十
五
条
の
四
の
三
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
当
該
認
定
に
係
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
当
該
認

定
に
係
る
収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
を
行
う
場
合
に
限
る
も
の
と
し
、
そ
の
委
託
を
受
け
て
当
該
認
定
に

係
る
収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
を
業
と
し
て
行
う
者
（
同
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
者
で
あ
る
者
に

限
る
。
）
を
含
む
。
）

２
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
、
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
及
び
前
項
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、

感
染
性
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
行
う
者
は
感
染
性
一
般
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
、
感
染
性
産
業
廃

棄
物
の
処
分
を
行
う
者
は
感
染
性
一
般
廃
棄
物
の
処
分
を
、
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
廃
水
銀
等
の
収
集
又

は
運
搬
を
行
う
者
は
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
で
あ
る
廃
水
銀
の
収
集
又
は
運
搬
を
、
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
で
あ

る
廃
水
銀
等
の
処
分
を
行
う
者
は
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
で
あ
る
廃
水
銀
の
処
分
を
、
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
で

あ
る
ば
い
じ
ん
の
収
集
又
は
運
搬
を
行
う
者
は
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
で
あ
る
ば
い
じ
ん
の
収
集
又
は
運
搬
を
、

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
ば
い
じ
ん
の
処
分
を
行
う
者
は
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
で
あ
る
ば
い
じ
ん
の
処
分

を
、
そ
れ
ぞ
れ
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
及
び
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
の
帳
簿
記
載
事
項
等
）

第
十
条
の
二
十
一
　
法
第
十
四
条
の
四
第
十
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
十
五
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る

事
項
は
、
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
に
、
次
の
表
の
上
欄
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

収

集

又

は

運
搬

一
　
収
集
又
は
運
搬
年
月
日

二
　
交
付
さ
れ
た
管
理
票
ご
と
の
管
理
票
交
付
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
交
付
年
月
日
及
び
交
付
番
号

三
　
受
入
先
ご
と
の
受
入
量

四
　
運
搬
方
法
及
び
運
搬
先
ご
と
の
運
搬
量

五
　
積
替
え
又
は
保
管
を
行
う
場
合
に
は
、
積
替
え
又
は
保
管
の
場
所
ご
と
の
搬
出
量

運

搬

の

委

託

一
　
委
託
年
月
日

二
　
受
託
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
許
可
番
号

三
　
交
付
し
た
管
理
票
ご
と
の
交
付
年
月
日
及
び
交
付
番
号

四
　
運
搬
先
ご
と
の
委
託
量

処
分

一
　
受
入
れ
又
は
処
分
年
月
日

二
　
交
付
又
は
回
付
さ
れ
た
管
理
票
ご
と
の
管
理
票
交
付
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
交
付
年
月
日
及
び
交
付
番
号

三
　
受
け
入
れ
た
場
合
に
は
、
受
入
先
ご
と
の
受
入
量

四
　
処
分
し
た
場
合
に
は
、
処
分
方
法
ご
と
の
処
分
量

五
　
処
分
（
埋
立
処
分
を
除
く
。
）
後
の
産
業
廃
棄
物
の
持
出
先
ご
と
の
持
出
量

処

分

の

委

託

一
　
委
託
年
月
日

二
　
受
託
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
許
可
番
号

三
　
交
付
し
た
管
理
票
ご
と
の
交
付
年
月
日
及
び
交
付
番
号

四
　
交
付
し
た
管
理
票
ご
と
の
、
交
付
又
は
回
付
さ
れ
た
受
け
入
れ
た
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
係
る
管
理

票
の
管
理
票
交
付
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
交
付
年
月
日
及
び
交
付
番
号

五
　
交
付
し
た
管
理
票
ご
と
の
、
受
け
入
れ
た
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
係
る
第
八
条
の
三
十
一
の
五
第
三

号
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
処
分
を
委
託
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
登
録
番
号

六
　
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
の
登
録
ご
と
の
、
交
付
又
は
回
付
さ
れ
た
受
け
入
れ
た
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

に
係
る
管
理
票
の
管
理
票
交
付
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
交
付
年
月
日
及
び
交
付
番
号

七
　
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
の
登
録
ご
と
の
、
受
け
入
れ
た
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
係
る
第
八
条
の
三
十

一
の
五
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
処
分
を
委
託
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
登
録
番
号

八
　
受
託
者
ご
と
の
委
託
の
内
容
及
び
委
託
量

２
　
第
十
条
の
八
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
帳
簿
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
第
二
条
の
五
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
十
四
条
の
四
第
十
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
十
六
項
の
規

定
に
よ
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
及
び
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
の
帳
簿
の
保
存
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
業
の
事
業
範
囲
の
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
十
条
の
二
十
二
　
法
第
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
又
は
特
別
管
理

産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
事
業
の
範
囲
の
変
更
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

様
式
第
十
六
号
に
よ
る
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

三
　
変
更
の
内
容

四
　
変
更
の
理
由

五
　
変
更
に
係
る
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
種
類
、
数
量
、
設
置
場
所
、
設
置
年
月
日
及
び
処
理
能
力

六
　
変
更
に
係
る
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
に
つ
い
て
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場

合
に
は
、
当
該
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

七
　
変
更
に
係
る
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
処
理
方
式
、
構
造
及
び
設
備
の
概
要

八
　
第
九
条
の
二
第
一
項
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

２
　
第
九
条
の
二
第
二
項
（
第
十
五
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
三
項
及
び
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定

は
、
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
事
業
の
範
囲
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
事
業
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
後
の
事
業
計
画
」
と
、
同
項
第
二

号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
に
係
る
事
業
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
次
条
各
号
」

と
あ
る
の
は
「
第
十
条
の
十
二
の
二
各
号
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
（
申
請
者
が
優
良
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業

者
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
法
第
十
四
条
第
二
項
の
許
可
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
直
前
の
二
事
業
年
度
）
に
係
る
」
と
あ
る
の
は
「
に
係
る
」
と
、
同
条
第
八
項
中
「
こ
の
項
」
と
あ
る
の
は

「
第
九
条
の
二
第
八
項
」
と
、
同
条
第
九
項
中
「
許
可
の
更
新
を
申
請
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
申
請
者
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
十
条
の
四
第
二
項
（
第
五
号
及
び
第
九
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
並
び
に

第
十
条
の
十
六
第
三
項
の
規
定
は
、
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
事
業
の
範
囲
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
の
四
第
二
項
第
一
号
中
「
事
業
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
後

の
事
業
計
画
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
に
係
る
事
業
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
産
業

廃
棄
物
の
処
分
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
分
」
と
、
「
埋
立
処
分
及
び
海
洋
投
入
処
分
」
と

あ
る
の
は
「
埋
立
処
分
」
と
、
同
条
第
六
号
及
び
第
七
号
中
「
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
に
係
る
事
業
」
と
、

同
条
第
五
項
中
「
次
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
条
の
十
六
の
二
各
号
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
（
申
請
者
が

優
良
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
法
第
十
四
条
第
七
項
の
許
可
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
直
前
の
二
事
業
年
度
）
に
係
る
」
と
あ
る
の
は
「
に
係
る
」
と
、
同
条
第
七
項
中

「
こ
の
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
条
の
四
第
七
項
」
と
、
同
条
第
八
項
中
「
許
可
の
更
新
を
申
請
す
る
者
」
と
あ

る
の
は
「
申
請
者
」
と
、
第
十
条
の
十
六
第
三
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
条
の
二
十
二
第
三
項
に
お
い
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て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十
条
の
四
第
二
項
（
第
五
号
及
び
第
九
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
五
項
か

ら
第
八
項
ま
で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
業
に
係
る
変
更
の
届
出
等
）

第
十
条
の
二
十
三
　
法
第
十
四
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
の
二
第
三
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る

事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称

二
　
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
又
は
第
六
項
の
許
可
を
受
け
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
者

イ
　
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
法
定
代
理
人

ロ
　
役
員

ハ
　
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に
相

当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者

ニ
　
令
第
六
条
の
十
に
規
定
す
る
使
用
人

三
　
事
務
所
及
び
事
業
場
の
所
在
地
（
住
所
を
除
く
。
）

四
　
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
（
運
搬
容
器
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
そ
の
設
置
場
所
及

び
構
造
又
は
規
模

五
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
に
あ
つ
て
は
、
積
替
え
又
は
保
管
の
場
所
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る

事
項

イ
　
所
在
地

ロ
　
面
積

ハ
　
積
替
え
又
は
保
管
を
行
う
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
種
類

ニ
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
係
る
積
替
え
の
た
め
の
保
管
上
限

ホ
　
第
一
条
の
六
の
規
定
の
例
に
よ
る
高
さ
の
う
ち

高
の
も
の

六
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
に
あ
つ
て
は
、
保
管
の
場
所
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
所
在
地

ロ
　
面
積

ハ
　
保
管
す
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
種
類

ニ
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
係
る
処
分
等
の
た
め
の
保
管
上
限

ホ
　
第
一
条
の
六
の
規
定
の
例
に
よ
る
高
さ
の
う
ち

高
の
も
の

七
　
感
染
性
産
業
廃
棄
物
及
び
廃
石
綿
等
以
外
の
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
行
う
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

処
分
業
者
の
使
用
人
の
う
ち
、
処
分
す
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
性
状
の
分
析
を
行
う
者

八
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
許
可
を
し
た
都
道
府
県
知
事
の
管
轄
区
域
内
の

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
積
替
え
を
行
う
区
域
に
お
い
て
業
と
し
て
行
う
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は

運
搬
に
係
る
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
の
許
可
（
当
該
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
同
項
の
許
可
を
除
く
。
第
三
項

に
お
い
て
「
積
替
え
許
可
」
と
い
う
。
）
の
有
無

２
　
法
第
十
四
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
又
は
変
更
の
届
出

は
、
当
該
廃
止
又
は
変
更
の
日
か
ら
十
日
（
法
人
で
次
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
登
記
事
項
証
明
書

を
添
付
す
べ
き
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
十
日
）
以
内
に
、
様
式
第
十
七
号
に
よ
る
届
出
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提

出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
前
項
の
変
更
に
係
る
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
場
合
に
は
、
個
人
に
あ
つ
て
は
住
民
票
の
写
し
及
び
法
第
十
四
条

第
五
項
第
二
号
イ
（
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
し

な
い
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類
、
法
人
に
あ
つ
て
は
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び

登
記
事
項
証
明
書

二
　
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
場
合
に
は
、
同
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
者
（
当
該
変
更
に
係

る
者
に
限
る
。
）
の
住
民
票
の
写
し
及
び
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
に
該
当
し
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
す

る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類
（
第
一
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
登
記
事
項
証
明
書
並
び
に
役
員
の
住
民
票
の
写
し
及
び
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
に
該
当
し
な
い
か

ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類
。
第
一
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
株
主
又
は
出
資
し
て
い

る
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
登
記
事
項
証
明
書
）
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
登
記
事
項
証
明
書
（
同
号
ロ

に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
場
合
に
限
る
。
）

三
　
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
住
所
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
は
、
変
更
後
の
事
務
所
及
び
事
業
場
の

付
近
の
見
取
図

四
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
に
係
る
第
一
項
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
届
出

に
つ
い
て
は
、
当
該
変
更
に
係
る
施
設
に
関
す
る
第
九
条
の
二
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
書
類

及
び
図
面

五
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
に
係
る
第
一
項
第
四
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
届
出
に
つ

い
て
は
、
当
該
変
更
に
係
る
施
設
に
関
す
る
第
十
条
の
四
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
書
類
及
び

図
面

六
　
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
変
更
に
係
る
者
が
特
別
管
理
産
業
廃
棄

物
の
性
状
の
分
析
に
つ
い
て
十
分
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

七
　
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
届
出
（
新
た
に
積
替
え
許
可
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
す
る
も
の

に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
積
替
え
許
可
に
係
る
第
十
条
の
十
四
に
規
定
す
る
許
可
証
の
写
し

第
十
条
の
二
十
三
の
二
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
は
、
法
第

十
四
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
を
す

る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
届
出
に
係
る
事
項
が
第
十
条
の
十
四
又
は
第
十
条
の
十
八
に
規
定
す
る
許
可
証
の
記
載

事
項
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
書
換
え
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
第
十
四
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
欠
格
要
件
に
係
る
届
出
）

第
十
条
の
二
十
四
　
法
第
十
四
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

は
、
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
（
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
又
は
チ
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
第
十

四
条
第
五
項
第
二
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
（
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
若
し
く
は
チ
又
は
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号

ロ
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
届
出
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
又
は
第
六
項
の
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

三
　
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
（
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
又
は
チ
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
第
十

四
条
第
五
項
第
二
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
（
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
若
し
く
は
チ
又
は
第
十
四
条
第
五
項
第
二

号
ロ
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
該
当
す
る
に
至
つ
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
当
該
欠
格
要
件
」

と
い
う
。
）
及
び
該
当
す
る
に
至
つ
た
具
体
的
事
由

四
　
当
該
欠
格
要
件
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
年
月
日

（
法
第
十
四
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
欠
格
要
件
に
係
る
届
出
）

第
十
条
の
二
十
四
の
二
　
法
第
十
四
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
は
、
同
項
の
者
が
第
二
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
後
、
遅
滞
な
く
、
前
条
第
一
号

及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
（
法
第
七
条
第

五
項
第
四
号
イ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
該
当
し
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書

類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
第
十
四
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
手
続
）

第
十
条
の
二
十
四
の
三
　
法
第
十
四
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
収
集
若
し

く
は
運
搬
又
は
処
分
の
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
廃
止
し
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
書
面
を
送
付
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
代
表
者
の
氏
名

二
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
の
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
廃
止
し
た
年
月
日
及

び
事
由
の
内
容
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（
通
知
の
写
し
の
保
存
期
間
）

第
十
条
の
二
十
四
の
四
　
法
第
十
四
条
の
五
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
の
二
第
五
項
の
環
境
省
令
で

定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

（
法
第
十
四
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
三
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
手
続
）

第
十
条
の
二
十
四
の
五
　
法
第
十
四
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
の
三
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通

知
は
、
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
日
か

ら
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
送
付
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
代
表
者
の
氏
名

二
　
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
年
月
日
及
び
事
由
の
内
容

（
通
知
の
写
し
の
保
存
期
間
）

第
十
条
の
二
十
四
の
六
　
第
十
条
の
十
の
七
の
規
定
は
、
法
第
十
四
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
の
三

の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
）

第
十
一
条
　
法
第
十
五
条
第
二
項
の
申
請
書
は
、
様
式
第
十
八
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
法
第
十
五
条
第
二
項
第
六
号
の
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
位
置
、
構
造
等
の
設
置
に
関
す
る

計
画
に
係
る
事
項
と
し
て
記
載
す
べ
き
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
位
置

二
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
処
理
方
式

三
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
構
造
及
び
設
備

四
　
処
理
に
伴
い
生
ず
る
排
ガ
ス
及
び
排
水
の
量
及
び
処
理
方
法
（
排
出
の
方
法
（
排
出
口
の
位
置
、
排
出
先
等

を
含
む
。
）
を
含
む
。
）

五
　
設
計
計
算
上
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
排
ガ
ス
の
性
状
、
放
流
水
の
水
質
そ
の
他
の
生
活
環
境
へ
の
負
荷
に

関
す
る
数
値

六
　
そ
の
他
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
構
造
等
に
関
す
る
事
項

３
　
第
一
項
の
申
請
書
に
法
第
十
五
条
第
二
項
第
七
号
の
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
計
画
に
係

る
事
項
と
し
て
記
載
す
べ
き
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
排
ガ
ス
の
性
状
、
放
流
水
の
水
質
等
に
つ
い
て
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
全
の
た
め
達
成
す
る
こ
と
と
し

た
数
値

二
　
排
ガ
ス
の
性
状
及
び
放
流
水
の
水
質
の
測
定
頻
度
に
関
す
る
事
項

三
　
そ
の
他
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
事
項

４
　
第
一
項
の
申
請
書
に
法
第
十
五
条
第
二
項
第
八
号
の
災
害
防
止
の
た
め
の
計
画
に
係
る
事
項
と
し
て
記
載
す
べ

き
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
産
業
廃
棄
物
の
飛
散
及
び
流
出
の
防
止
に
関
す
る
事
項

二
　
公
共
の
水
域
及
び
地
下
水
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
事
項

三
　
火
災
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
事
項

四
　
そ
の
他

終
処
分
場
に
係
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
事
項

５
　
法
第
十
五
条
第
二
項
第
九
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
令
第
七
条
第
三
号
、
第
五
号
、
第
八
号
、
第
十
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
つ

て
は
、
焼
却
灰
等
の
処
分
方
法

二
　
令
第
七
条
第
四
号
、
第
六
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
汚
泥
等
の
処
分
方
法

二
の
二
　
令
第
七
条
第
十
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
廃
水
銀
等
の
硫
化
処
理
に
伴
い
生
ず
る
廃
棄
物

の
処
分
方
法

二
の
三
　
令
第
七
条
第
十
一
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
廃
石
綿
等
又
は
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
の
溶

融
処
理
に
伴
い
生
ず
る
廃
棄
物
の
処
分
方
法

三
　
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
に
あ
つ
て
は
、
埋
立
処
分
の
計
画

四
　
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
搬
入
及
び
搬
出
の
時
間
及
び
方
法
に
関
す
る
事
項

五
　
着
工
予
定
年
月
日
及
び
使
用
開
始
予
定
年
月
日

六
　
申
請
者
が
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の

氏
名
及
び
住
所

七
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
役
員
の
氏
名
及
び
住
所

八
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は

出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
氏
名
又

は
名
称
、
住
所
及
び
当
該
株
主
の
有
す
る
株
式
の
数
又
は
当
該
出
資
を
し
て
い
る
者
の
な
し
た
出
資
の
金
額

九
　
申
請
者
に
令
第
六
条
の
十
に
規
定
す
る
使
用
人
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
住
所

６
　
第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
設
計
計
算
書

二
　

終
処
分
場
に
あ
つ
て
は
、
周
囲
の
地
形
、
地
質
及
び
地
下
水
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
及
び
図
面

三
　

終
処
分
場
以
外
の
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
あ
つ
て
は
、
処
理
工
程
図

四
　
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
付
近
の
見
取
図

五
　
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
技
術
的
能
力
を
説
明
す
る
書
類

六
　
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
及
び
維
持
管
理
に
要
す
る
資
金
の
総
額
及
び
そ
の
資
金
の
調
達
方
法
を

記
載
し
た
書
類

七
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株

主
資
本
等
変
動
計
算
書
、
個
別
注
記
表
並
び
に
法
人
税
の
納
付
す
べ
き
額
及
び
納
付
済
額
を
証
す
る
書
類

八
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
資
産
に
関
す
る
調
書
並
び
に
直
前
三
年
の
所
得
税
の
納
付
す
べ
き
額
及

び
納
付
済
額
を
証
す
る
書
類

九
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

十
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
住
民
票
の
写
し
及
び
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
（
法
第
七
条
第
五

項
第
四
号
イ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
第
十
二
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
し
な
い
か
ど

う
か
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類

十
一
　
申
請
者
が
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

十
二
　
申
請
者
が
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
法
定
代
理
人

の
住
民
票
の
写
し
及
び
同
号
イ
に
該
当
し
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類

十
三
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
役
員
の
住
民
票
の
写
し
及
び
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
に
該
当

し
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類

十
四
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又

は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
住
民

票
の
写
し
及
び
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
に
該
当
し
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら

れ
る
書
類
（
こ
れ
ら
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
登
記
事
項
証
明
書
）

十
五
　
申
請
者
に
令
第
六
条
の
十
に
規
定
す
る
使
用
人
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
住
民
票
の
写
し
及
び
法
第

十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
に
該
当
し
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類

７
　
申
請
者
は
、
直
前
の
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書
を
作
成
し
て
い
る
と
き
は
、
前
項
第
七
号
及
び
第
九

号
に
掲
げ
る
書
類
に
代
え
て
、
当
該
有
価
証
券
報
告
書
を
申
請
書
に
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８
　
都
道
府
県
知
事
は
、
申
請
者
が
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
、
第
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
十
四
条

の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
、
第
十
四
条
の
五
第
一
項
、
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
十
五
条
の
二
の
六
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
許
可
（
平
成
十
二
年
十
月
一
日
以
降
に
受
け
た
許
可
で
あ
つ
て
、
当
該
許
可
の
日
か
ら
起
算
し
て

五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
（
第
九
条
の
二
第
八
項
（
第
十
条
の
九
第
二
項
、
第
十
条
の
十
二
第
二
項
及
び
第
十
条

の
二
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
条
の
四
第
七
項
（
第
十
条
の
九
第
三
項
、
第
十
条

の
十
六
第
二
項
及
び
第
十
条
の
二
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
こ
の
項
（
第
十
二
条

の
九
第
四
項
、
第
十
二
条
の
十
一
の
十
二
第
三
項
、
第
十
二
条
の
十
一
の
十
三
第
三
項
及
び
第
十
二
条
の
十
二
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
別
に
受
け
た
許
可
に
係
る
許
可
証
を
提
出
し
て
受
け

た
許
可
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
十
号
か
ら
第

十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
の
全
部
又
は
一
部
に
代
え
て
、
当
該
許
可
に
係
る
許
可
証
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。
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（
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
）

第
十
一
条
の
二
　
法
第
十
五
条
第
三
項
の
書
類
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
設
置
し
よ
う
と
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類
及
び
規
模
並
び
に
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類
を
勘

案
し
、
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
に
伴
い
生
ず
る
大
気
質
、
騒
音
、
振
動
、
悪
臭
、
水
質

又
は
地
下
水
に
係
る
事
項
の
う
ち
、
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
調

査
を
行
つ
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
生
活
環
境
影
響
調
査
項
目
」
と
い
う
。
）

二
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
生
活
環
境
影
響
調
査
項
目
の
現
況
及
び
そ
の
把
握
の
方
法

三
　
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
程
度
を
予
測
す

る
た
め
に
把
握
し
た
水
象
、
気
象
そ
の
他
自
然
的
条
件
及
び
人
口
、
土
地
利
用
そ
の
他
社
会
的
条
件
の
現
況
並

び
に
そ
の
把
握
の
方
法

四
　
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
予
測
さ
れ
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
生
活
環
境
影
響

調
査
項
目
に
係
る
変
化
の
程
度
及
び
当
該
変
化
の
及
ぶ
範
囲
並
び
に
そ
の
予
測
の
方
法

五
　
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
程
度
を
分
析
し

た
結
果

六
　
大
気
質
、
騒
音
、
振
動
、
悪
臭
、
水
質
又
は
地
下
水
の
う
ち
、
こ
れ
ら
に
係
る
事
項
を
産
業
廃
棄
物
処
理
施

設
生
活
環
境
影
響
調
査
項
目
に
含
め
な
か
つ
た
も
の
及
び
そ
の
理
由

七
　
そ
の
他
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て

の
調
査
に
関
し
て
参
考
と
な
る
事
項

（
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
が
省
略
で
き
る
場
合
）

第
十
一
条
の
三
　
法
第
十
五
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一
　
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
以
外
の
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
あ
つ
て
は
、
法
第
十
五
条
第
二
項
の
申
請
書

に
記
載
し
た
同
項
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
が
、
過
去
に
な
さ
れ
た
同
条
第
一
項
の
許
可
に
係

る
当
該
事
項
と
同
一
で
あ
る
場
合

二
　
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
に
あ
つ
て
は
、
法
第
十
五
条
第
二
項
の
申
請
書
に
記
載
し
た
同
項
第
二
号
か
ら

第
四
号
ま
で
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
過
去
に
な
さ
れ
た
同
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
当
該

事
項
と
同
一
で
あ
る
場
合

（
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
技
術
上
の
基
準
）

第
十
二
条
　
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
（
法
第
十
五
条
の
二
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
（
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
を

除
く
。
次
条
、
第
十
二
条
の
六
及
び
第
十
二
条
の
七
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
全
て
に
共
通
す
る
技
術
上
の
基
準
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
自
重
、
積
載
荷
重
そ
の
他
の
荷
重
、
地
震
力
及
び
温
度
応
力
に
対
し
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
。

二
　
削
除

三
　
産
業
廃
棄
物
、
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
伴
い
生
ず
る
排
ガ
ス
及
び
排
水
、
施
設
に
お
い
て
使
用
す
る
薬
剤
等

に
よ
る
腐
食
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

四
　
産
業
廃
棄
物
の
飛
散
及
び
流
出
並
び
に
悪
臭
の
発
散
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
構
造
の
も
の
で
あ
り
、
又

は
必
要
な
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

五
　
著
し
い
騒
音
及
び
振
動
を
発
生
し
、
周
囲
の
生
活
環
境
を
損
な
わ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六
　
施
設
か
ら
排
水
を
放
流
す
る
場
合
は
、
そ
の
水
質
を
生
活
環
境
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
も
の
と
す
る
た

め
に
必
要
な
排
水
処
理
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

七
　
産
業
廃
棄
物
の
受
入
設
備
及
び
処
理
さ
れ
た
産
業
廃
棄
物
の
貯
留
設
備
は
、
施
設
の
処
理
能
力
に
応
じ
、
十

分
な
容
量
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
十
二
条
の
二
　
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
技
術
上
の
基
準
は
、

前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２
　
令
第
七
条
第
一
号
に
掲
げ
る
施
設
の
技
術
上
の
基
準
は
、
施
設
が
設
置
さ
れ
る
床
又
は
地
盤
面
が
、
不
透
水
性

の
材
料
で
築
造
さ
れ
、
又
は
被
覆
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

３
　
令
第
七
条
第
二
号
に
掲
げ
る
施
設
（
天
日
乾
燥
施
設
を
除
く
。
）
の
技
術
上
の
基
準
は
、
施
設
の
煙
突
か
ら
排

出
さ
れ
る
ガ
ス
に
よ
り
生
活
環
境
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
排
ガ
ス
処
理
設
備
が

設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

４
　
令
第
七
条
第
二
号
に
掲
げ
る
施
設
（
天
日
乾
燥
施
設
に
限
る
。
）
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
天
日
乾
燥
床
の
側
面
及
び
底
面
は
、
不
透
水
性
の
材
料
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
天
日
乾
燥
床
の
周
囲
に
は
、
地
表
水
の
天
日
乾
燥
床
へ
の
流
入
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
開

き
よ渠

そ
の
他
の

設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

５
　
令
第
七
条
第
三
号
、
第
五
号
、
第
八
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
（
次
項
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
）
の
技
術
上
の
基
準
は
、
第
四
条
第
一
項
第
七
号
（
同
号
ロ
（
１
）
及
び
（
２
）
並
び
に
ヌ
か
ら
カ

ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
次
の
要
件
を
備
え
た
燃
焼
室
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

イ
　
燃
焼
ガ
ス
の
温
度
が
摂
氏
八
百
度
（
令
第
七
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
摂
氏
千
百
度

（
た
だ
し
、
当
該
施
設
の
う
ち
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
産
業
廃
棄
物
の
焼
却
施
設
に
あ
つ
て
は
、
摂
氏
八
百

五
十
度
）
）
以
上
の
状
態
で
産
業
廃
棄
物
を
焼
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
燃
焼
ガ
ス
が
、
摂
氏
八
百
度
（
令
第
七
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
摂
氏
千
百
度
（
た
だ

し
、
当
該
施
設
の
う
ち
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
産
業
廃
棄
物
の
焼
却
施
設
に
あ
つ
て
は
、
摂
氏
八
百
五
十

度
）
）
以
上
の
温
度
を
保
ち
つ
つ
、
二
秒
以
上
滞
留
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
令
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
施
設
及
び
同
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
施
設
（
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
又
は

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
の
焼
却
施
設
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
事
故
時
に
お
け
る
受
入
設
備
か
ら
の

廃
油
の
流
出
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
流
出
防
止
堤
そ
の
他
の
設
備
が
設
け
ら
れ
、
か
つ
、
当
該
施
設
が
設

置
さ
れ
る
床
又
は
地
盤
面
は
、
廃
油
が
浸
透
し
な
い
材
料
で
築
造
さ
れ
、
又
は
被
覆
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

６
　
令
第
七
条
第
三
号
、
第
五
号
、
第
八
号
及
び
第
十
三
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
（
ガ
ス
化
改
質
方
式
の
焼
却
施
設

及
び
電
気
炉
等
を
用
い
た
焼
却
施
設
に
限
る
。
）
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
ガ
ス
化
改
質
方
式
の
焼
却
施
設
の
技
術
上
の
基
準
は
、
第
四
条
第
一
項
第
八
号
イ
（
同
号
イ
の
規
定
に
お
い

て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
同
項
第
七
号
ヌ
か
ら
カ
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。

二
　
電
気
炉
等
を
用
い
た
焼
却
施
設
の
技
術
上
の
基
準
は
、
第
四
条
第
一
項
第
八
号
ロ
（
同
号
ロ
の
規
定
に
お
い

て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
同
項
第
七
号
ヌ
か
ら
カ
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。

７
　
令
第
七
条
第
四
号
に
掲
げ
る
施
設
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
事
故
時
に
お
け
る
受
入
設
備
、
油
水
分
離
設
備
及
び
回
収
油
貯
留
設
備
か
ら
の
廃
油
の
流
出
を
防
止
す
る
た

め
に
必
要
な
流
出
防
止
堤
そ
の
他
の
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
施
設
が
設
置
さ
れ
る
床
又
は
地
盤
面
は
、
水
及
び
油
が
浸
透
し
な
い
材
料
で
築
造
さ
れ
、
又
は
被
覆
さ
れ
て

い
る
こ
と
。

８
　
令
第
七
条
第
六
号
に
掲
げ
る
施
設
の
技
術
上
の
基
準
は
、
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
廃
酸
又
は
廃
ア

ル
カ
リ
及
び
中
和
剤
の
供
給
量
を
調
節
す
る
設
備
並
び
に
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
と
中
和
剤
と
を
混
合
す
る
か
く

は
ん
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

９
　
令
第
七
条
第
七
号
及
び
第
八
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
破
砕
に
よ
つ
て
生
ず
る
粉
じ
ん
の
周
囲
へ
の
飛
散
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
集
じ
ん
器
、
散
水
装
置
そ
の

他
の
必
要
な
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
破
砕
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
圧
縮
固
化
（
物
を
処
分
す
る
た
め
に
、
圧
縮
し
、
押
出
し
に
よ
り
成
形

し
、
か
つ
密
度
を
高
め
て
固
形
化
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る

こ
と
。

イ
　
定
量
ず
つ
連
続
的
に
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
を
成
形
設
備
に
投
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
供
給
設
備
が
設
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
設
備
内
の
温
度
又
は
設
備
の
出
口
に
お
け
る
温
度
若
し
く
は
一
酸
化
炭
素
の
濃
度
を
連
続
的
に
測
定
す
る

た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
た
成
形
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
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ハ
　
次
の
要
件
を
備
え
た
冷
却
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

類
の
温
度
が
、
保
管
設
備
へ
搬
入
す
る
ま
で
に
外
気
温
度
を
大
き
く
上
回
ら
な
い
程
度
と
な
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

（１）
　
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
温
度
を
外
気
温
度
を
大
き
く
上
回
ら
な
い
程
度
に
冷
却
で
き
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
冷
却
設
備
の
入
口
及
び
出
口
に
お
け
る
温
度
を
連
続
的
に
測
定
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
。
た
だ
し
、
水
に
浸
し
て
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
を
冷
却
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

（３）
　
冷
却
設
備
内
の
温
度
又
は
一
酸
化
炭
素
の
濃
度
を
連
続
的
に
測
定
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
。
た
だ
し
、
水
に
浸
し
て
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
を
冷
却
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

ニ
　
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
を
保
管
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
の
要
件
を
備
え
た
保
管
設
備
が

設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
常
時
換
気
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
散
水
装
置
、
消
火
栓
そ
の
他
の
消
火
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ホ
　
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
を
サ
イ
ロ
そ
の
他
の
閉
鎖
さ
れ
た
場
所
に
保
管
す
る
場
合
（
ト
に
掲

げ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
次
の
要
件
を
備
え
た
保
管
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
保
管
設
備
内
の
温
度
及
び
一
酸
化
炭
素
の
濃
度
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
た
め
の
装
置

が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（２）
　
異
常
な
温
度
の
上
昇
そ
の
他
の
異
常
な
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
、
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

を
速
や
か
に
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
又
は
不
活
性
ガ
ス
を
封
入
す
る
た
め
の
装
置
そ

の
他
の
発
火
を
防
止
す
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ヘ
　
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
を
ピ
ッ
ト
そ
の
他
の
外
気
に
開
放
さ
れ
た
場
所
に
容
器
を
用
い
な
い

で
保
管
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
保
管
の
期
間
が
七
日
を
超
え
る
と
き
、
又
は
保
管
す
る
こ
と
の
で
き
る

圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
数
量
が
、
圧
縮
固
化
を
行
う
設
備
の
一
日
当
た
り
の
処
理
能
力
に
相

当
す
る
数
量
に
七
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
数
量
を
超
え
る
と
き
は
、
次
の
要
件
を
備
え
た
保
管
設
備
が
設
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
表
面
温
度
を
連
続
的
に
監
視
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
。

（２）
　
保
管
設
備
内
の
温
度
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
。
た
だ
し
、
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
を
外
気
に
開
放
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
通
風
が
良

好
で
あ
る
場
所
に
保
管
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ト
　
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
を
サ
イ
ロ
そ
の
他
の
閉
鎖
さ
れ
た
場
所
に
保
管
す
る
場
合
で
あ
つ

て
、
当
該
保
管
の
期
間
が
七
日
を
超
え
る
と
き
、
又
は
保
管
す
る
こ
と
の
で
き
る
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
類
の
数
量
が
、
圧
縮
固
化
を
行
う
設
備
の
一
日
当
た
り
の
処
理
能
力
に
相
当
す
る
数
量
に
七
を
乗
じ

て
得
ら
れ
る
数
量
を
超
え
る
と
き
は
、
ニ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
要
件
を
備
え
た
保
管
設
備
が
設
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
酸
化
に
よ
る
発
熱
又
は
発
生
し
た
熱
の
蓄
積
を
防
止
す
る
た
め

に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（２）
　
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
を
連
続
的
に
保
管
設
備
に
搬
入
す
る
場
合
は
、
当
該
圧
縮
固
化
し

た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
表
面
温
度
を
連
続
的
に
監
視
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た

だ
し
、
他
の
保
管
設
備
に
お
い
て
保
管
し
て
い
た
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
を
搬
入
す
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（３）
　
保
管
設
備
内
の
温
度
、
一
酸
化
炭
素
の
濃
度
そ
の
他
保
管
設
備
を
適
切
に
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
項

目
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（４）
　
異
常
な
温
度
の
上
昇
そ
の
他
の
異
常
な
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
、
不
活
性
ガ
ス
を
封
入
す
る
た
め
の
装

置
そ
の
他
の
発
火
を
防
止
す
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

10
　
令
第
七
条
第
九
号
に
掲
げ
る
施
設
の
技
術
上
の
基
準
は
、
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
汚
泥
、
セ
メ
ン

ト
及
び
水
を
均
一
に
混
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
混
練
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

11
　
令
第
七
条
第
十
号
に
掲
げ
る
施
設
の
技
術
上
の
基
準
は
、
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
次
の
要
件
を
備
え
た
ば
い
焼
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

イ
　
ば
い
焼
温
度
が
お
お
む
ね
摂
氏
六
百
度
以
上
の
状
態
で
汚
泥
を
ば
い
焼
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

ロ
　
ば
い
焼
温
度
を
速
や
か
に
イ
に
掲
げ
る
温
度
以
上
に
し
、
及
び
こ
れ
を
保
つ
た
め
に
必
要
な
加
熱
装
置
が

設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
ば
い
焼
に
よ
り
発
生
す
る
水
銀
ガ
ス
を
回
収
す
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

12
　
令
第
七
条
第
十
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
事
故
時
に
お
け
る
反
応
設
備
等
か
ら
の
水
銀
の
流
出
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
流
出
防
止
堤
そ
の
他
の
設

備
が
設
け
ら
れ
、
か
つ
、
当
該
設
備
が
設
置
さ
れ
る
床
又
は
地
盤
面
は
、
水
銀
が
浸
透
し
な
い
材
料
で
築
造
さ

れ
、
又
は
被
覆
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
次
の
要
件
を
備
え
た
反
応
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

イ
　
精
製
さ
れ
た
水
銀
と
硫
黄
と
を
均
一
に
化
学
反
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
。

ロ
　
外
気
と
遮
断
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
又
は
反
応
設
備
内
を
負
圧
に
保
つ
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

三
　
排
気
口
又
は
排
気
筒
か
ら
排
出
さ
れ
る
水
銀
ガ
ス
に
よ
る
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
水
銀
ガ
ス
処
理
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

13
　
令
第
七
条
第
十
一
号
に
掲
げ
る
施
設
の
技
術
上
の
基
準
は
、
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

一
　
高
温
熱
分
解
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
第
三
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
要
件
を
備
え
た
熱
分
解

設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

イ
　
分
解
室
の
出
口
に
お
け
る
炉
温
が
お
お
む
ね
摂
氏
九
百
度
以
上
の
状
態
で
シ
ア
ン
化
合
物
を
分
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
分
解
室
の
出
口
に
お
け
る
炉
温
を
速
や
か
に
イ
に
掲
げ
る
温
度
以
上
に
し
、
及
び
こ
れ
を
保
つ
た
め
に
必

要
な
助
燃
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
分
解
室
へ
の
供
給
空
気
量
を
調
節
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
酸
化
分
解
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
、
酸
化
剤
及
び
中
和
剤
の
供
給
量
を
調
節
す

る
設
備
並
び
に
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
と
酸
化
剤
及
び
中
和
剤
と
を
混
合
す
る
か
く
は
ん
装
置
が
設
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
。

14
　
令
第
七
条
第
十
一
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
外
気
と
遮
断
さ
れ
た
状
態
で
廃
石
綿
等
又
は
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
を
溶
融
炉
内
に
投
入
す
る
こ
と
が
で
き

る
供
給
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
廃
棄
物
の
溶
融
中
に
廃
棄
物
を
投
入
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
溶
融
施
設
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二
　
次
の
要
件
を
備
え
た
溶
融
炉
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

イ
　
廃
石
綿
等
又
は
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
を
摂
氏
千
五
百
度
以
上
の
状
態
で
溶
融
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
イ
の
温
度
を
廃
石
綿
等
又
は
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
の
溶
融
に
必
要
な
滞
留
時
間
の
間
保
つ
こ
と
が
で
き

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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ハ
　
適
切
な
溶
融
炉
内
の
温
度
を
保
つ
た
め
、
溶
融
炉
内
の
空
気
量
を
調
節
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
そ
の
他

の
必
要
な
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
溶
融
炉
内
の
温
度
を
間
接
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
位
置
に
、
当
該
位
置
の
温
度
を
連
続
的
に
測
定

し
、
か
つ
、
記
録
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
溶
融
炉
内
の
温
度
を
直
接
的
、
か

つ
、
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四
　
排
気
口
又
は
排
気
筒
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
ガ
ス
に
よ
る
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
排
ガ
ス
処
理
設
備
（
ば
い
じ
ん
を
除
去
す
る
高
度
の
機
能
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
が
設

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

五
　
溶
融
処
理
に
伴
い
生
ず
る
物
（
ば
い
じ
ん
を
除
く
。
以
下
「
溶
融
処
理
生
成
物
」
と
い
う
。
）
の
流
動
状
態

が
確
認
で
き
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

六
　
溶
融
炉
内
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
を
投
入
す
る
た
め
に
必
要
な
破
砕
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
の
要

件
を
備
え
た
破
砕
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

イ
　
投
入
す
る
廃
棄
物
に
破
砕
に
適
さ
な
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
連
続
的
に
監
視
す
る
た
め
に
必

要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
建
物
の
中
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
周
囲
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
が
飛
散
し
な
い
よ
う
に

破
砕
設
備
と
一
体
と
な
つ
た
集
じ
ん
器
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ハ
　
破
砕
に
よ
つ
て
生
ず
る
粉
じ
ん
の
周
囲
へ
の
飛
散
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
集
じ
ん
器
（
粉
じ
ん
を
除

去
す
る
高
度
の
機
能
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
散
水
装
置
そ
の
他
必
要
な
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
。

15
　
令
第
七
条
第
十
二
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
（
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
に
塗
布
さ
れ
、
染
み
込
み
、
付
着

し
、
又
は
封
入
さ
れ
た
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の
分
解
施
設
（
以
下
「
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
分
解
施

設
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
事
故
時
に
お
け
る
受
入
設
備
、
反
応
設
備
等
か
ら
の
廃
油
、
廃
酸
及
び
廃
ア
ル
カ
リ
の
流
出
を
防
止
す
る
た

め
に
必
要
な
流
出
防
止
堤
そ
の
他
の
設
備
が
設
け
ら
れ
、
か
つ
、
当
該
設
備
が
設
置
さ
れ
る
床
又
は
地
盤
面

は
、
廃
油
、
廃
酸
及
び
廃
ア
ル
カ
リ
が
浸
透
し
な
い
材
料
で
築
造
さ
れ
、
又
は
被
覆
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
処
理
し
よ
う
と
す
る
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
及
び
こ
れ
ら
の
処
理

に
よ
り
生
じ
た
産
業
廃
棄
物
の
性
状
を
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
脱
塩
素
化
分
解
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
次
の
要
件
を
備
え
た
反
応
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
及
び
薬
剤
等
を
混
合
す
る
か
く
は
ん

装
置
並
び
に
当
該
混
合
物
の
温
度
を
反
応
の
進
行
に
必
要
な
温
度
に
保
つ
こ
と
が
で
き
る
温
度
制
御
装
置

が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（２）
　
反
応
中
の
混
合
物
の
温
度
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
。

ロ
　
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
及
び
薬
剤
等
の
供
給
量
を
調
節
す
る
設

備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

四
　
水
熱
酸
化
分
解
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
次
の
要
件
を
備
え
た
反
応
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
高
温
及
び
高
圧
に
耐
え
、
か
つ
、
腐
食
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
反
応
器
を
有

す
る
こ
と
。

（２）
　
反
応
器
内
を
水
熱
酸
化
分
解
に
必
要
な
温
度
及
び
圧
力
と
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る

温
度
制
御
装
置
及
び
圧
力
制
御
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（３）
　
反
応
器
内
の
混
合
物
の
温
度
及
び
圧
力
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
及
び
酸
化
剤
等
の
供
給
量
を
調
節
す
る

た
め
の
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
反
応
終
了
後
の
混
合
物
を
冷
却
及
び
減
圧
し
て
気
液
を
分
離
す
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

五
　
還
元
熱
化
学
分
解
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
外
気
と
遮
断
さ
れ
た
状
態
で
、
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
を
反
応

設
備
に
投
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
供
給
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
次
の
要
件
を
備
え
た
反
応
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
高
温
に
耐
え
、
か
つ
、
腐
食
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（２）
　
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
の
分
解
に
必
要
な
温
度
、
圧
力
及
び

滞
留
時
間
並
び
に
反
応
に
必
要
な
薬
剤
と
し
て
用
い
ら
れ
る
ガ
ス
の
供
給
量
を
適
正
に
保
つ
こ
と
が
で
き

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
外
気
と
遮
断
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（４）
　
反
応
に
必
要
な
薬
剤
と
し
て
用
い
ら
れ
る
ガ
ス
の
供
給
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（５）
　
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（６）
　
反
応
設
備
内
の
温
度
、
圧
力
及
び
反
応
に
必
要
な
薬
剤
と
し
て
用
い
ら
れ
る
ガ
ス
の
供
給
量
を
連
続
的

に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
次
の
要
件
を
備
え
た
除
去
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
反
応
設
備
か
ら
排
出
さ
れ
た
生
成
ガ
ス
中
の
粒
子
状
の
物
質
等
及
び
塩
化
水
素
そ
の
他
の
ガ
ス
を
除
去

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
除
去
設
備
か
ら
排
出
さ
れ
た
生
成
ガ
ス
中
の
主
要
な
成
分
を
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
た
め
の
装
置

が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ
　
事
故
時
に
お
け
る
反
応
設
備
か
ら
の
ガ
ス
の
漏
出
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
。

ホ
　
粒
子
状
の
物
質
等
を
排
出
し
、
貯
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
取
出
設
備
及
び
貯
留
設
備
（
粒
子
状
の
物
質
等

の
飛
散
及
び
流
出
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

六
　
光
分
解
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
次
の
要
件
を
備
え
た
反
応
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
及
び
薬
剤
等
を
混
合
す
る
か
く
は
ん

装
置
並
び
に
当
該
混
合
物
の
温
度
を
反
応
の
進
行
に
必
要
な
温
度
に
保
つ
こ
と
が
で
き
る
温
度
制
御
装
置

が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（２）
　
光
化
学
反
応
の
進
行
に
必
要
な
照
射
量
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
紫
外
線
ラ
ン
プ
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
。

（３）
　
反
応
中
の
混
合
物
の
温
度
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
。

ロ
　
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
及
び
薬
剤
等
の
供
給
量
を
調
節
す
る
設

備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
次
の
要
件
を
備
え
た
反
応
終
了
後
の
混
合
物
の
処
理
設
備
（
生
物
分
解
設
備
及
び
脱
塩
素
化
分
解
設
備
に

限
る
。
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
反
応
終
了
後
の
混
合
物
を
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物

と
し
て
処
理
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（１）
　
当
該
混
合
物
及
び
薬
剤
等
を
混
合
す
る
か
く
は
ん
装
置
並
び
に
こ
れ
ら
の
混
合
物
の
温
度
を
反
応
の
進

行
に
必
要
な
温
度
に
保
つ
こ
と
が
で
き
る
温
度
制
御
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（２）
　
反
応
中
の
混
合
物
の
温
度
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
。
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（３）
　
当
該
処
理
設
備
が
生
物
分
解
設
備
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
処
理
設
備
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
気
に
よ

る
生
活
環
境
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
排
気
処
理
装
置
等
が
設
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
。

七
　
プ
ラ
ズ
マ
分
解
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
外
気
と
遮
断
さ
れ
た
状
態
で
、
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
を
反
応

設
備
に
投
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
供
給
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
次
の
要
件
を
備
え
た
反
応
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
高
温
に
耐
え
、
か
つ
、
腐
食
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
反
応
器
を
有
す
る
こ

と
。

（２）
　
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
の
分
解
に
必
要
な
滞
留
時
間
を
適
正

に
保
つ
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
プ
ラ
ズ
マ
の
発
生
に
必
要
な
ガ
ス
の
供
給
量
を
適
正
に
保
つ
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（４）
　
外
気
と
遮
断
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（５）
　
プ
ラ
ズ
マ
の
発
生
に
必
要
な
ガ
ス
の
供
給
装
置
及
び
電
力
の
供
給
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（６）
　
反
応
に
必
要
な
薬
剤
と
し
て
用
い
ら
れ
る
ガ
ス
の
供
給
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（７）
　
プ
ラ
ズ
マ
の
発
生
に
必
要
な
ガ
ス
の
供
給
量
、
電
流
及
び
電
圧
並
び
に
反
応
器
の
出
口
の
生
成
ガ
ス
の

温
度
、
反
応
器
内
の
圧
力
及
び
反
応
に
必
要
な
薬
剤
と
し
て
用
い
ら
れ
る
ガ
ス
の
供
給
量
を
連
続
的
に
測

定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（８）
　
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
次
の
要
件
を
備
え
た
除
去
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
反
応
設
備
か
ら
排
出
さ
れ
た
生
成
ガ
ス
中
の
粒
子
状
の
物
質
等
及
び
塩
化
水
素
そ
の
他
の
ガ
ス
を
除
去

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
除
去
設
備
か
ら
排
出
さ
れ
た
生
成
ガ
ス
中
の
主
要
な
成
分
を
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
た
め
の
装
置

が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ
　
事
故
時
に
お
け
る
反
応
設
備
か
ら
の
ガ
ス
の
漏
出
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
。

ホ
　
粒
子
状
の
物
質
等
を
排
出
し
、
貯
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
取
出
設
備
及
び
貯
留
設
備
（
粒
子
状
の
物
質
等

の
飛
散
及
び
流
出
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

16
　
令
第
七
条
第
十
二
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
（
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
分
解
施
設
に
限
る
。
）
の
技
術
上

の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
事
故
時
に
お
け
る
受
入
設
備
、
反
応
設
備
等
か
ら
の
廃
油
、
廃
酸
及
び
廃
ア
ル
カ
リ
の
流
出
を
防
止
す
る
た

め
に
必
要
な
流
出
防
止
堤
そ
の
他
の
設
備
が
設
け
ら
れ
、
か
つ
、
当
該
設
備
が
設
置
さ
れ
る
床
又
は
地
盤
面

は
、
廃
油
、
廃
酸
及
び
廃
ア
ル
カ
リ
が
浸
透
し
な
い
材
料
で
築
造
さ
れ
、
又
は
被
覆
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
処
理
し
よ
う
と
す
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
及
び
当
該
処
理
に
よ
り
生
じ
た
産
業
廃
棄
物
の
性
状
を

分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
水
熱
酸
化
分
解
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
次
の
要
件
を
備
え
た
供
給
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
を
破
砕
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
及
び
酸
化
剤
等
の
供
給
量
を
調
節
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

ロ
　
次
の
要
件
を
備
え
た
反
応
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
高
温
及
び
高
圧
に
耐
え
、
か
つ
、
腐
食
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
反
応
器
を
有

す
る
こ
と
。

（２）
　
反
応
器
内
を
水
熱
酸
化
分
解
に
必
要
な
温
度
及
び
圧
力
と
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る

温
度
制
御
装
置
及
び
圧
力
制
御
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（３）
　
反
応
器
内
の
混
合
物
の
温
度
及
び
圧
力
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
反
応
終
了
後
の
混
合
物
を
冷
却
及
び
減
圧
し
て
気
液
を
分
離
す
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

四
　
還
元
熱
化
学
分
解
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
供
給
設
備
は
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
を
破
砕
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
次
の
要
件
を
備
え
た
反
応
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
高
温
に
耐
え
、
か
つ
、
腐
食
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（２）
　
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の
分
解
に
必
要
な
温
度
、
圧
力
及
び
滞
留
時
間
並
び
に
反
応
に
必
要
な
薬
剤
と

し
て
用
い
ら
れ
る
ガ
ス
の
供
給
量
を
適
正
に
保
つ
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
外
気
と
遮
断
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（４）
　
反
応
に
必
要
な
薬
剤
と
し
て
用
い
ら
れ
る
ガ
ス
の
供
給
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（５）
　
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（６）
　
反
応
設
備
内
の
温
度
、
圧
力
及
び
反
応
に
必
要
な
薬
剤
と
し
て
用
い
ら
れ
る
ガ
ス
の
供
給
量
を
連
続
的

に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
次
の
要
件
を
備
え
た
除
去
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
反
応
設
備
か
ら
排
出
さ
れ
た
生
成
ガ
ス
中
の
粒
子
状
の
物
質
等
及
び
塩
化
水
素
そ
の
他
の
ガ
ス
を
除
去

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
除
去
設
備
か
ら
排
出
さ
れ
た
生
成
ガ
ス
中
の
主
要
な
成
分
を
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
た
め
の
装
置

が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ
　
事
故
時
に
お
け
る
反
応
設
備
か
ら
の
ガ
ス
の
漏
出
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
。

ホ
　
粒
子
状
の
物
質
等
を
排
出
し
、
貯
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
取
出
設
備
及
び
貯
留
設
備
（
粒
子
状
の
物
質
等

の
飛
散
及
び
流
出
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

五
　
機
械
化
学
分
解
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
次
の
要
件
を
備
え
た
供
給
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
を
破
砕
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
の
供
給
量
を
調
節
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
次
の
要
件
を
備
え
た
反
応
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
高
温
に
耐
え
、
か
つ
、
腐
食
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
反
応
器
を
有
す
る
こ

と
。

（２）
　
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の
分
解
に
必
要
な
温
度
、
圧
力
、
反
応
器
の
回
転
数
及
び
滞
留
時
間
を
適
正
に

保
つ
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
外
気
と
遮
断
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（４）
　
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（５）
　
反
応
器
内
の
温
度
及
び
反
応
器
の
回
転
数
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
た
め
の
装
置
が
設

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
反
応
器
か
ら
排
出
さ
れ
た
生
成
ガ
ス
中
の
粒
子
状
の
物
質
等
及
び
塩
化
水
素
そ
の
他
の
ガ
ス
を
除
去
す
る

こ
と
が
で
き
る
除
去
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
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ニ
　
事
故
時
に
お
け
る
反
応
器
か
ら
の
ガ
ス
の
漏
出
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
。

ホ
　
粒
子
状
の
物
質
等
を
排
出
し
、
貯
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
取
出
設
備
及
び
貯
留
設
備
（
粒
子
状
の
物
質
等

の
飛
散
及
び
流
出
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

六
　
溶
融
分
解
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
次
の
要
件
を
備
え
た
供
給
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
を
破
砕
し
、
又
は
容
器
等
へ
充
て
ん
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

（２）
　
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
の
供
給
量
を
調
節
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
次
の
要
件
を
備
え
た
反
応
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
高
温
に
耐
え
、
か
つ
、
腐
食
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（２）
　
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
の
溶
融
及
び
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の
分
解
に
必
要
な
温
度
、
圧
力
及

び
滞
留
時
間
を
適
正
に
保
つ
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
外
気
と
遮
断
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（４）
　
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（５）
　
反
応
設
備
内
の
温
度
及
び
圧
力
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
。

ハ
　
次
の
要
件
を
備
え
た
除
去
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
反
応
設
備
か
ら
排
出
さ
れ
た
生
成
ガ
ス
中
の
粒
子
状
の
物
質
等
及
び
塩
化
水
素
そ
の
他
の
ガ
ス
を
除
去

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
除
去
設
備
内
の
生
成
ガ
ス
の
温
度
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
。

（３）
　
除
去
設
備
か
ら
排
出
さ
れ
た
生
成
ガ
ス
中
の
主
要
な
成
分
を
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
た
め
の
装
置

が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ
　
事
故
時
に
お
け
る
反
応
設
備
か
ら
の
ガ
ス
の
漏
出
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
。

ホ
　
粒
子
状
の
物
質
等
を
排
出
し
、
貯
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
取
出
設
備
及
び
貯
留
設
備
（
粒
子
状
の
物
質
等

の
飛
散
及
び
流
出
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

17
　
令
第
七
条
第
十
三
号
に
掲
げ
る
施
設
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
事
故
時
に
お
け
る
受
入
設
備
、
洗
浄
設
備
又
は
分
離
設
備
及
び
洗
浄
剤
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の
回
収

設
備
か
ら
の
廃
油
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
の
流
出
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
流
出
防
止
堤
そ
の
他
の
設
備

が
設
け
ら
れ
、
か
つ
、
当
該
施
設
が
設
置
さ
れ
る
床
又
は
地
盤
面
は
、
廃
油
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
が
浸
透

し
な
い
材
料
で
築
造
さ
れ
、
又
は
被
覆
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
の
処
理
に
伴
つ
て
生
じ
た
産
業
廃
棄
物

の
性
状
を
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
分
離
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
次
の
要
件
を
備
え
た
分
離
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
分
離
設
備
内
を
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の
分
離
に
必
要
な
温
度
及
び
圧
力
と
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
を
保

つ
こ
と
が
で
き
る
温
度
制
御
装
置
及
び
圧
力
制
御
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（２）
　
分
離
設
備
内
の
温
度
及
び
圧
力
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
。

ロ
　
次
の
要
件
を
備
え
た
回
収
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
回
収
設
備
内
を
分
離
さ
れ
た
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の
回
収
に
必
要
な
温
度
と
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
保

つ
こ
と
が
で
き
る
温
度
制
御
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（２）
　
回
収
設
備
内
の
温
度
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
。

（３）
　
回
収
設
備
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
気
に
よ
る
生
活
環
境
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
排
気
処
理
装
置
等
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の
分
離
及
び
回
収
の
後
に
生
じ
た
産
業
廃
棄
物
を
、
飛
散
及
び
流
出
を
防
ぎ
な
が

ら
排
出
し
、
貯
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
取
出
設
備
及
び
貯
留
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（
適
正
な
配
慮
が
な
さ
れ
る
べ
き
周
辺
の
施
設
）

第
十
二
条
の
二
の
二
　
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
第
二
号
（
法
第
十
五
条
の
二
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
環
境
省
令
で
定
め
る
周
辺
の
施
設
は
、
第
四
条
の
二
に
規
定
す
る
施
設
と
す
る
。

（
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
の
能
力
の
基
準
）

第
十
二
条
の
二
の
三
　
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
第
三
号
（
法
第
十
五
条
の
二
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
及
び
維
持
管
理
を
的
確
に
行
う
に
足
り
る
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
及
び
維
持
管
理
を
的
確
に
、
か
つ
、
継
続
し
て
行
う
に
足
り
る
経
理
的
基
礎

を
有
す
る
こ
と
。

（
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
専
門
的
知
識
）

第
十
二
条
の
三
　
法
第
十
五
条
の
二
第
三
項
（
法
第
十
五
条
の
二
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
廃
棄
物
の
処
理
並
び
に
大
気
質
、
騒
音
、
振
動
、
悪
臭
、
水
質
及

び
地
下
水
に
関
す
る
事
項
と
す
る
。

（
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
使
用
前
の
検
査
の
申
請
）

第
十
二
条
の
四
　
法
第
十
五
条
の
二
第
五
項
（
法
第
十
五
条
の
二
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
十
九
号
に
よ
る
申
請
書

を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
設
置
場
所

三
　
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

四
　

し
ゆ
ん

竣

功
の
年
月
日

五
　
使
用
開
始
予
定
年
月
日

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、

し
ゆ
ん

竣

功
後
の
当
該
施
設
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
平
面
図
、
立
面
図
、
断
面
図
及
び
構

造
図
そ
の
他
参
考
と
な
る
書
類
又
は
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
許
可
証
）

第
十
二
条
の
五
　
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可

を
し
た
と
き
、
又
は
法
第
十
五
条
の
二
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
施
設
の
変
更
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、

様
式
第
二
十
号
に
よ
る
許
可
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
定
期
検
査
の
申
請
）

第
十
二
条
の
五
の
二
　
法
第
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
の
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二
十
号
の
二
に
よ
る
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

三
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

四
　
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

（
定
期
検
査
の
期
間
）

第
十
二
条
の
五
の
三
　
法
第
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
法
第
十
五
条
の
二
第
五
項

の
検
査
を
受
け
た
日
、
直
近
に
お
い
て
行
わ
れ
た
法
第
十
五
条
の
二
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
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条
の
二
第
五
項
の
検
査
を
受
け
た
日
又
は
直
近
に
お
い
て
行
わ
れ
た
法
第
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
の
検
査
を
受

け
た
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
五
年
三
月
以
内
と
す
る
。

（
定
期
検
査
結
果
の
通
知
）

第
十
二
条
の
五
の
四
　
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
の
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
様
式
第
二

十
号
の
三
に
よ
る
検
査
の
結
果
を
通
知
す
る
書
面
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
の
技
術
上
の
基
準
）

第
十
二
条
の
六
　
法
第
十
五
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
全
て
に
共
通
す
る
維
持

管
理
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
受
け
入
れ
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類
及
び
量
が
当
該
施
設
の
処
理
能
力
に
見
合
つ
た
適
正
な
も
の
と
な
る
よ

う
、
受
け
入
れ
る
際
に
、
必
要
な
当
該
産
業
廃
棄
物
の
性
状
の
分
析
又
は
計
量
を
行
う
こ
と
。

二
　
施
設
へ
の
産
業
廃
棄
物
の
投
入
は
、
当
該
施
設
の
処
理
能
力
を
超
え
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

三
　
産
業
廃
棄
物
が
施
設
か
ら
流
出
す
る
等
の
異
常
な
事
態
が
生
じ
た
と
き
は
、
直
ち
に
施
設
の
運
転
を
停
止

し
、
流
出
し
た
産
業
廃
棄
物
の
回
収
そ
の
他
の
生
活
環
境
の
保
全
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四
　
施
設
の
正
常
な
機
能
を
維
持
す
る
た
め
、
定
期
的
に
施
設
の
点
検
及
び
機
能
検
査
を
行
う
こ
と
。

五
　
産
業
廃
棄
物
の
飛
散
及
び
流
出
並
び
に
悪
臭
の
発
散
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

六
　
蚊
、
は
え
等
の
発
生
の
防
止
に
努
め
、
構
内
の
清
潔
を
保
持
す
る
こ
と
。

七
　
著
し
い
騒
音
及
び
振
動
の
発
生
に
よ
り
周
囲
の
生
活
環
境
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。

八
　
施
設
か
ら
排
水
を
放
流
す
る
場
合
は
、
そ
の
水
質
を
生
活
環
境
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
も
の
と
す
る
と

と
も
に
、
定
期
的
に
放
流
水
の
水
質
検
査
を
行
う
こ
と
。

九
　
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
点
検
、
検
査
そ
の
他
の
措
置
（
法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
応
急

の
措
置
を
含
む
。
）
の
記
録
を
作
成
し
、
三
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

第
十
二
条
の
七
　
法
第
十
五
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
の
技
術
上
の

基
準
は
、
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２
　
令
第
七
条
第
一
号
に
掲
げ
る
施
設
の
維
持
管
理
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
脱
水
機
の
脱
水
機
能
の
低
下
を
防
止
す
る
た
め
、
定
期
的
に
ろ
布
又
は
脱
水
機
の
洗
浄
を
行
う
こ
と
。

二
　
汚
泥
か
ら
の
分
離
液
が
地
下
に
浸
透
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

３
　
令
第
七
条
第
二
号
に
掲
げ
る
施
設
（
天
日
乾
燥
施
設
を
除
く
。
）
の
維
持
管
理
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

一
　
汚
泥
の
性
状
に
応
じ
、
乾
燥
設
備
を
乾
燥
に
適
し
た
状
態
に
保
つ
よ
う
に
温
度
を
調
節
す
る
こ
と
。

二
　
施
設
の
煙
突
か
ら
排
出
さ
れ
る
ガ
ス
に
よ
る
生
活
環
境
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
と
と
も

に
、
定
期
的
に
ば
い
煙
に
関
す
る
検
査
を
行
う
こ
と
。

４
　
令
第
七
条
第
二
号
に
掲
げ
る
施
設
（
天
日
乾
燥
施
設
に
限
る
。
）
の
維
持
管
理
の
技
術
上
の
基
準
は
、
定
期
的

に
天
日
乾
燥
床
を
点
検
し
、
汚
泥
又
は
汚
泥
か
ら
の
分
離
液
が
流
出
し
、
又
は
地
下
に
浸
透
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
速
や
か
に
こ
れ
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

５
　
令
第
七
条
第
三
号
、
第
五
号
、
第
八
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
（
次
項
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
）
の
維
持
管
理
の
技
術
上
の
基
準
は
、
第
四
条
の
五
第
一
項
第
二
号
（
同
号
ハ
及
び
ナ
か
ら
ケ
ま
で

を
除
く
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
燃
焼
室
中
の
燃
焼
ガ
ス
の
温
度
を
摂
氏
八
百
度
（
令
第
七
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
摂
氏

千
百
度
（
た
だ
し
、
当
該
施
設
の
う
ち
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
産
業
廃
棄
物
の
焼
却
施
設
に
あ
つ
て
は
、
摂
氏

八
百
五
十
度
）
）
以
上
に
保
つ
こ
と
。

二
　
令
第
七
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
燃
え
殻
を
令
第
六
条
の
五
第
一
項
第
三
号
チ
又
は
同
号
リ
（
２
）
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
さ

せ
る
こ
と
。

ロ
　
排
気
口
又
は
排
気
筒
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
ガ
ス
中
の
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の
濃
度
を
六
月
に
一
回
以
上

測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ハ
　
処
理
に
伴
い
生
じ
た
排
水
を
放
流
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
放
流
水
中
の
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
含
有

量
、
ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン
抽
出
物
質
含
有
量
及
び
水
素
イ
オ
ン
濃
度
を
六
月
に
一
回
以
上
測
定
し
、
か
つ
、

記
録
す
る
こ
と
。

三
　
令
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
施
設
及
び
同
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
施
設
（
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
又
は

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
の
焼
却
施
設
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
廃
油
が
地
下
に
浸
透
し
な
い
よ
う
に

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
第
十
二
条
の
二
第
五
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
流
出
防
止
堤

そ
の
他
の
設
備
を
定
期
的
に
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
場
合
に
は
速
や
か
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

６
　
令
第
七
条
第
三
号
、
第
五
号
、
第
八
号
及
び
第
十
三
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
（
ガ
ス
化
改
質
方
式
の
焼
却
施
設

及
び
電
気
炉
等
を
用
い
た
焼
却
施
設
に
限
る
。
）
の
維
持
管
理
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
ガ
ス
化
改
質
方
式
の
焼
却
施
設
の
維
持
管
理
の
技
術
上
の
基
準
は
、
第
四
条
の
五
第
一
項
第
三
号
イ
（
同
号

イ
の
規
定
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
同
項
第
二
号
ナ
か
ら
ケ
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
の
例
に

よ
る
こ
と
と
す
る
。

二
　
電
気
炉
等
を
用
い
た
焼
却
施
設
の
維
持
管
理
の
技
術
上
の
基
準
は
、
第
四
条
の
五
第
一
項
第
三
号
ロ
（
同
号

ロ
の
規
定
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
同
項
第
二
号
ナ
か
ら
ケ
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
の
例
に

よ
る
こ
と
と
す
る
。

７
　
令
第
七
条
第
四
号
に
掲
げ
る
施
設
の
維
持
管
理
の
技
術
上
の
基
準
は
、
第
五
項
第
三
号
及
び
第
四
条
の
五
第
一

項
第
二
号
フ
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。

８
　
令
第
七
条
第
六
号
に
掲
げ
る
施
設
の
維
持
管
理
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
中
和

そ
う槽

内
の
水
素
イ
オ
ン
濃
度
指
数
を
測
定
し
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
及
び
中
和
剤
の
供
給
量
を
適
度
に

調
節
す
る
こ
と
。

二
　
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
と
中
和
剤
と
の
混
合
を
十
分
に
行
う
こ
と
。

三
　
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
が
地
下
に
浸
透
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

９
　
令
第
七
条
第
七
号
及
び
第
八
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
の
維
持
管
理
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一
　
破
砕
に
よ
つ
て
生
ず
る
粉
じ
ん
の
周
囲
へ
の
飛
散
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
　
破
砕
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
圧
縮
固
化
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
成
形
設
備
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

（１）
　
運
転
を
開
始
す
る
場
合
に
は
、
成
形
設
備
内
の
ち
り
を
除
去
す
る
こ
と
。

（２）
　
廃
棄
物
の
投
入
は
、
定
量
ず
つ
連
続
的
に
行
う
こ
と
。

（３）
　
成
形
設
備
内
の
温
度
又
は
成
形
設
備
の
出
口
に
お
け
る
温
度
若
し
く
は
一
酸
化
炭
素
の
濃
度
を
連
続
的

に
測
定
す
る
こ
と
。

（４）
　
（
３
）
の
規
定
に
よ
り
測
定
し
た
温
度
又
は
濃
度
が
成
形
設
備
を
管
理
す
る
上
で
適
切
な
も
の
と
な
つ

て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

ロ
　
冷
却
設
備
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
温
度
が
、

保
管
設
備
へ
搬
入
す
る
ま
で
に
外
気
温
度
を
大
き
く
上
回
ら
な
い
程
度
と
な
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

（１）
　
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
温
度
を
外
気
温
度
を
大
き
く
上
回
ら
な
い
程
度
に
冷
却
す
る
こ

と
。

（２）
　
冷
却
設
備
の
入
口
及
び
出
口
に
お
け
る
温
度
を
連
続
的
に
測
定
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
水
に
浸
し
て
圧

縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
を
冷
却
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（３）
　
冷
却
設
備
内
の
温
度
又
は
一
酸
化
炭
素
の
濃
度
を
連
続
的
に
測
定
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
水
に
浸
し
て

圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
を
冷
却
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（４）
　
冷
却
設
備
内
で
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
が
滞
留
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
火
災
の
発
生
を

防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（５）
　
（
２
）
及
び
（
３
）
の
規
定
に
よ
り
測
定
し
た
温
度
又
は
濃
度
が
冷
却
設
備
を
管
理
す
る
上
で
適
切
な

も
の
と
な
つ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。
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ハ
　
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
を
保
管
設
備
に
搬
入
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る

こ
と
。

（１）
　
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
温
度
が
外
気
温
度
を
大
き
く
上
回
ら
な
い
程
度
で
あ
る
こ
と
を

測
定
に
よ
り
確
認
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

（２）
　
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
外
観
を
目
視
に
よ
り
検
査
し
、
著
し
く
粉
化
し
て
い
な
い
こ
と

を
確
認
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ニ
　
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
を
保
管
設
備
か
ら
搬
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
ハ
の
規

定
の
例
に
よ
る
。

ホ
　
搬
出
し
よ
う
と
す
る
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
性
状
が
ニ
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も

の
と
さ
れ
た
ハ
（
１
）
又
は
（
２
）
の
基
準
に
適
合
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。

ヘ
　
保
管
設
備
に
搬
入
し
た
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
性
状
を
適
切
に
管
理
す
る
た
め
に
温
度
そ

の
他
の
項
目
を
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ト
　
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
を
保
管
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

（１）
　
保
管
設
備
内
を
常
時
換
気
す
る
こ
と
。

（２）
　
保
管
期
間
が
お
お
む
ね
七
日
間
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の

入
替
え
そ
の
他
の
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
放
熱
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

チ
　
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
を
ピ
ッ
ト
そ
の
他
の
外
気
に
開
放
さ
れ
た
場
所
に
容
器
を
用
い
て
保

管
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

（１）
　
複
数
の
容
器
を
用
い
て
保
管
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
各
容
器
の
周
囲
の
通
気
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

よ
う
適
当
な
間
隔
で
配
置
す
る
こ
と
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（２）
　
容
器
中
の
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
性
状
を
把
握
す
る
た
め
に
適
当
に
抽
出
し
た
容
器
ご

と
に
当
該
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
温
度
を
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

（３）
　
（
２
）
の
規
定
に
よ
り
測
定
し
た
温
度
が
容
器
を
用
い
て
保
管
す
る
上
で
適
切
な
も
の
と
な
つ
て
い
る

こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

リ
　
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
を
サ
イ
ロ
そ
の
他
の
閉
鎖
さ
れ
た
場
所
に
保
管
す
る
場
合
（
ル
に
掲

げ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

（１）
　
保
管
設
備
内
の
温
度
及
び
一
酸
化
炭
素
の
濃
度
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

（２）
　
（
１
）
の
規
定
に
よ
り
測
定
し
た
温
度
及
び
濃
度
が
保
管
設
備
を
管
理
す
る
上
で
適
切
な
も
の
と
な
つ

て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

ヌ
　
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
を
第
十
二
条
の
二
第
九
項
第
二
号
ヘ
の
規
定
に
よ
る
保
管
設
備
に
保

管
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
ト
（
２
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
よ
る
こ
と
。

（１）
　
保
管
設
備
内
を
定
期
的
に
清
掃
す
る
こ
と
。

（２）
　
保
管
し
た
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
か
く
は
ん
そ
の
他
の
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
類
の
温
度
の
異
常
な
上
昇
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（３）
　
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
表
面
温
度
を
連
続
的
に
監
視
す
る
こ
と
。

（４）
　
保
管
設
備
内
の
温
度
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
類
を
外
気
に
開
放
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
通
風
が
良
好
で
あ
る
場
所
に
保
管
す
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（５）
　
（
３
）
及
び
（
４
）
の
規
定
に
よ
り
監
視
し
、
又
は
測
定
し
た
温
度
が
保
管
設
備
を
管
理
す
る
上
で
適

切
な
も
の
と
な
つ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

ル
　
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
を
第
十
二
条
の
二
第
九
項
第
二
号
ト
の
規
定
に
よ
る
保
管
設
備
に
保

管
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
ト
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
よ
る
こ
と
。

（１）
　
保
管
設
備
内
を
定
期
的
に
清
掃
す
る
こ
と
。

（２）
　
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
酸
化
に
よ
る
発
熱
又
は
発
生
し
た
熱
の
蓄
積
を
防
止
す
る
た
め

に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（３）
　
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
を
連
続
的
に
保
管
設
備
に
搬
入
す
る
場
合
は
、
当
該
圧
縮
固
化
し

た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
表
面
温
度
を
連
続
的
に
監
視
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
他
の
保
管
設
備
に
お
い
て

保
管
し
て
い
た
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
を
搬
入
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（４）
　
保
管
設
備
内
の
温
度
、
一
酸
化
炭
素
の
濃
度
そ
の
他
保
管
設
備
を
適
切
に
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
項

目
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

（５）
　
（
４
）
の
規
定
に
よ
り
測
定
し
た
温
度
又
は
濃
度
に
つ
い
て
は
保
管
設
備
を
管
理
す
る
上
で
適
切
な
も

の
と
な
つ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

ヲ
　
火
災
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
消
火
器
そ
の
他
の
消
火
設
備
を
備

え
る
こ
と
。

ワ
　
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
を
保
管
設
備
に
搬
入
す
る
こ
と
な
く
、
破
砕
施
設
か
ら
搬
出
し
よ
う

と
す
る
場
合
は
、
当
該
圧
縮
固
化
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
性
状
を
適
切
に
管
理
す
る
た
め
に
温
度
そ
の

他
の
項
目
を
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

10
　
令
第
七
条
第
九
号
に
掲
げ
る
施
設
の
維
持
管
理
の
技
術
上
の
基
準
は
、
第
二
項
第
二
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ

か
、
汚
泥
、
セ
メ
ン
ト
及
び
水
の
混
合
を
均
一
に
行
い
、
か
つ
、
当
該
混
合
物
を
十
分
に
養
生
す
る
こ
と
と
す

る
。

11
　
令
第
七
条
第
十
号
に
掲
げ
る
施
設
の
維
持
管
理
の
技
術
上
の
基
準
は
、
第
二
項
第
二
号
、
第
三
項
第
二
号
及
び

第
四
条
の
五
第
一
項
第
二
号
フ
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
ば
い
焼
室
の
温
度
を
お
お
む
ね
摂
氏
六
百
度
以
上
に
し
た
後
、
汚
泥
を
投
入
す
る
こ
と
。

二
　
ば
い
焼
に
当
た
つ
て
は
、
ば
い
焼
温
度
を
前
号
に
掲
げ
る
温
度
以
上
に
保
つ
と
と
も
に
、
異
常
な
高
温
と
な

ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

三
　
ば
い
焼
に
よ
つ
て
生
ず
る
水
銀
ガ
ス
を
回
収
す
る
こ
と
。

12
　
令
第
七
条
第
十
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
の
維
持
管
理
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
精
製
さ
れ
た
水
銀
と
硫
黄
と
を
均
一
に
化
学
反
応
さ
せ
る
こ
と
。

二
　
外
気
と
遮
断
さ
れ
て
い
な
い
反
応
設
備
に
あ
つ
て
は
、
反
応
中
は
、
反
応
設
備
内
を
負
圧
に
保
つ
こ
と
。

三
　
水
銀
ガ
ス
に
よ
る
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

13
　
令
第
七
条
第
十
一
号
に
掲
げ
る
施
設
の
維
持
管
理
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
汚
泥
か
ら
の
分
離
液
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
が
地
下
に
浸
透
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。

二
　
高
温
熱
分
解
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
第
三
項
第
二
号
及
び
第
四
条
の
五
第
一
項
第
二
号
フ
の
規
定
の
例

に
よ
る
ほ
か
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
分
解
室
の
出
口
に
お
け
る
炉
温
を
お
お
む
ね
摂
氏
九
百
度
以
上
に
し
た
後
、
汚
泥
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ

リ
を
投
入
す
る
こ
と
。

ロ
　
熱
分
解
に
当
た
つ
て
は
、
分
解
室
の
出
口
に
お
け
る
炉
温
を
イ
に
掲
げ
る
温
度
以
上
に
保
つ
と
と
も
に
、

異
常
な
高
温
と
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

三
　
酸
化
分
解
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
分
解

そ
う槽

内
の
水
素
イ
オ
ン
濃
度
指
数
を
測
定
し
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
、
酸
化
剤
及
び
中
和
剤
の
供
給

量
を
適
度
に
調
節
す
る
こ
と
。

ロ
　
シ
ア
ン
化
合
物
を
含
む
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
と
酸
化
剤
及
び
中
和
剤
と
の
混
合
を
十
分
に
行
う
こ
と
。

ハ
　
酸
化
分
解
に
よ
つ
て
生
じ
た
ガ
ス
に
よ
り
周
囲
の
生
活
環
境
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
こ
と
。

14
　
令
第
七
条
第
十
一
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
の
維
持
管
理
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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一
　
廃
棄
物
の
溶
融
中
に
溶
融
炉
内
へ
廃
石
綿
等
又
は
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
を
投
入
す
る
場
合
は
、
外
気
と
遮

断
し
た
状
態
で
行
う
こ
と
。

二
　
溶
融
炉
内
に
投
入
さ
れ
た
廃
石
綿
等
又
は
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
の
温
度
を
速
や
か
に
摂
氏
千
五
百
度
以
上

と
し
、
こ
れ
を
保
つ
こ
と
。

三
　
溶
融
炉
内
に
投
入
さ
れ
た
廃
石
綿
等
又
は
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
の
数
量
及
び
性
状
に
応
じ
、
溶
融
処
理
に

必
要
な
滞
留
時
間
を
調
節
す
る
こ
と
。

四
　
溶
融
炉
内
の
温
度
を
間
接
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
位
置
の
温
度
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
当
該

温
度
及
び
当
該
温
度
か
ら
推
定
さ
れ
る
溶
融
炉
内
の
温
度
を
記
録
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
十
二
条
の
二
第
十

四
項
第
三
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
装
置
を
用
い
て
溶
融
炉
内
の
温
度
を
直
接
的
、
か
つ
、
連
続
的
に
測
定

し
、
記
録
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

五
　
排
気
口
又
は
排
気
筒
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
ガ
ス
中
の
石
綿
の
濃
度
を
六
月
に
一
回
以
上
測
定
し
、
か
つ
、
記

録
す
る
こ
と
。

六
　
溶
融
処
理
生
成
物
が
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
試
験
を
六
月
に

一
回
以
上
行
い
、
か
つ
、
そ
の
結
果
を
記
録
す
る
こ
と
。

七
　
排
ガ
ス
に
よ
る
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

八
　
排
ガ
ス
処
理
設
備
に
た
い
積
し
た
ば
い
じ
ん
を
除
去
す
る
こ
と
。

九
　
溶
融
炉
が
適
正
に
稼
働
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
溶
融
処
理
生
成
物
の
流
動
状
態
が
適
正
で
あ
る

こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
こ
と
。

十
　
火
災
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
消
火
器
そ
の
他
の
消
火
設
備
を
備
え

る
こ
と
。

十
一
　
溶
融
炉
内
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
を
投
入
す
る
た
め
に
必
要
な
破
砕
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に

よ
る
こ
と
。

イ
　
投
入
す
る
廃
棄
物
に
破
砕
に
適
さ
な
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
連
続
的
に
監
視
す
る
こ
と
。

ロ
　
破
砕
に
よ
つ
て
生
ず
る
粉
じ
ん
の
周
囲
へ
の
飛
散
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ハ
　
集
じ
ん
器
の
出
口
に
お
け
る
排
ガ
ス
中
の
石
綿
の
濃
度
を
六
月
に
一
回
以
上
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る

こ
と
。

ニ
　
集
じ
ん
器
に
た
い
積
し
た
粉
じ
ん
を
除
去
す
る
こ
と
。

15
　
令
第
七
条
第
十
二
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
（
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
分
解
施
設
を
除
く
。
）
の
維
持
管

理
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
廃
油
、
廃
酸
及
び
廃
ア
ル
カ
リ
が
地
下
に
浸
透
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
第
十
二

条
の
二
第
十
五
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
流
出
防
止
堤
そ
の
他
の
設
備
を
定
期
的
に
点
検
し
、
異

常
を
認
め
た
場
合
に
は
速
や
か
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
　
脱
塩
素
化
分
解
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
の
数
量
及
び
性
状
に
応
じ
、
薬
剤
等
の

供
給
量
を
調
節
す
る
こ
と
。

ロ
　
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
と
薬
剤
等
と
の
混
合
を
十
分
に
行
う
と

と
も
に
、
当
該
混
合
物
の
温
度
を
反
応
の
進
行
に
必
要
な
温
度
に
保
つ
こ
と
。

ハ
　
反
応
中
の
混
合
物
の
温
度
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ニ
　
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
の
処
理
に
よ
り
生
じ
た
廃
油
中
の
ポ
リ

塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
含
有
量
並
び
に
当
該
処
理
に
伴
い
生
ず
る
排
水
を
放
流
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
放
流
水

中
の
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
含
有
量
、
ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン
抽
出
物
質
含
有
量
及
び
水
素
イ
オ
ン
濃
度
を
六

月
に
一
回
以
上
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

三
　
水
熱
酸
化
分
解
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
の
数
量
及
び
性
状
に
応
じ
、
酸
化
剤
等

の
供
給
量
を
調
節
す
る
こ
と
。

ロ
　
反
応
中
は
、
反
応
に
必
要
な
温
度
及
び
圧
力
を
保
つ
と
と
も
に
、
異
常
な
高
温
又
は
高
圧
と
な
ら
な
い
よ

う
に
す
る
こ
と
。

ハ
　
反
応
中
の
混
合
物
の
温
度
及
び
反
応
器
中
の
圧
力
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ニ
　
気
液
を
分
離
し
た
後
の
液
体
中
に
含
ま
れ
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の
量
が
試
料
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き

〇
・
〇
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
に
な
る
よ
う
に
処
理
す
る
こ
と
。

ホ
　
処
理
に
伴
い
生
じ
た
排
水
を
放
流
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
放
流
水
中
の
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
含
有

量
、
ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン
抽
出
物
質
含
有
量
及
び
水
素
イ
オ
ン
濃
度
を
六
月
に
一
回
以
上
測
定
し
、
か
つ
、

記
録
す
る
こ
と
。

四
　
還
元
熱
化
学
分
解
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
の
数
量
及
び
性
状
に
応
じ
、
薬
剤
等
の

供
給
量
を
調
節
す
る
こ
と
。

ロ
　
反
応
中
は
、
反
応
に
必
要
な
温
度
、
圧
力
及
び
薬
剤
と
し
て
用
い
ら
れ
る
ガ
ス
の
供
給
量
を
保
つ
と
と
も

に
、
異
常
な
高
温
又
は
高
圧
と
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ハ
　
反
応
設
備
内
の
温
度
、
圧
力
及
び
薬
剤
と
し
て
用
い
ら
れ
る
ガ
ス
の
供
給
量
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か

つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ニ
　
除
去
設
備
内
に
た
い
積
し
た
粒
子
状
の
物
質
等
を
除
去
す
る
こ
と
。

ホ
　
除
去
設
備
か
ら
排
出
さ
れ
た
生
成
ガ
ス
中
の
主
要
な
成
分
を
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ヘ
　
粒
子
状
の
物
質
等
が
飛
散
し
、
及
び
流
出
し
な
い
よ
う
に
当
該
物
質
を
排
出
し
、
貯
留
す
る
こ
と
。

ト
　
除
去
設
備
の
出
口
に
お
け
る
生
成
ガ
ス
中
の
環
境
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
ダ
イ
オ
キ
シ

ン
類
の
濃
度
が
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
〇
・
一
ナ
ノ
グ
ラ
ム
以
下
と
な
る
よ
う
に
処
理
す
る
こ
と
。

チ
　
除
去
設
備
の
出
口
に
お
け
る
生
成
ガ
ス
中
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度
を
毎
年
一
回
以
上
、
粒
子
状
の
物

質
及
び
塩
化
水
素
の
濃
度
を
六
月
に
一
回
以
上
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

リ
　
生
成
ガ
ス
に
よ
る
生
活
環
境
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ヌ
　
生
成
ガ
ス
を
水
に
よ
り
洗
浄
し
、
又
は
冷
却
す
る
場
合
は
、
当
該
水
の
飛
散
及
び
流
出
に
よ
る
生
活
環
境

保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ル
　
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
の
処
理
に
伴
い
生
じ
た
排
水
を
放
流
す

る
場
合
は
、
放
流
水
中
の
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
含
有
量
、
ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン
抽
出
物
質
含
有
量
及
び
水

素
イ
オ
ン
濃
度
を
六
月
に
一
回
以
上
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ヲ
　
火
災
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
消
火
器
そ
の
他
の
消
火
設
備
を
備

え
る
こ
と
。

五
　
光
分
解
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
の
数
量
及
び
性
状
に
応
じ
、
薬
剤
等
の

供
給
量
を
調
節
す
る
こ
と
。

ロ
　
光
化
学
反
応
の
進
行
に
必
要
な
照
射
量
を
保
つ
こ
と
。

ハ
　
照
射
さ
れ
る
光
の
強
度
を
定
期
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ニ
　
反
応
中
の
混
合
物
の
温
度
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ホ
　
反
応
終
了
後
の
混
合
物
の
処
理
（
生
物
分
解
及
び
脱
塩
素
化
分
解
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
に
よ
る

こ
と
。
た
だ
し
、
反
応
終
了
後
の
混
合
物
を
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
と
し
て
処
理
す
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

（１）
　
反
応
の
進
行
に
必
要
な
温
度
及
び
当
該
処
理
に
使
用
す
る
生
物
の
量
又
は
薬
剤
の
濃
度
を
保
つ
こ
と
。

（２）
　
反
応
中
の
混
合
物
の
温
度
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

（３）
　
処
理
設
備
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
気
に
よ
る
生
活
環
境
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ヘ
　
処
理
に
よ
り
生
じ
た
廃
油
中
の
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
含
有
量
並
び
に
当
該
処
理
に
伴
い
生
ず
る
排
水
を

放
流
す
る
場
合
は
、
放
流
水
中
の
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
含
有
量
、
ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン
抽
出
物
質
含
有
量

及
び
水
素
イ
オ
ン
濃
度
を
六
月
に
一
回
以
上
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

六
　
プ
ラ
ズ
マ
分
解
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
の
数
量
及
び
性
状
に
応
じ
、
反
応
に
必

要
な
薬
剤
と
し
て
用
い
ら
れ
る
ガ
ス
の
供
給
量
を
調
節
す
る
こ
と
。

77



ロ
　
反
応
器
内
が
プ
ラ
ズ
マ
状
態
（
プ
ラ
ズ
マ
が
継
続
的
に
発
生
し
て
い
る
状
態
を
い
う
。
ハ
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
達
し
た
後
、
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
を
投
入
し
、
異
常

な
高
温
又
は
高
圧
と
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ハ
　
プ
ラ
ズ
マ
状
態
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
ガ
ス
の
供
給
量
並
び
に
電
流
及
び
電
圧
を
保
つ
こ
と
。

ニ
　
プ
ラ
ズ
マ
の
発
生
に
必
要
な
ガ
ス
の
供
給
量
、
電
流
及
び
電
圧
並
び
に
反
応
器
の
出
口
の
生
成
ガ
ス
の
温

度
、
反
応
器
内
の
圧
力
及
び
反
応
に
必
要
な
薬
剤
と
し
て
用
い
ら
れ
る
ガ
ス
の
供
給
量
を
連
続
的
に
測
定

し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ホ
　
除
去
設
備
内
に
た
い
積
し
た
粒
子
状
の
物
質
等
を
除
去
す
る
こ
と
。

ヘ
　
除
去
設
備
か
ら
排
出
さ
れ
た
生
成
ガ
ス
中
の
主
要
な
成
分
を
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ト
　
粒
子
状
の
物
質
等
が
飛
散
し
、
及
び
流
出
し
な
い
よ
う
に
当
該
物
質
を
排
出
し
、
貯
留
す
る
こ
と
。

チ
　
除
去
設
備
の
出
口
に
お
け
る
生
成
ガ
ス
中
の
環
境
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
ダ
イ
オ
キ
シ

ン
類
の
濃
度
が
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
〇
・
一
ナ
ノ
グ
ラ
ム
以
下
と
な
る
よ
う
に
処
理
す
る
こ
と
。

リ
　
除
去
設
備
の
出
口
に
お
け
る
生
成
ガ
ス
中
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度
を
毎
年
一
回
以
上
、
粒
子
状
の
物

質
及
び
塩
化
水
素
の
濃
度
を
六
月
に
一
回
以
上
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ヌ
　
生
成
ガ
ス
に
よ
る
生
活
環
境
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ル
　
生
成
ガ
ス
を
水
に
よ
り
洗
浄
し
、
又
は
冷
却
す
る
場
合
は
、
当
該
水
の
飛
散
及
び
流
出
に
よ
る
生
活
環
境

保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ヲ
　
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
の
処
理
に
伴
い
生
じ
た
排
水
を
放
流
す

る
場
合
は
、
放
流
水
中
の
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
含
有
量
、
ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン
抽
出
物
質
含
有
量
及
び
水

素
イ
オ
ン
濃
度
を
六
月
に
一
回
以
上
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ワ
　
火
災
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
消
火
器
そ
の
他
の
消
火
設
備
を
備

え
る
こ
と
。

16
　
令
第
七
条
第
十
二
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
（
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
分
解
施
設
に
限
る
。
）
の
維
持
管

理
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
廃
油
、
廃
酸
及
び
廃
ア
ル
カ
リ
が
地
下
に
浸
透
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
第
十
二

条
の
二
第
十
六
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
流
出
防
止
堤
そ
の
他
の
設
備
を
定
期
的
に
点
検
し
、
異

常
を
認
め
た
場
合
に
は
速
や
か
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
　
水
熱
酸
化
分
解
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
反
応
器
に
投
入
す
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
を
必
要
に
応
じ
て
破
砕
す
る
こ
と
。

ロ
　
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
の
数
量
及
び
性
状
に
応
じ
、
酸
化
剤
等
の
供
給
量
を
調
節
す
る
こ
と
。

ハ
　
反
応
中
は
、
反
応
に
必
要
な
温
度
及
び
圧
力
を
保
つ
と
と
も
に
、
異
常
な
高
温
又
は
高
圧
と
な
ら
な
い
よ

う
に
す
る
こ
と
。

ニ
　
反
応
中
の
混
合
物
の
温
度
及
び
反
応
器
中
の
圧
力
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ホ
　
気
液
を
分
離
し
た
後
の
液
体
中
に
含
ま
れ
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の
量
が
試
料
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き

〇
・
〇
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
に
な
る
よ
う
に
処
理
す
る
こ
と
。

ヘ
　
処
理
に
伴
い
生
じ
た
排
水
を
放
流
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
放
流
水
中
の
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
含
有

量
、
ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン
抽
出
物
質
含
有
量
及
び
水
素
イ
オ
ン
濃
度
を
六
月
に
一
回
以
上
測
定
し
、
か
つ
、

記
録
す
る
こ
と
。

三
　
還
元
熱
化
学
分
解
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
反
応
設
備
に
投
入
す
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
を
必
要
に
応
じ
て
破
砕
す
る
こ
と
。

ロ
　
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
の
数
量
及
び
性
状
に
応
じ
、
薬
剤
等
の
供
給
量
を
調
節
す
る
こ
と
。

ハ
　
反
応
中
は
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の
分
解
に
必
要
な
温
度
、
圧
力
及
び
薬
剤
と
し
て
用
い
ら
れ
る
ガ
ス

の
供
給
量
を
保
つ
と
と
も
に
、
異
常
な
高
温
又
は
高
圧
と
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ニ
　
反
応
設
備
内
の
温
度
、
圧
力
及
び
薬
剤
と
し
て
用
い
ら
れ
る
ガ
ス
の
供
給
量
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か

つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ホ
　
除
去
設
備
内
に
た
い
積
し
た
粒
子
状
の
物
質
等
を
除
去
す
る
こ
と
。

ヘ
　
除
去
設
備
か
ら
排
出
さ
れ
た
生
成
ガ
ス
中
の
主
要
な
成
分
を
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ト
　
粒
子
状
の
物
質
等
が
飛
散
し
、
及
び
流
出
し
な
い
よ
う
に
当
該
物
質
を
排
出
し
、
貯
留
す
る
こ
と
。

チ
　
除
去
設
備
の
出
口
に
お
け
る
生
成
ガ
ス
中
の
環
境
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
ダ
イ
オ
キ
シ

ン
類
の
濃
度
が
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
〇
・
一
ナ
ノ
グ
ラ
ム
以
下
と
な
る
よ
う
に
処
理
す
る
こ
と
。

リ
　
除
去
設
備
の
出
口
に
お
け
る
生
成
ガ
ス
中
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度
を
毎
年
一
回
以
上
、
粒
子
状
の
物

質
及
び
塩
化
水
素
の
濃
度
を
六
月
に
一
回
以
上
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ヌ
　
生
成
ガ
ス
に
よ
る
生
活
環
境
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ル
　
生
成
ガ
ス
を
水
に
よ
り
洗
浄
し
、
又
は
冷
却
す
る
場
合
は
、
当
該
水
の
飛
散
及
び
流
出
に
よ
る
生
活
環
境

保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ヲ
　
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
の
処
理
に
伴
い
生
じ
た
排
水
を
放
流
す
る
場
合
は
、
放
流
水
中
の
ポ
リ
塩

化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
含
有
量
、
ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン
抽
出
物
質
含
有
量
及
び
水
素
イ
オ
ン
濃
度
を
六
月
に
一
回
以

上
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ワ
　
火
災
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
消
火
器
そ
の
他
の
消
火
設
備
を
備

え
る
こ
と
。

四
　
機
械
化
学
分
解
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
反
応
器
に
投
入
す
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
を
必
要
に
応
じ
て
破
砕
す
る
こ
と
。

ロ
　
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
の
数
量
及
び
性
状
に
応
じ
、
薬
剤
等
の
供
給
量
を
調
節
す
る
こ
と
。

ハ
　
反
応
中
は
、
反
応
に
必
要
な
温
度
、
圧
力
及
び
反
応
器
の
回
転
数
を
保
つ
と
と
も
に
、
異
常
な
高
温
又
は

高
圧
と
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ニ
　
反
応
中
の
反
応
器
内
の
温
度
及
び
反
応
器
の
回
転
数
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ホ
　
除
去
設
備
内
に
た
い
積
し
た
粒
子
状
の
物
質
等
を
除
去
す
る
こ
と
。

ヘ
　
粒
子
状
の
物
質
等
が
飛
散
し
、
及
び
流
出
し
な
い
よ
う
に
当
該
物
質
を
排
出
し
、
貯
留
す
る
こ
と
。

ト
　
除
去
設
備
の
出
口
に
お
け
る
生
成
ガ
ス
中
の
粒
子
状
の
物
質
及
び
塩
化
水
素
の
濃
度
を
六
月
に
一
回
以
上

測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

チ
　
生
成
ガ
ス
に
よ
る
生
活
環
境
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

リ
　
生
成
ガ
ス
を
水
に
よ
り
洗
浄
し
、
又
は
冷
却
す
る
場
合
は
、
当
該
水
の
飛
散
及
び
流
出
に
よ
る
生
活
環
境

保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ヌ
　
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
の
処
理
に
伴
い
生
じ
た
排
水
を
放
流
す
る
場
合
は
、
放
流
水
中
の
ポ
リ
塩

化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
含
有
量
、
ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン
抽
出
物
質
含
有
量
及
び
水
素
イ
オ
ン
濃
度
を
六
月
に
一
回
以

上
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

五
　
溶
融
分
解
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
反
応
設
備
に
投
入
す
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
を
反
応
設
備
中
の
溶
融
補
助
剤
が
溶
融
し
た
面
に

接
す
る
よ
う
供
給
す
る
こ
と
。

ロ
　
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
の
数
量
及
び
性
状
に
応
じ
、
当
該
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
が
溶
融

し
た
状
態
を
保
つ
た
め
に
溶
融
補
助
剤
の
供
給
量
を
調
節
す
る
こ
と
。

ハ
　
反
応
中
は
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
の
溶
融
及
び
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の
分
解
に
必
要
な
温
度

及
び
圧
力
を
保
つ
と
と
も
に
、
異
常
な
高
温
又
は
高
圧
と
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ニ
　
反
応
設
備
内
の
温
度
及
び
圧
力
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ホ
　
除
去
設
備
内
の
生
成
ガ
ス
の
温
度
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ヘ
　
除
去
設
備
内
に
た
い
積
し
た
粒
子
状
の
物
質
等
を
除
去
す
る
こ
と
。

ト
　
除
去
設
備
か
ら
排
出
さ
れ
た
生
成
ガ
ス
中
の
主
要
な
成
分
を
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

チ
　
粒
子
状
の
物
質
等
が
飛
散
し
、
及
び
流
出
し
な
い
よ
う
に
当
該
物
質
を
排
出
し
、
貯
留
す
る
こ
と
。

リ
　
除
去
設
備
の
出
口
に
お
け
る
生
成
ガ
ス
中
の
環
境
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
ダ
イ
オ
キ
シ

ン
類
の
濃
度
が
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
〇
・
一
ナ
ノ
グ
ラ
ム
以
下
と
な
る
よ
う
に
処
理
す
る
こ
と
。

ヌ
　
除
去
設
備
の
出
口
に
お
け
る
生
成
ガ
ス
中
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度
を
毎
年
一
回
以
上
、
粒
子
状
の
物

質
及
び
塩
化
水
素
の
濃
度
を
六
月
に
一
回
以
上
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ル
　
生
成
ガ
ス
に
よ
る
生
活
環
境
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
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ヲ
　
生
成
ガ
ス
を
水
に
よ
り
洗
浄
し
、
又
は
冷
却
す
る
場
合
は
、
当
該
水
の
飛
散
及
び
流
出
に
よ
る
生
活
環
境

保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ワ
　
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
の
処
理
に
伴
い
生
じ
た
排
水
を
放
流
す
る
場
合
は
、
放
流
水
中
の
ポ
リ
塩

化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
含
有
量
、
ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン
抽
出
物
質
含
有
量
及
び
水
素
イ
オ
ン
濃
度
を
六
月
に
一
回
以

上
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

カ
　
火
災
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
消
火
器
そ
の
他
の
消
火
設
備
を
備

え
る
こ
と
。

17
　
令
第
七
条
第
十
三
号
に
掲
げ
る
施
設
の
維
持
管
理
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

一
　
廃
油
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
が
地
下
に
浸
透
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
第
十
二

条
の
二
第
十
七
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
流
出
防
止
堤
そ
の
他
の
設
備
を
定
期
的
に
点
検
し
、
異

常
を
認
め
た
場
合
は
、
速
や
か
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
　
洗
浄
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
第
十
五
項
第
三
号
ホ
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。

三
　
分
離
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
の
数
量
及
び
性
状
に
応
じ
、
分
離
設

備
に
お
け
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の
分
離
に
必
要
な
時
間
を
調
節
す
る
こ
と
。

ロ
　
分
離
設
備
内
を
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の
分
離
に
必
要
な
温
度
及
び
圧
力
に
保
つ
こ
と
。

ハ
　
分
離
設
備
内
の
温
度
及
び
圧
力
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ニ
　
回
収
設
備
内
を
分
離
さ
れ
た
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の
回
収
に
必
要
な
温
度
に
保
つ
こ
と
。

ホ
　
回
収
設
備
の
温
度
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ヘ
　
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の
分
離
及
び
回
収
の
後
に
生
ず
る
液
状
の
産
業
廃
棄
物
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
回
収
液
」
と
い
う
。
）
の
量
を
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ト
　
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の
分
離
後
に
生
じ
た
産
業
廃
棄
物
が
飛
散
し
、
及
び
流
出
し
な
い
よ
う
に
当
該
産

業
廃
棄
物
を
排
出
し
、
貯
留
す
る
こ
と
。

チ
　
排
出
し
た
回
収
液
の
量
及
び
当
該
回
収
液
中
の
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
含
有
量
を
測
定
し
、
か
つ
、
記
録

す
る
こ
と
。

リ
　
回
収
設
備
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
気
に
よ
る
生
活
環
境
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

（
公
表
す
べ
き
維
持
管
理
の
状
況
に
関
す
る
情
報
）

第
十
二
条
の
七
の
二
　
法
第
十
五
条
の
二
の
三
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設

の
種
類
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

一
　
令
第
七
条
の
二
に
規
定
す
る
令
第
七
条
第
三
号
、
第
五
号
、
第
八
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
の
二
に
掲

げ
る
施
設
（
ガ
ス
化
改
質
方
式
の
焼
却
施
設
及
び
電
気
炉
等
を
用
い
た
焼
却
施
設
を
除
く
。
）
　
次
に
掲
げ
る

事
項

イ
　
処
分
し
た
産
業
廃
棄
物
の
各
月
ご
と
の
種
類
及
び
数
量

ロ
　
前
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
第
四
条
の
五
第
一
項
第
二
号
ト
、
リ
、
ヲ
及

び
ツ
の
規
定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
測
定
を
行
つ
た
位
置

（２）
　
当
該
測
定
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（３）
　
当
該
測
定
の
結
果

ハ
　
前
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
第
四
条
の
五
第
一
項
第
二
号
ヌ
の
規
定
に
よ

る
ば
い
じ
ん
の
除
去
を
行
つ
た
年
月
日

ニ
　
前
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
第
四
条
の
五
第
一
項
第
二
号
カ
の
規
定
に
よ

る
測
定
（
令
第
七
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
前
条
第
五
項
第
二
号
ロ
及
び
ハ
の
規
定
に
よ

る
測
定
を
含
む
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
測
定
に
係
る
排
ガ
ス
（
令
第
七
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
施
設
に
係
る
前
条
第
五
項
第
二
号
ロ
及
び

ハ
の
規
定
に
よ
る
測
定
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
試
料
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
採
取

し
た
位
置

（２）
　
当
該
測
定
に
係
る
排
ガ
ス
を
採
取
し
た
年
月
日

（３）
　
当
該
測
定
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（４）
　
当
該
測
定
の
結
果

二
　
令
第
七
条
の
二
に
規
定
す
る
令
第
七
条
第
三
号
、
第
五
号
、
第
八
号
及
び
第
十
三
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設

（
ガ
ス
化
改
質
方
式
の
焼
却
施
設
に
限
る
。
）
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
処
分
し
た
産
業
廃
棄
物
の
各
月
ご
と
の
種
類
及
び
数
量

ロ
　
前
条
第
六
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
第
四
条
の
五
第
一
項
第
三
号
イ
（
４
）

及
び
（
６
）
の
規
定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
測
定
を
行
つ
た
位
置

（２）
　
当
該
測
定
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（３）
　
当
該
測
定
の
結
果

ハ
　
前
条
第
六
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
第
四
条
の
五
第
一
項
第
三
号
イ
（
７
）

の
規
定
に
よ
る
ば
い
じ
ん
の
除
去
を
行
つ
た
年
月
日

ニ
　
前
条
第
六
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
第
四
条
の
五
第
一
項
第
三
号
イ
（
９
）

の
規
定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
測
定
に
係
る
ガ
ス
を
採
取
し
た
位
置

（２）
　
当
該
測
定
に
係
る
ガ
ス
を
採
取
し
た
年
月
日

（３）
　
当
該
測
定
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（４）
　
当
該
測
定
の
結
果

三
　
令
第
七
条
の
二
に
規
定
す
る
令
第
七
条
第
三
号
、
第
五
号
、
第
八
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
の
二
に
掲

げ
る
施
設
（
電
気
炉
等
を
用
い
た
焼
却
施
設
に
限
る
。
）
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
処
分
し
た
産
業
廃
棄
物
の
各
月
ご
と
の
種
類
及
び
数
量

ロ
　
前
条
第
六
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
第
四
条
の
五
第
一
項
第
三
号
ロ
（
２
）

及
び
（
３
）
の
規
定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
測
定
を
行
つ
た
位
置

（２）
　
当
該
測
定
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（３）
　
当
該
測
定
の
結
果

ハ
　
前
条
第
六
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
第
四
条
の
五
第
一
項
第
三
号
ロ
（
４
）

の
規
定
に
よ
る
ば
い
じ
ん
の
除
去
を
行
つ
た
年
月
日

ニ
　
前
条
第
六
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
第
四
条
の
五
第
一
項
第
三
号
ロ
（
５
）

の
規
定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
測
定
に
係
る
排
ガ
ス
を
採
取
し
た
位
置

（２）
　
当
該
測
定
に
係
る
排
ガ
ス
を
採
取
し
た
年
月
日

（３）
　
当
該
測
定
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（４）
　
当
該
測
定
の
結
果

三
の
二
　
令
第
七
条
の
二
に
規
定
す
る
令
第
七
条
第
十
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
　
処
分
し
た
廃
水
銀
等
の
各
月
ご

と
の
数
量

四
　
令
第
七
条
の
二
に
規
定
す
る
令
第
七
条
第
十
一
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
処
分
し
た
廃
石
綿
等
及
び
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
の
各
月
ご
と
の
種
類
及
び
数
量

ロ
　
前
条
第
十
四
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
測
定
を
行
つ
た
位
置
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（２）
　
当
該
測
定
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（３）
　
当
該
測
定
の
結
果
及
び
前
条
第
十
四
項
第
四
号
本
文
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
測
定
の
結
果
か
ら
推

定
さ
れ
る
溶
融
炉
内
の
温
度

ハ
　
前
条
第
十
四
項
第
五
号
及
び
第
十
一
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
測
定
に
係
る
排
ガ
ス
を
採
取
し
た
位
置

（２）
　
当
該
測
定
に
係
る
排
ガ
ス
を
採
取
し
た
年
月
日

（３）
　
当
該
測
定
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（４）
　
当
該
測
定
の
結
果

ニ
　
前
条
第
十
四
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
試
験
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
試
験
に
係
る
試
料
を
採
取
し
た
位
置

（２）
　
当
該
試
験
に
係
る
試
料
を
採
取
し
た
年
月
日

（３）
　
当
該
試
験
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（４）
　
当
該
試
験
の
結
果

ホ
　
前
条
第
十
四
項
第
八
号
の
規
定
に
よ
る
ば
い
じ
ん
の
除
去
を
行
つ
た
年
月
日

ヘ
　
前
条
第
十
四
項
第
十
一
号
ニ
の
規
定
に
よ
る
粉
じ
ん
の
除
去
を
行
つ
た
年
月
日

五
　
令
第
七
条
の
二
に
規
定
す
る
令
第
七
条
第
十
二
号
の
二
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
施
設
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
処
分
し
た
産
業
廃
棄
物
の
各
月
ご
と
の
種
類
及
び
数
量

ロ
　
前
条
第
十
五
項
第
二
号
ハ
、
第
三
号
ハ
、
第
四
号
ハ
、
第
五
号
ハ
、
ニ
及
び
ホ
（
２
）
並
び
に
第
六
号

ニ
、
第
十
六
項
第
二
号
ニ
、
第
三
号
ニ
、
第
四
号
ニ
並
び
に
第
五
号
ニ
及
び
ホ
並
び
に
第
十
七
項
第
三
号
ハ

及
び
ホ
の
規
定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
測
定
を
行
つ
た
位
置

（２）
　
当
該
測
定
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（３）
　
当
該
測
定
の
結
果

ハ
　
前
条
第
十
五
項
第
二
号
ニ
、
第
三
号
ホ
、
第
四
号
ホ
及
び
ル
、
第
五
号
ヘ
並
び
に
第
六
号
ヘ
及
び
ヲ
、
第

十
六
項
第
二
号
ヘ
、
第
三
号
ヘ
及
び
ヲ
、
第
四
号
ヌ
並
び
に
第
五
号
ト
及
び
ワ
、
第
十
七
項
第
二
号
の
規
定

に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
第
十
五
項
第
三
号
ホ
並
び
に
第
十
七
項
第
三
号
ヘ
及
び
チ
の
規
定
に

よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
測
定
に
係
る
試
料
を
採
取
し
た
位
置

（２）
　
当
該
測
定
に
係
る
試
料
を
採
取
し
た
年
月
日

（３）
　
当
該
測
定
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（４）
　
当
該
測
定
の
結
果

ニ
　
前
条
第
十
五
項
第
四
号
ニ
及
び
第
六
号
ホ
並
び
に
第
十
六
項
第
三
号
ホ
、
第
四
号
ホ
及
び
第
五
号
ヘ
の
規

定
に
よ
る
粒
子
状
の
物
質
等
の
除
去
を
行
つ
た
年
月
日

ホ
　
前
条
第
十
五
項
第
四
号
チ
及
び
第
六
号
リ
並
び
に
第
十
六
項
第
三
号
リ
、
第
四
号
ト
及
び
第
五
号
ヌ
の
規

定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
測
定
に
係
る
生
成
ガ
ス
を
採
取
し
た
位
置

（２）
　
当
該
測
定
に
係
る
生
成
ガ
ス
を
採
取
し
た
年
月
日

（３）
　
当
該
測
定
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（４）
　
当
該
測
定
の
結
果

六
　
令
第
七
条
の
二
に
規
定
す
る
令
第
七
条
第
十
四
号
イ
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
　
次
に
掲
げ
る

事
項

イ
　
埋
め
立
て
た
産
業
廃
棄
物
の
各
月
ご
と
の
種
類
及
び
数
量

ロ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

終
処
分
基

準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
号
の
規
定
に
よ
る
水
質
検
査
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
水
質
検
査
に
係
る
地
下
水
等
を
採
取
し
た
場
所

（２）
　
当
該
水
質
検
査
に
係
る
地
下
水
等
を
採
取
し
た
年
月
日

（３）
　
当
該
水
質
検
査
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（４）
　
当
該
水
質
検
査
の
結
果

ハ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

終
処
分
基

準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
一
号
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
措
置
を
講
じ
た
年
月
日

（２）
　
当
該
措
置
の
内
容

ニ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

終
処
分
基

準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
九
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
結
果

ホ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
一
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
点
検
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
点
検
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
結
果

（２）
　
当
該
点
検
の
結
果
、
設
備
の
損
壊
又
は
埋
め
立
て
ら
れ
た
産
業
廃
棄
物
の
保
有
水
の
浸
出
の
お
そ
れ
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
措
置
を
講
じ
た
年
月
日
及
び
当
該
措
置
の
内
容

ヘ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
一
号
ホ
の
規
定
に
よ
る
点
検
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
点
検
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
結
果

（２）
　
当
該
点
検
の
結
果
、
覆
い
の
損
壊
又
は
埋
め
立
て
ら
れ
た
産
業
廃
棄
物
の
保
有
水
の
浸
出
の
お
そ
れ
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
措
置
を
講
じ
た
年
月
日
及
び
当
該
措
置
の
内
容

七
　
令
第
七
条
の
二
に
規
定
す
る
令
第
七
条
第
十
四
号
ロ
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
　
次
に
掲
げ
る

事
項

イ
　
埋
め
立
て
た
産
業
廃
棄
物
の
各
月
ご
と
の
種
類
及
び
数
量

ロ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

終
処
分
基

準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
七
号
の
規
定
に
よ
る
点
検
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
点
検
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
結
果

（２）
　
当
該
点
検
の
結
果
、
擁
壁
等
が
損
壊
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
措
置
を
講
じ
た
年
月

日
及
び
当
該
措
置
の
内
容

ハ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

終
処
分
基

準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
九
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
結
果

ニ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
検
査
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
検
査
の
各
月
ご
と
の
実
施
回
数

（２）
　
当
該
検
査
の
結
果
、
安
定
型
産
業
廃
棄
物
以
外
の
廃
棄
物
の
付
着
又
は
混
入
が
認
め
ら
れ
た
年
月
日

ホ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
二
号
ハ
及
び
ホ
の
規
定
に
よ
る
水
質
検
査
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る

事
項

（１）
　
当
該
水
質
検
査
に
係
る
地
下
水
又
は
浸
透
水
を
採
取
し
た
場
所

（２）
　
当
該
水
質
検
査
に
係
る
地
下
水
又
は
浸
透
水
を
採
取
し
た
年
月
日

（３）
　
当
該
水
質
検
査
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日
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（４）
　
当
該
水
質
検
査
の
結
果

ヘ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
二
号
ニ
及
び
ヘ
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
措
置
を
講
じ
た
年
月
日

（２）
　
当
該
措
置
の
内
容

八
　
令
第
七
条
の
二
に
規
定
す
る
令
第
七
条
第
十
四
号
ハ
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
　
次
に
掲
げ
る

事
項

イ
　
埋
め
立
て
た
産
業
廃
棄
物
の
各
月
ご
と
の
種
類
及
び
数
量

ロ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

終
処
分
基

準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
七
号
の
規
定
に
よ
る
点
検
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
点
検
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
結
果

（２）
　
当
該
点
検
の
結
果
、
擁
壁
等
が
損
壊
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
措
置
を
講
じ
た
年
月

日
及
び
当
該
措
置
の
内
容

ハ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

終
処
分
基

準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
九
号
の
規
定
に
よ
る
点
検
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
点
検
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
結
果

（２）
　
当
該
点
検
の
結
果
、
遮
水
工
の
遮
水
効
果
が
低
下
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
措
置
を

講
じ
た
年
月
日
及
び
当
該
措
置
の
内
容

ニ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

終
処
分
基

準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
号
及
び
第
十
四
号
ハ
並
び
に
維
持
管
理
基
準
省
令
第
一
条
第
一
号
及
び
第
三
号

ロ
の
規
定
に
よ
る
水
質
検
査
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
水
質
検
査
に
係
る
地
下
水
等
又
は
放
流
水
を
採
取
し
た
場
所

（２）
　
当
該
水
質
検
査
に
係
る
地
下
水
等
又
は
放
流
水
を
採
取
し
た
年
月
日

（３）
　
当
該
水
質
検
査
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（４）
　
当
該
水
質
検
査
の
結
果

ホ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

終
処
分
基

準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
一
号
及
び
維
持
管
理
基
準
省
令
第
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
関
す
る

次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
措
置
を
講
じ
た
年
月
日

（２）
　
当
該
措
置
の
内
容

ヘ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

終
処
分
基

準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
三
号
の
規
定
に
よ
る
点
検
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
点
検
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
結
果

（２）
　
当
該
点
検
の
結
果
、
調
整
池
が
損
壊
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
措
置
を
講
じ
た
年
月

日
及
び
当
該
措
置
の
内
容

ト
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

終
処
分
基

準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
四
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
点
検
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
点
検
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
結
果

（２）
　
当
該
点
検
の
結
果
、
浸
出
液
処
理
設
備
の
機
能
に
異
状
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
措
置
を
講
じ
た
年
月
日

及
び
当
該
措
置
の
内
容

チ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

終
処
分
基

準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
四
号
の
二
の
規
定
に
よ
る
点
検
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
点
検
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
結
果

（２）
　
当
該
点
検
の
結
果
、
有
効
な
防
凍
の
た
め
の
措
置
の
状
況
に
異
状
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
必
要
な
措
置

を
講
じ
た
年
月
日
及
び
当
該
必
要
な
措
置
の
内
容

リ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

終
処
分
基

準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
九
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
結
果

（
維
持
管
理
の
状
況
に
関
す
る
情
報
の
公
表
）

第
十
二
条
の
七
の
三
　
法
第
十
五
条
の
二
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
の
状
況

に
関
す
る
情
報
の
公
表
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
、
当
該
日
か
ら
起

算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
前
条
第
一
号
イ
、
第
二
号
イ
、
第
三
号
イ
、
第
三
号
の
二
、
第
四
号
イ
、
第
五
号
イ
、
第
六
号
イ
、
第
七
号

イ
及
び
ニ
（
１
）
並
び
に
第
八
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
　
翌
月
の
末
日

二
　
前
条
第
一
号
ロ
及
び
ニ
、
第
二
号
ロ
及
び
ニ
、
第
三
号
ロ
及
び
ニ
、
第
四
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
、
第
五
号
ロ
、

ハ
及
び
ホ
、
第
六
号
ロ
及
び
ニ
、
第
七
号
ハ
及
び
ホ
並
び
に
第
八
号
ニ
及
び
リ
に
掲
げ
る
事
項
　
当
該
測
定
、

試
験
又
は
水
質
検
査
の
結
果
の
得
ら
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
末
日

三
　
前
条
第
一
号
ハ
、
第
二
号
ハ
、
第
三
号
ハ
、
第
四
号
ホ
及
び
ヘ
、
第
五
号
ニ
、
第
六
号
ホ
（
１
）
及
び
ヘ

（
１
）
、
第
七
号
ロ
（
１
）
並
び
に
第
八
号
ロ
（
１
）
、
ハ
（
１
）
、
ヘ
（
１
）
、
ト
（
１
）
及
び
チ
（
１
）
に
掲

げ
る
事
項
　
当
該
除
去
又
は
点
検
を
行
つ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
末
日

四
　
前
条
第
六
号
ハ
、
ホ
（
２
）
及
び
ヘ
（
２
）
、
第
七
号
ロ
（
２
）
及
び
ヘ
並
び
に
第
八
号
ロ
（
２
）
、
ハ

（
２
）
、
ホ
、
ヘ
（
２
）
、
ト
（
２
）
及
び
チ
（
２
）
に
掲
げ
る
事
項
　
当
該
措
置
を
講
じ
た
日
の
属
す
る
月
の

翌
月
の
末
日

五
　
前
条
第
七
号
ニ
（
２
）
に
掲
げ
る
事
項
　
当
該
付
着
又
は
混
入
が
認
め
ら
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の

末
日

（
記
録
の
閲
覧
）

第
十
二
条
の
七
の
四
　
法
第
十
五
条
の
二
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
閲
覧

は
、
次
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
記
録
は
、
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
日
ま
で
に
備
え
置

く
こ
と
。

イ
　
次
条
第
一
号
イ
、
第
二
号
イ
、
第
三
号
イ
、
第
三
号
の
二
、
第
三
号
の
三
イ
、
第
四
号
イ
、
第
五
号
イ
、

第
六
号
イ
及
び
ニ
（
１
）
並
び
に
第
七
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
　
翌
月
の
末
日

ロ
　
次
条
第
一
号
ロ
及
び
ニ
、
第
二
号
ロ
及
び
ニ
、
第
三
号
ロ
及
び
ニ
、
第
三
号
の
三
ロ
か
ら
ニ
ま
で
、
第
四

号
ロ
、
ハ
及
び
ホ
、
第
五
号
ロ
及
び
ニ
、
第
六
号
ハ
及
び
ホ
並
び
に
第
七
号
ニ
及
び
リ
に
掲
げ
る
事
項
　
当

該
測
定
、
試
験
又
は
水
質
検
査
の
結
果
の
得
ら
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
末
日

ハ
　
次
条
第
一
号
ハ
、
第
二
号
ハ
、
第
三
号
ハ
、
第
三
号
の
三
ホ
及
び
ヘ
、
第
四
号
ニ
、
第
五
号
ホ
（
１
）
及

び
ヘ
（
１
）
、
第
六
号
ロ
（
１
）
並
び
に
第
七
号
ロ
（
１
）
、
ハ
（
１
）
、
ヘ
（
１
）
、
ト
（
１
）
及
び
チ
（
１
）

に
掲
げ
る
事
項
　
当
該
除
去
又
は
点
検
を
行
つ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
末
日

ニ
　
次
条
第
五
号
ハ
、
ホ
（
２
）
及
び
ヘ
（
２
）
、
第
六
号
ロ
（
２
）
及
び
ヘ
並
び
に
第
七
号
ロ
（
２
）
、
ハ

（
２
）
、
ホ
、
ヘ
（
２
）
、
ト
（
２
）
及
び
チ
（
２
）
に
掲
げ
る
事
項
　
当
該
措
置
を
講
じ
た
日
の
属
す
る
月

の
翌
月
の
末
日

ホ
　
次
条
第
六
号
ニ
（
２
）
に
掲
げ
る
事
項
　
当
該
付
着
又
は
混
入
が
認
め
ら
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の

末
日

二
　
記
録
は
、
備
え
置
い
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
備
え
置
き
、
閲
覧
に
供
す
る
こ

と
。

三
　
閲
覧
の
求
め
が
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
正
当
な
理
由
な
し
に
閲
覧
を
拒
ま
な
い
こ
と
。

（
記
録
す
る
事
項
）

第
十
二
条
の
七
の
五
　
法
第
十
五
条
の
二
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
四
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
種
類
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。
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一
　
令
第
七
条
の
二
に
規
定
す
る
令
第
七
条
第
三
号
、
第
五
号
、
第
八
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
の
二
に
掲

げ
る
施
設
（
ガ
ス
化
改
質
方
式
の
焼
却
施
設
及
び
電
気
炉
等
を
用
い
た
焼
却
施
設
を
除
く
。
）
　
次
に
掲
げ
る

事
項

イ
　
処
分
し
た
産
業
廃
棄
物
の
各
月
ご
と
の
種
類
及
び
数
量

ロ
　
第
十
二
条
の
七
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
第
四
条
の
五
第
一
項
第
二
号
ト
、

リ
、
ヲ
及
び
ツ
の
規
定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
測
定
を
行
つ
た
位
置

（２）
　
当
該
測
定
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（３）
　
当
該
測
定
の
結
果

ハ
　
第
十
二
条
の
七
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
第
四
条
の
五
第
一
項
第
二
号
ヌ
の

規
定
に
よ
る
ば
い
じ
ん
の
除
去
を
行
つ
た
年
月
日

ニ
　
第
十
二
条
の
七
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
第
四
条
の
五
第
一
項
第
二
号
カ
の

規
定
に
よ
る
測
定
（
令
第
七
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
第
十
二
条
の
七
第
五
項
第
二
号
ロ

及
び
ハ
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
含
む
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
測
定
に
係
る
排
ガ
ス
（
令
第
七
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
施
設
に
係
る
第
十
二
条
の
七
第
五
項
第
二

号
ロ
及
び
ハ
の
規
定
に
よ
る
測
定
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
試
料
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
採
取
し
た
位
置

（２）
　
当
該
測
定
に
係
る
排
ガ
ス
を
採
取
し
た
年
月
日

（３）
　
当
該
測
定
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（４）
　
当
該
測
定
の
結
果

二
　
令
第
七
条
の
二
に
規
定
す
る
令
第
七
条
第
三
号
、
第
五
号
、
第
八
号
及
び
第
十
三
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設

（
ガ
ス
化
改
質
方
式
の
焼
却
施
設
に
限
る
。
）
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
処
分
し
た
産
業
廃
棄
物
の
各
月
ご
と
の
種
類
及
び
数
量

ロ
　
第
十
二
条
の
七
第
六
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
第
四
条
の
五
第
一
項
第
三

号
イ
（
４
）
及
び
（
６
）
の
規
定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
測
定
を
行
つ
た
位
置

（２）
　
当
該
測
定
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（３）
　
当
該
測
定
の
結
果

ハ
　
第
十
二
条
の
七
第
六
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
第
四
条
の
五
第
一
項
第
三

号
イ
（
７
）
の
規
定
に
よ
る
ば
い
じ
ん
の
除
去
を
行
つ
た
年
月
日

ニ
　
第
十
二
条
の
七
第
六
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
第
四
条
の
五
第
一
項
第
三

号
イ
（
９
）
の
規
定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
測
定
に
係
る
ガ
ス
を
採
取
し
た
位
置

（２）
　
当
該
測
定
に
係
る
ガ
ス
を
採
取
し
た
年
月
日

（３）
　
当
該
測
定
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（４）
　
当
該
測
定
の
結
果

三
　
令
第
七
条
の
二
に
規
定
す
る
令
第
七
条
第
三
号
、
第
五
号
、
第
八
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
の
二
に
掲

げ
る
施
設
（
電
気
炉
等
を
用
い
た
焼
却
施
設
に
限
る
。
）
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
処
分
し
た
産
業
廃
棄
物
の
各
月
ご
と
の
種
類
及
び
数
量

ロ
　
第
十
二
条
の
七
第
六
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
第
四
条
の
五
第
一
項
第
三

号
ロ
（
２
）
及
び
（
３
）
の
規
定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
測
定
を
行
つ
た
位
置

（２）
　
当
該
測
定
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（３）
　
当
該
測
定
の
結
果

ハ
　
第
十
二
条
の
七
第
六
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
第
四
条
の
五
第
一
項
第
三

号
ロ
（
４
）
の
規
定
に
よ
る
ば
い
じ
ん
の
除
去
を
行
つ
た
年
月
日

ニ
　
第
十
二
条
の
七
第
六
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
第
四
条
の
五
第
一
項
第
三

号
ロ
（
５
）
の
規
定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
測
定
に
係
る
排
ガ
ス
を
採
取
し
た
位
置

（２）
　
当
該
測
定
に
係
る
排
ガ
ス
を
採
取
し
た
年
月
日

（３）
　
当
該
測
定
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（４）
　
当
該
測
定
の
結
果

三
の
二
　
令
第
七
条
の
二
に
規
定
す
る
令
第
七
条
第
十
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
　
処
分
し
た
廃
水
銀
等
の
各
月
ご

と
の
数
量

三
の
三
　
令
第
七
条
の
二
に
規
定
す
る
令
第
七
条
第
十
一
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
処
分
し
た
廃
石
綿
等
及
び
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
の
各
月
ご
と
の
種
類
及
び
数
量

ロ
　
第
十
二
条
の
七
第
十
四
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
測
定
を
行
つ
た
位
置

（２）
　
当
該
測
定
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（３）
　
当
該
測
定
の
結
果
及
び
第
十
二
条
の
七
第
十
四
項
第
四
号
本
文
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
測
定
の
結

果
か
ら
推
定
さ
れ
る
溶
融
炉
内
の
温
度

ハ
　
第
十
二
条
の
七
第
十
四
項
第
五
号
及
び
第
十
一
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
測
定
に
係
る
排
ガ
ス
を
採
取
し
た
位
置

（２）
　
当
該
測
定
に
係
る
排
ガ
ス
を
採
取
し
た
年
月
日

（３）
　
当
該
測
定
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（４）
　
当
該
測
定
の
結
果

ニ
　
第
十
二
条
の
七
第
十
四
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
試
験
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
試
験
に
係
る
試
料
を
採
取
し
た
位
置

（２）
　
当
該
試
験
に
係
る
試
料
を
採
取
し
た
年
月
日

（３）
　
当
該
試
験
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（４）
　
当
該
試
験
の
結
果

ホ
　
第
十
二
条
の
七
第
十
四
項
第
八
号
の
規
定
に
よ
る
ば
い
じ
ん
の
除
去
を
行
つ
た
年
月
日

ヘ
　
第
十
二
条
の
七
第
十
四
項
第
十
一
号
ニ
の
規
定
に
よ
る
粉
じ
ん
の
除
去
を
行
つ
た
年
月
日

四
　
令
第
七
条
の
二
に
規
定
す
る
令
第
七
条
第
十
二
号
の
二
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
施
設
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
処
分
し
た
産
業
廃
棄
物
の
各
月
ご
と
の
種
類
及
び
数
量

ロ
　
第
十
二
条
の
七
第
十
五
項
第
二
号
ハ
、
第
三
号
ハ
、
第
四
号
ハ
、
第
五
号
ハ
、
ニ
及
び
ホ
（
２
）
並
び
に

第
六
号
ニ
、
第
十
六
項
第
二
号
ニ
、
第
三
号
ニ
、
第
四
号
ニ
並
び
に
第
五
号
ニ
及
び
ホ
並
び
に
第
十
七
項
第

三
号
ハ
及
び
ホ
の
規
定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
測
定
を
行
つ
た
位
置

（２）
　
当
該
測
定
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（３）
　
当
該
測
定
の
結
果
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ハ
　
第
十
二
条
の
七
第
十
五
項
第
二
号
ニ
、
第
三
号
ホ
、
第
四
号
ホ
及
び
ル
、
第
五
号
ヘ
並
び
に
第
六
号
ヘ
及

び
ヲ
、
第
十
六
項
第
二
号
ヘ
、
第
三
号
ヘ
及
び
ヲ
、
第
四
号
ヌ
並
び
に
第
五
号
ト
及
び
ワ
、
第
十
七
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
第
十
五
項
第
三
号
ホ
並
び
に
第
十
七
項
第
三
号
ヘ
及
び
チ

の
規
定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
測
定
に
係
る
試
料
を
採
取
し
た
位
置

（２）
　
当
該
測
定
に
係
る
試
料
を
採
取
し
た
年
月
日

（３）
　
当
該
測
定
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（４）
　
当
該
測
定
の
結
果

ニ
　
第
十
二
条
の
七
第
十
五
項
第
四
号
ニ
及
び
第
六
号
ホ
並
び
に
第
十
六
項
第
三
号
ホ
、
第
四
号
ホ
及
び
第
五

号
ヘ
の
規
定
に
よ
る
粒
子
状
の
物
質
等
の
除
去
を
行
つ
た
年
月
日

ホ
　
第
十
二
条
の
七
第
十
五
項
第
四
号
チ
及
び
第
六
号
リ
並
び
に
第
十
六
項
第
三
号
リ
、
第
四
号
ト
及
び
第
五

号
ヌ
の
規
定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
測
定
に
係
る
生
成
ガ
ス
を
採
取
し
た
位
置

（２）
　
当
該
測
定
に
係
る
生
成
ガ
ス
を
採
取
し
た
年
月
日

（３）
　
当
該
測
定
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（４）
　
当
該
測
定
の
結
果

五
　
令
第
七
条
の
二
に
規
定
す
る
令
第
七
条
第
十
四
号
イ
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
　
次
に
掲
げ
る

事
項

イ
　
埋
め
立
て
た
産
業
廃
棄
物
の
各
月
ご
と
の
種
類
及
び
数
量

ロ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た

終
処
分
基

準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
号
の
規
定
に
よ
る
水
質
検
査
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
水
質
検
査
に
係
る
地
下
水
等
を
採
取
し
た
場
所

（２）
　
当
該
水
質
検
査
に
係
る
地
下
水
等
を
採
取
し
た
年
月
日

（３）
　
当
該
水
質
検
査
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（４）
　
当
該
水
質
検
査
の
結
果

ハ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た

終
処
分
基

準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
一
号
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
措
置
を
講
じ
た
年
月
日

（２）
　
当
該
措
置
の
内
容

ニ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た

終
処
分
基

準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
九
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
結
果

ホ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
一
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
点
検
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
点
検
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
結
果

（２）
　
当
該
点
検
の
結
果
、
設
備
の
損
壊
又
は
埋
め
立
て
ら
れ
た
産
業
廃
棄
物
の
保
有
水
の
浸
出
の
お
そ
れ
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
措
置
を
講
じ
た
年
月
日
及
び
当
該
措
置
の
内
容

ヘ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
一
号
ホ
の
規
定
に
よ
る
点
検
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
点
検
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
結
果

（２）
　
当
該
点
検
の
結
果
、
覆
い
の
損
壊
又
は
埋
め
立
て
ら
れ
た
産
業
廃
棄
物
の
保
有
水
の
浸
出
の
お
そ
れ
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
措
置
を
講
じ
た
年
月
日
及
び
当
該
措
置
の
内
容

六
　
令
第
七
条
の
二
に
規
定
す
る
令
第
七
条
第
十
四
号
ロ
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
　
次
に
掲
げ
る

事
項

イ
　
埋
め
立
て
た
産
業
廃
棄
物
の
各
月
ご
と
の
種
類
及
び
数
量

ロ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た

終
処
分
基

準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
七
号
の
規
定
に
よ
る
点
検
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
点
検
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
結
果

（２）
　
当
該
点
検
の
結
果
、
擁
壁
等
が
損
壊
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
措
置
を
講
じ
た
年
月

日
及
び
当
該
措
置
の
内
容

ハ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た

終
処
分
基

準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
九
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
結
果

ニ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
検
査
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
検
査
の
各
月
ご
と
の
実
施
回
数

（２）
　
当
該
検
査
の
結
果
、
安
定
型
産
業
廃
棄
物
以
外
の
廃
棄
物
の
付
着
又
は
混
入
が
認
め
ら
れ
た
年
月
日

ホ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
二
号
ハ
及
び
ホ
の
規
定
に
よ
る
水
質
検
査
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る

事
項

（１）
　
当
該
水
質
検
査
に
係
る
地
下
水
又
は
浸
透
水
を
採
取
し
た
場
所

（２）
　
当
該
水
質
検
査
に
係
る
地
下
水
又
は
浸
透
水
を
採
取
し
た
年
月
日

（３）
　
当
該
水
質
検
査
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（４）
　
当
該
水
質
検
査
の
結
果

ヘ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
二
号
ニ
及
び
ヘ
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
措
置
を
講
じ
た
年
月
日

（２）
　
当
該
措
置
の
内
容

七
　
令
第
七
条
の
二
に
規
定
す
る
令
第
七
条
第
十
四
号
ハ
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
　
次
に
掲
げ
る

事
項

イ
　
埋
め
立
て
た
産
業
廃
棄
物
の
各
月
ご
と
の
種
類
及
び
数
量

ロ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た

終
処
分
基

準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
七
号
の
規
定
に
よ
る
点
検
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
点
検
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
結
果

（２）
　
当
該
点
検
の
結
果
、
擁
壁
等
が
損
壊
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
措
置
を
講
じ
た
年
月

日
及
び
当
該
措
置
の
内
容

ハ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た

終
処
分
基

準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
九
号
の
規
定
に
よ
る
点
検
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
点
検
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
結
果

（２）
　
当
該
点
検
の
結
果
、
遮
水
工
の
遮
水
効
果
が
低
下
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
措
置
を

講
じ
た
年
月
日
及
び
当
該
措
置
の
内
容

ニ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た

終
処
分
基

準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
号
及
び
第
十
四
号
ハ
並
び
に
維
持
管
理
基
準
省
令
第
一
条
第
一
号
及
び
第
三
号

ロ
の
規
定
に
よ
る
水
質
検
査
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
水
質
検
査
に
係
る
地
下
水
等
又
は
放
流
水
を
採
取
し
た
場
所

（２）
　
当
該
水
質
検
査
に
係
る
地
下
水
等
又
は
放
流
水
を
採
取
し
た
年
月
日

（３）
　
当
該
水
質
検
査
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

（４）
　
当
該
水
質
検
査
の
結
果
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ホ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た

終
処
分
基

準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
一
号
及
び
維
持
管
理
基
準
省
令
第
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
関
す
る

次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
措
置
を
講
じ
た
年
月
日

（２）
　
当
該
措
置
の
内
容

ヘ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た

終
処
分
基

準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
三
号
の
規
定
に
よ
る
点
検
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
点
検
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
結
果

（２）
　
当
該
点
検
の
結
果
、
調
整
池
が
損
壊
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
措
置
を
講
じ
た
年
月

日
及
び
当
該
措
置
の
内
容

ト
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た

終
処
分
基

準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
四
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
点
検
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
点
検
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
結
果

（２）
　
当
該
点
検
の
結
果
、
浸
出
液
処
理
設
備
の
機
能
に
異
状
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
措
置
を
講
じ
た
年
月
日

及
び
当
該
措
置
の
内
容

チ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

終
処
分
基

準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
四
号
の
二
の
規
定
に
よ
る
点
検
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
点
検
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
結
果

（２）
　
当
該
点
検
の
結
果
、
有
効
な
防
凍
の
た
め
の
措
置
の
状
況
に
異
状
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
必
要
な
措
置

を
講
じ
た
年
月
日
及
び
当
該
必
要
な
措
置
の
内
容

リ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た

終
処
分
基

準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
九
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
結
果

（
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
）

第
十
二
条
の
七
の
六
　
法
第
十
五
条
の
二
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
五
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る

産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
は
、
令
第
七
条
第
十
四
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
で
あ
つ

て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

一
　
国
又
は
地
方
公
共
団
体
（
港
務
局
を
含
む
。
）
が
設
置
す
る
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場

二
　
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
選

定
事
業
者
が
同
法
第
五
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
業
契
約
に
従
つ
て
実
施
す
る
同
法
第
二
条
第
四
項
に

規
定
す
る
選
定
事
業
に
お
い
て
設
置
さ
れ
る
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
で
あ
つ
て
、
当
該
選
定
事
業
の
終
了

後
に
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
当
該
選
定
事
業
者
か
ら
譲
り
受
け
る
も
の
（
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
当
該

終
処
分
場
を
廃
止
す
る
ま
で
の
間
維
持
管
理
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）

（
維
持
管
理
積
立
金
の
算
定
基
準
）

第
十
二
条
の
七
の
七
　
法
第
十
五
条
の
二
の
四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
五
第
四
項
の
環
境
省

令
で
定
め
る
算
定
基
準
は
、
次
の
式
の
と
お
り
と
す
る
。

Ａ＝

Ｃ×

ｌ
／
Ｌ－

Ｔ

（
こ
の
式
に
お
い
て
、
Ａ
、
Ｃ
、
ｌ
、
Ｌ
及
び
Ｔ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ａ
　
当
該
年
度
に
積
み
立
て
る
べ
き
維
持
管
理
積
立
金
の
額

Ｃ
　
埋
立
処
分
の
終
了
後
に
お
け
る
維
持
管
理
に
必
要
な
費
用
の
額

ｌ
　
埋
立
処
分
が
開
始
さ
れ
た
年
月
か
ら
当
該
年
度
の
三
月
（
当
該
年
度
の
終
了
前
に
埋
立
処
分
が
終
了
す
る

特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
に
あ
つ
て
は
、
当
該
埋
立
処
分
を
終
了
す
る
月
）
ま
で
の
月
数

Ｌ
　
埋
立
処
分
が
開
始
さ
れ
た
年
月
か
ら
埋
立
処
分
の
終
了
予
定
年
月
ま
で
の
月
数

Ｔ
　
当
該
年
度
の
前
年
度
ま
で
に
積
み
立
て
ら
れ
た
維
持
管
理
積
立
金
の
額
）

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
知
事
は
、
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
の
残
余
の
埋
立
容
量
そ
の

他
の
埋
立
て
の
状
況
を
考
慮
し
、
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
に
係
る
法
第

十
五
条
の
二
の
四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
五
第
四
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
算
定
基
準

を
、
次
の
式
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ａ＝

Ｃ×

（
（
Ｈ
＋
ｓ×
α

）
／
Ｎ
）－

Ｔ

（
こ
の
式
に
お
い
て
、
Ａ
、
Ｃ
、
Ｈ
、
ｓ
、α

、
Ｎ
及
び
Ｔ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ａ
　
当
該
年
度
に
積
み
立
て
る
べ
き
維
持
管
理
積
立
金
の
額

Ｃ
　
埋
立
処
分
の
終
了
後
に
お
け
る
維
持
管
理
に
必
要
な
費
用
の
額

Ｈ
　
当
該
年
度
の
前
年
度
ま
で
に
当
該
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
に
埋
立
処
分
さ
れ
た
産
業
廃
棄
物
の

数
量

ｓ
　
当
該
年
度
の
四
月
か
ら
九
月
（
八
月
以
前
に
埋
立
処
分
が
終
了
す
る
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
に
あ

つ
て
は
、
当
該
埋
立
処
分
を
終
了
す
る
月
）
ま
で
に
当
該
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
に
埋
立
処
分
さ
れ
た

産
業
廃
棄
物
の
数
量

α

　
前
年
度
に
お
け
る
当
該
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
の
残
余
の
埋
立
容
量
そ
の
他
の
埋
立
て
の
状
況
に

基
づ
い
て
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
数

Ｎ
　
当
該
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
の
埋
立
容
量

Ｔ
　
当
該
年
度
の
前
年
度
ま
で
に
積
み
立
て
ら
れ
た
維
持
管
理
積
立
金
の
額
）

３
　
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
に
つ
い
て
法
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
特
定
産
業
廃
棄

物

終
処
分
場
の
設
置
者
」
と
い
う
。
）
は
、
前
二
項
の
算
定
基
準
に
お
い
て
、
埋
立
処
分
の
終
了
後
に
お
け
る

維
持
管
理
に
必
要
な
費
用
の
額
か
ら
当
該
年
度
の
前
年
度
ま
で
に
積
み
立
て
ら
れ
た
維
持
管
理
積
立
金
の
額
を
差

し
引
い
た
額
以
下
の
額
を
当
該
年
度
に
積
み
立
て
る
べ
き
維
持
管
理
積
立
金
の
額
に
増
額
し
て
積
み
立
て
る
こ
と

が
で
き
る
。

４
　
第
一
項
又
は
第
二
項
の
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
値
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
当
該
年
度
の
維
持
管
理
積
立
金
の

額
は
零
と
す
る
。

５
　
第
一
項
又
は
第
二
項
の
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
値
に
千
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も

の
と
す
る
。

（
維
持
管
理
積
立
金
に
係
る
通
知
）

第
十
二
条
の
七
の
八
　
法
第
十
五
条
の
二
の
四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に

よ
る
都
道
府
県
知
事
の
通
知
は
、
毎
年
度
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
当
該
年
度
の
四
月
一
日
に
お
い
て
現
に
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
埋
立
処
分
が
終
了
し
て
い
な
い
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
ご
と
に
、
特
定
産

業
廃
棄
物

終
処
分
場
の
設
置
者
が
当
該
年
度
に
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
維
持
管
理
積
立
金
の
額
を
算
定

し
、
当
該
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
の
設
置
者
に
対
し
、
そ
の
額
及
び
そ
の
算
定
の
基
礎
の
概
要
を
記
載
し

た
文
書
を
交
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
十
五
条
の
二
の
四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
五
第
四
項
の
規
定

に
よ
る
通
知
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
機
構
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
の
設
置
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代

表
者
の
氏
名

二
　
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
の
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

三
　
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
の
埋
立
処
分
が
開
始
さ
れ
た
年
月
及
び
埋
立
処
分
の
終
了
予
定
年
月

四
　
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
の
設
置
の
場
所
、
埋
立
地
の
面
積
、
埋
立
容
量
及
び
当
該
年
度
の
前
年
度
の

残
余
の
埋
立
容
量
並
び
に
当
該
年
度
の
四
月
か
ら
九
月
ま
で
に
当
該
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
に
埋
立
処

分
さ
れ
た
産
業
廃
棄
物
の
数
量

五
　
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
の
設
置
者
に
対
し
通
知
し
た
維
持
管
理
積
立
金
の
額
及
び
そ
の
算
定
の
基
礎

の
概
要

３
　
機
構
は
、
前
項
の
通
知
に
係
る
維
持
管
理
積
立
金
の
積
立
て
及
び
取
戻
し
の
状
況
を
、
翌
年
度
の
六
月
三
十
日

ま
で
に
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
維
持
管
理
積
立
金
の
積
立
期
限
）

第
十
二
条
の
七
の
九
　
法
第
十
五
条
の
二
の
四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に

よ
る
通
知
を
受
け
た
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
の
設
置
者
は
、
当
該
年
度
の
二
月
二
十
八
日
ま
で
に
、
当
該

通
知
に
係
る
額
の
金
銭
を
機
構
に
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
機
構
は
、
維
持
管
理
積
立
金
を
積
み
立
て
る
べ
き
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
の
設
置
者
が
維
持
管
理
積
立

金
を
前
項
の
積
立
期
限
ま
で
に
積
み
立
て
な
か
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
そ
の
旨
を

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
維
持
管
理
積
立
金
の
利
息
）

第
十
二
条
の
七
の
十
　
法
第
十
五
条
の
二
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
五
第
五
項
の
利
息
は
、
環
境
大
臣

の
認
可
を
受
け
て
、
機
構
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
を
変
更
す
る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

２
　
法
第
十
五
条
の
二
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
五
第
五
項
の
利
息
は
、
維
持
管
理
積
立
金
の
払
渡
し

の
日
に
つ
い
て
は
、
付
さ
な
い
。

（
維
持
管
理
積
立
金
の
取
戻
し
）

第
十
二
条
の
七
の
十
一
　
法
第
十
五
条
の
二
の
四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
五
第
六
項
の
環
境

省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
法
第
十
五
条
の
二
の
六
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
五
項
又
は
法
第
十
五
条
の
三

の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
廃
止
の
確
認
を
受
け
た
場
合

二
　
当
該
年
度
の
維
持
管
理
積
立
金
に
つ
い
て
第
十
二
条
の
七
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
式
に
よ
り
算
定
し
た

数
値
が
負
数
と
な
つ
た
場
合

三
　
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
に
係
る
法
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当

該
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
に
つ
い
て
維
持
管
理
を
行
う
と
き

２
　
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
の
設
置
者
又
は
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
の
設
置
者
で
あ
つ
た
者
若
し
く
は
そ
の
承
継
人
が
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
額
は
、
機
構
に
積
み
立

て
ら
れ
た
維
持
管
理
積
立
金
の
全
額
（
廃
止
の
確
認
前
に
そ
の
一
部
の
取
戻
し
が
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、

残
額
）
と
す
る
。

３
　
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
の
設
置
者
が
取
り
戻
す
こ
と
が

で
き
る
額
は
、
第
十
二
条
の
七
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
値
の
絶
対
値
の
額
と
す
る
。

４
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
第
十
二
条
の
七
の
七
第
五
項
の

規
定
を
準
用
す
る
。

第
十
二
条
の
七
の
十
二
　
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
に
つ
い
て
埋
立
処
分
の
終
了
後
に
維
持
管
理
を
行
う
場
合

又
は
前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
維
持
管
理
に
要
す
る
期
間
が
一
年
を
超
え
る
と
き

は
、
一
年
ご
と
に
、
そ
の
一
年
間
に
行
お
う
と
す
る
維
持
管
理
に
必
要
な
費
用
の
額
（
当
該
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
に
係
る
維
持
管
理
積
立
金
の
額
が
当
該
費
用
の
額
に
満
た
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
維
持
管
理
積

立
金
の
額
）
に
限
り
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
取
戻
し
の
申
請
）

第
十
二
条
の
七
の
十
三
　
法
第
十
五
条
の
二
の
四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
五
第
六
項
の
規
定

に
よ
り
維
持
管
理
積
立
金
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
機
構
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
の
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

三
　
法
第
十
五
条
の
二
の
六
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出

を
行
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
届
出
を
行
つ
た
年
月
日

四
　
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
の
設
置
の
場
所
、
埋
立
地
の
面
積
及
び
埋
立
容
量

五
　
取
り
戻
そ
う
と
す
る
維
持
管
理
積
立
金
の
額
及
び
そ
の
算
定
の
基
礎

六
　
申
請
の
理
由

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
に
つ
い
て
埋
立
処
分
の
終
了
後
に
維
持
管
理
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
維

持
管
理
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
、
経
費
の
明
細
書
及
び
維
持
管
理
を
行
う
こ
と
を
証
す
る
書
面

二
　
第
十
二
条
の
七
の
十
一
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
維
持
管
理
の
内
容
を
記
載
し
た
書

面
、
経
費
の
明
細
書
、
維
持
管
理
を
行
う
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
申
請
者
が
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場

の
設
置
者
で
あ
つ
た
者
又
は
そ
の
承
継
人
（
こ
れ
ら
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
法
人
が
解
散

し
、
当
該
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
を
承
継
す
る
者
が
存
し
な
い
と
き
は
、
当
該
法
人
の
役
員
で
あ
つ
た

者
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
「
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
の
旧
設
置
者
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
を

証
す
る
書
面

（
地
位
を
承
継
し
た
者
に
係
る
維
持
管
理
積
立
金
の
額
の
通
知
等
）

第
十
二
条
の
七
の
十
四
　
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
十
五
条
の
四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
九
条
の
五

第
一
項
の
許
可
若
し
く
は
法
第
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
の
六
第
一
項
の
認
可
を
し
た
と
き
、

又
は
法
第
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
法

第
十
五
条
の
二
の
四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
五
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
維
持
管
理
積
立
金

を
積
み
立
て
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
者
に
対
し
、
積
み
立
て
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
維
持
管
理
積
立
金
の
額
を
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
の
旧
設
置
者
等
は
、
当
該
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
の
維
持
管
理
を
行
う

た
め
に
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
、
機
構
に
対
し
、
当
該
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
に
係
る
維
持
管
理
積
立

金
の
額
を
照
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
報
告
）

第
十
二
条
の
七
の
十
五
　
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
（
当
該
年
度
の
四
月
一
日
に
お
い
て
埋
立
処
分
が
終
了
し

て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
法
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
毎
年
度
十
月
三
十
一
日
ま
で

に
、
当
該
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二
十
一
号
に
よ
る
報

告
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
の
許
可
の
年
月
日
、
許
可
番
号
及
び
設
置
の
場
所

三
　
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
に
係
る
埋
立
処
分
が
開
始
さ
れ
た
年
月
及
び
埋
立
処
分
の
終
了
予
定
年
月

四
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

終
処
分
基
準

省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
四
号
ハ
の
規
定
に
よ
り
測
定
し
た
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
の
放
流
水
の
水
質

及
び
当
該
測
定
に
係
る
放
流
水
を
採
取
し
た
年
月
日

五
　
埋
立
処
分
を
開
始
し
て
か
ら
前
年
度
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
埋
立
処
分
さ
れ
た
産
業
廃
棄
物
の
数
量
及
び

当
該
年
度
の
四
月
か
ら
九
月
ま
で
に
埋
立
処
分
さ
れ
た
産
業
廃
棄
物
の
数
量

六
　
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
に
係
る
埋
立
処
分
の
終
了
後
に
行
う
維
持
管
理
の
内
容

七
　
前
号
の
維
持
管
理
に
必
要
な
費
用
の
額
及
び
そ
の
算
定
の
基
礎
の
概
要

（
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
者
に
係
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
つ
い
て
の
特
例
の
対
象
と
な
る
一

般
廃
棄
物
）

第
十
二
条
の
七
の
十
六
　
法
第
十
五
条
の
二
の
五
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
一
般
廃
棄
物
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
一
般
廃
棄
物
（
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設

に
係
る
法
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
産
業
廃
棄
物
と
同
一
の
種
類
の
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一
　
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
破
砕
施
設
　
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
（
特
定
家
庭
用
機
器
、
小
型
電
子
機
器
等
そ
の
他

金
属
、
ガ
ラ
ス
又
は
陶
磁
器
が
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
と
一
体
と
な
つ
た
も
の
が
一
般
廃
棄
物
と
な
つ
た
も
の
を
含
む

も
の
と
す
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

二
　
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
焼
却
施
設
　
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

三
　
令
第
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
の
破
砕
施
設
　
木
く
ず

四
　
令
第
二
条
第
九
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
の
破
砕
施
設
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
破
片
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
不
要
物

四
の
二
　
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
の
溶
融
施
設
　
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物

四
の
三
　
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
（
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
に
塗
布
さ
れ
、
染
み
込
み
、
付
着
し
、

又
は
封
入
さ
れ
た
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ

ニ
ル
処
理
物
の
分
解
施
設
　
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
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四
の
四
　
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
の
洗
浄
施
設
又
は
分
離
施
設
　
ポ

リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物

五
　
令
第
二
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
の
二
ま
で
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
の
焼
却
施
設
　
紙
く
ず
、
木
く

ず
、
繊
維
く
ず
、
動
物
若
し
く
は
植
物
に
係
る
固
形
状
の
不
要
物
又
は
動
物
の
死
体

五
の
二
　
令
第
七
条
第
十
四
号
イ
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
　
基
準
不
適
合
水
銀
処
理
物

六
　
令
第
七
条
第
十
四
号
ハ
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
　
燃
え
殻
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
紙
く

ず
、
木
く
ず
、
繊
維
く
ず
、
動
物
若
し
く
は
植
物
に
係
る
固
形
状
の
不
要
物
、
ゴ
ム
く
ず
、
金
属
く
ず
、
ガ
ラ

ス
く
ず
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
、
陶
磁
器
く
ず
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
破
片
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
不
要
物
、
動

物
の
ふ
ん
尿
、
動
物
の
死
体
若
し
く
は
ば
い
じ
ん
又
は
こ
れ
ら
の
一
般
廃
棄
物
を
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た

も
の
で
あ
つ
て
こ
れ
ら
の
一
般
廃
棄
物
に
該
当
し
な
い
も
の
（
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）

、
基
準
適
合
水
銀
処
理
物

２
　
非
常
災
害
の
た
め
に
必
要
な
応
急
措
置
と
し
て
非
常
災
害
に
よ
り
生
じ
た
廃
棄
物
を
処
理
す
る
と
き
は
、
法
第

十
五
条
の
二
の
五
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
一
般
廃
棄
物
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
第
七
条
各

号
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
と
同
様
の
性
状
を
有
す
る
一
般
廃
棄
物
と

す
る
。

３
　
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
定
め
る
一
般
廃
棄
物
は
、
他
の
一
般
廃
棄
物
と
分
別
し
て
収
集
さ
れ
た
も

の
に
限
る
。
た
だ
し
、
非
常
災
害
の
た
め
に
必
要
な
応
急
措
置
と
し
て
第
二
条
の
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
市
町

村
の
委
託
を
受
け
て
処
分
す
る
一
般
廃
棄
物
で
あ
っ
て
、
処
分
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
他
の
一
般
廃
棄
物

と
分
別
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
一
般
廃
棄
物
に
係
る
届
出
）

第
十
二
条
の
七
の
十
七
　
法
第
十
五
条
の
二
の
五
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

三
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

四
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
施
設
が
前
条
第
一
項
第
四
号
の
二

に
掲
げ
る
施
設
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
を
処
理
す
る
旨
）

五
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

六
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
処
理
能
力
（
当
該
施
設
が
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
の
用
に
供
さ
れ
る
場
所
（
既
に
廃
棄
物
が
埋
め
立
て
ら
れ
て
い
る
場
所
を
除
く
。
）

の
面
積
及
び
残
余
の
埋
立
容
量
）

七
　
法
第
十
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る
法
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
に
付

さ
れ
た
条
件

八
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
一
般
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
の
処
理
量
（
当
該
施
設
が
前
条
第
一

項
第
四
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
の
処
理
量
を
含
み
、
当
該

施
設
が
前
条
第
一
項
第
五
号
の
二
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
施
設
（
水
銀
処
理
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
水
銀
処
理
物
の
処
理
量
を
含
む
。
）
の
見
込
み

九
　
前
条
第
二
項
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
非
常
災
害
に
よ
り
当
該
一
般
廃
棄
物
が
生
じ
た
時
期
及
び
地
域

２
　
法
第
十
五
条
の
二
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
当
該
届
出
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の
処
理
を
開
始
す
る

日
の
三
十
日
前
ま
で
に
、
前
項
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
都
道
府
県
知
事
が
こ
れ
に
よ
る
こ
と
が
困
難
な
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

３
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
届
出
に
係
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る
第
十
二
条
の
五
に
規
定
す
る
許
可
証
の
写
し

二
　
他
人
の
一
般
廃
棄
物
の
処
理
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
類

イ
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
一
般
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
法
第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
基

づ
く
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
書
類

ロ
　
専
ら
再
生
利
用
の
目
的
と
な
る
一
般
廃
棄
物
の
み
の
処
分
を
業
と
し
て
行
う
者
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類

ハ
　
第
二
条
の
三
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
、
第
六
号
又
は
第
十
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
示
す

書
類

ニ
　
令
第
五
条
の
九
に
規
定
す
る
認
定
証
の
写
し

ホ
　
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
他
人
の
一
般
廃
棄
物
の
処
理
を
業
と
し
て
行
う
者
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類

４
　
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
十
五
条
の
二
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
受
理
書
を
当
該
届
出
を
し
た
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

三
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

四
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
一
般
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
施
設
が
前
条
第
一
項
第
四
号
の
二

に
掲
げ
る
施
設
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
を
処
理
す
る
旨
、
当
該
施
設
が
前
条
第
一

項
第
五
号
の
二
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
施
設
（
水
銀
処
理
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
水
銀
処
理
物
を
処
理
す
る
旨
）

五
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

六
　
法
第
十
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る
法
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
に
付

さ
れ
た
条
件

七
　
前
条
第
二
項
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
非
常
災
害
に
よ
り
当
該
一
般
廃
棄
物
が
生
じ
た
時
期
及
び
地
域

５
　
法
第
十
五
条
の
二
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類
若
し
く
は
そ
の
施

設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
、
又
は
当
該
届
出
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の
処

理
の
事
業
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
当
該
変
更
又
は
廃
止
の
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ

た
受
理
書
を
添
え
て
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
の
技
術
上
の
基
準
等
の
適
用
）

第
十
二
条
の
七
の
十
八
　
法
第
十
五
条
の
二
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
し
た
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
に
つ

い
て
は
、
そ
の
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
一
般
廃
棄
物
を
産
業
廃
棄
物
と
み
な
し
て
、
第
十
二
条
の
六
か
ら
第
十

二
条
の
七
の
五
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
許
可
を
要
し
な
い
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
軽
微
な
変
更
）

第
十
二
条
の
八
　
法
第
十
五
条
の
二
の
六
第
一
項
た
だ
し
書
の
環
境
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
変
更
と
す
る
。

一
　
法
第
十
五
条
第
二
項
の
申
請
書
に
記
載
し
た
処
理
能
力
（
当
該
処
理
能
力
に
つ
い
て
法
第
十
五
条
の
二
の
六

第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
き
は
、
変
更
後
の
も
の
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
変
更
で
あ
つ

て
、
当
該
変
更
に
よ
つ
て
当
該
処
理
能
力
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
増
大
す
る
に
至
る
も
の

二
　
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更

三
　
第
十
一
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
で
あ
つ
て
、
次
の
イ
か
ら
ヨ
ま
で
に
掲
げ
る
産
業
廃

棄
物
処
理
施
設
の
種
類
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ヨ
ま
で
に
掲
げ
る
設
備
に
係
る
も
の
又
は
当
該
変
更
に
伴
う
同

項
第
五
号
に
掲
げ
る
数
値
の
変
化
に
よ
り
生
活
環
境
へ
の
負
荷
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
も
の

イ
　
令
第
七
条
第
一
号
に
掲
げ
る
施
設
　
脱
水
機

ロ
　
令
第
七
条
第
二
号
に
掲
げ
る
施
設
　
乾
燥
設
備

ハ
　
令
第
七
条
第
三
号
、
第
五
号
、
第
八
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
　
燃
焼
室

ニ
　
令
第
七
条
第
四
号
に
掲
げ
る
施
設
　
油
水
分
離
設
備

ホ
　
令
第
七
条
第
六
号
に
掲
げ
る
施
設
　
中
和

そ
う槽

ヘ
　
令
第
七
条
第
七
号
及
び
第
八
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
　
破
砕
機

ト
　
令
第
七
条
第
九
号
に
掲
げ
る
施
設
　
混
練
設
備

チ
　
令
第
七
条
第
十
号
に
掲
げ
る
施
設
　
ば
い
焼
室

リ
　
令
第
七
条
第
十
一
号
に
掲
げ
る
施
設
　
熱
分
解
設
備
又
は
分
解

そ
う槽

ヌ
　
令
第
七
条
第
十
一
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
　
溶
融
炉
又
は
破
砕
設
備

ル
　
令
第
七
条
第
十
二
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
　
反
応
設
備

ヲ
　
令
第
七
条
第
十
三
号
に
掲
げ
る
施
設
　
洗
浄
設
備
又
は
分
離
設
備
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ワ
　
令
第
七
条
第
十
四
号
イ
に
掲
げ
る
施
設
　
外
周
仕
切
設
備

カ
　
令
第
七
条
第
十
四
号
ロ
に
掲
げ
る
施
設
　
擁
壁
又
は
え
ん
堤

ヨ
　
令
第
七
条
第
十
四
号
ハ
に
掲
げ
る
施
設
　
遮
水
層
又
は
擁
壁
若
し
く
は
え
ん
堤

四
　
第
十
一
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
（
排
ガ
ス
又
は
排
水
の
排
出
の
方
法
又
は
量
の
増
大

に
係
る
変
更
に
限
る
。
）

五
　
第
十
一
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
（
第
十
一
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
数
値
の
変
更
で

あ
つ
て
、
当
該
変
更
に
よ
つ
て
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
対
す
る
影
響
が
減
ぜ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
又
は

同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
測
定
頻
度
の
変
更
で
あ
つ
て
、
当
該
変
更
に
よ
つ
て
頻
度
が
高
く
な
る
も
の
の
み
を
行

う
場
合
を
除
く
。
）

（
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
十
二
条
の
九
　
法
第
十
五
条
の
二
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二
十
二
号
に
よ
る
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

三
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

四
　
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

五
　
変
更
の
内
容

六
　
変
更
の
理
由

七
　
変
更
の
た
め
の
工
事
の
着
工
予
定
年
月
日
及
び
変
更
後
の
使
用
開
始
年
月
日

八
　
第
十
一
条
第
五
項
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

２
　
第
十
一
条
の
二
の
規
定
は
、
法
第
十
五
条
の
二
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
三
項
に
規
定

す
る
調
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
条
の
二
第
一
号
中

「
設
置
し
よ
う
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
を
行
お
う
」
と
、
「
を
設
置
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
に
係
る
変
更
を
行
う
」

と
、
同
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
及
び
第
七
号
中
「
を
設
置
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
に
係
る
変
更
を
行

う
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
変
更
後
の
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
設
計
計
算
書

二
　
第
十
一
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合
に
は
、
変
更
後
の
維
持
管
理
に
関
す
る
計
画
を

記
載
し
た
書
類

三
　

終
処
分
場
に
あ
つ
て
は
、
周
囲
の
地
形
、
地
質
及
び
地
下
水
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
及
び
図
面

四
　

終
処
分
場
以
外
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
処
理
工
程
に
変
更
が
あ
る
場
合
に
は
、
変
更
後
の
処
理
工
程
図

五
　
変
更
後
の
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
技
術
的
能
力
を
説
明
す
る
書
類

六
　
変
更
後
の
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
に
要
す
る
資
金
の
総
額
及
び
そ
の
資
金
の
調
達
方
法
を
記
載

し
た
書
類

七
　
第
十
一
条
第
六
項
第
七
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

４
　
第
十
一
条
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
は
、
前
項
第
七
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
十
一
条
第
七
項
中
「
前
項
第
七
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
第
七
号
に
掲

げ
る
書
類
の
う
ち
第
十
一
条
第
六
項
第
七
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
も
の
」
と
、
同
条
第
八
項
中
「
こ
の
項
（
第

十
二
条
の
九
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
一
条
第
八
項
（
こ
の
項
」
と
、
「
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
項
」

と
、
「
同
項
第
十
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
第
七
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち

第
十
一
条
第
六
項
第
十
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
届
出
を
要
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
）

第
十
二
条
の
十
　
法
第
十
五
条
の
二
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令

で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
令
第
七
条
第
三
号
、
第
五
号
、
第
八
号
、
第
十
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
つ

て
は
、
焼
却
灰
等
の
処
分
方
法

二
　
令
第
七
条
第
四
号
、
第
六
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
汚
泥
等
の
処
分
方
法

二
の
二
　
令
第
七
条
第
十
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
廃
水
銀
等
の
硫
化
処
理
に
伴
い
生
ず
る
廃
棄
物

の
処
分
方
法

二
の
三
　
令
第
七
条
第
十
一
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
廃
石
綿
等
又
は
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
の
溶

融
処
理
に
伴
い
生
ず
る
廃
棄
物
の
処
分
方
法

三
　
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
に
あ
つ
て
は
、
埋
立
処
分
の
計
画
及
び
災
害
防
止
の
た
め
の
計
画

四
　
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
搬
入
及
び
搬
出
の
時
間
及
び
方
法
に
関
す
る
事
項

五
　
着
工
予
定
年
月
日
及
び
使
用
開
始
予
定
年
月
日

六
　
法
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
者

イ
　
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
法
定
代
理
人

ロ
　
役
員

ハ
　
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に
相

当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者

ニ
　
令
第
六
条
の
十
に
規
定
す
る
使
用
人

（
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る
軽
微
な
変
更
等
の
届
出
）

第
十
二
条
の
十
の
二
　
法
第
十
五
条
の
二
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二
十
三
号
に
よ
る
届
出
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の

と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

三
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

四
　
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

五
　
第
十
二
条
の
八
に
規
定
す
る
軽
微
な
変
更
を
し
た
と
き
、
又
は
法
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項

若
し
く
は
前
条
に
規
定
す
る
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
の
内
容

六
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
廃
止
し
た
と
き
、
若
し
く
は
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
休
止
し
、
又
は
休
止
し
た

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
再
開
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
廃
止
若
し
く
は
休
止
又
は
再
開
の
理
由

ロ
　
廃
止
若
し
く
は
休
止
又
は
再
開
の
年
月
日

２
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
個
人
に
あ
つ
て
は
住
民
票
の
写

し
及
び
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
（
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
第
四
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
該
当
し
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類
、
法
人
に
あ
つ
て
は
定

款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

二
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
位
置
、
構
造
等
の
設
置
に
関
す
る
計
画
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
変
更
後
の

設
置
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類
及
び
変
更
後
の
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る

設
計
計
算
書

三
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
計
画
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
変
更
後
の
維
持
管
理
に

関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類

四
　
前
条
第
六
号
に
規
定
す
る
事
項
の
変
更
の
場
合
に
は
、
同
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
者
（
当
該
変
更
に
係

る
者
に
限
る
。
）
の
住
民
票
の
写
し
及
び
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
に
該
当
し
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
す

る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類
（
前
条
第
六
号
イ
に
掲
げ
る
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ

の
登
記
事
項
証
明
書
並
び
に
役
員
の
住
民
票
の
写
し
及
び
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
に
該
当
し
な
い
か
ど

う
か
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類
。
前
条
第
六
号
ハ
に
掲
げ
る
株
主
又
は
出
資
を
し
て
い
る

者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
登
記
事
項
証
明
書
）
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
登
記
事
項
証
明
書
（
同
号
ロ
に

掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
場
合
に
限
る
。
）
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（
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
に
係
る
埋
立
処
分
の
終
了
の
届
出
）

第
十
二
条
の
十
一
　
法
第
十
五
条
の
二
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

終
処

分
場
の
埋
立
処
分
の
終
了
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二
十
四
号
に
よ
る
届
出
書
を
都
道

府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
施
設
の
廃
止
ま
で
の
間
の
管
理
予
定
者
及
び
そ
の
連
絡
先

三
　

終
処
分
場
の
種
類

四
　
設
置
場
所

五
　
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

六
　
埋
め
立
て
た
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含

む
。
）
、
数
量
及
び
性
状

七
　
埋
立
地
の
面
積
、
埋
立
て
の
深
さ
及
び
覆
土
の
厚
さ

八
　
埋
立
処
分
の
方
法

九
　
埋
立
処
分
開
始
年
月
日

十
　
埋
立
処
分
終
了
年
月
日

２
　
前
項
の
届
出
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
四
号

中
「
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
」
と
あ
る
の
は
「
廃
石
綿
等
又
は
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
」
と
、
同
項
第
五
号
中

「
水
銀
処
理
物
」
と
あ
る
の
は
「
廃
水
銀
等
を
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
（
以
下
「
廃
水
銀
等
処
理
物
と

い
う
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
の
廃
止
の
確
認
の
申
請
）

第
十
二
条
の
十
一
の
二
　
法
第
十
五
条
の
二
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
産

業
廃
棄
物

終
処
分
場
の
廃
止
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
の

終
処

分
場
の
種
類
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二
十
五
号
に
よ
る
申
請
書
を
都
道
府
県
知

事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
令
第
七
条
第
十
四
号
イ
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

ロ
　
設
置
の
場
所

ハ
　
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

ニ
　
埋
め
立
て
た
産
業
廃
棄
物
の
種
類
及
び
数
量

ホ
　
埋
立
地
の
面
積
及
び
埋
立
て
の
深
さ

ヘ
　
埋
立
処
分
の
方
法

ト
　
埋
立
処
分
開
始
年
月
日

チ
　
埋
立
処
分
終
了
年
月
日

リ
　
悪
臭
の
発
散
の
防
止
に
関
す
る
措
置
の
内
容

ヌ
　
火
災
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
措
置
の
内
容

ル
　
ね
ず
み
の
生
息
及
び
害
虫
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
措
置
の
内
容

ヲ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た

終
処
分
基

準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
号
の
規
定
に
よ
り
採
取
さ
れ
た
地
下
水
等
の
水
質
の
状
況

ワ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
一
号
ニ
の
規
定
に
よ
る
覆
い
の
厚
さ
、
材
料
及
び
強
度

カ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
三
項
第
一
号
ハ
の
規
定
に
よ
り
講
じ
た
措
置
の
内
容

二
　
令
第
七
条
第
十
四
号
ロ
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
　
前
号
イ
か
ら
ル
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び

次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
二
号
ハ
の
規
定
に
よ
り
採
取
さ
れ
た
地
下
水
の
水
質
の
状
況

ロ
　
埋
立
地
の
浸
透
水
（

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
二
号
ホ
の
規
定
に
よ
り
採
取
さ
れ
た
浸
透
水

を
い
う
。
次
項
第
二
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
水
質
の
状
況

ハ
　
埋
立
地
か
ら
の
ガ
ス
の
発
生
の
状
況

ニ
　
埋
立
地
の
内
部
及
び
周
辺
の
地
中
の
温
度
の
状
況

ホ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
三
項
第
二
号
ニ
の
規
定
に
よ
る
覆
い
の
概
要

ヘ
　
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
を
埋
め
立
て
た
場
合
は
、
そ
の
数
量

三
　
令
第
七
条
第
十
四
号
ハ
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
　
第
一
号
イ
か
ら
ル
ま
で
並
び
に
前
号
ハ
、

ニ
及
び
ヘ
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た

終
処
分
基

準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
号
の
規
定
に
よ
り
採
取
さ
れ
た
地
下
水
等
の
水
質
の
状
況

ロ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た

終
処
分
基

準
省
令
第
一
条
第
三
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
集
め
ら
れ
た
保
有
水
等
の
水
質
の
状
況

ハ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た

終
処
分
基

準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
七
号
の
規
定
に
よ
る
覆
い
の
概
要

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
の
種
類
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ

る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
令
第
七
条
第
十
四
号
イ
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
　
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面

イ
　
当
該

終
処
分
場
の
現
状
を
明
ら
か
に
す
る
平
面
図
、
立
面
図
、
断
面
図
及
び
構
造
図

ロ
　
当
該

終
処
分
場
の
周
辺
の
地
図

ハ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た

終
処
分
基

準
省
令
第
一
条
第
三
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
地
下
水
等
の
水
質
検
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類

ニ
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
書
類
又
は
図
面

二
　
令
第
七
条
第
十
四
号
ロ
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
　
前
号
イ
、
ロ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
書
類
及
び

図
面
並
び
に
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面

イ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
三
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
地
下
水
の
水
質
検
査
の
結
果
を
記
載
し
た

書
類

ロ
　
当
該
申
請
の
直
前
に
行
つ
た

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
三
項
第
二
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
浸
透
水
の
水

質
検
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類

ハ
　
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
を
埋
め
立
て
た
場
合
は
、
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
が
埋
め
立
て
ら
れ
て
い
る
位
置

を
示
す
図
面

三
　
令
第
七
条
第
十
四
号
ハ
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
　
第
一
号
イ
、
ロ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
書
類
及

び
図
面
並
び
に
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面

イ
　

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た

終
処
分
基

準
省
令
第
一
条
第
三
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
地
下
水
等
の
水
質
検
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類

ロ
　
当
該
申
請
の
直
前
の
二
年
以
上
に
わ
た
り
行
つ
た

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に

よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た

終
処
分
基
準
省
令
第
一
条
第
三
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
保
有
水
等

の
水
質
検
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類

ハ
　
基
準
適
合
廃
水
銀
等
処
理
物
、
廃
石
綿
等
又
は
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
を
埋
め
立
て
た
場
合
は
、
基
準
適

合
廃
水
銀
等
処
理
物
、
廃
石
綿
等
又
は
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
が
埋
め
立
て
ら
れ
て
い
る
位
置
を
示
す
図
面

（
法
第
十
五
条
の
二
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
欠
格
要
件
に
係
る
届
出
）

第
十
二
条
の
十
一
の
三
　
法
第
十
五
条
の
二
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
は
、
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
（
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
又
は
チ
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
第

十
四
条
第
五
項
第
二
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
（
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
若
し
く
は
チ
又
は
第
十
四
条
第
五
項
第
二

号
ロ
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
届
出
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

三
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

四
　
法
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

五
　
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
（
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
又
は
チ
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
第
十

四
条
第
五
項
第
二
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
（
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
若
し
く
は
チ
又
は
第
十
四
条
第
五
項
第
二
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号
ロ
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
該
当
す
る
に
至
つ
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
当
該
欠
格
要
件
」

と
い
う
。
）
及
び
該
当
す
る
に
至
つ
た
具
体
的
事
由

六
　
当
該
欠
格
要
件
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
年
月
日

（
法
第
十
五
条
の
二
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
欠
格
要
件
に
係
る
届
出
）

第
十
二
条
の
十
一
の
三
の
二
　
法
第
十
五
条
の
二
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
七
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
は
、
同
項
の
者
が
、
第
二
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
後
、
遅
滞
な
く
、
前
条

第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す

る
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
（
法
第
七
条
第

五
項
第
四
号
イ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
該
当
し
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書

類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
旧
設
置
者
等
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
の
廃
止
の
確
認
の
申
請
）

第
十
二
条
の
十
一
の
四
　
第
十
二
条
の
十
一
の
二
の
規
定
は
、
法
第
十
五
条
の
三
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
産
業

廃
棄
物
の

終
処
分
場
の
廃
止
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
熱
回
収
の
機
能
を
有
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る
認
定
の
申
請
）

第
十
二
条
の
十
一
の
五
　
法
第
十
五
条
の
三
の
三
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
様
式
第
二
十
五
号
の
二
に
よ
る
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
熱
回
収
施
設
（
法
第
十
五
条
の
三
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
熱
回
収
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十

二
条
の
十
一
の
七
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
設
置
の
場
所

三
　
当
該
熱
回
収
施
設
に
お
け
る
熱
回
収
に
必
要
な
設
備
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
設
備
の
種
類
及
び
そ
の
設
備
の
能
力

ロ
　
設
備
の
位
置
、
構
造
等
の
設
置
に
関
す
る
計
画

ハ
　
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
計
画

四
　
当
該
熱
回
収
施
設
に
お
け
る
熱
回
収
の
内
容
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
計
画

イ
　
当
該
熱
回
収
施
設
に
お
い
て
処
分
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

ロ
　
熱
回
収
の
方
法

ハ
　
第
五
条
の
五
の
五
第
一
項
第
四
号
ハ
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
年
間
の
熱
回
収
率

五
　
当
該
熱
回
収
施
設
に
係
る
法
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

２
　
前
項
の
申
請
書
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
の
五
の
五
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項

第
三
号
中
「
前
項
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
二
条
の
十
一
の
五
第
一
項
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま

で
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
法
第
八
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
十
五
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

（
熱
回
収
施
設
の
技
術
上
の
基
準
）

第
十
二
条
の
十
一
の
六
　
法
第
十
五
条
の
三
の
三
第
一
項
第
一
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

一
　
第
十
二
条
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
規
定
す
る
基
準
並
び
に
第
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
基

準
（
当
該
熱
回
収
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

二
　
発
電
の
用
に
供
す
る
熱
回
収
施
設
に
あ
つ
て
は
、
ボ
イ
ラ
ー
及
び
発
電
機
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ

し
、
当
該
発
電
の
用
に
供
す
る
熱
回
収
施
設
が
ガ
ス
化
改
質
方
式
の
焼
却
施
設
で
あ
る
と
き
は
、
発
電
機
が
設

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
も
つ
て
足
り
る
。

三
　
発
電
の
用
に
供
す
る
熱
回
収
施
設
以
外
の
熱
回
収
施
設
に
あ
つ
て
は
、
ボ
イ
ラ
ー
又
は
熱
交
換
器
が
設
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
。

四
　
熱
回
収
に
よ
り
得
ら
れ
る
熱
量
及
び
そ
の
熱
を
電
気
に
変
換
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
気
の
量
を
把
握
す

る
た
め
に
必
要
な
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（
熱
回
収
施
設
を
設
置
し
て
い
る
者
の
能
力
の
基
準
）

第
十
二
条
の
十
一
の
七
　
法
第
十
五
条
の
三
の
三
第
一
項
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と

お
り
と
す
る
。

一
　
次
の
基
準
に
適
合
し
た
熱
回
収
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
第
五
条
の
五
の
五
第
一
項
第
四
号
ハ
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
年
間
の
熱
回
収
率
が
、
十
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
熱
回
収
施
設
に
投
入
さ
れ
る
廃
棄
物
の
総
熱
量
と
燃
料
の
総
熱
量
を
合
計
し
た
熱
量
の
三
十
パ
ー
セ

ン
ト
を
超
え
て
燃
料
の
投
入
を
行
わ
な
い
こ
と
。

二
　
当
該
熱
回
収
施
設
に
お
け
る
熱
回
収
に
必
要
な
設
備
の
維
持
管
理
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る

こ
と
。

（
認
定
熱
回
収
施
設
設
置
者
の
認
定
の
更
新
期
間
）

第
十
二
条
の
十
一
の
八
　
法
第
十
五
条
の
三
の
三
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

（
令
第
七
条
の
三
第
一
号
ロ
（
２
）
の
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
及
び
数
量
）

第
十
二
条
の
十
一
の
九
　
令
第
七
条
の
三
第
一
号
ロ
（
２
）
の
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
及
び
数
量
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一
　
処
理
施
設
に
船
舶
を
用
い
て
産
業
廃
棄
物
を
運
搬
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る
当
該
船

舶
の
積
載
量
が
基
本
数
量
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る
当
該
船
舶
の
積
載
量
と
基
本
数
量
に

二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
を
合
算
し
た
数
量
と
す
る
。

二
　
定
期
点
検
等
の
期
間
中
に
産
業
廃
棄
物
を
保
管
す
る
場
合
は
、
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る
処
理
施
設
の
一
日

当
た
り
の
処
理
能
力
に
相
当
す
る
数
量
に
定
期
点
検
等
の
開
始
の
日
か
ら
経
過
し
た
日
数
を
乗
じ
て
得
た
数
量

と
基
本
数
量
に
三
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
を
合
算
し
た
数
量
と
す
る
。

三
　
建
設
業
に
係
る
産
業
廃
棄
物
（
工
作
物
の
新
築
、
改
築
若
し
く
は
除
去
に
伴
つ
て
生
じ
た
木
く
ず
、
コ
ン
ク

リ
ー
ト
の
破
片
（
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
を
除
く
。
）
又
は
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
破
片
で
あ
つ

て
、
分
別
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
再
生
を
行
う
処
理
施
設
に
お
い
て
、
当
該
産
業
廃
棄
物
を
再
生
の
た
め

に
保
管
す
る
場
合
は
、
当
該
処
理
施
設
の
一
日
当
た
り
の
処
理
能
力
に
相
当
す
る
数
量
に
二
十
八
（
ア
ス
フ
ァ

ル
ト
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
破
片
に
あ
つ
て
は
、
七
十
）
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
数
量
と
す
る
。

四
　
廃
タ
イ
ヤ
の
処
理
施
設
が
豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
豪
雪
地
帯
指
定
区

域
内
に
あ
り
、
当
該
処
理
施
設
に
お
い
て
廃
タ
イ
ヤ
を
十
一
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
の
間
保
管
す
る
場
合
は
、

当
該
処
理
施
設
の
一
日
当
た
り
の
処
理
能
力
に
相
当
す
る
数
量
に
六
十
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
数
量
と
す
る
。

五
　
使
用
済
自
動
車
等
を
保
管
す
る
場
合
は
、
当
該
保
管
の
場
所
に
令
第
六
条
第
一
項
第
二
号
ロ
（
１
）
の
規
定

に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
令
第
三
条
第
一
号
リ
（
２
）
（
ロ
）
に
規
定
す
る
高
さ
を
超
え
な
い
限

り
に
お
い
て
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
数
量
と
す
る
。

２
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
定
期
点
検
等
が
終
了
し
た
日
に
保
管
さ
れ
て
い
た
当
該
産
業
廃

棄
物
の
数
量
が
基
本
数
量
を
超
え
て
い
た
と
き
に
お
け
る
当
該
保
管
す
る
産
業
廃
棄
物
の
数
量
に
つ
い
て
は
、
当

該
定
期
点
検
等
が
終
了
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
間
に
限
り
、
当
該
現
に
保
管
さ
れ
て
い
た
数
量
を

超
え
な
い
数
量
と
す
る
。

（
熱
回
収
施
設
の
認
定
証
）

第
十
二
条
の
十
一
の
十
　
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
十
五
条
の
三
の
三
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
様
式
第
二

十
五
号
の
三
に
よ
る
認
定
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

第
十
二
条
の
十
一
の
十
一
　
第
五
条
の
五
の
十
の
規
定
は
令
第
七
条
の
四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
令
第
五

条
の
五
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
、
第
五
条
の
五
の
十
一
の
規
定
は
法
第
十
五
条
の
三
の
三
第
一
項
の
認
定

を
受
け
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
の
五
の
十
第
一
項
中
「
届
出
書
」
と
あ
る
の

は
「
様
式
第
二
十
五
号
の
四
に
よ
る
届
出
書
」
と
、
第
五
条
の
五
の
十
一
第
一
項
中
「
報
告
書
」
と
あ
る
の
は

「
様
式
第
二
十
五
号
の
五
に
よ
る
報
告
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
譲
受
け
等
の
許
可
の
申
請
）

第
十
二
条
の
十
一
の
十
二
　
法
第
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二
十
六
号
に
よ
る
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
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二
　
譲
受
け
若
し
く
は
借
受
け
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者

の
氏
名

三
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

四
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

五
　
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

六
　
申
請
者
が
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の

氏
名
及
び
住
所

七
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
役
員
の
氏
名
及
び
住
所

八
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は

出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
氏
名
又

は
名
称
、
住
所
及
び
当
該
株
主
の
有
す
る
株
式
の
数
又
は
当
該
出
資
を
し
て
い
る
者
の
な
し
た
出
資
の
金
額

九
　
申
請
者
に
令
第
六
条
の
十
に
規
定
す
る
使
用
人
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
住
所

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
技
術
的
能
力
を
説
明
す
る
書
類

二
　
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
に
要
す
る
資
金
の
総
額
及
び
そ
の
資
金
の
調
達
方
法
を
記
載
し
た

書
類

三
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株

主
資
本
等
変
動
計
算
書
、
個
別
注
記
表
並
び
に
法
人
税
の
納
付
す
べ
き
額
及
び
納
付
済
額
を
証
す
る
書
類

四
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
資
産
に
関
す
る
調
書
並
び
に
直
前
三
年
の
所
得
税
の
納
付
す
べ
き
額
及

び
納
付
済
額
を
証
す
る
書
類

五
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

六
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
住
民
票
の
写
し
及
び
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
（
法
第
七
条
第
五

項
第
四
号
イ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
第
八
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
し
な
い
か
ど
う

か
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類

七
　
申
請
者
が
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

八
　
申
請
者
が
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の

住
民
票
の
写
し
及
び
同
号
イ
に
該
当
し
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類

九
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
役
員
の
住
民
票
の
写
し
及
び
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
に
該
当
し

な
い
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類

十
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は

出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
住
民
票

の
写
し
及
び
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
に
該
当
し
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ

る
書
類
（
こ
れ
ら
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
登
記
事
項
証
明
書
）

十
一
　
申
請
者
に
令
第
六
条
の
十
に
規
定
す
る
使
用
人
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
住
民
票
の
写
し
及
び
法
第

十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
に
該
当
し
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類

３
　
第
十
一
条
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
は
、
前
項
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
十
一
条
第
七
項
中
「
前
項
第
七
号
及
び
第
九
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
二
条
の
十
一
の
十
二
第
二
項
第
三

号
及
び
第
五
号
」
と
、
同
条
第
八
項
中
「
こ
の
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
一
条
第
八
項
」
と
、
「
第
六
項
の
」
と

あ
る
の
は
「
第
十
二
条
の
十
一
の
十
二
第
二
項
の
」
と
、
「
同
項
第
十
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
同

項
第
六
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
合
併
又
は
分
割
の
認
可
の
申
請
）

第
十
二
条
の
十
一
の
十
三
　
法
第
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二
十
七
号
に
よ
る
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

三
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

四
　
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

五
　
役
員
の
氏
名
及
び
住
所

六
　
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に
相
当

す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
当
該
株
主
の
有
す

る
株
式
の
数
又
は
当
該
出
資
を
し
て
い
る
者
の
な
し
た
出
資
の
金
額

七
　
令
第
六
条
の
十
に
規
定
す
る
使
用
人
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
住
所

八
　
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
又
は
分
割
に
よ
り
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理

施
設
を
承
継
す
る
法
人
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

ロ
　
役
員
と
な
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

ハ
　
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
と
な
る
者
又
は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上

の
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
と
な
る
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住

所
及
び
当
該
株
主
と
な
る
者
の
有
す
る
株
式
の
数
又
は
当
該
出
資
を
し
て
い
る
者
と
な
る
者
の
な
し
た
出
資

の
金
額

ニ
　
令
第
六
条
の
十
に
規
定
す
る
使
用
人
と
な
る
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
住
所

九
　
合
併
又
は
分
割
の
方
法
及
び
条
件

十
　
合
併
又
は
分
割
の
理
由

十
一
　
合
併
又
は
分
割
の
時
期

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
合
併
契
約
書
又
は
分
割
契
約
書
の
写
し

二
　
合
併
の
当
事
者
の
一
方
又
は
吸
収
分
割
に
よ
り
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
承
継
す
る
法
人
が
法
第
十
五

条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
で
な
い
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
法
人
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
、
個
別
注

記
表
並
び
に
法
人
税
の
納
付
す
べ
き
額
及
び
納
付
済
額
を
証
す
る
書
類

ロ
　
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

ハ
　
申
請
者
が
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

ニ
　
役
員
の
住
民
票
の
写
し
及
び
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
（
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
に
係
る
も
の

に
限
る
。
ホ
及
び
ヘ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
し
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ

る
書
類

ホ
　
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に
相

当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
住
民
票
の
写
し
及
び
法
第
十
四
条
第
五
項
第

二
号
イ
に
該
当
し
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類
（
こ
れ
ら
の
者
が
法
人
で

あ
る
場
合
に
は
、
登
記
事
項
証
明
書
）

ヘ
　
令
第
六
条
の
十
に
規
定
す
る
使
用
人
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
住
民
票
の
写
し
及
び
法
第
十
四
条
第
五

項
第
二
号
イ
に
該
当
し
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類

ト
　
現
に
行
つ
て
い
る
事
業
の
概
要
を
説
明
す
る
書
類

三
　
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
又
は
分
割
に
よ
り
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理

施
設
を
承
継
す
る
法
人
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
技
術
的
能
力
を
説
明
す
る
書
類

ロ
　
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
に
要
す
る
資
金
の
総
額
及
び
そ
の
資
金
の
調
達
方
法
を
記
載
し

た
書
類

ハ
　
役
員
と
な
る
者
の
住
民
票
の
写
し

ニ
　
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
と
な
る
者
又
は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上

の
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
と
な
る
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
住
民
票
の
写
し
（
こ

れ
ら
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
登
記
事
項
証
明
書
）

ホ
　
令
第
六
条
の
十
に
規
定
す
る
使
用
人
と
な
る
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
住
民
票
の
写
し

３
　
第
十
一
条
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
は
、
前
項
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
十
一
条
第
七
項
中
「
前
項
第
七
号
及
び
第
九
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
二
条
の
十
一
の
十
三
第
二
項
第
二
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号
イ
及
び
ロ
」
と
、
同
条
第
八
項
中
「
こ
の
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
一
条
第
八
項
」
と
、
「
第
六
項
の
」
と
あ

る
の
は
「
第
十
二
条
の
十
一
の
十
三
第
二
項
の
」
と
、
「
同
項
第
十
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
同

項
第
二
号
ハ
か
ら
ヘ
ま
で
及
び
同
項
第
三
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
相
続
の
届
出
）

第
十
二
条
の
十
二
　
法
第
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二
十
八
号
に
よ
る
届
出
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。

一
　
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
被
相
続
人
と
の
続
柄

二
　
被
相
続
人
の
氏
名
及
び
死
亡
時
の
住
所

三
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

四
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

五
　
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

六
　
相
続
の
開
始
の
日

七
　
相
続
人
が
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の

氏
名
及
び
住
所

八
　
相
続
人
に
令
第
六
条
の
十
に
規
定
す
る
使
用
人
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
住
所

２
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
被
相
続
人
と
の
続
柄
を
証
す
る
書
類

二
　
住
民
票
の
写
し
及
び
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
（
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
第

六
号
及
び
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
し
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類

三
　
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
に
要
す
る
資
金
の
総
額
及
び
そ
の
資
金
の
調
達
方
法
を
記
載
し
た

書
類

四
　
資
産
に
関
す
る
調
書
並
び
に
直
前
三
年
の
所
得
税
の
納
付
す
べ
き
額
及
び
納
付
済
額
を
証
す
る
書
類

五
　
申
請
者
が
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

六
　
相
続
人
が
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の

住
民
票
の
写
し
及
び
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
に
該
当
し
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
と
認

め
ら
れ
る
書
類

七
　
相
続
人
に
令
第
六
条
の
十
に
規
定
す
る
使
用
人
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
住
民
票
の
写
し
及
び
法
第
十

四
条
第
五
項
第
二
号
イ
に
該
当
し
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類

３
　
第
十
一
条
第
八
項
の
規
定
は
、
前
項
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
条

第
八
項
中
「
こ
の
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
一
条
第
八
項
」
と
、
「
第
六
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
の
」
と
、

「
同
項
第
十
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
第
二
号
、
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

（
再
生
利
用
に
係
る
特
例
の
対
象
と
な
る
産
業
廃
棄
物
）

第
十
二
条
の
十
二
の
二
　
法
第
十
五
条
の
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
産
業
廃
棄
物
は
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
せ
ず
、
か
つ
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
特
例
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
再
生
利

用
が
促
進
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
産
業
廃
棄
物
で
あ
つ
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
ば
い
じ
ん
又
は
燃
え
殻
で
あ
つ
て
、
産
業
廃
棄
物
の
焼
却
に
伴
つ
て
生
じ
た
も
の
そ
の
他
の
生
活
環
境
の
保

全
上
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
（
資
源
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
な
金
属
を
含
む
も
の
を
除

く
。
）

二
　
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
も
の
（
資
源

と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
な
金
属
を
含
む
も
の
を
除
く
。
）

三
　
通
常
の
保
管
状
況
の
下
で
容
易
に
腐
敗
し
、
又
は
揮
発
す
る
等
そ
の
性
状
が
変
化
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
生
活

環
境
の
保
全
上
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

第
十
二
条
の
十
二
の
三
　
削
除

（
再
生
利
用
の
内
容
の
基
準
）

第
十
二
条
の
十
二
の
四
　
法
第
十
五
条
の
四
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
当
該
申
請
に
係
る
再
生
利
用
が
、
当
該
再
生
利
用
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
再
生
利
用
の
促
進
に
寄
与
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
再
生
品
の
性
状
を
適
合
さ
せ
る
べ
き
標
準
的
な
規
格
が
あ
る
こ
と
等
当
該
再
生
品
の
性
状
が
利
用
者
の
需
要

に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
判
断
す
る
に
足
り
る
条
件
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
再
生
品
の
利
用
が
見

込
ま
れ
る
こ
と
。

三
　
受
け
入
れ
る
産
業
廃
棄
物
を
再
生
品
の
原
材
料
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
。

四
　
受
け
入
れ
る
産
業
廃
棄
物
を
主
と
し
て
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

五
　
燃
料
と
し
て
使
用
さ
れ
る
再
生
品
（
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律

施
行
令
第
一
条
に
規
定
す
る
製
品
で
あ
つ
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
得
る
た
め
の
も
の
で
な

い
こ
と
。

六
　
通
常
の
使
用
に
伴
つ
て
生
活
環
境
の
保
全
上
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
再
生
品
を
得
る
た
め
の
も
の
で

あ
る
こ
と
。

七
　
受
け
入
れ
る
産
業
廃
棄
物
の
全
部
又
は
大
部
分
を
再
生
利
用
の
用
に
供
す
る
施
設
に
投
入
す
る
こ
と
。

八
　
当
該
再
生
に
伴
い
廃
棄
物
（
再
生
品
を
除
く
。
）
を
ほ
と
ん
ど
生
じ
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
資
源
と
し
て
利

用
す
る
こ
と
が
可
能
な
金
属
に
係
る
再
生
を
行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

九
　
当
該
再
生
に
伴
い
排
ガ
ス
を
生
ず
る
場
合
に
は
、
排
ガ
ス
中
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度
が
一
立
方
メ
ー
ト

ル
当
た
り
〇
・
一
ナ
ノ
グ
ラ
ム
以
下
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
　
そ
の
他
第
十
二
条
の
十
二
の
二
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
定
め
る
産
業
廃
棄
物
ご
と
に
環
境
大
臣
が
定
め

る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

（
再
生
利
用
を
行
い
、
又
は
行
お
う
と
す
る
者
の
基
準
）

第
十
二
条
の
十
二
の
五
　
法
第
十
五
条
の
四
の
二
第
一
項
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と

お
り
と
す
る
。

一
　
法
第
十
五
条
の
四
の
二
第
一
項
の
認
定
の
申
請
の
際
五
年
以
上
当
該
申
請
に
係
る
再
生
利
用
を
業
と
し
て
的

確
に
行
つ
て
い
る
者
又
は
経
理
的
及
び
技
術
的
に
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ

つ
て
、
か
つ
、
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
全
及
び
増
進
に
配
慮
さ
れ
た
事
業
計
画
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ

と
。

二
　
当
該
申
請
に
係
る
再
生
利
用
の
用
に
供
す
る
施
設
に
お
い
て
得
ら
れ
る
再
生
品
の
性
状
が
第
十
二
条
の
十
二

の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
条
の
六
の
二
第
一
号
の
事
業
計
画
に
記
載
し
た
当
該
再
生
品
の
性
状
に
適
合
し

た
も
の
と
な
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
受
け
入
れ
る
産
業
廃
棄
物
の
性
状
の
分
析
及
び
管
理

ロ
　
当
該
申
請
に
係
る
再
生
利
用
の
用
に
供
す
る
施
設
の
運
転
管
理

ハ
　
再
生
品
の
性
状
の
分
析
及
び
管
理

三
　
第
十
二
条
の
六
に
規
定
す
る
基
準
に
従
い
、
当
該
申
請
に
係
る
再
生
利
用
の
用
に
供
す
る
施
設
の
維
持
管
理

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

四
　
当
該
申
請
に
係
る
再
生
利
用
の
用
に
供
す
る
施
設
が
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
十
二
条

の
七
に
規
定
す
る
基
準
（
当
該
施
設
に
係
る
も
の
（
当
該
施
設
が
令
第
七
条
第
二
号
、
第
五
号
、
第
八
号
、
第

十
二
号
及
び
第
十
三
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
十
二
条
の
七
第
五
項
に
お
い
て
そ
の
例
に

よ
る
も
の
と
さ
れ
た
第
四
条
の
五
第
一
項
第
二
号
ワ
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
に
従
い
、
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理

施
設
の
維
持
管
理
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

五
　
次
に
掲
げ
る
者
が
当
該
申
請
に
係
る
再
生
利
用
を
的
確
に
行
う
に
足
り
る
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め

ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
当
該
申
請
に
係
る
収
集
若
し
く
は
運
搬
若
し
く
は

処
分
に
関
す
る
業
務
を
行
う
役
員

ロ
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
者

六
　
当
該
再
生
に
係
る
事
業
場
（
前
号
に
規
定
す
る
者
以
外
の
者
が
代
表
者
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て

当
該
再
生
に
関
す
る
技
術
上
の
業
務
を
的
確
に
行
う
に
足
り
る
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を

有
す
る
こ
と
。
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七
　
当
該
申
請
に
係
る
再
生
利
用
を
的
確
に
、
か
つ
、
継
続
し
て
行
う
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
。

八
　
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

九
　
当
該
申
請
に
係
る
再
生
利
用
を
自
ら
行
う
者
で
あ
る
こ
と
。

十
　
法
、
令
又
は
こ
の
省
令
の
規
定
に
違
反
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

十
一
　
そ
の
他
第
十
二
条
の
十
二
の
二
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
定
め
る
産
業
廃
棄
物
ご
と
に
環
境
大
臣
が
定

め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

（
再
生
利
用
の
用
に
供
す
る
施
設
の
基
準
）

第
十
二
条
の
十
二
の
六
　
法
第
十
五
条
の
四
の
二
第
一
項
第
三
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と

お
り
と
す
る
。

一
　
第
十
二
条
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

二
　
当
該
施
設
が
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
基
準
（
当
該
施
設
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

三
　
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
条
の
六
の
二
第
一
号
の
事
業
計
画
に
記
載
し
た
処
理
能
力
を
有
す
る
こ
と
。

四
　
施
設
の
設
置
に
関
す
る
計
画
が
当
該
施
設
に
係
る
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
全
に
つ
い
て
適
正
な
配
慮
が

な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
そ
の
他
第
十
二
条
の
十
二
の
二
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
定
め
る
産
業
廃
棄
物
ご
と
に
環
境
大
臣
が
定
め

る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

（
準
用
）

第
十
二
条
の
十
二
の
七
　
第
六
条
の
六
の
規
定
は
法
第
十
五
条
の
四
の
二
の
規
定
に
よ
る
再
生
利
用
に
係
る
特
例
の

対
象
と
な
る
産
業
廃
棄
物
に
つ
い
て
、
第
六
条
の
六
の
二
の
規
定
は
法
第
十
五
条
の
四
の
二
第
二
項
の
環
境
省
令

で
定
め
る
書
類
に
つ
い
て
、
第
六
条
の
六
の
三
の
規
定
は
法
第
十
五
条
の
四
の
二
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
に

つ
い
て
、
第
六
条
の
七
の
規
定
は
法
第
十
五
条
の
四
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
の
八
第
六
項
の

規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
、
第
六
条
の
七
の
二
の
規
定
は
法
第
十
五
条
の
四
の

二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
の
八
第
六
項
た
だ
し
書
の
環
境
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
に
つ
い

て
、
第
六
条
の
八
の
規
定
は
法
第
十
五
条
の
四
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
の
八
第
八
項
の
規
定

に
よ
る
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
、
第
六
条
の
九
の
規
定
は
令
第
七
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
五
条
の
七
に

規
定
す
る
認
定
証
に
つ
い
て
、
第
六
条
の
十
及
び
第
六
条
の
十
一
の
規
定
は
令
第
七
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る

令
第
五
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
休
廃
止
等
の
届
出
に
つ
い
て
、
第
六
条
の
十
二
の
規
定
は
法
第
十
五
条
の
四
の
二

第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条
の
六

第
六
条
の
四
第
四
号
及
び

前
条
第
二
号

第
十
二
条
の
十
二
の
五
第
四
号
及
び
第
十
二
条
の
十
二
の
六
第

二
号

第
六
条
の
六
の
二
第
一

号
及
び
第
二
号

一
般
廃
棄
物

産
業
廃
棄
物

第
六
条
の
六
の
二
第
七

号

住
民
票
の
写
し

住
民
票
の
写
し
及
び
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
（
法
第
七
条

第
五
項
第
四
号
イ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
該
当
し
な
い
か
ど

う
か
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類

第
六
条
の
六
の
二
第
八

号

法
第
七
条
第
五
項
第
四
号

イ
か
ら
ル
ま
で

法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で

第
六
条
の
六
の
二
第
十

一
号

第
六
条
の
四
第
六
号

第
十
二
条
の
十
二
の
五
第
六
号

第
六
条
の
六
の
二
第
二

十
一
号

第
六
条
の
二

第
十
二
条
の
十
二
の
二

一
般
廃
棄
物

産
業
廃
棄
物

第
六
条
の
六
の
三
第
二

項

法
第
七
条
第
五
項
第
四
号

イ
か
ら
チ
ま
で

法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ

第
六
条
の
七
第
二
項
第

一
号

令
第
五
条
の
七

令
第
七
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
五
条
の
七

第
六
条
の
七
の
二
第
一

号

第
六
条
の
六
の
二
第
一
号
第
十
二
条
の
十
二
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
条
の
六
の
二
第

一
号

法
第
九
条
の
八
第
六
項

法
第
十
五
条
の
四
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
の

八
第
六
項

第
六
条
の
八
第
二
項
第

一
号

法
第
九
条
の
八
第
二
項
第

一
号

法
第
十
五
条
の
四
の
二
第
二
項
第
一
号

住
民
票
の
写
し

住
民
票
の
写
し
及
び
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
（
法
第
七
条

第
五
項
第
四
号
イ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
該
当
し
な
い
か
ど

う
か
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類

第
六
条
の
八
第
二
項
第

二
号

前
条

第
十
二
条
の
十
二
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条

令
第
五
条
の
七

令
第
七
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
五
条
の
七

第
六
条
の
九
第
三
号

一
般
廃
棄
物

産
業
廃
棄
物

第
六
条
の
十
第
二
項

法
第
九
条
の
八
第
一
項

法
第
十
五
条
の
四
の
二
第
一
項

令
第
五
条
の
七

令
第
七
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
五
条
の
七

第
六
条
の
十
二

一
般
廃
棄
物

産
業
廃
棄
物

（
広
域
的
処
理
に
係
る
特
例
の
対
象
と
な
る
産
業
廃
棄
物
）

第
十
二
条
の
十
二
の
八
　
法
第
十
五
条
の
四
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
産
業
廃
棄
物
は
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
通
常
の
運
搬
状
況
の
下
で
容
易
に
腐
敗
し
、
又
は
揮
発
す
る
等
そ
の
性
状
が
変
化
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
生
活

環
境
の
保
全
上
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の

二
　
製
品
が
産
業
廃
棄
物
と
な
つ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
産
業
廃
棄
物
の
処
理
を
製
造
事
業
者
等
が
行
う
こ
と

に
よ
り
、
当
該
産
業
廃
棄
物
の
減
量
そ
の
他
そ
の
適
正
な
処
理
が
確
保
さ
れ
る
も
の

（
産
業
廃
棄
物
の
広
域
的
処
理
の
認
定
の
申
請
）

第
十
二
条
の
十
二
の
九
　
法
第
十
五
条
の
四
の
三
第
一
項
の
認
定
の
申
請
は
、
当
該
申
請
に
係
る
処
理
を
行
い
、
又

は
行
お
う
と
す
る
製
造
事
業
者
等
が
、
単
独
に
又
は
共
同
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
広
域
的
処
理
の
内
容
の
基
準
）

第
十
二
条
の
十
二
の
十
　
法
第
十
五
条
の
四
の
三
第
一
項
第
一
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と

お
り
と
す
る
。

一
　
当
該
申
請
に
係
る
処
理
を
当
該
製
造
事
業
者
等
が
行
う
こ
と
に
よ
り
、
当
該
処
理
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
減

量
そ
の
他
そ
の
適
正
な
処
理
が
確
保
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
当
該
申
請
に
係
る
処
理
を
行
い
、
又
は
行
お
う
と
す
る
者
（
そ
の
委
託
を
受
け
て
当
該
処
理
を
行
い
、
又
は

行
お
う
と
す
る
者
を
含
む
。
）
の
事
業
の
内
容
が
明
ら
か
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
者
に
係
る
責
任
の
範
囲
が
明

確
で
あ
る
こ
と
。

三
　
当
該
申
請
に
係
る
一
連
の
処
理
の
行
程
を
申
請
者
が
統
括
し
て
管
理
す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

四
　
法
第
十
五
条
の
四
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
の
九
第
九
項
の
規
定
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
申

請
者
が
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

五
　
当
該
申
請
に
係
る
処
理
の
行
程
に
お
い
て
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
基
準
又
は
法

第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
基
準
（
以
下
「
産
業
廃
棄
物
処
理
基
準
等
」

と
い
う
。
）
に
適
合
し
な
い
処
理
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
生
活
環
境
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
に

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
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六
　
当
該
申
請
に
係
る
処
理
を
他
人
に
委
託
し
て
行
い
、
又
は
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
経
理
的
及
び

技
術
的
に
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
委
託
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

七
　
二
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
に
お
い
て
当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
を
広
域
的
に
収
集
す
る
こ
と
に
よ

り
、
当
該
産
業
廃
棄
物
の
減
量
そ
の
他
そ
の
適
正
な
処
理
が
確
保
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

八
　
再
生
又
は
再
生
が
さ
れ
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
熱
回
収
を
行
つ
た
後
に
埋
立
処
分
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ

と
。

九
　
そ
の
他
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

（
広
域
的
処
理
を
行
い
、
又
は
行
お
う
と
す
る
者
の
基
準
）

第
十
二
条
の
十
二
の
十
一
　
法
第
十
五
条
の
四
の
三
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、

次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
当
該
申
請
に
係
る
処
理
を
的
確
に
行
う
に
足
り
る
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
当
該
申
請
に
係
る
処
理
を
的
確
に
、
か
つ
、
継
続
し
て
行
う
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
。

三
　
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

四
　
不
利
益
処
分
を
受
け
、
そ
の
不
利
益
処
分
の
あ
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

五
　
そ
の
他
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

（
広
域
的
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
の
基
準
）

第
十
二
条
の
十
二
の
十
二
　
法
第
十
五
条
の
四
の
三
第
一
項
第
三
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る

と
お
り
と
す
る
。

一
　
当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
の
用
に
供
す
る
施
設
に
つ
い
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
当
該
産
業
廃
棄
物
が
飛
散
し
、
及
び
流
出
し
、
並
び
に
悪
臭
が
漏
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
運
搬
車
、
運
搬

船
、
運
搬
容
器
そ
の
他
の
運
搬
施
設
を
有
す
る
こ
と
。

ロ
　
積
替
施
設
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
産
業
廃
棄
物
が
飛
散
し
、
流
出
し
、
及
び
地
下
に
浸
透
し
、
並
び

に
悪
臭
が
発
散
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
処
分
（
再
生
を
含
む
。
）
の
用
に
供
す
る
施
設
に
つ
い
て
は
、
次
に
よ
る

こ
と
。

イ
　
当
該
産
業
廃
棄
物
の
種
類
に
応
じ
、
そ
の
処
分
（
再
生
を
含
む
。
）
に
適
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
運
転
を
安
定
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
適
正
な
維
持
管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

ハ
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
あ
つ
て
は
、
法
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
（
法
第
十
五
条
の
二
の
六
第
一
項
の

許
可
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
の
許
可
）
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
保
管
施
設
を
有
す
る
場
合
に
は
、
搬
入
さ
れ
た
産
業
廃
棄
物
が
飛
散
し
、
流
出
し
、
及
び
地
下
に
浸
透

し
、
並
び
に
悪
臭
が
発
散
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
そ
の
他
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

（
準
用
）

第
十
二
条
の
十
二
の
十
三
　
第
六
条
の
十
八
の
規
定
（
第
七
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
は
法
第
十
五
条
の
四
の
三

第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
書
類
に
つ
い
て
、
第
六
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
は
法
第
十
五
条
の
四
の
三
第
一

項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
そ
の
委
託
を
受
け
て
当
該
認
定
に
係
る
処
理
を
行
う
者
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
、
第
六

条
の
二
十
の
規
定
は
法
第
十
五
条
の
四
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
の
九
第
六
項
の
規
定
に
よ
る

変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
、
第
六
条
の
二
十
一
の
規
定
は
法
第
十
五
条
の
四
の
三
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
の
九
第
六
項
た
だ
し
書
の
環
境
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
に
つ
い
て
、
第
六
条
の

二
十
一
の
二
の
規
定
は
法
第
十
五
条
の
四
の
三
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
九
条
の
九
第
八
項

の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
、
第
六
条
の
二
十
二
の
規
定
は
令
第
七
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第

五
条
の
九
に
規
定
す
る
認
定
証
に
つ
い
て
、
第
六
条
の
二
十
三
の
規
定
は
令
第
七
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
令

第
五
条
の
十
の
規
定
に
よ
る
廃
止
の
届
出
に
つ
い
て
、
第
六
条
の
二
十
四
の
規
定
は
法
第
十
五
条
の
四
の
三
第
一

項
の
認
定
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
一
般
廃
棄
物
」
と
あ

る
の
は
「
産
業
廃
棄
物
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句

は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条
の
十
八
第
一
号
ル

法
第
九
条
の
九
第
九
項

法
第
十
五
条
の
四
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
九
条
の
九
第
九
項

第
六
条
の
十
八
第
一
号
ヲ

一
般
廃
棄
物
処
理
基
準
等

産
業
廃
棄
物
処
理
基
準
等

第
六
条
の
十
八
第
一
号
ワ

第
六
条
の
十
三
の
規
定
に
よ
り

環
境
大
臣
が
定
め
る
一
般
廃
棄

物
ご
と
に
環
境
大
臣
が
定
め
る

事
項

環
境
大
臣
が
定
め
る
事
項

第
六
条
の
十
八
第
四
号

第
六
条
の
十
六
各
号

第
十
二
条
の
十
二
の
十
一
各
号

第
六
条
の
十
八
第
五
号
イ

第
六
条
の
十
六
第
一
号
及
び
第

二
号

第
十
二
条
の
十
二
の
十
一
第
一
号
及
び
第
二
号

第
六
条
の
十
八
第
五
号
ロ

第
六
条
の
十
六
第
三
号
か
ら
第

五
号
ま
で

第
十
二
条
の
十
二
の
十
一
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で

第
六
条
の
十
八
第
六
号

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設

法
第
八
条
第
一
項

法
第
十
五
条
第
一
項

法
第
九
条
第
一
項

法
第
十
五
条
の
二
の
六
第
一
項

第
六
条
の
十
八
第
八
号

前
二
号

第
六
号

前
条
各
号

第
十
二
条
の
十
二
の
十
二
各
号

第
六
条
の
十
八
第
九
号

第
六
条
の
十
三
の
規
定
に
よ
り

環
境
大
臣
が
定
め
る
一
般
廃
棄

物
ご
と
に
環
境
大
臣
が
定
め
る

書
類

環
境
大
臣
が
定
め
る
書
類

第
六
条
の
二
十
第
二
項

令
第
五
条
の
九

令
第
七
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
五
条
の
九

第
六
条
の
十
八
各
号

第
十
二
条
の
十
二
の
十
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
第
六
条
の
十
八
各
号

第
六
条
の
二
十
一
第
一
号

第
六
条
の
十
八
第
一
号
イ

第
十
二
条
の
十
二
の
十
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
第
六
条
の
十
八
第
一
号
イ

第
六
条
の
二
十
一
第
二
号

第
六
条
の
十
八
第
一
号
ロ

第
十
二
条
の
十
二
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六

条
の
十
八
第
一
号
ロ

第
六
条
の
二
十
一
第
三
号

第
六
条
の
十
八
第
一
号
ニ

第
十
二
条
の
十
二
の
十
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
第
六
条
の
十
八
第
一
号
ニ

第
六
条
の
二
十
一
第
四
号

第
六
条
の
十
八
第
一
号
ホ

第
十
二
条
の
十
二
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六

条
の
十
八
第
一
号
ホ

第
六
条
の
二
十
一
第
五
号

第
六
条
の
十
八
第
一
号
ヘ

第
十
二
条
の
十
二
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六

条
の
十
八
第
一
号
ヘ

第
六
条
の
二
十
一
第
六
号

第
六
条
の
十
八
第
一
号
ヌ

第
十
二
条
の
十
二
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六

条
の
十
八
第
一
号
ヌ

第
六
条
の
二
十
一
第
七
号

第
六
条
の
十
八
第
一
号
ヲ

第
十
二
条
の
十
二
の
十
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
第
六
条
の
十
八
第
一
号
ヲ

第
六
条
の
二
十
一
第
八
号
及

び
第
九
号

法
第
九
条
の
九
第
二
項
第
二
号

法
第
十
五
条
の
四
の
三
第
二
項
第
二
号

第
六
条
の
二
十
一
の
二
第

二
項

第
六
条
の
十
八
各
号

第
十
二
条
の
十
二
の
十
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
第
六
条
の
十
八
各
号

第
六
条
の
二
十
三
第
二
項

第
九
条
の
九
第
一
項

第
十
五
条
の
四
の
三
第
一
項
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（
無
害
化
処
理
に
係
る
特
例
の
対
象
と
な
る
産
業
廃
棄
物
）

第
十
二
条
の
十
二
の
十
四
　
法
第
十
五
条
の
四
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
産
業
廃
棄
物
は
、

人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
に
係
る
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
性
状
を
有
し
、
か
つ
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
特

例
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
迅
速
か
つ
安
全
な
無
害
化
処
理
が
促
進
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
産
業
廃
棄
物
で

あ
つ
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
申
請
の
経
由
）

第
十
二
条
の
十
二
の
十
五
　
法
第
十
五
条
の
四
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
は
、
地
方
環
境
事
務
所
を

経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
無
害
化
処
理
の
内
容
の
基
準
）

第
十
二
条
の
十
二
の
十
六
　
法
第
十
五
条
の
四
の
四
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、

次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
当
該
申
請
に
係
る
処
理
が
、
第
十
二
条
の
十
二
の
十
四
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
定
め
る
産
業
廃
棄
物

を
、
当
該
産
業
廃
棄
物
ご
と
に
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
人
の
健
康
又
は
生
活
環

境
に
係
る
被
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
性
状
に
す
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

二
　
当
該
申
請
に
係
る
処
理
に
よ
り
、
当
該
処
理
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
迅
速
な
無
害
化
処
理
が
確
保
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
受
け
入
れ
る
産
業
廃
棄
物
の
全
部
を
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
に
投
入
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
受
け

入
れ
る
産
業
廃
棄
物
の
一
部
の
み
を
当
該
施
設
に
投
入
し
、
そ
の
余
の
産
業
廃
棄
物
を
当
該
施
設
に
投
入
し
な

い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
施
設
に
投
入
し
な
い
産
業
廃
棄
物
に
つ
い
て
第
十
二
条
の
十
二
の
十
四
の
規
定
に
よ

り
環
境
大
臣
が
定
め
る
産
業
廃
棄
物
ご
と
に
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
無
害
化
処
理
が
確
実
に
行

わ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四
　
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
の
設
置
に
関
す
る
計
画
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
計
画
が
当
該
施
設
に
係

る
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
全
及
び
第
十
二
条
の
二
の
二
に
規
定
す
る
周
辺
の
施
設
に
つ
い
て
適
正
な
配
慮

が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
そ
の
他
第
十
二
条
の
十
二
の
十
四
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
定
め
る
産
業
廃
棄
物
ご
と
に
環
境
大
臣
が
定

め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

（
無
害
化
処
理
を
行
い
、
又
は
行
お
う
と
す
る
者
の
基
準
）

第
十
二
条
の
十
二
の
十
七
　
法
第
十
五
条
の
四
の
四
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、

次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
全
及
び
増
進
に
配
慮
さ
れ
た
事
業
計
画
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

二
　
当
該
申
請
に
係
る
無
害
化
処
理
が
確
実
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き

る
者
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
受
け
入
れ
る
産
業
廃
棄
物
の
性
状
の
確
認
及
び
管
理

ロ
　
当
該
申
請
に
係
る
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
の
運
転
管
理

三
　
第
十
二
条
の
六
に
規
定
す
る
基
準
及
び
法
第
十
五
条
の
四
の
四
第
二
項
の
申
請
書
に
記
載
し
た
維
持
管
理
に

関
す
る
計
画
に
従
い
、
当
該
申
請
に
係
る
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
の
維
持
管
理
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
者
で
あ
る
こ
と
。

四
　
当
該
申
請
に
係
る
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
が
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
十
二

条
の
七
に
規
定
す
る
基
準
（
当
該
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
従
い
、
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維

持
管
理
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

五
　
次
に
掲
げ
る
者
が
当
該
申
請
に
係
る
無
害
化
処
理
を
的
確
に
行
う
に
足
り
る
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認

め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
当
該
申
請
に
係
る
収
集
若
し
く
は
運
搬
若
し
く
は

処
分
に
関
す
る
業
務
を
行
う
役
員

ロ
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
者

六
　
当
該
無
害
化
処
理
に
係
る
事
業
場
（
前
号
に
規
定
す
る
者
以
外
の
者
が
代
表
者
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に

お
い
て
当
該
無
害
化
処
理
に
関
す
る
技
術
上
の
業
務
を
的
確
に
行
う
に
足
り
る
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認

め
ら
れ
る
者
を
有
す
る
こ
と
。

七
　
当
該
申
請
に
係
る
無
害
化
処
理
を
的
確
に
、
か
つ
、
継
続
し
て
行
う
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
を
有
す
る
こ

と
。

八
　
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

九
　
当
該
申
請
に
係
る
無
害
化
処
理
を
自
ら
行
う
者
で
あ
る
こ
と
。

十
　
不
利
益
処
分
を
受
け
、
そ
の
不
利
益
処
分
の
あ
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

十
一
　
そ
の
他
第
十
二
条
の
十
二
の
十
四
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
定
め
る
産
業
廃
棄
物
ご
と
に
環
境
大
臣
が

定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

（
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
の
基
準
）

第
十
二
条
の
十
二
の
十
八
　
法
第
十
五
条
の
四
の
四
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、

次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
第
十
二
条
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

二
　
当
該
施
設
が
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
基
準
（
当
該
施
設
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

三
　
法
第
十
五
条
の
四
の
四
第
二
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
処
理
能
力
を
有
す
る
こ
と
。

四
　
そ
の
他
第
十
二
条
の
十
二
の
十
四
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
定
め
る
産
業
廃
棄
物
ご
と
に
環
境
大
臣
が
定

め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

（
準
用
）

第
十
二
条
の
十
二
の
十
九
　
第
六
条
の
二
十
四
の
七
の
規
定
は
法
第
十
五
条
の
四
の
四
の
規
定
に
よ
る
無
害
化
処
理

に
係
る
特
例
の
対
象
と
な
る
産
業
廃
棄
物
に
つ
い
て
、
第
六
条
の
二
十
四
の
八
の
規
定
は
法
第
十
五
条
の
四
の
四

第
二
項
の
申
請
書
に
つ
い
て
、
第
六
条
の
二
十
四
の
九
の
規
定
は
法
第
十
五
条
の
四
の
四
第
三
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
法
第
九
条
の
十
第
六
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
六
条
の
二
十
四
の
十
の
規

定
は
法
第
十
五
条
の
四
の
四
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
三
項
の
書
類
に
つ
い
て
、

第
六
条
の
二
十
四
の
十
一
の
規
定
は
法
第
十
五
条
の
四
の
四
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
八
条

の
四
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
閲
覧
に
つ
い
て
、
第
六
条
の
二
十
四
の
十
二
の
規
定
は
法
第
十
五
条
の
四
の
四
第
三

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
四
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
六
条
の
二
十
四

の
十
三
の
規
定
は
令
第
七
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
五
条
の
十
一
に
規
定
す
る
認
定
証
に
つ
い
て
、
第
六

条
の
二
十
四
の
十
四
及
び
第
六
条
の
二
十
四
の
十
五
の
規
定
は
令
第
七
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
五
条
の

十
二
の
規
定
に
よ
る
休
廃
止
等
の
届
出
に
つ
い
て
、
第
六
条
の
二
十
四
の
十
六
の
規
定
は
法
第
十
五
条
の
四
の
四

第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
一
般
廃
棄
物
」

と
あ
る
の
は
「
産
業
廃
棄
物
」
と
、
「
第
六
条
の
二
十
四
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
二
条
の
十
二
の
十
四
」
と

読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

字
句
に
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条
の
二
十
四
の
七

第
六
条
の
二
十
四
の

五
第
四
号
及
び
前
条

第
二
号

第
十
二
条
の
十
二
の
十
七
第
四
号
及
び
第
十
二
条
の
十

二
の
十
八
第
二
号

第
六
条
の
二
十
四
の
八
第
一
項

同
項
第
六
号

法
第
十
五
条
の
四
の
四
第
二
項
第
六
号

第
六
条
の
二
十
四
の
八
第
二
項

法
第
九
条
の
十
第
二

項
第
七
号

法
第
十
五
条
の
四
の
四
第
二
項
第
七
号

第
六
条
の
二
十
四
の
八
第
三
項

法
第
九
条
の
十
第
二

項
第
八
号

法
第
十
五
条
の
四
の
四
第
二
項
第
八
号

第
六
条
の
二
十
四
の
八
第
三
項
第

七
号

法
第
七
条
第
五
項
第

四
号
リ

法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ハ

第
六
条
の
二
十
四
の
八
第
三
項
第

十
号

令
第
四
条
の
七

令
第
六
条
の
十
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第
六
条
の
二
十
四
の
八
第
四
項
第

七
号

第
六
条
の
二
十
四
の

五
第
六
号

第
十
二
条
の
十
二
の
十
七
第
六
号

第
六
条
の
二
十
四
の
八
第
四
項
第
十

五
号

住
民
票
の
写
し

住
民
票
の
写
し
及
び
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ

（
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
第

十
六
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当

し
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら

れ
る
書
類

第
六
条
の
二
十
四
の
八
第
四
項
第
十

六
号

法
第
七
条
第
五
項
第

四
号
イ
か
ら
ル
ま
で

法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で

第
六
条
の
二
十
四
の
八
第
四
項
第
十

七
号

法
第
七
条
第
五
項
第

四
号
リ

法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ハ

第
六
条
の
二
十
四
の
八
第
四
項
第
十

七
号
、
第
十
八
号
、
第
十
九
号
及
び

第
二
十
号

住
民
票
の
写
し

住
民
票
の
写
し
及
び
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
に

該
当
し
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
と
認

め
ら
れ
る
書
類

第
六
条
の
二
十
四
の
八
第
四
項
第
二

十
号

令
第
四
条
の
七

令
第
六
条
の
十

第
六
条
の
二
十
四
の
九
第
一
項
第

一
号

法
第
七
条
第
五
項
第

四
号
リ

法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ハ

第
六
条
の
二
十
四
の
九
第
一
項
第

四
号

令
第
四
条
の
七

令
第
六
条
の
十

第
六
条
の
二
十
四
の
九
第
一
項
第

五
号

前
条
第
四
項
第
四
号

第
十
二
条
の
十
二
の
十
九
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
前
条
第
四
項
第
四
号

第
六
条
の
二
十
四
の
九
第
一
項
第
五

号
イ

前
条
第
一
項
第
三
号

第
十
二
条
の
十
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第

一
項
第
三
号

第
六
条
の
二
十
四
の
九
第
一
項
第
五

号
ロ

前
条
第
一
項
第
四
号

第
十
二
条
の
十
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第

一
項
第
四
号

第
六
条
の
二
十
四
の
九
第
一
項
第
五

号
ハ

前
条
第
二
項
各
号

第
十
二
条
の
十
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第

二
項
各
号

第
六
条
の
二
十
四
の
九
第
二
項

法
第
九
条
の
十
第
六

項

法
第
十
五
条
の
四
の
四
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
法
第
九
条
の
十
第
六
項

第
六
条
の
二
十
四
の
九
第
三
項
第

一
号

法
第
九
条
の
十
第
二

項
第
一
号

法
第
十
五
条
の
四
の
四
第
二
項
第
一
号

第
六
条
の
二
十
四
の
九
第
三
項
第
一

号
及
び
第
二
号

住
民
票
の
写
し

住
民
票
の
写
し
及
び
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ

（
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

に
該
当
し
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
に
必
要
と

認
め
ら
れ
る
書
類

第
六
条
の
二
十
四
の
九
第
三
項
第
三

号
ハ

前
条
第
四
項
第
二
号

第
十
二
条
の
十
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第

四
項
第
二
号

第
六
条
の
二
十
四
の
九
第
三
項
第
三

号
ト
及
び
チ

法
第
九
条
の
十
第
一

項

法
第
十
五
条
の
四
の
四
第
一
項

第
六
条
の
二
十
四
の
九
第
三
項
第
四

号
ホ
及
び
ヘ

法
第
九
条
の
十
第
一

項

法
第
十
五
条
の
四
の
四
第
一
項

第
六
条
の
二
十
四
の
九
第
三
項
第

五
号

前
条
第
四
項
第
二
号

第
十
二
条
の
十
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第

四
項
第
二
号

第
六
条
の
二
十
四
の
十
一

次
条

第
十
二
条
の
十
二
の
十
九
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
次
条

（
廃
棄
物
の
輸
入
の
許
可
の
申
請
等
）

第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
　
法
第
十
五
条
の
四
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
廃
棄
物
の
輸
入
の
許
可
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二
十
九
号
に
よ
る
申
請
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
当
該
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又
は
水
銀
含

有
ば
い
じ
ん
等
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
及
び
性
状

三
　
当
該
廃
棄
物
の
数
量
（
当
該
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又
は
水
銀
含

有
ば
い
じ
ん
等
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
数
量
を
含
む
。
）

四
　
当
該
廃
棄
物
を
生
じ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

五
　
当
該
廃
棄
物
を
生
じ
た
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
施
設
の
種
類

六
　
当
該
廃
棄
物
の
輸
入
の
相
手
国
か
ら
本
邦
ま
で
の
運
搬
を
行
う
者
及
び
国
内
に
お
け
る
運
搬
を
行
う
者
の
氏

名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
並
び
に
当
該
者
が
産
業
廃
棄
物
収
集

運
搬
業
者
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
許
可
番
号

七
　
運
搬
施
設
の
種
類
及
び
運
搬
経
路

八
　
当
該
廃
棄
物
の
国
内
に
お
け
る
処
分
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ

の
代
表
者
の
氏
名

九
　
前
号
の
処
分
を
行
う
者
が
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
で
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
許
可
番
号

十
　
当
該
廃
棄
物
の
国
内
に
お
け
る
処
分
を
行
う
た
め
の
施
設
の
種
類
及
び
設
置
場
所
並
び
に
当
該
施
設
が
産
業

廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
施
設
に
つ
い
て
の
法
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
許
可
番
号

十
一
　
申
請
者
が
当
該
廃
棄
物
の
国
内
に
お
け
る
処
分
を
他
人
に
委
託
し
て
行
お
う
と
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
当
該
廃
棄
物
を
国
内
に
お
い
て
処
分
す
る
理
由

十
二
　
輸
入
予
定
年
月
日

２
　
前
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
同
一
の
内
容
の
廃
棄
物
の

輸
入
を
一
年
間
に
二
回
以
上
行
お
う
と
す
る
者
は
、
廃
棄
物
の
輸
入
の
一
括
許
可
（
以
下
「
輸
入
の
一
括
許
可
」

と
い
う
。
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
代
え
て
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二
十
九
号
に
よ
る
申
請
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

二
　
当
該
廃
棄
物
の
輸
入
の
開
始
予
定
年
月
日

三
　
当
該
廃
棄
物
の
輸
入
を
行
う
期
間
（
前
号
に
規
定
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間
と
す
る
。

以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
許
可
の
有
効
期
間
」
と
い
う
。
）

四
　
許
可
の
有
効
期
間
内
の
当
該
廃
棄
物
の
輸
入
の
回
数

五
　
許
可
の
有
効
期
間
内
に
輸
入
す
る
当
該
廃
棄
物
の
数
量
の
上
限

３
　
前
二
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
分
析
試
験
の
用
に
供

す
る
廃
棄
物
の
輸
入
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
書
類
の
添

付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

二
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
住
民
票
の
写
し

三
　
当
該
廃
棄
物
の
国
内
に
お
け
る
処
分
を
行
う
者
が
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分

業
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
十
条
の
六
又
は
第
十
条
の
十
八
に
規
定
す
る
許
可
証
の
写
し

四
　
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
施
設
が
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
施
設
に
つ
い
て
の
法

第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
第
十
二
条
の
五
に
規
定
す
る
許
可
証
の
写
し

五
　
当
該
廃
棄
物
の
性
状
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

六
　
当
該
廃
棄
物
を
生
じ
た
施
設
の
排
出
工
程
図
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七
　
輸
入
の
相
手
国
か
ら
本
邦
ま
で
の
運
搬
を
行
う
た
め
の
施
設
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
平
面
図
、
立
面
図
、

断
面
図
、
構
造
図
及
び
設
計
計
算
書

八
　
分
析
試
験
の
用
に
供
す
る
廃
棄
物
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
分
析
試
験
の
概
要

九
　
分
析
試
験
の
用
に
供
す
る
廃
棄
物
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
廃
棄
物
の
量
が
分
析
試

験
を
行
う
た
め
に
必
要
な

小
限
度
の
量
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類

十
　
そ
の
他
必
要
な
書
類

４
　
輸
入
の
一
括
許
可
を
受
け
た
者
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
当
該
許
可
に
係
る
事
項
の
変
更
（
許
可
の
有

効
期
間
の
変
更
（
変
更
後
の
許
可
の
有
効
期
間
が
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な

い
も
の
に
限
る
。
）
、
許
可
の
有
効
期
間
内
の
当
該
廃
棄
物
の
輸
入
の
回
数
の
変
更
又
は
輸
入
す
る
当
該
廃
棄
物
の

数
量
の
上
限
の
変
更
で
あ
つ
て
、
当
該
上
限
に
つ
い
て
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
増
減
を
伴
う
も
の
に
限
る
。
）
を

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二
十
九
号
の
二
に
よ
る
届
出
書

を
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
当
該
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

三
　
変
更
の
内
容

四
　
変
更
の
理
由

５
　
分
析
試
験
の
用
に
供
す
る
廃
棄
物
（
そ
の
重
量
が
二
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
も
の
（
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ

ェ
ニ
ル
等
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
及
び
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
を
輸
入

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二
十
九
号
の
三
に
よ
る
届
出
書
及
び
第

三
項
各
号
（
同
項
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類
を
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
報
告
）

第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
一
　
法
第
十
五
条
の
四
の
五
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
廃
棄
物

の
処
分
が
終
了
し
た
と
き
（
輸
入
の
一
括
許
可
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
個
別
の
輸
入
ご
と
に
当
該
輸
入
に
係

る
廃
棄
物
の
処
分
が
終
了
し
た
と
き
）
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二
十
九
号
の
四

に
よ
る
報
告
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
許
可
に
係
る
廃
棄
物
が
特
定
有
害

廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
で
あ
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
当
該
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

三
　
当
該
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又
は
水
銀
含

有
ば
い
じ
ん
等
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
及
び
性
状
並
び
に
輸
入
し
た
数
量
（
輸
入
の
一
括

許
可
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
許
可
の
有
効
期
間
内
に
行
つ
た
廃
棄
物
の
個
別
の
輸
入
ご
と
の
輸
入
し

た
数
量
及
び
そ
の
合
計
）

四
　
当
該
廃
棄
物
の
輸
入
の
相
手
国
か
ら
本
邦
ま
で
の
運
搬
を
行
つ
た
者
及
び
当
該
廃
棄
物
の
国
内
に
お
け
る
運

搬
を
行
つ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
並
び
に
当
該
者

が
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
許
可

番
号

五
　
当
該
廃
棄
物
の
国
内
に
お
け
る
処
分
を
行
つ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名
並
び
に
当
該
者
が
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
で
あ
る

場
合
に
は
、
そ
の
許
可
番
号

六
　
当
該
廃
棄
物
の
国
内
に
お
け
る
処
分
を
行
つ
た
施
設
の
種
類
及
び
設
置
場
所

七
　
当
該
廃
棄
物
を
輸
入
し
た
年
月
日
（
輸
入
の
一
括
許
可
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
許
可
の
有
効
期
間

内
に
行
つ
た
廃
棄
物
の
個
別
の
輸
入
ご
と
の
輸
入
し
た
年
月
日
）

八
　
当
該
廃
棄
物
の
処
分
が
終
了
し
た
年
月
日
（
輸
入
の
一
括
許
可
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
許
可
の
有

効
期
間
内
に
行
つ
た
廃
棄
物
の
個
別
の
輸
入
ご
と
の
当
該
輸
入
に
係
る
廃
棄
物
の
処
分
が
終
了
し
た
年
月
日
）

２
　
前
項
の
報
告
書
に
は
、
当
該
廃
棄
物
の
処
分
が
終
了
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
輸
入
の
一
括
許
可
を
受
け
た

者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
許
可
の
有
効
期
間
内
に
行
わ
れ
た
廃
棄
物
の
個
別
の
輸
入
ご
と
の
当
該
輸
入
に
係
る
廃
棄

物
の
処
分
が
終
了
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
廃
棄
物
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
（
次
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
及
び
環
境
大
臣

の
許
可
を
受
け
て
廃
棄
物
を
輸
入
し
た
者
は
、
当
該
輸
入
に
係
る
施
設
に
お
い
て
破
損
そ
の
他
の
事
故
が
発
生

し
、
当
該
輸
入
に
係
る
廃
棄
物
又
は
こ
れ
ら
の
処
理
に
伴
つ
て
生
じ
た
汚
水
若
し
く
は
気
体
が
飛
散
し
、
流
出

し
、
地
下
に
浸
透
し
、
又
は
発
散
し
た
こ
と
に
よ
り
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ

が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
、
引
き
続
く
そ
の
支
障
の
除
去
又
は
発
生
の
防
止
の
た
め
の
応
急

の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
速
や
か
に
そ
の
事
故
の
状
況
及
び
講
じ
た
措
置
の
概
要
を
環
境
大
臣
に
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
廃
棄
物
の
輸
入
の
許
可
を
要
し
な
い
者
）

第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
二
　
法
第
十
五
条
の
四
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

一
　
国

二
　
都
道
府
県
警
察

三
　
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
第
二

条
に
規
定
す
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
で
あ
る
廃
棄
物
の
輸
入
を
命
じ
ら
れ
た
者
（
当
該
廃
棄
物
を
輸
入
す
る
場

合
に
限
る
。
）

四
　
外
国
か
ら
本
邦
ま
で
船
舶
又
は
航
空
機
の
航
行
を
行
う
者
（
当
該
航
行
に
伴
い
生
ず
る
産
業
廃
棄
物
を
輸
入

す
る
場
合
に
限
る
。
）

五
　
第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
第
五
項
に
規
定
す
る
廃
棄
物
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
つ
て
、
同
項
で
定
め

る
届
出
書
及
び
同
条
第
三
項
各
号
（
同
項
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類
を

環
境
大
臣
に
提
出
し
た
者

六
　
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
十
五
条
第
一
項
の
認
定

を
受
け
た
者
（
こ
れ
ら
の
認
定
に
係
る
廃
棄
物
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
限
る
。
）

（
産
業
廃
棄
物
の
輸
出
に
係
る
基
準
）

第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
三
　
法
第
十
五
条
の
四
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
第
二
号
の
規

定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
基
準

と
す
る
。

一
　
産
業
廃
棄
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
　
当
該
産
業
廃
棄
物
が
輸
出
の

相
手
国
に
お
い
て
再
生
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

二
　
分
析
試
験
の
用
に
供
す
る
産
業
廃
棄
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
　
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
当
該
産
業
廃
棄
物
が
輸
出
の
相
手
国
に
お
い
て
分
析
試
験
の
用
に
供
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
こ
と
。

ロ
　
分
析
試
験
が
、
産
業
廃
棄
物
の
発
生
を

小
化
す
る
観
点
か
ら
の
、
再
生
利
用
等
に
よ
る
廃
棄
物
の
減
量

そ
の
他
そ
の
適
正
な
処
理
に
関
す
る
技
術
の
開
発
又
は
体
制
の
整
備
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

こ
と
。

ハ
　
当
該
産
業
廃
棄
物
の
量
が
、
当
該
分
析
試
験
に
必
要
な

小
限
度
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
産
業
廃
棄
物
の
輸
出
の
確
認
を
申
請
で
き
る
者
）

第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
四
　
法
第
十
五
条
の
四
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
第
四
号
ロ
の

規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
者
は
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
並
び
に
産
業
廃
棄
物
（
輸
入
さ
れ
た
廃
棄
物
で

あ
つ
て
仮
に
陸
揚
げ
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
、
当
該
輸
入
の
相
手
国
に
返
還
す
る
た
め
に
輸
出
し
よ
う
と
す

る
者
と
す
る
。

（
産
業
廃
棄
物
の
輸
出
の
確
認
の
申
請
等
）

第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
五
　
法
第
十
五
条
の
四
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
産
業
廃
棄
物
の
輸
出
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
三
十
号
に
よ

る
申
請
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
分
析
試
験
の
用
に
供
す
る
産
業
廃
棄
物
を
輸

出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
処
分
を
行
う
た
め
の
施
設
の
処
理
能

力
、
処
理
方
式
並
び
に
構
造
及
び
設
備
の
概
要
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
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二
　
当
該
産
業
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又

は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
及
び
性
状

三
　
当
該
産
業
廃
棄
物
の
数
量
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又

は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
数
量
を
含
む
。
）

四
　
申
請
者
が
都
道
府
県
又
は
市
町
村
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
産
業
廃
棄
物
を
生
じ
た
事
業
場
の
名

称
及
び
所
在
地
並
び
に
施
設
の
種
類

五
　
当
該
産
業
廃
棄
物
又
は
当
該
産
業
廃
棄
物
を
輸
出
の
相
手
国
に
お
い
て
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
の

運
搬
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

六
　
運
搬
施
設
の
種
類
及
び
運
搬
経
路

七
　
当
該
産
業
廃
棄
物
又
は
当
該
産
業
廃
棄
物
を
輸
出
の
相
手
国
に
お
い
て
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
の

処
分
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

八
　
前
号
の
処
分
を
行
う
た
め
の
施
設
の
種
類
、
設
置
場
所
、
処
理
能
力
（
当
該
施
設
が
廃
棄
物
の

終
処
分
場

で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
埋
立
処
分
の
用
に
供
さ
れ
る
場
所
の
面
積
及
び
埋
立
容
量
）
、
処
理
方
式
並
び
に

構
造
及
び
設
備
の
概
要

九
　
前
号
に
規
定
す
る
施
設
に
お
け
る
処
分
に
伴
い
生
ず
る
排
ガ
ス
、
排
水
及
び
残
さ
の
処
理
方
法

十
　
第
八
号
に
規
定
す
る
施
設
に
係
る
放
流
水
の
水
質
及
び
水
量
、
放
流
方
法
並
び
に
放
流
先
の
概
況

十
一
　
輸
出
予
定
年
月
日

２
　
前
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
同
一
の
内
容
の
産
業
廃
棄
物

（
分
析
試
験
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
輸
出
を
一
年
間
に
二
回
以
上
行
お
う
と
す
る
者
又
は
三
年
間
に
二

回
以
上
行
お
う
と
す
る
者
（
そ
の
輸
出
が
経
済
協
力
開
発
機
構
の
回
収
作
業
が
行
わ
れ
る
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え

る
移
動
の
規
制
に
関
す
る
理
事
会
決
定
第
Ⅱ
章
Ｄ
（
２
）
の
ケ
ー
ス
２
に
規
定
す
る
事
前
の
同
意
が
与
え
ら
れ
て

い
る
施
設
へ
の
越
境
移
動
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
産
業
廃
棄
物
の
輸
出
の

一
括
確
認
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
輸
出
の
一
括
確
認
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
代
え
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
三
十
号

に
よ
る
申
請
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

二
　
当
該
産
業
廃
棄
物
の
輸
出
の
開
始
予
定
年
月
日

三
　
当
該
産
業
廃
棄
物
の
輸
出
を
行
う
期
間
（
前
号
に
規
定
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
（
当
該
産
業
廃
棄
物
の

輸
出
を
三
年
間
に
二
回
以
上
行
お
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
三
年
）
を
超
え
な
い
期
間
と
す
る
。
以
下
こ
の

条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
確
認
の
有
効
期
間
」
と
い
う
。
）

四
　
確
認
の
有
効
期
間
内
の
当
該
産
業
廃
棄
物
の
輸
出
の
回
数

五
　
確
認
の
有
効
期
間
内
に
輸
出
す
る
当
該
産
業
廃
棄
物
の
数
量
の
上
限

３
　
前
二
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
分
析
試
験
の
用
に
供

す
る
産
業
廃
棄
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
四
号
、
第
五
号
（
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る

運
搬
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
六
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
申
請
者
が
都
道
府
県
及
び
市
町
村
以
外
の
者
（
個
人
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合
に
は
、
定
款
又
は
寄
附
行
為

及
び
登
記
事
項
証
明
書

二
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
住
民
票
の
写
し

三
　
当
該
産
業
廃
棄
物
の
性
状
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

四
　
当
該
産
業
廃
棄
物
を
生
じ
た
施
設
の
排
出
工
程
図

五
　
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
運
搬
施
設
及
び
同
項
第
八
号
に
規
定
す
る
施
設
に
お
け
る
当
該
産
業
廃
棄
物
の

処
理
の
概
要

六
　
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
運
搬
施
設
及
び
同
項
第
八
号
に
規
定
す
る
施
設
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
平
面

図
、
立
面
図
、
断
面
図
、
構
造
図
、
設
計
計
算
書
及
び
年
間
処
理
計
画
並
び
に
当
該
施
設
が
廃
棄
物
の

終
処

分
場
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
周
囲
の
地
形
、
地
質
及
び
地
下
水
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
及
び
図
面

七
　
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
施
設
（
廃
棄
物
の

終
処
分
場
を
除
く
。
）
の
処
理
工
程
図
及
び
直
前
三
年
間

の
処
理
実
績

八
　
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
施
設
の
付
近
の
見
取
図

九
　
分
析
試
験
の
用
に
供
す
る
産
業
廃
棄
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
分
析
試
験
の
概
要

十
　
分
析
試
験
の
用
に
供
す
る
産
業
廃
棄
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
産
業
廃
棄
物
の
量

が
分
析
試
験
を
行
う
た
め
に
必
要
な

小
限
度
の
量
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類

十
一
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
書
類
又
は
図
面

４
　
輸
出
の
一
括
確
認
を
受
け
た
者
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
当
該
確
認
に
係
る
事
項
の
変
更
（
確
認
の
有

効
期
間
の
変
更
（
変
更
後
の
確
認
の
有
効
期
間
が
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な

い
も
の
に
限
る
。
）
、
確
認
の
有
効
期
間
内
の
当
該
産
業
廃
棄
物
の
輸
出
の
回
数
の
変
更
又
は
輸
出
す
る
当
該
産
業

廃
棄
物
の
数
量
の
上
限
の
変
更
で
あ
つ
て
、
当
該
上
限
に
つ
い
て
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
増
減
を
伴
う
も
の
に
限

る
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
三
十
一
号
に
よ
る
届

出
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
当
該
確
認
の
年
月
日
及
び
確
認
番
号

三
　
変
更
の
内
容

四
　
変
更
の
理
由

５
　
分
析
試
験
の
用
に
供
す
る
産
業
廃
棄
物
（
そ
の
重
量
が
二
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
も
の
（
廃
ポ
リ
塩
化

ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
及
び
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
を

輸
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
一
項
各
号
（
同
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
処
分
を
行
う
た
め
の
施
設
の

処
理
能
力
、
処
理
方
式
並
び
に
構
造
及
び
設
備
の
概
要
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様

式
第
三
十
一
号
の
二
に
よ
る
届
出
書
及
び
第
三
項
各
号
（
同
項
第
四
号
、
第
五
号
（
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る

運
搬
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
六
号
及
び
第
八
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類
を
環
境
大
臣
に
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

６
　
産
業
廃
棄
物
（
輸
入
さ
れ
た
廃
棄
物
で
あ
つ
て
仮
に
陸
揚
げ
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
当
該
輸
入
の
相
手
国

に
返
還
す
る
た
め
に
輸
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
三
十
一
の
三
に
よ
る
届

出
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
当
該
産
業
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
廃
棄
物
又
は
水
銀
処
理
物
が
含
ま
れ
る
場
合

は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
及
び
性
状

三
　
当
該
産
業
廃
棄
物
の
数
量
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
廃
棄
物
又
は
水
銀
処
理
物
が
含
ま
れ
る
場
合

は
、
そ
の
数
量
を
含
む
。
）

四
　
運
搬
施
設
の
種
類
及
び
運
搬
経
路

五
　
当
該
産
業
廃
棄
物
が
仮
に
陸
揚
げ
さ
れ
た
年
月
日
及
び
輸
出
予
定
年
月

六
　
当
該
産
業
廃
棄
物
の
返
還
を
行
う
理
由
及
び
輸
出
の
相
手
国
に
お
け
る
当
該
産
業
廃
棄
物
の
輸
入
者
と
の
返

還
に
係
る
調
整
状
況
の
概
要

（
報
告
）

第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
六
　
法
第
十
五
条
の
四
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
の
確
認
を
受

け
た
者
は
、
当
該
確
認
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
処
分
が
終
了
し
た
と
き
（
輸
出
の
一
括
確
認
を
受
け
た
者
に
あ
つ

て
は
、
個
別
の
輸
出
ご
と
に
当
該
輸
出
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
処
分
が
終
了
し
た
と
き
）
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
三
十
二
号
に
よ
る
報
告
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
当
該
確
認
の
年
月
日
及
び
確
認
番
号

三
　
当
該
産
業
廃
棄
物
を
生
じ
た
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

四
　
当
該
産
業
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又

は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
及
び
性
状
並
び
に
輸
出
し
た
数
量
（
輸

出
の
一
括
確
認
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
確
認
の
有
効
期
間
内
に
行
つ
た
産
業
廃
棄
物
の
個
別
の
輸
出

ご
と
の
輸
出
し
た
数
量
及
び
そ
の
合
計
）
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五
　
当
該
産
業
廃
棄
物
を
輸
出
し
た
年
月
日
（
輸
出
の
一
括
確
認
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
確
認
の
有
効

期
間
内
に
行
つ
た
産
業
廃
棄
物
の
個
別
の
輸
出
ご
と
の
輸
出
し
た
年
月
日
）

六
　
当
該
産
業
廃
棄
物
の
処
分
が
終
了
し
た
年
月
日
（
輸
出
の
一
括
確
認
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
確
認

の
有
効
期
間
内
に
行
つ
た
産
業
廃
棄
物
の
個
別
の
輸
出
ご
と
の
当
該
輸
出
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
処
分
が
終
了

し
た
年
月
日
）

２
　
前
項
の
報
告
書
に
は
、
当
該
産
業
廃
棄
物
の
処
分
が
終
了
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
輸
出
の
一
括
確
認
を
受

け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
確
認
の
有
効
期
間
内
に
行
つ
た
産
業
廃
棄
物
の
個
別
の
輸
出
ご
と
の
当
該
輸
出
に
係

る
産
業
廃
棄
物
の
処
分
が
終
了
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
産
業
廃
棄
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
者
（
次
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
及
び
環
境

大
臣
の
確
認
を
受
け
て
産
業
廃
棄
物
を
輸
出
し
た
者
は
、
当
該
輸
出
に
係
る
施
設
に
お
い
て
破
損
そ
の
他
の
事
故

が
発
生
し
、
当
該
輸
出
に
係
る
産
業
廃
棄
物
又
は
こ
れ
ら
の
処
理
に
伴
つ
て
生
じ
た
汚
水
若
し
く
は
気
体
が
飛
散

し
、
流
出
し
、
地
下
に
浸
透
し
、
又
は
発
散
し
た
こ
と
に
よ
り
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
、
又
は
生
ず

る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
、
引
き
続
く
そ
の
支
障
の
除
去
又
は
発
生
の
防
止
の
た

め
の
応
急
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
速
や
か
に
そ
の
事
故
の
状
況
及
び
講
じ
た
措
置
の
概
要
を
環
境
大
臣
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
産
業
廃
棄
物
の
輸
出
の
確
認
を
要
し
な
い
者
）

第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
七
　
法
第
十
五
条
の
四
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
二
項
第
二
号
の
規

定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
国

二
　
都
道
府
県
警
察

三
　
法
第
十
九
条
の
五
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
産
業
廃
棄
物
の
輸
出
を
命
じ
ら

れ
た
者
（
当
該
産
業
廃
棄
物
を
輸
出
す
る
場
合
に
限
る
。
）

四
　
本
邦
か
ら
外
国
ま
で
船
舶
又
は
航
空
機
の
航
行
を
行
う
者
（
当
該
航
行
に
伴
い
生
ず
る
産
業
廃
棄
物
を
輸
出

す
る
場
合
に
限
る
。
）

五
　
第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
五
第
五
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
つ
て
、
同
項

で
定
め
る
届
出
書
及
び
同
条
第
三
項
各
号
（
同
項
第
四
号
、
第
五
号
（
同
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
運
搬

施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
六
号
及
び
第
八
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
た
者

六
　
第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
五
第
六
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
を
当
該
輸
入
の
相
手
国
に
返
還
す
る
た
め
に

輸
出
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
つ
て
、
同
項
で
定
め
る
届
出
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
た
者
（
当
該
産
業
廃
棄
物

を
返
還
す
る
た
め
に
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
限
る
。
）

（
廃
棄
物
処
理
セ
ン
タ
ー
の
指
定
の
申
請
）

第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
八
　
法
第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
廃
棄
物
処
理
セ
ン
タ
ー
の
指
定
を
受
け
よ

う
と
す
る
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二
　
事
務
所
の
所
在
地

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
定
款

二
　
登
記
事
項
証
明
書

三
　
役
員
の
氏
名
、
住
所
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
面

四
　
指
定
の
申
請
に
関
す
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
面

五
　
法
第
十
五
条
の
六
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画

六
　

近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
報
告
書
、
収
支
決
算
書
及
び
財
産
目
録
そ
の
他
の
法
第
十
五
条
の
六
各
号

に
掲
げ
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

（
業
務
）

第
十
二
条
の
十
三
　
廃
棄
物
処
理
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
は
、
少
な
く
と
も
法
第
十
五
条
の

六
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
事
業
計
画
書
等
の
提
出
）

第
十
二
条
の
十
四
　
法
第
十
五
条
の
八
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
の
提
出
は
、
毎

事
業
年
度
開
始
前
に
（
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
指
定
を
受
け
た
後
遅
滞
な

く
）
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
セ
ン
タ
ー
は
、
法
第
十
五
条
の
八
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
変
更
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
書
類
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
計
画
書
の
記
載
事
項
）

第
十
二
条
の
十
五
　
法
第
十
五
条
の
八
第
一
項
の
事
業
計
画
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
十
五
条
の
六
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
事
項
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

二
　
法
第
十
五
条
の
七
第
一
項
の
基
金
に
関
す
る
事
項

（
収
支
予
算
書
）

第
十
二
条
の
十
六
　
法
第
十
五
条
の
八
第
一
項
の
収
支
予
算
書
は
、
収
入
に
あ
つ
て
は
そ
の
性
質
、
支
出
に
あ
つ
て

は
そ
の
目
的
に
従
つ
て
区
分
す
る
も
の
と
す
る
。

（
事
業
計
画
書
等
の
添
付
書
類
）

第
十
二
条
の
十
七
　
法
第
十
五
条
の
八
第
一
項
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
事
業
年
度
の
予
定
貸
借
対
照
表

二
　
当
該
事
業
年
度
の
予
定
貸
借
対
照
表

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
収
支
予
算
書
の
参
考
と
な
る
書
類

（
経
理
原
則
）

第
十
二
条
の
十
八
　
セ
ン
タ
ー
は
、
そ
の
事
業
の
財
政
状
態
及
び
経
営
成
績
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
財
産
の
増
減

及
び
異
動
並
び
に
収
益
及
び
費
用
を
そ
の
発
生
の
事
実
に
基
づ
い
て
経
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
勘
定
区
分
）

第
十
二
条
の
十
九
　
セ
ン
タ
ー
の
会
計
に
お
い
て
は
、
法
第
十
五
条
の
九
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
経
理
を
区
分

し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
貸
借
対
照
表
勘
定
及
び
損
益
勘
定
を
設
け
、
貸
借
対
照
表
勘
定
に
お
い
て
は
資
産
及
び

負
債
を
計
算
し
、
損
益
勘
定
に
お
い
て
は
、
収
益
及
び
費
用
を
計
算
す
る
。

（
予
算
の
内
容
）

第
十
二
条
の
二
十
　
セ
ン
タ
ー
の
予
算
は
、
予
算
総
則
及
び
収
入
支
出
予
算
と
す
る
。

（
予
算
総
則
）

第
十
二
条
の
二
十
一
　
予
算
総
則
に
は
、
収
入
支
出
予
算
に
関
す
る
総
括
的
規
定
を
設
け
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事

項
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

一
　
第
十
二
条
の
二
十
四
の
規
定
に
よ
る
債
務
を
負
担
す
る
行
為
に
つ
い
て
の
事
項
ご
と
の
限
度
額
及
び
支
出
す

べ
き
年
限
並
び
に
そ
の
必
要
な
理
由

二
　
借
入
金
の
借
入
限
度
額

三
　
そ
の
他
予
算
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
収
入
支
出
予
算
）

第
十
二
条
の
二
十
二
　
収
入
支
出
予
算
は
、
法
第
十
五
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
区
分
し
た
経
理
ご
と
に
勘
定
を
設

け
、
収
入
に
あ
つ
て
は
そ
の
性
質
、
支
出
に
あ
つ
て
は
そ
の
目
的
に
従
つ
て
区
分
す
る
も
の
と
す
る
。

（
予
備
費
）

第
十
二
条
の
二
十
三
　
セ
ン
タ
ー
は
、
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
る
支
出
予
算
の
不
足
を
補
う
た
め
、

収
入
支
出
予
算
に
予
備
費
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
債
務
を
負
担
す
る
行
為
）

第
十
二
条
の
二
十
四
　
セ
ン
タ
ー
は
、
支
出
予
算
の
金
額
の
範
囲
内
に
お
け
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
業
務
を
行
う
た

め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
毎
事
業
年
度
、
予
算
総
則
で
定
め
た
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
債
務
を
負
担
す
る
行

為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
予
算
の
流
用
等
）

第
十
二
条
の
二
十
五
　
セ
ン
タ
ー
は
、
支
出
予
算
に
つ
い
て
は
、
当
該
予
算
に
定
め
る
目
的
の
ほ
か
に
使
用
し
て
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
予
算
の
実
施
上
必
要
か
つ
適
当
で
あ
る
と
き
は
、
第
十
二
条
の
十
九
の
規
定
に
よ
る
区
分

に
か
か
わ
ら
ず
、
相
互
流
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
予
算
の
繰
越
し
）

第
十
二
条
の
二
十
六
　
セ
ン
タ
ー
は
、
予
算
の
実
施
上
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
支
出
予
算
の
経
費
の
金
額
の
う
ち
当

該
事
業
年
度
内
に
支
出
決
定
を
終
わ
ら
な
か
つ
た
も
の
を
翌
事
業
年
度
に
繰
り
越
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
会
計
規
程
）

第
十
二
条
の
二
十
七
　
セ
ン
タ
ー
は
、
そ
の
財
務
及
び
会
計
に
関
し
、
法
及
び
こ
の
省
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

会
計
規
程
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
報
告
書
等
の
提
出
）

第
十
二
条
の
二
十
八
　
セ
ン
タ
ー
は
、
法
第
十
五
条
の
八
第
二
項
の
事
業
報
告
書
及
び
収
支
決
算
書
を
毎
事
業
年
度

終
了
後
三
月
以
内
に
貸
借
対
照
表
を
添
付
し
て
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
収
支
決
算
書
）

第
十
二
条
の
二
十
九
　
法
第
十
五
条
の
八
第
二
項
の
収
支
決
算
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
収
入

イ
　
収
入
予
算
額

ロ
　
収
入
決
定
済
額

ハ
　
収
入
予
算
額
と
収
入
決
定
済
額
の
差
額

二
　
支
出

イ
　
支
出
予
算
額

ロ
　
前
事
業
年
度
か
ら
の
繰
越
額

ハ
　
予
備
費
の
使
用
の
金
額

ニ
　
流
用
の
金
額
及
び
そ
の
理
由

ホ
　
支
出
予
算
の
現
額

ヘ
　
支
出
決
定
済
額

ト
　
翌
事
業
年
度
へ
の
繰
越
額

チ
　
不
用
額

（
身
分
を
示
す
証
明
書
）

第
十
二
条
の
三
十
　
法
第
十
五
条
の
十
三
第
二
項
の
証
明
書
の
様
式
は
、
様
式
第
三
十
三
号
の
と
お
り
と
す
る
。
た

だ
し
、
環
境
省
の
職
員
が
立
入
検
査
を
す
る
と
き
に
携
帯
す
べ
き
証
明
書
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
令
第
十
三
条
の
二
の
環
境
省
令
で
定
め
る
埋
立
地
）

第
十
二
条
の
三
十
一
　
令
第
十
三
条
の
二
第
三
号
イ
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
埋
立
地
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

一
　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
及
び
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
緊
急
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
三
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法

律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
一
般
廃
棄

物
の

終
処
分
場
で
あ
つ
て
廃
止
さ
れ
た
も
の
又
は
旧
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
産

業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
で
あ
つ
て
廃
止
さ
れ
た
も
の
に
係
る
埋
立
地

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
町
村
若
し
く
は
法
第
七
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
処
分
業
者

（
埋
立
処
分
を
業
と
し
て
行
う
者
に
限
る
。
）
に
よ
り
一
般
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
の
用
に
供
さ
れ
た
場
所
（
自
ら

そ
の
事
業
活
動
に
伴
つ
て
生
じ
た
一
般
廃
棄
物
を
処
分
す
る
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
も
の
と
し
、
法
の
施
行

前
に
埋
立
処
分
が
開
始
さ
れ
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
法
の
施
行
の
際
現
に
埋
立
処
分
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
も

の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
廃
止
さ
れ
た
も
の
又
は
市
町
村
、
法
第
十
四
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物

処
分
業
者
若
し
く
は
法
第
十
四
条
の
四
第
十
二
項
に
規
定
す
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
（
埋
立
処
分

を
業
と
し
て
行
う
者
に
限
る
。
）
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
の
用
に
供
さ
れ
た
場
所
（
自
ら
そ
の
事
業

活
動
に
伴
つ
て
生
じ
た
産
業
廃
棄
物
を
処
分
す
る
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
も
の
と
し
、
法
の
施
行
前
に
埋
立

処
分
が
開
始
さ
れ
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
法
の
施
行
の
際
現
に
埋
立
処
分
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
も
の
に
限

る
。
）
で
あ
つ
て
廃
止
さ
れ
た
も
の
に
係
る
埋
立
地
（
公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第

二
条
第
一
項
の
免
許
又
は
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
て
埋
立
て
を
す
る
場
所
に
あ
つ
て
は
、
令

第
五
条
第
二
項
又
は
第
七
条
第
十
四
号
ハ
に
基
づ
く
環
境
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）

（
令
第
十
三
条
の
二
の
環
境
省
令
で
定
め
る
措
置
）

第
十
二
条
の
三
十
二
　
令
第
十
三
条
の
二
第
三
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
法
第
十
九
条
の

四
第
一
項
、
第
十
九
条
の
四
の
二
第
一
項
、
第
十
九
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
九
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
く
命
令
に
係
る
措
置
又
は
法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
若
し
く
は
第
十
九
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
措

置
そ
の
他
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
の
除
去
又
は
発
生
の
防
止
が
十
分
に
講
じ
ら
れ
た
措

置
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
廃
棄
物
の
あ
る
層
の
側
面
に
、
不
透
水
性
の
地
層
の
う
ち

も
浅
い
位
置
に
あ
る
も
の
の
深
さ
ま
で
地
下
水

の
浸
出
の
防
止
の
た
め
の
構
造
物
を
設
置
す
る
措
置

二
　
廃
棄
物
を
埋
立
地
か
ら
掘
削
し
、
当
該
埋
立
地
に
地
下
水
の
浸
出
を
防
止
す
る
た
め
の
構
造
物
を
設
置
し
、

及
び
当
該
構
造
物
の
内
部
に
掘
削
し
た
廃
棄
物
を
埋
め
戻
す
措
置

三
　
廃
棄
物
が
含
ま
れ
る
範
囲
の
土
地
を
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
又
は
土
砂
に
よ
り
覆
い
、
こ
れ
ら

に
よ
る
覆
い
の
損
壊
を
防
止
す
る
措
置

（
指
定
区
域
の
指
定
の
公
示
）

第
十
二
条
の
三
十
三
　
法
第
十
五
条
の
十
七
第
二
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
指
定
区
域
の
指
定
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
指
定
の
解
除
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
公
示
は
、
当
該
指
定
を
す
る
旨
並
び
に
当
該
指
定
区
域
及
び
令
第
十
三
条
の
二
の
規
定
に

よ
る
埋
立
地
の
区
分
（
同
条
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
埋
立
地
に
あ
つ
て
は
第
十
二
条
の
三
十
一
の
規
定
に
よ
る
埋
立

地
の
区
分
（
以
下
「
埋
立
地
の
区
分
」
と
い
う
。
）
）
を
明
示
し
て
、
都
道
府
県
又
は
令
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る

市
の
公
報
に
掲
載
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
区
域
の
明
示
に
つ
い
て
は
、
次
の

い
ず
れ
か
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
、
大
字
、
字
、
小
字
及
び
地
番

二
　
平
面
図

（
指
定
区
域
台
帳
）

第
十
二
条
の
三
十
四
　
法
第
十
五
条
の
十
八
第
一
項
の
指
定
区
域
台
帳
は
、
帳
簿
及
び
図
面
を
も
つ
て
調
製
す
る
も

の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
帳
簿
及
び
図
面
は
、
指
定
区
域
ご
と
に
調
製
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
帳
簿
は
、
指
定
区
域
に
つ
き
、
少
な
く
と
も
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
様
式

は
様
式
第
三
十
四
号
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
指
定
区
域
に
指
定
さ
れ
た
年
月
日

二
　
指
定
区
域
の
所
在
地

三
　
指
定
区
域
の
概
況

四
　
埋
立
地
の
区
分

五
　
土
地
の
形
質
の
変
更
の
実
施
状
況

六
　
地
下
に
あ
る
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
、
水
銀
処
理
物
、
廃
水
銀
等
処
理
物
、
廃
石
綿
等
又
は
石
綿

含
有
産
業
廃
棄
物
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
当
該
廃
棄
物
の
数
量

４
　
第
一
項
の
図
面
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
土
地
の
形
質
の
変
更
の
実
施
場
所
及
び
施
行
方
法
を
明
示
し
た
図
面

二
　
指
定
区
域
の
周
辺
の
地
図

三
　
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
、
水
銀
処
理
物
、
廃
水
銀
等
処
理
物
、
廃
石
綿
等
又
は
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
が
地

下
に
あ
る
場
合
は
、
当
該
廃
棄
物
の
位
置
を
示
す
図
面

５
　
帳
簿
の
記
載
事
項
及
び
図
面
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
速
や
か
に
こ
れ
を
訂
正
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
法
第
十
五
条
の
十
七
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
区
域
の
指
定
が
解
除
さ
れ
た
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事

は
、
当
該
指
定
区
域
に
係
る
帳
簿
及
び
図
面
を
指
定
区
域
台
帳
か
ら
消
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
土
地
の
形
質
の
変
更
の
届
出
）

第
十
二
条
の
三
十
五
　
法
第
十
五
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
三
十
五
号
に
よ
る
届
出
書
を

提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
土
地
の
形
質
の
変
更
の
施
行
に
当
た
り
周
辺
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
実
施
す
る
調
査
の
計

画
書

二
　
土
地
の
形
質
の
変
更
の
施
行
に
係
る
工
事
計
画
書

三
　
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
場
所
を
明
ら
か
に
し
た
指
定
区
域
の
図
面

四
　
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
指
定
区
域
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
図
面

五
　
埋
立
地
に
設
置
さ
れ
た
設
備
の
場
所
を
明
ら
か
に
し
た
図
面

六
　
土
地
の
形
質
の
変
更
の
施
行
方
法
を
明
ら
か
に
し
た
平
面
図
、
立
面
図
及
び
断
面
図

七
　
土
地
の
形
質
の
変
更
の
終
了
後
に
お
け
る
当
該
土
地
の
利
用
の
方
法
を
明
ら
か
に
し
た
図
面

八
　
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
、
水
銀
処
理
物
、
廃
水
銀
等
処
理
物
、
廃
石
綿
等
又
は
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
が
地

下
に
あ
る
場
合
は
、
当
該
廃
棄
物
の
位
置
を
示
す
図
面

第
十
二
条
の
三
十
六
　
法
第
十
五
条
の
十
九
第
一
項
本
文
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
土
地
の
形
質
の
変
更
を
行
う
指
定
区
域
の
所
在
地

三
　
土
地
の
形
質
の
変
更
の
内
容

四
　
地
下
に
あ
る
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
、
水
銀
処
理
物
又
は
石
綿
含
有
産
業

廃
棄
物
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）

五
　
地
下
に
あ
る
廃
棄
物
の
搬
出
の
有
無
及
び
搬
出
先

六
　
土
地
の
形
質
の
変
更
の
完
了
予
定
日

（
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
）

第
十
二
条
の
三
十
七
　
法
第
十
五
条
の
十
九
第
一
項
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

一
　
埋
立
地
の
設
備
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
行
う
当
該
設
備
の
修
復
又
は
点
検

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の

イ
　
盛
土
、
掘
削
又
は
工
作
物
の
設
置
に
伴
つ
て
生
ず
る
荷
重
に
よ
り
埋
立
地
に
設
置
さ
れ
た
設
備
の
機
能
に

支
障
を
生
ず
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

ロ
　
掘
削
又
は
工
作
物
の
設
置
に
よ
り
令
第
三
条
第
三
号
ホ
（
令
第
六
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
六
条
の
五
第

一
項
第
三
号
に
お
い
て
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
第
十
二
条
の
四
十
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に

よ
る
土
砂
の
覆
い
の
機
能
を
損
な
わ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
既
に
土
地
の
形
質
の
変
更
に
着
手
し
て
い
る
者
の
届
出
）

第
十
二
条
の
三
十
八
　
法
第
十
五
条
の
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式

第
三
十
五
号
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
土
地
の
形
質
の
変
更
を
行
う
指
定
区
域
の
所
在
地

三
　
土
地
の
形
質
の
変
更
の
種
類
、
場
所
及
び
施
行
方
法

四
　
土
地
の
形
質
の
変
更
の
内
容

五
　
地
下
に
あ
る
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
、
水
銀
処
理
物
又
は
石
綿
含
有
産
業

廃
棄
物
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）

六
　
地
下
に
あ
る
廃
棄
物
の
搬
出
の
有
無
及
び
搬
出
先

七
　
土
地
の
形
質
の
変
更
の
着
手
日

八
　
土
地
の
形
質
の
変
更
の
完
了
日
又
は
完
了
予
定
日

２
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
第
十
二
条
の
三
十
五
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
非
常
災
害
の
た
め
に
必
要
な
応
急
措
置
と
し
て
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
た
者
の
届
出
）

第
十
二
条
の
三
十
九
　
前
条
の
規
定
は
、
法
第
十
五
条
の
十
九
第
三
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
前
条
第
一
項
第
八
号
中
「
完
了
日
又
は
完
了
予
定
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
完
了
日
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

（
土
地
の
形
質
の
変
更
の
施
行
方
法
に
関
す
る
基
準
）

第
十
二
条
の
四
十
　
法
第
十
五
条
の
十
九
第
四
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
土
地
の
形
質
の
変
更
に
当
た

り
、
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
と

す
る
。

一
　
廃
棄
物
を
飛
散
、
又
は
流
出
さ
せ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
埋
立
地
か
ら
可
燃
性
ガ
ス
又
は
悪
臭
ガ
ス
が
発
生
す
る
場
合
に
は
、
換
気
又
は
脱
臭
そ
の
他
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
土
地
の
形
質
の
変
更
に
よ
り
埋
立
地
の
内
部
に
汚
水
が
発
生
し
、
流
出
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
水

処
理
の
実
施
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
令
第
三
条
第
三
号
ホ
の
規
定
に
よ
る
土
砂
の
覆
い
の
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
機
能

を
維
持
す
る
た
め
に
土
砂
の
覆
い
に
代
替
す
る
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
土
地
の
形
質
の
変
更
に
よ
り
埋
立
地
に
設
置
さ
れ
た
設
備
の
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
当

該
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
埋
立
地
に
設
置
さ
れ
た
設
備
に
代
替
す
る
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六
　
土
地
の
形
質
の
変
更
に
係
る
工
事
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
、
当
該
工
事
に
伴
つ
て
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支

障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
放
流
水
の
水
質
検
査
を
行
う
も
の
で

あ
る
こ
と
。

七
　
前
号
の
規
定
に
よ
る
水
質
検
査
の
結
果
、
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ

る
場
合
に
は
、
そ
の
原
因
の
調
査
そ
の
他
の
生
活
環
境
の
保
全
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

八
　
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
、
廃
石
綿
等
又
は
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
が
地
下
に
あ
る
こ
と
が
法
第
十
五
条
の
十

八
第
一
項
の
指
定
区
域
台
帳
か
ら
明
ら
か
な
場
合
に
は
、
土
地
の
形
質
の
変
更
に
よ
り
当
該
廃
棄
物
の
飛
散
に

よ
る
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

九
　
水
銀
処
理
物
又
は
廃
水
銀
等
処
理
物
が
地
下
に
あ
る
こ
と
が
法
第
十
五
条
の
十
八
第
一
項
の
指
定
区
域
台
帳

か
ら
明
ら
か
な
場
合
に
は
、
土
地
の
形
質
の
変
更
に
よ
り
当
該
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
水
銀
の
溶
出
に
よ
る
生
活

環
境
の
保
全
上
の
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
令
第
十
五
条
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
十
二
条
の
四
十
一
　
令
第
十
五
条
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
水
素
イ
オ
ン
濃
度
指
数
が
二
・
〇
以
下
で
あ

る
こ
と
と
す
る
。

２
　
前
項
に
掲
げ
る
基
準
は
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
検
定
し
た
場
合
に
お
け
る
検
出
値
に
よ
る
も
の
と

す
る
。

（
指
定
有
害
廃
棄
物
を
収
納
す
る
容
器
の
構
造
）

第
十
二
条
の
四
十
二
　
令
第
十
六
条
第
一
号
イ
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
構
造
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。
た
だ
し
、
次
項
に
規
定
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
密
閉
で
き
る
こ
と
。

二
　
容
器
の
内
面
が
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
そ
の
他
の
腐
食
さ
れ
難
い
物
質
で
被
覆
さ
れ
て
い
る
こ
と
又
は
こ
れ
と
同
等

以
上
の
耐
腐
食
性
を
有
す
る
こ
と
。

三
　
日
本
産
業
規
格
Ｚ
一
六
〇
一
号
（
鋼
製
ド
ラ
ム
か
ん
）
第
一
種
に
適
合
す
る
ド
ラ
ム
か
ん
又
は
こ
れ
と
同
等

以
上
の
強
度
を
有
す
る
こ
と
。

２
　
法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
又
は
法
第
十
九
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県

知
事
が
支
障
の
除
去
等
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
お
い
て
、
令
第
十
六
条
第
一
号
イ
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で

定
め
る
構
造
は
、
前
項
第
一
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
有
害
廃
棄
物
の
保
管
の
場
所
に
係
る
掲
示
板
）

第
十
二
条
の
四
十
三
　
令
第
十
六
条
第
一
号
ロ
（
２
）
の
規
定
に
よ
る
掲
示
板
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
縦
及
び
横
そ
れ
ぞ
れ
六
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
指
定
有
害
廃
棄
物
の
保
管
の
場
所
で
あ
る
旨

ロ
　
保
管
す
る
指
定
有
害
廃
棄
物
の
種
類

ハ
　
保
管
の
場
所
の
管
理
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
連
絡
先
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（
指
定
有
害
廃
棄
物
の
保
管
の
場
所
に
係
る
設
備
）

第
十
二
条
の
四
十
四
　
令
第
十
六
条
第
一
号
ハ
（
１
）
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
設
備
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
に
規
定
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
排
水
溝

二
　
貯
留

そ
う槽

三
　
耐
酸
性
及
び
不
浸
透
性
の
材
料
で
築
造
さ
れ
、
又
は
被
覆
さ
れ
て
い
る
床
又
は
地
盤
面

２
　
法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
又
は
法
第
十
九
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県

知
事
が
支
障
の
除
去
等
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
お
い
て
、
令
第
十
六
条
第
一
号
ハ
（
１
）
の
規
定
に
よ
る
環
境

省
令
で
定
め
る
設
備
は
、
耐
酸
性
及
び
不
浸
透
性
の
材
料
で
覆
わ
れ
た
底
面
と
す
る
。

３
　
令
第
十
六
条
第
一
号
ハ
（
２
）
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
設
備
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ

し
、
次
項
に
規
定
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
亜
硫
酸
ガ
ス
が
大
気
中
に
発
散
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
ガ
ス
吸
引
装
置
を
有
す
る
屋
内
保
管

設
備

二
　
排
気
中
に
含
ま
れ
る
亜
硫
酸
ガ
ス
を
除
去
す
る
装
置
を
有
す
る
排
気
処
理
設
備

４
　
法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
又
は
法
第
十
九
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県

知
事
が
支
障
の
除
去
等
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
お
い
て
、
令
第
十
六
条
第
一
号
ハ
（
２
）
の
規
定
に
よ
る
環
境

省
令
で
定
め
る
設
備
は
、
耐
酸
性
及
び
不
浸
透
性
の
材
料
を
使
用
し
た
覆
い
又
は
こ
れ
に
類
す
る
設
備
と
す
る
。

（
指
定
有
害
廃
棄
物
が
運
搬
さ
れ
る
ま
で
の
間
の
保
管
に
当
た
つ
て
の
保
管
上
限
）

第
十
二
条
の
四
十
五
　
令
第
十
六
条
第
一
号
ホ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
数
量
は
、
二
十
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。
た

だ
し
、
次
項
に
規
定
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
又
は
法
第
十
九
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県

知
事
が
支
障
の
除
去
等
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
お
い
て
、
令
第
十
六
条
第
一
号
ホ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
数
量

は
、
適
正
な
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
数
量
と
す
る
。

（
指
定
有
害
廃
棄
物
を
収
集
又
は
運
搬
す
る
運
搬
車
の
構
造
）

第
十
二
条
の
四
十
六
　
令
第
十
六
条
第
二
号
ロ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
構
造
は
、
運
搬
中
に
容
器
が
移
動
し
、
転
倒

し
、
又
は
転
落
す
る
お
そ
れ
の
な
い
よ
う
に
当
該
容
器
を
固
定
で
き
る
構
造
と
す
る
。

（
指
定
有
害
廃
棄
物
の
積
替
え
の
場
所
に
係
る
表
示
事
項
）

第
十
二
条
の
四
十
七
　
令
第
十
六
条
第
二
号
ニ
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一
　
指
定
有
害
廃
棄
物
の
積
替
え
の
場
所
で
あ
る
旨

二
　
積
み
替
え
る
指
定
有
害
廃
棄
物
の
種
類

三
　
積
替
え
の
場
所
の
管
理
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
連
絡
先

（
指
定
有
害
廃
棄
物
の
積
替
え
に
係
る
基
準
）

第
十
二
条
の
四
十
八
　
令
第
十
六
条
第
二
号
ホ
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。
た
だ
し
、
次
項
に
規
定
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
あ
ら
か
じ
め
、
積
替
え
を
行
つ
た
後
の
運
搬
先
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
搬
入
さ
れ
た
指
定
有
害
廃
棄
物
の
量
が
、
積
替
え
場
所
に
お
い
て
適
切
に
保
管
で
き
る
量
を
超
え
る
も
の
で

は
な
い
こ
と
。

２
　
法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
又
は
法
第
十
九
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県

知
事
が
支
障
の
除
去
等
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
お
い
て
、
令
第
十
六
条
第
二
号
ホ
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で

定
め
る
事
項
は
、
前
項
第
二
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
有
害
廃
棄
物
の
運
搬
に
当
た
つ
て
の
保
管
上
限
）

第
十
二
条
の
四
十
九
　
令
第
十
六
条
第
二
号
ヘ
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
条
第
一
号
ホ
の
環

境
省
令
で
定
め
る
数
量
は
、
当
該
保
管
の
場
所
に
お
け
る
一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
搬
出
量
に
七
を
乗
じ
て
得
ら

れ
る
数
量
又
は
二
十
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
の
い
ず
れ
か
少
な
い
数
量
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
に
規
定
す
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
又
は
法
第
十
九
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県

知
事
が
支
障
の
除
去
等
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
お
い
て
、
令
第
十
六
条
第
二
号
ヘ
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ

る
こ
と
と
さ
れ
た
同
条
第
一
号
ホ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
数
量
は
、
適
正
な
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
や
む
を
得
な

い
と
認
め
ら
れ
る
数
量
と
す
る
。

（
指
定
有
害
廃
棄
物
の
処
分
等
に
当
た
つ
て
の
保
管
上
限
）

第
十
二
条
の
五
十
　
令
第
十
六
条
第
三
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
条
第
一
号
ホ
の
環
境

省
令
で
定
め
る
数
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
に
規
定
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
焼
却
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
指
定
有
害
廃
棄
物
に
係
る
処
理
施
設
の
一
日
当
た
り
の
処
理
能
力
に
相

当
す
る
数
量
に
十
四
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
数
量

二
　
中
和
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
指
定
有
害
廃
棄
物
に
係
る
処
理
施
設
の
一
日
当
た
り
の
処
理
能
力
に
相

当
す
る
数
量
に
十
四
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
数
量
又
は
二
十
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
の
い
ず
れ
か
少
な
い
数
量

２
　
法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
又
は
法
第
十
九
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県

知
事
が
支
障
の
除
去
等
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
お
い
て
、
令
第
十
六
条
第
三
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ

る
こ
と
と
さ
れ
た
同
条
第
一
号
ホ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
数
量
は
、
適
正
な
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
や
む
を
得
な

い
と
認
め
ら
れ
る
数
量
と
す
る
。

（
指
定
有
害
廃
棄
物
の
処
分
等
に
当
た
つ
て
の
保
管
期
間
）

第
十
二
条
の
五
十
一
　
令
第
十
六
条
第
三
号
ロ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
二
十
一
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
次

項
に
規
定
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
又
は
法
第
十
九
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県

知
事
が
支
障
の
除
去
等
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
お
い
て
、
令
第
十
六
条
第
三
号
ロ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間

は
、
適
正
な
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
期
間
と
す
る
。

（
ふ
ん
尿
の
使
用
方
法
）

第
十
三
条
　
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
肥
料
と
し
て
ふ
ん
尿
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
市
街
的
形
態

を
な
し
て
い
る
区
域
内
に
あ
つ
て
は
次
の
と
お
り
と
し
、
そ
の
他
の
区
域
内
に
あ
つ
て
は
生
活
環
境
に
係
る
被
害

が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
方
法
に
よ
り
使
用
す
る
と
き
と
す
る
。

一
　
発
酵
処
理
し
て
使
用
す
る
と
き
。

二
　
乾
燥
又
は
焼
却
し
て
使
用
す
る
と
き
。

三
　
化
学
処
理
し
て
使
用
す
る
と
き
。

四
　
尿
の
み
を
分
離
し
て
使
用
す
る
と
き
。

五
　
し
尿
処
理
施
設
又
は
こ
れ
に
類
す
る
動
物
の
ふ
ん
尿
処
理
施
設
に
よ
り
処
理
し
て
使
用
す
る
と
き
。

六
　
十
分
に
覆
土
し
て
使
用
す
る
と
き
。

（
適
正
な
有
害
使
用
済
機
器
の
保
管
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
）

第
十
三
条
の
二
　
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
者
は
、
有
害
使
用
済
機
器
の
保
管
（
当
該
保
管

と
併
せ
て
行
う
処
分
又
は
再
生
を
含
む
。
第
一
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
業
と
し
て
行
お
う
と
す
る

者
（
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一
　
令
第
十
六
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
機
器
が
廃
棄
物
と
な
つ
た
も
の
の
処
理
（
有
害
使
用
済
機
器
の
保
管
、
処

分
又
は
再
生
を
業
と
し
て
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
廃
棄
物
の
保
管
、
処
分
又
は
再
生
）
に
係

る
次
に
掲
げ
る
許
可
、
認
定
、
委
託
又
は
指
定
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
許
可
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
、

か
つ
、
当
該
許
可
等
に
係
る
事
業
場
に
お
い
て
有
害
使
用
済
機
器
の
保
管
を
業
と
し
て
行
お
う
と
す
る
場
合

イ
　
法
第
七
条
第
一
項
の
許
可

ロ
　
法
第
七
条
第
六
項
の
許
可

ハ
　
法
第
九
条
の
八
第
一
項
の
認
定

ニ
　
法
第
九
条
の
九
第
一
項
の
認
定

ホ
　
法
第
十
四
条
第
一
項
の
許
可

ヘ
　
法
第
十
四
条
第
六
項
の
許
可

ト
　
法
第
十
五
条
の
四
の
二
第
一
項
の
認
定

チ
　
法
第
十
五
条
の
四
の
三
第
一
項
の
認
定

リ
　
第
二
条
第
一
号
の
委
託

ヌ
　
第
二
条
第
二
号
の
指
定
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ル
　
第
二
条
第
四
号
の
指
定

ヲ
　
第
二
条
の
三
第
一
号
の
委
託

ワ
　
第
二
条
の
三
第
二
号
の
指
定

カ
　
第
二
条
の
三
第
四
号
の
指
定

ヨ
　
第
九
条
第
二
号
の
指
定

タ
　
第
九
条
第
四
号
の
指
定

レ
　
第
十
条
の
三
第
二
号
の
指
定

ソ
　
第
十
条
の
三
第
四
号
の
指
定

ツ
　
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
認
定

ネ
　
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
か
ら
の
委
託
（
当
該
認
定

に
係
る
再
商
品
化
及
び
熱
回
収
に
必
要
な
行
為
と
し
て
行
わ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）

ナ
　
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
指
定

ラ
　
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
て
い
る
者
か
ら
の
委
託
（
当
該
指
定

に
係
る
再
商
品
化
及
び
熱
回
収
に
必
要
な
行
為
と
し
て
行
わ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）

ム
　
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
三
項
の
認
定

ウ
　
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
三
項
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

か
ら
の
委
託
（
当
該
認
定
に
係
る
同
法
第
十
一
条
第
四
項
第
一
号
の
認
定
計
画
に
従
つ
て
行
わ
れ
る
場
合
に

限
る
。
）

二
　
市
町
村
で
あ
る
場
合

三
　
都
道
府
県
で
あ
る
場
合

四
　
国
で
あ
る
場
合

五
　
有
害
使
用
済
機
器
の
保
管
の
用
に
供
す
る
事
業
場
（
二
以
上
の
事
業
場
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
各
事
業

場
）
の
敷
地
面
積
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
も
の
を
設
置
す
る
場
合

六
　
有
害
使
用
済
機
器
の
保
管
、
処
分
又
は
再
生
以
外
の
事
業
を
そ
の
本
来
の
業
務
と
し
て
行
う
場
合
で
あ
つ

て
、
当
該
本
来
の
業
務
に
付
随
し
て
有
害
使
用
済
機
器
の
保
管
の
み
を
一
時
的
に
行
う
と
き

（
有
害
使
用
済
機
器
の
保
管
等
の
届
出
）

第
十
三
条
の
三
　
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
当
該
届
出
に
係
る
有
害
使
用
済
機
器
の

保
管
、
処
分
又
は
再
生
の
事
業
を
開
始
す
る
日
の
十
日
前
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
三
十

五
号
の
二
に
よ
る
届
出
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
事
業
の
範
囲

三
　
事
務
所
及
び
事
業
場
の
所
在
地
並
び
に
事
業
場
の
敷
地
面
積

四
　
保
管
の
場
所
の
所
在
地
及
び
面
積
並
び
に
保
管
す
る
有
害
使
用
済
機
器
の
品
目
、
保
管
量
及
び
保
管
の
高
さ

五
　
第
十
三
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
高
さ
の
う
ち

高
の
も
の

六
　
処
分
又
は
再
生
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
処
分
又
は
再
生
に
係
る
事
業
場
の
所
在
地
及
び
処
分
又
は

再
生
を
行
う
有
害
使
用
済
機
器
の
品
目

七
　
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
を
設
置
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
施
設
の
種
類
、
数
量
、
設
置
場
所
、
設
置

年
月
日
及
び
処
理
能
力

八
　
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
未
成
年
者
又
は
成
年
被
後
見
人
若

し
く
は
被
保
佐
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の
氏
名
及
び
住
所

２
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
事
業
計
画
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

二
　
事
業
場
の
平
面
図
及
び
付
近
の
見
取
図

三
　
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
を
設
置
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
施
設
の
処
理
方
式
、
構
造
及
び
設
備
の
概

要
、
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
平
面
図
、
立
面
図
、
断
面
図
、
構
造
図
及
び
設
計
計
算
書
並
び
に
当
該
施
設
の
付

近
の
見
取
図

四
　
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
場
及
び
前
号
に
掲
げ
る
施
設
の
所
有
権
を
有
す
る
こ
と

（
所
有
権
を
有
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
場
所
及
び
施
設
を
使
用
す
る
権
原
を
有
す
る
こ
と
）
を
証
す
る
書
類

五
　
有
害
使
用
済
機
器
の
処
分
又
は
再
生
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
は
、
当
該
処
分
又
は
再
生
に
伴
つ
て
生
じ
た

廃
棄
物
の
処
理
方
法
又
は
再
生
品
の
利
用
方
法
を
記
載
し
た
書
類

六
　
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
住
民
票
の
写
し

七
　
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

八
　
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
未
成
年
者
又
は
成
年
被
後
見
人
若

し
く
は
被
保
佐
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の
住
民
票
の
写
し

（
有
害
使
用
済
機
器
の
保
管
等
に
係
る
変
更
の
届
出
）

第
十
三
条
の
四
　
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
は
、
当
該
変
更
の
日
の
十
日
前
ま
で

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
三
十
五
号
の
三
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
次
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
前
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を

添
付
し
て
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
つ
た
年
月
日

三
　
変
更
の
内
容

四
　
変
更
の
理
由

五
　
変
更
予
定
年
月
日

２
　
前
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
変
更
に
係
る
届
出

書
に
、
当
該
変
更
に
係
る
場
所
又
は
施
設
に
関
す
る
同
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
書
類
及

び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
前
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
変
更
に
係
る
届
出
書

に
、
当
該
変
更
に
係
る
者
に
関
す
る
同
条
第
二
項
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
規
定
す
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の

と
す
る
。

（
有
害
使
用
済
機
器
の
保
管
の
場
所
に
係
る
掲
示
板
）

第
十
三
条
の
五
　
令
第
十
六
条
の
三
第
一
号
イ
（
２
）
の
規
定
に
よ
る
掲
示
板
は
、
縦
及
び
横
そ
れ
ぞ
れ
六
十
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
表
示
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
有
害
使
用
済
機
器
の
処
分
又
は
再
生
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
有
害
使
用
済
機
器
の
保
管
の
場
所
で
あ
る

旨
に
加
え
て
、
有
害
使
用
済
機
器
の
処
分
又
は
再
生
の
場
所
で
あ
る
旨

二
　
保
管
す
る
有
害
使
用
済
機
器
の
品
目

三
　
保
管
の
場
所
の
管
理
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
連
絡
先

四
　
屋
外
に
お
い
て
有
害
使
用
済
機
器
を
容
器
を
用
い
ず
に
保
管
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
条
に
規
定
す
る
高

さ
の
う
ち

高
の
も
の

（
有
害
使
用
済
機
器
の
保
管
の
高
さ
）

第
十
三
条
の
六
　
令
第
十
六
条
の
三
第
一
号
ロ
（
２
）
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
高
さ
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
高
さ
と
す
る
。

一
　
保
管
の
場
所
の
囲
い
に
保
管
す
る
有
害
使
用
済
機
器
の
荷
重
が
直
接
か
か
る
構
造
で
あ
る
部
分
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
直
接
負
荷
部
分
」
と
い
う
。
）
が
な
い
場
合
（
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
　
当
該
保
管

の
場
所
の
任
意
の
点
ご
と
に
、
地
盤
面
か
ら
、
当
該
点
を
通
る
鉛
直
線
と
当
該
保
管
の
場
所
の
囲
い
の
下
端

（
当
該
下
端
が
地
盤
面
に
接
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
下
端
を
鉛
直
方
向
に
延
長
し
た
面
と
地
盤

面
と
の
交
線
）
を
通
り
水
平
面
に
対
し
上
方
に
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の

こ
う勾

配
を
有
す
る
面
と
の
交
点
（
当
該
交
点

が
二
以
上
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

も
地
盤
面
に
近
い
も
の
）
ま
で
の
高
さ
又
は
五
メ
ー
ト
ル
の
う
ち
い
ず

れ
か
低
い
も
の

二
　
保
管
の
場
所
の
囲
い
に
直
接
負
荷
部
分
が
あ
る
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
　
直
接
負
荷
部
分
の

上
端
か
ら
下
方
に
垂
直
距
離
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
線
（
直
接
負
荷
部
分
に
係
る
囲
い
の
高
さ
が
五
十
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
下
端
）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
基
準
線
」
と
い
う
。
）

か
ら
当
該
保
管
の
場
所
の
側
の
任
意
の
点
ご
と
に
、
次
の
イ
に
規
定
す
る
高
さ
（
当
該
保
管
の
場
所
の
囲
い
に

直
接
負
荷
部
分
で
な
い
部
分
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
高
さ
の
う
ち
い
ず
れ
か
低
い

も
の
）
又
は
五
メ
ー
ト
ル
の
う
ち
い
ず
れ
か
低
い
も
の
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イ
　
地
盤
面
か
ら
、
当
該
点
を
通
る
鉛
直
線
と
当
該
鉛
直
線
へ
の
水
平
距
離
が

も
小
さ
い
基
準
線
を
通
る
水

平
面
と
の
交
点
ま
で
の
高
さ

ロ
　
前
号
に
規
定
す
る
高
さ

三
　
保
管
の
場
所
の
三
方
の
囲
い
に
直
接
負
荷
部
分
が
あ
る
場
合
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
規
定
す
る
高
さ
の
う

ち
い
ず
れ
か
低
い
も
の
又
は
前
号
に
規
定
す
る
高
さ

イ
　
当
該
保
管
の
場
所
の
当
該
三
方
以
外
の
方
向
か
ら
、
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
（
当
該
保
管
の
場
所
を
除

く
。
）
又
は
事
業
場
の
敷
地
の
境
界
線
へ
の
水
平
距
離
の
う
ち

小
の
も
の
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
高
さ

ロ
　
当
該
直
接
負
荷
部
分
の
基
準
線
の
高
さ

ハ
　
五
メ
ー
ト
ル

（
有
害
使
用
済
機
器
の
保
管
に
係
る
飛
散
防
止
等
の
た
め
の
措
置
）

第
十
三
条
の
七
　
令
第
十
六
条
の
三
第
一
号
ロ
（
４
）
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
そ
の
保
管
を

業
と
し
て
行
お
う
と
す
る
有
害
使
用
済
機
器
の
品
目
に
応
じ
、
保
管
の
場
所
か
ら
有
害
使
用
済
機
器
又
は
当
該
保

管
に
伴
つ
て
生
じ
た
汚
水
が
飛
散
し
、
流
出
し
、
及
び
地
下
に
浸
透
し
、
並
び
に
悪
臭
が
発
散
し
な
い
よ
う
に
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

（
有
害
使
用
済
機
器
の
保
管
に
係
る
火
災
の
発
生
又
は
延
焼
防
止
の
た
め
の
措
置
）

第
十
三
条
の
八
　
令
第
十
六
条
の
三
第
一
号
ニ
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一
　
有
害
使
用
済
機
器
が
そ
の
他
の
物
と
混
合
す
る
お
そ
れ
の
な
い
よ
う
に
他
の
物
と
区
分
し
て
保
管
す
る
こ

と
。

二
　
有
害
使
用
済
機
器
に
電
池
、
潤
滑
油
そ
の
他
の
火
災
の
発
生
又
は
延
焼
の
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
が
含
ま
れ
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
技
術
的
に
可
能
な
範
囲
で
こ
れ
ら
を
適
正
に
回
収
し
、
処
理
す
る
こ
と
。

三
　
有
害
使
用
済
機
器
の
一
の
保
管
の
単
位
の
面
積
を
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。

四
　
隣
接
す
る
有
害
使
用
済
機
器
の
保
管
の
単
位
の
間
隔
は
、
二
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
（
当
該
保
管
の
単

位
の
間
に
仕
切
り
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
。

五
　
そ
の
他
必
要
な
措
置

（
有
害
使
用
済
機
器
の
処
分
又
は
再
生
に
係
る
飛
散
防
止
等
の
た
め
の
措
置
）

第
十
三
条
の
九
　
令
第
十
六
条
の
三
第
二
号
イ
（
２
）
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
そ
の
処
分
又

は
再
生
を
業
と
し
て
行
お
う
と
す
る
有
害
使
用
済
機
器
の
品
目
に
応
じ
、
処
分
又
は
再
生
の
場
所
か
ら
有
害
使
用

済
機
器
又
は
当
該
処
分
若
し
く
は
再
生
に
伴
つ
て
生
じ
た
汚
水
が
飛
散
し
、
流
出
し
、
及
び
地
下
に
浸
透
し
、
並

び
に
悪
臭
が
発
散
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

（
有
害
使
用
済
機
器
の
処
分
又
は
再
生
に
係
る
火
災
の
発
生
又
は
延
焼
防
止
の
た
め
の
措
置
）

第
十
三
条
の
十
　
令
第
十
六
条
の
三
第
二
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
と
お
り
す
る
。

一
　
有
害
使
用
済
機
器
が
そ
の
他
の
物
と
混
合
す
る
お
そ
れ
の
な
い
よ
う
に
他
の
物
と
区
分
し
て
処
分
又
は
再
生

す
る
こ
と
。

二
　
有
害
使
用
済
機
器
に
電
池
、
潤
滑
油
そ
の
他
の
火
災
の
発
生
又
は
延
焼
の
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
が
含
ま
れ
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
技
術
的
に
可
能
な
範
囲
で
こ
れ
ら
を
適
正
に
回
収
し
、
処
理
す
る
こ
と
。

三
　
そ
の
他
必
要
な
措
置

（
有
害
使
用
済
機
器
の
保
管
等
に
関
す
る
措
置
命
令
書
の
記
載
事
項
）

第
十
三
条
の
十
の
二
　
法
第
十
七
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
十
九
条
の
四
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
講
ず
べ
き
支
障
の
除
去
等
の
措
置
の
内
容

二
　
命
令
の
年
月
日
及
び
履
行
期
限

三
　
命
令
を
行
う
理
由

（
廃
止
の
届
出
）

第
十
三
条
の
十
一
　
令
第
十
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
は
、
当
該
廃
止
の
日
か
ら
十
日
以
内

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
三
十
五
号
の
四
に
よ
る
届
出
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う

も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
つ
た
年
月
日

三
　
廃
止
し
た
事
業
の
範
囲

四
　
廃
止
の
理
由

五
　
廃
止
の
年
月
日

（
有
害
使
用
済
機
器
保
管
等
業
者
が
備
え
る
べ
き
帳
簿
）

第
十
三
条
の
十
二
　
有
害
使
用
済
機
器
保
管
等
業
者
は
、
帳
簿
を
備
え
、
有
害
使
用
済
機
器
の
保
管
、
処
分
又
は
再

生
に
つ
い
て
次
の
表
の
上
欄
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

保
管

一
　
受
入
年
月
日

二
　
受
け
入
れ
た
場
合
に
は
、
受
入
先
ご
と
の
受
入
量
及
び
受
け
入
れ
た
有
害
使
用
済
機
器
の
品
目

三
　
搬
出
し
た
場
合
に
は
、
搬
出
し
た
年
月
日
、
搬
出
先
ご
と
の
搬
出
量
及
び
搬
出
し
た
有
害
使
用
済
機
器

の
品
目

処

分

又

は

再
生

一
　
処
分
又
は
再
生
年
月
日

二
　
処
分
又
は
再
生
し
た
場
合
に
は
、
処
分
方
法
ご
と
の
処
分
量
又
は
再
生
方
法
ご
と
の
再
生
量
及
び
処
分

又
は
再
生
し
た
有
害
使
用
済
機
器
の
品
目

三
　
処
分
又
は
再
生
に
伴
つ
て
生
じ
た
廃
棄
物
、
再
生
品
及
び
そ
の
他
の
物
の
持
出
年
月
日
、
当
該
物
の
持

出
先
ご
と
の
持
出
量
並
び
に
処
分
又
は
再
生
し
た
有
害
使
用
済
機
器
の
品
目

２
　
前
項
の
帳
簿
は
、
事
業
場
ご
と
に
備
え
、
毎
月
末
ま
で
に
、
前
月
中
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い

て
、
記
載
を
終
了
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
有
害
使
用
済
機
器
保
管
等
業
者
は
、
第
一
項
の
帳
簿
を
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
帳
簿
は
、
一
年
ご
と
に
閉
鎖
す
る
こ
と
。

二
　
帳
簿
は
、
閉
鎖
後
五
年
間
事
業
場
ご
と
に
保
存
す
る
こ
と
。

（
身
分
を
示
す
証
明
書
）

第
十
四
条
　
法
第
十
九
条
第
三
項
の
証
明
書
の
様
式
は
、
様
式
第
三
十
六
号
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
環
境
省

の
職
員
が
立
入
検
査
を
す
る
と
き
に
携
帯
す
べ
き
証
明
書
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
措
置
命
令
書
の
記
載
事
項
）

第
十
五
条
　
法
第
十
九
条
の
四
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
講
ず
べ
き
支
障
の
除
去
等
の
措
置
の
内
容

二
　
命
令
の
年
月
日
及
び
履
行
期
限

三
　
命
令
を
行
う
理
由

四
　
法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
支
障
の
除
去

等
の
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
市
町
村
長
（
法
第
十
九
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
環
境
大

臣
。
第
十
五
条
の
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
自
ら
講
ず
る
こ
と
が
あ
る
旨
及
び
当
該
支
障
の
除
去
等
の
措
置
に

要
し
た
費
用
の
徴
収
を
す
る
こ
と
が
あ
る
旨

第
十
五
条
の
二
　
法
第
十
九
条
の
四
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
の
四
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定

め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
講
ず
べ
き
支
障
の
除
去
等
の
措
置
の
内
容

二
　
命
令
の
年
月
日
及
び
履
行
期
限

三
　
命
令
を
行
う
理
由

四
　
法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
支
障
の
除
去

等
の
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
市
町
村
長
が
自
ら
講
ず
る
こ
と
が
あ
る
旨
及
び
当
該
支
障
の
除
去
等
の
措
置
に

要
し
た
費
用
の
徴
収
を
す
る
こ
と
が
あ
る
旨

第
十
五
条
の
三
　
法
第
十
九
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
の
四
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る

事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
講
ず
べ
き
支
障
の
除
去
等
の
措
置
の
内
容
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二
　
命
令
の
年
月
日
及
び
履
行
期
限

三
　
命
令
を
行
う
理
由

四
　
法
第
十
九
条
の
八
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
支
障
の
除
去

等
の
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
都
道
府
県
知
事
（
法
第
十
九
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
及
び
産
業
廃
棄
物

処
理
基
準
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
あ
つ
て
は
、
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
基
準
）
に
適
合
し
な
い
産
業

廃
棄
物
の
処
分
を
行
つ
た
者
が
当
該
産
業
廃
棄
物
を
輸
入
し
た
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
環
境
大
臣
又
は

都
道
府
県
知
事
。
次
条
及
び
第
十
五
条
の
六
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
自
ら
講
ず
る
こ
と
が
あ
る
旨
及
び
当
該
支

障
の
除
去
等
の
措
置
に
要
し
た
費
用
の
徴
収
を
す
る
こ
と
が
あ
る
旨

第
十
五
条
の
四
　
法
第
十
九
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
の
四
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る

事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
講
ず
べ
き
支
障
の
除
去
等
の
措
置
の
内
容

二
　
命
令
の
年
月
日
及
び
履
行
期
限

三
　
命
令
を
行
う
理
由

四
　
法
第
十
九
条
の
八
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
支
障
の
除
去

等
の
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
都
道
府
県
知
事
が
自
ら
講
ず
る
こ
と
が
あ
る
旨
及
び
当
該
支
障
の
除
去
等
の
措

置
に
要
し
た
費
用
の
徴
収
を
す
る
こ
と
が
あ
る
旨

（
支
障
の
除
去
等
の
措
置
に
係
る
費
用
負
担
）

第
十
五
条
の
五
　
市
町
村
長
は
、
法
第
十
九
条
の
七
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
当
該
支
障
の
除
去
等

の
措
置
に
要
し
た
費
用
を
負
担
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
処
分
者
等
又
は
認
定
業
者
に
対
し
負

担
さ
せ
よ
う
と
す
る
費
用
の
額
の
算
定
基
礎
を
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
五
条
の
六
　
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
十
九
条
の
八
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
当
該
支
障
の
除

去
等
の
措
置
に
要
し
た
費
用
を
負
担
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
処
分
者
等
又
は
排
出
事
業
者
等

に
対
し
負
担
さ
せ
よ
う
と
す
る
費
用
の
額
の
算
定
基
礎
を
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
支
障
の
除
去
等
の
措
置
に
関
す
る
適
正
処
理
推
進
セ
ン
タ
ー
の
協
力
の
求
め
）

第
十
五
条
の
七
　
法
第
十
九
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
適
正
処
理
推
進
セ
ン
タ
ー
に
対
す
る
協
力
の
求
め
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
を
も
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
事
案
の
概
要

二
　
講
じ
よ
う
と
す
る
支
障
の
除
去
等
の
措
置
の
内
容
及
び
実
施
予
定
時
期

三
　
当
該
支
障
の
除
去
等
の
措
置
に
要
す
る
費
用
の
概
算
に
よ
る
見
積
額
及
び
法
第
十
九
条
の
八
第
二
項
か
ら
第

四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
費
用
を
負
担
さ
せ
よ
う
と
す
る
処
分
者
等
又
は
排
出
事
業
者
等
か
ら
の
費
用
の
徴
収

の
見
込
み

四
　
求
め
る
協
力
の
内
容

五
　
そ
の
他
当
該
支
障
の
除
去
等
の
措
置
に
関
し
必
要
な
事
項

（
事
業
の
廃
止
等
に
つ
い
て
の
措
置
命
令
書
の
記
載
事
項
）

第
十
五
条
の
七
の
二
　
法
第
十
九
条
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
の
四
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定

め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
講
ず
べ
き
保
管
等
の
措
置
の
内
容

二
　
命
令
の
年
月
日
及
び
履
行
期
限

三
　
命
令
を
行
う
理
由

第
十
五
条
の
七
の
三
　
法
第
十
九
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
十
九
条
の
四
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
講
ず
べ
き
保
管
等
の
措
置
の
内
容

二
　
命
令
の
年
月
日
及
び
履
行
期
限

三
　
命
令
を
行
う
理
由

（
土
地
の
形
質
の
変
更
に
関
す
る
措
置
命
令
書
の
記
載
事
項
）

第
十
五
条
の
七
の
四
　
法
第
十
九
条
の
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
の
四
第
二
項
の
環
境
省
令
で

定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
講
ず
べ
き
支
障
の
除
去
等
の
措
置
の
内
容

二
　
命
令
の
年
月
日
及
び
履
行
期
限

三
　
命
令
を
行
う
理
由

（
届
出
台
帳
の
調
製
等
）

第
十
五
条
の
八
　
法
第
十
九
条
の
十
二
第
一
項
の
届
出
台
帳
は
、
帳
簿
及
び
図
面
を
も
つ
て
調
製
す
る
も
の
と
す

る
。

２
　
前
項
の
帳
簿
及
び
図
面
は
、

終
処
分
場
ご
と
に
調
製
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
帳
簿
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
設
置
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
施
設
の
廃
止
ま
で
の
間
の
管
理
予
定
者
及
び
そ
の
連
絡
先

三
　
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号
又
は
届
出
の
年
月
日

四
　
設
置
場
所

五
　
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
に
あ
つ
て
は
、

終
処
分
場
の
種
類

六
　
埋
め
立
て
た
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
、
水
銀
処
理
物
又
は
石
綿
含
有
産
業

廃
棄
物
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
及
び
量

七
　
埋
め
立
て
た
廃
棄
物
の
性
状
に
関
し
特
に
注
意
す
べ
き
事
項

八
　
埋
立
地
の
面
積
、
埋
立
て
の
深
さ
及
び
覆
土
の
厚
さ

九
　
埋
立
処
分
の
方
法

十
　
埋
立
処
分
開
始
年
月
日

十
一
　
埋
立
処
分
終
了
年
月
日

十
二
　
施
設
が
廃
止
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
廃
止
の
確
認
年
月
日

十
三
　
第
五
条
の
五
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
五
条
の
十
の
二
第
一
項
の
申
請
書
に
添
付
さ
れ
た
第
五
条
の
五
の

二
第
二
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
（
第
五
条
の
十
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲

げ
る
書
類
又
は
第
十
二
条
の
十
一
の
二
第
一
項
の
申
請
書
に
添
付
さ
れ
た
同
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

で
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
水
質
検
査
の
結
果
の
う
ち
、
廃
止
の
確
認
が
行
わ
れ
た
時
点
に

も
近
い
時

点
に
行
わ
れ
た
水
質
検
査
の
結
果

４
　
第
一
項
の
図
面
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
埋
立
終
了
時
の
当
該
施
設
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
平
面
図
、
立
面
図
、
断
面
図
及
び
構
造
図

二
　
当
該
施
設
の
周
辺
の
地
図

三
　
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
、
水
銀
処
理
物
、
廃
水
銀
等
処
理
物
、
廃
石
綿
等
又
は
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
が
埋

め
立
て
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
当
該
廃
棄
物
が
埋
め
立
て
ら
れ
て
い
る
位
置
を
示
す
図
面

５
　
届
出
台
帳
は
、
永
久
に
こ
れ
を
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
環
境
衛
生
指
導
員
の
資
格
）

第
十
六
条
　
法
第
二
十
条
の
環
境
省
令
で
定
め
る
資
格
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
医
師
、
薬
剤
師
又
は
獣
医
師

二
　
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
、
旧
大
学
令
に
基
づ
く
大
学
若
し
く
は
旧
専
門
学
校

令
に
基
づ
く
専
門
学
校
に
お
い
て
医
学
、
薬
学
、
保
健
学
、
衛
生
学
、
獣
医
学
、
理
学
、
工
学
若
し
く
は
農
学

の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
（
当
該
課
程
を
修
め
て
同
法
に
基
づ
く
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た

者
を
含
む
。
）
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

三
　
三
年
以
上
廃
棄
物
の
処
理
そ
の
他
環
境
衛
生
に
関
す
る
行
政
事
務
に
従
事
し
た
者
で
あ
つ
て
、
環
境
衛
生
指

導
に
つ
い
て
十
分
の
知
識
経
験
を
有
す
る
も
の

（
廃
棄
物
再
生
事
業
者
の
登
録
基
準
）

第
十
六
条
の
二
　
法
第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
廃
棄
物
が
飛
散
し
、
流
出
し
、
及
び
地
下
に
浸
透
し
、
並
び
に
悪
臭
が
発
散
す
る
お
そ
れ
の
な
い
保
管
施
設

を
有
す
る
こ
と
。

二
　
生
活
環
境
の
保
全
上
支
障
を
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
次
に
掲
げ
る
施
設
を

有
す
る
こ
と
。
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イ
　
古
紙
の
再
生
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
古
紙
の
再
生
に
適
す
る
梱
包
施
設

ロ
　
金
属
く
ず
の
再
生
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
金
属
く
ず
の
再
生
に
適
す
る
選
別
施
設
及
び
加
工

施
設

ハ
　
空
き
瓶
の
再
生
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
空
き
瓶
の
再
生
に
適
す
る
選
別
施
設

ニ
　
古
繊
維
の
再
生
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
古
繊
維
の
再
生
に
適
す
る
裁
断
施
設

ホ
　
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
廃
棄
物
以
外
の
廃
棄
物
の
再
生
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
廃
棄
物
の
再

生
に
適
す
る
施
設

三
　
廃
棄
物
を
再
生
し
た
も
の
の
運
搬
に
適
す
る
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
そ
の
他
の
運
搬
施
設
を
有
す
る
こ
と
。

四
　
事
業
を
的
確
に
、
か
つ
、
継
続
し
て
行
う
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
。

五
　
そ
の
他
事
業
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

（
廃
棄
物
再
生
事
業
者
の
登
録
）

第
十
六
条
の
三
　
令
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
書
類
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
事
業
計
画
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

二
　
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
平
面
図
、
立
面
図
、
断
面
図
及
び
構
造
図

三
　
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

四
　
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
住
民
票
の
写
し

五
　
業
務
経
歴
を
記
載
し
た
書
類

六
　
そ
の
他
事
業
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
る
書
類

（
登
録
証
明
書
）

第
十
六
条
の
四
　
都
道
府
県
知
事
は
、
令
第
十
九
条
の
登
録
証
明
書
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
交
付
す
る

も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
事
業
場
の
所
在
地

三
　
廃
棄
物
の
再
生
に
係
る
事
業
の
内
容

四
　
登
録
の
年
月
日
及
び
登
録
番
号

（
技
術
管
理
者
の
資
格
）

第
十
七
条
　
法
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
資
格
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
技
術
士
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
士
（
化
学
部
門
、
上
下

水
道
部
門
又
は
衛
生
工
学
部
門
に
係
る
第
二
次
試
験
に
合
格
し
た
者
に
限
る
。
）

二
　
技
術
士
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
士
（
前
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
一
年
以
上

廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

三
　
第
八
条
の
十
七
第
二
号
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
者

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

２
　
法
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
前
項
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
で
あ

る
こ
と
と
す
る
。

（
令
第
二
十
四
条
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
一
般
廃
棄
物
の
処
理
施
設
又
は
産
業
廃
棄
物
の
処
理
施
設
）

第
十
八
条
　
令
第
二
十
四
条
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
一
般
廃
棄
物
の
処
理
施
設
又
は
産
業
廃
棄
物
の
処
理
施

設
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
処
理
施
設
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
焼
却
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
処
理
施
設
で
あ
つ
て
、
当
該
焼
却
設
備
の
一
時
間
当
た
り
の
処
理
能
力
（
二

以
上
の
焼
却
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ら
の
処
理
能
力
の
合
計
）
が
五
十
キ
ロ
グ
ラ

ム
以
上
又
は
火
床
面
積
（
二
以
上
の
焼
却
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ら
の
火
床
面
積

の
合
計
）
が
〇
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

二
　
熱
分
解
設
備
、
乾
燥
設
備
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
溶
融
設
備
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
固
形
燃
料
化
設
備

又
は
メ
タ
ン
回
収
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
処
理
施
設
で
あ
つ
て
、
一
日
当
た
り
の
処
理
能
力
が
一
ト
ン
以
上

の
も
の

三
　
廃
油
の
蒸
留
設
備
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
廃
酸
若
し
く
は
廃
ア
ル
カ
リ
の
中
和
設
備
が
設
け
ら

れ
て
い
る
処
理
施
設
で
あ
つ
て
、
一
日
当
た
り
の
処
理
能
力
が
一
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

（
法
第
二
十
一
条
の
三
第
三
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
廃
棄
物
）

第
十
八
条
の
二
　
法
第
二
十
一
条
の
三
第
三
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
廃
棄
物
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当

す
る
と
認
め
ら
れ
る
廃
棄
物
と
す
る
。

一
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
設
工
事
に
伴
い
生
ず
る
廃
棄
物
（
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
及
び
特
別
管
理
産

業
廃
棄
物
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
も
の

イ
　
建
設
工
事
（
建
築
物
等
の
全
部
又
は
一
部
を
解
体
す
る
工
事
及
び
建
築
物
等
に
係
る
新
築
又
は
増
築
の
工

事
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
の
請
負
代
金
の
額
が
五
百
万
円
以
下
で
あ
る
も
の

ロ
　
引
渡
し
が
さ
れ
た
建
築
物
等
の
瑕
疵
の
修
補
に
関
す
る
工
事
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
請
負
人
に
施
工
さ
せ
る

こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
適
正
な
請
負
代
金
相
当
額
が
五
百
万
円
以
下
で
あ
る
も
の

二
　
次
の
よ
う
に
運
搬
さ
れ
る
廃
棄
物
で
あ
る
も
の

イ
　
一
回
当
た
り
に
運
搬
さ
れ
る
量
が
一
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
よ
う
区
分
し
て

運
搬
さ
れ
る
も
の

ロ
　
当
該
廃
棄
物
を
生
ず
る
事
業
場
の
所
在
地
の
属
す
る
都
道
府
県
又
は
当
該
都
道
府
県
に
隣
接
す
る
都
道
府

県
の
区
域
内
に
存
す
る
施
設
（
積
替
え
又
は
保
管
の
場
所
を
含
み
、
元
請
業
者
（
法
第
二
十
一
条
の
三
第
一

項
に
規
定
す
る
元
請
業
者
を
い
う
。
）
が
所
有
権
を
有
す
る
も
の
（
所
有
権
を
有
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該

施
設
を
使
用
す
る
権
原
を
有
す
る
も
の
）
に
限
る
。
）
に
運
搬
さ
れ
る
も
の

ハ
　
当
該
廃
棄
物
の
運
搬
途
中
に
お
い
て
保
管
が
行
わ
れ
な
い
も
の

２
　
建
設
工
事
を
同
一
の
者
が
二
以
上
の
契
約
に
分
割
し
て
請
け
負
う
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
一
の
契
約
で
請

け
負
つ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
前
項
第
一
号
イ
の
規
定
を
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
正
当
な
理
由
に
基
づ
い
て
契
約

を
分
割
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
手
数
料
の
納
付
方
法
）

第
十
九
条
　
法
第
二
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
は
、
申
請
書
に
そ
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
に
相
当
す

る
額
の
収
入
印
紙
を
は
つ
て
、
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
権
限
の
委
任
）

第
二
十
条
　
法
及
び
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
環
境
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
地
方
環
境
事
務
所

長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
環
境
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一
　
法
第
九
条
の
十
第
八
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
八
条
第
五
項
に
規
定
す
る
権
限
（
同
項
に
規

定
す
る
通
知
及
び
指
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

二
　
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限
（
同
項
の
確
認
に
係
る
第
六
条
の
二
十
七
第
一
項
第
二
号
、
第
四
号
及

び
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
が
、
過
去
に
な
さ
れ
た
法
第
十
条
第
一
項
の
確
認
に
係
る
当
該
事

項
と
同
等
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

三
　
第
六
条
の
二
十
七
第
四
項
に
規
定
す
る
権
限
（
当
該
地
方
環
境
事
務
所
長
が
し
た
輸
出
の
確
認
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）

四
　
第
六
条
の
二
十
八
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
権
限
（
当
該
地
方
環
境
事
務
所
長
が
し
た
輸
出
の
確
認

及
び
当
該
地
方
環
境
事
務
所
長
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
輸
出
の
届
出
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

五
　
第
六
条
の
二
十
七
第
五
項
に
規
定
す
る
権
限

六
　
第
八
条
の
三
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限
（
当
該
地
方
環
境
事
務
所
長
が
し
た
輸
入
の
許
可
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）

七
　
法
第
十
五
条
の
四
の
四
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
権
限

（
同
項
に
規
定
す
る
通
知
及
び
指
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

八
　
法
第
十
五
条
の
四
の
五
第
一
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
権
限
（
法
第
十
五
条
の
四
の
五
第
一
項
の
許
可
に

係
る
第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
第
一
項
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

が
、
過
去
に
な
さ
れ
た
法
第
十
五
条
の
四
の
五
第
一
項
の
許
可
に
係
る
当
該
事
項
と
同
等
で
あ
る
場
合
に
限

る
。
）

九
　
第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
第
四
項
に
規
定
す
る
権
限
（
当
該
地
方
環
境
事
務
所
長
が
し
た
輸
入
の
許
可
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
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十
　
第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
一
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
権
限
（
当
該
地
方
環
境
事
務
所
長
が
し
た
輸

入
の
許
可
及
び
当
該
地
方
環
境
事
務
所
長
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
輸
入
の
届
出
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

十
一
　
第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
第
五
項
に
規
定
す
る
権
限

十
二
　
法
第
十
五
条
の
四
の
七
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限

（
同
項
の
確
認
に
係
る
第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
五
第
一
項
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で

に
掲
げ
る
事
項
が
、
過
去
に
な
さ
れ
た
法
第
十
五
条
の
四
の
七
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第

十
条
第
一
項
の
確
認
に
係
る
当
該
事
項
と
同
等
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

十
三
　
第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
五
第
四
項
に
規
定
す
る
権
限
（
当
該
地
方
環
境
事
務
所
長
が
し
た
輸
出
の
確
認

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

十
四
　
第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
六
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
権
限
（
当
該
地
方
環
境
事
務
所
長
が
し
た

輸
出
の
確
認
及
び
当
該
地
方
環
境
事
務
所
長
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
輸
出
の
届
出
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

十
五
　
第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
五
第
五
項
及
び
第
六
項
に
規
定
す
る
権
限

十
六
　
法
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

十
七
　
法
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

十
八
　
法
第
十
九
条
の
五
第
一
項
及
び
第
十
九
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限
（
当
該
地
方
環
境
事
務
所
長
が

し
た
輸
入
の
許
可
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

十
九
　
法
第
十
九
条
の
八
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
規
定
す
る
権
限
（
当
該
地
方
環
境
事
務
所
長
が
し
た
輸
入

の
許
可
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

二
十
　
法
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限

（
提
出
書
類
の
特
例
）

第
二
十
一
条
　
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
同
時
に
二
以
上
の
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、

各
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
に
添
付
す
べ
き
書
類
の
内
容
が
同
一
で
あ
る
と
き
は
、
一
の
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
に

こ
れ
を
添
付
し
、
他
の
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
に
は
そ
の
旨
を
記
載
し
て
、
一
の
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
に
添
付

し
た
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
本
人
確
認
情
報
（
住
民
基
本
台
帳
法
第

三
十
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
情
報
を
い
う
。
）
を
利
用
し
、
又
は
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
方

法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
つ
て
添
付
す
べ
き
書
類
の
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
た

め
そ
の
添
付
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
書
類
の
添
付
を
省
略
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
六
年
九
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
令
附
則
第
四
条
の
環
境
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
中
間
貯
蔵
・
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
法
施
行
規
則
（
平
成

十
六
年
環
境
省
令
第
十
二
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
区
域
内
に
所
在
す
る
施
設
で
あ
つ
て
、
廃
棄
物
の
保
管
の
用

に
供
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
三
月
一
日
厚
生
省
令
第
七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百

号
）
第
七
条
第
十
一
号
に
掲
げ
る
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
技
術
上
の
業
務
を
担
当
し
て
い
る
者
は
、
昭
和
五

十
四
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
は
、
改
正
後
の
第
十
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
技
術
管
理
者
の
資
格
を
有
す
る

も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
八
月
二
六
日
厚
生
省
令
第
三
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
一
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
三
月
一
四
日
厚
生
省
令
第
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
二
年
三
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い

う
。
）
第
四
条
及
び
第
四
条
の
二
又
は
第
十
二
条
か
ら
第
十
二
条
の
四
ま
で
の
規
定
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清

掃
に
関
す
る
法
律
及
び
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
緊
急
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第

六
十
八
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
又
は
第
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
届
出
に
係
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
又
は
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
つ
い
て
は
、
適
用

し
な
い
。

３
　
前
項
の
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
及
び
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

４
　
新
規
則
第
十
七
条
第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
三
年
間
は
、
同
項
中
「
廃
Ｐ
Ｃ

Ｂ
等
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
汚
染
物
又
は
Ｐ
Ｃ
Ｂ
処
理
物
の
処
理
」
と
あ
る
の
は
、
「
廃
Ｐ
Ｃ
Ｂ
等
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
汚
染
物
若
し
く

は
Ｐ
Ｃ
Ｂ
処
理
物
の
処
理
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
の
製
造
又
は
廃
Ｐ
Ｃ
Ｂ
等
若
し
く
は
Ｐ
Ｃ
Ｂ
汚
染
物
の
保
管
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
八
月
一
〇
日
厚
生
省
令
第
五
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
二
号
、
第
六
条
第
三
号
、
第
七
条
第
二
号
及

び
第
七
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三

月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
第
四
条
の
二
第
三
項
第
二
十
号
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
適
用
し
な

い
。

３
　
第
二
条
第
二
号
の
改
正
規
定
の
施
行
前
に
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第

百
三
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て
、
法
第
六

条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
内
に
お
い
て
第
二
条
第
二
号
の
改
正
規
定
の
施
行
の
際
現
に
し
尿
浄
化

そ
う槽

に
係
る
汚

で
い
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
業
と
し
て
行
つ
て
い
る
も
の
は
、
当
該
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
事
業
の
範
囲

と
す
る
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
市
町
村
長
は
、
当

該
許
可
に
期
限
を
付
し
、
収
集
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
区
域
を
定
め
、
又
は
生
活
環
境
の
保
全
上
必
要
な
条
件
を

付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
一
一
月
六
日
厚
生
省
令
第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関

す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
五

十
五
年
十
一
月
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
三
第
一
項
、
第
八
条
の
三
第
一
項
及
び
第
十
条

の
四
第
一
項
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
五
月
三
〇
日
厚
生
省
令
第
三
九
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
、
又
は
設
置
中
の
し
尿
浄
化

そ
う槽

の
維
持
管
理
及
び
清
掃
の
基
準
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
四
月
二
八
日
厚
生
省
令
第
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
六
月
二
七
日
厚
生
省
令
第
三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
八
月
二
日
厚
生
省
令
第
三
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
浄
化
槽
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日

（
昭
和
六
十
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
七
条
　
昭
和
六
十
年
九
月
三
十
日
に
お
い
て
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
廃
掃
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
二
第
三
項
第
二
十
号
の
規
定
に
よ
る

厚
生
大
臣
の
指
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
昭
和
六
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
法
第
五
十
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
指
定
を
受
け
た
指
定
検
査
機
関
と
み
な
す
。
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第
八
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
（
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
浄
化
槽
に
限
る
。
）
の

使
用
を
開
始
し
、
又
は
当
該
施
設
の
技
術
管
理
者
を
変
更
し
た
場
合
に
お
け
る
旧
廃
掃
法
施
行
規
則
第
十
四
条
第

一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
施
設
の
管
理
者
が
行
う
報
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
九
月
二
七
日
厚
生
省
・
建
設
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
六
十
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
一
二
月
二
〇
日
厚
生
省
令
第
六
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
九
月
一
八
日
厚
生
省
令
第
四
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
六
月
二
一
日
厚
生
省
令
第
三
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
七
月
三
日
厚
生
省
令
第
四
六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
四
年
七
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と

い
う
。
）
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
そ
の
設
置
若
し
く
は
変
更
の
許
可
若
し
く
は
届
出

が
な
さ
れ
た
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
又
は
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
廃

棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
又
は
第
十
二
条
の
二

に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
を
新
規
則
第
四
条
又
は
第
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
と
み
な
す
。

２
　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
及
び
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
緊
急
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

に
よ
る
改
正
前
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
又
は

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
届
出
に
係
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
又
は
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
及

び
前
項
の
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
又
は
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
つ
い
て
は
、
旧
規
則
第
四
条
の
二
又
は
第
十
二

条
の
三
及
び
第
十
二
条
の
四
に
規
定
す
る
維
持
管
理
の
技
術
上
の
基
準
を
新
規
則
第
四
条
の
五
又
は
第
十
二
条
の

六
及
び
第
十
二
条
の
七
に
規
定
す
る
維
持
管
理
の
技
術
上
の
基
準
と
み
な
す
。

第
三
条
　
新
規
則
第
八
条
の
十
三
第
二
号
の
規
定
は
、
平
成
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
適
用
し
な
い
。

第
四
条
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
該
当
す
る
産
業
廃
棄
物
に
係
る
旧
法
第
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃

棄
物
処
理
責
任
者
で
あ
っ
た
者
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
業
務
に
責
任
を
有
す
る
者
は
、
新

規
則
第
八
条
の
十
七
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理

責
任
者
の
資
格
を
有
す
る
も
の
と
み
な
す
。

第
五
条
　
旧
法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
技
術
管
理
者
で
あ
っ
た
者
は
、
新
規
則
第
十
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
平
成
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
そ
の
担
当
し
た
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
掲
げ
る

施
設
の
種
類
に
応
じ
、
同
条
の
資
格
を
有
す
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
新
規
則
施
行
の
際
に
現
に
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
及
び
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
緊
急
措
置
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
以
下
「
整
備
政
令
」
と
い
う
。
）

に
よ
る
改
正
前
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
旧
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
二

項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
の

終
処
分
場
（
埋
立
処
分
の
用
に
供
さ
れ
る
場
所
の
面
積
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
、
旧
令
第
七
条
第
十
四
号
ロ
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
、
旧
令
第
七
条
第

十
四
号
ハ
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
（
埋
立
処
分
の
用
に
供
さ
れ
る
場
所
の
面
積
が
二
千
平
方
メ

ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
又
は
整
備
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施

行
令
第
七
条
第
十
三
号
の
二
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
の
焼
却
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
技
術
上
の
業
務
を
担

当
し
て
い
る
者
は
、
新
規
則
第
十
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
こ
れ
ら
の

施
設
の
技
術
管
理
者
に
係
る
資
格
を
有
す
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
一
一
月
二
〇
日
厚
生
省
令
第
六
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
四
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
一
二
月
一
〇
日
厚
生
省
令
第
四
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
五
年

十
二
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
一
四
日
厚
生
省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
十
三
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改

正
規
定
、
第
二
条
中
第
五
号
を
第
七
号
と
し
、
第
四
号
を
第
六
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
二
号
を
加
え
る
改
正
規

定
（
同
条
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
条
の
三
中
第
四
号
を
第
六
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
二
号

を
加
え
る
改
正
規
定
（
同
条
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
平
成
七
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
七
月
一
日
厚
生
省
令
第
四
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
以
下
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り

使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
省
令
第
八
〇
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
第
二
十
八
号
及
び
第
三
十
一
号
か
ら
第
三

十
三
号
ま
で
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
二
二
日
厚
生
省
令
第
一
〇
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
条
の
二
十
三
第
三
項
第
四
号
の
改
正
規

定
及
び
様
式
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害

の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
六
年
政
令
第
三
百
六
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
特
別
管

理
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
業
務
に
責
任
を
有
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
新
た
に
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管

理
責
任
者
に
係
る
資
格
を
有
す
べ
き
こ
と
と
な
っ
た
も
の
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
四
年
厚
生
省
令
第
四
十
六
号
）
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
特
別
管
理
産
業
廃

棄
物
管
理
責
任
者
の
資
格
を
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
の
十
七
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理
責
任
者
の
資
格
を
有
す
る
も

の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
二
月
二
七
日
厚
生
省
令
第
六
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
四
条
、
様
式
第
二
十
八
号
及
び
様
式
第

三
十
一
号
か
ら
様
式
第
三
十
四
号
（
二
）
ま
で
の
改
正
規
定
は
同
年
二
月
一
日
か
ら
、
第
十
七
条
の
改
正
規
定
は

同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の

省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
八
月
二
九
日
厚
生
省
令
第
六
五
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八

条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
又
は
許
可
を
申
請
し
て
い
る
者
の
当
該
許
可
又
は
当
該
申
請
に
係
る
ご
み
処

理
施
設
及
び
法
第
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
い
る
市
町
村
の
当
該
届
出
に
係
る
ご
み
処
理
施
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設
（
以
下
「
既
存
ご
み
処
理
施
設
」
と
い
う
。
）
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
（
平
成
四
年
厚
生
省
令
第
四
十
六
号
。
以
下
「
平
成
四
年
改
正
省
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条

第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
改

正
後
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
第

七
号
ロ
（
２
）
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

２
　
平
成
十
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
既
存
ご
み
処
理
施
設
に
係
る
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
平
成
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
既
存
ご
み
処
理
施
設
に
係
る
技

術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
四
条
第
一
項
第
七
号
中
「
次
の
要
件
」
と
あ
る
の
は
、
「
ロ
（
１
）
、
（
４
）

及
び
（
５
）
、
ハ
、
チ
並
び
に
リ
並
び
に
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
平
成
九
年
厚
生
省
令
第
六
十
五
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
第
四
条
第
一
項
第
七
号
イ
（
４
）
、
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
要
件
」
と
す
る
。

第
三
条
　
平
成
十
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
既
存
ご
み
処
理
施
設
に
係
る
維
持
管
理
の
技
術
上
の
基
準

に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
四
条
の
五
第
一
項
第
二
号
中
「
次
の
と
お
り
」
と
あ
る
の
は
、
「
イ
、
ホ
、
ヘ
、
ヌ
及

び
カ
か
ら
ツ
ま
で
並
び
に
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成

九
年
厚
生
省
令
第
六
十
五
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
四
条
の

五
第
一
項
第
二
号
ロ
の
と
お
り
」
と
す
る
。

２
　
平
成
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
既
存
ご
み
処
理
施
設
に
係
る
維

持
管
理
の
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
四
条
の
五
第
一

項
第
二
号
中
「
次
の
と
お
り
」
と
あ
る
の
は
、
「
イ
、
ハ
か
ら
ト
ま
で
、
ヌ
及
び
ワ
か
ら
ナ
ま
で
の
と
お
り
」
と

す
る
。

第
四
条
　
前
二
条
の
規
定
は
、
既
存
ご
み
処
理
施
設
（
平
成
四
年
改
正
省
令
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
附
則
第
二
条
第
三
項
中
「
ハ
、
チ
」
と

あ
る
の
は
「
ハ
」
と
、
前
条
第
一
項
中
「
及
び
カ
」
と
あ
る
の
は
「
、
カ
、
ヨ
及
び
レ
」
と
、
同
条
第
二
項
中

「
及
び
ワ
」
と
あ
る
の
は
「
、
ワ
か
ら
タ
ま
で
及
び
ソ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条
　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
九
年
政
令
第
二
百
六

十
九
号
。
以
下
「
改
正
政
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
ご
み
処
理
施
設
（
以
下
単
に

「
特
定
ご
み
処
理
施
設
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
四
条
第
一
項
第
七
号
ロ
（
２
）
の
規
定
は
適
用
し

な
い
。

２
　
特
定
ご
み
処
理
施
設
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
新
規
則
第
四
条
第
一
項
第
七
号

（
ロ
（
２
）
を
除
く
。
）
並
び
に
新
規
則
第
四
条
の
五
第
一
項
第
二
号
ロ
か
ら
リ
ま
で
、
ル
か
ら
ワ
ま
で
及
び
タ
の

規
定
は
適
用
し
な
い
。

３
　
特
定
ご
み
処
理
施
設
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、

新
規
則
第
四
条
第
一
項
第
七
号
イ
、
ロ
（
３
）
及
び
ニ
か
ら
チ
ま
で
並
び
に
新
規
則
第
四
条
の
五
第
一
項
第
二
号

ロ
、
チ
、
リ
、
ル
、
ヲ
及
び
タ
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

第
六
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
又
は
許
可
を
申
請
し
て
い
る

者
の
当
該
許
可
又
は
当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
焼
却
施
設
（
以
下
「
既
存
産
業
廃
棄
物
焼
却
施
設
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
十
二
条
の
二
第
五
項
第
一
号
ロ
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

２
　
平
成
十
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
既
存
産
業
廃
棄
物
焼
却
施
設
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
平
成
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
既
存
産
業
廃
棄
物
焼
却
施
設
に

係
る
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
十
二
条
の
二
第
五
項
中
「
第
四
条
第
一
項
第
七
号
（
同
号
ロ
（
１
）

及
び
（
２
）
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
四
条
第
一
項
第
七
号
ロ
（
４
）
及
び
（
５
）
、
ハ
並
び
に
リ
並
び
に

第
十
二
条
の
二
第
三
項
」
と
す
る
。

第
七
条
　
平
成
十
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
既
存
産
業
廃
棄
物
焼
却
施
設
に
係
る
維
持
管
理
の
技
術
上

の
基
準
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
十
二
条
の
七
第
五
項
中
「
第
四
条
の
五
第
一
項
第
二
号
（
同
号
ハ
を
除
く
。
）
」

と
あ
る
の
は
「
第
四
条
の
五
第
一
項
第
二
号
イ
、
ホ
、
ヘ
、
ヌ
、
カ
、
ヨ
及
び
レ
か
ら
ツ
ま
で
並
び
に
廃
棄
物
の

処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
九
年
厚
生
省
令
第
六
十
五
号
）
に
よ

る
改
正
前
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
二
条
の
七
第
五
項
第
一
号
及
び
第
二
号
」

と
、
「
次
の
と
お
り
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
号
及
び
第
三
号
の
と
お
り
」
と
す
る
。

２
　
平
成
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
既
存
産
業
廃
棄
物
焼
却
施
設
に

係
る
維
持
管
理
の
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
二
条

の
七
第
五
項
中
「
第
四
条
の
五
第
一
項
第
二
号
（
同
号
ハ
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
四
条
の
五
第
一
項
第

二
号
イ
、
ニ
か
ら
ト
ま
で
、
ヌ
、
ワ
か
ら
タ
ま
で
及
び
ソ
か
ら
ナ
ま
で
」
と
す
る
。

第
八
条
　
改
正
政
令
附
則
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
産
業
廃
棄
物
焼
却
施
設
（
以
下
単
に
「
特
定
産
業
廃
棄

物
焼
却
施
設
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
十
二
条
の
二
第
五
項
第
一
号
ロ
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

２
　
特
定
産
業
廃
棄
物
焼
却
施
設
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
新
規
則
第
十
二
条
の
二

第
五
項
（
第
一
号
ロ
を
除
く
。
）
は
適
用
せ
ず
、
新
規
則
第
十
二
条
の
七
第
五
項
中
「
第
四
条
の
五
第
一
項
第
二

号
（
同
号
ハ
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
の
五
第
一
項
第
二
号
イ
、
ヌ
、
カ
、
ヨ
及
び
レ
か
ら
ツ
ま
で
」

と
、
「
次
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
号
及
び
第
三
号
の
」
と
す
る
。

３
　
特
定
産
業
廃
棄
物
焼
却
施
設
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の

間
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
二
条
の
二
第
五
項
中
「
第
四
条
第
一
項
第
七
号

（
同
号
ロ
（
１
）
及
び
（
２
）
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
第
一
項
第
七
号
ロ
（
４
）
及
び
（
５
）
、
ハ
並

び
に
リ
」
と
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
二
条
の
七
第
五
項
中
「
第
四
条
の
五
第

一
項
第
二
号
（
同
号
ハ
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
の
五
第
一
項
第
二
号
イ
、
ニ
か
ら
ト
ま
で
、
ヌ
、
ワ

か
ら
タ
ま
で
及
び
ソ
か
ら
ナ
ま
で
」
と
す
る
。

第
九
条
　
既
存
ご
み
処
理
施
設
及
び
特
定
ご
み
処
理
施
設
並
び
に
既
存
産
業
廃
棄
物
焼
却
施
設
及
び
特
定
産
業
廃
棄

物
焼
却
施
設
の
燃
焼
室
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
新
規
則
別
表
第
二
の
規
定
は
適

用
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
燃
焼
室
に
つ
い
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
、
法
第
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五

条
の
二
第
一
項
の
変
更
の
許
可
（
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
そ
の
申
請
が
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
又
は
法
第
九
条

の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
変
更
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
変
更
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
第
一
項
の
燃
焼
室
に
つ
い
て
平
成
十
年
十
二
月
一
日
以
降
、
新
規
則
別
表
第
二
を
適
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
平
成
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
は

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
、
平
成
十
四
年
十
二
月
一
日
以
降
は
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
、
そ
れ
ぞ
れ

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
燃
焼
室
に
つ
い
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
変
更
を
行
っ
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

〇
・
一
ｎ
ｇ
／
ｍ
３

八
十
ｎ
ｇ
／
ｍ
３

一
ｎ
ｇ
／
ｍ
３

一
ｎ
ｇ
／
ｍ
３

八
十
ｎ
ｇ
／
ｍ
３

五
ｎ
ｇ
／
ｍ
３

五
ｎ
ｇ
／
ｍ
３

八
十
ｎ
ｇ
／
ｍ
３

十
ｎ
ｇ
／
ｍ
３

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
一
〇
日
厚
生
省
令
第
八
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
九
年

十
二
月
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
二
六
日
厚
生
省
令
第
九
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
二
六
日
厚
生
省
令
第
三
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第

八
十
五
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
年
六
月

十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
中
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
八
条
の
三
、
第
八
条
の
四
、
第
十
条
の
六

の
二
、
第
十
条
の
十
二
及
び
第
十
条
の
十
九
の
改
正
規
定
、
同
令
様
式
第
十
六
号
の
改
正
規
定
（
同
様
式
（
裏
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面
）
添
付
書
類
及
び
図
面
の
欄
の
２
．
中
「
（
６
）
ま
で
」
を
「
（
８
）
ま
で
」
に
、
「
（
８
）
、
」
を
「
（
６
）
、
」

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
同
令
様
式
第
二
十
二
号
の
改
正
規
定
（
同
様
式
（
裏
面
）
添
付
書
類
及
び

図
面
の
欄
の
２
．
中
「
（
６
）
ま
で
」
を
「
（
８
）
ま
で
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
　
公
布
の
日

二
　
第
二
条
の
規
定
及
び
附
則
第
九
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
　
平
成
十
一
年
四
月
一
日

三
　
第
一
条
中
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
四
条
、
様
式
第
三
十
三
号
、
様
式
第
三

十
四
号
（
一
）
及
び
様
式
第
三
十
四
号
（
二
）
の
改
正
規
定
　
平
成
十
二
年
四
月
一
日

（
改
正
法
附
則
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
等
）

第
二
条
　
改
正
法
附
則
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
新
法
」
と
い

う
。
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
条
第
四
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
六
号

か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

二
　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
条
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

三
　

終
処
分
場
に
あ
っ
て
は
、
災
害
防
止
の
た
め
の
計
画

２
　
改
正
法
附
則
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
（
以
下
「
既
存
許
可
一
般
廃
棄
物
処
理
施

設
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
初
め
て
新
法
第
九
条
第

一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
条

の
三
第
一
項
中
「
次
に
」
と
あ
る
の
は
「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
三
十
一
号
。
以
下
「
平
成
十
年
改
正
省
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
一
項

各
号
に
」
、
同
条
第
三
項
中
「
次
に
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
」
と

す
る
。

３
　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
同
令
第
五
条
の
三
第
一
項
の
申
請
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
三

条
第
三
項
中
「
法
第
八
条
第
二
項
第
八
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
三
十
一
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
第
三
号
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

第
三
条
　
改
正
法
附
則
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
新
法
第
十
五
条
の
二
の
四
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
一
条
第
五
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
六

号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

二
　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
二
条
の
九
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

三
　

終
処
分
場
に
あ
っ
て
は
、
災
害
防
止
の
た
め
の
計
画

２
　
改
正
法
附
則
第
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
（
以
下
「
既
存
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
」
と

い
う
。
）
に
つ
い
て
施
行
日
以
後
初
め
て
新
法
第
十
五
条
の
二
の
四
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ

い
て
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
二
条
の
九
第
一
項
中
「
次
に
」
と
あ
る
の
は

「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
三
十

一
号
。
以
下
「
平
成
十
年
改
正
省
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
一
項
各
号
に
」
と
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
五
条
の
三
第
三
項
中
「
次
に
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
」
と
す
る
。

３
　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
令
第
十
二
条
の
九
第
一
項
の
申
請
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令

第
十
一
条
第
四
項
中
「
法
第
十
五
条
第
二
項
第
八
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
三
十
一
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
第
三
号
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
六
月
一
六
日
厚
生
省
令
第
六
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第

八
十
五
号
）
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
年
六
月
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
一
般
廃
棄
物
の

終
処
分
場
及
び
産
業
廃
棄
物
の
処
分
場
に
係
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
命
令
の
一
部

を
改
正
す
る
命
令
（
平
成
十
年
総
理
府
・
厚
生
省
令
第
二
号
。
以
下
「
平
成
十
年
改
正
命
令
」
と
い
う
。
）
附
則

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
既
存
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
（
以
下
単
に
「
既
存
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
」
と

い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
一
年
六
月
十
六
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
廃
棄
物
の
処
理

及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
七
第
三
号
ニ
中
「
基
準
命
令
第

一
条
第
二
項
第
十
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
般
廃
棄
物
の

終
処
分
場
及
び
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
に
係
る

技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
（
平
成
十
年
総
理
府
・
厚
生
省
令
第
二
号
。
以
下
「
平

成
十
年
改
正
命
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
基
準
命
令

第
一
条
第
二
項
第
十
号
（
平
成
十
年
改
正
命
令
の
施
行
前
に
埋
立
処
分
が
開
始
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
イ
を

除
く
。
）
」
と
す
る
。

２
　
既
存
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
に
つ
い
て
廃
止
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
及
び
市
町
村
（
以
下
「
既
存
一

般
廃
棄
物

終
処
分
場
廃
止
確
認
申
請
者
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
年
十
二
月
十
六
日
ま
で
の
間

は
、
新
規
則
第
五
条
の
五
の
二
第
二
項
第
四
号
（
新
規
則
第
五
条
の
十
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
中
「
二
年
以
上
に
わ
た
り
行
つ
た
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
回
以
上
の
」
と
す
る
。

３
　
既
存
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
廃
止
確
認
申
請
者
等
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
平
成
十
一

年
六
月
十
六
日
ま
で
の
間
は
、
新
規
則
第
五
条
の
五
の
二
第
二
項
第
四
号
中
「
二
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
六
月
」

と
す
る
。

４
　
既
存
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
廃
止
確
認
申
請
者
等
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
一
年
六
月
十
七
日
か
ら
同
年
十
二

月
十
六
日
ま
で
の
間
は
、
新
規
則
第
五
条
の
五
の
二
第
二
項
第
四
号
中
「
二
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
年
」
と
す

る
。

５
　
既
存
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
廃
止
確
認
申
請
者
等
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
一
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
平
成
十

二
年
六
月
十
六
日
ま
で
の
間
は
、
新
規
則
第
五
条
の
五
の
二
第
二
項
第
四
号
中
「
二
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
年

六
月
」
と
す
る
。

第
三
条
　
平
成
十
年
改
正
命
令
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
既
存
遮
断
型

終
処
分
場
（
次
項
に
お
い
て
単
に

「
既
存
遮
断
型

終
処
分
場
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
十
二
条
の
十
一
の
二
第
一
項
第
一
号
ワ
中

「
基
準
命
令
第
二
条
第
二
項
第
一
号
ニ
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
般
廃
棄
物
の

終
処
分
場
及
び
産
業
廃
棄
物
の
処
分

場
に
係
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
（
平
成
十
年
総
理
府
・
厚
生
省
令
第
二
号
）

に
よ
る
改
正
前
の
基
準
命
令
第
二
条
第
二
項
第
一
号
ハ
」
と
す
る
。

２
　
既
存
遮
断
型

終
処
分
場
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
一
年
六
月
十
六
日
ま
で
の
間
は
、
新
規
則
第
十
二
条
の
七
の

三
第
三
号
ロ
中
「
基
準
命
令
第
一
条
第
二
項
第
十
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
般
廃
棄
物
の

終
処
分
場
及
び
産
業

廃
棄
物
の

終
処
分
場
に
係
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
（
平
成
十
年
総
理
府
・

厚
生
省
令
第
二
号
。
以
下
「
平
成
十
年
改
正
命
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
た
基
準
命
令
第
一
条
第
二
項
第
十
号
（
平
成
十
年
改
正
命
令
の
施
行
前
に
埋
立
処
分
が
開
始
さ
れ
た
も
の
に

つ
い
て
は
、
イ
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

第
四
条
　
平
成
十
年
改
正
命
令
附
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
既
存
安
定
型

終
処
分
場
（
次
項
に
お
い
て
単
に

「
既
存
安
定
型

終
処
分
場
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
一
年
六
月
十
六
日
ま
で
の
間
は
、
新
規
則
第
十

二
条
の
七
の
三
第
四
号
中
「
次
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
」
と
す
る
。

２
　
既
存
安
定
型

終
処
分
場
に
つ
い
て
廃
止
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
一
年
六
月
十

六
日
ま
で
の
間
は
、
新
規
則
第
十
二
条
の
十
一
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
次
に
」
と
あ
る
の
は
「
ハ
か
ら
ホ
ま
で

に
」
と
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
図
面
並
び
に
次
に
掲
げ
る
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
図
面
」
と
す
る
。

第
五
条
　
平
成
十
年
改
正
命
令
附
則
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
既
存
管
理
型

終
処
分
場
（
以
下
単
に
「
既
存
管

理
型

終
処
分
場
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
四
条
の
七
第
三
号
ニ
中
「
基
準
命
令
第
一
条
第
二
項

第
十
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
般
廃
棄
物
の

終
処
分
場
及
び
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
に
係
る
技
術
上
の
基

準
を
定
め
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
（
平
成
十
年
総
理
府
・
厚
生
省
令
第
二
号
。
以
下
「
平
成
十
年
改
正

命
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
基
準
命
令
第
一
条
第
二
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項
第
十
号
（
平
成
十
年
改
正
命
令
の
施
行
前
に
埋
立
処
分
が
開
始
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
イ
を
除
く
。
）
」
と

す
る
。

２
　
既
存
管
理
型

終
処
分
場
に
つ
い
て
廃
止
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
二
条
第
二
項

か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
附
則
第
二
条
第
二
項
中
「
新
規
則
第
五
条
の
五

の
二
第
二
項
第
四
号
（
新
規
則
第
五
条
の
十
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
と

あ
る
の
は
「
新
規
則
第
十
二
条
の
十
一
の
二
第
二
項
第
三
号
ロ
」
と
、
同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中

「
新
規
則
第
五
条
の
五
の
二
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
新
規
則
第
十
二
条
の
十
一
の
二
第
二
項
第
三
号
ロ
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
九
月
二
二
日
厚
生
省
令
第
七
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第

八
十
五
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
平
成
十
年
度
に
係
る
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
票
に
関
す
る
報
告
書
（
産
業
廃
棄
物
（
特

別
管
理
産
業
廃
棄
物
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
廃
棄
物
の

処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
二
十
七
中
「
毎
年
」
と
あ

る
の
は
「
平
成
十
一
年
」
と
、
「
そ
の
年
の
三
月
三
十
一
日
以
前
の
一
年
間
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
十
年
十
二
月

一
日
か
ら
平
成
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
と
す
る
。

２
　
平
成
十
年
度
に
係
る
法
第
十
二
条
の
四
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
に
対
す
る
報
告
に
つ
い
て
は
、

新
規
則
第
八
条
の
三
十
六
中
「
毎
年
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
十
一
年
」
と
、
「
そ
の
年
の
三
月
三
十
一
日
以
前
の

一
年
間
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
と
す
る
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
一
月
一
七
日
厚
生
省
令
第
八
八
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
平
成
十
一
年
十
一
月
十
六
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
又
は
許
可
の
申
請
を
し
て

い
る
者
の
当
該
許
可
又
は
当
該
申
請
に
係
る
ご
み
処
理
施
設
及
び
法
第
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

し
て
い
る
市
町
村
の
当
該
届
出
に
係
る
ご
み
処
理
施
設
に
係
る
維
持
管
理
の
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条
　
平
成
十
一
年
十
一
月
十
六
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
十
五
条
第
一
項
の
許

可
を
受
け
て
い
る
者
又
は
許
可
の
申
請
を
し
て
い
る
者
の
当
該
許
可
に
係
る
産
業
廃
棄
物
焼
却
施
設
に
係
る
維
持

管
理
の
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
一
月
三
〇
日
厚
生
省
令
第
九
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
三
日
厚
生
省
令
第
一
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
二
六
日
厚
生
省
令
第
二
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
省
令
第
一
〇
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
月
一
四
日
厚
生
省
令
第
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
一
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
第
一
条
第
三
項
及
び
第
一
条
の
二
第
四
十
八
項
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ

れ
、
又
は
設
置
の
工
事
が
さ
れ
て
い
る
廃
棄
物
焼
却
炉
で
あ
る
特
定
施
設
（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法

（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
を
い
う
。
）
か
ら
排
出
さ
れ
る
汚
泥
及
び

ば
い
じ
ん
、
燃
え
殻
又
は
汚
泥
を
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
四
年
十
一
月
三
十
日

ま
で
の
間
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
九
日
厚
生
省
令
第
五
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
四
月
一
一
日
厚
生
省
令
第
九
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
一
三
日
厚
生
省
令
第
一
〇
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
の
七
、
第
十
二
条
の
七
及
び
第
十

二
条
の
十
三
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
八
月
一
八
日
厚
生
省
令
第
一
一
五
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
四
条
の
二
の
二
の
改
正
規
定
、
同
令
第
八
条
の
五
の
二
の
改
正
規
定
（
「
第
六
条
の

四
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
六
条
の
五
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
同
令
第
九
条
の
二

第
一
項
第
四
号
、
第
十
条
の
四
第
一
項
第
四
号
、
第
十
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
及
び
第
十
条
の
十
六
第
一
項
第

四
号
の
改
正
規
定
並
び
に
第
二
条
及
び
第
三
条
の
規
定
は
、
平
成
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
平
成
二
十
年
四
月
一
日
ま
で
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
第
八
条
の
二
十
七
及
び
第
八
条
の
三
十
六
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
二
九
日
厚
生
省
令
第
一
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
二
〇
日
厚
生
省
令
第
一
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
二
月
二
七
日
厚
生
省
令
第
一
五
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
の
二
第
五
項
、
第
十
二
条
の
七
の
三
第
五
号
及
び
様
式
第
三
十
一
号
の
改
正
規
定
　
平
成
十
三
年
一

月
六
日

二
　
第
五
条
の
十
二
の
改
正
規
定
（
同
条
第
二
項
第
三
号
ハ
か
ら
ト
ま
で
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
十
二

条
の
十
一
の
四
の
改
正
規
定
（
同
条
第
二
項
第
二
号
ハ
及
び
ニ
並
び
に
第
三
号
ハ
か
ら
ヘ
ま
で
に
係
る
部
分
を

除
く
。
）
　
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
九
十
一
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
四
月
一
日
）
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三
　
第
八
条
の
十
七
、
第
十
条
、
第
十
条
の
五
、
第
十
条
の
十
三
、
第
十
条
の
十
七
、
第
十
六
条
第
二
号
及
び
第

十
七
条
第
一
項
の
改
正
規
定
　
平
成
十
三
年
四
月
一
日

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
て
い
る
固
形
燃
料
化
施
設
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
四
年
十
一
月
三

十
日
ま
で
の
間
は
、
改
正
後
の
第
四
条
の
五
第
一
項
第
九
号
ニ
中
「
〇
・
一
ｎ
ｇ
／
ｍ
３

」
と
あ
る
の
は
、
「
一

ｎ
ｇ
／
ｍ
３

」
と
す
る
。

第
三
条
　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
百

九
十
三
号
）
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
第
一
項
の

許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
産
業
廃
棄
物
の
処
理
施
設
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
四
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
は
、
改
正
後
の
第
十
二
条
の
二
第
九
項
及
び
第
十
二
条
の
七
第
九
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
省
令
第
一
五
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
二
六
日
環
境
省
令
第
八
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
七
及
び
第
四
条
第
一
項
第

七
号
ロ
（
１
）
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

第
二
条
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
又
は
第
二
条
の
三
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者

で
あ
っ
て
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
（
当
該
指
定
を
取
り

消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
取
消
し
の
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該
法
人
の
役
員
（
業
務

を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
い
、
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す

る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
法
人
に
対
し
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同
等
以

上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
）
で
あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過

し
な
い
も
の
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
第
二
条
第
八
号
及
び
第
九
号
並
び
に
第
二
条
の
三
第
六
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
環
境
省
令
第
一
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
七
月
一
一
日
環
境
省
令
第
二
六
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
七
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
〇
月
一
七
日
環
境
省
令
第
三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
十
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
〇
月
一
九
日
環
境
省
令
第
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
一
月
三
〇
日
環
境
省
令
第
三
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
月
一
七
日
環
境
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
の
三
、
第
六
条
の
五
、
第
六
条
の

六
、
第
九
条
、
第
十
条
の
三
、
第
十
条
の
十
一
及
び
第
十
条
の
十
五
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
七
日
環
境
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
三
日
環
境
省
令
第
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
の

日
（
平
成
十
五
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
平
成
十
二
年
一
月
十
五
日
に
お
い
て
現
に
設
置
さ
れ
、
又
は
設
置
の
工
事
が
さ
れ
て
い
た
廃
棄
物
の
処
理

及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
三
の
一
〇
の
項
に
掲
げ
る
施
設
に
お
い
て

生
じ
た
ば
い
じ
ん
及
び
燃
え
殻
並
び
に
当
該
施
設
を
有
す
る
工
場
又
は
事
業
場
に
お
い
て
生
じ
た
汚
泥
（
ダ
イ
オ

キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
四
百
三
十
三
号
）
別
表
第
二
第
十
三
号
に
掲
げ
る
施

設
を
有
す
る
工
場
又
は
事
業
場
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
廃
棄
物
を
処
分
す
る
た
め

に
処
理
し
た
も
の
（
当
該
処
理
し
た
も
の
が
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
次

に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
処
分
を
行
う
限
り
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
一
条
第
三
項

の
規
定
並
び
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下

「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
二
第
十
四
項
及
び
第
四
十
九
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一
　
セ
メ
ン
ト
固
化
設
備
を
用
い
て
重
金
属
が
溶
出
し
な
い
よ
う
化
学
的
に
安
定
し
た
状
態
に
す
る
た
め
に
十
分

な
量
の
セ
メ
ン
ト
と
均
質
に
練
り
混
ぜ
る
と
と
も
に
、
適
切
に
造
粒
し
、
又
は
成
形
し
た
も
の
を
十
分
に
養
生

し
て
固
化
す
る
方
法

二
　
薬
剤
処
理
設
備
を
用
い
て
十
分
な
量
の
薬
剤
と
均
質
に
練
り
混
ぜ
、
重
金
属
が
溶
出
し
な
い
よ
う
化
学
的
に

安
定
し
た
状
態
に
す
る
方
法

三
　
酸
そ
の
他
の
溶
媒
に
重
金
属
を
溶
出
さ
せ
た
上
で
脱
水
処
理
を
行
う
と
と
も
に
、
当
該
溶
出
液
中
の
重
金
属

を
沈
殿
さ
せ
、
当
該
沈
殿
物
及
び
脱
水
処
理
に
伴
っ
て
生
ず
る
汚
泥
に
つ
い
て
、
重
金
属
が
溶
出
し
な
い
状
態

に
し
、
又
は
製
錬
工
程
に
お
い
て
重
金
属
を
回
収
す
る
方
法

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
、
又
は
設
置
の
工
事
が
さ
れ
て
い
る
令
別
表
第
三
の
九
の
項
に
掲
げ
る

施
設
に
お
い
て
生
じ
た
ば
い
じ
ん
及
び
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
、
又
は
設
置
の
工
事
が
さ
れ
て
い

る
令
別
表
第
三
の
四
七
の
項
に
掲
げ
る
施
設
を
有
す
る
工
場
又
は
事
業
場
に
お
い
て
生
じ
た
汚
泥
（
ダ
イ
オ
キ
シ

ン
類
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
十
九
号
）
第
一
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
別
表
第
二
第
一
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ

る
施
設
を
有
す
る
工
場
又
は
事
業
場
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
廃
棄
物
を
処
分
す
る

た
め
に
処
理
し
た
も
の
（
当
該
処
理
し
た
も
の
が
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、

前
項
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
処
分
を
行
う
限
り
、
新
規
則
第
一
条
の
二
第
十
四
項
及
び
第
四
十
九
項
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
二
四
日
環
境
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
六
月
一
八
日
環
境
省
令
第
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
六
月
二
五
日
環
境
省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
九
月
三
〇
日
環
境
省
令
第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
〇
月
一
四
日
環
境
省
令
第
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
一
月
一
一
日
環
境
省
令
第
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
一
月
二
八
日
環
境
省
令
第
三
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
二
四
日
環
境
省
令
第
三
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
六
第
一
号
の
改
正
規
定
、
同
条
に
二
号
を
加

え
る
改
正
規
定
、
規
則
第
七
条
の
四
の
改
正
規
定
及
び
規
則
第
七
条
の
八
第
一
項
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定

は
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
第
七
条
の
四
第
二
号
及
び
第
七
条
の
八
第
一
項
第
五
号
の
規
定

は
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
以
後
に
引
取
業
者
（
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
一

項
に
規
定
す
る
引
取
業
者
を
い
う
。
）
に
引
き
渡
さ
れ
た
使
用
済
自
動
車
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

第
三
条
　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
五
年
環
境
省

令
第
三
十
号
）
附
則
第
二
条
第
四
項
に
基
づ
き
、
同
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
第
九
条
第
三
号
又
は
第
十
条
の
三
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
の
指
定
を
受
け
て
産
業
廃
棄

物
の
収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
を
業
と
し
て
行
っ
て
い
る
者
に
係
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
第
八
条
の

十
九
第
六
号
及
び
第
七
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
経
過
措
置
）

第
四
条
　
削
除

２
　
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
、
又
は
設
置
の
工
事
が
さ
れ
て
い
る
令

別
表
第
三
の
四
七
の
項
に
掲
げ
る
施
設
を
有
す
る
工
場
又
は
事
業
場
に
お
い
て
生
じ
た
汚
泥
（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類

対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
別
表
第
二
第
八
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
施
設
を
有
す
る
工
場
又
は
事
業
場
に
お
い
て

生
じ
た
も
の
に
限
る
。
）
及
び
当
該
汚
泥
を
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
（
当
該
処
理
し
た
も
の
が
廃
酸
又

は
廃
ア
ル
カ
リ
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
処
分
を
行
う
限
り
、
第
一
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
第
一
条
の
二
第
四
十
九
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一
　
セ
メ
ン
ト
固
化
設
備
を
用
い
て
重
金
属
が
溶
出
し
な
い
よ
う
化
学
的
に
安
定
し
た
状
態
に
す
る
た
め
に
十
分

な
量
の
セ
メ
ン
ト
と
均
質
に
練
り
混
ぜ
る
と
と
も
に
、
適
切
に
造
粒
し
、
又
は
成
形
し
た
も
の
を
十
分
に
養
生

し
て
固
化
す
る
方
法

二
　
薬
剤
処
理
設
備
を
用
い
て
十
分
な
量
の
薬
剤
と
均
質
に
練
り
混
ぜ
、
重
金
属
が
溶
出
し
な
い
よ
う
化
学
的
に

安
定
し
た
状
態
に
す
る
方
法

三
　
酸
そ
の
他
の
溶
媒
に
重
金
属
を
溶
出
さ
せ
た
上
で
脱
水
処
理
を
行
う
と
と
も
に
、
当
該
溶
出
液
中
の
重
金
属

を
沈
殿
さ
せ
、
当
該
沈
殿
物
及
び
脱
水
処
理
に
伴
っ
て
生
ず
る
汚
泥
に
つ
い
て
、
重
金
属
が
溶
出
し
な
い
状
態

に
し
、
又
は
製
錬
工
程
に
お
い
て
重
金
属
を
回
収
す
る
方
法

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
〇
日
環
境
省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
四
月
一
日
環
境
省
令
第
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
七
月
二
八
日
環
境
省
令
第
一
八
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
九
月
二
七
日
環
境
省
令
第
二
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
の
十
二
第
二
項
の
改
正
規

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
平
成
十
八
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
又
は
許
可
の
申
請
を
し
て

い
る
者
の
当
該
許
可
又
は
当
該
申
請
に
係
る
ご
み
処
理
施
設
及
び
法
第
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

し
て
い
る
市
町
村
の
当
該
届
出
に
係
る
ご
み
処
理
施
設
に
係
る
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

２
　
平
成
十
八
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
八
条
第
一
項
の
許
可
を
受

け
て
い
る
者
又
は
許
可
の
申
請
を
し
て
い
る
者
の
当
該
許
可
又
は
当
該
申
請
に
係
る
ご
み
処
理
施
設
及
び
法
第
九

条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
い
る
市
町
村
の
当
該
届
出
に
係
る
ご
み
処
理
施
設
に
係
る
維
持
管
理

の
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
第
四
条
の
五
第
一
項
第
二
号
ナ
、
オ
（
１
）
及
び
（
２
）
、
ヤ
（
１
）
、
マ
（
３
）
及
び
（
４
）
並
び
に
ケ
（
１
）

及
び
（
３
）
か
ら
（
５
）
ま
で
の
規
定
（
同
項
第
三
号
及
び
第
九
号
ヌ
に
お
い
て
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
、
同

項
第
六
号
イ
の
規
定
並
び
に
同
項
第
九
号
ロ
（
１
）
、
ニ
（
２
）
及
び
（
３
）
、
ト
、
チ
（
２
）
か
ら
（
４
）
ま
で

並
び
に
リ
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
〇
月
二
七
日
環
境
省
令
第
二
四
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
十
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
中
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
七
、

第
四
条
、
第
四
条
の
五
、
第
四
条
の
六
、
第
四
条
の
七
、
第
十
二
条
の
二
、
第
十
二
条
の
七
、
第
十
二
条
の
七

の
二
及
び
第
十
二
条
の
七
の
三
の
改
正
規
定
並
び
に
規
則
別
表
第
二
　
平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

二
　
第
一
条
中
規
則
第
一
条
の
七
の
二
か
ら
第
一
条
の
七
の
五
ま
で
を
加
え
る
改
正
規
定
、
規
則
第
七
条
の
二
の

改
正
規
定
、
規
則
第
七
条
の
二
の
二
及
び
第
七
条
の
九
を
加
え
る
改
正
規
定
、
規
則
第
八
条
の
五
の
二
の
改
正

規
定
、
規
則
第
八
条
の
五
の
三
を
加
え
る
改
正
規
定
、
規
則
第
八
条
の
二
十
及
び
第
十
条
の
十
二
の
改
正
規
定

並
び
に
規
則
様
式
第
一
号
の
改
正
規
定
並
び
に
第
二
条
の
規
定
　
平
成
十
七
年
四
月
一
日

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
離
島
振
興
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
指
定
さ
れ
た
同
項
の
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
含
ま
れ
る
島
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
二

十
九
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
奄
美
群
島
の
区
域
内
に
存
す
る
島
、
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発

特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
小
笠
原
諸
島
、
沖
縄
島
及
び
沖

縄
振
興
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三
条
第
三
号
に
規
定
す
る
離
島
に
お
い
て
現
に
埋
立
処

分
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
場
所
に
つ
い
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
行
う
一
般
廃
棄
物
又
は
産
業
廃
棄
物
の
埋
立
処

分
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
（
以
下
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
七
の
四
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
第
三
条
第
三
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で

定
め
る
措
置
は
、
埋
立
処
分
の
場
所
か
ら
の
浸
出
液
に
よ
つ
て
公
共
の
水
域
及
び
地
下
水
を
汚
染
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

第
三
条
　
削
除

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
て
い
る
製
鋼
の
用
に
供
す
る
電
気
炉
を
用
い
た
焼
却
施
設
に
つ
い

て
は
、
新
規
則
別
表
第
二
中
「
〇
・
五
ｎ
ｇ
／
ｍ
３

」
と
あ
る
の
は
、
「
五
ｎ
ｇ
／
ｍ
３

」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
七
日
環
境
省
令
第
四
号
）

（
施
行
期
日
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
二
八
日
環
境
省
令
第
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
平
成
十
八
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
環
境
省
令
第
二
十
二
号
）
の
施
行
前
に
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す

る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
又
は
許
可
の
申
請
を
し
た
者
の
当
該
許

可
又
は
当
該
申
請
に
係
る
ご
み
処
理
施
設
及
び
法
第
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
市
町
村
の
当
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該
届
出
に
係
る
ご
み
処
理
施
設
に
係
る
技
術
上
の
基
準
及
び
維
持
管
理
の
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条
　
平
成
十
八
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
十
五
条
第
一
項
の
許

可
を
受
け
て
い
る
者
又
は
許
可
の
申
請
を
し
て
い
る
者
の
当
該
許
可
又
は
当
該
申
請
に
係
る
廃
棄
物
の
処
理
及
び

清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
七
号
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
の
処
理
施
設
に

係
る
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
平
成
十
八
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を

受
け
て
い
る
者
又
は
許
可
の
申
請
を
し
て
い
る
者
の
当
該
許
可
又
は
当
該
申
請
に
係
る
令
第
七
条
第
七
号
に
掲
げ

る
産
業
廃
棄
物
の
処
理
施
設
に
係
る
維
持
管
理
の
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
廃

棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
七
第
九
項
第
二

号
イ
（
３
）
、
ロ
（
２
）
及
び
（
３
）
、
ト
（
１
）
、
リ
（
１
）
、
ヌ
（
３
）
及
び
（
４
）
並
び
に
ル
（
２
）
か
ら

（
４
）
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
四
条
　
新
規
則
第
九
条
の
二
第
三
項
（
第
十
条
の
九
第
二
項
、
第
十
条
の
十
二
第
二
項
及
び
第
十
条
の
二
十
二
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
条
の
四
第
三
項
（
第
十
条
の
九
第
三
項
、
第
十
条
の
十
六

第
二
項
及
び
第
十
条
の
二
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平

成
十
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
第
九
条
の
二
第
三
項
本
文
及
び
第
十
条
の
四
第
三
項
本
文
中
「
次
の
各

号
」
と
あ
る
の
は
、
「
次
の
各
号
（
第
三
号
を
除
く
。
）
」
と
し
、
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、

第
九
条
の
二
第
三
項
第
二
号
及
び
第
十
条
の
四
第
三
項
第
二
号
中
「
直
前
の
五
年
」
と
あ
る
の
は
、
次
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
許
可
の
申
請
が
さ
れ
た
日
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
の
日

直
前
の
六
月

平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の

日

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
許
可
の
申

請
が
さ
れ
た
日
ま
で
の
間

第
五
条
　
新
規
則
第
十
二
条
の
七
の
四
の
規
定
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
よ
り
前
に
埋
立
処
分
が
開
始
さ
れ
た
産

業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
三
〇
日
環
境
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
一
九
日
環
境
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
九
月
一
三
日
環
境
省
令
第
一
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
産
業
廃
棄
物
管
理
票
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
様
式
第
二
号
の
六
に

か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
九
月
二
〇
日
環
境
省
令
第
二
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
処
分
、
申
請
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
環
境
大
臣
が
法
令
の
規
定
に
よ
り
し
た
登
録
そ
の
他
の
処
分
又
は
通
知
そ
の
他
の

行
為
（
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
地
方
環
境
事
務
所
長
に
委
任
さ
れ
た
権
限

に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
処
分
等
」
と
い
う
。
）
は
、
相
当
の
地
方
環
境
事
務
所
長
が
し
た
処
分
等
と
み
な

し
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
法
令
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
に
対
し
て
し
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
（
こ
の

省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
地
方
環
境
事
務
所
長
に
委
任
さ
れ
た
権
限
に
係
る
も
の

に
限
る
。
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
は
、
相
当
の
地
方
環
境
事
務
所
長
に
対
し
て
し
た
申
請
等
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
法
令
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
に
対
し
報
告
、
届
出
、
提
出
そ
の
他
の
手
続
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
事
項
（
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
地
方
環
境
事
務
所
長
に
委

任
さ
れ
た
権
限
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
を
、
当
該
法
令
の
規
定
に
よ
り
地
方
環
境
事
務
所
長
に
対
し
て
報
告
、
届
出
、
提
出
そ
の
他
の
手
続

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
つ
い
て
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
法
令
の
規
定
を

適
用
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
九
月
三
〇
日
環
境
省
令
第
三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
一
〇
日
環
境
省
令
第
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
中
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
八
条
の
四
の
二
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第

七
条
の
規
定
　
平
成
十
八
年
七
月
一
日

二
　
第
一
条
中
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
条
の
二
、
第
四
条
の
三
、
第
十
一
条
の

二
及
び
第
十
二
条
の
三
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
の
規
定
　
平
成
十
八
年
九
月
三
十
日

（
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
法
第
九
条
第
一
項
又
は
法
第
十
五
条
第
一
項
若

し
く
は
法
第
十
五
条
の
二
の
五
第
一
項
の
許
可
の
申
請
を
し
て
い
る
者
の
当
該
許
可
に
係
る
法
第
八
条
の
二
第
三

項
（
法
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
法
第
十
五
条
の
二
第
三
項
（
法
第
十
五
条
の

二
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）

第
四
条
の
三
又
は
新
規
則
第
十
二
条
の
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
条
第
六
項
の
経
過
措
置
の
特
例
）

第
三
条
　
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
で
あ
っ
て
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
五
号
）
附
則
第
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

同
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
八
条
の
五
の
規
定
を
適
用
し

な
い
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
（
以
下
「
旧
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
」
と
い
う
。
）
に
係
る
廃
棄
物
の
処
理
及

び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
五
第
四
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
算
定
基
準
に
つ

い
て
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
四
条
の
九
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
次
の
式
の
と
お
り
と
す
る
。

Ａ＝

Ｃ×

（
（
ｌ－

Ｅ
）
／
Ｌ
）－

Ｔ

（
こ
の
式
に
お
い
て
、
Ａ
、
Ｃ
、
ｌ
、
Ｅ
、
Ｌ
及
び
Ｔ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ａ
　
当
該
年
度
に
積
み
立
て
る
べ
き
維
持
管
理
積
立
金
の
額

Ｃ
　
埋
立
処
分
の
終
了
後
に
お
け
る
維
持
管
理
に
必
要
な
費
用
の
額

ｌ
　
埋
立
処
分
が
開
始
さ
れ
た
年
月
か
ら
当
該
年
度
の
三
月
（
当
該
年
度
の
終
了
前
に
埋
立
処
分
が
終
了
す
る

特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
に
あ
っ
て
は
、
当
該
埋
立
処
分
を
終
了
す
る
月
）
ま
で
の
月
数

Ｅ
　
埋
立
処
分
が
開
始
さ
れ
た
年
月
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
ま
で
の
月
数

Ｌ
　
埋
立
処
分
が
開
始
さ
れ
た
年
月
か
ら
埋
立
処
分
の
終
了
予
定
年
月
ま
で
の
月
数

Ｔ
　
当
該
年
度
の
前
年
度
ま
で
に
積
み
立
て
ら
れ
た
維
持
管
理
積
立
金
の
額
）

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
の
埋
立
て
の
状
況
に
基
づ
き
、
法
第
八
条
の

五
第
四
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
算
定
基
準
は
、
次
の
式
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ａ＝

Ｃ×

（
（
Ｈ
＋
ｓ×

α
－

Ｉ
）
／
Ｎ
）－

Ｔ

（
こ
の
式
に
お
い
て
、
Ａ
、
Ｃ
、
Ｈ
、
ｓ
、α

、
Ｉ
、
Ｎ
及
び
Ｔ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ａ
　
当
該
年
度
に
積
み
立
て
る
べ
き
維
持
管
理
積
立
金
の
額

Ｃ
　
埋
立
処
分
の
終
了
後
に
お
け
る
維
持
管
理
に
必
要
な
費
用
の
額
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Ｈ
　
当
該
年
度
の
前
年
度
ま
で
に
当
該
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
に
埋
立
処
分
さ
れ
た
一
般
廃
棄
物
の

数
量

ｓ
　
当
該
年
度
の
四
月
か
ら
九
月
（
八
月
以
前
に
埋
立
処
分
が
終
了
す
る
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
に
あ

っ
て
は
、
当
該
埋
立
処
分
を
終
了
す
る
月
）
ま
で
に
当
該
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
に
埋
立
処
分
さ
れ
た

一
般
廃
棄
物
の
数
量

α

　
前
年
度
に
お
け
る
当
該
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
の
残
余
の
埋
立
容
量
そ
の
他
の
埋
立
て
の
状
況
に

基
づ
い
て
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
数

Ｉ
　
埋
立
処
分
が
開
始
さ
れ
た
年
月
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
ま
で
に
埋
立
処
分
さ
れ
た
一
般
廃
棄
物
の
数
量

Ｎ
　
当
該
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
の
埋
立
容
量

Ｔ
　
当
該
年
度
の
前
年
度
ま
で
に
積
み
立
て
ら
れ
た
維
持
管
理
積
立
金
の
額
）

３
　
第
一
項
又
は
前
項
に
よ
り
算
定
し
た
数
値
が
、
次
の
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
値
以
下
と
な
る
場
合
は
、
第
一
項

又
は
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
に
係
る
法
第
八
条
の
五
第
四
項
の
環
境
省

令
で
定
め
る
算
定
基
準
は
、
次
の
式
の
と
お
り
と
す
る
。

Ａ＝

Ｄ×

（
（
ｌ－

Ｅ
）
／
（
Ｌ－
Ｅ
）
）－

Ｔ

（
こ
の
式
に
お
い
て
、
Ａ
、
Ｄ
、
ｌ
、
Ｅ
、
Ｌ
及
び
Ｔ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ａ
　
当
該
年
度
に
積
み
立
て
る
べ
き
維
持
管
理
積
立
金
の
額

Ｄ
　
環
境
大
臣
が
別
に
定
め
る
費
用

ｌ
　
埋
立
処
分
が
開
始
さ
れ
た
年
月
か
ら
当
該
年
度
の
三
月
（
当
該
年
度
の
終
了
前
に
埋
立
処
分
が
終
了
す
る

特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
に
あ
っ
て
は
、
当
該
埋
立
処
分
を
終
了
す
る
月
）
ま
で
の
月
数

Ｅ
　
埋
立
処
分
が
開
始
さ
れ
た
年
月
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
ま
で
の
月
数

Ｌ
　
埋
立
処
分
が
開
始
さ
れ
た
年
月
か
ら
埋
立
処
分
の
終
了
予
定
年
月
ま
で
の
月
数

Ｔ
　
当
該
年
度
の
前
年
度
ま
で
に
積
み
立
て
ら
れ
た
維
持
管
理
積
立
金
の
額
）

４
　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
四
条
の
九
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一

項
か
ら
前
項
ま
で
に
規
定
す
る
算
定
基
準
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二

項
」
と
あ
る
の
は
「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の

適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
環
境
省
令
第
七

号
。
以
下
「
改
正
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
三
項
」
と
、
同
条
第
四
項
及
び
第

五
項
中
「
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
規
則
附
則
第
三
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
三
項
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
災
害
防
止
準
備
金
を
積
み
立
て
て
い
る
者
に
係
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
基
づ
く
廃
棄
物

の

終
処
分
場
に
係
る
特
定
災
害
防
止
準
備
金
を
積
み
立
て
て
い
る
者
が
設
置
し
た
旧
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処

分
場
に
対
す
る
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
埋
立
処
分
の
終
了
後
に
お
け

る
維
持
管
理
に
必
要
な
費
用
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
埋
立
処
分
の
終
了
後
に
お
け
る
維
持
管
理
に
必
要
な
費
用
の

額
か
ら
特
定
災
害
防
止
準
備
金
の
積
立
て
に
係
る
契
約
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
の
間
に
積
み
立
て
る
当
該
特
定
災

害
防
止
準
備
金
の
額
を
差
し
引
い
た
額
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
環
境
大
臣
が
別
に
定
め
る
費
用
」
と
あ
る
の
は

「
環
境
大
臣
が
別
に
定
め
る
費
用
か
ら
特
定
災
害
防
止
準
備
金
の
積
立
て
に
係
る
契
約
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
の

間
に
積
み
立
て
る
当
該
特
定
災
害
防
止
準
備
金
の
額
を
差
し
引
い
た
額
」
と
す
る
。

（
準
用
）

第
五
条
　
附
則
第
三
条
及
び
前
条
の
規
定
は
、
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
に
係
る
維
持
管
理
積
立
金
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
」
と
あ
る
の
は
「
特
定

産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
」
と
、
「
旧
特
定
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
」
と
あ
る
の
は
「
旧
特
定
産
業
廃
棄
物

終
処
分
場
」
と
、
附
則
第
三
条
第
一
項
中
「
附
則
第
三
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
五
条
第
六
項
」
と
、

「
第
八
条
の
五
の
」
と
あ
る
の
は
「
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
の
二
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
新
法

第
八
条
の
五
の
」
と
、
「
第
八
条
の
五
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
五
条
の
二
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

八
条
の
五
第
四
項
」
と
、
「
第
四
条
の
九
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
二
条
の
七
の
七
第
一
項
又

は
第
二
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
八
条
の
五
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
五
条
の
二
の
四
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
八
条
の
五
第
四
項
」
と
、
「
一
般
廃
棄
物
」
と
あ
る
の
は
「
産
業
廃
棄
物
」
と
、
同
条
第
三
項
中

「
法
第
八
条
の
五
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
五
条
の
二
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
五
第
四
項
」

と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
四
条
の
九
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
二
条
の
七
の
七
第
三
項
か

ら
第
五
項
ま
で
」
と
、
「
附
則
第
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
規
則
附

則
第
三
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
維
持
管
理
積
立
金
の
取
戻
し
に
係
る
特
例
）

第
六
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
維
持
管
理
積
立
金
を
積
み
立
て
て
い

る
新
規
則
第
四
条
の
八
第
二
号
に
該
当
す
る
一
般
廃
棄
物
の

終
処
分
場
の
設
置
者
は
、
新
規
則
第
四
条
の
十
三

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
積
み
立
て
た
維

持
管
理
積
立
金
の
全
額
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
十
五
条
の
二
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

維
持
管
理
積
立
金
を
積
み
立
て
て
い
る
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
二
条
の
七
の
四

第
二
号
に
該
当
す
る
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
の
設
置
者
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
第
十
二
条
の
七
の
十
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
機
構
に
積
み
立
て
た
維
持
管
理
積
立
金
の
全
額
を
取
り
戻

す
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
託
契
約
に
含
ま
れ
る
べ
き
事
項
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
締
結
さ
れ
て
い
る
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
六
条

の
二
第
四
号
に
掲
げ
る
委
託
契
約
に
対
す
る
新
規
則
第
八
条
の
四
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
契
約

の
更
新
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
五
月
一
日
環
境
省
令
第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
会
社
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
五
月
二
六
日
環
境
省
令
第
二
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
締
結
さ
れ
て
い
る
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
六
条
の
二

第
三
号
に
掲
げ
る
委
託
契
約
に
対
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
四
の
二
並
び
に
新
規
則
第
八
条
の
十
六
の
三
に
お
い
て
準
用

す
る
こ
の
省
令
及
び
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の

適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
環
境
省
令
第
七

号
）
に
よ
る
改
正
後
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
八
条
の
四
の
二
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
当
該
契
約
の
更
新
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
製
造
さ
れ
た
製
品
で
あ
っ
て
、
新
規
則
第
八
条
の
四
の
二
第
六
号
ニ
に
掲
げ
る
産
業
廃

棄
物
と
な
っ
た
も
の
に
対
す
る
新
規
則
第
八
条
の
四
の
二
（
新
規
則
第
八
条
の
十
六
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
七
月
二
六
日
環
境
省
令
第
二
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
十
七
及
び
第
一
条
の
十
八
の
改
正
規
定
、
規

則
第
六
条
の
二
十
四
の
次
に
十
五
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
規
則
第
七
条
の
二
、
第
七
条
の
二
の
二
、
第
八
条
の

二
か
ら
第
八
条
の
四
ま
で
、
第
八
条
の
十
四
、
第
八
条
の
十
五
、
第
十
条
の
四
第
一
項
第
五
号
、
第
十
条
の
七
第

一
号
ロ
及
び
第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
の
改
正
規
定
、
同
条
を
規
則
第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
六
と
す
る
改
正
規

定
、
規
則
第
十
二
条
の
十
二
の
十
九
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
の
改
正
規
定
、
同
条
を
規
則
第
十
二
条
の
十

二
の
二
十
五
と
す
る
改
正
規
定
、
規
則
第
十
二
条
の
十
二
の
十
八
の
改
正
規
定
、
同
条
を
規
則
第
十
二
条
の
十
二

の
二
十
四
と
す
る
改
正
規
定
、
規
則
第
十
二
条
の
十
二
の
十
七
の
改
正
規
定
、
同
条
を
規
則
第
十
二
条
の
十
二
の

二
十
三
と
す
る
改
正
規
定
、
規
則
第
十
二
条
の
十
二
の
十
六
の
改
正
規
定
、
同
条
を
規
則
第
十
二
条
の
十
二
の
二

十
二
と
す
る
改
正
規
定
、
規
則
第
十
二
条
の
十
二
の
十
五
の
改
正
規
定
、
同
条
を
規
則
第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
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一
と
す
る
改
正
規
定
、
規
則
第
十
二
条
の
十
二
の
十
四
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
の
改
正
規
定
、
同
条
を
規

則
第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
と
す
る
改
正
規
定
、
規
則
第
十
二
条
の
十
二
の
十
三
の
次
に
六
条
を
加
え
る
改
正
規

定
、
規
則
第
十
五
条
第
四
号
、
第
十
五
条
の
三
第
四
号
、
第
二
十
条
及
び
様
式
第
一
号
の
改
正
規
定
、
規
則
様
式

第
二
十
九
号
の
改
正
規
定
（
「
第
十
二
条
の
十
二
の
十
四
」
を
「
第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
」
に
、
「
第
１
５
条
の

４
の
４
第
１
項
」
を
「
第
１
５
条
の
４
の
５
第
１
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
規
則
様
式
第
三
十
号
の
改
正

規
定
（
「
第
十
二
条
の
十
二
の
十
九
」
を
「
第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
五
」
に
、
「
第
１
５
条
の
４
の
６
第
１
項
」

を
「
第
１
５
条
の
４
の
７
第
１
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
規
則
様
式
第
三
十
二
号
及
び
様
式
第
三
十
五
号

の
改
正
規
定
、
規
則
様
式
第
三
十
六
号
の
改
正
規
定
（
「
第
十
二
条
の
十
二
の
十
四
」
を
「
第
十
二
条
の
十
二
の

二
十
」
に
、
「
第
１
２
条
の
１
２
の
１
４
第
５
項
」
を
「
第
１
２
条
の
１
２
の
２
０
第
５
項
」
に
改
め
る
部
分
に

限
る
。
）
、
規
則
様
式
第
三
十
七
号
の
改
正
規
定
並
び
に
規
則
様
式
第
三
十
八
号
の
改
正
規
定
（
「
第
十
二
条
の
十

二
の
十
九
」
を
「
第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
五
」
に
、
「
第
１
２
条
の
１
２
の
１
９
第
５
項
」
を
「
第
１
２
条
の

１
２
の
２
５
第
５
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
五
条
の
規
定
は
、
平
成
十
八
年
八
月
九
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法

律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法

律
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
産
業
廃
棄
物
の
処
理
施
設
（
次
項
に
お
い
て
「
既
存

溶
融
施
設
」
と
い
う
。
）
に
係
る
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
十
二
条
の
二
第
十
四
項
第
二
号
イ
中
「
石

綿
含
有
産
業
廃
棄
物
を
」
と
あ
る
の
は
、
「
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
を
お
お
む
ね
」
と
す
る
。

２
　
既
存
溶
融
施
設
に
係
る
維
持
管
理
の
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
十
二
条
の
七
第
十
四
項
第
二
号
中

「
速
や
か
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
速
や
か
に
お
お
む
ね
」
と
す
る
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
埋
め
立
て
ら
れ
て
い
る
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
号
ホ
に
規
定
す
る
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
、
令
第
二
条
の
四
第
五
号
ヘ
に

規
定
す
る
廃
石
綿
等
及
び
令
第
六
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、
こ
の

省
令
に
よ
る
改
正
後
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第

五
条
の
五
第
一
項
第
五
号
及
び
第
二
項
第
四
号
（
規
則
第
五
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
新
規

則
第
十
二
条
の
十
一
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
条
の
五
の
二
第
一
項
第
四

号
及
び
第
二
項
第
四
号
の
二
（
規
則
第
五
条
の
十
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
条
の

十
第
一
項
第
五
号
、
第
五
条
の
十
の
二
第
一
項
第
四
号
、
第
十
二
条
の
十
一
第
一
項
第
六
号
、
第
十
二
条
の
十
一

の
二
第
一
項
第
二
号
ヘ
及
び
第
三
号
ニ
並
び
に
第
二
項
第
二
号
ハ
及
び
第
三
号
ハ
、
第
十
二
条
の
三
十
四
第
三
項

第
六
号
及
び
第
四
項
第
三
号
、
第
十
二
条
の
三
十
五
第
二
項
第
八
号
、
第
十
二
条
の
三
十
六
第
四
号
、
第
十
二
条

の
三
十
八
第
一
項
第
五
号
（
規
則
第
十
二
条
の
三
十
九
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び

に
第
十
五
条
の
八
第
三
項
第
六
号
及
び
第
四
項
第
三
号
並
び
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
一
般
廃
棄
物
の

終

処
分
場
及
び
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
に
係
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新

終
処
分
基
準
省
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
第
二
十
号
（
新

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
二
号

及
び
第
三
号
に
お
い
て
、
そ
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
九
月
二
八
日
環
境
省
令
第
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
二
月
一
五
日
環
境
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
九
月
二
七
日
環
境
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
証
券
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
〇
月
二
六
日
環
境
省
令
第
三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
一
月
三
〇
日
環
境
省
令
第
三
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日

（
平
成
十
九
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
環
境
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
一
月
一
〇
日
環
境
省
令
第
一
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間

に
お
け
る
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受

け
て
い
る
者
又
は
許
可
の
申
請
を
し
て
い
る
者
の
当
該
許
可
又
は
当
該
申
請
に
係
る
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
第
七
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に

係
る
法
第
十
五
条
の
二
の
二
に
規
定
す
る
維
持
管
理
の
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後

の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
七
第
五
項

第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条
　
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
十
五

条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
又
は
許
可
の
申
請
を
し
て
い
る
者
の
当
該
許
可
又
は
当
該
申
請
に
係
る
廃
棄

物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
七
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る
法
第
十

五
条
の
二
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
記
録
及
び
閲
覧
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
十

二
条
の
七
の
三
第
一
号
ニ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
月
二
八
日
環
境
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清

掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
八
条
の
四
の
七
及
び
第
八
条
の
十
七
の
四
の
改
正
規
定
（
「
の
内
容
を
一
年
間
公

衆
の
縦
覧
に
供
す
る
」
を
「
を
受
け
た
後
、
速
や
か
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
公
表
す
る
」
に
改
め

る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
定
期
検
査
の
期
間
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八

条
第
一
項
の
許
可
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る

者
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と

い
う
。
）
第
四
条
の
四
の
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
五
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
当
該
許
可
を
受
け
た
者

に
あ
っ
て
は
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
に
当
該
許
可
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
当
該
許
可
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

に
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
当
該
許
可
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
平

成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

当
該
許
可
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
当
該
許
可
に
係
る
一
般
廃
棄
物
処

理
施
設
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
項
前
段
の
規
定
に
よ

る
検
査
を
受
け
る
べ
き
期
間
内
に
、
当
該
許
可
に
係
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
に
つ
い
て
、
法
第
九
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
者
は
、
新
規
則
第
十
二
条
の
五
の
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
五

年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
当
該
許
可
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
平
成
五

年
四
月
一
日
か
ら
平
成
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
当
該
許
可
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
平
成
二
十
五
年
三
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月
三
十
一
日
ま
で
に
、
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
当
該
許
可
を
受
け
た
者

に
あ
っ
て
は
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
に
当
該
許
可
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日

か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
当
該
許
可
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
に
、
当
該
許
可
に
係
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
受
け
る
べ
き
期
間
内
に
、
当
該
許
可
に
係
る
産
業
廃

棄
物
処
理
施
設
に
つ
い
て
、
法
第
十
五
条
の
二
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
の
二
第
五
項
の
規

定
に
よ
る
検
査
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
は
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下

「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
検
査
と
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
は
新
法
第
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
と
み
な
し

て
、
新
法
及
び
新
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
廃
棄
物
の

終
処
分
場
に
係
る
維
持
管
理
の
状
況
に
関
す
る
情
報
の
公
表
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
八
条
第
一
項
の
許
可

を
受
け
て
い
る
者
又
は
許
可
の
申
請
を
し
て
い
る
者
の
当
該
許
可
又
は
当
該
申
請
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の

終
処

分
場
（
以
下
「
既
存
許
可
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
新
法
第
八
条
の
三
第
二
項
の
環
境

省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
四
条
の
五
の
二
第
四
号
チ
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２
　
平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
既
存
許
可
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
に
関
す
る
新
法
第
八
条

の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
維
持
管
理
の
状
況
に
関
す
る
情
報
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
四
条
の
五
の
三

第
三
号
中
「
、
ト
（
１
）
及
び
チ
（
１
）
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
ト
（
１
）
」
と
、
同
条
第
四
号
中
「
、
ト
（
２
）

及
び
チ
（
２
）
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
ト
（
２
）
」
と
す
る
。

３
　
平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
を
し
て
い
る
市
町
村
の
当
該
届
出
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の

終
処
分
場
（
以
下
「
既
存
届
出
一
般
廃

棄
物

終
処
分
場
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
新
法
第
九
条
の
三
第
六
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
新
規
則

第
五
条
の
六
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
規
則
第
四
条
の
五
の
二
第
四
号
イ
か
ら
ト
ま
で
及
び
リ
に
掲
げ
る

事
項
と
す
る
。

４
　
平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
既
存
届
出
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
に
関
す
る
新
法
第
九
条

の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
維
持
管
理
の
状
況
に
関
す
る
情
報
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
五
条
の
六
の
三

第
三
号
中
「
、
ト
（
１
）
及
び
チ
（
１
）
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
ト
（
１
）
」
と
、
同
条
第
四
号
中
「
、
ト
（
２
）

及
び
チ
（
２
）
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
ト
（
２
）
」
と
す
る
。

５
　
平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を

受
け
て
い
る
者
又
は
許
可
の
申
請
を
し
て
い
る
者
の
当
該
許
可
又
は
当
該
申
請
に
係
る
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
十
四
号
ハ
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場

（
以
下
「
既
存
管
理
型

終
処
分
場
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
新
法
第
十
五
条
の
二
の
三
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定

め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
十
二
条
の
七
の
二
第
八
号
チ
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

６
　
平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
既
存
管
理
型

終
処
分
場
に
関
す
る
新
法
第
十
五
条
の
二
の

三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
維
持
管
理
の
状
況
に
関
す
る
情
報
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
十
二
条
の
七
の
三

第
三
号
中
「
、
ト
（
１
）
及
び
チ
（
１
）
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
ト
（
１
）
」
と
、
同
条
第
四
号
中
「
、
ト
（
２
）

及
び
チ
（
２
）
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
ト
（
２
）
」
と
す
る
。

（
廃
棄
物
の

終
処
分
場
に
係
る
記
録
及
び
閲
覧
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
既
存
許
可
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
に
関
す
る
法
第
八

条
の
四
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
閲
覧
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
四
条
の
六
第
一
号
ハ
中
「
、
ト
（
１
）
及
び
チ

（
１
）
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
ト
（
１
）
」
と
、
同
号
ニ
中
「
、
ト
（
２
）
及
び
チ
（
２
）
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
ト

（
２
）
」
と
す
る
。

２
　
平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
既
存
許
可
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
に
関
す
る
法
第
八
条
の

四
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
四
条
の
七
第
四
号
チ
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

３
　
平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
既
存
届
出
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
に
関
す
る
新
法
第
九
条

の
三
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
閲
覧
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
五
条
の
六
の
四
第
一
号
ハ
中
「
、
ト
（
１
）

及
び
チ
（
１
）
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
ト
（
１
）
」
と
、
同
号
ニ
中
「
、
ト
（
２
）
及
び
チ
（
２
）
」
と
あ
る
の
は

「
及
び
ト
（
２
）
」
と
す
る
。

４
　
平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
既
存
届
出
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
に
関
す
る
新
法
第
九
条

の
三
第
七
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
新
規
則
第
五
条
の
六
の
五
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
規
則
第
四

条
の
七
第
四
号
イ
か
ら
ト
ま
で
及
び
リ
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

５
　
平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
既
存
管
理
型

終
処
分
場
に
関
す
る
法
第
十
五
条
の
二
の
四

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
閲
覧
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
十
二
条
の
七
の
四
第

一
号
ハ
中
「
、
ト
（
１
）
及
び
チ
（
１
）
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
ト
（
１
）
」
と
、
同
号
ニ
中
「
、
ト
（
２
）
及
び

チ
（
２
）
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
ト
（
２
）
」
と
す
る
。

６
　
平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
既
存
管
理
型

終
処
分
場
に
関
す
る
法
第
十
五
条
の
二
の
四

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
四
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
十
二
条
の
七
の
五
第

七
号
チ
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
新
規
則
第
九
条
の
三
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
新
規
則
第
九
条
の
三
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改

正
前
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
九
条
の
二
第
三

項
第
二
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
公

開
し
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
更
新
し
た
期
間
は
、
新
規
則
第
九
条
の
三
第

二
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
公
表

し
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
更
新
し
た
期
間
と
み
な
す
。

２
　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
以
下
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）

附
則
第
五
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
者
に
係
る
新
規
則
第
九
条
の
三
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

号
中
「
当
該
許
可
の
更
新
の
申
請
の
日
前
六
月
間
」
と
あ
る
の
は
、
「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
八
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
確
認
を
受

け
た
日
か
ら
当
該
許
可
の
更
新
の
申
請
の
日
ま
で
の
間
」
と
す
る
。

（
新
規
則
第
十
条
の
四
の
二
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
新
規
則
第
十
条
の
四
の
二
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
旧
規
則
第
十
条

の
四
第
三
項
第
二
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法

に
よ
り
公
開
し
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
更
新
し
た
期
間
は
、
新
規
則
第
十

条
の
四
の
二
第
二
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法

に
よ
り
公
表
し
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
更
新
し
た
期
間
と
み
な
す
。

２
　
前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
改
正
令
附
則
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
確
認

を
受
け
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
二
項
中
「
新
規
則
第
九
条
の
三
第
二
号
」
と

あ
る
の
は
「
新
規
則
第
十
条
の
四
の
二
第
二
号
」
と
、
「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一

部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
八
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
廃
棄
物

の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
八
号
）

附
則
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
　
既
存
管
理
型

終
処
分
場
に
係
る
新
規
則
第
十
条
の
四
の
二
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
の
表

リ
の
項
（
８
）
中
「
第
十
二
条
の
七
の
二
第
八
号
ロ
か
ら
リ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
二
条
の

七
の
二
第
八
号
ロ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
、
同
号
チ
に
掲
げ
る
事
項
（
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
以
後
に
行

っ
た
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
環
境
省

令
第
一
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
一
般
廃
棄
物
の

終
処
分
場
及
び
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
に
係
る
技
術
上
の

基
準
を
定
め
る
省
令
（
以
下
「
新

終
処
分
基
準
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
そ

の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
新

終
処
分
基
準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
四
号
の
二
の
規
定
に
よ
る
点
検
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
及
び
第
八
号
リ
に
掲
げ
る
事
項
」
と
す
る
。

（
新
規
則
第
十
条
の
十
二
の
二
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条
　
新
規
則
第
十
条
の
十
二
の
二
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
旧
規
則
第
十

条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
旧
規
則
第
九
条
の
二
第
三
項
第
二
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
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事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
公
開
し
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
更
新
し
た
期
間
は
、
新
規
則
第
十
条
の
十
二
の
二
第
二
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
公
表
し
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
更
新
し
た
期
間
と
み
な
す
。

２
　
附
則
第
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
改
正
令
附
則
第
五
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項

の
確
認
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
附
則
第
五
条
第
二
項
中
「
新
規
則
第
九
条
の

三
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
新
規
則
第
十
条
の
十
二
の
二
第
二
号
」
と
、
「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る

法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
八
号
）
改
正
令
附
則
第
五
条
第
一

項
」
と
あ
る
の
は
「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
二

年
政
令
第
二
百
四
十
八
号
）
附
則
第
五
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

（
新
規
則
第
十
条
の
十
六
の
二
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条
　
新
規
則
第
十
条
の
十
六
の
二
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
旧
規
則
第
十

条
の
十
六
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
旧
規
則
第
十
条
の
四
第
三
項
第
二
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
公
開
し
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
更
新
し
た
期
間
は
、
新
規
則
第
十
条
の
十
六
の
二
第
二
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
公
表
し
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
更
新
し
た
期
間
と
み
な
す
。

２
　
附
則
第
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
改
正
令
附
則
第
五
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項

の
確
認
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
附
則
第
五
条
第
二
項
中
「
新
規
則
第
九
条
の

三
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
新
規
則
第
十
条
の
十
六
の
二
第
二
号
」
と
、
「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る

法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
八
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
」
と
あ

る
の
は
「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第

二
百
四
十
八
号
）
附
則
第
五
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

３
　
既
存
管
理
型

終
処
分
場
に
係
る
新
規
則
第
十
条
の
十
六
の
二
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
の

表
リ
の
項
（
８
）
中
「
第
十
二
条
の
七
の
二
第
八
号
ロ
か
ら
リ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
二
条

の
七
の
二
第
八
号
ロ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
、
同
号
チ
に
掲
げ
る
事
項
（
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
以
後
に

行
っ
た
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
環
境

省
令
第
一
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
一
般
廃
棄
物
の

終
処
分
場
及
び
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
に
係
る
技
術
上

の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
以
下
「
新

終
処
分
基
準
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り

そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
新

終
処
分
基
準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
四
号
の
二
の
規
定
に
よ
る
点
検
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
第
八
号
リ
に
掲
げ
る
事
項
」
と
す
る
。

（
改
正
法
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
）

第
十
一
条
　
改
正
法
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
新
規
則
様
式
第
二
号
の
四
の
例
に
よ
る
届
出
書

を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
改
正
法
附
則
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
新
規
則
様
式
第
二
号
の
十
の
例
に
よ
る
届
出
書
を
提
出

し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
新
規
則
第
八
条
の
二
の
四
第
二
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
に
係
る
確
認
の
申
請
）

第
十
二
条
　
改
正
令
附
則
第
五
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
附
則

様
式
に
よ
る
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
現
に
受
け
て
い
る
法
第
十
四
条
第
一
項
の
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号
並
び
に
そ
の
許
可
の
有
効
期
間

（
法
第
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
許
可
の
有
効
期
間
を
い
う
。
）
の
満
了
の
日

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
現
に
受
け
て
い
る
法
第
十
四
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
新
規
則
第
十
条
の
二
に
規
定
す
る
許
可
証
の
写
し

二
　
次
条
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

三
　
次
条
第
三
号
に
掲
げ
る
基
準
及
び
同
条
第
四
号
に
掲
げ
る
基
準
（
新
規
則
第
九
条
の
三
第
三
号
、
第
四
号
及

び
第
七
号
に
掲
げ
る
基
準
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

四
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株

主
資
本
等
変
動
計
算
書
及
び
個
別
注
記
表
（
現
に
受
け
て
い
る
法
第
十
四
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
書
に
添
付

し
た
も
の
を
除
く
。
）

（
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
に
係
る
確
認
の
基
準
）

第
十
三
条
　
改
正
令
附
則
第
五
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
継
続
し
て
五
年
以
上
法
第
十
四
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

二
　
改
正
令
附
則
第
五
条
第
一
項
の
確
認
の
申
請
の
日
前
五
年
間
特
定
不
利
益
処
分
（
新
規
則
第
九
条
の
三
第
一

号
に
規
定
す
る
特
定
不
利
益
処
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。

三
　
新
規
則
第
九
条
の
三
第
二
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
、
改
正
令
附
則
第
五
条
第

一
項
の
確
認
の
申
請
の
日
前
六
月
間
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
公
表
し
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
更
新
し
て
い
る
こ
と
。

四
　
新
規
則
第
九
条
の
三
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

（
確
認
を
受
け
た
者
に
対
す
る
許
可
証
の
交
付
）

第
十
四
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
改
正
令
附
則
第
五
条
第
一
項
の
確
認
を
し
た
と
き
は
、
新
規
則
様
式
第
七
号
の
二

に
よ
る
許
可
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
に
係
る
確
認
の
申
請
）

第
十
五
条
　
附
則
第
十
二
条
の
規
定
は
、
改
正
令
附
則
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一

項
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
附
則
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号

中
「
法
第
十
四
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
四
条
第
六
項
」
と
、
「
法
第
十
四
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は

「
法
第
十
四
条
第
八
項
」
と
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
法
第
十
四
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
四
条
第

六
項
」
と
、
「
新
規
則
第
十
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
新
規
則
第
十
条
の
六
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
次
条
第
二

号
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
六
条
第
二
号
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
次
条
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十

六
条
第
三
号
」
と
、
「
新
規
則
第
九
条
の
三
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
七
号
」
と
あ
る
の
は
「
新
規
則
第
十
条
の

四
の
二
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
七
号
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
法
第
十
四
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十

四
条
第
六
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
に
係
る
確
認
の
基
準
）

第
十
六
条
　
改
正
令
附
則
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基

準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
継
続
し
て
五
年
以
上
法
第
十
四
条
第
六
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

二
　
改
正
令
附
則
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
確
認
の
申
請
の
日
前
五
年
間

特
定
不
利
益
処
分
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。

三
　
新
規
則
第
十
条
の
四
の
二
第
二
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
、
改
正
令
附
則
第
五

条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
確
認
の
申
請
の
日
前
六
月
間
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
公
表
し
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
更
新
し
て
い

る
こ
と
。

四
　
新
規
則
第
十
条
の
四
の
二
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

（
確
認
を
受
け
た
者
に
対
す
る
許
可
証
の
交
付
）

第
十
七
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
改
正
令
附
則
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
確

認
を
し
た
と
き
は
、
新
規
則
様
式
第
九
号
の
二
に
よ
る
許
可
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
に
係
る
確
認
の
申
請
）

第
十
八
条
　
附
則
第
十
二
条
の
規
定
は
、
改
正
令
附
則
第
五
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一

項
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
附
則
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号

中
「
法
第
十
四
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
」
と
、
「
法
第
十
四
条
第
三
項
」
と
あ
る

の
は
「
法
第
十
四
条
の
四
第
三
項
」
と
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
法
第
十
四
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
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十
四
条
の
四
第
一
項
」
と
、
「
新
規
則
第
十
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
新
規
則
第
十
条
の
十
四
」
と
、
同
項
第
二

号
中
「
次
条
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
九
条
第
二
号
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
次
条
第
三
号
」
と
あ
る

の
は
「
附
則
第
十
九
条
第
三
号
」
と
、
「
新
規
則
第
九
条
の
三
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
七
号
」
と
あ
る
の
は
「
新

規
則
第
十
条
の
十
二
の
二
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
七
号
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
法
第
十
四
条
第
一
項
」
と
あ

る
の
は
「
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
に
係
る
確
認
の
基
準
）

第
十
九
条
　
改
正
令
附
則
第
五
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基

準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
継
続
し
て
五
年
以
上
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

二
　
改
正
令
附
則
第
五
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
確
認
の
申
請
の
日
前
五
年
間

特
定
不
利
益
処
分
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。

三
　
新
規
則
第
十
条
の
十
二
の
二
第
二
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
、
改
正
令
附
則
第

五
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
確
認
の
申
請
の
日
前
六
月
間
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
公
表
し
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
更
新
し
て

い
る
こ
と
。

四
　
新
規
則
第
十
条
の
十
二
の
二
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

（
確
認
を
受
け
た
者
に
対
す
る
許
可
証
の
交
付
）

第
二
十
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
改
正
令
附
則
第
五
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
確

認
を
し
た
と
き
は
、
新
規
則
様
式
第
十
三
号
の
二
に
よ
る
許
可
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
に
係
る
確
認
の
申
請
）

第
二
十
一
条
　
附
則
第
十
二
条
の
規
定
は
、
改
正
令
附
則
第
五
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第

一
項
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
附
則
第
十
二
条
第
一
項
第
二

号
中
「
法
第
十
四
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
四
条
の
四
第
六
項
」
と
、
「
法
第
十
四
条
第
三
項
」
と
あ

る
の
は
「
法
第
十
四
条
の
四
第
八
項
」
と
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
法
第
十
四
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法

第
十
四
条
の
四
第
六
項
」
と
、
「
新
規
則
第
十
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
新
規
則
第
十
条
の
十
八
」
と
、
同
項
第

二
号
中
「
次
条
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
十
二
条
第
二
号
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
次
条
第
三
号
」
と

あ
る
の
は
「
附
則
第
二
十
二
条
第
三
号
」
と
、
「
新
規
則
第
九
条
の
三
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
七
号
」
と
あ
る

の
は
「
新
規
則
第
十
条
の
十
六
の
二
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
七
号
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
法
第
十
四
条
第
一

項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
四
条
の
四
第
六
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
に
係
る
確
認
の
基
準
）

第
二
十
二
条
　
改
正
令
附
則
第
五
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る

基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
継
続
し
て
五
年
以
上
法
第
十
四
条
の
四
第
六
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

二
　
改
正
令
附
則
第
五
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
確
認
の
申
請
の
日
前
五
年
間

特
定
不
利
益
処
分
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。

三
　
新
規
則
第
十
条
の
十
六
の
二
第
二
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
、
改
正
令
附
則
第

五
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
確
認
の
申
請
の
日
前
六
月
間
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
公
表
し
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
更
新
し
て

い
る
こ
と
。

四
　
新
規
則
第
十
条
の
十
六
の
二
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

（
確
認
を
受
け
た
者
に
対
す
る
許
可
証
の
交
付
）

第
二
十
三
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
改
正
令
附
則
第
五
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の

確
認
を
し
た
と
き
は
、
新
規
則
様
式
第
十
五
号
の
二
に
よ
る
許
可
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

第
二
十
四
条
　
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
は
附
則
第
十
三
条
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
、
附
則
第
六
条
第

一
項
の
規
定
は
附
則
第
十
六
条
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
、
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
は
附
則
第
十
九

条
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
、
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
は
附
則
第
二
十
二
条
第
三
号
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
既
存
管
理
型

終
処
分
場
に
係
る
確
認
の
基
準
の
特
例
）

第
二
十
五
条
　
既
存
管
理
型

終
処
分
場
に
係
る
附
則
第
十
六
条
第
三
号
及
び
附
則
第
二
十
二
条
第
三
号
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
事
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
事
項
（
同
表
リ
の
項
（
８
）
に
定
め
る
事
項

に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
十
二
条
の
七
の
二
第
八
号
ロ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
、
同
号
チ
に
掲
げ
る
事
項

（
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
以
後
に
行
っ
た
新

終
処
分
基
準
省
令
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の

例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
新

終
処
分
基
準
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
四
号
の
二
の
規
定
に
よ
る
点
検
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
及
び
第
八
号
リ
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
）
」
と
す
る
。

附
則
様
式

（
附
則
第
十
二
条
、
附
則
第
十
五
条
、
附
則
第
十
八
条
、
附
則
第
二
十
一
条
関
係
）
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附則様式（附則第十二条、附則第十五条、附則第十八条、附則第二十一条関係）（令2環省令9・一部改正） 優良基準適合確認申請書 年月日 都道府県知事殿 （市長） 申請者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令（平成22 年政令第248号）附則第5条第1項 附則第5条第2項において準用する同条第1項 附則第5条第3項において準用する同条第1項 附則第5条第4項において準用する同条第1項 の確認を受 けたいので、関係書類を添えて申請します。 許可の年月日及び許可番号年月日第号 許可の有効期間の満了の日年月日 収集運搬業・処分業の区分 ※事務処理欄 （日本産業規格A列4番）  

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
三
一
日
環
境
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
七
月
八
日
環
境
省
令
第
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
九
月
三
〇
日
環
境
省
令
第
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
一
月
三
〇
日
環
境
省
令
第
三
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
一
月
三
〇
日
環
境
省
令
第
三
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
、
第
二
条
、
第
五
条
、
第

八
条
中
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
一
条
の
二
の
二
の
改
正
規
定
、
第
九
条
、
第
十
一

条
及
び
第
十
二
条
の
規
定
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係

法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
十
一
月
三
十

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
二
三
日
環
境
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
七
月
六
日
環
境
省
令
第
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
及
び
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び

日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改

正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
七
月
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
九
月
一
一
日
環
境
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
二
月
二
一
日
環
境
省
令
第
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
廃
棄
物
の

終
処
分
場
の
廃
止
の
確
認
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
平
成
二
十
五
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
既
存
一
般
廃
棄
物

終
処
分
場
に
つ
い
て
法
第
九
条

第
五
項
（
同
法
第
九
条
の
三
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
廃
止
の
確
認
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
及
び
既
存
管
理
型

終
処
分
場
に
つ
い
て
法
第
十
五
条
の
二
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
当
該
廃
止
の
確
認
の
申
請
（
新
令
別

表
第
一
の
一
・
四―

ジ
オ
キ
サ
ン
の
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
単
に
「
廃
止
の
確
認
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

て
は
、
規
則
第
五
条
の
五
の
二
第
二
項
第
四
号
（
同
令
第
五
条
の
十
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
第
十
二
条
の
十
一
の
二
第
二
項
第
三
号
ロ
中
「
二
年
以
上
に
わ
た
り
行
つ
た
」
と
あ
る

の
は
、
「
二
回
以
上
の
」
と
す
る
。

２
　
平
成
二
十
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
既
存
一
般
廃
棄
物

終

処
分
場
及
び
既
存
管
理
型

終
処
分
場
に
係
る
廃
止
の
確
認
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
五
条
の
五
の
二
第
二
項
第
四

号
及
び
第
十
二
条
の
十
一
の
二
第
二
項
第
三
号
ロ
中
「
二
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
六
月
」
と
す
る
。

３
　
平
成
二
十
六
年
六
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
既
存
一
般
廃
棄
物

終
処

分
場
及
び
既
存
管
理
型

終
処
分
場
に
係
る
廃
止
の
確
認
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
五
条
の
五
の
二
第
二
項
第
四
号

及
び
第
十
二
条
の
十
一
の
二
第
二
項
第
三
号
ロ
中
「
二
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
年
」
と
す
る
。

４
　
平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
既
存
一
般
廃
棄
物

終

処
分
場
及
び
既
存
管
理
型

終
処
分
場
に
係
る
廃
止
の
確
認
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
五
条
の
五
の
二
第
二
項
第
四

号
及
び
第
十
二
条
の
十
一
の
二
第
二
項
第
三
号
ロ
中
「
二
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
年
六
月
」
と
す
る
。

（
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
の
基
準
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　

２
　
平
成
二
十
五
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
既
存
一
般
廃
棄
物
埋
立
地
及
び
既
存
産
業
廃
棄
物
埋
立
地

に
係
る
埋
立
処
分
の
基
準
（
新
令
別
表
第
一
の
一
・
四―

ジ
オ
キ
サ
ン
の
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
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に
つ
い
て
は
、
規
則
第
一
条
の
七
の
四
第
一
号
ニ
（
令
第
六
条
第
一
項
第
三
号
ホ
の
規
定
に
よ
り
同
令
第
三
条
第

三
号
ロ
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
中
「
二
年
以
上
に
わ
た
り
」
と
あ
る

の
は
、
「
二
回
以
上
」
と
す
る
。

３
　
平
成
二
十
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
既
存
一
般
廃
棄
物
埋
立

地
及
び
既
存
産
業
廃
棄
物
埋
立
地
に
係
る
埋
立
処
分
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
一
条
の
七
の
四
第
一
号
ニ
中

「
二
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
六
月
」
と
す
る
。

４
　
平
成
二
十
六
年
六
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
既
存
一
般
廃
棄
物
埋
立
地

及
び
既
存
産
業
廃
棄
物
埋
立
地
に
係
る
埋
立
処
分
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
一
条
の
七
の
四
第
一
号
ニ
中

「
二
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
年
」
と
す
る
。

５
　
平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
既
存
一
般
廃
棄
物
埋
立

地
及
び
既
存
産
業
廃
棄
物
埋
立
地
に
係
る
埋
立
処
分
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
一
条
の
七
の
四
第
一
号
ニ
中

「
二
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
年
六
月
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
六
日
環
境
省
令
第
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十

五
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
六
月
一
〇
日
環
境
省
令
第
一
六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
証
明
書
は
、
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
は
、
こ
の
省
令
の

施
行
後
に
お
い
て
も
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
二
六
日
環
境
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
一
一
日
環
境
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
七
月
一
七
日
環
境
省
令
第
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
及
び
災
害
対
策
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
一
月
二
四
日
環
境
省
令
第
三
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
二
条
の
七

の
十
六
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
二
月
二
一
日
環
境
省
令
第
四
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年

政
令
第
三
百
七
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
水
銀
に
関
す
る
水
俣
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
又
は

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
二
月
二
五
日
環
境
省
令
第
四
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
六
月
二
〇
日
環
境
省
令
第
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
九
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
七
月
二
九
日
環
境
省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
四
月
二
八
日
環
境
省
令
第
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
条
の
十
及
び
第
十
条
の
二
十
三
の

改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
九
年
五
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
六
月
九
日
環
境
省
令
第
一
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
締
結
さ
れ
て
い
る
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」

と
い
う
。
）
第
六
条
の
二
第
四
号
に
掲
げ
る
委
託
契
約
に
対
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
廃
棄
物
の
処
理
及

び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
四
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
当
該
契
約
の
更
新
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
埋
め
立
て
ら
れ
て
い
る
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部

を
改
正
す
る
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
令
第
三
条
第
三
号
ヌ
に
規
定
す
る
水
銀
処
理
物
及
び
令
第
二
条
の
四
第
五
号

ニ
に
規
定
す
る
廃
水
銀
等
を
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
五
条
の
五
第
一
項
第
五

号
及
び
第
二
項
第
五
号
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第

五
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
新
規
則
第
十
二
条
の
十
一
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
条
の
五
の
二
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
第
四
号
の
二
の
二
（
規
則
第
五
条
の
十
の

二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
条
の
五
の
二
の
二
、
第
五
条
の
十
第
一
項
第
五
号
、
第
五

条
の
十
の
二
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
及
び
第
四
号
、
第
五
条
の
十
の
二
の
二
、
新
規
則
第
十
二
条
の
十
一

の
二
第
二
項
第
三
号
ハ
、
第
十
二
条
の
三
十
四
第
三
項
第
六
号
及
び
第
四
項
第
三
号
、
第
十
二
条
の
三
十
五
第
二

項
第
八
号
、
第
十
二
条
の
三
十
六
第
四
号
、
第
十
二
条
の
三
十
八
第
一
項
第
五
号
（
規
則
第
十
二
条
の
三
十
九
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
十
五
条
の
八
第
三
項
第
六
号
及
び
第
四
項
第
三
号
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
六
月
一
二
日
環
境
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
一
月
八
日
環
境
省
令
第
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
二
月
二
日
環
境
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
二
月
二
二
日
環
境
省
令
第
二
号
）

（
施
行
期
日
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
の
規
定
　
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

二
　
第
二
条
中
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
七
条
の
二
第
三
項
第
四
号
、
第
八
条
の
十
七

の
二
、
第
八
条
の
二
十
、
第
八
条
の
二
十
一
、
第
八
条
の
二
十
五
の
二
及
び
第
八
条
の
二
十
八
の
改
正
規
定
、
同

令
第
八
条
の
三
十
一
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
八
条
の
三
十
一
の
二
、
第
八
条
の
三
十
一
の

三
、
第
八
条
の
三
十
二
、
第
八
条
の
三
十
三
、
第
八
条
の
三
十
四
、
第
八
条
の
三
十
四
の
二
、
第
八
条
の
三
十
四

の
三
、
第
八
条
の
三
十
四
の
四
、
第
八
条
の
三
十
四
の
五
、
第
八
条
の
三
十
四
の
六
、
第
八
条
の
三
十
五
、
第
八

条
の
三
十
六
、
第
八
条
の
三
十
七
、
第
八
条
の
三
十
八
（
「
電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
事
業
者
」
を
「
電
子
情
報

処
理
組
織
使
用
義
務
者
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
事
業
者
」
に
、
「
法
第
十
二
条
の
五
第
十
項
」
を
「
法
第

十
二
条
の
五
第
十
一
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
条
の
三
十
九
、
第
八
条
の
四
十
四
、
第
十
条
の
八
及

び
第
十
条
の
二
十
一
の
改
正
規
定
、
同
令
様
式
第
二
号
の
十
三
か
ら
様
式
第
二
号
の
十
五
ま
で
の
改
正
規
定
並
び

に
第
三
条
の
規
定
　
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
八
月
一
六
日
環
境
省
令
第
一
七
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
の
二
十
八
第
三
項
、
第
十
二
条
の
十
二
の

二
十
一
第
三
項
、
第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
二
第
六
号
及
び
第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
六
第
三
項
の
改
正
規
定

は
、
平
成
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
九
月
二
七
日
環
境
省
令
第
一
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
二
月
三
日
環
境
省
令
第
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
二
月
四
日
環
境
省
令
第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
七
日
環
境
省
令
第
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
九
月
四
日
環
境
省
令
第
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
検
討
）

２
　
環
境
大
臣
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
七
条
の
八

第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
つ
い
て
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
処
理
の
状
況
等
を
勘
案
し
つ
つ
検
討
を
加
え
、
そ
の

結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
一
月
八
日
環
境
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
元
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
二
〇
日
環
境
省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
二
月
二
五
日
環
境
省
令
第
五
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
九
条
の
三
第
一
号
、
第
十
条
の
四
の

二
第
一
号
、
第
十
条
の
十
二
の
二
第
一
号
及
び
第
十
条
の
十
六
の
二
第
一
号
の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
附

則
第
四
条
の
規
定
は
令
和
二
年
八
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
優
良
産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
等
の
許
可
の
更
新
の
申
請
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
さ
れ
た
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す

る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
二
項
若
し
く
は
第
七
項
又
は
第
十
四
条
の
四
第
二
項
若
し
く
は

第
七
項
の
許
可
の
更
新
の
申
請
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
六
条
の
九
第
二
号
、
第
六

条
の
十
一
第
二
号
、
第
六
条
の
十
三
第
二
号
又
は
第
六
条
の
十
四
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て

す
る
申
請
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
許
可
の
更
新
を
す
る
か
ど
う
か
の
処
分
が
さ
れ
て

い
な
い
も
の
に
つ
い
て
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条
　
法
第
十
四
条
第
七
項
又
は
第
十
四
条
の
四
第
七
項
の
許
可
の
申
請
を
行
っ
た
者
で
あ
っ
て
、
従
前
の
法
第

十
四
条
第
六
項
の
許
可
に
係
る
許
可
の
有
効
期
間
（
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
許
可
の
有
効
期
間
を
い
う
。
）
又

は
法
第
十
四
条
の
四
第
六
項
の
許
可
に
係
る
許
可
の
有
効
期
間
（
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
許
可
の
有
効
期
間
を

い
う
。
）
の
始
期
が
令
和
二
年
七
月
一
日
よ
り
前
で
あ
る
も
の
に
対
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
廃
棄
物
の

処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
条
の
四
の
二
第
二
号
の
表
の
カ

の
項
の
上
欄
及
び
第
十
条
の
十
六
の
二
第
二
号
の
表
の
カ
の
項
の
上
欄
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
条
の

四
の
二
第
二
号
中
「
当
該
許
可
の
更
新
の
申
請
の
日
前
六
月
間
（
申
請
者
が
優
良
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
で
あ
る

場
合
に
あ
つ
て
は
従
前
の
法
第
十
四
条
第
六
項
の
許
可
を
受
け
た
日
か
ら
当
該
申
請
の
日
ま
で
の
間
）
」
と
あ
り
、

第
十
条
の
十
六
の
二
第
二
号
中
「
当
該
許
可
の
更
新
の
申
請
の
日
前
六
月
間
（
申
請
者
が
令
第
六
条
の
十
四
第
二

号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
従
前
の
法
第
十
四
条
の
四
第
六
項
の
許
可
を
受
け
た
日
か
ら
当
該
申
請

の
日
ま
で
の
間
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
許
可
の
更
新
の
申
請
の
日
前
六
月
間
（
令
和
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
の
当
該
許
可
の
更
新
の
申
請
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
令
和
二
年
七
月
一
日
以
降
）
」
と
す
る
。

（
準
備
行
為
）

第
四
条
　
環
境
大
臣
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
新
規
則
第
九
条
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
九
条
の
二

の
二
か
ら
第
九
条
の
二
の
八
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
新
規
則
第
十
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
場
合
を
含
み
、
指
定
の
取
消
し
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
第
十
条
の
四
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び

に
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
規
則
第
九
条
の
二
の
二
か
ら
第
九
条
の
二
の
八
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

新
規
則
第
十
条
の
十
六
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
み
、
指
定
の
取
消
し
に
係
る
部
分
を

除
く
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
新
規
則
第
九
条
の
二
第
四
項
（
新
規
則
第
十
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
条
の
四
第
三
項
（
新
規
則
第
十
条
の
十
六
第
二
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

指
定
を
受
け
た
者
は
、
施
行
日
に
お
い
て
、
新
規
則
第
九
条
の
二
第
四
項
（
新
規
則
第
十
条
の
十
二
第
二
項
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
条
の
四
第
三
項
（
新
規
則
第
十
条
の
十
六
第
二
項
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
〇
日
環
境
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
五
月
一
日
環
境
省
令
第
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
五
月
一
五
日
環
境
省
令
第
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
三
条
第
二
項
、
第
四
条
第
二
項
、
第
五
条
第
二
項
、
第
七
条
及
び

第
九
条
以
外
の
規
定
は
令
和
二
年
四
月
七
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
七
月
一
六
日
環
境
省
令
第
一
八
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
三
十
年
七
月
豪
雨
に
よ
り
特
に
必
要
と
な
っ
た
一
般
廃
棄
物
の
処
理
を
行
う
場
合
に
係
る
廃
棄
物
の
処
理

及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
二
条
の
七
の
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
一
般
廃
棄

物
の
特
例
に
関
す
る
省
令
等
の
廃
止
）

第
二
条
　
次
に
掲
げ
る
省
令
は
、
廃
止
す
る
。

一
　
平
成
三
十
年
七
月
豪
雨
に
よ
り
特
に
必
要
と
な
っ
た
一
般
廃
棄
物
の
処
理
を
行
う
場
合
に
係
る
廃
棄
物
の
処

理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
二
条
の
七
の
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
一
般

廃
棄
物
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
三
十
年
環
境
省
令
第
十
六
号
）

二
　
平
成
三
十
年
北
海
道
胆
振
東
部
地
震
に
よ
り
特
に
必
要
と
な
っ
た
一
般
廃
棄
物
の
処
理
を
行
う
場
合
に
係
る

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
二
条
の
七
の
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で

定
め
る
一
般
廃
棄
物
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
三
十
年
環
境
省
令
第
二
十
号
）

三
　
令
和
元
年
八
月
か
ら
九
月
の
前
線
に
伴
う
大
雨
に
よ
る
災
害
に
よ
り
特
に
必
要
と
な
っ
た
一
般
廃
棄
物
の
処

理
を
行
う
場
合
に
係
る
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
二
条
の
七
の
十
六
第
一
項
に

規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
一
般
廃
棄
物
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
令
和
元
年
環
境
省
令
第
八
号
）

四
　
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
及
び
同
年
台
風
第
二
十
一
号
に
よ
り
特
に
必
要
と
な
っ
た
一
般
廃
棄
物
の
処
理
を

行
う
場
合
に
係
る
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
二
条
の
七
の
十
六
第
一
項
に
規
定

す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
一
般
廃
棄
物
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
令
和
元
年
環
境
省
令
第
十
三
号
）
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（
平
成
三
十
年
七
月
豪
雨
に
よ
り
特
に
必
要
と
な
っ
た
一
般
廃
棄
物
の
処
理
を
行
う
場
合
に
係
る
廃
棄
物
の
処
理

及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
二
条
の
七
の
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
一
般
廃
棄

物
の
特
例
に
関
す
る
省
令
等
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
同
条
各
号
に
掲
げ
る
省
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
特
例
省

令
」
と
総
称
す
る
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
旧
特
例
省
令
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
し
て

こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
二
条
の
七
の
十
七

の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
届
出
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
届
出
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
そ
の
効
力

を
有
す
る
。

２
　
旧
届
出
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
特
例
省
令
の
規
定
に
よ
り
こ
の

省
令
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
二
条
の
七
の
十
七
の
規

定
に
よ
り
さ
れ
た
届
出
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
八
月
二
四
日
環
境
省
令
第
一
九
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
第
十
二
条
の
十
の
二
第
二
項
第
四
号
及
び
第
十
二
条
の
十
二
の
十
九
の
表
の
改
正
規
定
並
び
に

第
二
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
及
び
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
に
よ
り
改
正
さ

れ
る
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
条
の
四
、
第
十
条
の
十
二
及
び
第
十
条
の
十
六
の

規
定
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
に
よ
っ
て
ま
ず
改
正
さ

れ
、
次
い
で
こ
の
省
令
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
環
境
省
令
第
三
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内

で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
八
月
四
日
環
境
省
令
第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
七
月
二
七
日
環
境
省
令
第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
九
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
二
月
二
〇
日
環
境
省
令
第
六
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
一
八
日
環
境
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
四
月
一
日
環
境
省
令
第
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
又
は
廃
止
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧

様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
証
明
書
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み

な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
第
一
（
第
一
条
の
二
関
係
）

一
　
水
銀
若
し
く
は
そ
の
化
合
物
が
含
ま
れ
て
い
る
物
又
は
水
銀
使
用
製
品
廃
棄
物
か
ら
水
銀
を
回
収
す
る
施
設

二
　
水
銀
使
用
製
品
の
製
造
の
用
に
供
す
る
施
設

三
　
灯
台
の
回
転
装
置
が
備
え
付
け
ら
れ
た
施
設

四
　
水
銀
を
媒
体
と
す
る
測
定
機
器
（
水
銀
使
用
製
品
（
水
銀
圧
入
法
測
定
装
置
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
を
有
す

る
施
設

五
　
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
試
験
研
究
機
関

六
　
大
学
及
び
そ
の
附
属
試
験
研
究
機
関

七
　
学
術
研
究
又
は
製
品
の
製
造
若
し
く
は
技
術
の
改
良
、
考
案
若
し
く
は
発
明
に
係
る
試
験
研
究
を
行
う
研

究
所

八
　
農
業
、
水
産
又
は
工
業
に
関
す
る
学
科
を
含
む
専
門
教
育
を
行
う
高
等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
、
専
修
学

校
、
各
種
学
校
、
職
員
訓
練
施
設
又
は
職
業
訓
練
施
設

九
　
保
健
所

十
　
検
疫
所

十
一
　
動
物
検
疫
所

十
二
　
植
物
防
疫
所

十
三
　
家
畜
保
健
衛
生
所

十
四
　
検
査
業
に
属
す
る
施
設

十
五
　
商
品
検
査
業
に
属
す
る
施
設

十
六
　
臨
床
検
査
業
に
属
す
る
施
設

十
七
　
犯
罪
鑑
識
施
設

別
表
第
二
（
第
一
条
の
二
関
係
）

　

第
一
欄

第
二
欄

一

ア
ル
キ
ル
水
銀
化
合
物

ア
ル
キ
ル
水
銀
化
合
物
に
つ
き
検
出
さ
れ
な
い
こ
と
。

水
銀
又
は
そ
の
化
合
物

試
料
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
水
銀
〇
・
〇
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

二

カ
ド
ミ
ウ
ム
又
は
そ
の
化
合
物

試
料
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
カ
ド
ミ
ウ
ム
〇
・
三
ミ
リ
グ
ラ
ム

以
下

三

鉛
又
は
そ
の
化
合
物

試
料
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
鉛
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

四

有
機

り
ん燐

化
合
物

試
料
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
有
機
燐
化
合
物
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

五

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

試
料
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
六
価
ク
ロ
ム
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

六

ひ砒
素
又
は
そ
の
化
合
物

試
料
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
砒
素
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

七

シ
ア
ン
化
合
物

試
料
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
シ
ア
ン
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

八

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

試
料
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
〇
・
〇
三
ミ

リ
グ
ラ
ム
以
下

九

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

試
料
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
一
ミ
リ
グ
ラ

ム
以
下

一
〇

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

試
料
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
一
ミ
リ
グ

ラ
ム
以
下

一
一

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

試
料
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
二
ミ
リ
グ
ラ
ム

以
下

一
二

四
塩
化
炭
素

試
料
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
四
塩
化
炭
素
〇
・
二
ミ
リ
グ
ラ
ム

以
下

一
三

一
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

試
料
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
一
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
〇
・
四

ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

一
四

一
・
一―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

試
料
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
一
・
一―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
十
ミ

リ
グ
ラ
ム
以
下

一
五

シ
ス―

一
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ

レ
ン

試
料
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
シ
ス―

一
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ

ン
四
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
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一
六

一
・
一
・
一―

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ

タ
ン

試
料
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
一
・
一
・
一―

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

三
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

一
七

一
・
一
・
二―

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ

タ
ン

試
料
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
一
・
一
・
二―

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

〇
・
六
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

一
八

一
・
三―

ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン

試
料
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
一
・
三―

ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン
〇
・

二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

一
九

チ
ウ
ラ
ム

試
料
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
チ
ウ
ラ
ム
〇
・
六
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

二
〇

シ
マ
ジ
ン

試
料
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
シ
マ
ジ
ン
〇
・
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

二
一

チ
オ
ベ
ン
カ
ル
ブ

試
料
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
チ
オ
ベ
ン
カ
ル
ブ
二
ミ
リ
グ
ラ
ム

以
下

二
二

ベ
ン
ゼ
ン

試
料
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ベ
ン
ゼ
ン
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

二
三

セ
レ
ン
又
は
そ
の
化
合
物

試
料
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
セ
レ
ン
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

二
四

一
・
四―

ジ
オ
キ
サ
ン

試
料
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
一
・
四―

ジ
オ
キ
サ
ン
五
ミ
リ
グ
ラ

ム
以
下

二
五

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類

試
料
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
一
〇
〇
ピ
コ
グ
ラ

ム
以
下

備
考

１
　
こ
の
表
に
掲
げ
る
基
準
は
、
第
一
条
の
二
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
廃
酸

又
は
廃
ア
ル
カ
リ
に
含
ま
れ
る
こ
の
表
の
各
項
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
物
質
を
検
定
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
各
項
の

第
二
欄
に
掲
げ
る
物
質
の
濃
度
と
し
て
表
示
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

２
　
「
検
出
さ
れ
な
い
こ
と
。
」
と
は
、
第
一
条
の
二
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り

検
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
結
果
が
当
該
検
定
方
法
の
定
量
限
界
を
下
回
る
こ
と
を
い
う
。

別
表
第
二
の
二
（
第
一
条
の
七
の
五
の
二
関
係
）

第
一
欄

第
二
欄

一

ア
ル
キ
ル
水
銀
化
合
物

ア
ル
キ
ル
水
銀
化
合
物
に
つ
き
検
出
さ
れ
な

い
こ
と
。

二

水
銀
又
は
そ
の
化
合
物

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
水
銀
〇
・
〇
〇
五

ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

備
考

１
　
こ
の
表
に
掲
げ
る
基
準
は
、
第
一
条
の
七
の
五
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ

り
水
銀
処
理
物
に
含
ま
れ
る
こ
の
表
の
各
項
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
物
質
を
溶
出
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
各
項
の

第
二
欄
に
掲
げ
る
物
質
の
濃
度
と
し
て
表
示
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

２
　
「
検
出
さ
れ
な
い
こ
と
。
」
と
は
、
第
一
条
の
七
の
五
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法

に
よ
り
検
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
結
果
が
当
該
検
定
方
法
の
定
量
限
界
を
下
回
る
こ
と
を
い
う
。

別
表
第
三
（
第
四
条
の
五
、
第
十
二
条
の
七
関
係
）

一
時
間
当
た
り
の
処
理
能
力
が
四
ト
ン
以
上
の
も
の
（
製
鋼
の
用
に
供
す
る
電
気
炉
を
除
く
。
）
〇
・
一
ｎ
ｇ
／
ｍ
３

一
時
間
当
た
り
の
処
理
能
力
が
二
ト
ン
以
上
四
ト
ン
未
満
の
も
の
（
製
鋼
の
用
に
供
す
る
電
気

炉
を
除
く
。
）

一
ｎ
ｇ
／
ｍ
３

一
時
間
当
た
り
の
処
理
能
力
が
二
ト
ン
未
満
の
も
の
（
製
鋼
の
用
に
供
す
る
電
気
炉
を
除
く
。
）
五
ｎ
ｇ
／
ｍ
３

製
鋼
の
用
に
供
す
る
電
気
炉

〇
・
五
ｎ
ｇ
／
ｍ
３

備
考
　
こ
の
表
の
下
欄
に
定
め
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度
は
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
も

の
と
す
る
。

別
表
第
四
（
第
七
条
の
二
の
四
関
係
）

一

水
銀
電
池

二

空
気
亜
鉛
電
池

三

ス
イ
ッ
チ
及
び
リ
レ
ー
（
水
銀
が
目
視
で
確
認
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）

×

四

蛍
光
ラ
ン
プ
（
冷
陰
極
蛍
光
ラ
ン
プ
及
び
外
部
電
極
蛍
光
ラ
ン
プ
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

×

五

Ｈ
Ｉ
Ｄ
ラ
ン
プ
（
高
輝
度
放
電
ラ
ン
プ
）

×

六

放
電
ラ
ン
プ
（
蛍
光
ラ
ン
プ
及
び
Ｈ
Ｉ
Ｄ
ラ
ン
プ
を
除
く
。
）

×

七

農
薬

八

気
圧
計

九

湿
度
計

十

液
柱
形
圧
力
計

十
一

弾
性
圧
力
計
（
ダ
イ
ア
フ
ラ
ム
式
の
も
の
に
限
る
。
）

×

十
二

圧
力
伝
送
器
（
ダ
イ
ア
フ
ラ
ム
式
の
も
の
に
限
る
。
）

×

十
三

真
空
計

×

十
四

ガ
ラ
ス
製
温
度
計

十
五

水
銀
充
満
圧
力
式
温
度
計

×

十
六

水
銀
体
温
計

十
七

水
銀
式
血
圧
計

十
八

温
度
定
点
セ
ル

十
九

顔
料

×

二
十

ボ
イ
ラ
（
二
流
体
サ
イ
ク
ル
に
用
い
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

二
十
一
灯
台
の
回
転
装
置

二
十
二
水
銀
ト
リ
ム
・
ヒ
ー
ル
調
整
装
置

二
十
三
放
電
管
（
水
銀
が
目
視
で
確
認
で
き
る
も
の
に
限
り
、
放
電
ラ
ン
プ
（
蛍
光
ラ
ン
プ
及
び
Ｈ
Ｉ
Ｄ
ラ
ン
プ

を
含
む
。
）
を
除
く
。
）

×

二
十
四
水
銀
抵
抗
原
器

二
十
五
差
圧
式
流
量
計

二
十
六
傾
斜
計

二
十
七
水
銀
圧
入
法
測
定
装
置

二
十
八
周
波
数
標
準
機

×

二
十
九
ガ
ス
分
析
計
（
水
銀
等
を
標
準
物
質
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）

三
十

容
積
形
力
計

三
十
一
滴
下
水
銀
電
極

三
十
二
参
照
電
極

三
十
三
水
銀
等
ガ
ス
発
生
器
（
内
蔵
し
た
水
銀
等
を
加
熱
又
は
還
元
し
て
気
化
す
る
も
の
に
限
る
。
）

三
十
四
握
力
計

三
十
五
医
薬
品

三
十
六
水
銀
の
製
剤

三
十
七
塩
化
第
一
水
銀
の
製
剤

三
十
八
塩
化
第
二
水
銀
の
製
剤

三
十
九
よ
う
化
第
二
水
銀
の
製
剤

四
十

硝
酸
第
一
水
銀
の
製
剤

四
十
一
硝
酸
第
二
水
銀
の
製
剤

四
十
二
チ
オ
シ
ア
ン
酸
第
二
水
銀
の
製
剤

四
十
三
酢
酸
フ
ェ
ニ
ル
水
銀
の
製
剤

備
考
　
十
九
の
項
に
掲
げ
る
水
銀
使
用
製
品
は
、
水
銀
使
用
製
品
に
塗
布
さ
れ
る
も
の
に
限
り×

印
に
該
当
す
る
。
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別
表
第
五
（
第
七
条
の
八
の
三
関
係
）

一
　
ス
イ
ッ
チ
及
び
リ
レ
ー

二
　
気
圧
計

三
　
湿
度
計

四
　
液
柱
形
圧
力
計

五
　
弾
性
圧
力
計

六
　
圧
力
伝
送
器

七
　
真
空
計

八
　
ガ
ラ
ス
製
温
度
計

九
　
水
銀
充
満
圧
力
式
温
度
計

十
　
水
銀
体
温
計

十
一
　
水
銀
式
血
圧
計

十
二
　
灯
台
の
回
転
装
置

十
三
　
水
銀
ト
リ
ム
・
ヒ
ー
ル
調
整
装
置

十
四
　
放
電
管
（
放
電
ラ
ン
プ
（
蛍
光
ラ
ン
プ
及
び
Ｈ
Ｉ
Ｄ
ラ
ン
プ
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）

十
五
　
差
圧
式
流
量
計

十
六
　
浮
ひ
ょ
う
形
密
度
計

十
七
　
傾
斜
計

十
八
　
積
算
時
間
計

十
九
　
容
積
形
力
計

二
十
　
ひ
ず
み
ゲ
ー
ジ
式
セ
ン
サ

二
十
一
　
滴
下
水
銀
電
極

二
十
二
　
電
量
計

二
十
三
　
ジ
ャ
イ
ロ
コ
ン
パ
ス

二
十
四
　
握
力
計

様
式
第
一
号
（
第
一
条
の
三
の
二
、
第
七
条
の
二
、
第
八
条
の
五
の
二
関
係
）

様式第一号（第一条の三の二 、 第七条の二 、 第八条の五の二関係）（平12厚令101・全改 、 平16環省令24・平18環省令23・平30環省令2・一部改正） 備考1数字は 、 センチメ ー トルを示す 。 2文字及び数字の色彩は黒色 、 地の色彩は黄色とすること 。 3文字及び数字の太さは2センチメ ー トル以上 、 間隔は3センチメ ー トル以上を標準とすること 。 4氏名又は名称等の部分には 、 次に掲げる者ごとにそれぞれ次に掲げる事項を記載すること 。 市町村市町村の名称 市町村の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者市町村の名称 一般廃棄物収集運搬業者許可を受けた市町村の名称及び氏名又は名称及び許可番号 事業者氏名又は名称 都道府県都道府県の名称 産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者氏名又は名称及び許可番号 法第12条の7第1項の認定を受けた者名称及び認定番号 法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者又は法第15条の4の4第1項の認定を受けた者氏名又は名称及び認定番号 5廃棄物の区分については 、 収集又は運搬する廃棄物の種類に応じて一般廃棄物又は産業廃棄物の別を記載すること 。  

様
式
第
二
号
（
第
六
条
の
二
十
七
関
係
）

様式第二号（第六条の二十七関係）（平23環省令1・全改、平29環省令10・平30環省令17・令2環省令9・一部改正） （表面） 一般廃棄物輸出確認申請書（個別・一括）（分析試験・その他） 年月日 環境大臣殿 申請者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第10条第1項の規定により、一般廃棄 物の輸出の確認を受けたいので、関係書類及び図面を添えて申請します。 ①一般廃棄物の種類（当該一般 廃棄物に石綿含有一般廃棄物 又は水銀処理物が含まれる場 合は、その旨を含む。）及び性 状 ②一般廃棄物の数量（当該一般 廃棄物に石綿含有一般廃棄物 又は水銀処理物が含まれる場 合はその数量を含み、輸出の 一括確認にあっては輸出の回 数及び数量の上限とする。） ③一般廃棄物を生じた事業場の 名称及び所在地並びに施設の 種類 ④一般廃棄物又は当該一般廃棄住所 物を輸出の相手国において処氏名 分するために処理したものの（法人にあっては、名称及び代表者の氏 運搬を行う者名） ⑤運搬施設の種類 ⑥運搬経路 ⑦一般廃棄物又は当該一般廃棄住所 物を輸出の相手国において処氏名 分するために処理したものの（法人にあっては、名称及び代表者の氏 処分を行う者名） ⑧処分を行うための 施設の種類 ⑨処分を行うための 施設の設置場所 ※事務処理欄 （日本産業規格A列4番） （裏面） ／日（）時間 t／日（）時間 ⑩処分を行うための施設の／時間 処理能力t／時間 面積㎡ 埋立容量 ⑪処分を行うための施設の処理 方式並びに構造及びに設備の 概要 ⑫排ガスの処理方法 ⑬排水の処理方法 ⑭残さの処理方法 ⑮放流水の水質 ⑯放流水の水量／日 ⑰放流水の放流方法及び放流先 の概況 ⑱輸出予定年月日 （輸出の一括確認にあって は、輸出の開始予定年月日及 び輸出を行う期間） 備考 1※の欄は記入しないこと。 2運搬を行う者や運搬施設が複数ある場合にあっては、④～⑥欄に「別 紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 3処分を行う者や処分を行うための施設が複数ある場合にあっては、⑦ ～⑰欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 4⑧処分を行うための施設の種類については、脱水施設、焼却施設、中 和施設、最終処分場等の別又は分析試験を行う設備の種類を記入するこ と。 5⑫排ガスの処理方法、⑬排水の処理方法及び⑭残さの処理方法につい ては、その概要を記入するとともに、別紙に処理系統図を示すこと。 6⑮放流水の水質は、最終処分場の場合は、排水基準を定める省令第1 条に規定する排水基準の項目及びダイオキシン類について放流水の予定 水質を記入すること。 7⑰放流先の概況については、放流先の種類（河川、湖沼等）及び放流 先との関係等を記入すること。 8分析試験の用に供する一般廃棄物を輸出しようとする場合にあって は、⑩及び⑪欄の記載を省略することができる。 ※手数料欄 

124



 

様
式
第
二
号
の
二
（
第
六
条
の
二
十
七
関
係
）

様式第二号の二（第六条の二十七関係）（平23環省令1・全改、令2環省令9・一部改正） 一般廃棄物輸出確認内容変更届出書 年月日 環境大臣殿 届出者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第6条の27第4項の規定によ り、輸出の一括確認の内容の変更について、次のとおり届け出ます。 年月日 確認の年月日 及び確認番号 確認番号 新旧 変更の内容 変更の理由 （日本産業規格A列4番）  
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様
式
第
二
号
の
二
の
二
（
第
六
条
の
二
十
七
関
係
）

様式第二号の二の二（第六条の二十七関係）（平30環省令17・追加、令2環省令9・一部改正） （表面） 分析試験の用に供する一般廃棄物輸出届出書 年月日 環境大臣殿 申請者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第6条の27第5項の規定によ り、分析試験の用に供する一般廃棄物（その重量が25キログラム以下である もの（廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビ フェニル処理物を除く。）に限る。）の輸出を行うので、関係書類及び図面を添 えて届け出ます。 ①一般廃棄物の種類（当該一 般廃棄物に石綿含有一般廃 棄物又は水銀処理物が含ま れる場合は、その旨を含 む。）及び性状 ②一般廃棄物の数量（当該一 般廃棄物に石綿含有一般廃 棄物又は水銀処理物が含ま れる場合はその数量を含 む。） ③一般廃棄物を生じた事業場 の名称及び所在地並びに施 設の種類 ④一般廃棄物又は当該一般廃 住所 棄物を輸出の相手国におい 氏名 て分析試験を行うために処 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 理したものの運搬を行う者 ⑤運搬施設の種類 ⑥運搬経路 （日本産業規格A列4番） （裏面） ⑦一般廃棄物又は当該一般廃 住所 棄物を輸出の相手国におい 氏名 て分析試験を行うために処 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 理したものの処分を行う者 ⑧分析試験を行うための施設 の種類 ⑨分析試験を行うための施設 の設置場所 ⑩排ガスの処理方法 ⑪排水の処理方法 ⑫残さの処理方法 ⑬放流水の水質 ⑭放流水の水量／日 ⑮放流水の放流方法 及び放流先の概況 ⑯輸出予定年月日 備考 1※の欄は記入しないこと。 2⑧分析試験を行うための施設の種類については、分析試験を行うため の設備の種類を記入すること。 3⑩から⑮までについては、分析試験によってこれらに係る排ガス等が 発生しない場合には、その旨を記載すること。 4⑩排ガスの処理方法、⑪排水の処理方法及び⑫残さの処理方法につい ては、その概要を記入するとともに、別紙に処理系統図を示すこと。 5⑬放流水の水質は、最終処分場の場合は、排水基準を定める省令第1 条に規定する排水基準の項目及びダイオキシン類について放流水の予定 水質を記入すること。 6⑮放流先の概況については、放流先の種類（河川、湖沼等）及び放流 先との関係等を記入すること。 7運搬を行う者や運搬施設が複数ある場合にあっては、④～⑥欄に「別 紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 8処分を行う者や分析試験を行うための施設が複数ある場合にあって は、⑦～⑯欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 ※手数料欄 
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様
式
第
二
号
の
三
（
第
六
条
の
二
十
八
関
係
）

様式第二号の三（第六条の二十八関係）（平23環省令1・全改、平29環省令10・令2環省令9・一部改正） 一般廃棄物輸出報告書 年月日 環境大臣殿 報告者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第6条の28第1項の規定に基 づき、年月日付け環廃産発第号で確認を受けた一般 廃棄物の輸出に関し、関係書類を添えて報告します。 ①確認の年月日 年月日第号 及び確認番号 ②一般廃棄物を生じた 事業場の名称及び所在 地 ③一般廃棄物の種類 （当該一般廃棄物に石 綿含有一般廃棄物又は 水銀処理物が含まれる 場合は、その旨を含 む。）及び性状 ④輸出した数量（当該 一般廃棄物に石綿含有 一般廃棄物又は水銀処⑤輸出した年月日⑥処分が終了した年月日 理物が含まれる場合は その数量を含む。） 合計 備考 1この報告書は、輸出の一括確認を受けた者にあっては、個別の輸出ごとに当該輸出に係る一般廃棄物の処分が終了するたびに遅滞なく提出すること。 2輸出の一括確認を受けた者にあっては、④～⑥欄は前回提出した報告書における記載に今回の輸出に係る情報を追加するようにすること。 （日本産業規格A列4番）  

様
式
第
二
号
の
四
（
第
八
条
の
二
の
四
、
第
八
条
の
二
の
七
関
係
）

様式第二号の四（第八条の二の四、第八条の二の七関係）（平23環省令1・全改、令2環省令9・一部改正） 産業廃棄物事業場外保管届出書 年月日 都道府県知事殿 （市長） 届出者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 第12条第3項前段 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、 第12条第4項 関係書類及び図面を添えて届け出ます。 所在地 面積㎡ 保管する産業廃棄物の種類 保管の場所に関する事項 積替えのための保管上限又は 処分等のための保管上限 屋外において容器を用いずに 行う保管の有無 （保管を行う場合にあっては 規則第1条の6の規定の例に よる高さのうち最高のもの） 保管開始年月日年月日 備考 積替えのための保管上限又は処分等のための保管上限には、廃棄物の処 理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第1号ホ又は第2号ロの規 定により保管することができる産業廃棄物の数量を記入すること。 （日本産業規格A列4番）  
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様式第二号の五（第八条の二の五関係）（平23環省令1・全改、令2環省令9・一部改正） 産業廃棄物事業場外保管変更届出書 年月日 都道府県知事殿 （市長） 届出者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第3項後段の規定により、関係 書類及び図面を添えて届け出ます。 変更前変更後 変更の内容 変更の理由 変更予定年月日年月日 （日本産業規格A列4番）  
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様式第二号の六（第八条の二の六関係）（平23環省令1・追加、令2環省令9・一部改正） 産業廃棄物事業場外保管廃止届出書 年月日 都道府県知事殿 （市長） 届出者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第3項前段の規定による届出に 係る保管をやめたので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条 の2の6の規定により届け出ます。 保管場所の所在地 廃止の理由 廃止年月日年月日 （日本産業規格A列4番）  
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様式第二号の七（第八条の三の二関係）（平23環省令1・追加、令2環省令9・一部改正） 輸入廃棄物処分等困難確認申請書 年月日 環境大臣殿 申請者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第3号ただし書の規 定により、災害その他の特別な事情により自ら処分又は再生するものとして 輸入された廃棄物の適正な処分又は再生が困難であることについての環境大 臣の確認を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 年月日 許可の年月日及び許可番号 許可番号 住所 処分を行う者の氏名及び住所 （法人にあっては、名称及び代表者氏名 の氏名）（法人にあっては、名称及び代表者の 氏名） 処分を行う者が産業廃棄物処分業者 又は特別管理産業廃棄物処分業者で ある場合には、その許可番号 施設の種類 処分を行うための施設の種類 設置場所 及び設置場所 処分を行うための施設が産業廃棄物 処理施設である場合には、その許可 番号 適正な処分が困難となった理由 （日本産業規格A列4番）  
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様式第二号の八（第八条の四の五関係）（平23環省令1・追加、令2環省令9・一部改正） （第1面） 産業廃棄物処理計画書 年月日 都道府県知事 （市長）殿 提出者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項の規定に基づき、産業廃 棄物の減量その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。 事業場の名称 事業場の所在地 計画期間 当該事業場において現に行っている事業に関する事項 ①事業の種類 ②事業の規模 ③従業員数 ④産業廃棄物の 一連の処理の 工程 （日本産業規格A列4番） （第2面） 産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 （管理体制図） 産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 【前年度（年度）実績】 産業廃棄物の種類 排出量tt ①現状（これまでに実施した取組） 【目標】 産業廃棄物の種類 排出量tt ②計画（今後実施する予定の取組） 産業廃棄物の分別に関する事項 （分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） ①現状 （今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関す る取組） ②計画 （第3面） 自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 【前年度（年度）実績】 産業廃棄物の種類 自ら再生利用を行っ tt ①現状た産業廃棄物の量 （これまでに実施した取組） 【目標】 産業廃棄物の種類 自ら再生利用を行う tt ②計画産業廃棄物の量 （今後実施する予定の取組） 自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 【前年度（年度）実績】 産業廃棄物の種類 自ら熱回収を行った tt 産業廃棄物の量 ①現状自ら中間処理に より減量した産tt 業廃棄物の量 （これまでに実施した取組） 【目標】 産業廃棄物の種類 自ら熱回収を行う tt 産業廃棄物の量 ②計画自ら中間処理に より減量する産tt 業廃棄物の量 （今後実施する予定の取組） （第4面） 自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 【前年度（年度）実績】 産業廃棄物の種類 自ら埋立処分又は海 ①現状洋投入処分を行ったtt 産業廃棄物の量 （これまでに実施した取組） 【目標】 産業廃棄物の種類 自ら埋立処分又は ②計画海洋投入処分を行tt う産業廃棄物の量 （今後実施する予定の取組） 産業廃棄物の処理の委託に関する事項 【前年度（年度）実績】 産業廃棄物の種類 全処理委託量tt 優良認定処理業者 tt への処理委託量 再生利用業者へ tt の処理委託量 認定熱回収業者 ①現状tt への処理委託量 認定熱回収業者 以外の熱回収 tt を行う業者へ の処理委託量 （これまでに実施した取組） （第5面） 【目標】 産業廃棄物の種類 全処理委託量tt 優良認定処理業者 tt への処理委託量 再生利用業者へ tt の処理委託量 認定熱回収業者 tt ②計画への処理委託量 認定熱回収業者 以外の熱回収 tt を行う業者へ の処理委託量 （今後実施する予定の取組） ※事務処理欄 （第6面） 備考 1前年度の産業廃棄物の発生量が1，000トン以上の事業場ごとに1枚作 成すること。 2当該年度の6月30日までに提出すること。 3「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以 下に従って記入すること。 ①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 ②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業 の場合における元請完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合におけ る病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規模が分かるような前年 度の実績を記入すること。 ④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最 終処分が終了するまでの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合 は、委託の内容を含む。）を記入すること。 4「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄 物の種類ごとに、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合にお ける熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うことによっ て減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。 5「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種 類ごとに、全処理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処 理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の11第2号に 該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回 収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第1 項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回 収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量に ついて、前年度実績、目標及び取組を記入すること。 6それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないとき は、当該欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記 入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の種類が3以上あるとき は、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記 入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記 入すべき事項がないときは、「―」を記入すること。 7※欄は記入しないこと。 
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様式第二号の九（第八条の四の六関係）（平23環省令1・追加、令2環省令9・一部改正） （第1面） 産業廃棄物処理計画実施状況報告書 年月日 都道府県知事 （市長）殿 提出者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項の規定に基づき、年 度の産業廃棄物処理計画の実施状況を報告します。 事業場の名称 事業場の所在地 事業の種類 産業廃棄物処理計画 における計画期間 産業廃棄物処理計画における目標値 項目目標値項目目標値 排出量t全処理委託量t 自ら再生利用を行優良認定処理業者 tt う産業廃棄物の量への処理委託量 自ら熱回収を行う再生利用業者へ tt 産業廃棄物の量の処理委託量 自ら中間処理に認定熱回収業者 より減量する産tへの処理委託量t 業廃棄物の量 自ら埋立処分又は認定熱回収業者 海洋投入処分を行t以外の熱回収t う産業廃棄物の量を行う業者へ の処理委託量 ※事務処理欄 （日本産業規格A列4番） （第2面） （第3面） 備考 1翌年度の6月30日までに提出すること。 2「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 3「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業 廃棄物処理計画に記載した目標値を記入すること。 4第2面には、前年度の産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれ ぞれに、からに掲げる量を記入すること。 ①欄当該事業場において生じた産業廃棄物の量 ②欄の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量 ③欄の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投 入処分した量 ④欄の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処 理前の量 ⑤欄の量のうち、熱回収を行った量 ⑥欄自ら中間処理をした後の量 ⑦欄の量からの量を差し引いた量 ⑧欄の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量 ⑨欄の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量 ⑩欄中間処理及び最終処分を委託した量 ⑪欄の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に 関する法律施行令第6条の11第2号に該当する者）への処理委託量 ⑫欄の量のうち、処理業者への再生利用委託量 ⑬欄の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清 掃に関する法律第15条の3の3第1項の認定を受けた者）である処理 業者への焼却処理委託量 ⑭欄の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行って いる処理業者への焼却処理委託量 5第2面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載した それぞれの実績値を記入すること。 6産業廃棄物の種類が2以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第 2面の例により産業廃棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作 成し、当該書面を添付すること。 7※欄は記入しないこと。 
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様式第二号の十（第八条の十三の五、第八条の十三の六関係）（平23環省令1・追加、平29環省令10・令2環省令9・一部改正） 特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書 年月日 都道府県知事殿 （市長） 届出者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 第12条の2第3項前段 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、 第12条の2第4項 関係書類及び図面を添えて届け出ます。 所在地 面積㎡ 保管する特別管理産業廃 棄物の種類 特別管理産業廃棄物に係 る積替えのための保管上 保管の場所に関する事項 限又は処分等のための保 管上限 屋外において容器を用い ずに行う保管の有無 （保管を行う場合にあっ ては規則第1条の6の規 定の例による高さのうち 最高のもの） 保管開始年月日年月日 備考 特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限又は処分等のための保 管上限には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の5第1項第 1号ニ又は同項第2号リの規定により保管することができる特別管理産業 廃棄物の数量を記入すること。 （日本産業規格A列4番）  
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様式第二号の十一（第八条の十三の六関係）（平23環省令1・追加、令2環省令9・一部改正） 特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書 年月日 都道府県知事殿 （市長） 届出者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第3項後段の規定により、 関係書類及び図面を添えて届け出ます。 変更前変更後 変更の内容 変更の理由 変更予定年月日年月日 （日本産業規格A列4番）  
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様式第二号の十二（第八条の十三の六関係）（平23環省令1・追加、令2環省令9・一部改正） 特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書 年月日 都道府県知事殿 （市長） 届出者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第3項前段の規定による届 出に係る保管をやめたので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第 8条の13の6において準用する同令第8条の2の6の規定により届け出ま す。 保管場所の所在地 廃止の理由 廃止年月日年月日 （日本産業規格A列4番）  
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様式第二号の十三（第八条の十七の二関係）（平23環省令1・追加、平30環省令2（平30環省令26）・令元環省令2・令2環省令9・一部改正） （第1面） 特別管理産業廃棄物処理計画書 年月日 都道府県知事 （市長）殿 提出者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第10項の規定に基づき、特 別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成したので、提出 します。 事業場の名称 事業場の所在地 計画期間 当該事業場において現に行っている事業に関する事項 ①事業の種類 ②事業の規模 ③従業員数 ④特別管理産業 廃棄物の一連 の処理の工程 （日本産業規格A列4番） （第2面） 特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 （管理体制図） 特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 【前年度（年度）実績】 特別管理産業廃棄物 の種類 排出量tt ①現状 （これまでに実施した取組） 【目標】 特別管理産業廃棄物 の種類 排出量tt ②計画 （今後実施する予定の取組） 特別管理産業廃棄物の分別に関する事項 （分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関 する取組） ①現状 （今後分別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分 別に関する取組） ②計画 （第3面） 自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項 【前年度（年度）実績】 特別管理産業廃棄物 の種類 自ら再生利用を行っ ①現状 た特別管理産業廃棄tt 物の量 （これまでに実施した取組） 【目標】 特別管理産業廃棄物 の種類 自ら再生利用を行う ②計画 特別管理産業廃棄物tt の量 （今後実施する予定の取組） 自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項 【前年度（年度）実績】 特別管理産業廃棄物 の種類 自ら熱回収を行った 特別管理産業廃棄物tt の量 ①現状 自ら中間処理により 減量した特別管理産tt 業廃棄物の量 （これまでに実施した取組） 【目標】 特別管理産業廃棄物 の種類 自ら熱回収を行う特 別管理産業廃棄物のtt 量 ②計画 自ら中間処理により 減量する特別管理産tt 業廃棄物の量 （今後実施する予定の取組） （第4面） 自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項 【前年度（年度）実績】 特別管理産業廃棄物 の種類 自ら埋立処分を行っ ①現状 た特別管理産業廃棄tt 物の量 （これまでに実施した取組） 【目標】 特別管理産業廃棄物 の種類 自ら埋立処分を行う ②計画 特別管理産業廃棄物tt の量 （今後実施する予定の取組） 特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項 【前年度（年度）実績】 特別管理産業廃棄物 の種類 全処理委託量tt 優良認定処理業者 tt への処理委託量 再生利用業者への tt 処理委託量 ①現状 認定熱回収業者へ tt の処理委託量 認定熱回収業者以 外の熱回収を行う tt 業者への処理委託 量 （これまでに実施した取組） （第5面） 【目標】 特別管理産業廃棄物 の種類 全処理委託量tt 優良認定処理業者 tt への処理委託量 再生利用業者への tt 処理委託量 ②計画 認定熱回収業者へ tt の処理委託量 認定熱回収業者以 外の熱回収を行う tt 業者への処理委託 量 （今後実施する予定の取組） 【前年度（年度）実績】 特別管理産業廃棄物 排出量 t （ポリ塩化ビフェニ 電子情報処理組織 ル廃棄物を除く。） の使用に関する事 項 （今後実施する予定の取組等） ※事務処理欄 （第6面） 備考 1前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場ごとに1 枚作成すること。 2当該年度の6月30日までに提出すること。 3「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以 下に従って記入すること。 ①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 ②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設 業の場合における元請完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合にお ける病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規模が分かるような前 年度の実績を記入すること。 ④欄には、当該事業場において生ずる特別管理産業廃棄物についての 発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の工程（当該処理を委託 する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 4「自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、 特別管理産業廃棄物の種類ごとに、自ら中間処理を行うに際して熱回収 を行った場合における熱回収を行った特別管理産業廃棄物の量と、自ら 中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標 及び取組を記入すること。 5「自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項」の欄には、 特別管理産業廃棄物の種類ごとに、埋立処分した量を記入すること。な お、中間処理を行うことにより特別管理産業廃棄物に該当しなくなった 産業廃棄物を海洋投入処分するときは、その量も含めて記入すること。 6「特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、特別管 理産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量を記入するほか、その内数と して、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 （以下「令」という。）第6条の14第2号に該当する者）への処理委託 量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処 理及び清掃に関する法律第15条の3の3第1項の認定を受けた者）であ る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収 を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標 及び取組を記入すること。 7「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前年度の特別管 理産業廃棄物の全発生量（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第2条の4第 5号イからハまでに掲げるものをいう。）を除く。）を記入すること。その 量が50トン以上の者にあっては、今後の電子情報処理組織の使用に関す る取組等（情報処理センターへの登録が困難な場合として廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行規則第8条の31の4に該当するときは、その 旨及び理由を含む。）について記入すること。 8それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないとき は、当該欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記 入した別紙を添付すること。また、特別管理産業廃棄物の種類が3以上 あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当 該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれ の欄に記入すべき事項がないときは、「―」を記入すること。 9※欄は記入しないこと。 
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様式第二号の十四（第八条の十七の三関係）（平23環省令1・追加、平30環省令2・令2環省令9・一部改正） （第1面） 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 年月日 都道府県知事 （市長）殿 提出者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第11項の規定に基づき、 年度の特別管理産業廃棄物処理計画の実施状況を報告します。 事業場の名称 事業場の所在地 事業の種類 特別管理産業廃棄物 処理計画における計 画期間 特別管理産業廃棄物処理計画における目標値 項目目標値項目目標値 排出量t全処理委託量t 自ら再生利用を行 優良認定処理業者 う特別管理産業廃tt への処理委託量 棄物の量 自ら熱回収を行う 再生利用業者への 特別管理産業廃棄tt 処理委託量 物の量 自ら中間処理によ 認定熱回収業者へ り減量する特別管tt の処理委託量 理産業廃棄物の量 認定熱回収業者以 自ら埋立処分を行 外の熱回収を行う う特別管理産業廃tt 業者への処理委託 棄物の量 量 電子情報処理組織の使用に関する事項 特別管理産業廃棄物排出量 前々年度t （ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除 前年度t く。） （電子情報処理組織の使用に関して実施した取組） ※事務処理欄 （日本産業規格A列4番） （第2面） （第3面） 備考 1翌年度の6月30日までに提出すること。 2「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 3「特別管理産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごと に、特別管理産業廃棄物処理計画に記載した目標値を記入すること。 4第2面には、前年度の特別管理産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の 欄のそれぞれに、からに掲げる量を記入すること。 ①欄当該事業場において生じた特別管理産業廃棄物の量 ②欄の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量 ③欄の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分した量 ④欄の量のうち、自ら中間処理をした特別管理産業廃棄物の当 該中間処理前の量 ⑤欄の量のうち、熱回収を行った量 ⑥欄自ら中間処理をした後の量 ⑦欄の量からの量を差し引いた量 ⑧欄の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量 ⑨欄の量のうち、自ら埋立処分又は海洋投入処分した量 ⑩欄中間処理及び最終処分を委託した量 ⑪欄の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に 関する法律施行令（以下「令」という。）第6条の11第2号に該当す る者）への処理委託量 ⑫欄の量のうち、処理業者への再生利用委託量 ⑬欄の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清 掃に関する法律第15条の3の3第1項の認定を受けた者）である処理 業者への焼却処理委託量 ⑭欄の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行って いる処理業者への焼却処理委託量 5第2面の左下の表には、項目ごとに、特別管理産業廃棄物処理計画に 記載したそれぞれの実績値を記入すること。 6特別管理産業廃棄物の種類が2以上あるときは、特別管理産業廃棄物 の種類ごとに、第2面の例により特別管理産業廃棄物処理計画の実施状 況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。 7「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前々年度及び前 年度における特別管理産業廃棄物の排出量（ポリ塩化ビフェニル廃棄物 （令第2条の4第5号イからハまでに掲げるものをいう。）を除く。）並び に電子情報処理組織使用義務者にあっては前年度に実施した電子情報処 理組織の使用に関する取組（情報処理センターへの登録が困難な場合と して廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の31の4に該当 したときは、その旨及び理由を含む。）について記入すること。 8※欄は記入しないこと。 
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様式第二号の十五（第八条の二十一関係）（平17環省令17・全改、平18環省令23・一部改正、平23環省令1・旧様式第二号の六繰下、平29環省令10・平30環省令2・令元環省令2・令2環省令9・令2環省令31・一部改正） 産業廃棄物管理票 交付年月日年月日交付番号交付担当者氏名 氏名又は名称名称 事業者事業場 住所〒所在地〒 電話番号電話番号 数量荷姿 産業廃棄物種類 備考・通信欄 中間処理産 管理票交付者（処分委託者）の氏名又は名称及び管理票の交付番号（登録番号） 業廃棄物 最終処分の 所在地 場所 氏名又は名称名称 運搬受託者運搬先の事 業場 住所〒所在地〒 電話番号電話番号 氏名又は名称 処分受託者積替え又は 保管 所在地〒 電話番号 住所〒 電話番号 （受託者の氏名又は名称） 運搬の受託受領欄運搬終了年月日年月日有価物拾集量 （運搬担当者の氏名） （受託者の氏名又は名称）最終処分終了 処分の受託受領欄処分終了年月日年月日年月日 （処分担当者の氏名）年月日 最終処分を 所在地 行った場所 （記載上の注意） 1．日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。 2．余白には斜線を引くこと。 3．「数量」及び「有価物拾集量」の欄は、重量又は体積を単位とともに記載すること。 4．「荷姿」の欄は、バラ、ドラム缶、ポリ容器等、具体的な荷姿を記載すること。 5．運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、「種 類」の欄にその旨を、「数量」の欄にその数量を記載すること。 
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様式第三号（第八条の二十七関係）（平18環省令23・全改、平23環省令1・平29環省令10・令元環省令2・令2環省令9・一部改正） 産業廃棄物管理票交付等状況報告書（年度） 年月日 都道府県知事殿 （市長） 報告者 住所 氏名 （法人にあっては名称及び代表者の氏名） 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定に基づき、年度の産業廃棄物管理票に関する報告書を提出し ます。 事業場の名称業種 事業場の所在地電話番号 運搬受託者処分受託者 産業廃棄物管理票の交運搬受託者運搬先の住処分受託者処分場所の 番号 排出量（t）の氏名又はの氏名又は の種類付枚数の許可番号所の許可番号住所 名称名称 1 2 3 4 備考 1この報告書は、前年4月1日から3月31日までに交付した産業廃棄物管理票について6月30日までに提出すること。 2同一の都道府県（政令市）の区域内に、設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合には、これ らの事業場を1事業場としてまとめた上で提出すること。 3産業廃棄物の種類及び委託先ごとに記入すること。 4業種には日本標準産業分類の中分類を記入すること。 5運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場 合は、「産業廃棄物の種類」の欄にその旨を記載するとともに、各事項について石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物 又は水銀含有ばいじん等に係るものを明らかにすること。 6処分場所の住所は、運搬先の住所と同じである場合には記入する必要はないこと。 7区間を区切って運搬を委託した場合又は受託者が再委託を行った場合には、区間ごとの運搬受託者又は再受託者についてす べて記入すること。 （日本産業規格A列4番） 
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様式第四号（第八条の二十九関係）（平23環省令1・全改、平29環省令10・平30環省令2・令2環省令9・一部改正） （表面） 措置内容等報告書 年月日 都道府県知事 （市長）様 報告者住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の29の規定に基づき、 次のとおり報告します。 交付番号 管理票 交付 年月日 運搬又は処分を委託 1特別管理産業廃棄物（） した産業廃棄物の種 2その他の産業廃棄物（） 類 運搬又は処分を委託 した産業廃棄物の数 量 ①廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（以 下「施行規則」という。）第8条の28に規定する期間 内に管理票の写しの送付を受けないとき ②廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」 という。）第12条の3第3項から第5項まで又は第12 条の5第5項の規定に規定する事項が記載されてい ない管理票の写しの送付を受けたとき 報告書を提出するこ （年月日） ととなった事由の区 ③虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたと 分及び②～⑤に該当 き する場合にあって （年月日） は、当該事由が生じ ④法第14条第13項、第14条の2第4項、第14条の4 た年月日 第13項又は第14条の5第4項の規定による通知を受 けたとき （年月日） ⑤法第14条の3の2第3項（法第14条の6において 準用する場合を含む。）の規定による通知を受けたと き （年月日） ※運搬又氏名又は は処分名称 の受託 住所 者 △把握した運搬又は 処分の状況及びそ の把握の方法 △生活環境の保全上 の支障の除去又は 発生の防止のため に講じた措置の内 容 （裏面） 備考1運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀 使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、「産 業廃棄物の種類」の欄にその旨を、「産業廃棄物の数量」の欄にそ の数量を記載すること。 2※欄には、この報告書を提出する事由を生じさせた者のみを記入 すること。 （注）この報告書を提出する事由を生じさせた者とは、次に掲 げる者をいう。 ①の場合施行規則第8条の28に規定する期間内に管理票の写 しを送付しなかった者 ②の場合法第12条の3第3項から第5項まで又は第12条の5 第5項の規定に規定する事項が記載されていない管理 票の写しを送付した者 ③の場合虚偽の記載のある管理票の写しを送付した者 ④の場合法第14条第13項、第14条の2第4項、第14条の4第 13項又は第14条の5第4項の規定による通知をした者 ⑤の場合法第14条の3の2第3項（法第14条の6において準 用する場合を含む。）の規定による通知をした者 3△印の欄にその記載事項のすべてを記載することができないとき は、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 （日本産業規格A列4番） 
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様式第五号（第八条の三十八関係）（平23環省令1・全改、平29環省令10・平30環省令2・令2環省令9・一部改正） （表面） 措置内容等報告書 年月日 都道府県知事 （市長）様 報告者住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の38の規定に基づき、 次のとおり報告します。 引渡し 年月日 登録内容 登録 登録番号 年月日 運搬又は処分を委託 1特別管理産業廃棄物（） した産業廃棄物の種 2その他の産業廃棄物（） 類 運搬又は処分を委託 した産業廃棄物の数 量 ①廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」 という。）第12条の5第9項の規定による通知を受け たとき （年月日） ②法第12条の5第4項の規定により通知を受けた同 条第2項又は第3項の規定による報告が虚偽の内容 報告書を提出するこを含むとき ととなった事由の区（年月日） 分及び当該事由が生③法第14条第13項、第14条の2第4項、第14条の4 じた年月日第13項又は第14条の5第4項の規定による通知を受 けたとき （年月日） ④法第14条の3の2第3項（法第14条の6において 準用する場合を含む。）の規定による通知を受けたと き （年月日） ※運搬又氏名又は は処分名称 の受託 住所 者 △把握した運搬又は 処分の状況及びそ の把握の方法 △生活環境の保全上 の支障の除去又は 発生の防止のため に講じた措置の内 容 （裏面） 備考1運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀 使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、「産 業廃棄物の種類」の欄にその旨を、「産業廃棄物の数量」の欄にその 数量を記載すること。 2※欄には、この報告書を提出する事由を生じさせた者のみを記入 すること。 （注）この報告書を提出する事由を生じさせた者とは、次に掲げる 者をいう。 ①の場合廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の 37に規定する期間内に法第12条の5第2項又は第3項の 規定による報告をしなかった者 ②の場合虚偽の内容を含む報告をした者 ③の場合法第14条第13項、第14条の2第4項、第14条の4第13 項又は第14条の5第4項の規定による通知をした者 ④の場合法第14条の3の2第3項（法第14条の6において準用 する場合を含む。）の規定による通知をした者 3△印の欄にその記載事項のすべてを記載することができないとき は、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 （日本産業規格A列4番） 
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様式第五号の二（第八条の三十八の四関係）（平30環省令2・追加、令2環省令9・令2環省令31・一部改正） （第1面） 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請書 年月日 都道府県知事 （市長）殿 申請者 住所 名称 代表者の氏名 電話番号 住所 名称 代表者の氏名 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7第1項の規定により、二以 上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定を受けたいので、関係 書類及び図面を添えて申請します。 申請に係る収集、運搬又 は処分を行う産業廃棄物 の種類（石綿含有産業廃 棄物、水銀使用製品産業 廃棄物又は水銀含有ばい じん等が含まれる場合 は、その旨を含む。） 申請に係る収集、運搬又 は処分の範囲（収集又は 運搬にあっては、取り扱 う産業廃棄物の種類及び 積替え又は保管を行うか どうか、処分にあって は、処分の方法ごとに区 分して取り扱う産業廃棄 物の種類を記載するこ と。） 申請に係る収集、運搬又 は処分を行う区域（他の 都道府県知事等に申請す る場合には、その旨も記 載すること。） ※事務処理欄 （第2面） 統括して管理する事業者 （ふりがな） 名称 収集、運搬又は処分を行う事業者 （ふりがな） 名称 当該収集、運搬又は処分の用に 供するすべての施設（積替え又 は保管の場所を含む。施設ごと に概要を記載すること。） 申請者のうちいずれか一の事業者（統括して管理する事業者）が保有する他 の全ての事業者の議決権保有割合 議決権を保有する一の事業者の名 称 当該一の事業者が保有する議決権保有 他の全ての事業者の名称 割合 統括して管理する事業者の役員又は職員の派遣状況（統括して管理する事業 者が他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額を 保有している場合は記載不要。） 生年月日本籍 役職名・呼称住所 （ふりがな） 氏名 派遣先名称 派遣先住所 派遣先役職 （第3面） 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資口数若しくは 出資の額の100分の5以上の口数若しくは額に相当する出資をしている者 （統括して管理する事業者について、当該株主又は出資をしている者がある とき） 発行済株式の出資の口数 株 総数又は額 保有する株式の 数又は出資の口 本籍 （ふりがな）数若しくは出資 生年月日 氏名又は名称の金額 割合住所 備考 1※欄は記入しないこと。 2「申請者」には、認定を受けようとする者のすべてを記載すること。 3各欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に 「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 4都道府県知事が定める部数を提出すること。 連絡先 名称 部署名 住所 担当者の氏名 電話番号 ※手数料欄 （日本産業規格A列4番） 
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様式第五号の三（第八条の三十八の五第五項関係）（平30環省令2・追加、令2環省令9・令2環省令31・一部改正） （第1面） 申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の開始に要する資金の総額 及びその資金の調達方法 内訳金額（千円） 資金の総額 土地 事務所 収集運搬車両 積替保管施設 処理施設 自己資金 調 借入金 達（借入先名） 方 法 その他 増資 備考内訳欄の事項については、事業計画に応じ適宜変更すること （日本産業規格A列4番） （第2面） 誓約書 申請者のうち当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イからニまで及びヘに該当しない者であること並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の38の3第8号に適合する者であることを誓約します。 年月日 都道府県知事様 （市長） 提出者 住所 名称 代表者の氏名 電話番号 
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様式第五号の四（第八条の三十八の六関係）（平30環省令2・追加、令2環省令9・令2環省令31・一部改正） （第1面） 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定変更申請書 年月日 都道府県知事 （市長）殿 申請者 住所 名称 代表者の氏名 電話番号 住所 名称 代表者の氏名 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7第7項の規定により、二以 上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認 定を受けたいので、関係書類及び図面を添えて申請します。 認定の年月日及び認 定番号（他の都道府 県知事等の認定を受年月日第号 けている場合は、当（都道府県等名：年月日第号） 該認定の年月日及び 認定番号） 認定に係る処理の範 囲（収集又は運搬に あっては、取り扱う 産業廃棄物の種類及 び積替え又は保管を 行うかどうか、処分 にあっては、処分の 方法ごとに区分して 取り扱う産業廃棄物 の種類を記載するこ と。） 変更の内容 変更の理由 変更後の処理の開始 年月日 予定年月日 ※事務処理欄 （第2面） 備考 1※欄は記入しないこと。 2「申請者」には、認定を受けた者（変更の認定を受けようとする者）の すべてを記載すること。 3各欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に 「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 4変更のある部分については、変更前及び変更後の内容を対照させるもの とすること。変更に係る収集、運搬又は処分の用に供する施設がある場合 は、当該施設の処理方式、構造及び設備の概要を記載すること。 連絡先 名称 部署名 住所 担当者の氏名 電話番号 ※手数料欄 （日本産業規格A列4番） 
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様式第五号の五（第八条の三十八の八、第八条の三十八の十関係）（平30環省令2・追加、令元環省令2・令2環省令9・令2環省令31・一部改正） （第1面） 変更 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定届出書 廃止 年月日 都道府県知事 （市長）殿 届出者 住所 名称 代表者の氏名 電話番号 住所 名称 代表者の氏名 電話番号 年月日付け第号で認定を受けた二以上の事業者による産 変更 業廃棄物の処理に係る特例に係る以下の事項についてしたので、廃棄物 廃止 第12条の7第9項 の処理及び清掃に関する法律の規定により、関係書類 施行令第6条の7の2 等を添えて届け出ます。 新旧 変更した事項（規則第 8条の38の5第2項第 4号に掲げる事項を除 く。）又は廃止した事項 の内容 変更した事項の内容（規則第8条の38の5第2項第4号に掲げる事項） （ふりがな）生年月日本籍 氏名役職名・呼称住所 変更又は廃止の 理由 （第2面） 備考 1この届出書は、変更又は廃止の日から10日（登記事項証明書を添付す べき場合にあっては30日）以内に提出すること。 2「届出者」には、認定を受けた者のすべてを記載すること。 3各欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄 に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 連絡先 名称 部署名 住所 担当者の氏名 電話番号 （日本産業規格A列4番） 
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様式第五号の六（第八条の三十八の九関係）（平30環省令2・追加、令2環省令9・一部改正） 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定証 年月日 住所 名称 代表者の氏名 住所 名称 代表者の氏名 第12条の7第1項 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、二以 第12条の7第7項 上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定を受けた者であること を証する。 都道府県知事印 （市長） 認定の年月日年月日 認定番号 1．認定に係る処理の範囲（収集又は運搬にあっては、取り扱う産業廃棄物 の種類及び積替え又は保管を行うかどうか、処分にあっては、処分の方法 ごとに区分して取り扱う産業廃棄物の種類を記載すること。） 2．認定に係る積替えを行うすべての場所の所在地、面積及び当該場所ごと の積替えを行う産業廃棄物の種類 3．認定に係る処分の用に供するすべての施設（施設ごとに種類、場所及び 処理能力を記載すること。） 4．認定に係る事項の変更の状況 年月日（内容） （日本産業規格A列4番）  
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様式第五号の七（第八条の三十八の十一関係）（平30環省令2・追加、令2環省令9・令2環省令31・一部改正） （第1面） 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定報告書 年月日 都道府県知事 （市長）殿 報告者 住所 名称 代表者の氏名 電話番号 住所 名称 代表者の氏名 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の38の11の規定に基づ き、二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る 年度の処理状況を報告します。 認定の年月日及び認 定番号（他の都道府 県知事等の認定を受年月日第号 けている場合は、当（都道府県等名：年月日第号） 該認定の年月日及び 認定番号） 収集、運搬又は処分を行った産業廃棄物の種類ごとの数量 産業廃棄物の種類処理した量 t t t t t t 合計t （第2面） 処分に伴い生じた廃棄物（再生品を除く。）の種類ごとの数量 廃棄物の種類生じた量 t t t 合計t 再生品の種類ごとの数量 再生品生じた量 t t t 合計t 熱回収により得られた熱量 熱回収の方法熱量計算方法 kcal kcal 合計kcal （当該認定に係る産業廃棄物の処理を当該二以上の事業者以外の者に委託し た場合にあっては、委託の内容及び委託量並びに適正な処理を確保するため に行った措置） 備考 1翌年度の6月30日までに提出すること。 2「報告者」には、認定を受けた者のすべてを記載すること。 3各欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、「別紙 のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 連絡先 名称 部署名 住所 担当者の氏名 電話番号 （日本産業規格A列4番） 
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様式第六号（第九条の二関係）（平24環省令2・全改、平29環省令10・令2環省令9・一部改正） （第1面） 産業廃棄物収集運搬業許可申請書 年月日 都道府県知事殿 （市長） 申請者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項の規定により、産業廃棄 物収集運搬業の許可を受けたいので、関係書類及び図面を添えて申請しま す。 事業の範囲（取り扱う産業 廃棄物の種類（当該産業廃 棄物に石綿含有産業廃棄 物、水銀使用製品産業廃棄 物又は水銀含有ばいじん等 が含まれる場合は、その旨 を含む。）及び積替え又は保 管を行うかどうかを明らか にすること。） 事務所電話番号 事務所及び事業場の所在地 事業場電話番号 事業の用に供する施設の種 類及び数量 積替え又は保管を行う場合 には、積替え又は保管を行 うすべての場所の所在地及 び面積並びに当該場所ごと にそれぞれ積替え又は保管 を行う産業廃棄物の種類 （当該産業廃棄物に石綿含 有産業廃棄物、水銀使用製 品産業廃棄物又は水銀含有 ばいじん等が含まれる場合 は、その旨を含む。）、積替 えのための保管上限及び積 み上げることができる高さ ※事務処理欄 （日本産業規格A列4番） （第2面） 既に処理業の許可（他許可番号（申請中の場合には、 都道府県・市名 の都道府県のものを含申請年月日） む。）を有している場合 はその許可番号（申請 中の場合には、申請年 月日） 申請者（個人である場合） （ふりがな）本籍 生年月日 氏名住所 （法人である場合） （ふりがな） 住所 名称 法定代理人（申請者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場 合） （個人である場合） （ふりがな）本籍 生年月日 氏名住所 （法人である場合） （ふりがな） 住所 名称 役員（法定代理人が法人である場合） （ふりがな）生年月日本籍 氏名役職名・呼称住所 役員（申請者が法人である場合） （ふりがな）生年月日本籍 氏名役職名・呼称住所 （第3面） 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の 5以上の額に相当する出資をしている者（申請者が法人である場合におい て、当該株主又は出資をしている者があるとき） 発行済株式の 株出資の額 総数 保有する株式 の数又は出資本籍 （ふりがな） 生年月日の金額 氏名又は名称 割合住所 令第6条の10に規定する使用人（申請者に当該使用人がある場合） （ふりがな）生年月日本籍 氏名役職名・呼称住所 備考 1※欄は記入しないこと。 2「法定代理人」の欄から「令第6条の10に規定する使用人」までの各 欄については、該当するすべての者を記載することとし、記載しきれな いときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添 付すること。 3「役員」の欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役、執 行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を 有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又 はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を 含む。 4都道府県知事が定める部数を提出すること。 ※手数料欄 
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様式第六号の二（第九条の二関係）（平29環省令8・追加、令2環省令9・令2環省令31・一部改正） （第1面） 事業計画の概要 1．事業の全体計画（変更許可申請時には変更部分を明確にして記載するこ と） 2．取り扱う産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）の種類及び運搬量等 （特別管理） 産業廃棄物 の種類 運搬量 （t／月 又は／ 月） 性状予定排出事業 場の名称及び 所在地 積替え又は保管 を行う場合には 積替え又は保管 を行う場所の所 在地 予定運搬先の名 称及び所在地 （処分場の名称 及び所在地） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 備考取り扱う（特別管理）産業廃棄物の種類ごとに記載すること。 （日本産業規格A列4番） 六四二五・63 （第2面） 3．運搬施設の概要 運搬車両一覧 自動車登録番号最大積載量 車体の形状所有者又は使用者備考 又は車両番号（㎏） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 事務所の所在地 駐車場の所在地 ※付近の見取図を添付すること。 その他の運搬施設の概要 運搬容器等の名称用途容量備考 六四二五・64（―・68） （第3面） 積替施設又は保管施設の概要 ※構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並 びに当該施設の付近の見取り図を添付すること。 （第4面） 4．収集運搬業務の具体的な計画（車両毎の用途、収集運搬業務を行う時 間、休業日及び従業員数を含む。） 従業員数の内訳 年月日現在 事務員運転手作業員その他合計 申請者又は申請者の登記上の役員 政令第6条の10で準用する第4条の7に規定する使用人 相談役、顧問等申請者の登記外の役員 人人人人人人人人 （第5面） 5．環境保全措置の概要（運搬に際し講ずる措置、積替施設又は保管施設に おいて講ずる措置を含む。） （第6面） 運搬車両の写真 自動車登録番号又 は車両番号 写真の方向等について図示するのが望ましい。 注意事項 ・車両の前面（真正面）を撮影すること。 ・ナンバープレートが確認できること。 前面写真 注意事項 ・車両の側面（真横）を撮影すること。 ・名称等の車体の表示が確認できること 既に許可を有している場合には所定の事項（「産 業廃棄物収集運搬車」、「会社名（事業者名）」、「許 側面写真 可番号」）が表示されていること。 車体の表示が読み取れない場合には、表示部分を 拡大した写真も添付すること。 撮影年月日 （第7面） 運搬容器等の写真 運搬容器等の名称用途 注意事項 ・容器等の全体が写るように撮影すること。 撮影年月日 運搬容器等の名称用途 注意事項 ・容器等の全体が写るように撮影すること。 撮影年月日 （第8面） 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法 内訳金額（千円） 事業の開始に要する 資金の総額 土地 事務所 収集運搬車両 積替保管施設 調達方法自己資金 借入金 （借入先名） その他 増資 備考内訳欄の事項については、事業計画に応じ適宜変更すること （第9面） 資産に関する調書（個人用） 年月日現在 資産の種別内容数量価格、金額（千円） 現金預金 有価証券 未収入金 売掛金 受取手形 土地 建物 備品 車両 その他 資産計 負債の種別内容数量価格、金額（千円） 長期借入金 短期借入金 未払金 預り金 前受金 買掛金 支払手形 その他 負債計 （第10面） 誓約書 申請者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イからヘに該当しない者であることを誓約します。 年月日 都道府県知事様 （市長） 申請者 住所 氏名 （法人にあっては名称及び代表者の氏名） 
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様式第七号（第十条の二関係）（平23環省令1・全改、平29環省令10・平30環省令1・令2環省令9・令2環省令19・一部改正） 許可番号 産業廃棄物収集運搬業許可証 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 第14条第1項 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた 第14条の2第1項 者であることを証する。 都道府県知事印 （市長） 許可の年月日年月日 許可の有効年月日年月日 1．事業の範囲（取り扱う産業廃棄物の種類（当該産業廃棄物に石綿含有産 業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場 合は、その旨を含む。）及び積替え又は保管を行うかどうかを明らかにする こと） 2．積替え又は保管を行うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所ご との積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類（当該産業廃棄物に石綿含有 産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる 場合は、その旨を含む。）、積替えのための保管上限及び積み上げることが できる高さ 3．許可の条件 4．許可の更新又は変更の状況 年月日（内容） 5．積替え許可の有無有・無 （積替え許可を有している場合においては、市名及び許可番号を記載する こと。） 市名許可番号 6．規則第9条の2第8項の規定による許可証の提出の有無有・無 備考 市長が交付する許可証については、積替え許可の有無の記載は不要とする こと。 （日本産業規格A列4番） 
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様式第七号の二（第十条の二関係）（平23環省令1・追加、平29環省令10・平30環省令1・令2環省令9・令2環省令19・一部改正） 許可番号 産業廃棄物収集運搬業許可証 優 住所 良 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 第14条第1項 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた 第14条の2第1項 者であることを証する。 都道府県知事印 （市長） 許可の年月日年月日 許可の有効年月日年月日 1．事業の範囲（取り扱う産業廃棄物の種類（当該産業廃棄物に石綿含有産 業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場 合は、その旨を含む。）及び積替え又は保管を行うかどうかを明らかにする こと） 2．積替え又は保管を行うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所ご との積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類（当該産業廃棄物に石綿含有 産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる 場合は、その旨を含む。）、積替えのための保管上限及び積み上げることが できる高さ 3．許可の条件 4．許可の更新又は変更の状況 年月日（内容） 5．積替え許可の有無有・無 （積替え許可を有している場合においては、市名及び許可番号を記載する こと。） 市名許可番号 6．規則第9条の2第8項の規定による許可証の提出の有無有・無 備考 市長が交付する許可証については、積替え許可の有無の記載は不要とする こと。 （日本産業規格A列4番） 

161



 

様
式
第
八
号
（
第
十
条
の
四
関
係
）

様式第八号（第十条の四関係）（平24環省令2・全改、平29環省令10・令2環省令9・一部改正） （第1面） 産業廃棄物処分業許可申請書 年月日 都道府県知事殿 （市長） 申請者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の規定により、産業廃棄 物処分業の許可を受けたいので、関係書類及び図面を添えて申請します。 事業の範囲（処分の方法ご とに区分して取り扱う産業 廃棄物の種類（当該産業廃 棄物に石綿含有産業廃棄 物、水銀使用製品産業廃棄 物又は水銀含有ばいじん等 が含まれる場合は、その旨 を含む。）を記載すること。） 事務所電話番号 事務所及び事業場の所在地 事業場電話番号 事業の用に供するすべての 施設（施設ごとに種類、設 置場所、設置年月日、処理 能力、許可年月日及び許可 番号（産業廃棄物処理施設 の設置の許可を受けている 場合に限る。）を記載するこ と。） 保管を行う場合には、保管 を行うすべての場所の所在 地、面積、保管する産業廃 棄物の種類（当該産業廃棄 物に石綿含有産業廃棄物、 水銀使用製品産業廃棄物又 は水銀含有ばいじん等が含 まれる場合は、その旨を含 む。）、処分等のための保管 上限及び積み上げることが できる高さ 事業の用に供する施設の処 理方式、構造及び設備の概 要 ※事務処理欄 （日本産業規格A列4番） （第2面） 既に処理業の許可（他許可番号（申請中の場合には、 都道府県・市名 の都道府県のものを含申請年月日） む。）を有している場合 はその許可番号（申請 中の場合には、申請年 月日） 申請者（個人である場合） （ふりがな）本籍 生年月日 氏名住所 （法人である場合） （ふりがな） 住所 名称 法定代理人（申請者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場 合） （個人である場合） （ふりがな）本籍 生年月日 氏名住所 （法人である場合） （ふりがな） 住所 名称 役員（法定代理人が法人である場合） （ふりがな）生年月日本籍 氏名役職名・呼称住所 役員（申請者が法人である場合） （ふりがな）生年月日本籍 氏名役職名・呼称住所 （第3面） 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の 5以上の額に相当する出資をしている者（申請者が法人である場合におい て、当該株主又は出資をしている者があるとき） 発行済株式の 株出資の額 総数 保有する株式 の数又は出資本籍 （ふりがな） 生年月日の金額 氏名又は名称 割合住所 令第6条の10に規定する使用人（申請者に当該使用人がある場合） （ふりがな）生年月日本籍 氏名役職名・呼称住所 備考 1※欄は記入しないこと。 2「法定代理人」の欄から「令第6条の10に規定する使用人」までの各 欄については、該当するすべての者を記載することとし、記載しきれな いときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書類を添 付すること。 3「役員」の欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役、執 行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を 有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又 はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を 含む。 4都道府県知事が定める部数を提出すること。 ※手数料欄 
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様式第九号（第十条の六関係）（平23環省令1・全改、平29環省令10・令2環省令9・令2環省令19・一部改正） 許可番号 産業廃棄物処分業許可証 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 第14条第6項 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた者で 第14条の2第1項 あることを証する。 都道府県知事印 （市長） 許可の年月日年月日 許可の有効年月日年月日 1．事業の範囲（処分の方法ごとに区分して取り扱う産業廃棄物の種類（当 該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含 有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。）を記載すること。） 2．事業の用に供するすべての施設（施設ごとに種類、施設場所、設置年月 日、処理能力、許可年月日及び許可番号（産業廃棄物処理施設の設置の許 可を受けている場合に限る。）を記載すること。） 3．許可の条件 4．許可の更新又は変更の状況 年月日（内容） 5．規則第10条の4第7項の規定による許可証の提出の有無有・無 （日本産業規格A列4番）  
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様式第九号の二（第十条の六関係）（平23環省令1・追加、平29環省令10・令2環省令9・令2環省令19・一部改正） 許可番号 産業廃棄物処分業許可証 優 住所 良 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 第14条第6項 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた者で 第14条の2第1項 あることを証する。 都道府県知事印 （市長） 許可の年月日年月日 許可の有効年月日年月日 1．事業の範囲（処分の方法ごとに区分して取り扱う産業廃棄物の種類（当 該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含 有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。）を記載すること。） 2．事業の用に供するすべての施設（施設ごとに種類、施設場所、設置年月 日、処理能力、許可年月日及び許可番号（産業廃棄物処理施設の設置の許 可を受けている場合に限る。）を記載すること。） 3．許可の条件 4．許可の更新又は変更の状況 年月日（内容） 5．規則第10条の4第7項の規定による許可証の提出の有無有・無 （日本産業規格A列4番）  
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様式第十号（第十条の九関係）（平24環省令2・全改、平29環省令10・令2環省令9・一部改正） （第1面） 産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書 年月日 都道府県知事殿 （市長） 申請者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項の規定により、 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 の事業範囲の変更の許可を受けたいので、関係書類及 び図面を添えて申請します。 許可の年月日及び許可番号年月日第号 収集運搬業・処分業の区分 許可に係る事業の範囲（収 集運搬業にあっては、取り 扱う産業廃棄物の種類（当 該産業廃棄物に石綿含有産 業廃棄物、水銀使用製品産 業廃棄物又は水銀含有ばい じん等が含まれる場合は、 その旨を含む。）及び積替え 又は保管を行うかどうか、 処分業にあっては、処分の 方法ごとに区分して取り扱 う産業廃棄物の種類（当該 産業廃棄物に石綿含有産業 廃棄物、水銀使用製品産業 廃棄物又は水銀含有ばいじ ん等が含まれる場合は、そ の旨を含む。）を記載するこ と。） 変更の内容 変更理由 変更に係る事業の用に供す る施設の種類、数量、設置 場所、設置年月日、処理能 力、許可年月日及び許可番 号（産業廃棄物処理施設の 設置の許可を受けている場 合に限る。） 変更に係る事業の用に供す る施設の処理方式、構造及 び設備の概要 ※事務処理欄 （日本産業規格A列4番） （第2面） 申請者（個人である場合） （ふりがな）本籍 生年月日 氏名住所 （法人である場合） （ふりがな） 住所 名称 法定代理人（申請者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場 合） （個人である場合） （ふりがな）本籍 生年月日 氏名住所 （法人である場合） （ふりがな） 住所 名称 役員（法定代理人が法人である場合） （ふりがな）生年月日本籍 氏名役職名・呼称住所 役員（申請者が住人である場合） （ふりがな）生年月日本籍 氏名役職名・呼称住所 （第3面） 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の 5以上の額に相当する出資をしている者（申請者が法人である場合におい て、当該株主又は出資をしている者があるとき） 発行済株式の 株出資の額 総数 保有する株式の数又は出 本籍 （ふりがな）資の金額 生年月日 氏名又は名称 割合住所 令第6条の10に規定する使用人（申請者に当該使用人がある場合） （ふりがな）生年月日本籍 氏名役職名・呼称住所 備考 1※欄は記入しないこと。 2「法定代理人」の欄から「令第6条の10に規定する使用人」までの各 欄については、該当するすべての者をすべて記載することとし、記載し きれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書 面を添付すること。 3「役員」の欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役、執 行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を 有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又 はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を 含む。 4都道府県知事が定める部数を提出すること。 ※手数料欄 

165



166



 

様
式
第
十
一
号
（
第
十
条
の
十
関
係
）

様式第十一号（第十条の十関係）（平24環省令2・全改、平30環省令2・令元環省令2・令2環省令9・一部改正） 廃止 産業廃棄物処理業届出書 変更 年月日 都道府県知事殿 （市長又は区長） 届出者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 年月日付け第号で許可を受けた産業廃棄物処理業に係る 廃止 以下の事項についてしたので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14 変更 条の2第3項において準用する同法第7条の2第3項の規定により、関係書 類等を添えて届け出ます。 新旧 廃止した事業 又は変更した 事項の内容 （規則第10条 の10第1項第 2号に掲げる 事項を除く。） 変更した事項の内容（規則第10条の10第1項第2号に掲げる事項） （変更内容が法人に係るものである場合）※法定代理人、株主及び出資を している者の変更 （ふりがな） 住所 名称 （変更内容が個人に係るものである場合）※法定代理人、役員（法定代理 人が法人である場合の当該法人の役員を含む）、株主、出資をしている者 及び使用人の変更 （ふりがな）生年月日本籍 氏名役職名・呼称住所 廃止又は変更 の理由 備考 1この届出書は、廃止又は変更の日から10日（法人で規則第10条の10第 3項第1号又は第2号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合に あっては、30日）以内に提出すること。 2各欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄 に「別紙のとおり」と記載し、この様式の例により作成した書面を添付 すること。 （日本産業規格A列4番） 
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様式第十二号（第十条の十二関係）（平24環省令2・全改、令2環省令9・一部改正） （第1面） 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書 年月日 都道府県知事殿 （市長） 申請者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第1項の規定により、特別 管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けたいので、関係書類及び図面を添え て申請します。 事業の範囲（取り扱う特別 管理産業廃棄物の種類及び 積替え又は保管を行うかど うかを明らかにすること。） 事務所 電話番号 事務所及び事業場の所在地 事業場 電話番号 事業の用に供する施設の種 類及び数量 積替え又は保管を行う場合 には、積替え又は保管を行 うすべての場所の所在地及 び面積並びに当該場所ごと にそれぞれ積替え又は保管 を行う特別管理産業廃棄物 の種類、積替えのための保 管上限及び積み上げること ができる高さ ※事務処理欄 （日本産業規格A列4番） （第2面） 既に処理業の許可（他許可番号（申請中の場合には、 都道府県・市名 の都道府県のものを含申請年月日） む。）を有している場合 はその許可番号（申請 中の場合には、申請年 月日） 申請者（個人である場合） （ふりがな）本籍 生年月日 氏名住所 （法人である場合） （ふりがな） 住所 名称 法定代理人（申請者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場 合） （個人である場合） （ふりがな）本籍 生年月日 氏名住所 （法人である場合） （ふりがな） 住所 名称 役員（法定代理人が法人である場合） （ふりがな）生年月日本籍 氏名役職名・呼称住所 役員（申請者が法人である場合） （ふりがな）生年月日本籍 氏名役職名・呼称住所 （第3面） 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の 5以上の額に相当する出資をしている者（申請者が法人である場合におい て、当該株主又は出資をしている者があるとき） 発行済株式の 株出資の額 総数 保有する株式 （ふりがな）の数又は出資本籍 生年月日 氏名又は名称の金額 割合住所 令第6条の10に規定する使用人（申請者に当該使用人がある場合） （ふりがな）生年月日本籍 氏名役職名・呼称住所 備考 1※欄は記入しないこと。 2「法定代理人」の欄から「令第6条の10に規定する使用人」までの各 欄については、該当するすべての者を記載することとし、記載しきれな いときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添 付すること。 3「役員」の欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役、執 行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を 有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又 はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を 含む。 4都道府県知事が定める部数を提出すること。 ※手数料欄 
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様式第十三号（第十条の十四関係）（平23環省令1・全改、令2環省令9・一部改正） 許可番号 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 第14条の4第1項 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた者で 第14条の5第1項 あることを証する。 都道府県知事印 （市長） 許可の年月日年月日 許可の有効年月日年月日 1．事業の範囲（取り扱う特別管理産業廃棄物の種類及び積替え又は保管を 行うかどうかを明らかにすること） 2．積替え又は保管を行うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所ご との積替え又は保管を行う特別管理産業廃棄物の種類、積替えのための保 管上限及び積み上げることができる高さ 3．許可の条件 4．許可の更新又は変更の状況 年月日（内容） 5．積替え許可の有無有・無 （積替え許可を有している場合においては、市名及び許可番号を記載する こと。） 市名許可番号 6．規則第10条の12第2項の規定による許可証の提出の有無有・無 備考 市長が交付する許可証については、積替え許可の有無の記載は不要とする こと。 （日本産業規格A列4番）  
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様式第十三号の二（第十条の十四関係）（平23環省令1・追加、令2環省令9・一部改正） 許可番号 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証 優良 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 第14条の4第1項 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた者で 第14条の5第1項 あることを証する。 都道府県知事印 （市長） 許可の年月日年月日 許可の有効年月日年月日 1．事業の範囲（取り扱う特別管理産業廃棄物の種類及び積替え又は保管を 行うかどうかを明らかにすること） 2．積替え又は保管を行うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所ご との積替え又は保管を行う特別管理産業廃棄物の種類、積替えのための保 管上限及び積み上げることができる高さ 3．許可の条件 4．許可の更新又は変更の状況 年月日（内容） 5．積替え許可の有無有・無 （積替え許可を有している場合においては、市名及び許可番号を記載する こと。） 市名許可番号 6．規則第10条の12第2項の規定による許可証の提出の有無有・無 備考 市長が交付する許可証については、積替え許可の有無の記載は不要とする こと。 （日本産業規格A列4番）  
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様式第十四号（第十条の十六関係）（平24環省令2・全改、令2環省令9・一部改正） （第1面） 特別管理産業廃棄物処分業許可申請書 年月日 都道府県知事殿 （市長） 申請者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第6項の規定により、特別 管理産業廃棄物処分業の許可を受けたいので、関係書類及び図面を添えて申 請します。 事業の範囲（処分の方法ご とに区分して取り扱う特別 管理産業廃棄物の種類を記 載すること。） 事務所電話番号 事務所及び事業場の所在地 事業場電話番号 事業の用に供するすべての 施設（施設ごとに種類、設 置場所、設置年月日、処理 能力、許可年月日及び許可 番号（産業廃棄物処理施設 の設置の許可を受けている 場合に限る。）を記載するこ と。） 保管を行う場合には、保管 を行うすべての場所の所在 地、面積、保管する特別管 理産業廃棄物の種類、特別 管理産業廃棄物に係る処分 等のための保管上限及び積 み上げることができる高さ 事業の用に供する施設の処 理方式、構造及び設備の概 要 ※事務処理欄 （日本産業規格A列4番） （第2面） 許可番号（申請中の場合には、 都道府県・市名 申請年月日） 既に処理業の許可（他 の都道府県のものを含 む。）を有している場合 はその許可番号（申請 中の場合には、申請年 月日） 申請者（個人である場合） （ふりがな）本籍 生年月日 氏名住所 （法人である場合） （ふりがな） 住所 氏名 法定代理人（申請者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場 合） （個人である場合） （ふりがな）本籍 生年月日 氏名住所 （法人である場合） （ふりがな） 住所 名称 役員（法定代理人が法人である場合） （ふりがな）生年月日本籍 氏名役職名・呼称住所 役員（申請者が法人である場合） （ふりがな）生年月日本籍 氏名役職名・呼称住所 （第3面） 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の 5以上の額に相当する出資をしている者（申請者が法人である場合におい て、当該株主又は出資をしている者があるとき） 発行済株式の 株出資の額 総数 保有する株式 の数又は出資本籍 （ふりがな） 生年月日の金額 氏名又は名称 割合住所 令第6条の10に規定する使用人（申請者に当該使用人がある場合） （ふりがな）生年月日本籍 氏名役職名・呼称住所 備考 1※欄は記入しないこと。 2「法定代理人」の欄から「令第6条の10に規定する使用人」までの各 欄については、該当するすべての者を記載することとし、記載しきれな いときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添 付すること。 3「役員」の欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役、執 行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を 有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又 はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を 含む。 4都道府県知事が定める部数を提出すること。 ※手数料欄 

172



173



 

174



様
式
第
十
五
号
（
第
十
条
の
十
八
関
係
）

様式第十五号（第十条の十八関係）（平23環省令1・全改、令2環省令9・一部改正） 許可番号 特別管理産業廃棄物処分業許可証 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 第14条の4第6項 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた者 第14条の5第1項 であることを証する。 都道府県知事印 （市長） 許可の年月日年月日 許可の有効年月日年月日 1．事業の範囲（処分の方法ごとに区分して取り扱う特別管理産業廃棄物の 種類を記載すること。） 2．事業の用に供するすべての施設（施設ごとに種類、施設場所、設置年月 日、処理能力、許可年月日及び許可番号（産業廃棄物処理施設の設置の許 可を受けている場合に限る。）を記載すること。） 3．許可の条件 4．許可の更新又は変更の状況 年月日（内容） 5．規則第10条の16第2項の規定による許可証の提出の有無有・無 （日本産業規格A列4番）  
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様式第十五号の二（第十条の十八関係）（平23環省令1・追加、令2環省令9・一部改正） 許可番号 特別管理産業廃棄物処分業許可証 住所 優良 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 第14条の4第6項 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた者 第14条の5第1項 であることを証する。 都道府県知事印 （市長） 許可の年月日年月日 許可の有効年月日年月日 1．事業の範囲（処分の方法ごとに区分して取り扱う特別管理産業廃棄物の 種類を記載すること。） 2．事業の用に供するすべての施設（施設ごとに種類、施設場所、設置年月 日、処理能力、許可年月日及び許可番号（産業廃棄物処理施設の設置の許 可を受けている場合に限る。）を記載すること。） 3．許可の条件 4．許可の更新又は変更の状況 年月日（内容） 5．規則第10条の16第2項の規定による許可証の提出の有無有・無 （日本産業規格A列4番）  
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様式第十六号（第十条の二十二関係）（平24環省令2・全改、令2環省令9・一部改正） （第1面） 特別管理産業廃棄物処理業の 事業範囲変更許可申請書 年月日 都道府県知事殿 （市長） 申請者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 特別 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第1項の規定により、 特別 管理産業廃棄物収集運搬業 の事業範囲の変更の許可を受けたいので、関係書 管理産業廃棄物処分業 類及び図面を添えて申請します。 許可の年月日及び許可番号年月日第号 収集運搬業・処分業の区分 許可に係る事業の範囲（収 集運搬業にあっては、取り 扱う特別管理産業廃棄物の 種類及び積替え又は保管を 行うかどうか、処分業にあ っては、処分の方法ごとに 区分して取り扱う特別管理 産業廃棄物の種類を記載す ること。） 変更の内容 変更理由 変更に係る事業の用に供す る施設の種類、数量、設置 場所、設置年月日、処理能 力、許可年月日及び許可番 号（産業廃棄物処理施設の 設置の許可を受けている場 合に限る。） 変更に係る事業の用に供す る施設の処理方式、構造及 び設備の概要 ※事務処理欄 （日本産業規格A列4番） （第2面） 申請者（個人である場合） 本籍 （ふりがな） 生年月日 氏名 住所 （法人である場合） （ふりがな） 住所 名称 法定代理人（申請者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場 合） （個人である場合） 本籍 （ふりがな） 生年月日 氏名 住所 （法人である場合） （ふりがな） 住所 名称 役員（法定代理人が法人である場合） 生年月日本籍 （ふりがな） 氏名 役職名・呼称住所 役員（申請者が法人である場合） 生年月日本籍 （ふりがな） 氏名 役職名・呼称住所 （第3面） 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の 5以上の額に相当する出資をしている者（申請者が法人である場合におい て、当該株主又は出資をしている者があるとき） 発行済株式の 株出資の額 総数 保有する株式 の数又は出資本籍 （ふりがな） 生年月日の金額 氏名又は名称 割合住所 令第6条の10に規定する使用人（申請者に当該使用人がある場合） 生年月日本籍 （ふりがな） 氏名 役職名・呼称住所 備考 1※欄は記入しないこと。 2「法定代理人」の欄から「令第6条の10に規定する使用人」までの各 欄については、変更のあった者をすべて記載することとし、記載しきれ ないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を 添付すること。 3「役員」の欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役、執 行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を 有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又 はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を 含む。 4都道府県知事が定める部数を提出すること。 ※手数料欄 
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様式第十七号（第十条の二十三関係）（平24環省令2・全改、平30環省令2・令元環省令2・令2環省令9・一部改正） 廃止 特別管理産業廃棄物処理業届出書 変更 年月日 都道府県知事殿 （市長又は区長） 届出者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 年月日付け第号で許可を受けた特別管理産業廃棄物処 廃止 理業に係る以下の事項についてしたので、廃棄物の処理及び清掃に関す 変更 る法律第14条の5第3項において準用する同法第7条の2第3項の規定によ り、関係書類等を添えて届け出ます。 新旧 廃止した事業 又は変更した 事項の内容 （規則第10条 の10第1項第 2号に掲げる 事項を除く。） 変更した事項の内容（規則第10条の23第1項第2号に掲げる事項） （変更内容が法人に係るものである場合）※法定代理人、株主及び出資を している者の変更 （ふりがな） 住所 名称 （変更内容が個人に係るものである場合）※法定代理人、役員（法定代理 人が法人である場合の当該法人の役員を含む）、株主、出資をしている者及 び使用人の変更 生年月日本籍 （ふりがな） 氏名 役職名・呼称住所 廃止又は変更 の理由 備考 1この届出書は、廃止又は変更の日から10日（法人で規則第10条の23第 3項第1号又は第2号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合に あっては、30日）以内に提出すること。 2各欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄 に「別紙のとおり」と記載し、この様式の例により作成した書面を添付 すること。 （日本産業規格A列4番） 

178



 

様
式
第
十
八
号
（
第
十
一
条
関
係
）

様式第十八号（第十一条関係）（平24環省令2・全改、平29環省令10・令2環省令9・一部改正） （第1面） 産業廃棄物処理施設設置許可申請書 年月日 都道府県知事殿 （市長） 申請者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定により、産業廃棄 物処理施設の設置の許可を受けたいので、関係書類及び図面を添えて申請し ます。 産業廃棄物処理施設の設置の場所 産業廃棄物処理施設の種類 産業廃棄物処理施設において処理する 産業廃棄物の種類（当該産業廃棄物に 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産 業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含 まれる場合は、その旨を含む。） 着工予定年月日年月日 使用開始予定年月日年月日 ※許可の年月日年月日 ※許可番号 産業廃棄物処理施設の処理能力／日（）時間 t／日（）時間 ／時間 t／時間 面積㎡ 埋立容量 △産業廃棄産業廃棄物処理施設の位 物処理施設置 の位置、構 造等の設置産業廃棄物処理施設の処 に関する計理方法 画に係る事 項産業廃棄物処理施設の構 造及び設備 処理に伴い量 生ずる排ガ ス及び排水処理方法 （排出の方 法（排出口 の位置、排 出先等を 含む。）を含 む。） 設計計算上達成すること ができる排ガスの性状、 放流水の水質その他の生 活環境への負荷に関する 数値 その他産業廃棄物処理施 設の構造等に関する事項 ※事務処理欄 （日本産業規格A列4番） （第2面） △産業廃棄 排ガスの性状、放流水の 物処理施 水質等について周辺地域 設の維持 の生活環境の保全のため 管理に関 達成することとした数値 する計画 に係る事 項 排ガスの性状及び放流水 の水質の測定頻度に関す る事項 その他産業廃棄物処理施 設の維持管理に関する事 項 △災害防止のための計画（産業廃棄物 の最終処分場である場合） 焼却灰等、特別管理産 汚泥等、廃業廃棄物以区分自家処分委託処分 水銀等の硫外の産業廃 化処理に伴棄物 い生ずる廃 棄物又は廃処分方法 石綿等若し くは石綿含 有産業廃棄特別管理産 物の溶融処業廃棄物区分自家処分委託処分 理に伴い生 ずる廃棄物 の処分方法 処分方法 △埋立処分の計画（最終処分場の場合） △産業廃棄物の搬入及び搬出の時間及 び方法に関する事項 （第3面） 申請者（個人である場合） 本籍 （ふりがな） 生年月日 氏名 住所 （法人である場合） （ふりがな） 住所 名称 法定代理人（申請者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場 合） （個人である場合） 本籍 （ふりがな） 生年月日 氏名 住所 （法人である場合） （ふりがな） 住所 名称 役員（法定代理人が法人である場合） 生年月日本籍 （ふりがな） 氏名 役職名・呼称住所 役員（申請者が法人である場合） 生年月日本籍 （ふりがな） 氏名 役職名・呼称住所 （第4面） 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の 5以上の額に相当する出資をしている者（申請者が法人である場合におい て、当該株主又は出資をしている者があるとき） 発行済株式の 株出資の額 総数 保有する株式 （ふりがな）の数又は出資本籍 生年月日 氏名又は名称の金額 割合住所 令第6条の10に規定する使用人（申請者に当該使用人がある場合） （ふりがな）生年月日本籍 氏名役職名・呼称住所 備考 1※欄は記入しないこと。 2産業廃棄物処理施設の種類については、脱水施設、焼却施設、中和施 設、最終処分場等の別を記入すること。 3△印の欄の記載については、できる限り図面、表等を利用することと し、かつ、次の図面等を含むこと。 産業廃棄物処理施設の構造及び設備については、当該施設の構造を 明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図 排ガス及び排水の処理方法については、処理系統図 4△印の欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、 同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 5焼却灰等の処分方法は、令第7条第3号、第5号、第8号、第10号、 第12号及び第13号の2に掲げる施設の場合に記入すること。 6汚泥等の処分方法は、令第7条第4号、第6号及び第11号に掲げる施 設の場合に記入すること。 7廃水銀等の硫化処理に伴い生ずる廃棄物の処分方法は、令第7条第10 号の2に掲げる施設に該当する場合に記入すること。 8廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融処理に伴い生ずる廃棄物の処 分方法は、令第7条第11号の2に掲げる施設の場合に記入すること。 9「法定代理人」の欄から「令第6条の10に規定する使用人」までの各 欄については、該当するすべての者を記載することとし、記載しきれな いときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添 付すること。 10「役員」の欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役、執 行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を 有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者 を含む。 11都道府県知事が定める部数を提出すること。 ※手数料欄 
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様式第十九号（第十二条の四関係）（平12厚令101・追加、平15環省令30・平18環省令7・平23環省令1・令2環省令9・一部改正） 産業廃棄物処理施設使用前検査申請書 年月日 都道府県知事殿 （市長） 申請者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2第5項（法第15条の2の6 第2項において準用する場合を含む。）の規定により、産業廃棄物処理施設の 使用前検査を受けたいので、関係図面等を添えて申請します。 許可の年月日 年月日第号 及び許可番号 設置場所 竣功の年月日年月日 使用開始予定年月日年月日 受付欄 （日本産業規格A列4番）  
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様式第二十号（第十二条の五関係）（平13環省令38・全改、平15環省令30・平16環省令8・平18環省令7・平18環省令23・平23環省令1・平29環省令10・令2環省令9・一部改正） 設置 産業廃棄物処理施設許可証 変更 年月日 住所 氏名 （法人にあっては名称及び代表者の氏名） 第15条第1項 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、 第15条の2の6第1項 設置 の許可を受けた産業廃棄物処理施設であることを証する。 変更 都道府県知事印 （市長） 許可の年月日許可番号 施設の種類及び 処理する産業廃 棄物の種類（当 該産業廃棄物に 石綿含有産業廃 棄物、水銀使用 製品産業廃棄物 又は水銀含有ば いじん等が含ま れる場合は、そ の旨を含む。） 設置場所 処理能力 許可の条件 規則第11条第8 項の規定による 有・無 許可証の提出の 有無 1．施設の設置に当たっては、各種関連法規を遵守するこ と。 2．計画内容等に変更があった場合は当庁に速やかに連絡 留意事項 し、指示を受けること。 3．施設の使用前検査申請書を提出し、職員の検査を受け ること。 （日本産業規格A列4番）  
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様式第二十号の二（第十二条の五の二関係）（平23環省令1・追加、令2環省令9・一部改正） 産業廃棄物処理施設定期検査申請書 年月日 都道府県知事殿 （市長） 申請者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の2第1項の規定により、 産業廃棄物処理施設の定期検査を受けたいので申請します。 産業廃棄物処理施設の設置場所 産業廃棄物処理施設の種類 許可の年月日及び許可番号年月日第号 ※事務処理欄 （日本産業規格A列4番）  
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様式第二十号の三（第十二条の五の四関係）（平23環省令1・追加、令2環省令9・一部改正） 定期検査結果通知書 年月日 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の2第1項の定期検査の結 果について、次のとおり通知する。 都道府県知事印 （市長） 産業廃棄物処理施設の設置場所 産業廃棄物処理施設の種類 許可の年月日及び許可番号年月日第号 定期検査の結果 次回の検査期限年月日 ※事務処理欄 （日本産業規格A列4番）  
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様式第二十一号（第十二条の七の十五関係）（平18環省令23・全改、平23環省令1・令2環省令9・一部改正） 特定産業廃棄物最終処分場状況等報告書（年度） 年月日 都道府県知事殿 （市長） 報告者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 年度の特定産業廃棄物最終処分場の状況等について、廃棄物 の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の7の15の規定により、次 のとおり報告します。 許可の年月日及び許可番号 設置の場所 埋立処分開始年月日 埋立処分終了予定年月日 放流水の水質及び当該測定 に係る放流水を採取した年 月日 埋立処分を開始してから前 年度の3月31日までに埋立 処分された産業廃棄物の数 量 当該年度の4月から9月ま でに埋立処分された産業廃 棄物の数量 埋立処分の終了後に行う維 持管理の内容 上記の維持管理に必要な費 用の額及びその算定の基礎 の要 ※事務処理欄 備考 放流水の水質については、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の 最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第2条第2項第3号の規定 によりその例によることとされた同令第1条第2項第14号ハ及びダイオ キシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準 を定める省令第1条第3号ロの規定により測定したものを記載するこ と。 （日本産業規格A列4番）  

184



様
式
第
二
十
二
号
（
第
十
二
条
の
九
関
係
）

様式第二十二号（第十二条の九関係）（平24環省令2・全改、平29環省令10・令2環省令9・一部改正） （第1面） 産業廃棄物処理施設変更許可申請書 年月日 都道府県知事殿 （市長） 申請者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6第1項の規定により、 産業廃棄物処理施設の変更の許可を受けたいので、関係書類及び図面を添え て申請します。 産業廃棄物処理施設の設置 の場所 産業廃棄物処理施設の種類 許可の年月日年月日 許可番号 変更産業廃棄物処理施設 の内において処理する産 容業廃棄物の種類（当 該産業廃棄物に石綿 含有産業廃棄物、水 銀使用製品産業廃棄 物又は水銀含有ばい じん等が含まれる場 合は、その旨を含 む。） 産業廃棄物処理施設の処理能力変更後変更前 ／日（）時間／日（）時間 t／日（）時間t／日（）時間 ／時間／時間 t／時間t／時間 面積㎡面積㎡ 埋立容量埋立容量 △産業廃棄物処理施 設の位置、構造等 の設置に関する計 画 △産業廃棄物処理施 設の維持管理に関 する計画 変更の理由 着工予定年月日年月日 使用開始予定年月日年月日 ※許可の年月日年月日 ※許可番号 ※事務処理欄 （日本産業規格A列4番） 六四六一・10 （第2面） 申請者（個人である場合） （ふりがな）本籍 生年月日 氏名住所 （法人である場合） （ふりがな） 住所 名称 法定代理人（申請者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場 合） （個人である場合） （ふりがな）本籍 生年月日 氏名住所 （法人である場合） （ふりがな） 住所 名称 役員（法定代理人が法人である場合） （ふりがな）生年月日本籍 氏名役職名・呼称住所 役員（申請者が法人である場合） （ふりがな）生年月日本籍 氏名役職名・呼称住所 （第3面） 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の 5以上の額に相当する出資をしている者（申請者が法人である場合におい て、当該株主又は出資をしている者があるとき） 発行済株式の 株出資の額 総数 保有する株式 （ふりがな）の数又は出資本籍 生年月日 氏名又は名称の金額 割合住所 令第6条の10に規定する使用人（申請者に当該使用人がある場合） （ふりがな）生年月日本籍 氏名役職名・呼称住所 備考 1※欄は記入しないこと。 2産業廃棄物処理施設の種類については、脱水施設、焼却施設、中和施 設、最終処分場等の別を記入すること。 3△印の欄の記載については、できる限り図面、表等を利用することと し、かつ、別紙については、次の図面等を含むこと。 産業廃棄物処理施設の構造及び設備に変更がある場合は、変更後の 当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図 六四六一・11 六四六一・12 排ガス又は排水の処理方法に変更がある場合は、変更後の処理系統 図 排ガス又は排水の量に変更がある場合は、変更後の数値 排ガスの性状に変更がある場合は、大気汚染防止法第6条第2項に 規定するばい煙量若しくはばい煙濃度又はダイオキシン類の濃度に係 る変更後の数値 放流水の水質に変更がある場合は、最終処分場の場合は排水基準を 定める省令第1条に規定する排水基準に掲げる項目及びダイオキシン 類に係る変更後の数値 4△印の欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、 同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 5変更のある部分については、変更前及び変更後の内容を対照させるも のとすること。 6「法定代理人」の欄から「令第6条の10に規定する使用人」までの各 欄については、該当するすべての者を記載することとし、記載しきれな いときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添 付すること。 7「役員」の欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役、執 行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を 有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又 はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を 含む。 8都道府県知事が定める部数を提出すること。 ※手数料欄 
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様式第二十三号（第十二条の十の二関係）（平24環省令2・全改、令2環省令9・一部改正） 産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書 年月日 都道府県知事殿 （市長） 届出者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 産業廃棄物処理施設を軽微変更等したので、廃棄物の処理及び清掃に関す る法律第15条の2の6第3項において準用する同法第9条第3項の規定によ り、関係書類及び図面を添えて届け出ます。 産業廃棄物処理施設の設置 の場所 産業廃棄物処理施設の種類 許可の年月日及び許可番号年月日第号 △軽微な変更 氏名又は名称及び住所 並びに法人にあって は、その代表者の氏名 の変更 △規則第12条の10に掲 げる事項の変更（同 条第6号関係を除 く。） 規則第12条の10第6号に掲げる事項 （変更内容が法人に係るものである場合）※法定代理人、株主及び出 資をしている者の変更 （ふりがな） 変更の内容名称 （変更内容が個人に係るものである場合）※法定代理人、役員（法定 代理人が法人である場合の当該法人の役員を含む）、株主、出資をし ている者及び使用人の変更 六四六一・13 六四六一・14 （ふりがな）生年月日本籍 氏名役職名・呼称住所 廃止若しくは休止又は再開 （廃止・休止・再開の別） の理由 廃止若しくは休止又は再開 年月日 の年月日 ※事務処理欄 備考 1※欄は記入しないこと。 2△印の欄の記載については、できる限り図面、表等を利用することとし、 同欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に「別 紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 3「規則第12条の10第6号に掲げる事項」の欄については、該当するすべ ての者を記載することとし、記載しきれないときは、この様式の例により 作成した書面に記載して、その書面を添付すること。 4変更のある部分については、変更前及び変更後の内容を対照させるもの とすること。 （日本産業規格A列4番） 
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様式第二十四号（第十二条の十一関係）（平12厚令101・追加、平15環省令30・平18環省令7・平18環省令23・平23環省令1・令2環省令9・一部改正） （表面） 産業廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書 年月日 都道府県知事殿 （市長） 届出者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 産業廃棄物の最終処分場の埋立処分を終了したので、廃棄物の処理及び清 掃に関する法律第15条の2の6第3項において準用する同法第9条第4項の 規定により、関係書類及び図面を添えて届け出ます。 施設の廃止までの住所 間の管理予定者氏名 及びその連絡先電話番号 最終処分場の種類 設置場所 許可の年月日 年月日第号 及び許可番号 埋立地の面積、面積埋立ての深さ覆土の厚さ 埋立ての深さ 及び覆土の厚さ㎡mm ※事務処理欄 （日本産業規格A列4番） 六四六一・15 六四六一・16 （裏面） 埋立処分の方法 埋立処分開始年月日年月日 埋立処分終了年月日年月日 種類数量（）性状 埋め立てた廃棄物の 種類（当該廃棄物に 石綿含有産業廃棄物 が含まれる場合は、 その旨を含む。）、数 量及び性状 備考 ※の欄は記入しないこと。 
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様式第二十五号（第十二条の十一の二関係）（平23環省令1・全改、令2環省令9・一部改正） （表面） 産業廃棄物最終処分場廃止確認申請書 年月日 都道府県知事殿 （市長） 申請者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 第15条の2の6第3項において準用す 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の3の2第2項 る同法第9条第5項 の規定により、産業廃棄物最終処分場の廃止の確認を受 けたいので、関係書類及び図面を添えて申請します。 設置の場所 許可の年月日及び許可 番号 埋め立てた産業廃棄物種類数量（） の種類（当該産業廃棄 物に石綿含有産業廃棄 物が含まれる場合は、 その旨を含む。）及び数 量 埋立地の面積及び埋立 ての深さ 埋立処分の方法 埋立処分開始年月日 埋立処分終了年月日 悪臭の発散の防止に関 する措置の内容 火災の発生の防止に関 する措置の内容 ねずみの生息及び害虫 の発生の防止に関する 措置の内容 地下水等又は地下水の 水質の状況 （日本産業規格A列4番） 六四六一・17 六四六一・18 （裏面） 遮断型最終処分場の場合 覆いの厚さ、材料及び強度 講じた措置の内容 安定型最終処分場の場合 埋立地からのガスの発生の 状況 埋立地の内部及び周辺の地 中の温度の状況 埋立地の浸透水の水質の状 況 埋立地の覆いの概要 管理型最終処分場の場合 埋立地の保有水等の水質の 状況 埋立地からのガスの発生の 状況 埋立地の内部及び周辺の地 中の温度の状況 埋立地の覆いの概要 ※事務処理欄 備考 1※の欄は記入しないこと。 2地下水等とは、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場 に係る技術上の基準を定める省令（以下「最終処分基準省令」という。） 第1条第2項第10号の規定により採取された地下水等をいうこと。 3地下水とは、最終処分基準省令第2条第2項第2号ハの規定により採 取された地下水をいうこと。 4「遮断型最終処分場の場合」の欄の記載については、以下の点に留意 すること。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（以下「施行令」とい う。）第7条第14号イに掲げる施設の場合に記入すること。 覆いとは、最終処分基準省令第2条第2項第1号ニの規定による覆 いをいうこと。 講じた措置とは、最終処分基準省令第2条第3項第1号ハの規定に より講じた措置をいうこと。 5「安定型最終処分場の場合」の欄の記載については、以下の点に留意 すること。 施行令第7条第14号ロに掲げる施設の場合に記入すること。 浸透水とは、最終処分基準省令第2条第2項第2号ホの規定により 採取された浸透水をいうこと。 覆いとは、最終処分基準省令第2条第3項第2号ニの規定による覆 いをいうこと。 6「管理型最終処分場の場合」の欄の記載については、以下の点に留意 すること。 施行令第7条第14号ハに掲げる施設の場合に記入すること。 保有水等とは、最終処分基準省令第1条第3項第6号の規定により 集められた保有水等をいうこと。 覆いとは、最終処分基準省令第1条第2項第17号の規定による覆い をいうこと。 7都道府県知事が定める部数を提出すること。 六四六一・19 六四六一・20 
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様式第二十五号の二（第十二条の十一の五関係）（平23環省令1・追加、令2環省令9・一部改正） （表面） 熱回収施設設置者認定申請書 年月日 都道府県知事殿 （市長） 申請者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第1項の規定により、 産業廃棄物の熱回収施設設置者として認定を受けたいので、関係書類及び図 面を添えて申請します。 熱回収施設の設置の場所 ※認定の年月日年月日 ※認定番号 熱回収に必要な 設備に関する事設備の種類及びその設 項備の能力 △設備の位置、構造等 の設置に関する計画 △設備の維持管理に関 する計画 熱回収の内容に熱回収施設において処 関する計画分する産業廃棄物の種 類 熱回収の方法 熱回収率％ 許可の年月日及び許可番号年月日第号 ※事務処理欄 （日本産業規格A列4番） （裏面） 備考 1※欄は記入しないこと。 2設備の種類については、ボイラー、発電機、熱交換器の別を記入する こと。 3設備の能力については、ボイラーの最大蒸発量（トン／時）、発電機 の出力（キロワット）、熱交換器の能力（キロジュール／時、複数ある 場合はそれぞれの能力）を記載すること。 4△印の欄の記載については、できる限り図面、表等を利用することと し、△印の欄にその記載事項のすべてを記載することができないとき は、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。また、次 の図面等を含むこと。 設備の位置、構造等の設置に関する計画については、熱回収に必要 な設備の位置及び構造、熱回収により得られる熱量及びその熱を電気 に変換する場合における当該電気の量を把握するために必要な装置の 位置を示す図を添付すること。 設備の維持管理に関する計画については、ボイラー、発電機又は熱 交換器についての維持管理に関する計画を記載すること。また、熱回 収により得られる熱量及びその熱を電気に変換する場合における当該 電気の量を把握するために必要な装置の機能を健全に維持するために 行う定期的な点検、補修等の計画も記載すること。 5熱回収の方法については、発電、発電以外の熱利用、発電・熱利用の 併用の別を記入すること。 6熱回収率については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第 5条の5の5第1項第4号ハの算式により算定した熱回収率を記載する こと。 7都道府県知事が定める部数を提出すること。 ※手数料欄 六四六一・21 六四六一・22 
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様式第二十五号の三（第十二条の十一の十関係）（平23環省令1・追加、令2環省令9・一部改正） 熱回収施設設置者認定証 年月日 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第1項の規定により、 産業廃棄物の熱回収施設の設置者として認定を受けた者であることを証す る。 都道府県知事印 （市長） 認定の年月日年月日 認定の有効年月日年月日 認定番号 熱回収施設の設置の場所 熱回収の方法 熱回収に必要な設備 熱回収率％ 1．毎年6月30日までに、前年度の熱回収に関す る報告書を当庁に提出すること。 2．熱回収を行わなくなったとき、当該熱回収施 留意事項 設を休廃止し又は休止した当該施設を再開した とき、又は熱回収に必要な設備の変更をしたと きは、遅滞なく当庁に届け出ること。 （日本産業規格A列4番）  
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様式第二十五号の四（第十二条の十一の十一関係）（平23環省令1・追加、令2環省令9・一部改正） 熱回収施設休廃止等届出書 年月日 都道府県知事殿 （市長） 届出者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 熱回収施設を休廃止等したので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行 令第7条の4において準用する同令第5条の5の規定により、関係書類及び 図面を添えて届け出ます。 熱回収施設の設置の場所 認定の年月日及び認定番号年月日第号 理由 熱回収を行わなく なったとき 年月日年月日 （廃止・休止・再開の別） 理由 廃止、休止又は再 開したとき 年月日年月日 △変更 の内容 熱回収に必要な設 備を変更したとき理由 年月日年月日 ※事務処理欄 備考 1※欄は記入しないこと。 2△印の欄の記載については、できる限り図面、表等を利用することと し、同欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄 に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 3変更のある部分については、変更前及び変更後の内容を対照させるもの とすること。 （日本産業規格A列4番） 六四六一・23 六四六一・24  
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様式第二十五号の五（第十二条の十一の十一関係）（平23環省令1・追加、令2環省令9・一部改正） 熱回収報告書 年月日 都道府県知事殿 （市長） 報告者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の11の11において準用 する同令第5条の5の11の規定により、熱回収に関する報告書を提出しま す。 認定の年月日 年月日第号 及び認定番号 年4月1日から年3月 ％ 31日までの年間の熱回収率 備考熱回収率については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第 5条の5の5第1項第4号ハの算式により算定した熱回収率を記載するこ と。 （日本産業規格A列4番）  

様
式
第
二
十
六
号
（
第
十
二
条
の
十
一
の
十
二
関
係
）

様式第二十六号（第十二条の十一の十二関係）（平24環省令2・全改、令2環省令9・一部改正） （第1面） 譲受け 産業廃棄物処理施設許可申請書 借受け 年月日 都道府県知事殿 （市長） 申請者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4において準用する同法第9 譲受け 条の5第1項の規定により、産業廃棄物処理施設のの許可を受けたい 借受け ので、関係書類を添えて申請します。 譲受け又は借受けの相手方 の氏名（法人にあっては、 名称及び代表者の氏名）及 び住所 産業廃棄物処理施設の設置 の場所 産業廃棄物処理施設の種類 許可の年月日及び許可番号年月日第号 ※譲受け等の許可の年月日年月日 ※譲受け等の許可番号 ※事務処理欄 （日本産業規格A列4番） 六四六一・25 六四六一・26 （第2面） 申請者（個人である場合） （ふりがな）本籍 生年月日 氏名住所 （法人である場合） （ふりがな） 住所 名称 法定代理人（申請者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場 合） （個人である場合） （ふりがな）本籍 生年月日 氏名住所 （法人である場合） （ふりがな） 住所 名称 役員（法定代理人が法人である場合） （ふりがな）生年月日本籍 氏名役職名・呼称住所 役員（申請者が法人である場合） （ふりがな）生年月日本籍 氏名役職名・呼称住所 （第3面） 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の 5以上の額に相当する出資をしている者（申請者が法人である場合におい て、当該株主又は出資をしている者があるとき） 発行済株式の 株出資の額 総数 保有する株式 の数又は出資本籍 （ふりがな） 生年月日の金額 氏名又は名称 割合住所 令第6条の10に規定する使用人（申請者に当該使用人がある場合） （ふりがな）生年月日本籍 氏名役職名・呼称住所 備考 1※欄は記入しないこと。 2「法定代理人」の欄から「令第6条の10に規定する使用人」の欄に は、該当するすべての者を記載することとし、記載しきれないときは、 この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付するこ と。 3「役員」の欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役、執 六四六一・27 行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を 有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又 はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を 含む。 4都道府県知事が定める部数を提出すること。 ※手数料欄 
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様式第二十七号（第十二条の十一の十三関係）（平12厚令101・追加、平12厚令115・平12厚令152・平15環省令30・平17環省令17・平18環省令7・平23環省令1・令2環省令9・一部改正） （第1面） 合併・分割認可申請書 年月日 都道府県知事殿 （市長） 申請者 名称 住所 代表者の氏名 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4において準用する同法第9 条の6第1項の規定により、合併又は分割について認可を受けたいので、関 係書類を添えて申請します。 ① 産業廃棄物処理施設の設置 の場所 ② 産業廃棄物処理施設の種類 ③ 年月日第号 許可の年月日及び許可番号 ④ 合併後存続する法人若しく は合併により設立される法 人又は分割により当該産業 廃棄物処理施設を承継する 法人の名称及び住所並びに 代表者の氏名 ⑤ 合併又は分割の方法及び条 件 ⑥ 合併又は分割の理由 ⑦ 合併又は分割の時期 ※認可の年月日年月日 ※認可番号 ※事務処理欄 （日本産業規格A列4番） （第2面） ⑧申請者 （ふりがな） 住所 名称 ⑨役員 （ふりがな）生年月日本籍 氏名役職名・呼称住所 ⑩発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分 の5以上の額に相当する出資をしている者（当該株主又は出資をしている 者がある場合） 発行済株式の 出資の額 総数株 保有する株式 の数又は出資本籍 （ふりがな） 生年月日の金額 氏名又は名称 割合住所 （第3面） ⑪令第6条の10に規定する使用人（申請者に当該使用人がある場合） （ふりがな）生年月日本籍 氏名役職名・呼称住所 ⑫合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当 該産業廃棄物処理施設を承継する法人において、役員となる者 （ふりがな）生年月日本籍 氏名役職名・呼称住所 （第4面） ⑬合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当 該産業廃棄物処理施設を承継する法人において、発行済株式総数の100分 の5以上の株式を有する株主となる者又は出資の額の100分の5以上の額 に相当する出資をしている者となる者 発行済株式の 出資の額 総数株 保有する株式 の数又は出資本籍 （ふりがな） 生年月日の金額 氏名又は名称 割合住所 ⑭合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当 該産業廃棄物処理施設を承継する法人において、令第6条の10に規定する 使用人となる者 （ふりがな）生年月日本籍 氏名役職名・呼称住所 備考 1※欄は記入しないこと。 2申請者欄は、合併又は分割の当事者の連名とすること。 3⑨～⑭の欄には、該当するすべての者を記載することとし、記載しき れないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面 を添付すること。 4⑨及び⑫の欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役、執 行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を 有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又 はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を 含む。 5都道府県知事が定める部数を提出すること。 ※手数料欄 
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様式第二十八号（第十二条の十二関係）（平24環省令2・全改、令2環省令9・一部改正） （表面） 相続届出書 年月日 都道府県知事殿 （市長） 届出者 住所 氏名 電話番号 産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者の地位を相続により承継した ので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4において準用する同法 第9条の7第2項の規定により、関係書類を添えて届け出ます。 被相続人との続柄 被相続人の氏名及び死亡時の住所 氏名 住所 産業廃棄物処理施設の設置の場所 産業廃棄物処理施設の種類 許可の年月日及び許可番号年月日第号 相続の開始の日 ※事務処理欄 （日本産業規格A列4番） （裏面） 相続人 （ふりがな）本籍 生年月日 氏名住所 法定代理人（相続人が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場 合） （個人である場合） （ふりがな）本籍 生年月日 氏名住所 （法人である場合） （ふりがな） 住所 名称 役員（法定代理人が法人である場合） （ふりがな）生年月日本籍 氏名役職名・呼称住所 令第6条の10に規定する使用人（相続人に当該使用人がある場合） （ふりがな）生年月日本籍 氏名役職名・呼称住所 備考 1※欄は記入しないこと。 2「相続人」の欄から「令第6条の10に規定する使用人」の欄までの各 欄には、該当するすべての者を記載することとし、記載しきれないとき は、この様式の例により作成した書面に記載して、その書類を添付する こと。 3この届出書は、相続の日から30日以内に提出すること。 ※手数料欄 
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様式第二十九号（第十二条の十二の二十関係）（平23環省令1・全改、平29環省令10・平30環省令17・令2環省令9・一部改正） （表面） 廃棄物輸入許可申請書（個別・一括）（分析試験・その他） 年月日 環境大臣殿 申請者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の5第1項の規定により、 廃棄物の輸入の許可を受けたいので、関係書類及び図面を添えて申請しま す。 ①廃棄物の種類（当該廃棄物 に石綿含有産業廃棄物、水 銀使用製品産業廃棄物又は 水銀含有ばいじん等が含ま れる場合は、その旨を含 む。）及び性状 ②廃棄物の数量 （当該廃棄物に石綿含有産 業廃棄物、水銀使用製品産 業廃棄物又は水銀含有ばい じん等が含まれる場合はそ の数量を含み、一括許可に あっては、輸入の回数及び 数量の上限とする。） 住所 ③廃棄物を生じた者氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） ④廃棄物を生じた事業場の 名称及び所在地並びに施設 の種類 ⑤廃棄物の輸入の相手国から住所 本邦までの運搬を行う者及氏名 び国内における運搬を行う（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 者 ⑥運搬施設の種類 及び運搬経路 住所 ⑦廃棄物の国内における処分氏名 を行う者（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 許可番号 （裏面） ⑧廃棄物の処分を行うための 施設の種類及び設置場所並 びに許可番号 ⑨廃棄物の国内における処分 を他人に委託して行おうと する場合においては、当該 廃棄物を国内において処分 する理由 ⑩輸入予定年月日 （一括許可にあっては、輸 入の開始予定年月日及び輸 入を行う期間） 備考 1※の欄は記入しないこと。 2⑧廃棄物の処分を行うための施設の種類については、脱水施設、焼却 施設、中和施設、最終処分場等の別又は分析試験を行う設備の種類を記 入すること。 3廃棄物の運搬を行う者及び運搬施設が複数ある場合にあっては、⑤・ ⑥欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 4廃棄物の処分を行う者及び廃棄物の処分を行うための施設が複数ある 場合にあっては、⑦・⑧欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付す ること。 ※手数料欄 （日本産業規格A列4番） 
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様式第二十九号の二（第十二条の十二の二十関係）（平23環省令1・追加、令2環省令9・一部改正） 廃棄物輸入許可内容変更届出書 年月日 環境大臣殿 届出者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の12の20第4項の規定 により、輸入の一括許可の内容の変更について、次のとおり届け出ます。 許可の年月日 年月日第号 及び許可番号 新旧 変更の内容 変更の理由 （日本産業規格A列4番）  
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様式第二十九号の三（第十二条の十二の二十関係）（平30環省令17・追加、令2環省令9・一部改正） （表面） 分析試験の用に供する廃棄物輸入届出書 年月日 環境大臣殿 申請者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の12の20第5項の規定 により、分析試験の用に供する廃棄物（重量が25キログラム以下のものに限 り、廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビ フェニル処理物を除く。）の輸入を行うので、関係書類及び図面を添えて届け 出ます。 ①廃棄物の種類（当該廃棄物 に石綿含有産業廃棄物、水 銀使用製品産業廃棄物又は 水銀含有ばいじん等が含ま れる場合は、その旨を含 む。）及び性状 ②廃棄物の数量 （当該廃棄物に石綿含有産 業廃棄物、水銀使用製品産 業廃棄物又は水銀含有ばい じん等が含まれる場合はそ の数量を含む。） 住所 ③廃棄物を生じた者氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） ④廃棄物を生じた事業場の名 称及び所在地並びに施設の 種類 ⑤廃棄物の輸入の相手国から住所 本邦までの運搬を行う者及氏名 び国内における運搬を行う（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 者 ⑥運搬施設の種類 及び運搬経路 （裏面） 住所 ⑦廃棄物の国内における分析氏名 試験を行う者（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 許可番号 ⑧廃棄物の分析試験を行うた めの施設の種類及び設置場 所並びに許可番号 ⑨廃棄物の国内における分析 試験を他人に委託して行お うとする場合においては、 当該廃棄物を国内において 分析試験する理由 ⑩輸入予定年月日 備考 1※の欄は記入しないこと。 2廃棄物の運搬を行う者及び運搬施設が複数ある場合にあっては、⑤及 び⑥欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 3廃棄物の分析試験を行う者及び廃棄物の分析試験を行うための施設が 複数ある場合にあっては、⑦及び⑧欄に「別紙のとおり」と記載し、別 紙を添付すること。 ※事務処理欄 （日本産業規格A列4番） 
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様式第二十九号の四（第十二条の十二の二十一関係）（平23環省令1・追加、平29環省令10・一部改正、平30環省令17・旧様式第二十九号の三繰下、令2環省令9・一部改正） 廃棄物輸入報告書 年月日 環境大臣殿 報告者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の12の21第1項の規定 に基づき、年月日付けで許可を受けた廃棄物の輸入に関し、関 係書類を添えて報告します。 ①許可の年月日 年月日第号 及び許可番号 ②廃棄物の種類 （当該廃棄物に石綿含有 産業廃棄物、水銀使用製 品産業廃棄物又は水銀含 有ばいじん等が含まれる 場合は、その旨を含む。） 及び性状 ③輸入した数量（当該廃棄 物に石綿含有産業廃棄 物、水銀使用製品産業廃⑤処分が終了した年月 ④輸入した年月日 棄物又は水銀含有ばいじ日 ん等が含まれる場合はそ の数量を含む。） 合計 ⑥廃棄物の国内における運住所 搬を行った者（輸入の相氏名 手国から本邦までの運搬（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） を行った者を含む。）許可番号 住所 ⑦廃棄物の国内における処氏名 分を行った者（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 許可番号 ⑧廃棄物の国内における処 分を行った施設の種類及 び設置場所 備考 1輸入の一括許可を受けた者にあっては、③～⑤欄は前回提出した報告書における記載に今回の輸入に係る情報を追加するようにすること。 2運搬を行った者が複数ある場合にあっては、⑥欄に「別紙のとおり」と記載し、必要事項を記載した別紙を添付すること。 3この報告書は、輸入の一括許可を受けた者にあっては、個別の輸入ごとに当該輸入に係る廃棄物の処分が終了するたびに遅滞なく提出すること。 （日本産業規格A列4番） 
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様式第三十号（第十二条の十二の二十五関係）（平23環省令1・全改、平29環省令10・平30環省令17・令2環省令9・一部改正） （表面） 産業廃棄物輸出確認申請書（個別・一括）（分析試験・その他） 年月日 環境大臣殿 申請者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の7第1項において準用す る同法第10条第1項の規定により、産業廃棄物の輸出の確認を受けたいの で、関係書類及び図面を添えて申請します。 ①産業廃棄物の種類（当該 産業廃棄物に石綿含有産 業廃棄物、水銀使用製品 産業廃棄物又は水銀含有 ばいじん等が含まれる場 合は、その旨を含む。）及 び性状 ②産業廃棄物の数量 （当該産業廃棄物に石綿 含有産業廃棄物、水銀使 用製品産業廃棄物又は水 銀含有ばいじん等が含ま れる場合はその数量を含 み、輸出の一括確認に あっては輸出の回数及び 数量の上限とする。） ③産業廃棄物を生じた事業 場の名称及び所在地並び に施設の種類 ④産業廃棄物又は当該産業住所 廃棄物を輸出の相手国に氏名 おいて処分するために処（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 理したものの運搬を行う 者 ⑤運搬施設の種類 ⑥運搬経路 ⑦産業廃棄物又は当該産業住所 廃棄物を輸出の相手国に氏名 おいて処分するために処（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 理したものの処分を行う 者 ⑧処分を行うための施設の 種類 ⑨処分を行うための施設の 設置の場所 ※事務処理欄 （日本産業規格A列4番） （裏面） ／日（）時間 t／日（）時間 ⑩処分を行うための／時間 施設の処理能力t／時間 面積㎡ 埋立容量 ⑪処分を行うための施設の 処理方式並びに構造及び 設備の概要 ⑫排ガスの処理方法 ⑬排水の処理方法 ⑭残さの処理方法 ⑮放流水の水質 ⑯放流水の水量／日 ⑰放流水の放流方法 及び放流先の概況 ⑱輸出予定年月日 （輸出の一括確認にあっ ては、輸出の開始予定年 月日及び輸出を行う期 間） 備考 1※の欄は記入しないこと。 2⑧処分を行うための施設の種類については、脱水施設、焼却施設、中 和施設、最終処分場等の別又は分析試験を行う設備の種類を記入するこ と。 3⑫排ガスの処理方法、⑬排水の処理方法及び⑭残さの処理方法につい ては、その概要を記入するとともに、別紙に処理系統図を示すこと。 4⑮放流水の水質は、最終処分場の場合は、排水基準を定める省令第1 条に規定する排水基準の項目及びダイオキシン類について放流水の予定 水質を記入すること。 5⑰放流先の概況については、放流先の種類（河川、湖沼等）及び放流 先との関係等を記入すること。 6運搬を行う者や運搬施設が複数ある場合にあっては、④～⑥欄に「別 紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 7処分を行う者や処分を行うための施設が複数ある場合にあっては、⑦ ～⑰欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 8分析試験の用に供する産業廃棄物を輸出しようとする場合にあって は、⑩及び⑪欄の記載を省略することができる。 ※手数料欄 
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様式第三十一号（第十二条の十二の二十五関係）（平23環省令1・追加、令2環省令9・一部改正） 産業廃棄物輸出確認内容変更届出書 年月日 環境大臣殿 届出者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の12の25第4項の規定 により、輸出の一括確認の内容の変更について、次のとおり届け出ます。 確認の年月日 年月日第号 及び確認番号 新旧 変更の内容 変更の理由 （日本産業規格A列4番）  
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様式第三十一号の二（第十二条の十二の二十五関係）（平30環省令17・追加、令2環省令9・一部改正） （表面） 分析試験の用に供する産業廃棄物輸出届出書 年月日 環境大臣殿 申請者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の12の25第5項の規定 により、分析試験の用に供する産業廃棄物（その重量が25キログラム以下で あるもの（廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩 化ビフェニル処理物を除く。）に限る。）の輸出を行うので、関係書類及び図面 を添えて届け出ます。 ①産業廃棄物の種類（当該産 業廃棄物に石綿含有産業廃 棄物、水銀使用製品産業廃 棄物又は水銀含有ばいじん 等が含まれる場合は、その 旨を含む。）及び性状 ②産業廃棄物の数量 （当該産業廃棄物に石綿含 有産業廃棄物、水銀使用製 品産業廃棄物又は水銀含有 ばいじん等が含まれる場合 はその数量を含む。） ③産業廃棄物を生じた事業場 の名称及び所在地並びに施 設の種類 ④産業廃棄物又は当該産業廃 住所 棄物を輸出の相手国におい 氏名 て分析試験を行うために処 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 理したものの運搬を行う者 ⑤運搬施設の種類 ⑥運搬経路 （日本産業規格A列4番） （裏面） ⑦産業廃棄物又は当該産業廃住所 棄物を輸出の相手国におい氏名 て分析試験を行うために処（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 理したものの処分を行う者 ⑧分析試験を行うための施設 の種類 ⑨分析試験を行うための施設 の設置の場所 ⑩排ガスの処理方法 ⑪排水の処理方法 ⑫残さの処理方法 ⑬放流水の水質 ⑭放流水の水量／日 ⑮放流水の放流方法 及び放流先の概況 ⑯輸出予定年月日 備考 1※の欄は記入しないこと。 2⑧分析試験を行うための施設の種類については、分析試験を行うため の設備の種類を記入すること。 3⑩から⑮までについては、分析試験によってこれらに係る排ガス等が 発生しない場合には、その旨を記載すること。 4⑩排ガスの処理方法、⑪排水の処理方法及び⑫残さの処理方法につい ては、その概要を記入するとともに、別紙に処理系統図を示すこと。 5⑬放流水の水質は、最終処分場の場合は、排水基準を定める省令第1 条に規定する排水基準の項目及びダイオキシン類について放流水の予定 水質を記入すること。 6⑮放流先の概況については、放流先の種類（河川、湖沼等）及び放流 先との関係等を記入すること。 7運搬を行う者や運搬施設が複数ある場合にあっては、④～⑥欄に「別 紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 8処分を行う者や分析試験を行うための施設が複数ある場合にあって は、⑦～⑯欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 ※手数料欄 
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様式第三十一号の三（第十二条の十二の二十五関係）（平30環省令17・追加） 輸入された産業廃棄物の返還届出書 年月日 環境大臣殿 申請者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の12の25第6項の規定 により、輸入された産業廃棄物であって仮に陸揚げされたものについて、輸 入の相手国への返還を行うための輸出を行うので、次のとおり届け出ます。 ①産業廃棄物の種類（当該産 業廃棄物に石綿含有産業廃 棄物、水銀使用製品産業廃 棄物又は水銀含有ばいじん 等が含まれる場合は、その 旨を含む。）及び性状 ②産業廃棄物の数量（当該産 業廃棄物に石綿含有産業廃 棄物、水銀使用製品産業廃 棄物又は水銀含有ばいじん 等が含まれる場合は、その 旨を含む。） ③運搬施設の種類及び運搬経 路 ④産業廃棄物が仮に陸揚げさ れた年月日及び輸出予定年 月 ⑤産業廃棄物の返還を行う理 由及び輸出の相手国におけ る当該産業廃棄物の輸入者 との調整状況の概要 ※事務処理欄  
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様式第三十二号（第十二条の十二の二十六関係）（平23環省令1・全改、平29環省令10・令2環省令9・一部改正） 産業廃棄物輸出報告書 年月日 環境大臣殿 報告者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の12の26第1項の規定 に基づき、年月日付けで確認を受けた産業廃棄物の輸出に関 し、関係書類を添えて報告します。 年月日 ①確認の年月日及び確認番号 確認番号 ②産業廃棄物を生じた事業 場の名称及び所在地 ③産業廃棄物の種類（当該 産業廃棄物に石綿含有産 業廃棄物、水銀使用製品 産業廃棄物又は水銀含有 ばいじん等が含まれる場 合は、その旨を含む。）及 び性状 ④輸出した数量（当該産業 廃棄物に石綿含有産業廃 棄物、水銀使用製品産業⑥処分が終了した年月 ⑤輸出した年月日 廃棄物又は水銀含有ばい日 じん等が含まれる場合は その数量を含む。） 合計 備考 1この報告書は、輸出の一括確認を受けた者にあっては、個別の輸出ごとに当該輸出に係る産業廃棄物の処分が終了するたびに遅滞なく提出すること。 2輸出の一括確認を受けた者にあっては、④～⑥欄は前回提出した報告書における記載に今回の輸出に係る情報を追加するようにすること。 （日本産業規格A列4番）  
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様式第三十三号（第十二条の三十関係） （平七厚令一〇・全改、平一二厚令一〇一・旧様式第二十七号繰下・一部改正、平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・平一二厚令一五二・一部改正、平二三環省令一・旧様式第三十一号繰下、平二五環省令一六・一部改正） ↑八十ミリメートル↓ → 環境省印 写真貼付 （都道府県） 120ミリメートル 第号 所属庁 氏名 生年月日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の十三第二項の規定に よる証明書 年月日交付 年月日限り有効 環境大臣（都道府県知事） 印 ← （表面） この証明書を携帯する者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 により立入検査をする職権を行うもので、その関係条文は次のとお りである。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律抜すい （報告及び検査） 第十五条の十三環境大臣は、第十五条の六各号に掲げる業務の適 正な運営を確保するために必要な限度において、センターに対 し、当該業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又は その職員に、センターの事務所に立ち入り、業務の状況若しくは 帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明 書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認め られたものと解釈してはならない。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令抜すい （権限の委任） 第十三条法第十五条の八、第十五条の十三及び第十五条の十四に 規定する環境大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこ ととする。この場合においては、法の規定中この項本文に規定す る事務に係る環境大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規 定として都道府県知事に適用があるものとする。 （裏面） 
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様式第三十四号（第十二条の三十四関係（平18環省令23・全改、平23環省令1・旧様式第三十一号の二繰下、平29環省令10・一部改正） 指定区域台帳 都道府県（又は政令市）名 整理番号指定年月日・指定番号所在地 調製・訂正年月日 指定区域の況面積 埋立地の区分 埋立開始年月日埋立終了年月日廃止年月日 指定区域内の埋立 地の内容 廃止時の状況 埋め立てられている石綿含有一般廃棄物、水銀処理物、又は廃水銀等処理物、廃石 綿等又は石綿含有産業廃棄物の数量 届出（着手）時期完了時期土地形質変更行為の内容実施者廃棄物搬出廃棄物の処理方法 有・無 有・無 土地の形質の変更 の実施状況 有・無 有・無 有・無 備考「廃止時の状況」については、保有水及び周縁地下水等の水質測定結果、ガス・地温の測定結果等を記載した書類を添付 すること。  
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十
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十
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、
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十
二
条
の
三
十
九
関
係
）様式第三十五号（第十二条の三十五、第十二条の三十八、第十二条の三十九関係） （平17環省令7・追加、平18環省令7・平18環省令23・一部改正、平23環省令1・旧様式第三十一号の三繰下、平29環省令10・令元環省令2・令2環省令9・一部改正） 土地の形質の変更届出書 年月日 都道府県知事殿 （市長） 届出者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 指定区域内における土地の形質の変更をしたいので、廃棄物の処理及び清 掃に関する法律第15条の19（第1項、第2項、第3項）の規定により、関係 書類等を添えて届け出ます。 指定区域の所在地 土地の形質の変更の種類 土地の形質の変更の場所 土地の形質の変更の施行 方法 土地の形質の変更の内容 地下にある廃棄物の種類 （当該廃棄物に石綿含有 一般廃棄物、水銀処理物 又は石綿含有産業廃棄物 が含まれる場合は、その 旨を含む。） 地下にある廃棄物の搬出 の有無及び搬出先 土地の形質の変更の着手 予定日（又は着手日） 土地の形質の変更の完了 予定日（又は完了日） （日本産業規格A列4番） 六四七五・10  
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様式第三十五号の二（第十三条の三関係）（平30環省令2・追加、令2環省令9・一部改正） （第1面） 有害使用済機器保管等届出書 年月日 都道府県知事殿 （市長） 届出者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の2第1項の規定により、関係 書類及び図面を添えて届け出ます。 有害使用済機器の品目 事業の範囲（取り扱う有 害使用済機器の品目及び 処理の区分を明らかにす ること。） 処理の区分 保管のみ・保管及び処分（再生を含む） 事務所電話番号 事務所及び事業場の所在 地等事業場電話番号 面積 保管を行うすべての場所 の所在地及び面積並びに 当該場所ごとにそれぞれ 保管を行う有害使用済機 器の品目、保管量及び積 み上げることができる高 さ（それぞれについて第 13条の6の規定による高 さのうち最高のものを含 む。） 処分又は再生を行うすべ ての事業場の所在地及び 当該事業場ごとにそれぞ れ処分又は再生を行う有 害使用済機器の品目 事業の用に供する施設の 種類、数量、設置場所、 設置年月日及び処理能力 ※事務処理欄 （第2面） 届出者（個人である場合） （ふりがな） 生年月日住所 氏名 （法人である場合） （ふりがな） 住所 名称 法定代理人（届出者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者又は成 年被後見人若しくは被保佐人である場合） （ふりがな） 生年月日住所 氏名 備考 1この届出書は、事業を開始する日の10日前までに提出すること。 2※欄は記入しないこと。 3「法定代理人」の欄については、該当するすべての者を記載することと し、記載しきれないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添 付すること。 4都道府県知事が定める部数を提出すること。 （日本産業規格A列4番） 六四七五・11 六四七五・12 
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様式第三十五号の三（第十三条の四関係）（平30環省令2・追加、令2環省令9・一部改正） 有害使用済機器保管等変更届出書 年月日 都道府県知事殿 （市長） 届出者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 年月日付けで届出を行った有害使用済機器保管等業に係る以 下の事項について変更するので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条 の2第1項の規定により、関係書類及び図面を添えて届け出ます。 新旧 変更する事項の内 容（規則第13条の 3第1項第8号に 掲げる事項を除 く。） 変更する事項の内容（規則第13条の3第1項第8号に掲げる事項） （ふりがな） 生年月日住所 氏名 変更の理由 変更予定年月日 備考 1この届出書は、原則として変更する日の10日前までに提出すること。 2各欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に 「別紙のとおり」と記載し、この様式の例により作成した書面を添付する こと。 （日本産業規格A列4番）  
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様式第三十五号の四（第十三条の十一関係）（平30環省令2・追加、令2環省令9・一部改正） 有害使用済機器保管等廃止届出書 年月日 都道府県知事殿 （市長） 届出者 住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 年月日付けで届出を行った有害使用済機器保管等業に係る以 下の事項について廃止したので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第16条の4の規定により、関係書類を添えて届け出ます。 廃止した事業 の範囲 廃止の理由 廃止の年月日 備考 1この届出書は、廃止の日から10日以内に提出すること。 2各欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に 「別紙のとおり」と記載し、この様式の例により作成した書面を添付する こと。 （日本産業規格A列4番） 六四七五・13 六四七五・14（―・36）  
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様式第三十六号（第十四条関係）（平二三環省令一・全改、平二五環省令一六・平三〇環省令一七・一部改正） 八十ミリメートル → 環境省 写真貼付（都道府県印 ・市町村） 120ミリメートル 第号 所属庁 氏名 生年月日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十九条第三項の規定による証 明書 年月日交付 年月日限り有効 環境大臣（都道府県知事・市町村長）印 ← （表面） この証明書を携帯する者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 により立入検査をする職権を行うもので、その関係条文は次のとお りである。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律抜粋 （立入検査） 第十九条都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な 限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃 棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若し くは処分を業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両、 船舶その他の場所、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理 施設のある土地若しくは建物若しくは第十五条の十七第一項の政 令で定める土地に立ち入り、廃棄物若しくは廃棄物であることの 疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理 施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しく は同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土 地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は 試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物 であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。 2環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員 に、再生利用認定業者、広域的処理認定業者若しくは無害化処理 認定業者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所若しくは第 九条の八第一項若しくは第十五条の四の二第一項、第九条の九第 一項若しくは第十五条の四の三第一項若しくは第九条の十第一項 若しくは第十五条の四の四第一項の認定に係る施設のある土地若 しくは建物若しくは国外廃棄物若しくは国外廃棄物であることの 疑いのある物を輸入しようとする者若しくは輸入した者若しくは 廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を輸出しようと する者若しくは輸出した者の事務所、事業場その他の場所に立ち 入り、当該認定に係る収集、運搬若しくは処分若しくは当該認定 に係る施設の構造若しくは維持管理若しくは国外廃棄物若しくは 国外廃棄物であることの疑いのある物の輸入若しくは廃棄物若し くは廃棄物であることの疑いのある物の輸出に関し、帳簿書類そ の他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度に おいて廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で 収去させることができる。 3前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証 明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 4第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査の ために認められたものと解釈してはならない。 （緊急時における環境大臣の事務執行） 第二十四条の三第十八条第一項又は第十九条第一項（第十七条の 二第三項において準用する場合を含む。）の規定により都道府県 知事の権限に属する事務は、生活環境の保全上特に必要があると 環境大臣が認める場合にあつては、環境大臣又は都道府県知事が 行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府 県知事に関する規定（当該事務に係る部分に限る。）は、環境大臣 に関する規定として環境大臣に適用があるものとする。 2（略） （裏面） 
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